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2021年建議の訴求点

＜全体コンセプト＞
「公平性の確保（特に予見性・透明性の向上）」

＜建議の三要素＞
1. 対外開放
経済のグローバル化に適応するため、製造・サービス業分野での外資参入制限のいっそう
の開放、グローバルスタンダードのさらなる採用を要望する。

2. 行政の規制運用・手続
法治政府・サービス型政府の建設のため、行政手続の簡素化・迅速化、許認可・認証の
大幅な廃止を要望する。併せて、制度の運用・解釈の統一や制度変更の際の十分な準備
期間の確保を要望する。

3. 公平な競争
秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、公平競争の阻害となっている各種制度の見
直し、国内企業と外資企業への公平な待遇、知的財産権制度のいっそうの改革を要望する。

＜本年の重点分野＞
１．「新型コロナウイルス関連の問題」
ファストトラックの運用手続の早期明確化・合理化、日本との直行便の早期再開および再
開済み路線の増便、ビザ取得に必要な招聘状の迅速な発給、集中隔離環境の改善と集中
隔離期間の短縮、集中隔離終了後の各都市における追加隔離措置の廃止を要望する。

２．「モノ・技術・データの越境・管理に関する問題」
2020 年から2021年にかけて施行された、「信頼できないエンティティ・リスト規定」「輸
出管理法」「外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止する規則」「外商投資安全審
査弁法」等の法令について、概念の定義や適用範囲があいまいであることからビジネス上
の予見性の低下につながっている。定義や適用範囲、適用に関する判断基準の明確化を
要望する。また、日系企業へ恣意的に適用することのないよう要望する。さらに、サイバー
セキュリティ法を始めとするデータ関連法令に関し、制定プロセスにおいて、外資系企業
を含む関係者の意見を取り入れるとともに、外国製品を差別的に取り扱うことのないよう
制度の制定や運用面での配慮を要望する。
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中国経済の改革の方向と主要な建議
「中国のビジネス環境の予見性向上への期待」
2021年3月の第13期全国人民代表大会第4回会議（以
下、全人代）で決定された第14次5カ年規画綱要（以下、
14・5規画綱要）の指導思想では、社会主義現代化国家の
全面的建設に向けて良好なスタートを切るために、イノベー
ション、調和、グリーン、開放、共に享受する発展という5つ
の発展理念を徹底するとしている。また、サプライサイド構
造改革の深化を主軸とすることやイノベーションを改革の根
本的動力とすることが強調されている。

また、14・5規画綱要においては、「国内大循環を円滑に
する」として、「国内の統一された大市場の形成を加速し、
国際的な先進的ルールやベストプラクティスをベンチマー
クし、異なる地域や業界の標準・規則・政策の調和・統一を
促進し、地方保護や独占、市場分割を打破する」とされた。
さらに、「国内・国際双循環を促進する」として、「国内大循
環に立脚して、強大な国内市場の整備と貿易強国の建設を
調和させながら推進し、世界の要素・資源をひきつける強
力な重力場を形成し、内・外需、輸出入を促進し、外資誘致
と対外投資を調和させながら発展させる」ことが盛り込まれ
た。「国内大循環の円滑化」が国内統一市場の形成や各種
障壁の打破に、「国内・国際双循環の促進」が内需拡大によ
るビジネスチャンスの増大や対外開放のいっそうの拡大に
つながることを期待したい。

2021年3月の全人代の政府活動報告では、2021年の重
点活動任務が定められた。同任務の筆頭には「マクロ政策
の継続性、安定性、持続可能性を保ち、経済が合理的な範
囲内で動くよう促す」が挙げられた。このほか、「重点分野
の改革を踏み込んで推し進め、市場主体の活力をいっそう
引き出す」「ハイレベルの対外開放を実行し、対外貿易と外
資の安定の中での質的向上を促す」ことなどに重点的に取
り組むとされた。

米中間の経済貿易摩擦や各国による保護主義的行動、新
型コロナウイルス感染症等によって、日系企業のビジネスに
おける不確実性が高まっている。このような状況の下で、中
国におけるビジネス環境のいっそうの「予見性の向上」に資
するような制度の整備や運用が期待される。

予見性の向上に関しては、2020年1月1日より、外商投資
法が施行された。同法には、外商投資に関連する法令を制
定する際、外資系企業の意見や建議を聴取しなければなら
ないこと（第10条）、外商投資企業の政府調達活動への公
平な参与を保障すること（第16条）をはじめ、日系企業等が
これまで「中国経済と日本企業白書」等において要望してき
た内容が多数含まれている。同法は、中国とのビジネスを行
う日系企業に大きな影響をもたらすものであり、同法が条
文の規定どおり執行されることにより中国市場がいっそう開

かれたものとなることを期待する。また、2020年5月に開催
された全人代では、中国初となる「民法典」が可決・成立し
た。こうした法律の制定が日系企業にとっていっそうの「予
見性の向上」につながることを期待したい。

新型コロナウイルス感染症に関しては、感染抑制のため
の厳格な制限が継続していることにより、ビジネス環境の基
盤である日中間の人的往来が極めて停滞した状況にある。
今後のビジネス環境の早期回復のために、日中間の航空便
の早期復便と隔離期間の短縮や隔離環境の改善、中国入国
ビザ取得に必要な招聘状の迅速な発行等の早急な改善を
強く期待したい。

日系企業は、2021年が「公平性の確保」された、「透明性
の高い」ビジネス環境の整備に繋がる改革の深化が図られ
る重要な年となるよう期待しつつ、中国政府が改革の深化
を図る上で、各種ビジネスなどを通じて積極的に貢献をする
構えである。

14・5規画綱要および2021年の政府活動報告において、中
国政府はより高水準な開放型経済新体制の建設、一流のビ
ジネス環境の構築、高水準な市場体系の建設を目指し、改革
を深化させていく方向にあるが、日系企業が中国ビジネスの
現場で直面している課題を、対外開放、行政の規制運用・手
続、公平な競争の観点から整理すると下記の通りである。

改革の深化にあたり、長きにわたり中国で事業に携わって
きた日系企業が直面している課題の分析と解決のための建
議を取りまとめた本白書にはヒントとなるものが多く含まれ
ると確信している。この中の少しでも今後の政策運営の参考
としていただきたい。

対外開放
14・5規画綱要の中では、「より高水準な開放型経済新体
制の建設」として、対外開放のレベルを全面的に引き上げ、
貿易・投資の自由化・円滑化を推進し、商品および要素の開
放を持続的に深化させ、ルール・規制・管理・標準等の開放
を着実に進めることが示された。2020年7月には、「外商投
資ネガティブリスト（2020年版）」が公布され、外商投資の
制限・禁止条項が40から33に減少し、一部の業種において
外資の出資比率制限の緩和・撤廃が行われるなど、中国が
より開かれた市場となるための取り組みが進展している。他
方、ネガティブリストには規定されていないが、他の関連法
令によって外資の参入が実質的に制限されている分野も存
在する。習近平国家主席は2019年6月の大阪G20サミットに
おいて、ネガティブリスト以外の外資参入制限は全面的に撤
廃すると表明しており、今後はこうした他法令の改正が進む
ことを期待する。

また、2020年1月1日より、外資企業にとって基本法となる
外商投資法と外商投資法実施細則が施行された。今後も関
連する法令・規定の改正が行われていくとみられる。引き続

エグゼクティブ・サマリー
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ドのさらなる採用に向けた積極的な取り組みを要望する。

・投資：各種ネガティブリストの改定や、企業が新たな
分野への参入を模索する中で、「外商投資参入特別管
理措置（ネガティブリスト）（2020年版）」や「市
場参入ネガティブリスト（2020年版）」では制限さ
れていないが、他の関連法令によって外資への開放分
野が事実上制限されており、参入が難しいといった事
例が生じる場合がある。外商投資法の大きな柱である
「参入前の内国民待遇とネガティブリストによる外資
投資管理制度」や「外商投資企業への公平な競争環境
の確立」の実現にあたり、そういった事例に対応する
ため、国家発展改革委員会や商務部などに対応窓口を
設け、問題の把握を行うとともに関連部門との連携に
より必要な関連法令の改正を行うことができるよう、
体制の整備を要望する。

・不動産：外資の不動産建設業への投資における制限の緩
和、特に外商投資不動産企業に対する国外借入禁止条項
の撤廃および独禁法審査基準の明確化を要望する。

・情報通信：データセンターやクラウドサービス等の付
加価値電信サービスにおいて、依然として外資の参入
規制が設けられている。外資企業が自国で培ったノウ
ハウを活用し、中国で魅力的なICTサービスを展開で
きるよう規制緩和することを要望する。上記について
は、外資系企業による付加価値電信業務参入の明確な
ガイドライン（ライセンス取得に必要な実務上の要件
や手続）の提示を要望する。

・コンテンツ：中国コンテンツ産業の発展は国内企業の
保護ではなく、健全な競争による国内企業・人材の育
成が鍵である。また、市場ニーズがあるにもかかわら
ず海外正規版の市場参入が制限されれば、政府の事前
審査や検閲を通過していない模倣品や海賊版のコンテ
ンツが市場に蔓延する結果に繋がる。そこで、外国企
業や海外コンテンツの輸入・制作・流通・販売等に対
する各種規制や参入障壁を取り除くこと、外資企業で
もインターネットでの音楽配信サービス等を運営でき
るようにすることを要望する。

・損害保険：「保険会社持分管理弁法」の2018年3月改
訂により、保険会社の株主条件（同業競争回避の観点
でコントロール類株主・戦略類株主の場合、2社以上
の同業種保険会社への出資不可。）や出資比率上限
（1社あたり上限は保険会社の登録資本の1/3）が厳格
化された。中国保険市場の開放と健全な発展を促進す
るために、一定の条件(株主ガバナンス、財務能力、
合弁目的等)を満たす条件下での本規定のさらなる緩
和を要望する。なお、出資比率制限については、合弁
パートナー(中国の非保険会社)の選択肢制限にも繋が
るので、出資比率上限を保険会社の登録資本の1/3か
ら1/2（程度）まで緩和することを要望する。

行政の規制運用・手続
14・5規画綱要の中では、放・管・服（行政簡素化と権限
委譲、監督管理の強化、サービスの最適化）改革を深化さ
せ、行政許可事項をスリム化することが強調されている。
2021年3月に開催された全人代の政府活動報告において
も、2021年の重点取り組みの1つである「重点分野の改革を
踏み込んで推し進め、市場主体の活力をいっそう引き出す」

において、企業関連審査・認可事項の手続簡素化・書類削
減・時間短縮を大いに推進することなどを強調している。行
政手続の簡素化・迅速化、必要最低限のものを除いた許認
可・認証の廃止、政府サービスの向上は、本白書においても
引き続き日系企業が多くの分野で求めているものであり、今
後もいっそう積極的な取り組みの展開を要望する。

また、2020年から2021年にかけては、新型コロナウイル
ス感染症の予防・抑制のために中央・地方政府から各種の
措置が打ち出されたが、それに関連する問題もみられる。今
後緊急的な事態が生じた際はこうした問題が極力生じない
よう改善を要望する。なお、新型コロナウイルス感染症に関
連した建議は、「新型コロナウイルス感染症と日系企業」の
項目でまとめて紹介する。

・貿易：中国からASEANや中南米向けに自由貿易協定
（FTA）を利用する際、その施行細則上に、原産地証
明書に記載するHSコードを輸入国のHSコードとする
旨の規定がある。しかし、輸入国と輸出国（中国）の
HSコードが異なる品目について、中国各地の原産地証
明書発給機関が自国（中国）のHSコードを記載するよ
う要求している。発給機関の要求通りに発給された原
産地証明書は、輸入国では条文違反となることから、
FTAが利用できない、あるいは発給機関との交渉に時
間を要しFTAの利用に遅れが生じる場合がある。この
問題は2016年以降毎年の白書で提起しており、その後
も解消しておらず、最近においても同様な問題が発生
しているため、中央政府から各地の原産地証明書発給
機関に対して、FTAの条文と矛盾したり条文に記載の
ない要求を行わないよう、指導徹底いただく事を強く
要望する。

・省エネ・環境：第14次5カ年規画では「炭素排出の
ピークを2030年より前とする行動プランの制定」が定
められ、CO2排出削減は今後より重要な政策となる。
2017年12月に中国国家発展改革委員会より発表され
た排出量取引制度の全国導入については、まずは発電
事業および自家発電設備を持つエネルギー消費量の大
きな事業者約1,700社を対象とするが、今後他の業種
にも拡大される予定となっており、外資系企業も含め
て広範囲に影響を及ぼすことが想定される。2021～
2025年までに本格的な運用が見込まれているが、テ
スト運営段階では、各都市における対象業種、基準が
統一されておらず、関係事業への影響についての予見
性、蓋然性を持つことができないため、今後とも外資
系企業を含む関連業界との情報交換、関係国政府機関
との調整も十分に行いつつ進めることを要望する。

公平な競争
14・5規画綱要の中では、高水準な市場体系を建設し、市
場体系の基礎的な制度を完備し、平等な参入や公正な監督
管理を堅持し、高効率で規範のある、公平な競争が行われ
る国内統一市場を形成することや、質の高い発展を制約す
る体制メカニズム上の障壁を打破すること、全国統一市場や
公平な競争を阻害する規定や方法を整理・廃止していくこと
が強調された。また、2021年3月に開催された全人代の政府
活動報告においては、重点取り組みの1つである「重点分野
の改革を踏み込んで推し進め、市場主体の活力をいっそう引
き出す」の中で、「市場化・法治化・国際化されたビジネス環
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こうした方向性に沿って、市場原理が十分に活きるように、公
平競争の障害となっている各種制度を見直し、透明性の高い
市場経済ルールの整備とその適正な運用を要望する。

・投資：
・2020年9月施行の「信頼できないエンティティ・リ
スト規定」について、処罰対象となる行為として提示
されている「中国の国家主権、安全、利益の発展への
危害」「正常な市場取引原則への違反」や「差別的措
置」などが不明確な概念となっている。商務部等の関
連部門においての同制度の運用にあたり、下位法令等
により、これらの概念をより明確化することを要望す
る。また、同規定は米中摩擦も制定の背景として指摘
されるところ、日系企業が米中間の対抗措置や恣意的
な運用の対象とならないよう要望する。このほか、手
続の透明性や公正性の確保、並びに日系企業の意見に
十分な配慮を要望する。
・2020年施行の「輸出管理法」について、「再輸出」
「みなし輸出」「法の域外適用による責任追及」など
が定められているが、これらがどのように運用される
かが不透明である。これらは、運用の如何により、業
界や企業のサプライチェーンを含めた既存のビジネス
モデルへ大きな影響を与えるものであり、既存ビジネ
スの予見性の著しい低下および、新規投資を抑制する
大きな要因となりえる。これらについて、早急に下位
法令で明確化するとともに、その運用にあたっては日
系企業を含む外資企業の意見も十分に踏まえるよう要
望する。
・2021年1月施行の「外国の法律および措置の不当な域
外適用を阻止する規則」について、中国政府が「不当
な域外適用の状況にある」と判断した場合は、中国の
法人等がその他国の制裁法規等に従うことへの禁止令
を発出できるとされている。一方で、「不当な域外適
用の状況」といった概念があいまいであり、ビジネス
上の予見性の著しい低下につながっている。どのよう
な場合に同規則が適用されるのか等の判断基準を明確
にするよう要望する。また、日系企業へ恣意的に適用
することのないよう要望する。
・2021年1月施行の「外商投資安全審査弁法」につい
て、同弁法により、グリーンフィールド投資にまで外
商投資の審査範囲が拡大された。かつ、審査範囲につ
いて明確な定義がないことから、審査当局に幅広い解
釈の余地を残していることが指摘されている。自主申
告が必要な範囲とされている「重要インフラ」「重要
技術」「重要情報技術およびインターネット製品・
サービス」などの範囲につき、いっそうの明確化を要
望する。

・競争法：企業結合審査の透明性向上の観点から、承認
の当否の根拠、条件付承認を行う場合における根拠に
関する規定、市場範囲の画定方法等の企業結合審査の
基準、特に、「業務または資産の独立性の維持」とい
う制限条件の付加と解除に関する基準を、法改正やガ
イドラインの運用等を通じてさらに明確化し、純粋に
競争制限・排除効果の有無の観点から審査を行うこと
を要望する。

・税務・会計：2019年に個人所得税法が大幅に改正さ
れ、外国人が適用可能な優遇措置が2021年末に取り消

される。規定通りに取り消された場合には、企業負担が
大幅に増加することから優遇措置の継続を要望する。

・知的財産権：外商投資法第22条では、技術提携の条件
は各投資当事者が公平原則に従い協議して確定すると
ある。技術輸出入管理条例におけるライセンス技術の
保証期間・範囲等も、公平原則のもと、当事者間の協
議により決定できることを明確にしていただくよう要
望する。

・技術標準・認証：中国サイバーセキュリティ法を始め
とするデータ関連法令に関し、その具体的な内容を定
める弁法、細則、標準等は、一部を除き未制定のもの
や意見募集段階のものが多い。これらの制定プロセス
において、外資系企業を含む関係者の意見を取り入れ
るとともに、外国製品を差別的に取り扱うことのない
よう制度の制定や運用面での配慮を要望する。また、
施行に際しては必要な事前のガイダンスの提供や十分
な対応期間の確保を要望する。

・政府調達：
・現行の「政府調達法」第10条では、政府調達において
は自国の貨物、工事、サービスを購入すべきことが規
定されている。2019年10月22日に公布された「ビジ
ネス環境改善条例」では、政府調達は公開・透明、公
平・公正に、法により平等に各種の所有制や地域ごと
に異なる市場主体を取り扱うべきであり、不合理な条
件または製品の産地出所等によって制限や排斥を行っ
てはならないと規定されたにもかかわらず、2020年
12月8日に中国財政部により公布された「政府調達法
（改訂草案意見聴取稿）」第29条では依然「自国の
産業を支持する」という文言が残されている。「政府
調達法」を今回改訂するにあたってはこの文言を削除
し、政府調達市場の範囲がより開放され、輸入品と国
産品が政府調達の市場競争に平等に参与できる環境が
作られるよう要望する。
・「外商投資法」「外商投資法実施条例」等の法律・法規
は2020年1月1日より正式に発効・施行されているが、
その中で外商投資企業の法による公平な政府調達活動へ
の参与を保障する規定が設けられたことは評価できる。
ただし、前掲の法律・法規にある政府調達関連規定はい
ずれもやや原則的なものであるため、より明確で具体的
な実施細則が早急に打ち出され、それが地方政府レベル
においても徹底して執行されることで、外商投資企業の
政府調達活動への平等な参与を保障する新たな規定が確
実に実施されることを、なお強く要望する。

・「安可」または「信創」にかかわるリストの存在や適
用される製品の範囲、要求内容や基準を明確にしてい
ただき、市場参入の透明性、予見可能性を確保してい
ただくよう要望する。特に情報セキュリティ領域への
参入基準や条件について明確な規定がなく、外資系企
業による参入を実質上困難にしている。加えて、予見
可能性を高めるために、本件に認証された製品の情報
公開を要望する。
・中国企業製の製品ではないという理由のみをもって外
資企業製品が排除されることにより、高いセキュリ
ティ機能を有する製品までも政府調達から排除される
ことは、不合理な差別であり、中国の対外開放の政策
と相容れない。また、特に情報セキュリティの問題に
おいて、外資企業の製品を排除し、中国企業が開発・
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長体は96％まで 製造した商品を調達することは、心情的に安全性を高
めたように感じられることは理解するものの、日々進
化するハッキング等の不正手段に対し迅速に最適な防
御を行う上で、中国政府が取りうる選択肢を狭め、か
えって脆弱性を生み出す恐れがある。中国における情
報システムの安全性を担保するためにも、外資企業の
製品に門戸を開くよう要望する。

・建設：建築業に従事する外国人社員と現地社員の資格取
得制度の不平等な取り扱いと法令の整備、具体的には日
本の一級建築士、一級施工管理技術士などの資格を中国
の建造師資格等と同等に取り扱うことを要望する。

・小売：現在、タバコの販売は「烟草専売許可証管理弁
法実施細則（国烟法[2020]205号）」により外資企業
には販売が認められていない。このため、多くの外資
小売店舗はテナントとしてタバコ取扱店を併設するこ
とで、消費者の利便性への要求に応じている。タバコ
以外にも、薬、書籍等も、外資企業には取り扱いが認
められておらず、販売が可能な内資企業との間で、直
接的な売上に限らず、集客力の面においても、不平等
な競争を強いられる要因となっている。消費者の利便
性をより高めるためにも、同じ業態内において内資企
業と同等の扱いとするよう、タバコ、薬、書籍等の取
り扱い制限の撤廃、緩和を要望する。

「2020年白書の建議のうち、改善がみられた主な項目」
2020年白書の建議のうち、改善がみられた主な項目を
例示すると次の通りとなる。これらの項目では、建議の方向
に沿った改善がみられたと考えており、中国政府のビジネス
環境改善に向けた取り組みに感謝する。しかし、これらの中
にもさらなる改善が求められる部分が残されているものも
ある。また、これら以外にも改善を期待する分野は依然多く
残されており、引き続き、改善の取り組みが行われることを
期待する。

1)	外商投資における制限・禁止条項の減少（2020年版
白書P36-38、「投資」建議③）

　2020年7月に施行された「外商投資参入特別管理措置
（ネガティブリスト）（2020年版）」では、制限・
禁止条項が2019年版の40項目から33項目に減少し、
一定の緩和が進んだことを評価するが、国家発展改革
委員会および商務部に対して、さらなる制限、禁止項
目の減少を要望する。

2)	危険化学品の鑑定・登記免除について（2020年版白
書P140、「化学品」建議2.1)①、②）

　危険化学品については、これまで「少量の危険化学品
の鑑定免除」「安全試験用途の鑑定・登記免除」を要
望してきたところ、2020年10月に公開された「危険
化学品安全法（意見募集稿）」において、研究開発、
低量、高分子等の場合に登記免除とすることが記載さ
れており、長年、当白書で要望してきた項目が（一
部）反映されたことを歓迎するとともに、登記免除の
対象となる場合は鑑定も免除すること、また、免除対
象が明確になるよう、ガイダンス文書や関連リストの
整備を引き続き要望する。

3)	動物代替試験法の採用に関して（2020年版白書
P162、「化粧品」建議⑧）

　これまで動物試験を代替する方法の採用を建議してい

たところ、2021年3月の化妆品注册备案资料管理规定
（2021年第32号）によって、例外を除く普通化粧品に
ついては、製造企業所在国（地区）の行政主管部門発
行の生産品質管理システム関連の資格認証によって、
試験の省略ができるようになったことを歓迎する。

4)	経営層の任職試験について（2020年版白書P268、
「損害保険」建議①）

　経営層の任職については、任職予定者が外国籍であっ
ても中国語による試験が課されることとなっていた
ため、当局指定の研修に参加することで代替できる
よう、選択制にしていただく事を要望してきたとこ
ろ、中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）により、
2021年2月から董事や高級管理職への任職資格試験が
廃止された。

「中国経済における日本」
中国が成長の質と効率の向上を図りながら経済規模を
拡大してきた中で、日系企業はこれまで非常に重要な役割
を担ってきた。海関統計によると、日本は2020年の中国の
輸出先として国・地域別では第3位、金額は1,427億ドル、
中国の日本からの輸入は1,761億ドルで国・地域別で第2位
となっており、中国にとって日本は重要な貿易パートナーと
なっている。

日本財務省の「国際収支状況」によると、日本の対中投
資額は2020年通年で前年比21.1％減の1兆1,046億円と
減少した。他方、中国商務部の発表によると、2020年の全
世界からの対中投資実行額は、前年比4.5％増の1,443億
7,000万ドルとなり、前年に引き続き過去最高を記録した。

また、中国への進出日系企業数は2万3,094社（2012年
末時点、中国貿易外経統計年鑑2013：注）であり、国別で
はトップとなっている（なお、日本外務省の「海外在留邦人
数調査統計 令和元年版：2018年10月1日時点」では中国の
日系企業の「拠点数」は3万3,050拠点）。直接・間接合わ
せて約1,000万人以上の雇用を生んでいるとされ、雇用創
出面での貢献も大きい。

また、優れた技術・ノウハウ等を保有する日系企業が少
なくなく、受発注両面で中国企業の技術力や経営効率の向
上、競争力の強化に貢献している。また、一部産業のサプラ
イチェーンにおいては、他に代替のききにくいハイテク製品
の基幹部品や特殊原材料の供給における日系企業のプレ
ゼンスも高い。

日系企業は経済がグローバル化し、サプライチェーンが
複雑に絡み合った状況の中、今後も中国とともに発展しよう
としている。

他方、米中間の経済貿易摩擦、新型コロナウイルス感染
症の影響により、日系企業が重大なビジネス上の意思決定
を行うにあたっての不確実性が高まっている。日系企業は
今後中国でのビジネスをさらに拡大させ、中国経済および社
会の発展に貢献したいと希望するが、そのためにも、中国に
おけるビジネス環境の改善、予見可能性のいっそうの向上
が期待される。
注：	中国貿易外経統計年鑑では、2014年版以降は国別の企業数の統
計が発表されていない。 
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長体は96％まで
【新型コロナウイルス感染症と日系
企業】
2020年から2021年にかけて、新型コロナウイルス感
染症は在中国日系企業にも大きな影響を与えた。

日中経済協会北京事務所と中国日本商会は2020年
12月1日、11月25日から27日にかけて実施した第11回新
型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケート調査
の結果を発表した。同アンケート調査は、中国日本商会
の市内法人会員508社に案内され、うち116社から回答
を得た。

アンケート調査の結果によると、北京の事業所におけ
る現地採用職員の出勤体制については、回答企業のう
ち64.3％が「新型コロナウイルス発生以前の出勤体制
に戻っている」と回答した。「新型コロナウイルス感染症
発生後、在宅勤務制度を整備し、通常の出勤体制として
いる」「新型コロナウイルス感染症対策として時差出勤
や交代勤務はあるが全員出勤させている」がそれぞれ
14.8％で続いた。

また、本来の在北京日本人駐在員は543人だが、
2020年11月27日時点で496人（91.3％）の駐在員が
北京にいることが分かった。北京に駐在員が来る（戻
る）ことへの阻害要因としては、「招聘（しょうへい）
状の発給の停滞」（61.0％）、「14日間隔離の困難さ」
（46.3％）、「フライトの確保の困難」（39.0％）などを
挙げる企業が多かった。なお、新型コロナウイルス感染
症の発生前より駐在員の定数を減少させると回答した企
業は15.2％だった。

中国日本商会では、2020年2月、会員企業を中心に
「新型コロナウイルス感染症に関する課題と要望」につ
いて意見を募集し、日本貿易振興機構北京事務所、日中
経済協会北京事務所の3組織の連名にて、政府機関等に
「新型肺炎の感染流行への積極的な対策と企業の正常
な生産経営の早期回復に関する日系企業の意見」を提
出した。同意見では、省市をまたいだ移動制限に関して
一律の隔離ではなく分類管理を行うこと、操業再開のた
めの申請にかかわる問題の改善、中央・省市レベルでの
通知と現場の運用実態との齟齬について、ウェブサイト
での公開や公文書での通知を徹底し、相互の通知や指
示の矛盾を避けること、日本一時帰国中にビザ・居留許
可等の期限が切れる問題などを提起した。

また、2020年7月には、日本企業関係者等の日中間
の往来に関して、(1)ビザの広範かつ迅速な発給、(2)ビジ
ネス関連の人員のみならず、日本人学校教員へのビザ発
給、(3)北京への直行便の再開を含め、日中の旅客便の
早期の路線回復・増便を要望した。

さらに、中国日本商会は2020年12月28日、日中間の
往来に関する要望書を外交部や商務部、関係各省・市
政府などに送付した。要望書には、往来の主な障害と
なっている(1) ファストトラックの運用手続の早期明確

化・合理化、(2) 日本との直行便の早期再開および再開
済み路線の増便、(3) ビザ取得に必要な招聘状の迅速な
発給、(4) 集中隔離環境の改善と集中隔離期間の短縮、
(5)集中隔離終了後の各都市における追加隔離措置の廃
止、の5項目が盛り込まれた。

【日中間の往来に関する要望（①～⑤）】

①日本との直行便の早期再開および再開済み路 
　線の増便
2020年9月から一部の国と北京の間の直行便が再開
されているものの、日本との間ではまだ再開されていな
い。日中関係や北京との円滑な往来の重要性に鑑み、日
系航空会社による速やかな直行便の再開を要望する。こ
の外、中国内でまだ日系航空会社の直行便の再開に至っ
ていないその他の都市（瀋陽、天津、武漢、成都、アモ
イ等）についても、直行便の速やかな運航再開を要望す
る。また、特に在留日本人が最も多い上海については、既
に日系航空会社の直行便が再開されているものの、供給
量が不足している。上海を始め、既に直行便が再開した
路線についても、早期の増便を要望する。

②ビザ取得に必要な招聘状の迅速な発給
日本人が中国をビジネス目的で訪問するためのビザ取
得には、各省市政府が発行する招聘状が必要であるが、
この招聘状の発給が停止、滞っている事例が多くある。
一部駐在員の招聘状については、省市政府の各部局が
申請を受け付けない問題も生じている。また、駐在員の
家族に対する招聘状の発給は11月以降、停滞している。
駐在員の家族を含め、必要な人員のビザ手続に必要な
招聘状の迅速かつ円滑な発給を強く要望する。さらに、
日中間のビジネス人材を育成する観点から、留学ビザの
速やかな発給を要望する。

③集中隔離環境の改善と集中隔離期間の短縮
中国に入国後の隔離は、防疫上やむを得ない措置で
あると理解し、一部受入れ地の地元政府や隔離ホテル
関係者の献身的なご対応に感謝する。しかしながら、全
ての受入れ地において、良好な隔離環境が整っていると
は限らず、中でも中国に来るのが初めての人や中国語が
分からない人、小さな子供連れの人などが隔離生活中
に不安を感じることが予想される。そうならないように、
日本語ができる係員の配備、日本語のテレビ放送、日本
食や子供向けの食事、窓があり室内温度の調整が可能
な部屋、タオルやシーツの頻繁な交換サービスを要望
する。さらに、集中隔離中でもテレワークができるよう、
Wi-Fi環境の整備を要望する。日本からの入国者は、入
国前に行った検査の陰性証明を前提に、上海で実施さ
れているように「7日間の集中隔離＋7日間の自宅隔離」
「小さな子供連れの場合は自宅隔離」の全国的な適用
を要望する。
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④集中隔離終了後の各都市における追加隔離措 
　置の廃止
都市によっては、入国後の14日間の集中隔離の後、独
自のルールに基づき追加の隔離措置を求められている
例がある。実際に、14日間の集中管理に加えてさらに14
日間の隔離を求められている例もあり、ビジネス活動に
大きな支障を来している。このため、一部の地方都市に
よる追加の隔離措置を廃止し、多くの都市で実施されて
いるような健康観察にとどめるよう要望する。

⑤ファストトラックの運用手続の早期明確化・ 
　合理化
2020年11月30日から日中間の往来においてファス
トトラック（ビジネストラック）の運用が開始されたが、
中国側からその内容や利用手続が明らかにされていな
い。中国に居住する駐在員が日本へ出張し、中国に戻っ
た際、2週間の集中隔離措置が求められることが企業
にとって大きな負担となっている。このため、ファストト
ラック（ビジネストラック）に関する運用手続を可能な限
り速やかに明らかにするとともに、企業が利用できるよ
うな合理的な内容（例：帰国後14日間自宅と勤務先の間
の移動を認める）とし、企業に過大な負担を負わせるこ
とがないよう要望する。

このほか、本白書においては、新型コロナウイルス感
染症に関連して主に以下のような建議が寄せられた。

・投資：
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた予
防・抑制措置のうち、公布された後にその措置が
いつ終了するか明確でないものがみられる。例え
ば、北京市などにおける、グループでの会食を禁
止する措置について、終了時期が明確でなく外食
店舗により対応にばらつきがみられた。各種措置
につき、終了時期を明確にすることを要望する。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた予
防・抑制措置において、各地において「健康コー
ド」による認証システムが導入された。一方、地
域によっては運用開始後も外国人に対しシステム
が対応していないという状況が発生した。このよ
うなシステムの導入にあたっては、運用開始時に
外国人に対しても平等に利用できるよう配慮を要
望する。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大期間中に各
レベルの政府等から発信もしくは口頭により指導
された事項は、中央、省、市、郷・鎮レベルでの
指示に相互に矛盾があるケースもあり、日系企業
が対応に苦慮したケースがある。各レベルの地方
政府等に対し、口頭のみでの伝達や指導は避け、
通知のWEB上での公開や公文書による通知の徹底
を要望する。なお、下位の行政主体は上位の行政
主体の関連通知を明示することにより相互の通知
や指示の矛盾を避けるよう要望する。
・海外からの入境後や北京市等防疫措置が厳格な
都市への出張・宿泊をする際に、入境人員の居住

マンションや出張人員の宿泊ホテルなどを管理す
る社区・街道が国家レベル、省・直轄市レベルの
通知の要求より、さらに高い要求をするケースが
ある（例えば、入境後の隔離における14日＋7日
＋7日期間の運用につき、最後の7日間の運用な
ど）。社区・街道など末端の規制の運用につき、
上位行政主体の規定よりも高い要求をしないよう
要望する。

・税務・会計：新型コロナウイルス感染症の蔓延に
より、一時帰国した日本人駐在員が一定期間に
渡って中国に戻ることができず、結果として日中
両国にて個人所得税を納める事態が発生した。一
方の国での外国税額控除の適用など、二重課税を
回避するための柔軟な実務運用を要望する。
・労務：現在、中国に赴任する前には目的地の所在
する省、市の外事弁公室または商務機関の発行す
る「招聘状」の取得が必要とされ、外交部および
国家移民管理局の通知により、その発行対象は
「経済貿易、科学技術等の活動に従事する場合、
および人道主義上の緊急の必要がある場合」に限
定するとされている。しかしながら、一部の日系
企業の従業員が「招聘状」の発給を受けられない
ために中国に赴任できないという状況がなお出現
しており、この政策が適切に執行され、各地方に
よる執行の差異が少なくなるよう要望する。ま
た、入国前のビザ手続の所要時間が短縮されるよ
う要望する。
・農林水産業・食品：新型コロナウイルス感染症対
策としての輸入冷凍食品への管理が強化され続け
ているが、検疫現場での実務滞留、通達内容不徹
底による現場での混乱がみられる。また、食品工
場、倉庫、飲食店現場での立ち入り検査におい
て、営業・事業に突発的な中断を余儀なくされ、
安定的な事業活動に支障が発生するケースもあ
る。防疫政策への全面協力は当然のことではある
ものの、その運用ルールにおいては通達の徹底と
明確化を要望する。
・空運：
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、航空会
社は中国民用航空局によるガイドライン順守等、
必要な防疫措置を継続している。感染の抑制後、
日中間の旅客流動も徐々に回復した際には、空港
での検疫所要時間の短縮、および検疫処理力の向
上が大きな課題である。例として一部国際線出発
空港においては、現地税関が航空会社に対して、
安全検査の開始時刻の制限や検査場の旅客誘導要
員の配置を求める事例が見られる。現地税関が適
切な人数配備を行うとともに、公共サービスとし
て行うべき業務を明確にするよう要望する。
・旅客便・貨物便問わず宿泊する乗務員に対し、日
本出発前におけるPCR検査の陰性証明所持と宿泊施
設における外出制限を前提に、諸外国での取り扱
いと同様に中国到着時のPCR検査免除を要望する。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止につい
ては、政官民が協力し徹底阻止に向けあらゆる策
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を講じるために、民間企業として各種通達を順守
する責務は十分に理解しているところである。し
かしながら、現場当局からの通達についてはほと
んどSNSでのチャット機能が用いられ正式書面の
開示や標準的なガイドラインが明示されない、情
報が中国の航空会社に限定されていることもあっ
た。通達発行後、対応までの時間的な猶予が設定
されないケースは現時点でも継続している。ま
た、現場責任者の判断により指示が異なる場合
や、明らかに企業の役割を越えた指示を強いられ
る場合もあり、企業と現場で働く従業員の負担と
なり、特に新型コロナウイルス感染症対応では安
全面が脅かされる場面もあった。通達について、
十分に時間的余裕を持って発行すること、発行に
あたっては全航空会社に対して平等に情報開示す
ること、書面での正式通知、加えて現場当局の運
用責任の明確化を要望する。
・国際線の運航便数が大幅に制限されている中で、
本邦航空会社の国際旅客便スロットが十分活用さ
れていない状況にある。コロナ禍で国際物流の
需給がひっ迫している環境のなかで、サプライ
チェーンの維持やワクチン輸送など緊急輸送案件
等のニーズに応えるべく、旅客機や貨物機による
貨物専用便への転用に関し昼間時間帯も含め柔軟
な承認を要望する。
・卸売：2020年の新型コロナウイルス感染症の感染
拡大によって、輸入冷凍食品への対応が厳格化さ
れ、結果輸入冷凍食品の取り扱いに大きな影響が
出ている。どのようなところからウイルスが発見
されているか、輸入元、商品、発見部位などの検
査結果を公表し、企業が対応しやすくするよう要
望する。地方政府によって運用が著しく異なるこ
とのないよう要望する。
・小売：国内各地での感染の発生に際しては、感染
拡大防止のため徹底した封鎖式管理が敷かれ、中
高リスク地区ではしばしば、小区への外来者や車
両の進入を禁止する措置が取られる。幹線道路の
通行が禁止されることもある。これらは感染の封
じ込めに対して高い効果が期待される措置ではあ
るが、感染規模に関わらず一律的に規制されてし
まうと、物流が滞り、安全が確認されている商品
も調達することができなくなる。また、配送に想
定以上の時間が掛かり、鮮度が落ち、販売可能期
間も短くなるなど、経済活動に多大な影響を及ぼ
すことになる。安全確保を第一としながらも、同
時に物流の確保にも配慮された対応策の実施を要
望する。
・銀行：2017年1月、中国人民銀行より「外商投資
企業の外債にかかわる通達」（銀発〔2017〕9
号）が公布され、投注差方式とマクロプルーデン
ス方式のどちらかを選択して外債を調達できる外
債管理方式は、1年間の過渡期が終了後、当局が実
施状況を評価のうえ確定するとされている。2020
年3月、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背
景とした企業の財務悪化を防止するため、中国人
民銀行と国家外貨管理局より「全範囲クロスボー

ダー融資のマクロプルーデンス政策因数の調整に
関する通達」（銀発〔2020〕64号）が公布され、
マクロプルーデンス方式の政策因数が1.00から
1.25へ引き上げられたことにより外債枠は純資産
の2.0倍から2.5倍へ拡大された。しかし、2021年
1月、中国人民銀行と国家外貨管理局より「企業の
全範囲クロスボーダー融資のマクロプルーデンス
政策因数の調整に関する通達」（銀発〔2021〕5
号）が公布され、マクロプルーデンス方式の政策
因数が1.25から1.00へ引き下げられ、外債枠は純
資産の2.5倍から2.0倍へ縮小された。外商投資企業
が複数の外債管理方式から選択できるメリットは
大きいことから、引き続き2つの方式を選択できる
柔軟性の高い運用を要望する。外商投資企業の業
績や資金繰りは新型コロナウイルス前の水準に必
ずしも戻っていない中で、外債枠が新型コロナウ
イルス前の水準に縮小されている。外商投資企業
の事業の継続や発展を支援していくため、外債枠
の拡大を要望する。
・旅行：2020年1月24日以降、経営が禁止されてい
る入境旅行の再開を要望する。
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2020年の中国経済の動向
2020年の中国経済は、新型コロナウイルス感染症の感

染が拡大するもとで、1月の春節休暇前後から移動制限や
都市封鎖といった防疫措置が実施され、経済活動が制限
された。その後、強力な防疫措置の効果によって新規感染
者数が2月にはピークアウトし、徐々に経済活動が再開さ
れた。中国政府は、帰郷した農民工の職場復帰支援などに
より企業の生産活動の再開を促すとともに、預金準備率や
貸出参照金利LPRの引き下げを通じて企業活動をサポート
した。感染症の影響から5月に開催が延期された全人代で
は、2020年の実質GDP成長率目標は設定されなかったが、
減税などを通じた財政赤字規模の拡大、地方専項債の発
行額の引き上げ、防疫特別国債の発行などの方針が示され
た。中国経済は、その後も、政府のマクロ政策による下支
えや抑制された需要（ペントアップ需要）の顕現化、好調な
外需を背景に回復し、2020年通年の成長率は前年比2.3％
増のプラス成長となった。

表1：	 主要経済指標と目標値
2020年

目標 実績
経済成長率（実質） n.a. 2.3％
消費者物価指数（CPI） 3.5％前後 2.5％
M2(注1) n.a. 10.1％
全社会固定資産投資（名目） n.a. 2.9％
社会消費財小売売上総額（名目） n.a. △3.9％
都市新規就業者数（万人） 900以上 1,186
全国住民一人当たり可処分所得
（実質）(注2) n.a. 2.1％

注1：	 M2の目標値は、「国民経済社会発展計画」において、「（その伸
び率が）前年度の水準を明らかに上回るように促す」とされた。

注2：	 全国住民一人当たり可処分所得の目標は、「政府活動報告」にお
いて、「（その伸び率が）経済成長率と同じにする」とされた。

出所：	国務院「政府活動報告」、国家発展改革委員会「2019年国民経
済社会発展計画の執行状況と2020年国民経済社会発展計画案
についての報告」、国家統計局、中国人民銀行

図1：	 実質経済成長率と寄与度
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需要項目別動向
固定資産投資（農家を除く）は、防疫措置の影響から、
2020年第1四半期に大きく減少した。もっとも、その後、感
染状況が落ち着く中、経済活動が再開したことで持ち直し、
通年では、前年比2.9％増（前年5.4％増）となった。内訳を
みると、不動産投資がペントアップ需要の顕現化や信用面
での緩和を背景にいち早く回復した。インフラ投資は地方
専項債の発行増といった政策的後押しを受けて持ち直し
たものの、投資全体の伸びを下回った。製造業投資は、経
済の先行きの不透明性から2020年前半は伸び悩んだもの
の、好調な輸出や企業マインドの改善を背景に年後半は持
ち直しペースを高めた。

消費は、防疫措置や消費者マインドの悪化を背景に、前
年比3.9％減（前年8.0％増）となった。内訳をみると、巣ご
もり需要によって食料品や日用品の販売は前年を上回った
ほか、公共交通機関の利用を避ける動きやペントアップ需
要の顕現化から自動車販売は全体の下落幅よりも小幅と
なった。一方で、飲食などの対面型のサービス消費について
は大きく減少した。

純輸出は、第1四半期、感染症拡大に伴う企業の生産活
動の停滞から減少した。その後は企業活動が再開される中
で世界的な感染症の拡大に伴うマスクを始めとする医療品
や在宅勤務に使用するパソコンなどの輸出が牽引する形で
増加し、経済成長率に対してプラスの寄与となった。

第１章
中国経済と日本企業の現状
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図2：	固定資産投資の推移
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民営企業の資金繰り支援など
金融面をみると、政府は中小零細を含む民営企業の資金
繰りを支援するための施策として、貸出に対する元利払いの
猶予、中小零細企業向けの再貸出・再割引の実施、国有大
型銀行による零細企業向けの貸出残高の増加といった施
策を打ち出した。中国人民銀行は、預金準備率の引き下げ
を実施したほか、LPRの引き下げを通じて民営企業の活動
をサポートした。

市場金利は、感染症の拡大以降、中国人民銀行によるオ
ペレーション金利の引き下げや潤沢な流動性供給を背景に
低下した。その後、2020年後半にかけて、中国人民銀行が
流動性供給を調整したことから金利は上昇に転じた。

図3：	インターバンク金利と債券金利（10年）
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人民元および上海総合株価指数の動向
人民元対ドルレートは、2020年前半にかけて米中間の対
立を背景に1ドル7.1元台まで元安が進行する場面がみられ
た。もっとも、その後、中国経済の回復や米国の金融緩和を
受けた米中間の金利差の拡大を受けて元高が進行し、年末
にかけて1ドル6.5元台で推移した。

上海総合株価指数は、感染症の拡大を受けて2020年3

月に2,600台まで下落する場面がみられた。もっとも、その
後、中国経済の回復期待から個人投資家のマインドが好
転し、株価は大きく上昇した。7月には2018年以来となる
3,400台をつけた後、株価は高値圏内で推移した。

図4：	人民元対ドルレートと上海総合株価指数
（ドル/元)
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2021年の展望
2020年の中央経済工作会議では、2021年のマクロ経
済政策方針として、「連続性、安定性、持続可能性」という
キーワードに言及し、「急な方向転換は行わない」との方針
を打ち出している。財政政策については、「積極的な財政政
策は質を高めてその効果を発揮し、より持続可能なものと
し、支出度合を適切なものに維持する」、としたほか、金融
政策については、「穏健な金融政策は柔軟かつ精確に、合
理的かつ適度に運営する」とし、感染症拡大以前の経済成
長率に復してはいるものの、引き続き景気動向に十分配慮
する方針が打ち出されている。2021年3月の政府活動報告
でもこうした方針が踏襲されている。

先行きのリスク要因としては、①国内における新型コロナ
ウイルス感染症の再拡大やその懸念の高まりに応じた経済
活動の再縮小、②国内におけるワクチン生産・接種の遅れ、
③海外における新型コロナウイルス感染症の拡大やワクチ
ン普及ペースが外需や国際物流に及ぼす影響、④旅行や
飲食といったサービス消費の回復の遅れ、⑤企業債務の増
加やそれが金融システムに及ぼす影響、⑥所得の回復の遅
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れ、⑦米中摩擦の再燃などを指摘でき、引き続き注意深く
みていく必要がある。

在中国日系企業の経営状況
日本貿易振興機構（ジェトロ）は、毎年「アジア・オセア
ニア進出日系企業実態調査」を実施し、中国を含む海外
への進出日系企業の活動実態について調査・公表している
（2020年度調査の中国の有効回答企業数886社）。同調
査によると、2020年度の営業利益（見込み）を「黒字」と
回答した在中国日系企業の割合は63.5％と、19年調査の
68.5％から5ポイント下落した。「赤字」と回答した企業の
割合は、19.5％だった。19年調査の13.2％からは6.3ポイ
ント上昇した。一方で、世界金融危機後の2009年調査では
「赤字」と回答した企業が25.8％で、2012年～2016年調
査ではいずれも20％を超える水準であったことを踏まえる
と、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ながらも比較的そのマイナスの影響は限定的であったとい
える。

図5：	中国における営業利益（見込み）の推移
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出所：	ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

なお、主要国の日系企業全体の2020年の営業利益見通
しを見ると、黒字企業の割合は、48.9％であった。前年の
65.5％から16.6ポイント低下し、過去最低であった2009年
の50.3％を11年ぶりに下回る水準となった。一方、前述の通
り、中国の日系企業のうち黒字企業の割合は、63.5％であ
り、主要国の中では韓国に続いて高い水準となった。

このように、主要国に所在する日系企業の経営状況を比
較すると、中国の日系企業は比較的新型コロナウイルス感
染症の影響や世界経済の鈍化の影響が限定的であるとみ
られる。そのため、複数国に展開する企業においては、中国
以外の国・地域においては、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響が長期化するとの見通しを踏まえて、相対
的に中国での事業展開に対する本社からの期待が高まって
いる傾向がある。

前述のジェトロ日系企業調査では、経営上の課題につい
ても選択式で調査をしている。それによると、日系企業の経
営上の課題で最も回答率が高かったものは、「従業員の賃
金上昇」（63.3％）で、19年調査比で10.4ポイント下落した
ものの、引き続き最大となった。第2位は、「環境規制の厳
格化」で46.7％、第3位は「限界に近付きつつあるコスト削

減」で46.1％だった。

表2：在中国日系企業の経営上の問題点
回答項目 2020年調査

(％)
2019年調査
(％)

増減
(ポイント)

1位 従業員の賃金上昇 63.3 73.7 △10.4
2位 環境規制の厳格化 46.7 43.5 3.2

3位 限界に近づきつつあ
るコスト削減 46.1 42.1 4.0

4位 競合相手の台頭(コ
スト面で競合) 44.8 50.0 △5.2

5位 新規顧客の開拓が
進まない 42.0 41.4 0.6

6位 取引先からの発注量
の減少 40.8 36.4 4.4

7位 主要取引先からの値
下げ要請 40.4 39.8 0.6

8位 従業員の質 39.3 44.0 △4.7
9位 調達コストの上昇 36.8 47.5 △10.7
10位 品質管理の難しさ 35.0 42.4 △7.4

出所：	ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

2020年において、日系企業は、新型コロナウイルス感染
症の世界的な感染拡大と関連する予防・抑制措置による新
たな経営課題にも直面することとなった。2021年の年初時
点においては、特に、新規赴任者や駐在員の家族、出張者
に対する招聘状の発行が抑制的になっており、日本からの
渡航が難しい状況が継続している点が大きな課題となって
いる。そのほか、中国国内で局所的に感染が発生することに
より、国内での人的往来も抑制的になるケースも見られ、国
内出張が困難になることによるビジネスへの影響も見られ
た。また、北京市などにおいて、感染者発生時に日系企業も
入居するオフィス入居者やマンションの住人が数日間自宅
隔離を求められるケースが発生したことから、こういったリ
スクも考慮する必要性が認識された。

特に課題となっている日本との人的往来について、中国日
本商会は、2020年12月、要望書を外交部や商務部、関係
各省・市政府などに送付した。要望書には、ファストトラック
（ビジネストラック）の運用手続の早期明確化・合理化、日
本との直行便の早期再開と再開済み路線の増便など5項目
の要望が含まれた。

世界的な感染の広がりを抑制していく中において、日中両
国においても科学的・合理的な方策により、感染抑制と人
的往来の再開の両立を進めることが求められている。

在中日系企業のサプライチェーンの現状と課題
2020年においては、新型コロナウイルス感染症の世界
的な感染拡大により、供給の中断や人的往来の中断といっ
たリスクが顕在化した。さらに、米中の対立がさまざまな面
に広がる中で、両国間でモノ、技術、データに関する輸出・
越境管理が強化されたことで、日系企業においては、米中
間の規制の間で板挟みになるリスクを意識せざるを得なく
なった。

このような環境変化により、企業においても安定した業
務継続のために、サプライチェーンの見直しや分散化といっ
た議論や検討がなされる機運が高まった。

一方で、日系企業の生産地の見直し等についての意向調
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査を見ると、大規模な移転や撤退は起きていない。ジェトロ
日系企業調査における、「新型コロナウイルスの感染拡大」
や「通商環境の変化」による、「生産地の見直し予定」の項
目を見ると、予定が「ある」と回答した製造業企業は中国に
おいては、7.2％と限定的で、92.8％の企業が予定は「なし」
と回答した。

図6：	生産地の見直し予定
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出所：	ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

これまでの日系企業（製造業）の中国におけるサプライ
チェーン構築の方向性としては、現地調達率の向上があげ
られる。ジェトロ日系企業調査における、在中日系企業（製
造業）の原材料・部品の調達先の比率を見ると、現地（中国
国内）が2010年には、58.3％であったものが、2019年には
69.5％にまで上昇している。2020年は、新型コロナウイル
ス感染症や米中摩擦によるサプライチェーンへの影響を背
景に現地調達率がわずかに下落した一方、前年と比較する
と日本からの調達がわずかに増える結果となった。

図7：	在中国日系企業の調達先内訳の推移（製造業
のみ）
当地（中国国内） 日本 ASEAN 米国 その他
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出所：	ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

ただし、2020年の結果は、日系企業の中国における現地
調達率の継続的な低下をもたらすものではないと考えられ
る。ジェトロ日系企業調査で、各国・地域において、「今後1
～3年で現地調達を拡大する見通し」に関する調査結果を
見ると、在中日系企業では、90.4％が現地での調達を拡大
すると回答している。この率は、アジア・オセアニア地域にお
いて最も高くなっており、同地域の平均（74.8％）を大きく

上回った。

また、このうち「地場企業からの調達」を拡大するとの回
答は89.1％であった一方、「日系企業からの調達」を拡大は
20.2％と大きな差がみられた。この結果からは、今後在中
日系企業のサプライチェーンの管理・構築において、地場企
業からの現地調達を進めていこうとする方向性があるとい
えるだろう。
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第１章
貿易

2020年の中国の貿易総額は前年比1.5％増の4兆6,463億
ドルとなった。うち輸出は3.6％増の2兆5,907億ドル、輸入は
1.1％減の2兆556億ドルとなり、輸出は4年連続の増加、輸入
は小幅減となった。海関総署は2020年の貿易について、世界
経済の成長や世界の貿易が大きな打撃を受け、外部環境が複
雑で厳しい困難な状況の下でも貿易の急速な回復を成し遂げ
たとしたほか、安定成長だけでなく質の向上も実現したと評価
した、。2021年については、世界における新型コロナウイルス
感染症の感染状況や継続する米中の経済貿易摩擦により不
確実性が大きい一方、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定
の発効も見込まれる。こうした状況を受けて中国政府が貿易
面でどのような取り組みを進めるか注目される。

2020年の日中貿易を双方輸入ベース（注1）でみたところ、
総額は前年比0.2％減の3,400億ドルとなり、2年連続で前年
比減少となった。日本から中国への輸出（中国の対日輸入、以
下同じ）は2.7％増の1,760億ドル、中国からの輸入は3.2％減の
1,639億ドルとなった（注2）。その結果、日本の中国に対する貿
易収支は121億ドルとなり、前年から黒字幅が大きく拡大した。

日本からの輸出を品目別にみると、電気機器およびその部
品（第85類）は前年比9.0％増だった。そのうち、主要品目の
集積回路やダイオード、コンデンサーなどが好調だった。機械
類（第84類）は前年比0.7％増だった。そのうち、主要品目の
半導体・フラットパネルディスプレイ用の製造機器が特に好調
だった。車両（第87類）は前年比7.7％減だった。完成車およ
び部品ともにマイナスの伸びとなった。化粧品（第33類）は、
前年比31.6％増となった。前年の伸び（34.7％増）からは3.1
ポイント縮小したものの、依然として好調であった。

日本の中国からの輸入を品目別にみると、電気機器（第85
類）が前年比1.2％減となった。特に主要品目である、スマート
フォンを含む電話機が0.8％減となり全体の伸びを押し下げた。
機械類（第84類）は主要品目であるパソコン（自動データ処理
機械）が20.8％増と好調であったことから、3.2％増となった。
紡織用繊維のその他の製品（第63類）は、主要品目である不織
布マスクが大きく伸びたことから、126.9％増となった。このよう
に、中国からの輸入については、日本の新型コロナ対策下におけ
る感染予防のためのマスクや、テレワークの推進によるパソコン
の需要の高まりに応じた品目が大幅に増加した形となった。

日本の貿易に占める中国の構成比は、輸出が22.1％で前年比
3.0ポイント拡大、輸入も25.8％で2.3ポイント拡大した。その結
果、貿易総額に占める中国の構成比は23.9％と、前年比2.6ポイ
ント拡大した。また、日本の2020年の対世界貿易において、中国
は輸出額で前年1位であった米国を上回り第1位となった。一方、
貿易総額と輸入額では引き続き第1位となった。それぞれ2007
年以降14年連続、2002年以降19年連続で第1位となっている。

中国の統計によると、2012年末の在中国日系企業数は2万
3,094社（中国貿易外経統計年鑑2013：注3）と2万社を超え
ている（なお、日本外務省の「海外在留邦人数調査統計 令和
元年版：2018年10月1日時点」では中国の日系企業の「拠点
数」は3万3,050拠点となっている）。日系企業は中国に生産・
販売拠点を設置し、中国での競争力強化と内需開拓に向け経
営資源を配分しつつ、積極的に事業を展開し、グローバルなサ
プライチェーンの中で日々貿易に従事している。
注1：JETROが財務省貿易統計と中国海関統計を基に分析したもの。貿易
統計は輸出を仕向地主義、輸入を原産地主義で計上しており、香港
経由の対中輸出（仕向地を香港としている財）が、日本の統計では対
中輸出に計上されない。一方で、中国の輸入統計には日本を原産地と
する財がすべて計上されることから、両国間の貿易は双方の輸入統
計のデータがより実態に近いと考える。なお、中国の輸入統計はドル
ベース発表値、日本の輸入統計は Global Trade Atlasによるドル換算
値を用いている。

注2：財務省貿易統計の円ベース（輸出確報、輸入9ケタ速報）では、総
額が32兆5,596億円（前年比1.7％減）、輸出が15兆829億円（2.7％
増）、輸入が17兆4,766億円（5.3％減）となった。

注3：中国貿易外経統計年鑑では、2014年版以降は国別の企業数の統計
が発表されていない。

貿易における具体的問題点
法制度・運用の不透明性
中国には通関拠点数が4,000近くある。これだけ多くの拠

点があるためか、依然として各税関において税関審査や法制
度の解釈に違いがみられるなどの問題が発生している。同一
商品が通関担当者によって異なるHS番号区分と判定され、関
税や輸出増値税還付率が異なるケースも発生している。

通関手続および運用に関する問題
中国政府は通関の効率化やサービス向上のため、各種の努

力を行っており、以前に比べると状況は大きく改善している。
通関のペーパーレス化などの進展を評価する日系企業の声も
聞かれる。

海関総署が2017年12月26日に公布した「海関予裁定管理
暫定弁法」（以下「管理暫定弁法」、海関総署令第236号）
は、事前裁定について、その申請や認可範囲と手続等につい
て規定しており、2018年2月1日から施行された。同法の施行
により輸出入貨物の商品分類や原産地等資格ならびに課税
価格にかかわる要素等について事前の裁定が認められること
になった。また、2018年10月には「税関事前分類決定後の関
連事項に関する公告」（海関総署公告 [2018]138号）が公布
され、「管理暫定弁法」実施後の措置の詳細が明らかとなっ
た。今後、企業が税関商品分類の事前裁定を申請する必要が
ある場合、「管理暫定弁法」および「『税関事前裁定管理暫定
弁法』の実施に関する事項についての公告」（税関総署公告
[2018]14号）の関連規定に従うことになる。
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さらなる貿易自由化への期待
ジェトロが2020年8月から9月にかけて在中国日系企業に

対して実施したアンケート調査（886社が回答）によると、貿
易を行っている中国進出日系企業のうち、FTA・EPAを活用し
ている企業の割合は44.1％と前年より2.0ポイント下落した。
他の在アジア・オセアニア日系企業に比べると、その活用率
は依然として低い。企業規模別に活用率をみると、大企業が
49.1％、中小企業が36.0％となった。業種別では、商社・卸売
業が56.0％で最も多かった。輸出・輸入ともASEANとのFTA
（ACFTA）の活用率が相対的に高くなっている。他方、FTA・
EPAを利用できていない理由としては、「制度や手続を知らな
い（45.2％）」「（輸出・輸入する品目が）適用対象の品目かど
うか分からない（41.5％）」などが挙げられており、制度や手
続の利用に関する情報の周知が、より多くの企業のFTA・EPA
利用を促す上で重要であることがうかがえる。

また、中国商務部は2021年4月16日、中国がASEAN事務総
長に地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の批准書を寄託
したと発表した。これにより、中国はRCEP協定の国内批准手
続を完了したことになる。

中国政府が貿易のさらなる自由化のため、近年諸外国・地
域とFTA締結に向けた取り組みを積極的に進めていることを
歓迎する。今後も引き続き貿易自由化に向けた取り組みの進
展が期待される。他方、FTAを実際に利用するにあたっては、
条文と矛盾したり、記載のない要求が行われている事例もあ
るため、運用面の改善が期待される。

米中貿易摩擦による影響
ジェトロが2020年8月から9月にかけて在中国日系企業に対

して実施したアンケート調査（886社が回答）では、「通商環境
の変化が2020年の業績に与える影響」について、38.4％が「全
体としてマイナスの影響がある」と回答した（「プラスとマイナス
の影響が同程度」という回答は3.7％）。「通商環境の変化が今
後2～3年の業績に与える影響」については、34.6％が「全体とし
てマイナスの影響がある」、34.1％が「分からない」と回答した。
また、業種別では、「全体としてマイナスの影響がある」との回
答は、電気・電子機器が60.0％で最も高く、運輸業（58.2％）、
電気・電子機器部品（56.4％）も回答率が5割を超えた。

今後も新型コロナウイルス感染症の海外における感染状況
によっては外需の動向が影響を受ける可能性もある。加えて、
米中貿易摩擦による関税の引き上げ措置等も継続しており、
2021年の中国の貿易は引き続きこうした動向に大きく左右さ
れる可能性が高い。このような状況の下、2021年3月に開催さ
れた全人代では、ハイレベルの対外開放を実行し、対外貿易
と外資の安定の中での質的向上を促すことが重要な取り組み
の1つとして挙げられた。外資系企業にとって将来の不確実性
が高まる中、中国政府が今後貿易に関してどのような取り組み
を進めていくかが注目される。

＜建議＞
①	通関に関する規制・制度の変更が直前に周知される
ケースがある。WCO（世界税関機構）改正京都規約
の一般付属書第9章では、税関はすべての利害関係
者が関連情報を容易に入手できるようにすること、
変更が発生した際には事前に十分な余裕を持って
情報を入手できるようにすることを規定している。つ
いては、海関総署などの関連部門に対し、通関に伴
う規制・制度の変更を実施する場合には、十分な準
備期間を確保するとともに、文書で事前に税関ホー
ムページに掲載するなど情報開示時期および具体
的実施方法について配慮するよう要望する。

②	同一製品のHS番号や原産地証明など輸出入申告
に関する税関審査および保税区、物流園区または
保税港区の運用や規則、規定に対する解釈も、地
域や担当者により異なる。通関一体化の推進に伴
い改善が見られる部分もあるが、海関総署等の関
連部門に対して、窓口人員等への研修の強化やよ
り詳細なマニュアルの整備などにより全国で統一
的な運用を行うよう要望する。また、全国統一的
な運用の実効性を高めるため、税関間の調整機能
の強化を要望する。

③	WTO貿易円滑化協定第7条では努力規定として所
要時間調査（TRS）を定期的に実施し公表するよ
うに求めている。各税関の通関所要時間を可視化
することにより、通関効率化への取り組み向上にも
つながるため、税関ごとの通関所要時間を調査し
公表するよう要望する。また、上記で収集したデー
タに基づき、引き続き通関、商品検査に係るリード
タイムの短縮に取り組むよう要望する。

④	輸入商品の法定検査について、「輸出入商品検査
法実施条例」第16条に基づき通関申告地の出入境
検験検疫機構へ検査申請することになっており、か
つ同条例第18条により目的地での検査を受けなけ
ればならないが、通関申告地と目的地の検査検疫
組織間で申請情報の連絡がうまくできておらず、検
査まで非常に時間を要したケースがあった。海関総
署等の関連部門に対して、通関申告地においても法
定検査を受検できるよう要望する。併せて商品検
査検疫の迅速化、手続の簡素化、通関・検疫のペー
パーレス化を早期に実現し、同一港湾のみならず全
国で検疫一体化を実施するよう要望する。

⑤	HS番号の対象品目を詳細に解釈した資料の公開
を要望する。また、入港、接岸、荷役許可時の必要
書類、所要時間も可能な限りの統一を要望する。

⑥	「税関輸出入貨物通関申告書修正および取消管
理弁法」第7条により、修正事由が通関業者に起因
する場合は申告事項を修正できるが、それ以外の
中国輸入者や海外輸出者等に起因する場合につい
ては修正の可否が規定されておらず、修正が認めら
れない場合が多い。海関総署等の関連部門に対し
て、通関後の輸出入申告事項の修正の可否を明確
にするとともに、FAQ等において自主的な修正申告
が認められる事例を例示するよう要望する。
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⑦	天津爆発事故以降、各港によりIMDG（国際海上
危険物）の取扱いCLASSが制限され、全CLASSの
取扱いが可能な港は上海港のみとなった。その結
果、上海での輸入を余儀なくされコスト上昇を招
いている。他港でも従来通り全CLASSの取扱を可
能とするよう改善を要望する。

⑧	近年、税関によるロイヤルティ支払いや特殊関係
間の取引価格にかかわる調査が強化されている。
しかし、個々の案件について、税関からどのような
根拠・基準に基づいて課税の必要性や価格の妥
当性を判断しているかの情報が企業に十分に開示
されていない。また、企業の主張および説明に対し
て、税関が同意しない場合、その理由を明確にせ
ず、企業に主張を立証するように一方的に求める
事例がある。企業の対応負担を減らすため、海関
総署から各地税関に対して、課税の要否や課税価
格の判断根拠を明確に提示するよう、指導するこ
とを要望する。

⑨	中国からASEANや中南米向けに自由貿易協定
（FTA）を利用する際、その施行細則上に、原産
地証明書に記載するHSコードを輸入国のHSコー
ドとする旨の規定がある。しかし、輸入国と輸出国
（中国）のHSコードが異なる品目について、中国
各地の原産地証明書発給機関が自国（中国）のHS
コードを記載するよう要求している。発給機関の
要求通りに発給された原産地証明書は、輸入国で
は条文違反となることから、FTAが利用できない、
あるいは発給機関との交渉に時間を要しFTAの利
用に遅れが生じる場合がある。この問題は2016年
以降毎年の白書で提起しており、その後も解消し
ておらず、最近においても同様な問題が発生して
いるため、中央政府から各地の原産地証明書発給
機関に対して、FTAの条文と矛盾したり条文に記
載のない要求を行わないよう、指導徹底いただく
事を強く要望する。

⑩	日中韓自由貿易協定（FTA）の早期締結および地
域的な包括的経済連携（RCEP）協定の早期発効
に向けた取り組みを要望する。

⑪	「輸出監督管理倉庫および所蔵貨物の管理規
定」によれば、中国の輸出監督管理倉庫のうち、
国内結節点型倉庫は最低申請面積が1,000平方
メートルとなっているために保有が困難となってい
る。海関総署等の関連部門に対して、最低申請面
積の縮小を要望する。

⑫	2019年1月より施行された「税関認証企業標準」
によって、これまで輸出入者、輸送会社、通関業者
がすべて1つの基準であったものが、個別に基準
が定められた点は評価できる。しかしながら、基
準を満たすための条件が画一的であり柔軟性に欠
けている。例えば、二段階申告への変更や事前申
告への対応等については、発生の都度総経理等に
報告をしており、総経理も内容を認識しているが、
輸出入認証企業の基準では、総経理等に対する
定期的な研修が求められており、別途改めて研修
を開催しなければならない。また、同じ輸出入者で

も、自社工場で貨物を生産しているメーカーと生
産工場を持たない貿易会社では、安全上の問題が
発生する可能性が異なるため、求められるセキュ
リティレベルは異なってしかるべきである。した
がって、海関総署においては、認証企業の判断基
準を細分化するなど実態に合った対応を行うよう
要望する。

⑬	AEO（Authorized Economic Operator）制度は、
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備
された事業者に対し、税関が承認・認定し、税関
手続の緩和・簡素化措置を提供する制度である
が、2018年の法改正以降、再認定作業が優先さ
れる傾向にあると思われるため、新規受付・承認・
認定に時間を要しており、改善を要望する。また、
再認定に伴う提出書類が多いことから、その簡素
化も要望する。

⑭	自社中国工場と中国顧客が登録している同一製品
（部品）に対するHSコードが異なる場合、中国内
で同製品（部品）の保税工場間の移動ができない
ため、一度香港・日本等へ輸出し、再輸入してい
る。EU内やマレーシアと同様、保税工場間は双方
のHSコードが異なる場合でも、内陸輸送ができる
よう改善を要望する。

⑮	国内保税工場から物流園区等の保税地域を利用
し中国国内へ貨物を輸入する場合の運用条件が
厳しく、活用できない事態が発生しやすい。具体
的には入区（輸出）と出区（輸入）の両者間で「HS
コードが同一であること」「申告価格がマイナスで
はないこと」の両者を満たさない限り、貨物を出区
（輸入）させることができないとされている。法令
上の根拠が必ずしも明確とは言えない中で、長年
そのような運用が続いていると理解しているが、
法令根拠を含めた活用条件の明確化と、条件を満
たさない場合に例外的に活用を行うためのルール
整備を要望する。

⑯	米中貿易摩擦の継続により、関税率の複数回にわ
たる引き上げが事前に十分な周知期間なく実施さ
れていることにより、関税の引き上げに伴う負担の
増加が継続している。このことにより、収益の悪化
など深刻な影響を受けている企業もあり、早期の
問題解決が望まれる。両国政府間で摩擦解消に向
けた協議を加速することを要望する。また、昨今
の香港をめぐる米中間の問題は、中国に拠点をお
きグローバルでの活動を展開する企業各社にとっ
て深刻な問題であり、香港がグローバル貿易にお
けるハブ機能をしっかり堅持し、安定的で予測可
能な位置づけを堅持することを要望する。

⑰	2020年12月1日より輸出管理法が施行されている
が、同法については施行後も具体的な規制対象が
明確となっておらず、日系企業にとって事業運営上
の不透明性が高まっている。関連細則や管理品目
等を早期に整備し公表すること、その内容や運用
が国際標準から乖離しないよう要望する。
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第２章
投資

商務部の発表（2021年1月20日）によると、2020年の世
界から中国への直接投資（銀行・証券・保険分野を除く）
は前年比6.2％増の9,999億8,000万元となった（ドル建て
では同4.5％増の1,443億7,000万ドル）。新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大で世界的にクロスボーダー投資が低
迷している中、過去最高を記録した。商務部の担当者は、
2021年の中国への直接投資に関して「依然として複雑かつ
厳しい状況に直面しているが、中国は開放のレベルをさら
に引き上げ、世界各国の企業の中国における発展に対して
さらに広い空間を提供していく」との認識を示した。

中国政府は、「外商投資法」など外資に対するビジネス
環境改善や法整備などを進めている。他方、2020年におい
ては、「輸出管理法」や「信頼できないエンティティリスト
規定」など経済安全保障に関する法令が立て続けに公布さ
れた。その細則等が十分に整備されていないことにより、
外資系企業のビジネス上の予見性が低下したとの指摘も出
ている。

商務部の発表（2021年1月20日）における、対中直接投
資額の内訳を業種別にみると、サービス業の直接投資実行
額が13.9％増の7,767億7,000万元となっており、外資によ
る投資全体の77.7％を占めた。また、ハイテク産業の投資
は11.4％増となった。

投資元の国・地域別にみると、上位15カ国・地域による
投資は6.4％増加し、全体の98％を占めた。このうち、オラ
ンダ、英国、ASEANからの投資はそれぞれ47.6％増、30.7％
増、0.7％増だった（注1）。

なお、日本側の統計（財務省発表の国際収支統計）で
2020年の日本の対中直接投資額（フロー）を見ると、前年
比21.1％減の1兆1,046億円となった。分野別にみると製造
業が全体の64.8％（7,155億円）を占め、構成比は前年よ
り9.3ポイント下落した一方、非製造業の構成比は35.2％
となった。製造業のうち、構成比が最も高い輸送機械器具
（構成比28.3％）が前年比22.4％減となり全体の伸びを押
し下げた。非製造業では、卸売・小売が前年比63.8％増、
金融・保険が43.2％増と好調であった。

国際収支統計ベースの日本の対中投資額に占める製造
業の構成比の推移をみると、2009年には71.1％であった
が、2010～2016年の期間は60％前後に低下していた。その
後2017～2019年にかけては再び製造業への投資の構成比
が上昇していた。2020年においては一転、非製造業の構成
比が上昇した（注2）。

ジェトロの「2020年度アジア・オセアニア進出日系企業
実態調査（2020年8～9月実施）」によると、今後1～2年の

中国事業展開の方向性について、「拡大」と回答する企業の
比率は、36.6％となり、前年度調査より6.6ポイント下落した
一方、「現状維持」が5.0ポイント上昇した。2019～2020年
にかけては、米中摩擦や新型コロナウイルス感染症の感染
拡大を背景とした不確実性の高まりにより、2年連続で「現
状維持」との回答が大幅に上昇した。

一方で、そのような環境の中においても、「事業縮小」と
答えた企業は、6.7％、「第三国（地域）へ移転・撤退」との
回答は、1.0％であり、大幅な増加はなかった。

営業利益の見通しの面では、中国に所在する日系企業は
他の主要国に所在する日系企業と比較した場合、好調な見
通しを示した。主要国の日系企業全体の2020年の営業利
益見通しを見ると、黒字企業の割合は、48.9％であった。
前年の65.5％から16.6ポイント低下し、全体で過去最低で
あった2009年の50.3％を11年ぶりに下回る水準となった。
一方、中国の日系企業のうち黒字企業の割合は、63.5％であ
り、主要国の中では韓国に続いて高い水準となった。

このように、主要国に所在する日系企業を比較すると、中
国の日系企業は比較的新型コロナウイルス感染症の影響や
世界経済の鈍化の影響が限定的であるとみられる。そのた
め、日系企業においては、中国以外の多くの国・地域におい
て、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が長期化
するとの見通しを踏まえて、総体的に中国での事業展開に
対する期待が高まっている傾向がある。

中国政府は、外資企業に対する法制度の整備などを含む
ビジネス環境の整備を継続している。その代表的なものが
2020年1月1日から施行された外商投資法である。

同法では、外商投資に関連する法令を制定する際、外資
系企業の意見や建議を聴取しなければならないこと（第10
条）、標準化業務に外資系企業も等しく参与すること（第15
条）、外商投資企業の政府調達活動への公平な参与を保
障すること（第16条）、外国投資者の利益、資本収益など
について、法に基づき人民元または外貨により自由に海外
送金することができること（第21条）など、中国日本商会が
「中国経済と日本企業白書」などにおいて中国政府に要望
していた内容も含まれた。

外商投資法の施行により、外資企業のビジネス環境の向
上への期待が高まったものの、その細則が十分に整備され
ない状態が続いている。例えば、2025年1月までに組織形
態などを調整する必要が示されているが、その具体的手続
については同法施行後1年を経ても明らかになっておらず、
中長期的なビジネスの予見性を低下させている。当局にお
いては、関連細則を速やかに公布し、手続等を明確にする
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ことが求められる。

また、2020年においては、「輸出管理法」や「信頼できな
いエンティティリスト規定」など経済安全保障に関する法
令が立て続けに公布された。輸出管理法においては、サプ
ライチェーンやビジネスモデルに大きな影響を与えうる「再
輸出」や「みなし輸出」の規定があいまいであることが指摘
されている。また、これらの法令では、安全保障上の理由に
より、企業に法的罰則を与えることができるものの、「国家
安全」の範囲があいまいであることもビジネスをより困難に
している。

商務部によると、外資系企業は全国の企業数の2.0％を
占め、都市雇用の10分の1、税収の6分の1、輸出入の5分の2
を生み出しているとされる。中国の発展に対し、日系企業を
含めた外資企業が貢献した実績、さらには今後の貢献の余
地は大きい。中国政府に対し、日系企業を含めた外資企業
の要望をふまえ、予見性の高いビジネス環境を整備すること
を期待したい。

投資における具体的問題点
公平な競争
14・5規画綱要の中では、高水準な市場体系を建設し、市
場体系の基礎的な制度を完備し、平等な参入や公正な監督
管理を堅持し、高効率で規範のある、公平な競争が行われ
る国内統一市場を形成することや、質の高い発展を制約す
る体制メカニズム上の障壁を打破すること、公平な競争を
阻害する規定や方法を整理・廃止していくことが強調され
た。また、2021年3月に開催された全人代の政府活動報告
においては、重点取り組みの1つである「重点分野の改革を
踏み込んで推し進め、市場主体の活力をいっそう引き出す」
の中で、「市場化・法治化・国際化されたビジネス環境を引
き続き最適化する」ことが盛り込まれた。

秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、外資
系企業の対中投資のリスクと見られている不透明な制度運
営の問題が改善されるよう要望する。法制度解釈の統一的
運用、制度変更の際の十分な準備期間確保、諸手続の簡素
化・迅速化、申請・照会に対する文書での回答といった予見
可能性等に資する改善が引き続き望まれる。

行政の規制運用・手続
14・5規画綱要の中では、放・管・服（行政簡素化と権
限委譲、監督管理の強化、サービスの最適化）改革を深
化させ、行政許可事項をスリム化することが強調されてい
る。2021年3月に開催された全人代の政府活動報告にお
いても、2021年の重点取り組みの1つである「重点分野の
改革を踏み込んで推し進め、市場主体の活力をいっそう
引き出す」において、企業関連審査・認可事項の手続簡素
化・書類削減・時間短縮を大いに推進することなどを強
調している。

こうした方針に基づき、会社の設立や通関等の手続が
いっそう簡素化されることを歓迎したい。ただ、運用面での
ばらつき、システムのバグなどを指摘する声がある。今後の

実務において、全国で統一的な運用、利便性の向上が図ら
れることが望まれる。

また、新型コロナウイルス感染症の感染流行期間中に各
レベルの政府等から発信もしくは口頭により指導された事
項は、中央、省、市、郷・鎮レベルでの指示に相互に矛盾が
あるケースもあり、日系企業が対応に苦慮したケースがあ
る。通知のWEB上での公開や公文書による通知の徹底を要
望するとともに、下位の行政主体は上位の行政主体の関連
通知を明示することにより相互の通知や指示の矛盾を避け
ることが求められている。

対外開放
14・5規画綱要の中では、「より高水準な開放型経済新体
制の建設」として、対外開放のレベルを全面的に引き上げ、
貿易・投資の自由化・円滑化を推進し、商品および要素の開
放を持続的に深化させ、ルール・規制・管理・標準等の開放
を着実に進めることが示された。2020年7月には、「外商投
資ネガティブリスト（2020年版）」が公布され、外商投資の
制限・禁止条項が40から33に減少し、一部の業種において
外資の出資比率制限の緩和・撤廃が行われるなど、中国が
より開かれた市場となるための取り組みが進展している。他
方、ネガティブリストには規定されていないが、他の関連法
令によって外資の参入が実質的に制限されている分野も存
在する。習近平国家主席は2019年6月の大阪G20サミット
において、ネガティブリスト以外の外資参入制限は全面的に
撤廃すると表明しており、今後はこうした他法令の改正が進
むことを期待する。
注１：	 本稿執筆時点では、中国の統計における、各国別の対中投資額

の内訳、業種別の内訳等のデータが公表されておらず、一部の金
額と伸び率のみが公表されており、把握可能なデータが限定的と
なっている。

注２：	日本と中国の投資統計には乖離があるが、その大きな理由として
統計範囲や作成方法の違いなどが考えられる。日本側の統計で
は、直接投資は（1）「株式資本」（投資企業の株式、支店の出資
持ち分、その他資本拠出金）、（2）「再投資収益」（投資企業の
未配分収益のうち、投資家の出資比率に応じた取り分と投資家
に未送金の支店収益）、（3）「その他資本」（前述2項目に含ま
れない投資家と投資企業または支店との資本取引。例えば、親
子間の資金貸借や株式以外の証券の売買など）からなるが、中
国側の統計では日本側統計でいう株式資本の部分の比重が高く
なっているのが理由とみられる。

＜建議＞
①	外商投資法および外商投資法実施条例が2020
年1月より施行された。既存の外商投資企業は
2025年1月1日より前に、組織形態や組織機構
の調整を完了する必要があるとされるなど、実
務上、大きな制度変更に直面することになる。一
方で、こういった個別の変更に対する実務上の
細則等の法令が十分に整備されていない。商務
部、国家発展改革委員会、司法部など関係機関
に対して、実効性のある相応の関連法令が迅速
かつ明確に制定されることを要望する。また、細
則の整備にあたっては、外商投資法に則り、外
国商会や外資系企業の意見を聴取し、反映する
よう要望する。

②	外資系企業の対中投資のリスクと見られている
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不透明な制度運営について、法制度解釈の統一
的運用、制度変更の際の十分な準備期間確保、
諸手続の簡素化・迅速化、申請・照会に対する
文書での回答といった予見可能性等に資する改
善を要望する。また、明文化されていない口頭で
の指導や規制の実施は行わないよう要望する。

③	2020年7月に施行された「外商投資参入特別管
理措置（ネガティブリスト）（2020年版）」では、
制限・禁止条項が2019年版の40項目から33項
目に減少し、一定の緩和が進んだことを評価す
るが、国家発展改革委員会および商務部に対し
て、さらなる制限、禁止項目の減少を要望する。

④	2020年7月施行の「外商投資参入特別管理措置
（ネガティブリスト）（2020年版）」には、「イン
ターネットカルチャーに関する商品の経営（音
楽を除く）」という表現があり、「音楽を除く」と
なっていることから、外資がネット音楽商品を取
り扱う可能性を見出せるが、実際は「ネットワー
ク出版サービス管理規定（工業情報化部、旧国
家新聞出版広電総局）」の存在等により難しい
とされる。ネガティブリストを掌握する発展改革
委員会および商務部と、同規定を掌握する工業
情報化部等に対し、「外商投資参入特別管理措
置（ネガティブリスト）」に合わせ、「ネットワーク
出版サービス管理規定」を改正し、外資系企業
でも、ネットでの音楽分野のサービスを運営で
きるよう要望する。

⑤	各種ネガティブリストの改定や、企業が新たな
分野への参入を模索する中で、上記④のように
「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリス
ト）（2020年版）」や「市場参入ネガティブリスト
（2020年版）」では制限されていないが、他の
関連法令によって外資への開放分野が事実上
制限されており、参入が難しいといった事例が生
じる場合がある。外商投資法の大きな柱である
「参入前の内国民待遇とネガティブリストによる
外資投資管理制度」や「外商投資企業への公平
な競争環境の確立」の実現にあたり、そういった
事例に対応するため、国家発展改革委員会や商
務部などに対応窓口を設け、問題の把握を行う
とともに関連部門との連携により必要な関連法
令の改正を行うことができるよう、体制の整備
を要望する。

⑥	国有資産の譲渡手続につき、｢会社法｣、「企業
国有資産取引監督管理弁法」等に基づき、通常
の持分譲渡手続に加え、国有資産譲渡の審査・
認可取得、資産評価、公開取引等の一連の手続
も必要とされ、実務上で所用期間が相当必要と
なるため関連手続の簡素化を要望する。また、
国有資産譲渡に該当するかの判断基準をより明
確にするよう要望する（例えば、重大資産の定
義の明確化など）。

⑦	市場経済化が進展する中で、競争の活性化を通
じて、事業再編を余儀なくされる企業が出るこ
とは自然な流れであり、撤退、分割、合併といっ

た事業再編にかかわる時間的、費用的負担を軽
減する制度整備を要望する。2020年1月に施行
されたビジネス環境改善条例においても関連す
る方針が示されているが、税務登記抹消にかか
る時間短縮の実現や、登記簡易抹消プロセスに
おける関連政府当局間の認識のばらつきの是正
などが求められている。こうした措置により、予
見可能性が向上し、却って新たな投資をもたらす
ことや、中国の産業構造の適正化につながるこ
とが期待される。

⑧	2020年9月施行の「信頼できないエンティティ・
リスト規定」について、処罰対象となる行為とし
て提示されている「中国の国家主権、安全、利
益の発展への危害」「正常な市場取引原則への
違反」や「差別的措置」などが不明確な概念と
なっている。商務部等の関連部門においての同
制度の運用にあたり、下位法令等により、これら
の概念をより明確化することを要望する。また、
同規定は米中摩擦も制定の背景として指摘され
るところ、日系企業が米中間の対抗措置や恣意
的な運用の対象とならないよう要望する。この
ほか、手続の透明性や公正性の確保、並びに日
系企業の意見に十分な配慮を要望する。

⑨	2020年施行の「輸出管理法」について、「再輸
出」「みなし輸出」「法の域外適用による責任追
及」などが定められているが、これらがどのよう
に運用されるかが不透明である。これらは、運用
の如何により、業界や企業のサプライチェーン
を含めた既存のビジネスモデルへ大きな影響を
与えるものであり、既存ビジネスの予見性の著し
い低下および、新規投資を抑制する大きな要因
となりえる。これらについて、早急に下位法令で
明確化するとともに、その運用にあたっては日系
企業を含む外資系企業の意見も十分に踏まえる
よう要望する。

⑩	2021年1月施行の「外国の法律および措置の不
当な域外適用を阻止する規則」について、中国
政府が「不当な域外適用の状況にある」と判断
した場合は、中国の法人等がその他国の制裁
法規等に従うことへの禁止令を発出できるとさ
れている。一方で、「不当な域外適用の状況」と
いった概念があいまいであり、ビジネス上の予見
性の著しい低下につながっている。どのような場
合に同規則が適用されるのか等の判断基準を
明確にするよう要望する。また、日系企業へ恣意
的に適用することのないよう要望する。

⑪	2021年1月施行の「外商投資安全審査弁法」に
ついて、同弁法により、グリーンフィールド投資
にまで外商投資の審査範囲が拡大された。か
つ、審査範囲について明確な定義がないことか
ら、審査当局に幅広い解釈の余地を残している
ことが指摘されている。自主申告が必要な範囲
とされている「重要インフラ」「重要技術」「重
要情報技術およびインターネット製品・サービ
ス」などの範囲につき、いっそうの明確化を要望
する。
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⑫	新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け
た予防・抑制措置のうち、公布された後にその
措置がいつ終了するか明確でないものがみられ
る。例えば、北京市などにおける、グループでの
会食を禁止する措置について、終了時期が明確
でなく外食店舗により対応にばらつきがみられ
た。各種措置につき、終了時期を明確にすること
を要望する。

⑬	新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた
予防・抑制措置において、各地において「健康
コード」による認証システムが導入された。一方、
地域によっては運用開始後も外国人に対しシス
テムが対応していないという状況が発生した。こ
のようなシステムの導入にあたっては、運用開始
時に外国人に対しても平等に利用できるよう配
慮を要望する。

⑭	新型コロナウイルス感染症の感染拡大期間中に
各レベルの政府等から発信もしくは口頭により
指導された事項は、中央、省、市、郷・鎮レベル
での指示に相互に矛盾があるケースもあり、日
系企業が対応に苦慮したケースがある。各レベ
ルの地方政府等に対し、口頭のみでの伝達や指
導は避け、通知のWEB上での公開や公文書によ
る通知の徹底を要望する。なお、下位の行政主
体は上位の行政主体の関連通知を明示すること
により相互の通知や指示の矛盾を避けるよう要
望する。

⑮	上記の⑭に関連して、海外からの入境後や北京
市等防疫措置が厳格な都市への出張・宿泊をす
る際に、入境人員の居住マンションや出張人員
の宿泊ホテルなどを管理する社区・街道が国家
レベル、省・直轄市レベルの通知の要求より、さ
らに高い要求をするケースがある（例えば、入境
後の隔離における14日＋7日＋7日期間の運用に
つき、最後の7日間の運用など）。社区・街道な
ど末端の規制の運用につき、上位行政主体の規
定よりも高い要求をしないよう要望する。
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第３章
競争法

2 02 0 年にお いては 、国 家 市 場 監 督 管 理 総 局（以下
「SAMR」）が「独占禁止法」改正案の意見募集稿を公布
したほか、独占禁止法の運用ガイドラインの一部も、正式
に公布・実施されている。また、プラットフォームと原料薬
の分野における独占禁止法運用ガイドラインの意見募集
稿等も、公布されている。法律執行の面では、2020年にお
いて、処理完了件数が108件で、合計で3億9,100万元の制
裁金と違法所得没収が課されている。SAMRは医薬品、プ
ラットフォーム、公共事業、建材、中古自動車業界等を中心
に、独占禁止法違反行為に対する取り締まりを強化してき
ている。企業結合案件については、未申告案件への処罰が
強化されつつあるとともに、条件付認可の案件や、制限条
件が解除された案件を挙げることができる。商業賄賂につ
いては、医薬品業界等の民生分野に対する規制の強化が
続いている。

法令の改正とガイドラインの公布
2020年初めにおいて、SAMRは「独占禁止法」改正案の
意見募集稿を公布した。同改正案では、中国の独占禁止法
の制度が、ある程度において整備されている。また、「企業
結合の審査に関する暫定規定」が2020年10月27日に公布
され、同年12月1日に施行されたことにより、従来各実施細
則に散在していた企業結合のルールの統一化が推進されて
いる。

独占禁止法の運用指針について、リーニエンシー制度お
よび事業者確約制度、自動車産業に対する独占禁止法の
適用、知的財産権の行使に関するガイドライン等の国レベ
ルの具体的な運用ガイドラインは、既に公布されているが、
独占的協定の適用除外、ならびに違法所得および制裁金の
確定に関するガイドラインは、いまだに正式には公布されて
いない。

企業における独占禁止法上のコンプライアンス意識を高
めるために、SAMRは国レベルの独占禁止法遵守ガイドラ
インを公布したほか、中国国外の独占禁止法コンプライア
ンスガイドラインの意見募集稿も公布している。山東省や
河北省等の地方においても、独占禁止法遵守ガイドライン
が、それぞれ公布されている。

SAMRはプラットフォームや原料薬業界にかかわる独占
禁止法運用ガイドラインの意見募集稿も公布しているので、
これらの業界における独占的行為に対する取り締まりの強
化も期待されている。また、国家発展改革委員会と商務部
は2020年12月19日に、「外商投資安全審査弁法」（2021
年1月18日から施行）を公布している。

独占的協定行為に対する規制の動向
2020年において、SAMRは数多くの独占的協定行為をめ
ぐる案件を摘発した。具体的に述べると、カルテル（水平
型の独占的協定行為）の面では、浙江省と広東省のコンク
リート事業者団体、貴州省と安徽省の自動車運転業者、湖
南省のガス業者、湖北省・寧夏回族自治区・浙江省の中古車
業者等によるカルテル行為に対し、制裁金等が科せられて
いる。一方、垂直型の独占的行為の面では、あるコンピュー
ター業者による転売価格制限の案件に対する調査の終了に
関する決定書が、公表されている。

市場支配的地位の濫用行為に対する規
制の動向
市場支配的地位の濫用については、2020年において、山
東省と浙江省の医薬業者の案件、青海省と山西省のガス業
者の案件、浙江省の葬儀業者の案件、江蘇省の水道業者の
案件等に対する処罰決定書が、公表されている。また、独占
禁止法執行機構が業者による調査受入れの拒否や妨害の
行為に対し、制裁金を科した案件も、発生している。

企業結合行為に対する規制の動向
2020年にSAMRに受理された企業結合申告案件は481
件であり、473件に対する審査実施の決定が下されている。
新型コロナウイルス感染症蔓延の悪影響があったが、2020
年における審査実施決定の件数は、前年における審査実施
決定の件数（462件）に比べると、若干増えてきた。また、事
前申告を行わなかった企業結合案件（ガン・ジャンピング）
に対する処罰が強化されつつあり、十数件の処罰決定を下
している。そのうち、医薬品業者やプラットフォーム業者の
企業結合未申告行為に対する処罰の案件には、各業界から
の高い関心が寄せられている。

2020年においては、条件付認可の企業結合案件は4件
発生しており、過去条件付きで認可された企業結合の制限
条件が解除された案件が、1件公表されている。

独占禁止法関連の司法の動向
2020年には、標準必須特許のライセンスに関する訴訟
が注目を集めているほか、プラットフォーム業者等にかかわ
る独占禁止関連の訴訟案件も多発している。また、独占禁
止に関する紛争が仲裁対象に該当するかという問題につい
て、最高人民法院は、フフホト市匯力物資がシェル（中国）
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を訴えた案件（2019年）においては、独占禁止をめぐる紛
争が仲裁の対象に該当しないという裁定を下していたが、
山西昌林実業とシェル（中国）社との間における市場支配
的地位の濫用をめぐる再審の案件（2020年）においては、
契約の履行過程において生じた当事者間の紛争が契約の
定める有効な仲裁条項の拘束を受けるべきであるという旨
の裁定を下している。

商業賄賂に対する規制の動向
元の国家工商行政管理局が制定した「商業賄賂行為の
禁止に関する暫定施行規定」（1996年11月15日に公布・施
行）等の重要な実施細則は、「不正競争防止法」（2019年
4月23日最新改正）の下で、いまだに改正されていないこと
から、各規定の間においては、整合性の問題が生じている。
2020年において、中国全国人民代表大会常務委員会執法
検査グループは、「不正競争防止法」の実施状況の検査を
実施し、商業賄賂を含む不正競争の規制に関する実施細則
の欠如等の実務上の諸問題を網羅した検査報告書を提出し
ている。

なお、2020年において、SAMRや地方の市場監督管理部
門は、医薬・医療業界や電子商取引等の民生分野を重点対
象とする商業賄賂の取り締まりを強化しているほか、新型コ
ロナウイルスの拡散防止・抑制用の医療物資に関する商業
賄賂案件に対しても、摘発を行っている。

＜建議＞
＜独占禁止法の改正等＞
①	国家市場監督管理総局が2020年の初めに発布
した「独占禁止法」改正案の意見募集稿による
と、独占禁止法の制度は、ある程度において整
備されている一方、独占的協定のセーフハーバー
制度、支配力認定の基準と条件、企業結合の届
出義務免除の条件と範囲等については、さらに
明確にすることを要望する。さらに、今回の法改
正の下での行政機関、公共事業者と事業者団体
等の独占行為に対する規制の強化や、公平競争
審査制度の徹底等を通じた競争政策の基礎的
な地位の強化を要望する。

②	2020年には、行動の指針としての独占禁止運用
ガイドラインが部分的に公布されたが、独占的
協定認定基準の適用除外に関する制度、事業者
の独占行為に対する処罰確定の基準と方法、市
場支配的地位濫用行為の禁止に関する制度等
については、なおも明確な運用基準が欠如して
おり、これは当局の裁量の余地を大きくし、企業
の行動上の障害となっているので、詳細なガイド
ライン等の公布による明確化を要望する。

③	独占行為に対する行政調査の手続について、国
家市場監督管理総局の「市場監督管理行政処
罰手続暫定施行規定」第51条等において、事前
告知書を受領してから3営業日以内に申し出な

ければならないという非常に短い期間が設定さ
れているが、特に外国企業の場合には、翻訳文
書の内容を踏まえた上で検討する必要があるこ
とから、当該期間内の対応が困難になる場合も
考えられる。当事者の陳述と弁明の機会が実質
的に保護されるように法令を改正または運用す
るよう要望する。

④	一部の外商投資については、外商投資安全審
査を受ける必要があるものとされているが、しか
し、対象の業種、審査の基準、および審査認可
のプロセスの詳細は、依然として不明確なまま
である。ガイドラインや実施細則等の公布等に
より、これらを明確にするよう要望する。

＜独占的協定の禁止＞
①	垂直型の独占的協定の規制方法について、実際
の法執行の面において、行政執行機関は「当然
違法原則」に似た考え方を保っているが、一方
で、司法機関は訴訟の中において「合理の原則」
に似た考え方を採用しており、それぞれの判断
基準が一致していないといえる。行政執行機関
と司法機関を含む各部門の間における規制の基
準の統一化を要望する。

②	国家市場監督管理総局が2019年7月1日に発布
した「独占的協定の禁止に関する暫定施行規
定」などによると、調査対象となる当事者に対し
て、リニエンシー制度を通じて調査へ協力する
際は、書面での確認と資料を提出することを要
求している。しかし、これによって、他国の民事訴
訟における不利な結果を招きやすく、調査への
十分な協力に躊躇してしまうケースが生じうる。
他の主要な各国と同様に、実際の法執行の面に
おいて口頭の報告を認めるという運用方法の徹
底化を要望する。

＜市場支配的地位の濫用＞
①	「知的財産権の分野に関する独占禁止ガイドラ
イン」が2020年9月に公布され、知的財産権の
権利を行使する際に考慮すべき独禁法運用の原
則が定められているという点は、評価されるべき
である。しかし、特許権はそもそも独占的かつ排
他的な権利であるが、FRAND原則の適用を受け
る旨の宣言の有無を問わずに、標準必須特許に
対してFRAND条件の下でのライセンスの実施を
強制している等の例に見られるように、知的財
産権を過度に制限し、イノベーションを阻害する
のではないかという懸念も、生まれている。世界
各国の法令の運用状況を踏まえた上での法令お
よびガイドラインの整合的な運用を要望する。

②	下請業者に対する代金支払遅延等の市場支配
的地位濫用行為に対する防止策として、国務院
は「中小企業代金支払保障条例」を公布し、実
施している。ただ、同条例の徹底に向けて、中国
の国有企業を始めとする大手企業に、売掛金の
回収や代金の支払を取引契約のとおりに履行さ
せるようにするための中央政府による力強い指
導を要望する。
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＜企業結合＞
①	企業結合の届出時における「結合」または「支配
力」の構成条件が不明確であり、特に、マイノリ
ティー出資の場合における届出義務の有無につ
いては、事業者側の判断が困難となるケースが
存在している。事業者側にとって予見可能なガ
イドラインを早急に公布することが望ましい。ま
た、企業結合届出の基準の一つである企業結合
当事者のグループ全体の売上高という基準につ
いては、中国国内外の経済発展の情勢に応じ、
その額を適宜に引き上げることを要望する。

②	ある取引に対する企業結合届出の要否の判断
基準について、届出が必要な場合の基準につい
ては、包括的かつ広範に記載されているが、一方
で、届出が不要な場合の要件については、触れ
られていない。さらに、中国国外における企業結
合行為のうち、中国市場に対して全く影響がな
い場合においても、中国での届出が義務づけら
れている。法改正やガイドラインの公布等を通
じて届出が不要な場合の要件を明確にし、中国
市場に対して全く影響がないような取引の類型
を届出の対象から除外する等例外的な規定を設
ける等の措置を要望する。

③	企業結合の届出において、書類の提出から正
式な案件受理までの期間は、ケースによって異
なっており、過度に長期化する場合もある。簡
易届出制度の実施と事例の蓄積を通じて若干
迅速化しているものの、同一の案件をめぐる世
界各国における届出の際に、ただ中国における
届出のみが、日程の上で遅滞しているという現
象が見受けられるため、さらなる運用の改善を
要望する。

④	企業結合審査の透明性向上の観点から、承認
の当否の根拠、条件付承認を行う場合における
根拠に関する規定、市場範囲の画定方法等の企
業結合審査の基準、特に、「業務または資産の
独立性の維持」という制限条件の付加と解除に
関する基準を、法改正やガイドラインの運用等
を通じてさらに明確化し、純粋に競争制限・排
除効果の有無の観点から審査を行うことを要望
する。

＜商業賄賂＞
①	「不正競争防止法」においては、商業賄賂の認
定にかかわるコミッションおよび値引きの「事実
通りに記帳」に関する基準、および「職権または
影響力を利用して取引に影響を及ぼす単位また
は個人」の範囲等の文言が、なおもあいまいな
ままであり、商業賄賂と認定された場合に科せ
られうる違法所得の没収および制裁金という罰
則の運用基準も、不明確である。関連の実施細
則またはガイドラインを早急に公布し、これら基
準を明確にすることが望ましい。また、商業賄賂
に該当する場合の行政上の責任、刑事上の責任
その他法的責任の適用基準の明確化、および企
業が商業賄賂防止体制を徹底化して従業員個人

の賄賂行為を当局に通報した場合における責任
の軽減・免除に関する制度の確立を要望する。

②	現行の「商業賄賂行為の禁止に関する暫定施行
規定」は、「不正競争防止法」が2019年に改正
された後に相応に改正されていないことから、
一定の条件を満たした値引き、コミッションおよ
び付帯的贈与を除き、販売に伴う取引の相手方
に対する物品・利益の提供が、違法となってしま
う余地が、いまだに残されている。企業の経済
活動を過度に萎縮させないためには、合理的な
利益提供を適法化する法令の改正を行うべきで
あり、改正後の「不正競争防止法」に基づく当該
暫定施行規定の改正を早期に実施することを要
望する。



54 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
２
部   

共
通
課
題
・
建
議

第４章
税務・会計
現状の概要

2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国
家および地方レベルの税務局は数々の税務上の通達を公
布した上で企業活動をサポートした。こうした迅速な対応
について評価する声がある一方、移転価格税制、個人所
得税など企業が直面する税務上の課題は依然として少な
くない。

税務
新型コロナウイルス感染症対応
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、2020年1月末
以降、税務局は税務面での優遇策を相次いで公布した。全
中国単位での主な施策は表の通りである。

表：	 新型コロナウイルス感染症に関する税務面の主
な優遇策

企
業
所
得
税

(1)企業が新型コロナウイルス感染症に起因して取得した政
府補助金あるいは特別な資金援助は企業所得税が免除さ
れる

(2)企業の新型コロナウイルス感染症防止のために発生する
研究開発費用について実際発生額の75％を追加で損金算
入、あるいは無形資産の取得原価を175％として減価償却
ができる

(3)重要な防疫物資を生産する企業が生産能力を拡大するた
めに取得する設備の取得価額について一括で損金算入が
できる

(4)新型コロナウイルス感染症の影響により生じた資産損失
は、企業所得税計算の際に損金算入できる

増
値
税

(1)企業が新型コロナウイルス感染症防止のために提供する無
償の公益役務につき、増値税を免除する

(2)条件を満たす内資研究開発機構および外資研究開発セン
ターが国産設備を取得する場合に増値税を全額還付する

(3)新型コロナウイルス感染症防止において重要な物資を生産
する企業が生産能力拡大のために取得する設備につき、当
該期間の増値税未控除税額の全額を還付する

個
人
所
得
税

(1)新型コロナウイルス感染症防止活動に従事する医師および
従業員が政府の規定に基づき取得する臨時補助金および
手当金につき個人所得税を免除する

(2)企業が個人に配布する新型コロナウイルス感染症を予防
するための薬品、医療用具および防護用具等の物資につき
個人所得税を免除する

寄
付
行
為

(1)公益法人、県以上の人民政府およびその部門等の国家機関
を通じて寄付する現金および物資あるいは新型コロナウイ
ルス感染症防止活動に従事する医療機関に寄付する物資
につき、企業所得税および個人所得税の課税所得計算に
て全額損金算入できる

(2)企業および個人経営者が県以上の人民政府およびその部
門等の国家機関を通じ、または直接に新型コロナウイルス
感染症防止活動に従事する医療機関に対して、自ら生産・
委託加工・購入する物資を寄付したり、あるいは新型コロナ
ウイルス感染症による肺炎に対応する現金および物資を無
料で寄付する場合、増値税・消費税・都市維持建設税・教
育附加税・地方教育附加税を免除する

そ
の
他

(1)新型コロナウイルス感染症に関する寄贈物資につき、輸入
関税を免除する

(2)新型コロナウイルス感染症に起因して企業に大きな損失が
発生して生産経営活動に重大な影響を受ける場合、不動産
税・土地使用税の減免を申請できる

制度運用面
税務および税法通達の実務上の運用にあたっては、税務
当局の担当官によって解釈がなされることがある。このた
め、税務当局の運用には地域差があり、窓口担当者によっ
て対応が異なるケースが発生している。また通達の公布に
関しては、突発的に公布もしくは改定されていることから対
応への準備期間がないケースも少なからず存在する。さら
に、企業の移転に伴い徴税管轄間の税収変動が生じる場
合などにおいて税務当局の対応に遅れがみられるという声
も聞かれた。納税者の利便性をさらに高め、さらにスムーズ
な産業振興を遂行するために、税務問題について全国各地
の税務当局が共通した見解を持った上で統一性のある運用
を行うとともに、ルールの制定にあたってはある程度実務
面まで配慮した細則と時間的猶予を確保するなど、納税者
の対応に十分に配慮することを引き続き希望する。

現状の税収管理の通達上、税務当局の課税判定に不服
がある場合、納税者に対する救済措置として上級税務機関
への不服申立、さらには中国人民法院への提訴に加えて、
国家間での二重課税が生じている際には相互協議に持ち込
む方法が挙げられる。しかしながら、税務訴訟は税務当局
との交渉にて解決されるケースも見られて納税者の主張が
通りにくい。相互協議に委ねて問題解決するには多くの時
間を要し、また結果が出ても公正なものとは言えないことが
ある。また裁判所と税務局の見解の差異に挟まれるケース
もある。判決にて決定した元従業員への経済補償金を支払
う際、源泉徴収を行って補償金を支払ったところ、判決での
決定額に満たないとして強制執行された会社も出ている。
裁判所の決定事項についての税務上の実務運用への配慮
および相互協議がよりスピーディーかつ公正に機能すること
を引き続き希望する。

流通税（増値税）
営業税から増値税への移行改革が完了し、その後も特定
業種に対する追加の仕入控除や留保税額の還付など、増値
税の負担軽減が進められたことは評価に値する。一方で、グ
ループファイナンスを行うにあたり、受取利息に増値税が課
されてしまい、効率的なキャッシュマネジメントを阻害する
との声が聞かれる。銀行の預金利息と同様に非課税となる
取扱いを検討してもらいたい。

また、近いうちに専用発票の電子化が全国で実施される
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ことになっている。通達の公布から実施まで一定期間を設
けた上で十分な社内体制構築ができるような配慮をしても
らえるよう希望する。

所得税（個人所得税・企業所得税）
個人所得税は2019年に大幅な改正が実施された。基礎
控除額の引き上げ、新たな「専門付加控除」の導入、そして
一部税率の実質的引き下げなど、特に中国籍人員に対して
減税効果をもたらした。一方、外国籍従業員の免税手当の
措置は2022年より廃止されることになっている。この結果、
外国籍従業員に対する納税負担が大幅に増加することが
想定されることから、現行の優遇措置の継続を希望する声
が聞かれる。また日本での社会保険料は中国での課税所得
として認識されているが、関連通達の廃止が課税の根拠に
なっている。規定にて課税と明記されておらず、明確な規定
を定めることを希望する。

粤港澳大湾区などエリアによっては高度人材等に対して
個人所得税を優遇する措置が取られている。しかし、個人
口座に還付されるなど企業の実務操作上の不便が多く、制
度の運用面での改善が期待される。他にも、新型コロナウイ
ルス感染症の蔓延により、一時帰国した日本人駐在員が中
国に戻ることができず、結果として日中両国にて個人所得税
を納める事態が発生した。双方の税務局に掛け合ったもの
の解決されず、二重課税を課されることになったとの声が複
数聞かれた。一方の国での外国税額控除の適用など、二重
課税を回避するための柔軟な実務運用を取るよう望む声が
出ている。

企業所得税の分野では、税務当局による移転価格調査に
おいて、企業の機能およびリスク、業界動向、そして所得移
転の蓋然性を十分に確認せずに高い利益率を追及する税
務調査のケースが見受けられる。地域によっては税務当局
が低利益率（もしくは赤字）のみの理由で企業に自主調整
を促す事例も出ている。また、移転価格リスクを排除するた
め、企業が事前確認制度（APA）を申請する動きも活発に
みられるが、税務局が正式受理したと確認することが難し
く、申請中においても調査する動きが散見される。税務調
査の現場においては利益率の水準のみをもって追徴課税の
判断根拠とするのではなく、企業の個別事情を十分に考慮
し、税法の解釈方法も統一した上で、移転価格税制を運用
することが望まれる。

国際課税の管理強化（BEPS:税源浸食と利益移転）を受
けて、中国の移転価格税制の基本ルールである特別納税
調整実施弁法が改正された。これにより、現地法人が作成
するローカルファイルに関して、文書の記載事項が増加する
ことになった。また、「千戸集団」（税務局が指定する大企
業グループ）のリストに入ると、個別に財務データを提出す
ることが求められる。このように近年、税務当局から求めら
れる情報提供の量が増えていることからも、企業の負担を
考慮したうえでOECDの規定に応じた執行を行うことが望
まれる。

さらに日系企業の中には、重複した機能を統一して事業
の効率的な運営を図るために、グループ企業間での組織再

編を検討する企業が増えている。具体的には、会社の分社
化、持分譲渡、合併、傘型会社を利用した組織再編を検討
するケースがある。こうした組織再編を進めるにあたり企業
の負担を軽減するために課税繰延となる特殊税務処理の
適用条件のさらなる明確化を望む声も聞かれる。その他に
も、繰越欠損の利用期限（5年間）の延長や連結納税制度
の導入を期待する声もある。

恒久的施設（PE）課税
各地でPE課税の認定における税務問題が発生して
いる。

1つ目は、日本をはじめとする海外からの出張者に対する
PE認定である。日本から中国への長期出張者に対して、コ
ンサルタント役務およびプロジェクト管理期間をめぐって
PE課税される事例が発生しており、技術移転の阻害要因と
なる可能性がある。PE課税要否の判断における事実確認手
続についても、いっそうの統一化と制度化を望む声が聞か
れる。

2つ目は、国外本社からの派遣駐在員に対するPE認定で
ある。国外本社が立替払いした駐在員の人件費を中国子
会社から日本本社へ送金するにあたり、PE課税を受けたう
えで納税しないと送金に支障を来たすケースが見られる。
2013年に税務局および外貨管理局から通達が公表され、
出向者の真の雇用者が中国子会社であると判定されれば
PE課税が回避されることが規定上明確となり、かつ必要書
類を税務局へ登記することにより制度的には立替送金が可
能となった。出向者の送金の手続については、必要とされ
る書類等に関して地域また担当者による要請内容に違いが
みられる。資料の要求が煩雑であったり、一律PEとみなし
て課税する事例も出ている。今後、駐在員の人件費の立替
送金が速やかに国外送金できるような統一的な実務対応が
望まれる。

3つ目は、駐在員事務所に対する課税である。租税条約
では準備的・補助的な性格の活動を行う駐在員事務所は
免税とされている。しかし情報収集などの活動のみに従事し
ているものの、経費課税を行う実務慣行が存在する。租税
条約の規定に基づく均一的な運用が期待される。

会計
新会計準則と国際財務報告基準の関係
現行の新会計準則（以下、新準則と略称）は2006年に公
表され、2007年以降、すべての中国証券市場上場会社が新
準則を採用している。新準則は、2006年当時の国際財務報
告基準（以下、IFRSと略称）を参考に作成された会計基準
であり、IFRSの改正に伴い新準則本文は修正されていない
ものの、財政部の指導指針である「企業会計準則講解」等
により実質的にアップデートされてきた。また、IFRSの改正
が大きいものについて順次、新準則本文の追加、修正が行
われており、2018年以降の新準則の主な改正として、2019
年1月に、IFRS16号への対応として「企業会計準則第21号
リース」が施行されている。
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中国財政部による2010年の「中国企業会計基準のロー
ドマップ」によれば、中国ではIFRSを直接採用（アドプショ
ン）せず、新準則にIFRSの内容を取り込むことにより同等性
を維持するコンバージェンス（中国語原文では「趨同」）を
採用している。経済大国として成長著しい中国の会計基準
がIFRSをどのようにコンバージェンスするかは、世界におけ
るIFRS統一の動きに大きな影響を与えると考えられており、
その動向が注視されている。

中国における日系企業に与える影響
中国における日系企業は中国では非上場企業であるた
め、従来、新準則の適用は強制されず、多くの日系企業は
「旧企業会計準則」および「企業会計制度」（両基準を合
わせて、以下、旧準則）を採用してきた。しかし、近年、各地
財政当局の指導により、非上場の大中規模企業に対しても
新準則の適用が強制されている地域が増えており、日系企
業においても新準則を採用している会社が増えている。今
後も順次新準則の強制適用の動きが全国範囲に及ぶこと
が予想される。

さらに、2015年2月に財政部より発表された「財会
2015.3号」では、旧準則適用企業が準拠していた「旧企業
会計準則」が全て廃止された（旧準則体系中の、「企業会
計制度」は残存）。同通達は、元々2つの会計準則が運用さ
れている状況を是正するためのもので、早晩「企業会計制
度」も廃止される可能性がある。財政部も新準則の適用を
推奨しており、旧準則を採用している日系企業も新準則の
適用が強制されると予想される。なお、新準則の適用が要
求されているのは主に大中規模企業であり、小規模企業に
は簡便な会計処理が採用されている新小企業会計準則の
適用も認められている。

新準則と旧準則における重要な相違点は、(1)旧準則では
連結財務諸表の作成は強制されていないが、新準則では子
会社があれば連結財務諸表の作成が強制される、(2)旧準
則では税効果会計は任意適用であったが、新準則では強制
される、(3)旧準則では金融商品会計はなかったが、新準則
ではIFRSとほぼ同様の金融商品会計が採用されている、(4)
旧準則では曖昧であった減損会計について、新準則では明
確に定められている、(5)旧準則に比べ新準則では財務諸表
および注記の記載内容が著しく増加し、実務担当者の負担
が増えることになる。

また、中国企業会計制度の特徴として、近年グローバルで
IFRSへの移行が検討されている中、現状、中国では12月決
算しか認められていない点も特徴として挙げられる。

＜建議＞
＜税務＞
①	税収徴収管理において、重複した依頼をなくして
十分な納期も設定の上、納税者の負担を軽減し
てもらいたい。地域差や当局担当者による解釈
の差異をなくし、法規の解釈に混乱が生じない
ような対応を引き続き要望する。

②	二国間相互協議について、納税者の長期にわた
る不安定な状況を排除するために相互協議がよ
り円滑に機能することを要望する。

③	移転価格調査において企業の主張があまり認め
られず、課税ありきの姿勢で調査が展開されて
いるケースがある。BEPSを受け企業グループが
多くの情報提供を行っており、OECDの規定に応
じた執行を行うことを要望する。

④	グループファイナンスを行うにあたり、受取利息
に増値税が課されてしまってコスト増となる。効
率的なキャッシュマネジメントを行うため、銀行
の預金利息と同様に非課税となる取扱いを検討
してもらいたい。

⑤	新型コロナウイルスの蔓延により、一時帰国した
日本人駐在員が一定期間に渡って中国に戻るこ
とができず、結果として日中両国にて個人所得
税を納める事態が発生した。一方の国での外国
税額控除の適用など、二重課税を回避するため
の柔軟な実務運用を取ってもらいたい。

⑥	2019年に個人所得税法が大幅に改正され、外
国人が適用可能な優遇措置が2021年末に取り
消される。規定通りに取り消された場合には、企
業負担が大幅に増加することから優遇措置の継
続を要望する。

＜会計＞
⑦	現在グローバルベースでIFRS（国際会計基準）
への移行が検討されているなかで、連結決算対
応の観点より、現在の中国における12月決算の
みではなく企業の自主的判断で決算期の設定を
可能とする中国企業会計制度の柔軟な適用を要
望する。

⑧	新しい企業会計準則への移行措置が各地で異
なっており、今後義務化するにあたり事前準備
期間を考慮したうえで全国一律の対応を要望
する。また、当該準則は2012年に欧州委員会
によりIFRSと同等と認められたが、一部の処
理において依然として差異が存在する。今後よ
りいっそうのコンバージェンスへの取り組みを
要望する。
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第５章
労務

中国政府が新型コロナウイルス感染症の感染拡大後に取っ
た有効な防疫措置と、企業の税金、社会保険料等の負担減免
等の労使関係安定化、就業保証にかかる一連の措置により、
現地企業では2020年春以降、徐々に正常な経営状態を回復
したところが多く、中国全体の就業状況も、2020年の初めに
比べるとむしろ好転している。しかしながら、新型コロナウイ
ルス感染症が全世界市場にもたらしたダメージとマイナスの影
響、またときには局地的に小規模な感染爆発が出現したこと
により、労使関係には依然多くの難しい課題が残り、雇用関
係の不安定性の問題は変わらず深刻なものとなっている。

また、新型コロナウイルス感染症への対策情勢の変化に伴
い、中国政府は外国人の出入国および滞在・逗留に対する管
理措置を段階的に調整しており、一部必要のある人員の中国
入国が一定程度可能となったものの、ビザ発給の条件および
入国後の隔離措置に関しては依然として非常に厳しい状況が
続いている。

2020年以降に公布、施行された主な政策
と行政措置
3項の社会保険料の一時的減免に関する政策の実施期
間延長
2020年2月20日、人力資源社会保障部、財政部、国家税務

総局が合同で「企業社会保険料の一時的な減免に関する通
知」（人社部発〔2020〕11号）を公布し、2020年2月より条件
に適合する企業を対象に、基本養老保険、失業保険、労災保
険（以下「社会保険3項」という）の保険料を納付免除とする
こと、および免除期間について規定した。その後2020年6月22
日、企業の経済的負担をさらに軽減する措置として、人社部、
財政部、税務総局より「企業社会保険料の一時的な減免政策
の実施期間延長等の問題に関する通知」（人社部発〔2020〕
49号）が公布された中で、次のような一連の措置が提起され
た。①中小・零細企業の社会保険3項について企業負担部分
を免除する政策につき、実施期間を2020年12月末まで延長す
る。②各省市（湖北省を除く）の大型企業等その他の保険加
入者（政府系事業組織を含まない、以下同）の社会保険3項に
ついて企業負担部分の徴収額を半減する政策につき、実施期
間を2020年6月末まで延長する。③湖北省の大型企業等その
他の保険加入者の社会保険3項について企業負担部分を免除
する政策を、2020年6月まで実施継続する。④新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受け生産・経営に深刻な困難が生じた企
業は、引き続き2020年12月末まで社会保険料の納付を猶予さ
れ、猶予期間中は延滞金を免除する。⑤各省市において2020
年の社会保険料個人納付基数の下限につき、引き続き2019年

の個人納付基数下限基準を適用できるとし、個人納付基数の
上限は規定通り正常に調整する。11号文における一時減免政
策に比べると、49号文では政策の実施期間がより延長され、企
業の社会保険料負担を大幅に軽減しただけでなく、下限値の
納付基数で保険料を納付する低収入の企業従業員や、各種の
流動的就業者にも恩典が享受されるものとなっている。

就業安定手当の失業保険返還基準引き上げ
企業の就業安定化措置を支援するため、人社部、財政部は

2020年5月9日に合同で「企業の就業安定・就業拡大特別支援
計画の実施に関する通知」（人社部発〔2020〕30号）を公布し、
就業安定のための失業保険料返還を強化する方針を提起し、中
小・零細企業を対象に、2020年12月31日までに返還基準を最
高で企業および従業員が前年納付した失業保険料の100％にま
で引き上げるとした。また、一時的な生産・経営の困難を抱えて
いるが回復の見込みはあり、リストラを実行しないか実行しても
少数に抑えた保険加入企業に対しては、返還基準を現地におけ
る失業保険金の1人あたり月額に保険加入従業員数を乗じた金
額の6カ月分まで、または企業およびその従業員が納付すべき
社会保険料の3カ月分までとすることができる。政府機関が就業
安定手当の返還基準を引き上げたことにより、企業の生存困難
が一定程度緩和され、就業安定手当によって企業の負担が軽減
され、従業員の就業安定につながる効果がより高められた。

住宅積立金の納付地外での手続実現
「行政サービスの『省市を跨ぐ手続』の推進加速に関する国

務院弁公庁の指導意見」（国弁発〔2020〕35号）の要求に基
づき、住宅都市農村建設部弁公庁より「住宅積立金業務にかか
る『省市を跨ぐ手続』の取り組みを適切に行うことに関する通
知」（建弁金〔2020〕53号）が公布された中で、2020年末まで
に、個人の住宅積立金の預入れ・貸付利用等の情報照会、住宅
積立金貸付利用証明交付、正常定年退職に伴う住宅積立金引
出しの3項について、「省市を跨ぐ手続」の実現が提起された。
また、2021年末までには、企業・組織の住宅積立金登記・口座
開設、企業および個人の住宅積立金預入情報の変更、不動産
購入にかかる住宅積立金引出し、住宅積立金個人住宅ローン
の返済完了証明の交付、住宅積立金貸付の期限前返済の5項に
ついて、「省市を跨ぐ手続」を実現するとした。この政策の実施
以後、従業員が納付地外において住宅積立金の借入手続に必
要な書類を取得するために納付地に戻って現地の所管機関で
手続を行う必要はなくなり、納付地以外の地方で不動産を購入
し、納付地の不動産購入にかかる引出条件に適合しているので
あれば、不動産購入地からでも住宅積立金の引出し申請ができ
るようになった。この施策により、転勤・出張等のため所属先の
所在地から離れて勤務する従業員の懸念が解消され、今後手
続の利便性がより高まることが期待される。



62 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
２
部   

共
通
課
題
・
建
議

3種の有効な居留許可について外国人の入国を許可
2020年9月23日、外交部、国家移民管理局は合同で「有効

な3種の居留許可を持つ外国人の入国を許可することに関する
公告」を公布し、2020年3月26日に外交部、国家移民管理局が
合同公布した「有効な中国の査証、居留許可を所持する外国
人の入国の暫定停止に関する公告」のうち一部政策を調整し、
2020年9月28日0時より、有効な中国の就労（工作）類、私人事
務類および家族訪問（団聚）類の居留許可を有する外国人に
ついて入国を許可することを、明確に定めた。外国人が2020年
3月28日0時以降に期限が過ぎた上述の三種の居留許可を有し
ている場合には、当該居留許可の所持者が訪中する事由に変
更がないとの状況下にあれば、期限が過ぎた居留許可と関連
資料により、中国の在外大使館・総領事館に相応する査証を申
請し、入境することができるとされた。この時調整が行われな
かった内容については、なお3月26日に公布された公告に従っ
て執行するとされている。また、外国人が入国後に受ける隔離
措置の規定は次第に厳格化されており、当初の14日間の自宅隔
離が14日間の集中隔離に変更された後、14日間の集中隔離に7
日間の自宅隔離を加えたものとなり、一部地方ではそのうえさ
らに7日間の健康モニタリングを追加する要求となっている。感
染対策の動向により、外国人の入国許可に関する措置および入
国後の隔離規定はいずれも随時調整される可能性があるため、
常に最新の政策を十分に確認する必要がある。

2021年の展望
就業安定手当政策の継続または代替措置の早期打ち出
しを希望
2014年11月6日に人社部、財政部等の機関が合同で公布し

た「失業保険により企業の就業安定を支援することに関する
通知」（人社部発〔2014〕76号）では、就業安定手当の政策
は2020年末まで実施するとされていたが、現時点までに政府
機関からは就業安定手当の措置を引き続き実行することに関
する内容の文書は公布されていない。2020年は新型コロナウ
イルス感染症の影響により労使関係に大きな試練がもたらさ
れ、失業の減少、就業の促進、就業の安定化のために、就業
安定手当政策を継続することには十分な必要性と緊急性があ
る。引き続き就業安定手当の政策を実行するか、これ以外の
代替措置が迅速に打ち出され、企業の正常な運営への支えと
なることを希望する。

外国人入国政策の早期正常化を期待
外交部、国家移民管理局より合同で公布された最新の政策

である「有効な3種の居留許可を持つ外国人の入国を許可する
ことに関する公告」により、文書中に規定された3種の査証所
持者以外、その他の類型の査証や居留許可（外交、公務等の査
証を除く）の所持者はなお中国に入国できず、国際間の正常な
人の移動や交流へのニーズが満たされない状況が続いているた
め、外国人の入国政策が早期に正常化されることを期待する。

日中両国間のビジネス関係者往来における「ファストト
ラック」の活用範囲のさらなる拡大を期待
2020年11月、感染対策を厳格かつ適切に行うことを前提

に、日中政府が両国のビジネス等の必要人員の往来の利便化

を図る「ファストトラック」について合意したことについては、
11月24日に両国の外相が確認し、対外的な共同宣言も行われ
た。中国政府が日本からの訪中者に対する検査および隔離の
負担を軽減し、利便化する措置が早期に制定、公布されること
を期待する。

＜建議＞
(1)	 就労・出入国関連
①	新型コロナウイルス感染症対策措置の影響を受
け、外国人の入国および中国での就労に必要な就
労許可と居留許可等の行政手続の両方に新たな
影響が及んでいるため、これらを管轄する外国専
門家局および公安機関にて以下の改善が行われる
よう要望する。

・	現在、中国に赴任する前には目的地の所在する省、
市、自治区の外事弁公室または商務機関の発行す
る「招聘状」の取得が必要とされ、外交部および国
家移民管理局の通知により、その発行対象は「経
済貿易、科学技術等の活動に従事する場合、およ
び人道主義上の緊急の必要がある場合」に限定す
るとされている。しかしながら、一部の日系企業の
従業員が「招聘状」の発給を受けられないために
中国に赴任できないという状況がなお出現してお
り、この政策が適切に執行され、各地方による執行
の差異が少なくなるよう要望する。また、入国前の
ビザ手続の所要時間が短縮されるよう要望する。

・	一部地域において「ワンストップ」方式のサービス
窓口または1つのプラットフォームであらゆる手続
を行えるサービスが提供されているほか、一部の
地方行政機関では就労許可証の新規申請、更新、
抹消等について、手続の全過程をオンラインで行
うための「誓約書」を提出する方式が導入され、申
請者が窓口に出向く回数が最小限に減らされたこ
とは歓迎される。これらの改革措置が全国的に普
及、適用され、より多くの外国人がこのような利便
性と恩典を享受できるようになることを要望する。

・	就労許可、居留許可の各行政手続のさらなる最適
化、特に外国人のパスポート原本を提出する必要の
ある行政手続（居留許可の申請、更新、抹消等）に
おいて、パスポート原本を預ける期間を最大限短縮
するよう要望する。また、各種書類の提出要求の簡
素化として、例えば外国人が承諾の書面を提出する
ことにより公証、認証を経た犯罪記録証明および学
歴証明等の提出に代替する等の措置を要望する。

②	「外資利用業務をより適切に行うことに関する国
務院の意見」（国発〔2019〕23号）中の「すでに
連続して2回就労類居留許可を取得した外国人に
は、3回目の申請時において、5年間有効の就労類
居留許可を発給することを認める」という規定に
ついて、各地の公安機関での厳格な執行が早期に
徹底されることで、就労類居留許可の有効期間が
延長され、外国人が就労類居留許可を申請する頻
度が少なくなるよう要望する。
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③	各地の外国専門家局や公安機関ごとに審査認可
の手順、書類要件、審理の所要時間等が完全には
統一されていないため、各地の実務基準の統一を
要望する。また、外国人に中国国内の地方間での
異動が発生した場合に伴う就労許可および居留許
可の手続については、簡易変更とする処理方式の
導入を要望する。

④	外国人の中国国内での移動や生活上の便宜のた
め、カード型の身分証明書を公安機関にて発行
し、交通機関利用、銀行口座開設等に用いること
ができるよう要望する。

⑤	新規赴任者が銀行口座を開設する際に居留許可の
呈示が求められるために口座開設に1カ月ほどかかる
という問題があるため、次の点の改善を要望する。

・就労許可通知を取得しZビザで入国している新規
赴任者については、その駐在、居留する事実は証
明されているため、入国後就労許可通知もしくはZ
ビザを呈示して銀行口座の開設手続ができるよう
にしてほしい。

・遅くとも就労許可証の取得後、それが不可能であ
ればせめて、居留許可申請時の受理証があれば銀
行口座の開設ができるようにしてほしい。

・さらに時間短縮のため、就労許可と居留許可の手
続を、入国後同時並行で行えるようにしてほしい。

⑥高齢化社会の到来に備え、豊富な業務経験をもつ
B類外国専門人材の申請に関して、60歳までの年
齢制限および大学本科以上の学歴要求を緩和し
たうえ、統一執行基準を制定し、専用の問い合わ
せ窓口を設置するよう要望する。

(2)	 社会保障
⑦	企業の保険加入地とは異なる場所で勤務する従業
員について、従業員の勤務先現地で社会保険を付
保するには、企業がその地方に分公司を設立する
か、人材仲介機関に代行を委託するしかなく、企業
の経済的コストが増大しているため、企業が従業員
の勤務先現地に分支機構を設立していなくても、
社会保険を付保できるよう要望する。また、社会保
険システムの全国ネットワーク化、全国共通処理化
を実現することで、社会保険の実務操作に存在す
る執行差異の問題が解決されることを要望する。

⑧	2019年9月1日より正式に発効した「社会保障に関
する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協
定」により、条件を満たす外国人について、中国国
内で納付する養老保険の保険料負担が免除され
たことは歓迎される。養老保険以外の医療保険、
失業保険のその他の社会保険項目についても、相
応に法律規定を改訂することによって外国人の強
制納付義務が免除され、中国国内で納付するか否
かを外国人が自ら決定できるよう要望する。

(3)	 労働契約
⑨	2008年1月1日から施行されている「労働契約法」
第14条に規定されている期間の定めのない労働契
約を締結する条件につき、修正するか、運用におけ

る自由度を高めるよう要望する。具体的には、初回
の契約締結時または契約更新時において被用者と
使用者との合意がある場合には、本条所定の「連
続して10年勤務している」との条件を「連続して20
年勤務している」に変更し、「期間の定めのある労
働契約を連続して2回締結している」を「期間の定
めのある労働契約を連続して10回締結している」
に変更することが認められるよう要望する。

⑩	業界や職種によって残業時間に対するニーズは異
なり、特に法定祝休日や、市場の原因がもたらす生
産需要の変動が大きい業界、企業、職種において
は、「労働法」所定の「月あたりの残業時間が36時
間を超えてはならない」という強行規定を調整し
ていただきたい。企業、従業員、工会による協議合
意のうえで、労働行政所管機関に特別申請すると
いった柔軟性のある方式の導入を認める等、月あ
たりの残業時間上限の合理的な確定を要望する。

⑪	女性従業員の法定定年退職年齢にかかわる女性
一般労働者、女性幹部の明確な区別が難しく、定
年退職年齢の段階的引き上げ政策が実施されるま
でに、判断基準が明確に規定されることを要望す
る。また、女性従業員の定年退職年齢について、一
律55歳の統一基準を適用することを提案する。

(4)	 労務派遣
⑫	「労務派遣暫定施行規定」（人力資源社会保障
部令2014年第22号）等の文書規定により、使用者
における派遣労働者の使用人数は総従業員数の
10％を超えてはならないと規定されているが、こ
の制限が緩和され、企業が所属業界の状況に合
わせてこの割合を適切に調整することが認められ
るよう要望する。

(5)	 工会
⑬	基層工会組織より上級工会への経費上納比率が
あまりに高いと、基層工会の経費が圧迫され、十
分な会員活動の実施が困難になるため、工会に上
納する経費の比率引き下げを要望する。

⑭	基層工会より上級工会に経費を上納した後、上級工
会が年間の工会経費の使用状況を開示することで、
工会経費の収支透明化が実現されるよう要望する。

(6)	 その他
⑮	一部の地域においては人材流出問題が深刻となっ
ており、人力資源社会保障機関がその他の行政
機関と手を携えて就業環境の改善に取り組むこと
で、人材育成、従業員へのインセンティブ等の面
でより多くの支援政策が提供されることを要望す
る。また、人材優遇政策の適用範囲を拡大し、ハ
イレベル人材、緊急に必要とされる人材への補償
金提供、個人所得税の減免等の政策により、人材
の流失が防止されることを要望する。

⑯	障害者就業保障金の収支透明化、徴収料率の引
き下げを要望する。
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第６章
知的財産権
現状の概要

2020年は、中国の知的財産分野にとって「変革の年」で
あり、1月15日の米国との経済貿易協議（第一段階）の合意
をきっかけとして、法制度・運用の改善に向けた取り組み
が劇的に推し進められた年であった。知的財産関連機関が
実施した法改正等にかかわる意見募集の数は30本を優に
超え、専利法や著作権法といった重要な法改正等が次々に
成立した。

また、2020年は、新型コロナウイルス感染症という世界
的な課題への対応が求められる年でもあったが、1月28日
に世界に先駆けて知的財産に関する救済措置を公表する
等、政府主導で迅速かつ的確な措置を講じることで、知的
財産分野における影響を最小限にとどめることに成功して
いる。

そんな激動の2020年の締め括りとして、11月30日に「中
国知的財産権保護の強化活動」をテーマとする中国共産党
中央政治局第二十五回全体勉強会が開催された。会の主
催者でもある習近平総書記より、知財のトップデザインの
強化、法治化の向上、知財全過程の保護強化、知財保護体
制とメカニズム改革の深化、知財分野国際協力と競争の総
合的な推進、知財分野における国の安全保障を含んだ重
要発言があり、今後も歩みを止めることなく、全面的に知
財活動を強化していくという中国政府の方針が改めて強調
された。

2021年は第14次5カ年規画と「知的財産権強国戦略綱
要」実施のスタートの年となる。変革の2020年を経て、世
界で最も進んだ知財制度を有する国の一つとなった中国
が、かねてより掲げる「量から質への転換」「イノベーショ
ン重視の知識経済型社会」の実現に向けて、どのような戦
略を掲げ、さらなる歩みを進めていくのか、中国知的財産
動向に引き続き着目するべきと言えよう。

2020年1月15日、中国および米国は経済貿易協議（第
一段階）の合意文書に署名したが、知的財産に関する章で
は、専利全般、医薬特許、悪意商標、ECプラットフォーム上
の模倣品対策、地理的表示（GI）、知的財産訴訟における
司法執行と手続などに関する全11節にわたる対応策が詳述
されている。それらを踏まえ、2020年4月、上記意見の徹
底実施のための推進計画が国家知識産権局から発表され
ており、各知財関連機関が履行のために制度改正等を行っ
てきた。

知的財産保護強化の法制面では、2020年著作権法、専
利法が改正された。これにより、商標法、著作権法および専

利法の知財3法において共に権利侵害への懲罰的賠償金
額が最大5倍まで引き上げられた。また、著作権法において
は、インターネット上の著作権保護の規定が完備され、専利
法においては、部分意匠制度、存続期間延長制度、開放許
諾制度、医薬品専利紛争早期解決メカニズム、意匠権にお
ける国内優先権など多くの制度の創設が実現されると同時
に、技術評価書の請求主体、新規性喪失の例外、仮処分命
令の対象などが拡充され、行政取り締まりの強化、挙証難
の解決、優先権証明書の提出期限緩和などによる知的財
産保護の充実化が図られた。さらに専利審査指南について
も、2019年11月、2020年2月および2021年1月に3度の改
正が相次いで施行され、審査遅延制度の導入、人工知能な
どの新分野・新業態にかかる審査手法が追加された。

司法分野においては、2018年2月公表の「知識産権裁判
分野の改革・イノベーション強化における若干の問題に関
する意見」に基づいて、知財訴訟制度の充実化や司法体制
の整備がさらに進められてきた。最高裁は「全面的に知的
財産権司法保護を強化する意見」を発表し、知的財産権民
事、刑事、行政事件の法律適用、営業秘密、オンライン・電
子商取引、医薬品関連知財事件等に関するパブリックコメ
ントの募集を多数実施し、裁判基準の統一化、プロセスの
合理化・効率化、審理品質の充実化に向けた歩みを着実に
進めた。

科学技術イノベーションの発展を目指す中国にとって、知
財活用面の取組も特筆すべきである。例えば、国家知識産
権局の発表によると、2020年の国内有効発明特許を有す
る企業は前年度より3万3,000社増加の24万6,000社とな
り、そのうち、ハイテク企業は10万5,000社となった。また、
2020年の全国の専利権・商標権にかかわる質権設定融資
総額は、前年度43.9％増の2,180億元となった。また、知的
財産権保険の保障金額は200億元を突破し、利用企業は
4,295社に達した。全国で新たに12の知財証券化商品が発
行され、計画の融資規模は69億元、実際の融資規模につい
ても33億元余りとなり、知財活用の取組は着実に実態を伴
うものとなってきている。

このように、知的財産の保護・活用面が着実に進展して
いる一方、いまだに解決されることのない課題も多くある。
特に冒認商標出願を代表例とする商標や専利の非正常出願
は大きな課題となっており、また、模倣品の問題も依然とし
て残されている。このような状況において、国家知識産権局
は、非正常商標出願と非正常専利出願問題の規制を目的と
する弁法を発表し、知的財産権代理機構の非正常出願行為
を取り締まる「藍天行動」を実施した。また、模倣品への対
応として、国家市場監督管理総局、国家知識産権局、海関
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総署、公安部を中心にさまざまなキャンペーンが実施され、
成果を上げている。特に、ECサイトを利用した取引が拡大
する中、オンライン上の模倣品対策の必要性が高まってお
り、知的財産権法執行に関するオンライン上の取り締まりが
強化されている。国家市場監督管理総局は、2020年電子
商取引市場監督管理キャンペーン活動を実施し、この分野
における行政取り締まりは急速に充実してきている。

その他、海関総署では、2020年に知的財産保護キャン
ペーンとして「龍騰行動」（知財全般）、「藍網行動」（郵
便ルート）、「浄網行動」（第三国転送貨物）等を実施する
など、小口宅急便・輸送を含む各輸送ルートや越境ECなど
の貿易取引における取り締まりを強化している。2020年全
国税関が差し押えた権利侵害容疑品は6万1,900ロット、
5618万9,000件で、共に前年比20％増となった。公安部は
「崑崙行動2020」を実施し、ライブコマース、オンライン店
舗等の方式・ルートでの取り締まりを強化し、1万1,000件の
刑事事件を処理した。

以上のとおり、中国では知的財産を巡る状況が大きく変
化する中において、着実に保護強化に向けた政策を推し進
めており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら
も知財活動の正常化、知財による経済発展の促進を求め続
けてきた。知的財産の保護強化に向けた取り組みに関する
政府の姿勢にぶれはなく、その実現に向けた歩みは着実に
進められると言える。そのような点を踏まえ、今後の方向性
としては、諸外国の知的財産制度・運用とさらに調和し、企
業間で公平・公正に競争できる環境の構築に向けた取り組
みが進められていくことが、日本企業および中国企業のい
ずれにとっても好ましいと考えられる。その観点から以下の
課題について建議する。

知的財産の保護の現状と課題
出願権利化プロセス

意匠審査
真のイノベーション活性化を図るためには、専利権の量
のみならず質を向上することも不可欠となる。しかしなが
ら、現在の意匠は初歩審査のみで登録を行い十分な実体審
査が行われないため、創作性がなくイノベーション活性化に
何ら貢献しない粗悪権利の発生を抑制できない。かかる保
護価値の無い粗悪権利まで奨励され濫用されれば、高度イ
ノベーション意欲の減衰や成長加速の阻害が懸念される。

意匠制度
2019年11月1日施行「専利審査指南」での遅延審査の導
入（第五部分第七章）は歓迎される所ではあるが、遅延期
間が年単位の固定で設定されており、また、遅延の停止も
認められていないため、製品の開発や市場環境の変化に的
確に対応できず、制度の十分な活用ができない事が懸念さ
れる。

商標審査
改正後の中国商標法においても、外国で著名な商標の第
三者による出願を排除するためには、中国内での著名性を

立証しなければならない。これらの出願による商標は市場
を混乱させるとともに著名な商標権者の利益や中国での活
動を不当に阻害し、ひいては消費者利益も害する。これらの
出願による商標を排除するには、著名性を証明するため膨
大な証拠資料の提出が必要である。また、証拠資料によっ
ては審査されずに却下される場合があり、かつその審査に
長期間を要しており、出願人のみならず当局にとっても相当
な負担である。

商標審査における情報提供
特許審査の場合と異なり、商標審査においては第三者に
よる証拠資料の提出機会となる情報提供制度を有しておら
ず、安定性が十分でない権利が付与される懸念がある。

専利権の冒認出願
他人の発明創造を第三者が不正に出願する冒認出願に
ついて、専利法には直接の排除規定がなく、第三者に冒認
出願をされた真の発明創造者に大きな訴訟の負担を強いる
こととなる。これは冒認出願を有効に抑制する上で問題で
ある。

専利審査
専利の審査は、出願件数の増加にもかかわらず審査期間
の短縮化・迅速化および審査の質向上・適格化が図られて
おり、特許の適正な保護の観点から好ましい傾向であると
評価している。また、現在試行延長中である日中特許審査
ハイウェイ（日中PPH）については、審査の迅速化のみなら
ず出願人の負担軽減に大いに役立つものであり、試行およ
びその延長や申請必要書類の簡素化等の当局の取り組み
に感謝している。一方、審査促進を図る制度として優先審査
制度が設けられているところ、中国企業と比べて外国企業
が実質的に不利に扱われる虞がある。例えば、優先審査は
中国が初出願で外国出願予定の発明等に対象が限定され
ており、一般的に中国以外の国に初出願を行う外国企業は
この制度を十分には利用できないという問題がある。また、
日中PPHについては、日本に申請する場合と異なり出願公
開等が条件となっていることから、利便性に問題がある。そ
して、専利出願集中審査については、2019年9月3日に発表
された「専利出願集中審査管理弁法（試行）」により導入が
進んでいる事は歓迎されるが、集中審査請求の条件が厳し
く制限され内容も不明確であるため、十分な制度の活用が
できない事が懸念される。

特許請求の範囲および明細書の記載要件並びに補正
制限
2017年4月1日施行の専利審査指南では、ビジネスモデ
ル発明とコンピュータプログラム発明の審査基準が緩和さ
れ、登録後特許文書の特許請求範囲の補正方式も緩和さ
れた。これらの点については当局の取り組みに感謝してい
る。一方、特許請求の範囲および明細書の記載要件は、いま
だ諸外国に比べて厳しい審査基準により運用されており、
その補正および訂正についても同様である。特許請求の範
囲および明細書の記載についての過度に厳しい基準の要求
や、その補正および訂正についての過度な制限は、発明の
適切な保護に欠けることになる。
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職務著作制度の見直し
法人または非法人組織が従業員に対して報酬を支払い、
また創作場所や環境などを提供し、従業員が職務上創作し
た職務著作については、日本や米国などでは基本的に法人
または非法人組織に権利が帰属するところ、2021年6月1日
施行の著作権法では、特定の職務著作物を除いてはいるも
のの、基本的に著作者に権利が帰属している。法人または
非法人組織は、その業務内で優先的に使用する権利や、著
作物の完成から一定期間は第三者へ使用許諾を拒否する
権利を有しているものの、当該期間を過ぎると著作者が第
三者に使用許諾する余地を残しており、そのような状況は法
人または非法人組織の業務を阻害することが懸念される。

知的財産に関する競争環境の現状と課題
さまざまな模倣行為

再犯行為
日系企業は模倣業者に対する摘発に積極的に協力して
いるが、模倣業者は処罰を回避するため、手法の多様化、
複雑化等さまざまな施策を講じている。一方で、模倣品摘
発がなされても、侵害行為に比して制裁が十分なされない、
再犯行為の定義が不明瞭、当局間の連携や情報共有の体
制が不十分等、複数の要因により、模倣行為を意図的に繰
り返す再犯者に対する十分な抑止効果が機能していない。

模倣巧妙化
模倣品を異なる場所に分散させて生産、保管したり、部品
単位で出荷し市場の近辺で最終組立、梱包を実施したり、
商標表示を切り替え可能な措置を講じて、保管時、輸送時に
はノーブランドもしくは別ブランドにしたり、ビジネス（生産、
輸送、販売等）自体を摘発執行機関の勤務時間外である
夜間や休日に行う等、摘発回避の手段も多様化が進んでい
る。またビジネスネットワークの複雑化・細分化により首謀
者の特定を困難にしているという課題も存在している。

インターネットを介した模倣品販売

知的財産保護プログラムの整備
インターネットを悪用した模倣品販売について、ネットビ
ジネス量の増加により模倣品業者が急増し、1つのサイトで
数千にのぼる出品のうち相当数の模倣品が販売されている
ともいわれている。各ECサイト運営者は、知的財産保護プ
ログラムの整備や統一化、権利者との積極的な情報交換等
の自主的な取り組みを行っているが、模倣品の多さに対応
が追い付かない現実がある。また、ネット上の取引において
は相手方の顔が見えないため、名称を変えれば容易に再犯
がなされ、オフライン取引よりも模倣品業者の特定が困難
である。さらに、インターネット上で、外国企業名の代理店
または専用修理センター等の名称を勝手に使ったウェブサ
イトが増えており、外国企業と正式に契約した企業であると
消費者に誤認させる悪質な不正競争行為である。

電子商取引事業者、電子商取引プラットフォーム事業者
およびプラットフォーム内の事業者の負う義務および法的

責任について規定した電子商取引法が2019年1月1日に施
行されたが、その実効性について未だ不透明である。

模倣品の海外流出
インターネットは海外からもアクセス容易で、小口郵便
ルート等を介して海外への模倣品流出が広がる可能性が
高い。

知的財産の流通
技術輸出入管理条例においては、特定の技術領域につい
て、特許権の移転を含む技術移転が、禁止または制限され
ている。2020年に輸出禁止技術および制限技術の目録が
更新されたところ、一部の制限技術（例えば、信号処理技
術やドローン技術）について、その記載範囲が非常に広範な
ため、この分野における中国での研究開発活動や特許権の
移転等への投資意欲を消極化させる懸念がある。一方で、
2020年10月に輸出管理法が制定され、特定組織に対する
輸出制限が可能となっており、技術輸出入管理条例を用い
て広範な技術を制限する必要性は低下しているようにも思
える。

知的財産に関する紛争処理の公平化・合
理化
専利権侵害に対する行政権限の適正化
国務院法制弁公室「専利法改正草案」等においては、行
政機関（専利行政部門、専利事業管理部門、専利法執行担
当部門）が専利権侵害行為を積極的に取り締まることが企
図されている（専利法改正草案第69条、同第70条など）。

しかしながら、専利権の有効性判断や侵害判断は容易で
はなく、所定の行政手続や司法手続を経て、最終的に権利
が無効と判断される場合や権利非侵害と判断される場合も
多い。ここで、専利侵害についての判断については、当事者
双方の主張を十分に勘案し、専門的かつ客観的なプロセス
を経て慎重に行なわれるべきである。また、当事者間に専利
権の有効性や専利権侵害の有無などに争いがある場合は、
最終的な判断は司法に委ねられるべきであると考える。

したがって、専利権侵害において、専利権の有効性や専
利権侵害判断について当事者間に争いがある場合、専利行
政部門が司法判断を待たずに早急に取り締り（執行）を行う
ことは問題であると考える。

知的財産権の濫用となる場合の基準明確化
2021年6月1日施行「専利法」第20条第1項では、専利権
の濫用について規定をしている。しかし、濫用の分析および
判断基準が具体的ではなく、公共の利益または合法的な権
益を害すると判断される射程範囲が不明確である。

司法機関・行政機関の期日・期限設定
知的財産紛争において、在外者や意思決定機関が中国外
にある当事者、意思決定が中国語以外の言語でなされる当
事者（以下、在外者等）は、地理的・言語的負担を強いられ
ることになる。ここで、中国の行政・司法実務においては、当
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事者の対応期日が期限・期日直前に設定されることが多々
見受けられる。このような場合、在外者等は、中国国内にあ
り中国語で組織内の意思決定がなされる一般的な在内者
に比べ、地理的、言語的に著しく不平等な状況で、困難な
対応を求められることになる。このような在外者等の地理
的・言語的な不平等を救済するため、十分な期間をおいて
期日・期限を設定する国や、当事者からの申し立て等により
期日・期限を調整可能とする国もある。中国の知的財産紛
争においても、司法機関や行政機関が期日・期間を設定す
る場合、在外者等に対して、負担軽減の救済策が考慮され
るべきと考える。

知的財産訴訟における技術調査
知的財産訴訟の専門性や重要性に鑑み、近年主要3都市
（北京市、上海市、広州市）へ知識産権法院が新設される
と共に、多くの既存法院において知識産権法廷が設置され
てきている。これらの法院や法廷の特徴の一つに、技術調
査官制度の導入がある。現在の知的財産訴訟、特に専利関
連訴訟においては、技術の高度化・複雑化の観点から、知
的財産訴訟制度のユーザーたる当事者の技術調査官制度
に対する期待は高く、また技術調査官制度は近年良く利用
されていると認識している。しかしながら、現在の状況で
は、技術調査官の関与の有無や、関与した内容、技術調査
官の心証や意見については、当事者は十分に把握すること
ができない状況である。すなわち、技術的に高度な理解が
必要とされる知的財産訴訟案件（専利有効性判断、専利侵
害判断）においても、当事者は技術調査官が関与している
かどうか把握できない。したがって、各当事者は明示的には
技術調査官に対する技術説明の機会を与えられておらず、
技術調査官の見解を直接確認して意見を述べる機会も明
示的には与えられていない。また、技術調査官の意見は訴
訟に大きな影響を与えるが、当事者は技術調査官の選定に
関して関与する機会がない。

実用新案権および意匠権の行使
実用新案の出願・登録は近年急速に増加してきたが、実
用新案および意匠権は実体審査を経ないで登録されるた
め、無効理由を有する権利の発生を防ぐことが困難であ
る。このような無効理由を有する権利は保護価値がないば
かりでなく、権利行使がなされた場合は、行使を受けた第
三者に多大な損害や負担を強いることとなり、さらに権利の
濫用がなされた場合は産業の発達も阻害される。

先使用権制度の運用
企業活動においては、営業秘密として保護するため、また
は権利化には及ばないとして、研究開発成果の専利出願を
行わない場合がある。しかしながら、情報漏洩等により後
発的に第三者が同じ内容を専利出願し権利化される場合
があり、このような場合に公平性の観点から認められるの
が先使用権である。しかしながら、中国の先使用権は、発明
ではなく実施製品についてのみ、使用を証明できた時点の
製造能力の範囲内でのみ認められるにすぎない。同じ発明
を利用した改良製品やその後に拡大した製造範囲は先使
用権が認められず、公平性の観点から先使用者の保護に欠

ける場合がある。

判決の執行
訴訟により、知的財産権侵害が認められた判決を得られ
ても、その履行が十分にはなされない執行難問題がある。
強制執行制度はあるが、被執行人が執行通知を拒絶した
場合や、財産を隠匿するおそれがある場合等に限られてい
る。また、最高人民法院は、2013年7月に「信用喪失被執行
者の名簿情報の公表に関する最高人民法院の若干規定」
を公布し、判決不履行者の社会的制裁を行うとし、また、
2016年4月に「『2、3年間で執行難の問題を基本的に解決
すること』の実行に関する業務要綱」の通知を発行したが、
その実効性は不透明である。

情報公開
専利局の審決や知的財産事件の人民法院の判決の公開
の促進、および公開促進に向けた当局の努力は評価できる
ものである。しかしながら、中間判決が未公開であったり、
商標局による審決は未だ十分に公開されていなかったりな
ど、専利局の審決や人民法院が公開した判決書のみでは内
容把握が難しい場合や公開に時間を要する場合がある。最
高人民法院は、2013年11月に「人民法院のインターネット
上での裁判文書の公開に関する規定」を公布し、裁判文書
の公開を進めているが、予見可能性を高めて公平性を担保
するためにも、各案件についてさらに迅速かつ適切な範囲
で利便性の高い公開がなされることが必要である。

ライセンス技術の保証期間等
技術輸出入管理条例では、ライセンサーに対して技術の
完全性や有効性等の保証義務を課しているが、その期間・
範囲については明確に定義されておらず、永久に広範囲の
保証義務が課せられているとも解釈し得る。これは、外国
企業が中国企業に技術をライセンスする場合の障害とな
り、中国政府が目指す技術取引の進展に影響を及ぼすもの
である。

懲罰的賠償
2021年6月1日施行「専利法」第71条や2021年6月1日施
行「著作権法」第54条等では、知的財産権の侵害に対して
懲罰的賠償制度を確立し、知的財産権に対する保護が強化
された。しかしながら懲罰的賠償の判断基準について具体
的分析や、事例などが十分ではなく、どのような状況がどの
ように判断されるのかが合理的に予測し難い状況となって
いる。

賠償金額算定の文書提出命令
2021年6月1日施行「専利法」第71条では、専利権者が
立証を尽くしたが、侵害行為にかかわる文書（帳簿、資料
等）が侵害者により保有されている場合、人民法院は文書
の提出を命じることができるとある。このように提出命令
の対象となる文書が、侵害行為にかかわる文書とされると、
徒に対象が拡大され、被疑侵害者に過大な負担をかける
おそれがある。また、損害額の立証に必要となる文書は、
被疑侵害者の高度の営業秘密に属する文書であるが、営業
秘密の漏洩を防止するための措置が明確に規定されてい
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ない。さらに、文書不提出の場合の理由釈明の機会が設け
られていない。

＜建議＞
1.	 知的財産の適切な保護の促進
(1)	 出願権利化プロセス・保護期間の合理化・適正化
①	意匠制度の見直し（建議先：国家知識産権局）
　意匠について、審査主義（実体審査制度）を導
入していただくよう要望する。また、2019年11
月1日施行「専利審査指南」での遅延審査に関
する運用（第五部分第七章）について、遅延期
間が年単位で設定されているが、より柔軟な遅
延期間の設定を可能とし、遅延期間中の期間延
長、および、期間短縮、遅延停止が可能となるよ
う要望する。そして、自己開示による新規性喪失
の例外適用も導入いただくよう要望する。

②	適切な商標審査（建議先：国家知識産権局）
　外国で著名な商標の第三者による出願を排除す
るため、当該商標の外国における馳名（著名）
性、商標標識の顕著性、地域ブランドを考慮し
た審査を行うとともに、異なる商品役務区分の
馳名商標も考慮した類否判断を行っていただく
よう要望する。併せて、当該審査について拒絶
条文や基準の統一化を図るため、今後の商標法
改正や、審査指南等への追加を要望する。さら
に、馳名商標の認定審査および法院審理におい
ては、現在のビジネス形態に鑑み、中国国内で
のホームページ閲覧数やインターネット販売数、
中国業界団体との交流実績等の資料を出願人
が提出した場合であっても、審査と審理の対象
としていただくよう要望する。

③	商標審査における情報提供制度の導入（建議
先：国家知識産権局）

　権利の安定性を高めることは、権利者自身に
とっても有益であることから、商標法等におい
て、第三者による情報提供制度を導入していた
だくよう要望する。

④	専利権の冒認出願への対策（建議先：国家知識
産権局）

　他人の発明創造を第三者が不正に出願する冒認
出願について、専利法には直接の排除規定がな
く、専利実施細則に専利権等の帰属について各
地域の知財業務を管理する部門が調停を行う
ことができるとの規定があるのみである。専利
権の帰属については当事者間のみならず、社会
的な影響を及ぼす虞もあるため、統一的な判断
や、真の権利者からの移転請求権の明確化が好
ましいと考える。

⑤	特許審査の迅速化・的確化（建議先：国家知識
産権局）

　優先審査制度において、外国企業が実質的に不
利に扱われないよう基準の明確化や公平な取り
扱いを要望する。特に、2017年8月1日付施行の

「専利優先審査管理弁法」第八条第一項および
第二項では優先審査請求書に対して国務院関係
部門または省級知識産権局の推薦意見記入が
要求されているが、このような要件を削除いただ
くか、推薦基準を明確化いただくよう要望する。
また、本弁法第三条（五）では「中国に初出願し
外国出願するもの」が優先審査の条件に挙げら
れているが、この条件を緩和し、中国初出願でな
くても外国関連出願が存在すれば優先審査の対
象としていただくよう要望する。また、日中特許
審査ハイウェイ（日中PPH）については、速やか
な正式合意を行うとともに、出願公開前の受理
等の条件緩和をしていただくよう要望する。

⑥	専利出願集中審査についての条件明確化と条
件緩和（建議先：国家知識産権局）

　専利出願集中審査について、2019年9月3日に
発表された「専利出願集中審査管理弁法（試
行）」第3条の集中審査請求の条件として、（二）
国家重点優位産業に係り、または国の利益、公
共の利益に対して重大な意義を有することが要
求されているが、具体的な基準の明確化を要望
する。また、（三）1回の集中審査出願件数が50
件を下回らず、かつ実体審査請求の効力が発生
してからの期間の幅が1年を超えていないことが
要求されているが、集中審査出願件数が50件の
条件を緩和いただく事を要望する。

⑦	特許請求の範囲や明細書の記載要件および補
正制限の緩和（建議先：国家知識産権局）

　サポート要件等の特許請求の範囲や明細書の
記載要件を諸外国のレベルに緩和していただく
とともに、特許請求の範囲については、減縮を目
的としたものであれば、明細書および図面に記
載の範囲内での柔軟な補正や訂正を認めていた
だくよう要望する。

⑧	職務著作制度の見直し（建議先：国家版権局）
　法人または非法人組織の従業員が業務上の任
務を遂行するために創作した職務著作物につ
いては、当事者間に別段の定めがある場合を除
き、その従業員の所属する法人または非法人組
織に帰属するよう職務著作制度を見直していた
だくよう要望する。

2.	 知的財産にかかわる公正な競争環境の実現
(1)	 模倣行為抑制に向けた諸施策
①	再犯防止（建議先：国家市場監督管理総局、海

関総署、公安部）
　国務院の機構改革を契機として、再犯に該当す
る行為の統一化を図り、中央および地方を含む
市場監督管理局、海関、公安機関による摘発の
処罰情報の共有化を要望する。また、再犯行為
に対する厳罰化の法運用を適切に進めていただ
くとともに、適時、権利者に再犯か否かの情報
を共有いただくよう要望する。

②	模倣巧妙化への対処（建議先：国家市場監督管
理総局、国家知識産権局）

　行政機関に模倣品業者の分業の繋がりを捜査す
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る権限を付与すること等の法整備を進めていた
だくよう要望する。また、商標が付されていない
商品と商標ラベルとが見つかった場合であって、
商標ラベルが商品に付されることが客観的に判
断できる場合には、商品も押収できるようにして
いただくよう要望する。さらに、模倣品の生産、
輸送、販売等を摘発執行機関の勤務時間外にの
み実施して摘発を巧妙に回避するケースに対して
も、柔軟に摘発を実施していただくなど、何らか
の対応を可能としていただくよう要望する。

(2)	 インターネットを介した模倣品販売の対応
①	知的財産保護プログラムの整備強化（建議先：

国家市場監督管理総局、国家知識産権局、工
業・情報化部）

　電子商取引法の施行に伴い、電子商取引（EC）
サイト運営者による知的財産保護プログラムの
整備をさらに強化し、模倣品販売サイトや他人
の登録商標を不正に使用したサイトの迅速な削
除や再犯抑制の仕組み作りおよびその運用がど
のサイトにおいても均一になされるよう関係部
門の指導が強化されることを要望する。さらに、
電子商取引法の施行のみでは実効性の担保が
十分ではないことから、同法細則の早期策定お
よび公布を求める。

②	模倣品の海外流出への対応（建議先：海関総署）
　電子商取引（EC）サイト運営者に対して、海関と
の連携を強化し、電子商取引（EC）サイト運営者
保有のビッグデータを活用した「海関布控」等、
現状に即した海外への模倣品流出を抑止する仕
組みづくりを強化することを要望する。

(3)	 知的財産の流通（建議先：商務部、科学技術部）
　技術輸出入管理条例で定める制限技術リスト
（例えば、信号処理技術やドローン技術）につい
て、より具体化・明確化いただくよう要望する。

3.	 知的財産にかかわる紛争処理の公平化・合理化
(1)	 専利権侵害に対する行政権限の適正化（建議

先：国家市場監督管理総局、国家知識産権局）
　専利権の有効性や侵害性について、当事者間に
争いがある場合、行政機関は職権等に基づいて
決定・執行を行うことは避け、法院との連携を
取って司法判断に基づいて慎重に対応していた
だくよう要望する。

(2)	 知的財産権の濫用となる場合の基準明確化
（建議先：国家知識産権局）

　専利権の正当な行使が、専利権の濫用により公
共の利益または他人の合法的な権益を害する
と、安易に判断されることがないよう、専利権濫
用の判断基準および適用範囲の明確化を要望
する。

(3)	 司法機関・行政機関の期日・期限設定におけ
る配慮（建議先：最高人民法院、国家市場監
督管理総局、国家知識産権局）

　知的財産紛争において、地理的・言語的不平等

を解消するため、当事者の一方が外国企業・在
外者の場合、司法機関・行政機関は相当な余裕
を持って期日・期限の連絡を行うこと（例えば最
低半月～1カ月前に当事者に連絡して調整）、ま
たは、当事者の申し立てにより期日・期限を調整
可能とすることを要望する。

(4)	 知的財産訴訟における技術調査官制度の拡充
（建議先：最高人民法院）

　技術的に高度な理解が要請される知的財産訴
訟案件（専利有効性判断、専利侵害判断）にお
いては、原則として技術調査官を関与させること
を要望する。この場合、技術調査官の選定過程
に当事者が関与できるようにし、当事者双方に
よる裁判官および技術調査官に対する技術説明
の機会を設けると共に、技術調査官の見解を双
方当事者に開示して、双方当事者に意見の機会
を与えることを要望する。

(5)	 実用新案権および意匠権行使時の注意義務化
（建議先：国家知識産権局）

　意匠制度については、上記のとおり審査主義の
導入を建議するが、直ちに導入することが難しい
場合、実用新案と合わせ、実用新案権および意
匠権行使時の評価報告書提出の義務付けを要
望する。それが難しい場合も、第三者による評
価報告書請求を可能にする等、実用新案権およ
び意匠権共に権利行使に一定の法的および行政
的制限を課していただくよう要望する。

(6)	 先使用権制度運用の適切化（建議先：国家知
識産権局）

　先使用権の範囲（先使用権として実施が許容さ
れる対象範囲、実施範囲）を拡大していただくよ
う要望する。すなわち、発明としての同一性や事
業目的の同一性を失わない範囲内での実施形
式・実施態様の変更を認めていただくよう要望
する。

(7)	 判決の執行強化（建議先：最高人民法院）
　強制執行権の拡大、強制執行不可能時の社会的
制裁の強化等により、判決による確定事項を確
実に執行する仕組みを作っていただくよう要望
する。

(8)	 情報公開の促進（建議先：国家知識産権局、
最高人民法院）

　国家知識産権局・商標局の審決および人民法院
の判決を終局判決の確定を待つことなく即時に
公開していただくと共に、これら資料の電子版を
各当局・人民法院のホームページ等から閲覧・取
得できるようアクセス性を考慮した仕組みの整
備を要望する。また、営業秘密情報を除き、誰で
も審査資料、裁判資料の全部資料の閲覧を可能
とする制度を設けていただくよう要望する。さら
に、重要な情報（全部もしくは要部）については
英語などの他の言語での情報提供も検討いただ
くことを要望する。
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(9)	 ライセンス技術の保証期間等（建議先：国家
市場監督管理総局）

　外商投資法第22条では、技術提携の条件は各
投資当事者が公平原則に従い協議して確定す
るとある。技術輸出入管理条例におけるライセ
ンス技術の保証期間・範囲等も、公平原則のも
と、当事者間の協議により決定できることを明
確にしていただくよう要望する。

(10)懲罰的賠償（建議先：国家知識産権局、国家 
 版権局）

　2021年6月1日施行「専利法」第71条や2021年
6月1日施行「著作権法」第54条等では、故意に
専利権や著作権等を侵害し、情状が深刻であ
る場合、法定の方法で確定した金額の1倍以上5
倍以下で賠償金額を確定することができるとあ
る。このように懲罰的賠償による賠償金額の変
動範囲は大きく、訴訟結果に大きく影響を与え
る規定となっている。訴訟結果の予見性の確保
などの観点から、懲罰的賠償の倍率適用の根拠
や基準を具体的に、かつ、明確にしていただくこ
とを要望する。

(11)賠償金額算定の文書提出命令（建議先：国家 
 知識産権局）

　提出対象となる文書は賠償金額算定に必要な文
書に限定いただくことを要望する。また、提出文
書にかかわる営業秘密の漏洩を防止するための
措置を規定上明確にしていただくことを要望す
る。さらに、文書不提出の場合にその理由釈明
の機会を設け、不提出の合理性を判断する機会
を設けていただきたい。
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第７章
省エネ・環境

2021年1月に開催された全国生態環境保護活動会議で
は、第13次5カ年規画における環境生態分野における9項
目の拘束性目標の達成が報告され、第14次5カ年規画にお
いて汚染対策やカーボンニュートラルに向けた取り組みを
さらに推し進めて行くことが示された。今後も法整備が進
むと考えられており、法の実効性を高めるため、情報公開
の徹底、監視体制の強化や取り締まりなどの面での厳格か
つ公平な執行が求められる。

また、日系企業としては法令遵守については誠心誠意取
り組んでいくつもりであるが、対応する際に問題点が発生
することもあるため、関連業界・企業との情報交換、関係
国の政府機関との調整も十分に行うことを要望する。

環境汚染問題の現状
2021年の政府活動
2021年3月に開催された第13期全国人民代表大会第
4回会議における政府活動報告では、第14次5カ年規画期
（2021～2025年）の主要目標・任務として、重度大気汚
染と都市部の汚水問題を基本的に解決し、森林比率を
24.1％に引き上げ、GDP1単位あたりのエネルギー消費量を
13.5％、CO2排出量を18％引き下げる方針が示されている。
2021年の重点活動として、GDP1単位当たりのエネルギー消
費量を3％前後低下させ、全国のエネルギー使用権、温室効
果ガス排出権取引市場の建設を急ぎ、エネルギー消費の総
量・原単位抑制制度の整備に取り組むとしている。クリーン
暖房比率を70％に引き上げ、土壌汚染対策の厳格実施、固
形廃棄物輸入の禁止継続、都市部の生活ごみ分別処理の
推進、宅配便梱包のグリーン化、危険廃棄物の収集処理の
強化、生態保護補償条例の検討・策定等が示されている。

依然深刻な大気汚染の現状
生態環境部の発表によると、2019年における大気汚染の
状況は中国全体で見ると前年に比べて改善されている。全
国337都市を対象としたPM2.5の1㎥当たりの平均濃度は
36マイクログラムと、前年比横ばいとなっており、PM10の
濃度は63マイクログラム/㎥と前年比1.6％減少した。各地域
のPM2.5の平均濃度をみると、京津冀および周辺地域は57
マイクログラム（前年比1.7％減少）、長江デルタ地域は41マ
イクログラム（同2.4％減少）、汾渭平原は55マイクログラム
（同1.9％減少）となっており改善はされているものの、省・
市の中には国家基準を達成できていない地域もあり、依然
として健康に影響を及ぼす深刻な状況が続いている。

環境関連制度の状況と政策動向
2021年の環境汚染対策目標
2021年1月に全国生態環境保護活動会議が開催され、同
会議では以下8項目の2021年重点任務が示された。

①第14次5カ年規画の計画実現に向けた体系的な施策
実施
②2030年までにCO2排出量をピークアウトするための
取り組み
③VOCs規制や汚水処理など環境汚染防止に向けた行動
の継続展開
④生態環境の保護・修復
⑤原子力と放射性物質の完全確保
⑥法律に基づく環境保護の推進
⑦生態環境リスクの効果的防止と解決
⑧環境モニタリングや法制度の整備、国際協力の推進等
により政策実現に向けた基礎的な支援の強化
これらの目標・取り組みに対して、日本企業も誠心誠意取
り組んでいくが、担当者の恣意的な対応ではなく、内外資
問わず統一した基準に基づく運用がなされることを要望す
る。加えて、生態環境部、応急管理部、地方政府当局が企
業に対する行政指導等を行う際には、その根拠法令やデー
タ等の違反根拠を書面で示す等の説明を要望する。

「土壌汚染防治法」の発効
「土壌汚染防治法」は、2019年1月1日に施行された。同
法は、全7章99条文からなっており、①土壌汚染に対する
政府、企業、個人の責任や義務の明確化、②土壌有毒有害
物質の規制、重点監督管理事業者規制制度の構築、③種
類別土壌汚染リスク規制・修復制度の構築、④土壌汚染防
止基金制度の構築、⑤全国土壌汚染状況調査、土壌汚染
状況モニタリング制度の構築、⑥罰則の設定が主な内容で
ある。

企業に対する監督管理および処罰措置は強化され、企業
の違法リスクとコストを増大させることになるため、法の実
効性が高められるよう、生態環境部および地方政府当局に
おいては情報公開の徹底、監視や取り締まりなど執行面に
おいて厳格かつ公平な対応を要望する。

「固体廃棄物汚染環境防治法」の改正
「固体廃棄物汚染環境防治法」は1996年に施行され、
2020年9月に5度目の改定が行われた。2020年改定はこ
れまでの91条条文を126条に改定する大幅改定となり、全
国レベルの危険廃棄物管理システムと危険廃棄物を利用
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する企業・経営者の信用記録制度の構築、電器電子・電池
等の製品生産者責任の拡大、固体廃棄物にかかわる関連
当事者の義務および責任の明確化、生活ゴミ分類制度の
確立、罰金金額の引き上げなどの点が前法より修正されて
いる。

2021年には「固体廃棄物汚染環境防治法」の執行状況
を検査することが報じられているが、影響が出る部分につ
いて企業に対する説明会を開催し取り組みを促す等、企業
が合理的に対応できるように事前に情報周知が徹底される
ことを強く要望する。

危険廃棄物については、2015年以降の環境保護にかか
わる取り組みの強化に伴い、地域によっては多くの危険廃
棄物処理業者が廃業し、産業廃棄物処理業者および処理
可能量が慢性的に不足する状況となり、処理価格の高騰、
処理待機時間の延長といった問題が生じている。そのた
め、地域の企業ニーズを把握した上で、処理業者の誘致や、
環境と安全に配慮した一時保管場所の提供等に取り組むこ
とを要望する。

また、2020年の第13期全国人民代表大会第3回会議に
おける政府活動報告において、危険化学品生産企業の移
転・改造を加速するとされているが、「一刀切（一律の取り
締まり）」を行わないよう、客観的基準の公表、事前通知
の徹底等、公平かつ合理的なルールを構築することを要
望する。

第2巡目中央環境保護監督査察
2016年から2017年まで約2年間にわたり行われた第1巡
目の中央環境保護監督査察に続き、2019年7月より第2巡
目の中央環境保護監督査察が行われた。第1巡目の査察で
は、日系企業も含めた外資系企業にも定期的に当局からの
査察が入り、中には一部の担当者から法令に基づかず、必ず
しも必要とは考えられない設備設置等の命令を受けるケー
スも報告されている。政府は「一刀切」は厳に禁じると発表
しているが、生態環境部および地方政府当局による行政指
導においてはその根拠法令やデータ等での違反根拠を書
面で示すとともに、外国企業向けの相談窓口を設置し、第
三者による厳正な審査を行うとともに適切な処分を実施す
る等の配慮をいただきたい。

電器電子製品有害物質使用制限管理弁法（中国版
RoHS）
大量に販売される電子情報製品に関して、有害物質の含
有量を削減し環境汚染を低減することを目的に2007年か
ら施行されていた「電子情報製品汚染制御管理弁法」（旧
中国版RoHS）に代わり、「電器電子製品有害物質使用制
限管理弁法」（現行の中国版RoHS）が2016年1月21日に
公布、同年7月1日に施行されており、その対象は、電子情
報製品だけでなく、白物家電製品、照明機器、電動工具等
を含む電器電子製品に拡大され、次のような制度となって
いる。

(1)対象有害物質：鉛、水銀、カドミウム（およびそれぞ
れの化合物）、六価クロム化合物、PBB、PBDE

(2)対象品目：電器電子製品

　旧中国版RoHSの電子情報製品に加えて白物家電製
品、照明機器、電動工具等の広範囲な電器電子製品に
拡大されている（Q&Aで例示や対象外となるものにつ
いて説明あり）

(3)制度の概要：すべての対象品目に適用される「第1ス
テップ」と目録により指定された品目が対象となる
「第2ステップ」がある。

［第1ステップ］
　対象製品の設計および生産時に無毒・無害あるいは毒
性や害の少ないもの等を採用し市場に投入する場合、
製品あるいは説明書に環境保護使用期限、有害有毒物
質の名称、含有量等を注記すること
［第2ステップ］
・汚染制御を重点管理すべきものとして製品を指定し、
適用除外を除きその製品での有害物質の使用を制限
し、含有したものの製造・販売を禁じる
・有害物質使用制限について合格評定制度を設け、認証
機関による認証の他に、企業の自己適合宣言も認めら
れる制度が構築されており、2019年11月1日より公
開された公共サービスプラットフォームに適合情報の
報告を行うことになっている。対象品目は2018年3月
12日付工業情報化部公告第15号で冷蔵庫、エアコン
等12品目が示されている。2020年12月末までの中国
版RoHS合格評定制度の公共サービスプラットフォー
ムの登録状況（工業情報化部発表）は、登録企業数 計
1,064社、合格評定資料の登録数 計1万914件、関連
製品登録数 計1万6,166件となっている。
現行中国版RoHSでは、第2ステップの制度が強制認証か
ら合格評定制度に変更されたところであるが、2019年7月
25日と26日に陝西省西安市で開催された「中日RoHS国際
フォーラム」にて合格評定制度の理解を深めるため交流会
が開催され、今後もこうした交流の継続が期待されている。

廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版
WEEE）
「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」（中国版
WEEE）は、廃家電のリサイクルの促進を目的として2009年
に公布され、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコンの
5品目を対象に2011年1月1日から施行されたものである。こ
のリサイクル制度は、対象製品の生産者および輸入業者が
リサイクル基金を納付し、当該基金からリサイクル事業者に
補助金が支給されることにより、廃家電のリサイクルを推進
する仕組みである。

対象製品は当初の5品目に加え、2015年2月に温水器、レ
ンジフード、携帯電話、複写機、プリンター、モニター等が
追加されて14品目となり、追加品目については2016年3月
から実施されることとなっていたが、2021年4月から実施の
改定リサイクル料金表(財税[2021]10号)においても追加対
象品目の詳細な定義、賦課金の徴収基準、補助金の額等が
示されておらず、賦課金徴収等は開始されていない。

リサイクル工場に対する補助金については、リサイクル事
業者が補助金申請後、交付が約1年以上遅延しているなど、
制度の仕組み自体に改善を要する事項が残っている。
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石綿の混入防止・管理
日本では、クリソタイルを含むすべての種類の石綿およ
び石綿をその重量の0.1％を超えて含有する製品の輸入が
禁止されているが、2020年12月以降、中国で製造された珪
藻土を主たる原料とする製品に石綿（クリソタイル）が0.1％
を超えて含まれていた事例が複数確認されている。

天然鉱物である石綿は、特定の鉱物の中に不純物として
微量混入していることも多く、製品中への石綿の含有を防
止するためには、製造者等が製品の製造過程等において原
材料における石綿混入の有無の確認を、分析試験を行う等
により主体的に行うことが必要である。

他方、中国において、試験結果が国際的に認められる
ISO/IEC17025認証（CNAS認証等）を受けた石綿含有分析
が可能な試験所は数少なく、輸出製品の産業チェーン・サプ
ライチェーン上の企業において、石綿含有状況を把握・管理
することが困難な状況である。トレーサビリティが不明なま
まに、あるいは意図せず石綿が混入し、日本等の石綿を禁
止する国に石綿を含有する製品や原材料を中国から誤って
輸出するおそれがあることは事業活動上の大きなリスクと
なっている。

＜建議＞
①	中国各都市における環境汚染は年々改善されて
いるものの、大気汚染、水質汚染、土壌汚染など
の環境問題への対策が引き続き求められる。中
国の環境問題改善のためには、生態環境部およ
び各省・市のプロジェクトへのさらなる日系企業
の参加とその技術・設備の導入・普及が寄与する
ことが期待される。その際に、優れた製品や技
術を普及させる観点から、プロジェクトに関する
情報を早期に公示するなど、企業が申請や提案
を検討するための十分な時間を持てるようにす
ることを要望する。

②	環境保護法の改正等によって、法令違反をした
企業に対する罰則は強化されている。日系企業
が法令遵守を適切に行うにあたり、生態環境
部、応急管理部、地方政府当局による監視や取
り締まりなど執行面において、担当者の恣意的
な対応ではなく、内外資問わず統一した基準に
基づく運用がなされることを要望する。加えて、
企業に対する行政指導等を行う際には、その根
拠法令やデータ等の違反根拠を書面で示す等
の説明を要望する。生態環境部は、「一刀切（個
別事情を顧みない一刀両断措置）」は厳に禁じ
ると発表しているが、環境監査が突発的に実施
され、明確な理由なく工場の一時的な休業もし
くは営業停止指示を受け顧客の信用を失ってい
る企業があるといった事例も見受けられる。ま
た、地域の大気汚染濃度が一時的に高まった、
もしくは高まる可能性がある場合の操業停止等
の措置について、任意の工場に突発的に指示す
ることは避け、操業停止の対象となる事業者を
選定する際の客観的基準の公表、事前通知の徹

底等、公平かつ合理的なルールを構築すること
を要望する。

③	生態環境部等において省エネ・環境関連の政
策・法律・計画の策定をする際、外資系企業を
含む関連業界との情報交換、関係国政府機関と
の調整も十分に行いつつ進めるとともに、実施
細則等の規制の整備や解釈の明確化、問い合
わせ窓口の明確化が引続き必要である。また、
新たな規制を執行する際、地方毎、局毎のGB、
DBとの統一性を持たせたうえで、既存設備への
適用については、企業の能力を考慮しながら猶
予期間・経過措置を設けるなど、必要な配慮を
要望する。

④	危険廃棄物について、資格のある業者への委託
処理が必要となるが、業者の処理能力が不足し
ており、また、市外への持出処理については「中
華人民共和国固体廃棄物汚染環境防治法」等
により受入地での承認が必要となっていること
から、企業活動に影響を与えている。そのため、
「国家危険廃棄物目録」に記載の危険廃棄物
の区分別に処理ニーズ把握を行い、需要のある
区分・地域に処理業者を早急に誘致し、市外、
省外移転の審査手続をできるだけ簡易にすると
同時に、危険廃棄物自社リサイクルへの規制緩
和・奨励策の導入について要望する。

⑤	省エネ・環境関連ラベル制度において、認証、
試験、ラベル貼付等に時間やコストがかかる現
行制度の合理化を要望する。例えば、「環境配
慮製品」として一種類のラベルに統合すること、
多地域での相互認証を認めること等を要望す
る。さらに、環境配慮製品を普及させるため、政
府調達額などの計画目標や実績の公開を要望
する。

⑥	第14次5カ年規画では「炭素排出のピークを
2030年より前とする行動プランの制定」が定め
られ、CO2排出削減は今後より重要な政策とな
る。2017年12月に中国国家発展改革委員会より
発表された排出量取引制度の全国導入について
は、まずは発電事業および自家発電設備を持つ
エネルギー消費量の大きな事業者約1,700社を
対象とするが、今後他の業種にも拡大される予
定となっており、外資系企業も含めて広範囲に影
響を及ぼすことが想定される。2021～2025年
までに本格的な運用が見込まれているが、テス
ト運営段階では、各都市における対象業種、基
準が統一されておらず、関係事業への影響につ
いての予見性、蓋然性を持つことができないた
め、今後とも外資系企業を含む関連業界との情
報交換、関係国政府機関との調整も十分に行い
つつ進めることを要望する。

⑦	CO2排出削減のためには再生可能エネルギーの
活用も重要であるが、2018年には導入にかかわ
る補助金が一部削減され調達・活用が以前より
困難となった。今後も活用促進のため再エネの
使用を拡大する企業に対する税制優遇策など各
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種奨励策を要望する。

⑧	電器電子製品有害物質使用制限管理弁法（中国
版RoHS）

・	2019年7月の「中日RoHS国際フォーラム」にお
いて、日系電機電子4団体より、合格評定制度の
FAQ発行の建議を行った。しかし2021年1月時
点で策定動向が把握できない。FAQの今後の公
開に伴い、今まで登録したものに修正・追加が起
こると大きなコストが生じること、また、そのよう
なリスクを抱えた状態は不安定であるため、早
期のFAQ公開について引き続き建議する。さら
に、フォーラム時の建議における電池の取り扱
いについても、引き続き検討をお願いしたいと
考える。

・	今後の達成管理目録の収載追加や、対象物質お
よび規制値として、「国が定めるその他の有害物
質」との記載があることから、引き続き日本の電
機電子4団体と工信部の間で、交流を継続して
いただくことを建議する。

⑨	廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版
WEEE）

・	リサイクル制度において、処理基金の徴収額の
設定（決定）根拠、処理実態、補助金の支給や
その他の基金使途の状況について不透明であ
り、公平性を確保するために公表を要望する。

・	対象品目が追加され、2016年3月1日から適用さ
れることとなったが、これらの追加品目を含め、
品目の対象とその徴収基準額が処理実態を反
映させ、公平性を確保するために、品目毎に基
金が管理されること、また、その実態に合わせて
補助金額や徴収金額の見直し、対象品の削除も
含めて対象品目の見直しが適切に行われるよう
要望する。

・	また、当該制度に参加している事業者間の公平
性を確保するためにも、認定リサイクル事業者へ
の補助金の支払いが速やかに行われるよう要望
する。

⑩	固体廃棄物汚染環境防止法（拡大生産者責任
（EPR）制度）

　固体廃棄物汚染環境防止法に規定される拡大
生産者責任（EPR）制度について、既に実施され
ている中国版WEEEとの関係で二重規制となる
ことを避ける等、事業者に過度な負担が生ずる
ことのない制度とすることを要望する。また、制
度設計に当たっては、外資系企業を含む関係者
の意見を十分に取り入れていただく機会を設け
ることを要望する。

⑪	2020年に実施されたVOC規制（7つのGB規格）
については大気汚染対策として評価できる一
方、規制対象物質が不明確で実施までの時間が
短い等、企業としての対応が難しい面もある。規
制対象物質や実施運用を統一・明確にした上で
対応までの猶予期間を十分に確保いただくよう

要望する。

⑫	インキ中の一部重金属の限度量（油墨中部分
重金属的限量）につきWTO/TBT通報がされて
いるが、インキは用途が広範囲で且つサプライ
チェーンが長く複雑なため対応準備に時間が掛
る。今回の標準案に対しても関係先と十分な協
議を行い、2年以上の猶予期間を確保いただくよ
う要望する。

⑬	輸出製品の石綿の混入を適切に把握・防止で
きるよう、天然鉱物を原材料とする製品を製造
する企業の石綿管理対策を促進するとともに、
ISO/IEC17025認証（CNAS認証等）を受けた石
綿含有分析を行う機関をさらに育成するための
制度の整備・充実について必要な施策を実施す
るよう要望する。

　上記に加えて、石綿含有品の輸出リスクをいっそ
う防止するため、今後、「石綿の使用における安
全に関する条約」（ILO第162号条約）の批准を
行うとともに、先進国と同様に、クリソタイルを
含む全ての種類の石綿について、0.1％を超える
石綿の含有を禁止するための措置を講じていく
よう要望する。
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第８章
技術標準・認証

国務院は2015年8月に「標準化事業の改革深化にかかる
プランの徹底実施のための行動計画（2015～2016年）の
通知」（以下「行動計画の通知」）を発表し、また同年12月
には、「国家標準化体系構築発展計画（2016～2020年）」
を発表した。この標準化事業にかかる改革は、標準化の全
体調整のための仕組みづくりのほか、①国、業界、地方の
それぞれが制定している強制的標準規格の統合と簡素化、
②推奨標準規格の統廃合・重複排除などの改善と産業・
技術の発展状況に適合しない標準の見直し、③学会、協
会、商会、連合会といった民間の組織や産業技術連盟など
の標準化団体による標準規格制定の奨励、④企業標準規
格の規制緩和と活性化、⑤標準規格の国際化レベル向上、
などがまとめられている。

外資企業の中国における標準化活動への公平な参加に関
しては、2017年11月に「外商投資企業の中国標準化作業へ
の参与に関する指導意見」が公布され、中国の標準化活動
において外商投資企業も内資企業と同等の待遇を得るとの
方針が示された。また、2019年3月15日に全人代で可決・成
立した外商投資法の第15条においても外商投資企業の標準
化活動への平等な参加を保障することが盛り込まれた。

新規標準化法の概要
新規標準化法では、標準の制定機関によって標準を国家
標準、業界標準、地方標準、団体標準、企業標準に分類し
ている。

国家標準
国家標準とは、全国の経済、技術発展に重要な意義を有
し、国務院標準化行政主管部門が批准して公布し、全国で
統一的に適用する標準としている。また、国家標準は強制
標準、推奨標準に分けられている。

強制国家標準
強制国家標準は、人身健康および生命財産安全、国家安
全、生態環境安全および経済社会管理の基本的な需要を
満たすために制定され、対象範囲内の製品やサービスなど
に強制的に適用されている国家標準とされている。もし製
品やサービスなどが強制国家標準に合致していない場合は
製造・販売・輸入または提供・供給を行ってはならない。

強制国家標準は国務院、または国務院が授権した機関の
批准後に公布される。

推奨国家標準
推奨国家標準は、基礎・通用の必要に応じて、または強

制国家標準とセットで、あるいは各種関係業界に指導的な
役割を果たす必要な技術要求を満たすために制定された国
家標準とされており、対象範囲の製品やサービスに強制的
には適用されていない。通常、推奨国家標準は企業に強制
的な拘束力がなく、企業が自主的に選択して採用するが、
企業が推奨国家標準の採用を選択した場合は当該企業の
製品やサービスは当該推奨国家標準の拘束を受ける。

業界標準
業界標準は、推奨国家標準が制定されておらず、関連業
界範囲内で統合すべき技術的要求を満たすために制定され
た基準である。新規標準化法の実施前に制定された業界
標準は強制標準および推奨標準があるが、新規標準化法
の実施後に制定する業界標準は全て推奨標準になる。

業界標準は国務院関連行政主管部門が制定し、国務院
標準化行政主管部門に届出する。

地方標準
地方標準は、地方の自然条件、風習などの特殊な技術的
要求を満たすために制定される標準を指す。新規標準化法
の施行前に制定された地方標準は強制標準および推奨標
準があるが、新規標準化法の実施後に制定する地方標準は
全て推奨標準になる。

地方標準は省、自治区、直轄市、区を設置している市（批
准後）の人民政府の標準化行政主管部門が制定し、国務院
標準化行政主管部門に届出し、かつ国務院標準化行政主
管部門が国務院関連行政主管部門へ報告する。

団体標準
団体標準は、学会、協会、商会、連合会、産業技術連盟等
の社会団体が関連市場主体と共同で、市場およびイノベー
ションの需要を満たすために制定する標準とされる。団体
標準は、新規標準化法で新たに定められた標準であり、新
規標準化法の実施前には団体標準は存在していない。

団体標準の制定については事前に行政許認可を得る必
要がなく、社会団体や産業技術連盟が自主的に制定して公
布することができるとされる。国務院標準化行政主管部門
と国務院関連行政主管部門は共同で団体標準の制定に対
してその規範化、指導、監督を行う。

企業標準
企業標準は、企業の社内で統合を必要とする技術的要
求、管理的要求および業務的要求を満たすために制定され
る標準とされる。国家は、企業が国家標準・業界標準・地
方標準より高く、競争力を有する企業標準を制定すること
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を奨励するとしている。

企業標準は企業が制定し、企業の法定代表者または授権
された主管責任者が承認して公布する。

中国における標準化活動における外資企
業の参加
2017年11月に国家標準化管理委員会、国家発展改革委
員会、商務部は連名で「外商投資企業の中国標準化作業
への参与に関する指導意見」を公布した。当該指導意見で
は、外商投資企業（外商投資企業は、中外合弁企業、中外
合作企業および外商全額出資企業であって、海外の企業ま
たはその他の海外の経済組織が中国国内に設置した支店
機構を含まない。）は中国の標準化活動に参与する場合、
内資企業と同等の待遇を得るとされている。これにより外
商投資企業は

①国家標準の起草活動と国家標準の外国語版の翻訳活動
への参加、
②全国専門標準化技術委員会（サブ技術委員会、活動グ
ループなどを含む）に委員または観察員として参加、
③ISOの関連活動への参加などが可能であると規定され
ている。
また、2019年3月15日に全人代で可決・成立した外商投
資法の第15条においても外商投資企業の標準化活動への
平等な参加を保障することが盛り込まれた。

標準に関わる特許に関する規定
国家標準化管理委員会と国家知識産権局は、2013年
12月19日に「国家標準に関わる特許の管理規定（暫定施
行）」を制定し、2014年1月1日より施行した。これは、国家
標準の管理業務を規範化し、イノベーションと技術の進歩
を奨励し、国家標準における新技術の合理的採用を促進
し、一般公衆と特許権者および関連権利者の合法的権益
を保護し、国家標準の効果的な実施を保障するための規
定であるとしている。その後、当該規定の実施規則として、
2014年5月1日から、推奨標準であるGB/T2003.1「標準制
定の特別手続第一部分：特許に関わる標準」が施行された
ところ、当該規定の今後の運用について注視していくことが
重要である。

また、標準必須特許の扱いについては、最高人民法院か
ら公表されて2016年4月1日から施行された「専利権侵害紛
争事件の審理における法適用の若干の問題に関する最高
人民法院の解釈（二）」の第24条に記載されているほか、国
務院反独占委員会（当時）が2017年3月23日公表した「知
的財産権の濫用に関する独占禁止ガイドライン」において
も検討がされている。その後、同ガイドラインの進展はない
ところ、国家市場監督管理総局から公表された「市場支配
的地位の濫用行為の禁止に関する暫定規定」（2019年9月
1日施行）では標準必須特許に関する規定が期待されたが、
独占禁止行為一般への言及に留まるものであった。引き続
き、同ガイドライン策定の動向を注視する必要がある。

個別事例（情報セキュリティ・商用暗号関係）
情報セキュリティに関する法規整備
サイバー空間上の情報セキュリティに関する基本法とし
て、2016年11月に「中国サイバーセキュリティ法」が公布さ
れ、2017年6月から施行されている。同法は、ネットワーク
運営者に対するサイバー攻撃への安全保護の履行義務や、
重要データの国内保存義務および国外越境時の安全評価
義務などについて規定されているが、具体的な制度を構成
するための下位法令が未施行の状況が続いていた。こうし
た中、下位弁法の一つである「サイバーセキュリティ審査弁
法」が2020年4月に公布、6月より施行された。同弁法は、
重要情報インフラに使用されるネットワーク製品・サービス
の審査について規定するものであり、審査においては、ネッ
トワーク製品・サービスの調達がもたらし得る国の安全へ
のリスクを重点的に評価するとされている。

また、2020年7月に個人情報を除くデータ（電磁データだ
けでなく紙媒体など非電磁データも含む）保護に関する法
律として「データセキュリティ法草案」のパブリックコメント
が行われ、さらに10月には個人情報保護に関する法律として
「個人情報保護法草案」のパブリックコメントが行われた。
これら2草案には、所謂域外適用に関する規定が設けられ
ており、中国国内だけでなく、中国外におけるデータの取り
扱いも、法律の適用範囲に含まれると規定されている。

上記の「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ
法」および「個人情報保護法」の3法は、中国における情報
セキュリティに関する法体系を構築する基本的な法律に位
置付けられると考えられるところ、引き続き、下位法令も含
めた今後の立法動向が注視される。

このほか、全国信息安全標準化委員会（TC260）より、
多数のサイバーセキュリティ関連標準のパブリックコメント
や、正式版の公布が行われている。

商用暗号に関する法規整備
1999年に導入された商用暗号管理条例では、海外で生
産された暗号化製品の中国への持ち込みや使用についても
申請・許可が必要とされ、また、その対象製品は暗号化、解
読化の操作を中心とする機能の専用機器およびソフトのみ
に限るとされていたものであったが、国家暗号管理局は、こ
の商用暗号管理条例を改正すると2011年に声明を発出し
ていたところである。この法改正の動向については、2017年
4月および2019年7月に「中国暗号法草案」として2度のパブ
リックコメントが行われ、2019年10月に公布、2020年1月よ
り施行された。また、2020年8月には、商用暗号管理条例
修正草案のパブリックコメントが実施された。

中国暗号法においては、規定の1つとして商用暗号が位置
づけられ、商用暗号製品の販売・提供に当たり、資格を有
する機構による検査・認証を受けることが求められている。
また、当該検査・認証について、サイバーセキュリティ法で
規定される検査・認証制度の適用・制度の重複回避や、国
による検査機構へのソースコード等の専有情報の開示要求
の禁止が規定されている。
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＜建議＞
　標準化法改正により、強制標準の国家標準への
一本化、団体標準の制定、各種標準間の整理、
統廃合の取組といった制度改善に向けた進展が
あったことは評価できる。また、2017年11月に公
布された「外商投資企業の中国標準化作業への
参与に関する指導意見」（以下「外商投資企業
標準化作業指導意見」）、2020年1月に施行さ
れた外商投資法第15条、2020年6月に施行され
た強制国家標準管理弁法第52条等において外
商投資企業の標準化活動への平等な参加を保
障することが盛り込まれたことは評価できるが、
実態的な運用面でこの法律の精神に則った運用
が保証されることを望む。

　サイバーセキュリティ法に関する説明会も実施さ
れており説明する努力は認められる。引き続き、
国際的にオープンな形で透明性を高め、公平性
を確保し、イノベーションを阻害しかねない制度
や運用が改善されるべく、下記を要望する。

＜透明性の向上、公平性の確保（※制度設計プロ
セスへの要望）＞

①	国家標準の解釈や制度運用による混乱を防ぎ、
認証、試験等にかかわる、さらなる手続透明化
と合理化を図ることを要望する。

②	国家標準、業界標準などの公的標準策定プロセ
スにおいて、例えば会員資格、会員費用などを内
資・外資で区別されることが依然見られるなど、
標準工作組によって運営方法が統一されておら
ず透明性に欠ける。外商投資企業標準化作業指
導意見が公布され外資系企業と内資企業が標
準化活動で同等の待遇を得るとの方針が示され
たことは高く評価するが、この方針に則った対応
が徹底されるとともに、標準化活動にかかる策
定・改定過程は、公開を原則とし、外国企業の
標準化技術委員会や標準化策定工作組などへ
の参加を中国企業と同等の条件とするなど、外
資系企業の参画も容易にすることで透明性と公
平性を高めるよう要望する。

③	強制標準や認証等の実施に当たり、企業に影響
を与える規定や内部書簡、解釈、説明会の開催
情報と一般的な質疑応答（FAQ）等に関する情
報は、会議の開催を通じて内容を伝えるだけで
はなく、関連する全ての機関・部門のホームペー
ジ上に即時かつ正式に公布するよう要望する。
また、新規分野などについて、標準策定部門の
早期明確化、提案窓口一本化に努めていただく
よう要望する。

④	標準の公布日から実施日まで、十分な猶予期間
を取るよう要望する。特に強制標準については、
公に誰もが入手可能となった日を起算日として、
1年間ないしは2年間の猶予期間を確保するべき
である。

＜イノベーションの基盤として（※標準内容への 
　要望）＞
⑤	一部の標準において、現実には実現し得ない試
験条件の設定や目標値、理想値のような高い数
値設定が見受けられる。過度なスペックや、過
度に詳細化した標準の策定は避けるよう要望す
る。技術水準や社会状況が考慮されない標準
は、技術進歩や自由な競争を阻害しかねず、イノ
ベーションを進める中国の政策の方向性にも反
する。

⑥	推奨標準の扱いについて、法令法規で引用され
ることにより強制化している懸念がある。標準
作成を検討する際、事前に制度との関係が説明
される仕組みの構築を要望する。

＜情報セキュリティ認証制度＞
⑦	中国サイバーセキュリティ法を始めとするデータ
関連法令に関し、その具体的な内容を定める弁
法、細則、標準等は、一部を除き未制定のもの
や意見募集段階のものが多い。これらの制定プ
ロセスにおいて、外資系企業を含む関係者の意
見を取り入れるとともに、外国製品を差別的に
取り扱うことのないよう制度の制定や運用面で
の配慮を要望する。また、施行に際しては必要な
事前のガイダンスの提供や十分な対応期間の確
保を要望する。

⑧	各制度の運用面においても、企業が法令遵守
を適切に行うことができるよう、解釈の明確化、
十分な準備期間の確保、諸手続の簡素化・迅速
化、申請・照会に対する文書での回答および説
明会の開催等、予見可能性を高める改善を要望
する。

⑨	個人情報や重要情報インフラデータの国境移
転制限（データローカライゼーション）規制は、
グローバルな企業活動を阻害する恐れがある。
データの流通は信頼に基づき自由に行われる
ことが重要であり、データセキュリティにかかわ
る政策は、2019年6月のG20大阪サミットで提
唱された「データ・フリーフロー・ウィズ・トラスト
（DFFT）」のコンセプトに基づき策定されるこ
とを要望する。

⑩	サイバーセキュリティ法に関する規制において、
クラウドサービスなどの新しいビジネスの発展
に妨げとならないよう、また、これらのビジネス
で外資系企業が不当に差別されないよう、制度
設計や制度の運用に配慮されるよう要望する。

⑪	中国暗号法に基づく制度運用について、1999年
10月に発出した商用暗号管理条例に関する通知
を尊重するとともに、同条例改正の検討に際し
ては手続の透明性、公正性を確保し、日本の産
業界の意見に十分に配慮することを要望する。
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第９章
物流

世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、各
国の経済・社会活動に多大なる影響を及ぼした。その中
で、中国は、いち早く感染を抑え、感染から脱却し、経済・
社会活動を回復させたとし、国家統計局は2020年の実質
GDP成長率を2.3％と公表した。他国は、日本がマイナス
4.8％、米国がマイナス3.5％、ドイツがマイナス5.0％など
軒並みマイナス成長であった。

中国経済が減速傾向にある中での新型コロナウイルス
感染症の感染拡大による経済・社会活動低迷のダメージ
は甚大ではあったが、新常態の物流各分野での新たな思
考・手段（IT・AI・デジタル技術）を利用した対策を検討す
る機会にもつながったとも言える。

経済環境
表1：	 2020年の国際貿易総額および国・地域別貿易

額（単位：億ドル）
輸出 輸入 輸出入合計

金額 前年比
(％) 金額 前年比

(％) 金額 前年比
(％)

日本 1,427 △0.4 1,749 1.8 3,175 0.8
米国 4,518 7.9 1,349 9.8 5,867 8.3
EU 3,910 6.7 2,585 2.3 6,495 4.9
ASEAN 3,837 6.7 3,009 6.6 6,846 6.7
アフリカ 1,142 0.9 727 △24,1 1,869 △10.5
対世界-
合計 25,906 3.6 20,556 △1.1 46,462 1.5

出所：	税関総署

2020年の貿易総額は前年比1.5％増加した。年初は新
型コロナウイルス感染症の蔓延により生産活動が停滞、輸
出は大幅に減少するも、第2四半期の早い時点で生産が回
復、新型コロナウイルス感染症の蔓延で生産が停滞してい
る世界各地からは、医療関連品等の緊急物資や日用生活物
資等の受注が急増したこともあり、下半期以降の輸出は大
幅に増加した。

米中両国にて2018年7月以降追加関税の応酬を展開し
てきた米中貿易摩擦は、2020年1月、第1段階合意の署名
に至るも、大部分の追加関税措置は依然として改定無しの
25％であり、併せて、米国政府は、通信・アプリ、半導体関
連の中国企業に対しての取引・輸出規制を強化したことで、
デジタル・情報通信等先端技術を巡ってのいっそうの対立
が顕在化した。米国政府のその輸出規制の影響を考慮する
と、関連製品・部品の生産・調達のサプライチェーンの在り
方の再検討が迫られる。

また、2020年11月、ASEAN10カ国・オーストラリア・

ニュージーランド・韓国・日本・中国の15カ国は、自由貿易
協定である地域的な包括的経済連携（RCEP）協定に署名
した。

表2：	2020年の中国の輸送モード別貨物輸送量
貨物輸送重量-
（単位：億トン）

貨物回転量-
（単位：億トン・キロ）

輸送モード 重量 前年比(％) 回転量 前年比(％)
鉄道 46 3.2 30,515 1.0
道路 343 △0.3 60,172 △0.9
水運 76 1.3 105,834 1.8

民間航空 0.07 △10.2 240 △8.7
合計 465.07 △12.8 196,761 △6.0

出所：	交通運輸部統計

物流情勢
新型コロナウイルス感染症により、各輸送モードでは
大きな打撃を被ると共に、例年にない物流対応を強いら
れた。

海上コンテナ輸送では、6月頃より北米航路で輸出用空コ
ンテナおよびスペースの確保が難しくなり海上運賃が上昇
し始め、年末には2～3倍に高騰した。欧米航路では多少遅
れて、9月頃より同様に運賃が上昇、年末には4倍に高騰し、
11月頃よりはほぼ全航路で同様に狂乱的な運賃高騰となり
（5～8倍の航路もあり）、最大の輸出量を抱える中国（東
南アジア）発の海上輸送の大動脈で異常な市況混乱が発生
した。年初は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
る生産低迷で輸出量減少を見越し、各船会社がスペース・
配船スケジュールを調整、船便を減便とした。中国が早期
に生産の回復を果たすも、主要輸出相手先が感染の蔓延
により、コンテナ物流インフラが正常稼働できず（港湾、ド
レー、鉄道等での対応要員不足）、空コンテナが滞留し、中
国への返却が滞ったことによる。相手国で新型コロナウイル
ス感染症が終息し、コンテナ物流インフラが正常に稼働す
ることがコンテナ市況の回復となるが、回復時期の見通し
はなかなか推測が難しく、最悪、2021年半ばまで続くもの
と思われる。

航空貨物輸送では、人の移動が規制され旅客便が大幅
に減便、旅客機貨物室ベリースペース利用ができず、航空
貨物輸送力が相当落ち込んだ（空運貨物量は前年比10.2％
減）。医療物資等の緊急物資、サプライチェーン関連物資等
への対応として、航空貨物専用機の増便および旅客機の貨
物便への転用利用が増えている。

EC貨物需要の増大に伴い、小口宅配貨物の3大インテグ
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レーターであるFEDEX・UPS・DHLに対抗すべく、順豊エク
スプレス・圓通エクスプレス等の中国系大手宅配企業が、自
社専用貨物機の増強、自社専用ハブ空港(順豊：湖北顎州空
港、圓通：浙江省嘉興空港）を確保、海外への拠点を展開す
る等、政府支援の下、中国系国際インテグレーターとして勢
力を伸ばしてきている。

トラック輸送では、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により、外地車輛ドライバーとの接触が敬遠され、こと
に、長距離輸送で、外地車両の市内運航規制および2020
年より開始の第5弾排ガス規制とも相まって、鉄道輸送への
切り替え（モーダルシフト）にも拍車がかかった（陸運量は
前年比0.3％減）。

新型コロナウイルス感染症は巣ごもり需要と非接触の対
応需要にとって、ある面では一つの追い風となり、従来から
の好調なEC需要対応の宅配の年間取扱量は800億個を超
え、集配送の「ラストワンマイル」における無人配送車・ド
ローン配送の実証実験も加速され、早々の商業化が期待さ
れる。ちなみに、2020年の宅配取扱量は833億個（前年比
31.2％増）であった。

なお、大気汚染対策としてのNEV（新エネルギー車）化
は生産助成（2022年まで延長）、あるいは車輛ナンバープ
レート取得面での優遇により推進されているが、技術面・
充電インフラ・価格が課題とされている。環境対応の推進
を加速させるため、従来、推進優遇の対象外であったハイ
ブリッド車も対象とされた。技術力のある日系カーメーカー
にとっては追い風となるであろう。

鉄道輸送は、経済下支えの重要な輸送モードであり、か
つ、環境に配慮したグリーンロジ対応の有効な輸送モード
として、コンテナ鉄道輸送、特に、コンテナ・ブロック・トレ
インのインフラおよび関連サービスの整備が着実に進展し
ているが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中
で非接触の安定した輸送モードとして力量を発揮、改めてコ
ンテナ鉄道輸送の役割が認識されてきている（鉄道輸送量
は前年比3.2％増）。

「一帯一路」政策の象徴的な「陸のシルクロード」の国
際鉄道輸送ルートである中国～欧州間の「中欧班列」は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による航空旅客便
の減便、海上輸送の運賃市況高騰・スペース確保難による
航空貨物および海上貨物からの代替需要もあり、2020年
の運航実績では1万2,400便で前年比50.8％増と大幅増と
なった。往荷・復荷の割合は55：45、実入り率は98.4％と
確実に運航改善が進んでいる。また、「中欧班列」発着の各
都市単位（中国61都市と欧州21カ国92都市）でのブロック
トレイン編成を5つのハブターミナル（重慶・成都・鄭州・西
安・ウルムチ)に集約させ、さらに運航効率を向上させようと
する案も打ち出されている。採算性が向上してきており、こ
れまで問題視されていた補助金制度も撤廃の方向にある。
また、日本・東南アジア～中国内地間のSea＆Rail（海上輸
送と鉄道輸送を組み合わせた物流）サービス、あるいは、
「中欧班列」「中亜（中央アジア）班列」と連動させた日本・
東南アジア～欧州・中央アジア間のSea&Railの一貫サービ
スも今後増便・拡充が期待される。ちなみに、東南アジア～

広西欽州港～重慶・成都間の「西部海陸新通路」の実績は
3,600便（前年比73％増）となっている。

各分野で情報のデジタル化が推進されてきているが、貿
易・通関分野では「金関1期」「金関2期」プロジェクトで段
階的に貿易・通関業務のペーパーレス・EDI化・貿易関係行
政部門とのデータ連動等のデジタル化が通関制度改革と一
体で進展している。2018年には全国統一の「通関一体化」
システムが導入され、各プロセスの業務効率・迅速性・低廉
化を実現させている。システムは導入されて間もない時期で
あり、現場運用レベルでは対応の差はあるものの、従来型
の人的要因による通関問題は基本的に解消された。

保税貨物の取り扱いにおいては、データによる荷受け・
荷渡しの貨物照合とする「消込照合リスト」システムも運用
開始され、さらに、輸入貨物申告の先引き取り、2週間以内
の後納税を可とする「2段階申告制」が一部地区でテストが
開始されている。貿易・通関、生産・消費と物流のデータ連
動は今後さらに加速されるものと思われる。

2019年9月公表の国務院「交通強国建設要綱」および交
通運輸部「総合立体交通網計画要綱」にて、2035年をメド
とする「交通強国」の地位確立の目標と、今後30年間の交
通インフラ整備・拡充および各輸送モードの連動を重点
志向とする新たな輸送体系確立の方針が示された。その要
綱を基調として、2020年8月、交通運輸部は「交通運輸分
野における新インフラ建設推進に関する指導意見」を公表
した。鉄道・道路・空港・港湾等のハコモノの従来型イン
フラ投資とは異なり、今後の成長が期待される新技術やイ
ノベーションの源泉となりうる分野において「新インフラ」
建設への積極投資の重点施策を示し、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の影響による景気後退の打開策として
も注目される。重点投資の3分野は、（1）高度道路交通シ
ステム（ITS）・スマートエネルギ―関連設備・超高圧送電
網（UHV)等の新技術を融合させたインフラ分野、（2）5G・
AI・IoT・ビックデータ技術・北斗衛星測位システム（中国版
GPS）等の個々の技術応用の情報インフラ分野、（3）産業
革新を促す重要科学技術研究センター・教育機関設立・拡
充のイノベーションインフラ分野、である。

物流分野でのデジタル化は、国の支援も受けて比較的先
行しており、さらに拡充していくと思われ、中国モデルが世
界を牽引していく可能性も考えられる。

＜建議＞
①	空港や港のCFSにおいて扱われる輸出入貨物
は、施設置き場の汚濁、雨漏り等の整備不良や
指定業者の手荒なハンドリングによるダメージ
のほか、税関検査時での商品の汚損・紛失、検
査後の梱包不良などの問題が依然として頻発し
ている。また、一部の空港貨物施設では、貨物
荷受けエリアにおける搬入混雑に加え、雨天時
のウェットダメージ対策も課題としてあることか
ら、検査時の荷役品質の改善と貨物施設および
周辺の整備、また、物流業者の立ち入り・立ち合
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い規制の緩和を要望する。

②	税関特殊監督管理区域で2019年から新しい税
関システム（金関二期）が導入された。システム
は同区域の搬出入貨物が、複数インボイスに1
台のトラックあるいは1インボイスに複数台のト
ラックは対応できるが、複数インボイスを複数
台のトラックに積み込む混載に対応できない。
また、1申告で日を跨ぐ分割の搬入が認められ
ず、午前・午後も跨ぐことが許されない地域も
ある。この結果、滞車の問題や、車両待機場所
の問題が発生するため、システムの改善を要望
する。

③	税関検査業務は「オンライン検査4システム（上
線査四系統）」が導入されており、検査管理要
件が厳しく、貨物損傷やリリースの遅れが発生
している。H986方式といった機械化による外観
検査のさらなる向上や、デリケートな商品の検査
は、税関指定の検査場でなく、納入後工場で実
施していただくような対応を要望する。

④	保税エリアに入庫した貨物内容と、保税エリアに
入区した申告した書類の内容が異なった際、書
類の変更は認められず、倉庫側に数量の差等の
責任を負わされるケースが有る。入庫時数量が
異なった事が分かった時点で、税関は現物と書
類の確認を行うべく現場に来ていただき、申告
内容の容易な変更が叶うよう要望する。

⑤通関一体化により通関手続の処理スピードが短
縮されている傾向が認められる。しかしながら、
各地域での習慣や見解の違いで運用上統一され
ていない状況も依然として見受けられる。また、
税関による規定変更通知が以前と変わらず遅
く、適用当日、あるいは、適用後に内容が判明す
ることがある。加えて税関職員による不明瞭な
説明や、税関内の壁に突然張り出し（わかりにく
い場所＝職員側の事務所スペース内等）される
こともあり、気付かないこともある。事前に書面
による判り易い内容で通知していただくよう要
望する。

⑥	新型コロナウイルス感染症の影響が特に大き
かった2020年2月から4月の時期、車両の緊急
手配要求が多く、また、運転手が納入先で隔離
拘束される等厳しい状況であった。輸送業者と
して、通常時と異なる苦労とコストが多く発生
している中、政府の高速代免除は大変ありが
たかったが、高速代を返金するよう一部客先か
ら要求され、返金しないと作業を委託しない
暗黙の圧力を受けた。物流業者に対するこの
種の優遇措置に対し、荷主が優遇分を搾取す
ることがないような規制を設けていただくよう
要望する。

⑦	危険品、化学品の製造・蔵置中による事故の影
響を受けて、危険品の倉庫・輸送手配は不便を
強いられる状況が続いている。これまで危険品
の取り扱いが可能であった地域で突然取り扱い
禁止の通知が出されるという状況も発生してお

り、規制内容や運用ルールが不明確な上に地域
によって運用が異なる状況である。また、危険品
ライセンスを有する業者や蔵置スペースにも限り
があるため、非効率な輸送手段につながってい
る。適度な規制緩和のほか、透明性のある運用
ルールとインフラ面の整備を早期に進めるよう
要望する。

⑧	香港でのコロナ患者の状況により、越境トラッ
クドライバーへの検疫対応や運用が度々変更に
なっている。通知の内容と実際の運用内容が異
なり、現場が混乱する状況もあるため、前広の
通知や公告内容と実運用の整合性向上を要望
する。

⑨	新型コロナウイルス感染症の影響により、地方
政府がトラックの通行や冷蔵・冷凍品の輸入取
扱対応について個別規制を設け、管轄管内の企
業に順守を求めることが報告されており、その対
応に苦慮した事例がある。国（省）として統一し
た規制が徹底されること、地方政府が独自の規
制を設けることを規制することを要望する。

⑩	物流業者が自社倉庫の建設を検討するが、地元
政府から一般の工場と異なり投資密度が低いこ
とを理由に拒絶される。物流は人間で言う血管
であり、製造を支える重要インフラである。箱モ
ノの倉庫建設に対する理解を地方政府に求め、
我々物流業者が土地使用権の取得を承認でき
る環境を構築願いたい。

⑪	国家・地方政府が奨励する鉄道輸送は、顧客
のコスト削減、環境面においてメリットが多くあ
り時代の流れに沿った施策である。しかし、40
フィートコンテナのみ対応というケースが多い。
20フィートコンテナも受けいれていただくよう要
望する。
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第１０章
政府調達

2020年8月に中国財政部が公表したデータによると、
2019年の全国の政府調達規模は前年比7.8％減（2,794億
4,000万元減）の3兆3,067億元となり、全国の財政支出と
GDPに占める比率はそれぞれ10.0％および3.3％であった。
過年度に比べると、2019年の政府調達においては工事、
サービス類の調達規模の下げ幅が顕著であり、全体的に地
方政府の調達規模が低下し、分散的な調達の規模の占め
る割合は増加傾向が続いている。外商投資企業の政府調達
への参与については、2020年1月1日から施行された「外商
投資法」および「外商投資法実施条例」により、外商投資
企業の公平な競争を通じた政府調達活動への参与の保障
が規定されたものの、詳細な関連実施細則はいまだ制定さ
れておらず、解決が待たれる問題として注目されている。

2020年以降に公布された関連政策およ
び動向
中国政府の「政府調達協定」（GPA）加盟への継続的
な努力
2020年5月29日、財政部は中国常駐WTO代表団を通
じて「中国政府調達国情報告」（2020年更新版）をWTO
に提出した。当該報告は主に、WTO政府調達委員会に対
し「『政府調達協定』（GPA）加盟に関する情報の問題リス
ト」を提出する内容となっており、法的枠組み、政府調達の
範囲、無差別方針、利益衝突の回避と汚職防止の措置、調
達のプロセス、情報発信の状況、国内審査プロセス等の面
から中国の政府調達状況について全面的な回答を行ったも
のである。さらに、中国政府は2020年、WTO主宰の3度の
GPA多国間協議にも参加し、新たなオファーは提出してい
ないものの、すでに提出済みの第7次オファーの中で広く注
目された問題や価格要件に対する説明を行った。中国政府
が取ったこれら一連の動きによって、さらなるGPA加盟への
熱意が示された。

「外商投資法」、「外商投資法実施条例」の正式施行
2020年1月1日から「外商投資法」、「外商投資法実施条
例」が正式に施行され、中国の各級、各地方政府およびそ
の関係機関は、外商投資企業が自由にそれらの管轄する地
方や業界の政府調達市場に参入することを妨害、制限して
はならず、中国の外商投資企業のための良好で公平な競争
環境づくりを保障することが、法律レベルで規定された。

「中央国家機関の政府集中調達目録実施方案（2020
年版）」の公布
中央国家機関の政府集中調達業務のよりよい運営のた

め、中央国家機関政府調達センターでは2020年4月3日、政
府調達関連の法律法規ならびに「中央予算機関用政府集
中調達目録および標準（2020年版）の公布に関する国務院
弁公庁の通知」（国弁発〔2019〕55号）に基づき、「中央国
家機関政府集中調達目録実施方案（2020年版）」を公布し
た。当該実施方案では、集中調達目録中の貨物、サービス、
工事の3大類30種に及ぶ品目の具体的な調達限度額、実施
方式等について詳細で具体的かつ実行可能な規定を設け、
中央国家機関の各級調達者による集中調達への明確なガ
イドラインを提供し、集中調達政策制度の確実な運用に役
立つものとなっている。

「政府調達法（改訂草案意見聴取稿）」の公布
中国の現行「政府調達法」は2003年から施行されてお
り、現在では調達者の主体責任の欠缺、調達効率の引き上
げの必要性、政策の機能発揮不十分、公共調達制度の不統
一や互換性欠如といった問題が広く認識されており、十数年
を経た「政府調達法」に一定の改訂を行う必要があるとさ
れている。このため、財政部では2020年12月4日に「政府
調達法（改訂草案意見聴取稿）」を公表し、パブリックコメ
ントが行われた。この意見聴取稿で「政府調達法」に対し
て行うとされている主な修正内容には次のものがある：「政
府調達法」の適用範囲を詳細に規定する/政府調達の安全
審査制度を新たに設ける/政府調達の需要管理強化/入札
募集、競争状況下における交渉、見積要請、単一サプライ
ヤーとなる場合の調達、枠組協議調達等の異なる調達方式
における主要手続と重要なコントロール要点を明確に規定
する/政府調達契約制度の整備/調達者の自主裁量権の拡
大とともに、調達者の義務と責任を複数追加する/サプライ
ヤーの資格条件の簡素化/行政罰の強化。

新型コロナウイルス感染症の対策期間における政府
調達関連政策
新型コロナウイルス感染症はあらゆる業界に甚大なダ
メージと影響を及ぼし、政府調達業務においても交流や提
携が困難となる問題が発生した。2020年2月6日に財政部
が公布した「感染対策期間における政府調達活動の実施に
かかる事項に関する通知」（財弁庫〔2020〕29号）では、感
染対策期間中は可能な限りデジタル方式により政府調達を
実施することが規定された。各地方政府からも相応の規定
が相次いで打ち出され、現場での開札・入札評価の活動は
一時停止され、デジタル取引システムを利用したリモート操
作による開札・入札評価が推進され、調達プロジェクトのデ
ジタル化が促進された。現在ではデジタル調達のプラット
フォームは急速に全国に普及しており、調達の需要供給情
報が迅速にやりとりできるようになり、調達の効率が大幅に
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向上するとともに、外部地域のサプライヤーの入札参加が
困難である等の問題も有効に解決されている。

安可（安全可控）/信創（信息化応用創新）制度につ
いて
2019年より一部の日系企業より、政府調達において外資
企業製品であることを理由に政府調達を失注、あるいは入
札に参加できなかったとの声が多数挙がっている。中国政
府からの正式な通知等は出されていないが、地方政府にお
いては、国産品を要件とする調達が実施されているほか、中
国米国商会白書等によれば、「安可（安全可控）」あるいは
「信創（信息化応用創新）」と呼ばれる制度が2019年より
施行され、何等かの基準を満たした製品が当該制度に基づ
きリスト化され、当該リストに掲載されたものしか政府調達
において採用されないとの情報が寄せられている。

そもそもリストに関する正式な情報は外資企業には開示
されておらず、また政府調達対象品に選定されるための条
件や基準も同様に開示されておらず、著しく外資企業にとっ
て不利な状況であるという指摘もある。

2020年を通じてこの傾向は継続しており、外資企業製品
であることを理由とする政府調達の失注や入札へ参加でき
ない状況は続いているが、かかる事態にいたった理由とさ
れる「安可（安全可控）」、「信創（信息化応用創新）」に関
する制度の実態は依然として不明である。

また、安可/信創に関する中国国内の報道においては
「国産品による（外国製品の）代替」が主張されており、こ
の点からも外資企業に対し差別的な制度となっている恐
れがある。

CPU・SoC等の集積回路、オペレーションプログラム・ア
プリケーションプログラム等、製品の基幹部品/技術が中
国企業により独自に開発・製造されたものであることがリ
スト掲載の要件とされている。現在、どの政府機関にどの
ような商品を供給する際にこれらリストに掲載された基幹
部品やソフトウェアの使用を義務付けられるのかが明確で
はないが、産業のIoT化が加速した現在、多くの商品・サー
ビス分野に対し、これら基幹部品/ソフトウェアに中国企業
が独自開発・製造したものの使用の強制が広がることも懸
念される。リストの存在が一般的に確認可能な範囲で広く
公開されていないこと、またその掲載要件が不透明である
が故に、外資企業は不当に広く排除されているのではない
か、不利益を被っているではないかとの懸念を抱かざるを
得ない。

制度が正式に発表されたものではないことに起因す
る諸問題
しかし、中国国内では関連する多数の報道がなされてお
り、事実として、外国資本企業の製品であることを理由に、
調達に公平に参入できず、失注するケースがみられる。

他国における調達対象を限定する制度は、WTO政府調
達協定に加盟した上で、その制度が公表されており、調達基
準も示されている。さらに、国家安全保障にかかわる場面に
おいて限定的に運用されている。

また、中国においては、政府調達の範囲が国有企業によ
る調達や政府補助を受けた企業による購買なども含み、そ
の範囲が他国における政府調達の範囲よりも広いために、
政府調達全体に安可/信創制度に基づくリストによる国産代
替を適用した場合、外資企業の経営に大きな影響を与えか
ねない。不当な競争制限、あるいは貿易障壁と外国政府に
捉えられる懸念もある。

2021年の展望
GPA加盟への各種取り組みの実行継続
2020年の中国のGPA加盟を目指す各種の取り組みには
一定の進展が得られ、2021年も引き続きGPA加盟に向けた
各種の取り組みが推進されることが期待される。中国政府
が各加盟国と積極的な交渉を行い、中国の政府調達制度が
不断に改善され、早期に各加盟国との合意が達成されるこ
とを希望する。

政府調達関連法律法規の改訂
「政府調達法（改訂草案意見聴取稿）」が2020年12月
4日に財政部より公布され、パブリックコメントは2021年1
月5日をもってすでに終了された。同法の改訂は政府調達
にかかる法制度の規則と運用、ひいては政府調達市場の
運行および調達活動の実施に大きな影響をもたらすものと
なるため、早期に同法改訂の進捗状況が公開されることを
期待する。

外商投資企業の平等な政府調達活動への参与
2020年1月1日から正式に発効し施行されている「外商投
資法」、「外商投資法実施条例」では外商投資企業の平等
な政府調達活動への参加について規定が設けられたが、こ
れらの新規定が確実に執行されるための関連実施細則が
いまだに制定されていない。早期に関連実施細則が公布さ
れ、外商投資企業による各級の地方の政府調達活動への
有効な参与が真に実現することを期待する。

＜建議＞
①	引き続きWTO「政府調達協定」（GPA）加盟交

渉の推進、早期のGPA加盟を要望
　2007年12月より、GPA加盟のオファーリストを
WTOに提出し始めて以来、2019年10月には第
7次オファーリストを提出し、2020年には3回
の多国間交渉が行われたことについて、中国政
府が継続的な取組みをしてきたことは評価でき
る。しかしながら、中国の政府調達の実体、政府
調達の範囲に対する区分には国際ルールおよび
先進国における区分と一定の差異があることや、
調達基準額の引下げが不十分である等の原因か
ら、加盟はいまだ実現していない。このため、中
国政府による調達において輸入品が排除されて
いるうえ、中国で製造活動を行う日本企業が米
国政府による調達に参加できないといった問題
が解決されていない。中国政府がより熱意をもっ
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てGPA加盟交渉を積極的に進め、GPAに早期加
盟できるよう要望する。

②	「政府調達法」中の貨物、工事、サービスの輸
入品に対する制限性条項の改訂を要望

　現行の「政府調達法」第10条では、政府調達に
おいては自国の貨物、工事、サービスを購入す
べきことが規定されている。2019年10月22日に
公布された「ビジネス環境改善条例」では、政
府調達は公開・透明、公平・公正に、法により平
等に各種の所有制や地域ごとに異なる市場主体
を取り扱うべきであり、不合理な条件または製
品の産地出所等によって制限や排斥を行っては
ならないと規定されたにもかかわらず、2020年
12月4日に中国財政部により公布された「政府
調達法（改訂草案意見聴取稿）」第29条では依
然「自国の産業を支持する」という文言が残さ
れている。「政府調達法」を今回改訂するにあ
たってはこの文言を削除し、政府調達市場の範
囲がより開放され、輸入品と国産品が政府調達
の市場競争に平等に参与できる環境が作られる
よう要望する。

③外商投資企業が政府調達活動への平等な参与
を確実に保障する新規定の確実な実施を要望

　「外商投資法」、「外商投資法実施条例」等の
法律・法規は2020年1月1日より正式に発効・施
行されているが、その中で外商投資企業の法に
よる公平な政府調達活動への参与を保障する
規定が設けられたことは評価できる。ただし、前
掲の法律・法規にある政府調達関連規定はいず
れもやや原則的なものであるため、より明確で
具体的な実施細則が早急に打ち出され、それが
地方政府レベルにおいても徹底して執行される
ことで、外商投資企業の政府調達活動への平等
な参与を保障する新たな規定が確実に実施され
ることを、なお強く要望する。

④	署名された地域的な包括的経済連携（RCEP）
協定の早期発効の要望、日中韓自由貿易協定
（日中韓FTA）交渉において政府調達に関する
章節が盛り込まれることを要望

　2020年11月15日、4回目のRCEP首脳会議がテ
レビ会議方式で行われ、ASEAN10カ国および日
本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーラン
ドの15の国家により正式にRCEP協定が署名さ
れた。政府調達の章節が含まれたRCEP協定が
締結されたことは大変歓迎されることであり、
RCEP協定が早期に発効し施行されることを要
望する。

　RCEP協定が無事署名されたことにより、日中、
日韓における新たな自由貿易パートナーシップ
の構築が促進され、日中韓FTA交渉の進展にも
有益となる。中国の王毅国務委員兼外交部長
は、2020年12月に日本を訪問した際、日中韓
FTA交渉を推進することへの意欲を示した。今
後の日中韓FTA交渉において、政府調達に関す
る章節を盛り込むことが積極的に検討されれ

ば、相互の政府調達市場の開放、自国の政府調
達コスト低減の実現につながるだけでなく、汚
職等の不適切な現象の防止にも有益な補助的
効果をもたらすものとなる。RCEPおよび日中韓
FTAにより、地方政府や国有企業をも含めたハ
イレベルな政府調達新体制がともに構築される
ことに期待する。

⑤	「安可」または「信創」にかかわるリストの存在
や適用される製品の範囲、要求内容や基準を
明確にしていただき、市場参入の透明性、予見
可能性を確保していただくよう要望する。特に
情報セキュリティ領域への参入基準や条件につ
いて明確な規定がなく、外資系企業による参入
を実質上困難にしている。加えて、予見可能性
を高めるために、本件に認証された製品の情報
公開を要望する。

⑥	中国企業の開発・製造であることをもって、情
報セキュリティの要求を満たす要件としないで
いただきたい。

　中国企業製の製品ではないという理由のみを
もって外資企業製品が排除されることにより、高
いセキュリティ機能を有する製品までも政府調
達から排除されることは、不合理な差別であり、
中国の対外開放の政策と相容れない。また、特
に情報セキュリティの問題において、外資企業の
製品を排除し、中国企業が開発・製造した商品
を調達することは、心情的に安全性を高めたよ
うに感じられることは理解するものの、日々進化
するハッキング等の不正手段に対し迅速に最適
な防御を行う上で、中国政府が取りうる選択肢
を狭め、かえって脆弱性を生み出す恐れがある。
中国における情報システムの安全性を担保する
ためにも、外資企業の製品に門戸を開くよう要
望する。
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第１１章
商工会組織

2020年1月より施行された外商投資法では外商投資企
業による商会の設立・参加が認められているが、中国にお
ける日本の商工会組織のうち、中国日本商会が唯一の民政
部から認可された商工会組織で、各地の多くの日系商工会
組織は未公認組織のため活動に大きな制約がある。

また、外国商会管理臨時規定により、日本人であって
も中国企業在籍者は、外国商会への加入が認められて
いない。

中国には、進出日系企業で構成される商工会組織が40
以上も存在する。会員企業・団体数の多い商工会を順に並
べると、上海(2,262)、大連(717)、広州(633)、蘇州(631)、
香港(608)、北京（588）、深圳(407)、昆山（380）、天津
(355)となる（出所:2020年全国日本人交流会会議資料）
が、それぞれが独自に発足し、地域に根ざして独立して運営
されている。

各商工会は、会員への情報の周知や事業支援、会員間の
交流のみならず、地元政府・経済界との交流、地元社会へ
の貢献なども行っており、中国の経済社会の発展、日中両国
経済関係の深化、ひいてはグローバル経済の進展に大きな
役割を果たしている。

また、専門的な技術的知見を必要とするテーマに関して
は、各地の商工会を通じて地域を越えた交流へと発展して
いるケースもある。知的財産権（商標・特許等）に関するグ
ループでは、北京市・上海市・広州市で情報を共有して連携
を深めるとともに、さらなる成果実現に向け一体的な活動
を行っている。化学品業界やライフサイエンス業界（医薬
品・医療機器・化粧品の三分野）においては中国の関係当
局との交流・対話を積極的に行い、ビジネスに大きな影響
を与える政策・施策について、日中双方の政府当局者を交え
た交流・対話がそれぞれの分野で実現するなど効果的な取
り組みにつながっている。

このように重要な役割を担っている中国各地の商工会組
織だが、外国商会管理臨時規定で各国の商工会組織は1つ
しか認可されないため、そのほとんどが未公認組織の位置
付けとなっており、次のような運営上の困難に直面している
ケースが少なくない。

（１）未公認組織であるため当該商工会組織名を提示で
きない場合がある。

（２）当該組織としての銀行口座を開設できない。
（３）事務所借用や専任職員の身分保証、ビザ取得など

に苦慮する。
外商投資法第27条では、外商投資企業が商会・協会を
設立・参加し、自らの適法な権益を維持・保護できることが

規定されており、各地域においてそれぞれ実情に合った商
工会組織の設立・運営が可能となるような規制の緩和、あ
るいは融通性のある運用を要望する。中国は地理的に広大
であり外国企業の進出先も多都市に広がっている。中国へ
の投資を検討する企業にとって、当該地域に安定した自国
商工会組織があることは、進出の大きなインセンティブとな
り、企業の誘致につながると考える。

また、中国における在留邦人数は2019年10月現在11万
6,484名（出所:令和2年度 外務省 領事局政策課 海外在留
邦人数調査統計）となっている。この多くは中国各地の日系
企業で働く者とその家族であるが、高度な技能を買われて
中国の企業に勤める者もいる。中国企業に勤務する日本人
が、邦人との交流や母国語での情報を求めて商工会活動へ
の参加を希望する場合に、外国商会管理臨時規定第5条で
個人会員資格が「商業機構と外商投資企業の非中国国籍
の従業員」に限定されているため、この法令の下にある限り
参加を認めることができない。高度技能人材が心身の健康
を保ち、その能力をいかんなく発揮するとともに、商工会活
動がよりいっそう活発なものとなるよう規定の改正を要望
する。

＜建議＞
①	各地域の商工会および日本人会が、それぞれ独
立した組織として銀行口座の開設や各種の契約
等を行えるよう、外国商会管理臨時規定の改正
あるいは柔軟な運用を要望する。

②	中国企業（非外商投資企業）に在籍する非中国
国籍の従業員が商会に加入できるよう外国商会
管理臨時規定の改正を要望する。
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中国における生活水準は引き続き向上している。2020年に
中国の一人当たりGDPはドル換算で初めて1万ドルの大台を
突破し、2010年の水準からは倍増した。一人当たり可処分所
得は初めて3万元を超え、10年前からはおよそ3倍に伸長した
（中国国家統計局）。

2019年に日本を訪問した中国人は過去最高の1,000万人
に迫ったものの、2020年は一転して新型コロナウイルス感染
症拡大による往来制約から訪日機会が喪失した。しかしなが
ら、中国の消費者の日本食、日本産食品への需要は衰えず、
2020年の日本からの中国向け食料品輸出額は前年比9.3％増
の1,293億円となった（日本財務省貿易統計）。

よって日系食品関連企業にとっては販売機会拡大の好機と
捉えられると共に、日本と異なる法規制・工場事情・流通事
情・商習慣に対応し、中国消費者の食生活の向上に貢献する
と同時に、中国の食品関連政府部門に協力し、より健全な市
場環境作りに尽力していきたいと考える。

農林水産業・食品の現状
食品製造業・小売業について
2020年、中国における新型コロナウイルス感染症対策とし

ての行動制約は食品製造業や小売業に少なからぬ影響を及
ぼした。2020年の食品製造業の生産総額は前年比1.5%増に
とどまったほか、飲食業の売上高は3兆9,527億元と前年比
16.6%減少した（中国国家統計局）。

また新型コロナウイルス感染症の感染拡大による「巣ごも
り消費」を反映して食品購買行動におけるオンライン化、デリ
バリー利用がいっそう加速している。2020年のオンライン外
食宅配市場の規模は8,352億元(前年比14.8%増)、「80後」
と「90後」を中心に、約5億人近くの消費者が「美団」「餓了
麼」などのアプリを利用して、約171億2,000回の外食宅配を
注文した。2020年中国の新規外食宅配関連企業数は67万社
超(前年比15.8倍)となった(紅餐網)。

新型コロナウイルス感染症の収束後の飲食産業の需要を喚
起するため、北京や上海などの地域において「消費券」の配布
が実施された。中国決済サービス大手「支付宝」(アリペイ)に
よると、小規模小売店が消費券配布の最大の受益者となり、消
費券の9割が小店舗で使われた。

食品関連法規について
2018年12月29日、「食品安全法」の修正案が全国人民代

表大会で可決された。改正食品安全法では、保健食品、オン
ライン上の食品売買、食品添加物など今までカバーされていな

かった内容が含まれたほか、消費者利益を侵害した場合、小
売業者も責任を負うことが明確になっている。また、監督管理
機関を明確にし、オンライン上での販売者実名登録を義務付
け、食品安全管理責任を明確にしている。

国務院食品安全委員会より2019年5月30日に「2019年食品
安全重点作業計画」が発表された。食品安全強化、現代的な
食品安全管理体制構築など食品安全に関する10大行動計画
を含む21項目を発表し、食品安全に対する仕組み作りや管理
強化策を打ち出している。

2020年、国務院は「コールドチェーン（冷鏈）食品トレーサ
ビリティ（追溯）管理工作に関する通知」を発表した。各地方
政府が追跡管理システムを設立し、海外から輸入した冷凍食
品と生鮮食品(肉類と水産品を中心に)を対象に品目や数量、
産地、検疫などに関するデータの登録を義務化する。

表：食品安全に関する法律および組織体制の整備
2009年 中国食品安全法施行、中国食品安全法実施条例施行

2013年 国家食品薬品監督管理総局（CFDA）設置。食品生産の衛生安全の一元管理
2015年 改正中国食品安全法施行
2016年 改正中国食品安全法実施条例施行

2018年 国家市場監督管理総局（SAMR）設置。流通分野も加え食品安全を一元管理
2019年 再改正中国食品安全法実施条例が2019年12月1日施行
2020年 コールドチェーン食品のトレーサビリティ管理システムの設立

日本食レストランの動向
中国における日本食レストラン数は近年急増し、2017年に

約4万1,000店と2015年から約2倍に増加し、国別では世界1位
となっている。また、省（直轄市含む）別では、広東省（6,500
店）、江蘇省（3,800店）、上海市（3,300店）が上位に位置し、
市別ではトップ3が上海市、広東省広州市、北京市の順となっ
ている。（出所：在中国日本国公館）

ただし、2018年には、中国の日本食レストラン数は約3万
6,000店になり、約1割減になったとみられる。上海・北京・広州
など主要都市では微増だったが、東北・中部・西南などの地域
では大きく減少した都市もあった。その要因として、景気動向や
日本食の受入度の地域差が推測される（出所：大衆点評）。

中国の農林水産物貿易統計
2020年、中国の農産物の輸入総額は1,708億ドルになり、

総輸入額の約8.3％を占めた。農産物輸出総額は760億ドル
で、総輸出額の約2.9%を占めた。輸入が多い食品品目は大
豆、豚肉、乳製品、輸出品では水産品、野菜、果物などである
(出所：中国税関総署)。

また、アフリカ豚コレラの影響で、豚肉供給量が減少した

第１章
農林水産業・食品
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ことにより、豚肉の輸入が大幅増となった。その後、中国国内
の養豚業が生産を拡大したことで、豚飼養頭数は急速に回復
し、供給量も回復した。

対日農林水産物貿易の現状
2020年、日中間の貿易総額は3年ぶりに減少した。中国か

らの輸入額が17兆6843億円(前年比7.9%減)、中国への輸出
額が14兆5022億円(前年比7.2％減)。食品貿易に関しては、日
本から中国への食品輸出総額は1,293億3,000万円(前年比
9.3%増)、中国から日本への食品輸入総額は8,199億9,000万
円(前年比8.8%減)となっている(日本財務省貿易統計)。

地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の状況
2020年11月15日、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージー

ランドとASEANの10カ国、合計15カ国がRCEP協定に署名した。農
林水産品や工業製品にかけられていた関税の撤廃や引き下げな
ど20分野について合意した。今後中国向けのほたて貝や日本酒・
焼酎などの農林水産品の輸入関税が段階的に撤廃される。

日系企業が直面している問題点
生産許可関係
①中国消費者の食生活が飛躍的に向上しており、海外から多
くの食品や食スタイルが中国に入っている。その中に、中
国の既存分類にない食品分野または新規開発商品が数多く
存在する。現状では、それらの食品の生産認可は従来の基
準に準拠せざるを得ず、これでは食品本来の風味や品質を
すべて再現するのが難しくなる。中国消費者への海外食の
広がりが制限されてしまっている現状である。

②中国では、フローズンチルド商品（冷凍状態で保管された
食品を、流通段階で解凍し、チルドの温度帯で販売する商
品）の販売は食品経営許可書の複熱商品の許可申請が必要
であり、複熱商品取扱の場合保管、調理エリア、人員管理
などの条件がある。現状流通過程での解凍作業を認める前
例はなく、商品提供の選択の幅を狭くしている。

食品輸出入関係
①2011年3月の東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故
の影響で、10都県産の多くの食品品目において輸入制限
が行われているが、2018年11月28日公布の海関総署公告
により、新潟産米の輸入が許可された。しかし、一般的に
リスクが低い酒類など、ほかの多くの品目についてはまだ
輸入許可がされていないので、引き続き政府関連部門に規
制緩和を働きかけなければならない状況である。

②輸入食品添加物は通関の際、規定に則った検査に合格し
なければならない。中国国家標準（GB）において、規
格・基準・試験方法が策定中の食品添加物については、
試験方法が未定との理由で検査が実施されず、衛生証明
が発行されない可能性がある。策定中の場合の救済措置
も現状確認できない。

③2017年11月公布の「出入境検験検疫管理規定」で食品
輸入手続のガイドラインが具体化された。これは地域に
よって通関業務の運用統一性が欠けていたことに対し
て、当局が対策を講じたものである。このガイドライン
の徹底実施を引き続き期待したい。輸入食品の流通に
は、衛生証明書（2021年1月からは事項記載が追加）必

須になっているため、通関ができても証明書の手続に時
間を要すると、賞味期限の短い商品は廃棄せざるを得な
い。現状では、輸入食品が中国の港についてから、実際
流通するまでに1カ月以上を要しており、同じ品目を複
数回輸入しても同様の手続を踏まねばならず、短縮され
ていない。これでは、日本から欧州（例えば英国）に船
便で輸出するリードタイムと大差がない。

④2019年12月19日中国海関総署と農業農村部の公告に
より、2001年から継続されていた牛肉輸入禁止につい
て、生後30カ月以内の牛肉であれば輸入規制緩和対象と
なった。しかしながら検疫検査要求は別途決めるとの内
容であり、早期の対応が望まれる。

⑤新型コロナウイルス感染症対策として、輸入冷凍食品へ
の管理が強化され続けているが、検疫現場での実務滞
留、要求書類の不統一、通達不徹底による現場での混乱
が見られ、現に日本からの冷凍食品の輸出を見送った事
例も発生している。

飲食業関係
中国では飲食店で食事をする際、酒類を持込むことを許す商

習慣が昔から存在する。酒類を飲食店に持ち込む行為は、当然
飲食店の利益にダメージを与える。しかし、2013年12月9日、北京
市工商局が「飲食店における六種の不公平行為の禁止」の通達
を発表し、酒類および飲料の持込禁止が解除された。この通達に
対して、消費者は歓迎するが、中国調理協会・中国観光ホテル協
会などの業界団体は猛反発し、当時は激しい議論が続いた。

2014年2月14日、最高人民法院が最終見解を公表し、飲食
店による酒類および飲料の持込禁止は違法との認識を明確に
した。持込禁止は「契約法」および「消費者権益保護法」に違
反する行為に当たり、消費者は飲食店に対して持込禁止は無
効だと主張できるとしている。

一方、北京市工商局の見解によれば、持込禁止は違法だが、
消費者から合理的な持込サービス料を徴収することは違法で
はない。日系飲食店においても、非常に納得しがたい商習慣で
はあるが、自己保護のためにも対応策を考える必要がある。

保質期の表示問題
中国では、食品安全国家標準「GB7718-2011 包装済食品

ラベル通則」の規定により、食品包装には一律に「保質期」の
表示が要求される。これは日本の「消費期限」に相当する。一
方、日本では腐敗しやすい食品には「消費期限」を表示し飲
料や缶詰など比較的に長期保存（3カ月以上が目安）できる食
品には「賞味期限」を表示している。日本の食品関連企業は、
食品の風味が変わり始める期限を賞味期限であると認識して
いる。中国で食品の保質期を決める際、日本の賞味期限の考
え方をそのまま保質期に適用すると、不利に保質期を短くして
しまう恐れがあるので、よく調査したうえ現地事情にあった対
応を行うことが望まれる。

＜建議＞
1.	 生産許可関係
①ラベルの原料記載内容の見直し
　食品安全国家標準「GB7718-2011 包装済食品ラ
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ベル通則」の規定により、食品包装のラベル記載
事項に、原料欄には「その構成物質および配合
量」等を表示する旨が明記されている。しかしそ
の表示は企業ノウハウの漏えいにつながる恐れが
あるので、詳細をラベルに記載せず、別途生産標
準や製造規格書の提出等の対応を要望する。

②新しい食品分野の基準策定
　食品分野の許認可申請に関して、海外由来食品や
酒類などの拡大のためにも、既存の食品分類にな
い新分類（日本式食品や清酒・みりんなど）の認
可基準の策定を要望する。

③食品工場の立ち入り検査の基準統一
　新しい法律、条例および通達等の施行に伴う政府
関係各部署の生産現場立ち入り検査の際、担当者
毎に、基準が異なる案件が度々発生している。食品
工場への立ち入り検査は頻繁に実施されるため、
基準の相違は、生産性の低下および大きな設備投
資案件となり、非常に対応しにくい。担当者への研
修強化などを通じた基準の統一を要望する。

2.	 食品輸出入関係
④日本産食品の輸入規制の解除・緩和
　2011年3月の東日本大震災に伴う福島第一原子力
発電所の事故に伴い、2018年11月に新潟県産の
米が解禁されたものの、それ以外の10都県産全て
の農産物・食品に対する輸入規制措置が未だに
執られている。また、残る37道府県においても野
菜、果実、乳製品等の中国への輸入が事実上でき
ない状況にある。震災から10年が経過し、多くの
国・地域が規制を解除する中、中国は世界で最も
厳しい規制を続けている。中国の消費者の食生活
を豊かにするため、科学的な根拠に基づいて究明
を早めていただき、これらの輸入規制措置の早期
解除・緩和を要望する。

⑤輸入食品添加物のGB策定の加速
　2018年6月公布の「GB 1886.301-2018 食品添加
物 ガラクトマンナン」により、該当食品添加物の
規格・基準・試験方法が策定されたことを評価し
たい。今後も中国の消費者の食生活を豊かにすべ
く、より多くの食品添加物（例えば金箔など）が輸
入できるよう、ほかの輸入食品添加物のGBの策定
も早期に進めるよう要望する。

⑥食品輸入手続の全国統一運用
　食品輸入手続のガイドライン「出入境検験検疫管
理規定」の具体化から3年が経過するが、例えば同
品目を複数回輸入しても同様の手続が必要、関税
率の事前教示制度も確立できておらず、輸入時の
担当官個人による判断結果が散見される。統一性
や効率的かつ迅速な運用がなされるよう引き続き
要望する。

⑦不正規輸入食品の取り締まりのさらなる強化
　食品は消費者の健康に直接かかわるため、正規輸
入によって検査検疫を受けることが非常に重要と
なる。密輸品、個人輸入品や越境ECの転売等によ
り、市場では未だに輸入ラベルのない商品や偽造

の輸入ラベルを貼ってある商品などが販売されて
いる。このことは特に日本料理店など仕入れルート
が監督管理しにくい販売先で見られる。不正規輸
入食品の取り締まりのさらなる強化を要望する。

⑧新型コロナウイルス防疫強化における冷凍食品の 
　実務運用ルール明確化
　新型コロナウイルス感染症対策としての輸入冷凍
食品への管理が強化され続けているが、検疫現場
での実務滞留、通達内容不徹底による現場での混
乱がみられる状況。また、食品工場、倉庫、飲食店
現場での立ち入り検査において、営業・事業に突発
的な中断を余儀なくされ、安定的な事業活動に支
障が発生するケースがある状況。防疫政策への全
面協力は当然のことではあるものの、その運営ルー
ルにおいては通達の徹底と明確化を要望する。

3.	 食品物流関係
⑨食品物流車両の例外措置
　大気汚染・赤色警報などの発令の際、急な車両規
制は食品業界では賞味期限の課題があり、流通も
在庫が最低限のため、輸送の遅れは国民生活へ
直結する。日常では車輌GBに違反する車両の排
除を優先し食品物流車両については規制対象か
ら除外する等の例外措置を要望する。

⑩物流過程での温度帯変更
　中国では、フローズンチルド商品（冷凍状態で保管
された食品を、流通段階で解凍し、チルドの温度
帯で販売する商品）は現状流通過程での解凍作業
を認める前例はない。日本では、メーカー、中間流
通業者は冷凍で商品を保管し、流通段階で自然解
凍して店舗では冷蔵で販売する事で食提供の幅が
拡大している。中国消費者の食の選択肢の拡大と
なるため、中国でも同様の対応を要望する。

4.	 消費者対応関係
⑪悪質クレーマー行為に対する公正な判断
　近年、人為的な賞味期限の消去や故意の異物混
入等悪意のあるクレーマー行為が散見される。
2020年1月、国家市場監督管理総局が発行する
「市場監督管理投訴挙報処理暫行弁法」は、苦
情専門のプロが行う職業上の主張を規制するもの
であり、企業における監督管理部門の負担が軽減
できると考えられ、暫定弁法より一歩踏み込んだ
対応を要望する。

⑫保質期の考え方の見直し
　昨今の世界的な流れは、長期保存できる食品の賞
味期限を柔軟に考える流れがある。一方、中国で
は食品安全国家標準「GB7718-2011 包装済食品
ラベル通則」の規定により、食品包装には一律に
日本の「消費期限」の概念に近い「保質期」の表
示が要求される。食糧を無駄にしないためにも、
「保質期」を「消費期限」と「賞味期限」に分ける
など、考え方の見直しを要望する。
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１．石炭
2020年の中国の電力消費量は通年で前年比3.1％増とな

り、同年の実質GDP成長率である2.3％を上回る実績を示
した。

石炭の一次エネルギー総消費量に占める割合は56.8％
となった。また、習近平国家主席は2021年4月22日、米国
主催の気候変動サミット（首脳会議）で演説し、「2026～
2030年にかけて石炭消費量を段階的に減らしていく」と
述べ、石炭消費の一段の削減に取り組む方針を明らかに
した。

2 0 1 6 年 か ら 実 施 さ れて い る 供 給 側（ サ プ ラ イ サ
イド ）改 革 は 2 0 2 0 年も 実 施 さ れ た 。また 、石 炭 価 格
（NAR5,500kcal、秦皇島FOB）は年間を通じて安定的に推
移した。

2017年 4月から実施されている海外炭の輸入制限は
2020年も継続し、国内炭価格の調整弁としての役割を果た
している。一方で、通関業務の遅れや港毎の輸入枠管理に
伴い、輸入業務に大きな悪影響が生じている。

供給側改革と石炭生産量
政府は供給側改革の一環として、石炭の生産能力削減
を進めている。第13次5カ年規画（2016～2020年）では、
2020年までに石炭生産能力を合計8億トン削減する事とし
ていた。石炭業界では、特に安全性や環境対策に問題のあ
る小規模炭鉱を中心に能力削減が進められており、2016年
から2019年にかけて合計7億1,000万トンの生産能力が削
減された。2020年も残りの9,000万トンを削減するべく、各
地の政府が削減目標を掲げ、供給側改革が継続された。一
方で、安全性、環境保護に対応した新たな生産能力の増加
も進められており、2020年の石炭の生産量は前年比0.9％
増の38億4,374万トンとなり、通年では前年比プラスを回復
した。供給側改革を通じて、より安全、安定的に石炭を供給
する体制が構築されている。

表：	 石炭生産能力の年別削減量
石炭生産能力削減量

2016年 2億9,000万トン
2017年 1億6,000万トン
2018年 1億5,000万トン
2019年 1億1,000万トン
合計 7億1,000万トン

輸入制限の継続、厳格化
2017年より頻発している石炭の輸入制限は、2020年も
継続された。政府は公式に輸入制限の存在を認めていない
が、実際には各港湾に輸入可能な数量を通達し、輸入者に
事前の申請を実施させる形で、数量の管理を行っているとさ
れる。また、通関に掛かる時間を延長する事で、輸入者のコ
ストを増加させる、輸入される数量を制限するなどの措置も
引き続きとられている。

図1：	 2020年石炭輸入数量の推移（単位：万トン）

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

20
20
年
1月

20
20
年
2月

20
20
年
3月

20
20
年
4月

20
20
年
5月

20
20
年
6月

20
20
年
7月

20
20
年
8月

20
20
年
9月

20
20
年
10
月

20
20
年
11
月

20
20
年
12
月

出所：	中国海関総署

そもそも、輸入炭は国内供給を補助する調整弁の役割
が期待されている。輸入制限には、海外炭の無計画な輸入
を防ぐ事で国内の石炭価格を合理的水準に維持し、国内
供給を保障する目的があると考えられる。こういった政策
上の目的を踏まえると、今後も輸入制限は継続されると考
えられる。

国内価格の安定
過去、夏と冬の需要期には大きく価格が上昇する事もあっ
た国内炭（NAR5,500kcal、秦皇島FOB）価格は、2020年は
年後半まで600元以下で推移していたが、年末にかけて緩
やかに上昇した。安定的な国内生産、輸送を実現し、折に触
れ輸入規制を実施する事で国内価格の安定化が実現されて
いる。

第２章
鉱業・エネルギー
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図2：	 2020年秦皇島FOB価格の推移（単位：元/トン）
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出所：	煤炭市場網

2020年の実質GDP成長率は前年比2.3％増と大幅に減速
した。他方、2020年の全国の電力消費量は前年比3.1％増
となり、実質GDP成長率を上回る実績を示した。

一方で、供給側についてみると、2020年の国内石炭の生
産量は、前年比0.9％増の38億4,374万トンとなり、通年で
は前年比プラスを回復した。なお、2020年の石炭輸入量は
3億399万トンとなり、前年比で1.5％の微増となった。

＜建議＞
＜石炭輸入に関する問題、要望＞
①	豪州産石炭の輸入品質検査正常化
　2019年2月以降、豪州産石炭に対する品質検査
が厳格化されている。結果として、豪州産石炭
の輸入や通関に掛かる時間が通常の2週間程度
から、最大で3カ月程度まで増大し、需要家は代
替ソースの手当てを行うなどの対応を迫られて
いる。産炭地に関わらず、商品煤質量管理暫行
弁法（2015年1月1日）に基づく石炭の品質検査
は、各国等しく行われるべきだと考える。豪州産
石炭に対する必要以上に厳格な品質検査を取り
やめ、その他産地の石炭と同様の扱いとして輸
入を正常化される事を要望する。

②	不透明な石炭輸入総量規制の廃止
　2019年に引き続き、2020年も国内石炭マーケッ
トの需給を調整するため、港湾や税関毎に年間
の輸入可能数量を割り当てる形での輸入規制が
実施された。安価な海外炭の輸入量を制限する
事で、国内の石炭会社の経営を安定化させる効
果は認められるが、特に輸入石炭の競争力のあ
る南部では石炭の調達に大きな影響を及ぼして
いる。また、年初には限られた輸入枠を早く利用
するために、石炭輸入量が年初に偏るなど、年間
を通じた石炭の輸入量が不安定になっている。
加えて、輸入枠を確保するため、実際の使用地と
異なる税関で通関を実施するなど、通関統計の
正確性と有用性にも影響を及ぼしている。正常
な市場経済原則を歪め、結果として中国のエネ
ルギーコストの増大に繋がる輸入総量規制の廃

止を要望する。

＜石炭利用関連技術に関する問題、要望＞
③	低灰分、低硫黄分、高発熱量の高品位炭の活

用、輸入促進
　世界最大の石炭消費国として、石炭の高効率利
用やCO2対策に関して、さらなる改善とCO2貯留
などの新技術への投資を通じて世界をリードし
て欲しい。中国の発電企業は、厳しい競争環境
の下で、石炭使用の効率性よりも経済性を優先
している面もあり、政策面で高品位、低汚染の
石炭を効率的に利用するための支援を検討いた
だきたい。また、CO2の捕獲、地中への貯留技術
は中国企業も研究を進めており、世界の最先端
を歩んでいる。引き続き、技術を通じて世界の温
暖化対策を支援する事を要望する。
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２．電力
2020年の中国の電力消費は通年で前年比3.1％増とな

り、同年の実質GDP成長率である2.3％を上回る実績を示
した。

中国の電力消費動向は経済の実態をよく反映する指標
とされているが、その分析からは、2020年第1四半期（1～
3月）には感染症対策による落ち込みが顕著であったもの
の、第2四半期以降は復工復産が進んだことを読み取るこ
とができる。

あわせて、2020年9月以降中国が国際社会に向け宣言し
た二酸化炭素（CO2）排出削減に向けた一大目標への取り
組みを先取りするかのように風力・太陽光発電の積極的な
導入も進んだ。

2020年の動向および回顧
2020年の中国の四半期毎の電力消費の伸び率は、第1
四半期から、マイナス6. 5％、3. 9％、5. 8％、8. 1％となっ
ており、四半期毎の実質GDP成長率と同じ傾向を示して
いる。

この動向をさらに詳しくみるため、図1および図2に、第二
次産業と第三次産業の2019年および2020年各月の電力消
費の伸び率推移を示す。なお、電力消費全体に占める割合
は、2020年実績では、第二次産業が68％、第三次産業が
16％となっている。このほかは、第一次産業が1％、家庭用
が15％となっている。

第二次産業の電力消費は、2020年1月および2月は大き
く前年実績を下回ったものの、3月には回復傾向を見せはじ
め、4月には前年同月比で増加に転じている。その後、7月は
長江流域を中心に発生した水害の影響もあり若干の落ち込
みはあったものの、特に8月以降は前年同月比で10％にせま
る高い伸びをみせている。

第三次産業の電力消費は、2019年は年間通して10％前
後の伸びであったものが、2020年2月には大きく落ち込み、
さらに3月には前年同月比でマイナス20％と大幅な減少と
なっている。前年同月比でプラスに転じるのは5月であり、そ
れ以降も2019年の伸び率には及ばないレベルで推移して
いる。第三次産業の回復のタイミングは第二次産業に比べ
遅れるとともに、回復後の伸び率にも2019年の勢いはみら
れない。

以上のことから、中国の2020年第2四半期以降の経済活
動の回復は、総体的に第二次産業が牽引役となったとの見
方ができる。第二次産業の業種別にみると、セメントを含む
建材部門と鉄鋼部門では第2四半期以降、生産量、電力消
費量ともに急速な回復を示している。これは、復工復産の柱
が大規模インフラ整備であったことを示唆している。

なお、家庭用の電力消費は、在宅機会が増えたことによ
り、第1四半期も前年同期比増で推移し、その後も比較的高
い伸びとなっている。

図1：	 第二次産業の電力消費伸び率の月次推移
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 図2：	第三次産業の電力消費伸び率の月次推移
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出所：	中国電力企業聯合会月次統計

なお、2020年12月には、浙江省、湖南省、江西省等で電
力の供給制限が行われたと報じられている。この需給ひっ
迫の理由については、経済活動の活発化で工業生産が前年
実績をかなり上回るとともに、これらの地域が歴史的な寒
波に見舞われたことによる暖房需要の急増などと説明され
ている。

中国の電源構成と新増設の動向
中国の発電設備容量は、2020年末時点で22億キロワット
（日本の7倍以上）であり、そのうち10億8,000万キロワット
（全体の49.1％）が石炭火力発電となっている。このほかの
電源は、水力発電が16.8％、風力発電が12.8％、太陽光発
電が11.5％、原子力発電が2.3％となっている。

実際に発電した電力量の実績でみると、2020年1年間で
は、石炭火力が60.8％、水力が17.8％、原子力が4.8％とな
り、設備容量の比率を上回っている。

一方、風力、太陽光はそれぞれ6.1％、3.1％と設備容量の
比率を大きく下回っている。これは、気象状況により出力が
変動する特性を反映したものとなっている。なお、2015、16
年頃に顕著であった“棄風・棄光”問題は、送電網の積極的
な整備により現時点ではおおむね解消されている。

石炭火力発電は、図3および図4に示すように、近年その
比率が低下しているものの、依然として主要な電源となって
いる。
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図3：	発電設備容量ベースの電源比率の推移
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図4：	発電電力量ベースの電源比率の推移
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出所：	中国電力企業聯合会の電力年度統計各年版

中国では近年、毎年1億キロワットを超える新設電源の
投入が続いているが、2020年の新増設電源の総設備容量
は1億9,100万キロワットとなり、これまでの最高を記録し
ている。その内訳は、風力が7,200万キロワット、太陽光が
4,800万キロワット、石炭火力が4,100万キロワットとなって
いる。風力と太陽光の合計1億2,000万キロワットは、これま
での最大値である2017年の7,100万キロワットを大きく上
回っている。

電力分野でのCO2排出削減への取り組み
2020年9月の国連総会では、習近平国家主席がビデオ
演説で①「2030年より前のCO2排出量のピークアウト到
達」、②「2060年より前のカーボンニュートラル実現」を明
らかにしている。さらに、12月には地球温暖化対策に関する
国連会合（世界気候サミット）で③「2030年のCO2排出原
単位を2005年比で65％以上削減する」とともに④「2030
年の風力・太陽エネルギー発電の設備容量を12億キロワッ
ト以上とする」と宣言している。このうち、①と③は従来の
目標の前倒し、②と④は全く新しい目標となる。

中国のCO2排出量について、国際エネルギー機関（IEA）
による試算結果を図5に示すが、総排出量は増加傾向にあ
り、その約半分は電力部門からの排出となっている。また同
図が示すように、部門別では工業部門からの排出は2012年
がピークとなりその後は減少に転じている。一方、電力部門

と運輸部門からの排出は引き続き増加しており、今後の目
標達成のためには両部門での対応が重要となる。

図5：	中国のCO2排出量の推移（単位：億トン）
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電力部門での対応は、2030年に向けては、CO2を排出し
ない非化石エネルギー電源、特に風力・太陽光発電の積極
的な導入拡大に加え、火力発電の熱効率向上が柱となる。
電力関係の研究所が発表している将来予測によれば、現状
想定している取り組みを継続することにより、2020年代後
半には電力部門のCO2排出のピークアウトは可能との見通
しを示している。

一方、2060年のカーボンニュートラル実現については、こ
れまでの想定を大きく超えるレベル・規模の対策の上積み
が必要と考えられている。エネルギー供給構造の最適化、
上/下流を通じた効率向上、需要家の省エネ、CO2の回収/
利用（CCS/CCUS）に加え、CO2吸収源（森林・海洋など）対
策、クリーン開発メカニズム（CDM）などのあらゆる手段を
総動員しての対応となろうが、どの対策が本命となり重点が
置かれるかは、まさにこれから“走りながら考える”こととな
るのではないかとみている。

次期5カ年規画の注目点
電力分野に関連する次期5カ年規画では、風力・太陽光
発電の導入目標がまず注目される。2030年12億キロワット
以上の目標が先行して示されているがこれは、2021年から
10年間、平均毎年6,700万キロワットの増設を続けることを
意味している。

これは、増設容量のみに着目すればこれまでの実績に照
らして不可能な数字とはいえないが、技術的には電力システ
ム全体、すなわち送電網およびバックアップ電源の増強との
バランスが必要であり、その一方、電力コストの上昇を招か
ないことも求められる。これらがどのように整合された計画
となるかが重要となる。

コスト面については、風力・太陽光発電からの売電を固
定価格買取（FIT）による支援から競争入札制へ移行、さら
には補助金廃止の方向性がうちだされており、その具体的
展開が焦点となる。
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このほか、2030年以降のCO2排出削減を支えるべき新
たな技術イノベーションとして期待される蓄電技術、水素エ
ネルギー利用、新エネルギー車の開発導入などについて、ど
のような方向性が示されるかが注目されている。

在中国日系企業が直面している問題およ
び中国政府への改善要望
在中国日系企業は電力ユーザーとして、かつて電力不足
が表面化していた時期には、電力供給の確保に加え、頻発
する停電への対応に苦慮していた。しかしながら、近年大幅
に改善された電力需給状況のもと、かつての量的な電力確
保から電力供給の質、コストおよび供給メニュー選択肢の
多様化に関心が移ってきている。特に近年、地球環境問題
に対する意識の高まりを受け、中国国内で活動する日本企
業は電力のユーザーとしての立場からも、中国が進める低
炭素社会実現に向けた取り組みの一端を担うことを希望し
ている。

このため、電力ユーザーとしては、電網企業による電気料
金の引き下げに加え、配電・小売事業の自由化の進展によ
る電力の供給元およびその料金プログラムの選択肢の拡
大が継続されることを引き続き強く希望するほか、電力ユー
ザーとしての地球環境問題への取り組みに対するインセン
ティブ制度の導入も希望したい。

＜建議＞
①低炭素社会実現に向けた電力ユーザーの貢献
　中国が2030年までの二酸化炭素排出のピーク
アウト、さらに2060年までのカーボンニュートラ
ル実現の目標を世界に向けて宣言したことは極
めて重要な意義を持っており、この目標に向けた
中国の行動は地球環境問題に対する取り組みへ
の大きな貢献となる。

　中国国内で活動する日本企業は電力のユー
ザーとしての立場からも、中国が進める低炭素
に向けた取り組みの一端を担うことを希望して
いる。

　ついては、二酸化炭素フリー/低炭素電力を調
達する際の選択肢と自由度の拡大、グリーン証
書などによる認証システムの確立に加え、積極
的に低炭素化に向け貢献する企業に対して税制
面での優遇などのメリット付与政策を導入するこ
とを要望する。

②電力ユーザーの電力コスト負担低減の継続
　一般工業・商業用電気料金の2年連続しての平
均10％の引き下げに続き、2020年は商工業者
に対して電気料金の5％割引が実施されたこと
は、電力ユーザーの負担低減の観点から大いに
評価できる。

　加えて、電力供給システムの低炭素化を進める
うえで、風力・太陽光発電のコスト引き下げ促進

とともに売電に対する補助金の廃止など、電力
コストへの影響も考慮した政策運営は高く評価
できる。

　今後、さらなる電力市場の拡大・活性化等の政
策展開により、ユーザーの電力コスト負担がさら
に低減されるよう要望する。

③電力供給品質の高度化の継続
　電力発展第13次5カ年規画に基づき進められた
配電網の高度化の進展により、中国における電
力供給が質・量ともに改善が進んだことは、電力
ユーザーの立場から評価できる。特に、2020年
末からの最大級の寒波による電力需要の急増に
対しても、大きな混乱が生じなかったことは、中
国の電力インフラの水準が大きく向上している
ことを示している。

　今後は、局所的な事故停電、瞬時停電の発生
防止などのさらなる電力供給の品質向上ととも
に、電力供給業者とのコミュニケーションの活
性化など電力ユーザーへのサービス向上を要望
する。
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１．建設
中国の建設市場は2020年の新型コロナウイルス感染症の感

染拡大による厳しい試練を乗り越えて回復し、成長傾向にある。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動の停
滞は、建設業界にとっても大きな打撃となったが、その影響は一
時的なものとなった。その要因には政府の徹底した感染予防・
抑制策による感染拡大の抑え込みや、さまざまな政策による景
気回復が早期に実現したことが挙げられる。建設業にとっては
特に、インフラ整備を目的とした財源となる地方特別債の発行
枠が前年比1.7倍の3兆8,000億元に増額された政策効果が大き
く、その結果、都市部の固定資産投資額は前年比2.9％増の51
兆8,907億元、不動産投資額は前年比7.0％増の14兆1,443億元
と、コロナ禍にありながら前年を上回る規模となった。

建設業にかかわる経済指標においても前年比増の傾向が
見られ、新規受注額は前年比12.4％増の32兆5,174億元（前
年比2ケタ増は3年ぶり）、建築業総生産額は前年比6.2％増
の26兆3,947億元、建築業施工面積は前年比3.7％増の149
億4,743万平方メートルと、いずれも2020年の実質GDP成長率
2.3%を上回る伸びとなった。

中国にとって2021年は中国共産党創立100周年、第14次5
カ年規画の初年度にあたり、社会の近代化を実現するうえで極
めて重大な年となることから、2020年に伸び悩んだGDP成長
率は大幅に改善され、建設業もさらに成長すると予想される。

建設業にかかわる問題点と改善要望
建設業が直面する問題には、外資系企業に特有の問題と業

界全体としての問題がある。

日系企業を含む外資系企業特有の問題

外国人の関連資格取得に関する問題
建設工事の設計、施工の実施については、工事規模に応じた

等級の「建築師」「建造師」資格保有者が設計者、現場責任者に
ならなければならないが、外国人が中国人と同じ条件（言語、学
歴、中国での実務実績等）で試験を受験、合格しこの資格を取得
することは困難である。そのため、「一級建築士」「一級施工管理
技士」など日本の公的資格を保有し、中国人の資格保有者と同等
の技術水準にある日本人技術者の工事現場での位置付けが不安
定となり、またその扱いそのものが不平等となっている。

「房屋建築と市政基礎施設プロジェクトの工事総請負管理弁
法」（建市規［2019］12号）では、設計施工一括方式・EPC方式で
工事を進める方法が規範化されると共に、一級施工資質保有企

業が施工実績を以て甲級設計資質を得ること、甲級設計資質保
有企業が設計実績を以て一級施工資質を得ることを推奨してい
る。海外では設計施工一括方式・EPC方式の普及が早く、外資企
業はこの方式の経験がある人材を自国に抱えるが、それら人材は
資格保有者とみなされないため、外資企業が資格保有者条件数
を確保し資質取得に進むことは難しい。外資企業が自国で持つ
経験を中国国内で十分に発揮できないのは、中国の建設市場の
発展、工事品質の向上にとっても不利であると思われる。

建設業界において普遍的に生じている問題

専門技術人員の職業資格取得・登録にかかわる社会保
険納付証明についての問題
2018年に公布された「工事建設領域の専業技術人員の職

業資質の『名義貸し』等違法行為を取り締まる通知」（建弁市
〔2018〕57号）は専門技術人員の職業資格取得・登録について
厳格に管理することを命じており、関連資格受験・登録者は所属
企業の職員であることの証明として、所属企業（本社）と同じ地の
社会保険納付証明や戸籍や居住証を求められるようになった。こ
こで社会保険納付について言及しておきたいのだが、それは所属
企業の職員全員が本社登録地で社会保険を納付しているとは限
らないという点である。その背景には、当人はマンション購入や
教育および医療等の便宜を考慮のうえ、希望する地（分公司）で
社会保険を納付することがあるという事情が挙げられる。

さて、建設業に従事して施工管理を担う技術系若手社員が
最初に目標とする資格に二級建造師がある。この資格は省レ
ベルで管理されるものだが、先述のように分公司の地で社会
保険を納付する職員は本社登録地の社会保険証明を持ちえ
ないため、資格受験・登録をできずにいるのが現状である。ま
た、分公司は建設業関連資質（資格受験・登録の要件）を有さ
ないため、分公司の地での資格受験・登録もできずにいる。こ
れらの状況は該当職員自身の成長と企業の発展にとって大き
な阻害であることから、職業資格取得・登録にかかわる社会
保険納付証明の取扱いが見直されることを期待したい。

品質終身責任追及制の問題
「建築プロジェクト五方主体プロジェクト責任者の品質に関

する終身責任を追及する暫定弁法」（建質［2014］124号）に
より、五方（発注者、勘察、設計、施工、監理）の担当責任者個
人は、工事対象物の設計使用年限（通常50年）において品質
に関する終身責任を負うこととなった。

この責任は個人が所属企業を離職した場合でも、継続して
追及され、品質問題が生じた場合は、資格停止処分等の行政
罰の他、刑事罰を負うことも規定されている。

工事品質を重視するという政策意図は理解できるものの、
経済のソフト化進展により建設業への従事希望者が年々減少

第３章
建設業
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している中で、このような政策はさらに建設業が敬遠される一
因となることを懸念しており、規定の撤廃を含め、今後の見直
しに期待したい。

施工許可申請における諸問題
建設工事施工許可は、施工地の建設行政機関に申請を行う

が、地方により以下のような各種要求・指導が行われ、工事ス
ケジュール、工事費に影響が出ている。

工事ボンド（保証状）についての問題
工事ボンド（保証状）とは、工事費支払ボンド、請負者契約

履行ボンド等、請負契約当事者双方の債務不履行を担保する
ものであり、契約条件により相手方に差入れるものである。しか
し、当事者間で差入不要と約定しても、一部地域では建設行政
機関より差入（契約条件の変更）を指導されることがある。

要求されるボンドの種類・金額は地域により異なるが、契約
当事者双方で一工事1,000万円以上の費用（ボンド費用）が発
生する地域もあり、工事費増加への影響があるため、契約当
事者間の合意を尊重した運用を期待したい。

施工契約モデル書式についての問題
上記と類似の問題であるが、一部の地域では工事請負契約

約款について、施工地行政機関から「モデル書式」（住建部・各
地建設局制定）の使用を強制されることがある。一方、日系を含
む外資系工事の発注者からは、全世界の拠点で統一して採用し
ている契約約款（FIDIC約款等）の使用が強く主張され、建設
企業もこれに応じることが多い。しかし、当事者間で合意して発
注者指定の契約約款を使用して契約締結しても、さらに当局要
求により、「モデル書式」による申請用契約の締結が必要となる
ことがある。これにより、両者の整合性確認に多大な時間・労力
を要するほか、紛争発生時に混乱が生じるリスクがあるため、こ
れも、契約当事者の合意を尊重した運用を期待したい。

農民工給与不払い防止政策に関する問題
農民工の処遇改善については中国政府が継続的に取り組ん

できている課題であるが、建設業界は農民工の給与が支払わ
れない事件の発生頻度が高く、特に重視されてきた。2020年
5月より施行の国務院「農民工給与支払条例」の中でも工事建
設分野は特別に重点を置かれ、厳しい給与支払制度と監督責
任体制が規定された。その給与支払制度では、建設プロジェク
ト毎に元請業者名義の農民工給与支払専門口座を開設し（施
工許可要件の条件の1つともされる）、発注者は工事代金の他
の部分とは分けてその口座に農民工給与を支払い、元請業者
は給与を農民工各個人の口座に直接支払うとしている。

農民工の権利保護という立法の目的には大いに賛同するも
のではあるが、専用口座の開設に当たっては、一方で金融監督
要求への対応もあり実務上の不便と時間ロスが生じている。
工事プロジェクトのスムーズな進行のため、調整改善されてい
くことを期待したい。

＜建議＞
①	建築業に従事する外国人社員と現地社員の資格

取得制度の不平等な取り扱いと法令の整備、具体
的には日本の一級建築士、一級施工管理技術士な
どの資格を中国の建造師資格等と同等に取り扱う
ことを要望する。

②	二級建造師の受験に要求される社会保険納付
証明について、本社と分公司を一つの企業と見
做し、当該企業の職員であれば社会保険の納付
先（地）がどこであろうと、制限されることなく受
験・登録できることを要望する。

③	中国における建築技術水準向上に資する建設関
連資格制度の広範な普及を促進するという観点か
ら、「プロジェクトに携わる発注者・勘察・設計・施
工・監理責任者個人に対する品質終身責任制」の
撤廃を要望する。

④	各地域進出時、および施工許可申請時における以
下の諸要求の緩和・地方毎の運用のばらつきの改
善を要望する。

・	当事者間（発注者-請負者）では不要と合意してい
る工事ボンドの発行要求。

・	請負契約締結にあたっての「施工契約モデル書
式」の使用強制

・	法人身分証明書（外国人の場合パスポート）の提出。

⑤	事故や規範違反によらない工事停止命令の抑制
を要望する。公共イベント、大気汚染予防等、理由
はさまざまであるが、地域一帯の工事停止命令や
施工制限を突然命令されることがある。工事の停
止は労働力・物資の経済的損失に直結する。事故
や規範違反のない場合には発注者・請負者がその
損失を負担すべきではない。抑制を要望する。や
むを得ない場合も期間の短縮、相当前もっての通
知を要望する。

⑥	農民工給与専門口座について、以下を要望する。

・	農民工給与専門口座の開設に関して、企業法定代
表人の確認（法定代表人自身が銀行支店を訪問
する、身分証明書原本を持参する、銀行の専用ア
プリによる顔認証、等）の調整に時間とコストを要
しており、特に法定代表人が国内常駐でない企業
においては実現が非常に困難である場合もある。

　例えば、Skype等世界で広く使用されているアプリ
での遠隔での本人確認や、同目的での法定代表人
確認を2度目以降不要とするなど、口座開設手続
の簡易化を要望する。

・	また、現在、口座を開設する銀行は工事建設地毎
に少数指定された銀行の中からしか選択できない
が、企業の財務管理の視点から、自由に選択でき
るようになることを要望する。

・	専用口座に預け入れる給与保証金の額は入金した
工事代金の一定比率ではなく、実際の施工高に応
じた割合または定額工事量による額とすることを
要望する。
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２．不動産

不動産投資はV字回復
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020年1～

2月の不動産開発投資額の伸び率はマイナス16.3％と最低
水準であった。その後徐々に回復し、2020年通年での不動
産開発投資額伸び率は7.0％で、投資総額は14兆1,443億
元となり、過去最高を更新した。うち住宅投資総額は前年
比7.6％増の10兆4,446億元、オフィスビル投資額は前年
比5.4％増の6,494億元となった。商業不動産投資額は前
年比1.1％減の1兆3,076億元であった。全国固定資産投資
（農家を除く）総額は51兆8,907億元で、前年比2.9％増と
なった。投資額の落ち込みはあったものの、第1四半期は
毎年閑散期となっており、新型コロナウイルス感染症によ
る影響は、他の業界に比べ不動産業界では少なかった。不
動産開発投資の安定的な成長は、不動産業界の柔軟性と
底力を反映しており、不動産業界のマクロ経済への貢献度
が高いことも証明している。

図1：	 全国不動産開発投資額の伸び率
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出所：国家統計局、以下同様

不動産開発投資は中部・東北部より東
部・西部地域の勢いが強い
2020年の東部地域の不動産開発投資額は7兆4,564億
元で、前年比7.6％増加した（うち住宅投資額は5兆3,598億
元で、前年比7.5％増加）。

中部地域の投資額は2兆8,802億元で、前年比4.4％増
加した（うち住宅投資額は2兆2,661億元で、前年比5.7％
増加）。

西部地域の投資額は3兆2,654億元で、前年比8.2％増加し
た（うち住宅投資額は2兆4,133億元で、前年比10.0％増加）。

東北部地域への投資額は5,423億元、前年比6.2％増加
した(うち住宅投資は4,053億元で、前年比5.4％増加)。不動
産投資は地域によって偏りがあり、東部地域の投資額が全
国の半分以上を占めている。

表1：	 2020年の地域別不動産開発投資の状況

地区 投資額
(億元)

前年比-
伸び率 (%)住宅 住宅

全国合計 141,443 104,446 7.0 7.6
東部地区 74,564 53,598 7.6 7.5
中部地区 28,802 22,661 4.4 5.7
西部地区 32,654 24,133 8.2 10.0
東北地区 5,423 4,053 6.2 5.4

不動産開発企業の資金は十分で、2020
年の伸び率は前年を上回った
2020年末時点で、企業の資金調達総額は19兆3,115億
元で、前年比8.1％増加した。うち国内融資は2兆6,676億元
で前年比5.7％増、海外融資は192億元で前年比9.3％増、自
己調達資金は6兆3,377億元で前年比9.0％増、頭金および
前払い金は6兆6,547億元で前年比8.5％増、個人向け住宅
貸付金は2兆9,976億元で前年比9.9％増加した。

施工面積は引き続き増加し、新規着工、
竣工面積は縮小傾向
2020年の不動産開発の施工総面積は92億6,759万平方
メートルで、前年比3.7％増加した。住宅施工面積は65億
5,558万平方メートルで、前年比4.4％増加した。オフィスビ
ル施工面積は3億7,084万平方メートルで、前年比0.5％減
少した。商業不動産の施工面積は9億3,198万平方メートル
で、前年比7.2％減少した。ここ数年、オフィスビルと商業不
動産の供給が過剰となっている。また、施工総面積と住宅
施工面積は増加しており、開発業者は不動産業界の長期的
な発展と将来性に期待している。

2020年の不動産開発の新規着工面積は22億4,433万平
方メートルで、前年比1.2％減少となった。うち住宅の新規着
工事面積は16億4,329万平方メートルで、前年比1.9％減少
した。オフィスビルの新規着工面積は6,604万平方メートル
で、前年比6.8％減少した。商業不動産の新規着工面積は1
億8,012万平方メートルで、前年比4.9％減少した。新規着工
面積は全面的に減少しており、開発業者は、経済の落ち込
みと新型コロナウイルス感染症の影響を背景に、短期的に
は慎重な姿勢を取っている。

2020年の不動産開発の竣工面積は9億1,218万平方
メートルで、前年比4.9％減少した。うち住宅竣工面積は6
億5,910万平方メートルで、前年比3.1％減少した。オフィス
竣工面積は3,042万平方メートルで、前年比22.5％減少し
た。商業不動産の竣工面積は8,621万平方メートルで、前
年比20.3％減少した。不動産取引に関する購入規制が緩
和されないため、短期的には不確実で先の見えない状態
となっている。竣工面積は全面的に減少している状況で、
開発業者は保守的にリスク回避をした施工計画をしたこと
を示している。



132 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

分譲建物取引面積、取引額はともに最高
記録を更新
2020年の分譲建物取引面積は前年比2.6％増の17億
6,086万平方メートルとなった。うち住宅は15億4,878万平
方メートルで、前年比3.2％増加した。オフィスビルは3,334
万平方メートルで、前年比10.4％減少した。商業不動産の取
引面積は9,288万平方メートルで、前年比8.7％減少した。

分譲建物の取引総額は17兆3,613億元で、前年比8.7％増
加した。住宅の取引額は15兆4,567億元で、前年比10.8％増
加した。オフィスビルの取引額は5,047億元で、前年比5.3％
減少した。商業不動産の取引額は9,889億元で、前年比
11.2％減少となっている。

2020年の全国の分譲建物の取引規模は再び過去最高を
更新した。住宅販売は全体的に需要に追いついておらず、
一方オフィスビル、商業用不動産販売の勢いは減速傾向と
なった。

分譲建物の取引は、中部・東北地域より
東部・西部地域が好調
2020年の東部地域の分譲建物の取引面積は7億1,311
万平方メートルで、前年比7.1％増、取引額は9兆5,690億元
で14.1％増加した。中部地域の分譲建物の取引面積は4億
9,078万平方メートルで、前年比1.9％減、取引額は前年比
1.0％増の3兆5,854億元であった。西部地域の分譲建物の
取引面積は4億8,628万平方メートルで、前年比2.6％増加、
取引額は前年比5.1％増の3兆6,257億元であった。東北地
域の分譲建物の販売面積は7,069万平方メートルで、前年比
5.8％減少、取引額は前年比1.5％減の5,812億元となった。
東部地域の分譲建物の取引面積は全国の約40％を占めて
おり、取引額は全国の約55％を占めている。

表2：	2020年の地域別不動産販売状況

地区
商品不動産販売面積 商品不動産販売額
万平方 

メートル
前年比-

伸び率（%） 億元 前年比-
伸び率（%）

全国合計 176,086 2.6 173,613 8.7
東部地区 71,311 7.1 95,690 14.1
中部地区 49,078 △1.9 35,854 1.0
西部地区 48,628 2.6 36,257 5.1
東北地区 7,069 △5.8 5,812 △1.5

土地の取引面積は減少、取引額が大幅に
上昇
2020年の不動産開発の土地取引総面積は2億5,536万
平方メートルで、前年比1.1％減少した。土地の取引額は1兆
7,269億元で、前年比17.4％増加した。

土地価格の伸び率は、住宅価格の伸び率
を上回った
2020年の全国土地の平均価格は6,763元/平方メートル
で、前年比18.7％上昇した。全国の分譲マンションの平均価
格は9,860元/平方メートルで、前年比で5.9％上昇した。土
地価格の上昇幅は、住宅価格の上昇幅を大幅に上回り、土
地価格上昇が住宅価格上昇を促進する重要な要因の1つで
あることを示している。

分譲建物の価格は全体的に緩やかに上
昇。上昇地域が多く、下落地域は少ない
2020年の第4四半期、全国の分譲マンションの市場価
格は安定基調の中でやや上昇となった。北京市、上海市、
広東省広州市、同深圳市の4つの1級都市の新築住宅と中
古住宅の価格は、前期比でいずれも小幅な上昇となった。
都市毎に市場価格は活発な動きを見せた。2020年12月時
点で、主要70都市の住宅価格指数は、新築住宅価格にお
いて、同年前月比で42都市が上昇、前年同月比で62都市が
上昇となった。また中古住宅の価格は同年前月比で38都
市が上昇、前年同月比で43都市が上昇した。長期的な購入
制限政策がとられているため、住み替えのニーズが満たさ
れておらず、新築住宅のニーズが、中古住宅にも影響を及
ぼしている。

売れ残り分譲マンションの在庫数は横
ばい
2020年末時点で、売れ残り分譲マンションの面積は4億
9,850万平方メートルで、前年比0.1％増加した。うち住宅の
売れ残り面積は2億2,379万平方メートルで、前年比0.4％
減少し、オフィスビルの売れ残り面積は3,796万平方メート
ルで、前年比0.1％減少した。商業不動産の販売面積は1億
2,934万平方メートルで前年比2.6％減少した。在庫を削減
する政策措置により、住宅に対しての在庫削減は順調に推
移し、オフィスビルや商業物件に対しての効果は薄かった。

2020年末、国内不動産市場景気指数は
100.76で、年間最高値となった
図2：	国内不動産市場景気指数

98.23

101.27

100.33
98.90

97.44

99.38

99.86
100.09

100.32

100.42

100.50

100.55

100.76

2019年
12月

2020年
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
95

97

99

101

103



134 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

＜建議＞
①	政府に対し不動産賃貸、売買の関連法細則の整
備を要望する。

②	企業の管轄納税区税務局と事務所所在地が異
なる場合、中国の法律に反するか不明である。
納税に関しての法的な見解、説明を要望する。

③	2014年に国務院が不動産仲介人職業資格許可
と認証を止めたため、現在、不動産仲介会社は
毎年主管部門へ不動産仲介人の資質認可申請を
しなくてはならない状態。また不動産仲介業の
新規資格登録をすることができない。従前の様
に関連法律規定を整えることを要望する。

④	建築基準法に則った基本細則があるので、それ
に基づき申請が可能。ただし、施工するオフィス
面積が300平米以上の場合には、消防審査のた
めの申請、審査、検査に時間を要するため、施工
期間が長くかかる傾向になる。現在300平米未
満の施行の場合、WEB上での申請が簡素化され
ているが、WEB申請の対象を500平米若しくは
600平米を基準とするように変更を要望する。

⑤	オフィス移転の際、住所変更申請の事務手続が
不明瞭である（特に区をまたぐ移転の場合には
さらに手続が煩雑）。手続の簡素化と効率化、
また担当者の知識およびサービス等のレベルの
向上を要望する。（また移転先の登記続きの際
に、旧借主の登記が残っており、登記ができな
いケースがある。企業の住所変更の際には旧オ
フィスの登記抹消と新オフィスの登記を同時履
行とする規定が望ましい。）

⑥	不動産所有権登記証の抵当権が設定された不
動産の賃貸において、賃貸人側が銀行支払い未
払い等の問題を起こした際に、賃借人側は当該
物件において賃貸人自身が破るリスク（設定不
動産抵当権の没収など）に対して、それを受け入
れることができない問題がある。政府機関は立
法化し賃借人の権利を守ることを要望する。

⑦	外資の不動産建設業への投資における制限の
緩和、特に外商投資不動産企業に対する国外借
入禁止条項の撤廃および独禁法審査基準の明
確化を要望する。

⑧	不動産開発にかかわるプロジェクト会社の清算
手続の迅速化を要望する。
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１．繊維・アパレル
中国繊維・アパレル産業の2020年は、新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）の世界的流行と、欧米諸国との政治
的問題の影響も受けて波乱の一年となった。

年初から感染が広がった新型コロナウイルス感染症に対
して業界は積極的な役割を果たした。政府や関連団体の
要請を受け、春節連休中からアパレルや素材メーカー各社
がマスクや防護服の生産に乗り出した。異業種の参入も目
立った。拙速とも言える増産は粗悪品の流通や原料高騰な
ど副作用を招いたものの、世界的なマスク不足の解消に貢
献した。コロナ禍を受けたアパレル需要の縮小の影響をマ
スクや防護服でカバーした企業も少なくなかった。

ただ、「コロナ特需」の恩恵を受けない企業の多くは苦
戦した。国家統計局によると、一定規模以上の繊維企業の
2020年の工業増加値（日本の売上高総利益に相当）は前年
比2.6％減少、営業収入と利益総額（税引き前利益に相当）
もそれぞれ8.8％、6.4％減っている。主要品目の生産は、マ
スクなどに使われる不織布のみ2ケタの伸びを示し、化繊
の一部を除いた大部分が前年割れした。

一方、中国は国内の感染に対応して都市封鎖や移動制
限、デジタルを駆使した感染者の隔離を実施し、いち早く
拡大を抑え込んだ。これにより5月頃からアパレルなどの小
売りが回復、中国政府は内需の潜在力を主体に国内外市場
を発揮して力強い持続的発展を実現する「双循環」政策を
採るが、繊維・アパレル産業も内需シフトが顕著になった。
受注減に苦しむ輸出向け企業の多くが内需開拓に動いて
いる。

新型コロナウイルス感染症の影響で国内アパレル市場で
はネットシフトが加速した。2、3月に実店舗が休業に追い
込まれる中、百貨店アパレルがネット通販を強化し、動画
配信通販「ライブコマース」を通じたアパレル販売が急速に
普及した。

輸出に目を転じると、感染が続く欧米や日本など海外市
場の不振で、衣類の輸出は防護服を除き一貫して芳しくな
かった。他方マスクを含む紡織品は、年初は国内向け、そ
の後輸出向けに急伸した。その結果、紡織品が衣類の落ち
込みをカバーして通年の繊維品輸出は2年ぶりに前年を上
回った。伸び率は9.6％で、直近では2013年（11.4％）に次ぐ
高い伸びとなった。

欧米諸国との人権をめぐる摩擦が深刻化し業界に波及し
た一年でもあった。欧米企業が新疆ウイグル自治区での強

制労働の疑いを理由に新疆綿を忌避する動きが波紋を広
げた。

中国の繊維･アパレル産業動向
2020年の生産動向
国家統計局によると2020年1～11月の繊維主要品目の
生産量は、紡績糸が2,371万トン（前年同期比10.2％減）、
生地が331億メートル（18.3％減）で、共に2ケタの落ち込み
となった。双方とも2年連続で前年割れした。好調であった
のが不織布で、14.4％増の522万トンだった。コロナ禍を受
けてマスクや防護服向けが伸びた。化学繊維は1.2％増の
5,563万トン、需要は落ち込んだが、大手メーカーが川中へ
の投資を続けていることが影響して微増となった。ポリエス
テルとナイロンが健闘する半面、レーヨンとアクリルは落ち
込んだ。新型コロナウイルス感染症の影響が大きい衣類生
産は200億着で8.8％の減少となった。

表1：	 2020年（1～11月）繊維品生産量
品目 単位 生産量 前年同期

比増減％
紡績糸 万トン 2,371 △10.2 

生地 万メートル 3,307,344 △18.3 
不織布 トン 5,221,643 14.4 
タイヤコード トン 573,710 △7.3 

化学繊維 万トン 5,563 1.2 
再生繊維 万トン 466 △2.0 

うちレーヨンS 万トン 324 △8.6 
レーヨンF 万トン 19 △4.3 

         アセテートF 万トン 43 6.6 
合繊繊維 万トン 5,084 1.4 

うちポリエステル 万トン 4,439 2.4 
ナイロン 万トン 387 3.4 
アクリル 万トン 55 △10.4 
ビニロン 万トン 8 1.8 

ポリプロピレン 万トン 37 △9.0 
スパンデックス 万トン 75 5.6 

衣類 億着 200 △8.8

注）出所：	国家統計局等、年商20百万元以上の企業が対象

2020年の国内消費
国家統計局による2020年の社会消費品小売総額は39
兆1,981億元で前年比3.9％減（2019年は8％増）、うち衣料
品（衣類・靴・帽子・ニット品）は、1兆2,365億元で6.6％減
（2019年は2.9％増）。ネット通販小売額は10.9％増の11
兆7,601億元。モノのネット通販小売額は9兆7,590億元で
14.8％増え、うち衣料品は5.8％増だった。

政府系調査機関、中華全国商業情報センターがまとめ

第４章
製造業



138 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

る、百貨店を中心とする全国重点小売企業100社の20年衣
類販売額の増減率は13.8％減と、2018年から3年連続で前
年を下回った。この販売額はネット通販を含まない。

国内アパレル市場は新型コロナウイルス感染症対応でネッ
トシフトが加速している。環境の変化に対応できない実店舗
型ブランドが苦戦する一方、ネット通販に積極的な百貨店ア
パレルや、ネット専業の高級レディースの好調が目立った。

ファッションのスポーツテイストの流行や、ランニングや
ヨガなどスポーツ人口の拡大を受け、スポーツブランドも軒
並み調子が良い。

「国潮」（グオチャオ＝国産熱）トレンドにより、国内ブラ
ンドが優勢な一方、海外勢は欧米ファストファッションを中
心に芳しくないところが多く、撤退も増えている。

図：	 中国アパレル販売額の対前年増減推移

10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

 A) 全国社会消費小売総額（アパレル）

 B) 全国重点小売100社販売額（アパレル）
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注：	年別、前年比％、出所：A)国家統計局　B)中華全国商業信息中心

2020年の貿易動向
中国海関統計によると、紡織品（紡績糸・生地・二次製
品）と衣類（服飾雑貨含む）を合わせた2020年の繊維品輸
出額は前年比9.6％増の2,912億ドルだった。2019年は3年
振りに前年割れとなったのが再び増加に転じたのは、新型
コロナウイルス感染症を背景にマスクや防護服用途を含む
紡織品が1,538億ドルと3割弱も伸びたのが貢献した。衣類
は1,374億ドルで6.4％減となった。

一方中国の輸入では、衣類が4.1％増の93億ドルとなっ
た。中国人も海外旅行ができない中、従来の海外における
高級ブランド消費が国内に回帰した影響とみられる。

表2：	2020年中国繊維品輸出入（単位：億ドル）
輸出

2020年1～12月 前年比増減（％）
紡織品 1,538.4 29.2
衣類 1,373.8 △6.4
合計 2,912.2 9.6

輸入
2020年1～12月 前年比増減（％）

紡織品 137.7 △12.4
衣類 93.0 4.1
合計 230.7 △6.4

注：	紡織品＝糸、生地、二次次製品、衣類は付属品を含む
出所：	中国海関統計

マスクなどの原料となる不織布の2020年1～11月の輸出
額は49億ドルで62.6％増えた。マスクの3～12月の輸出量は
2,242億枚（3,400億元相当）、うち医療用マスクは650億枚
となった。防護服の3～12月輸出量は23億着で、うち医療用
は7億7,300万着となった。2020年の衣類輸出のうち、一般
製品以外のカテゴリー「防護服を含むその他衣類」の輸出
額は90億ドルとなり、構成比は7％弱であるが昨年の3倍を
超える伸びを示した。

表3：2020年1～11月中国不織布関係の輸出（単位：億ドル）

商品名 数量単位 数量
前年同
期比増減
（％）

金額-
(億ドル)

前年同
期比増減
（％）

不織布 万トン 125 31.6 45.8 62.6
使い捨て
衛生用品 ― ― ― 20.4 8.2

マスク 億枚 2,242 ― ― ―
防護服 億着 23 ― ― ―

出所：中国産業用紡織品行業協会
			 
繊維品の輸出額は、国・地域別では新型コロナウイルス
感染症によるマスク需要の拡大で先進国向けが伸びの中心
となった。上位の10カ国・地域ではロシアを除く9カ国・地
域が前年超え、特に北米、欧州諸国向けが急伸した。7位フ
ランス、9位カナダ、10位イタリアは、2019年ではすべてラ
ンク外だった。

国・地域別の輸入では、繊維品のうち衣類でイタリアとフ
ランス製が伸びた。新型コロナウイルス感染症で海外旅行
ができない中、高級品の国内消費が拡大しているのを反映
したもので、日本からも繊維品全体では前年比割れである
が、衣類は3割以上輸入が増えている。
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表4・5：2020年中国繊維品輸出入（地域別上位10カ 
   国・地域）

輸出
仕向地 万ドル 前年比増減（％) シェア（％）

全世界 29,623,330 9.1 100.0
うち欧州連合(EU) 5,393,256 34.3 18.2

ASEAN 3,974,330 1.7 13.4 
アフリカ 1,983,698 △1.5 6.7 
中東 1,924,131 △3.7 6.5 

米国 5,533,157 22.5 18.7 
日本 2,192,290 10.3 7.4 
ベトナム 1,498,842 0.3 5.1 
イギリス 1,283,519 83.2 4.3 
ドイツ 1,187,083 51.3 4.0 
韓国 935,778 7.5 3.2 
フランス 838,839 82.2 2.8 
ロシア 764,818 △13.3 2.6 
カナダ 643,560 63.0 2.2 
イタリア 621,626 36.0 2.1 

輸入
輸出国・地域 万ドル 前年比増減（％) シェア（％）

全世界 2,364,505 △4.1 100.0
うち欧州連合(EU) 457,922 8.5 19.4

ASEAN 683,127 △5.9 28.9
アフリカ 30,435 8.0 1.3
中東 35,175 4.0 1.5

ベトナム 417,505 △10.2 17.7
イタリア 247,465 7.9 10.5
日本 212,193 △12.2 9.0
中国 200,196 △5.5 8.5
台湾 155,600 △21.8 6.6
韓国 143,445 △2.8 6.1
インド 80,433 △28.1 3.4
インドネシア 73,998 △15.8 3.1
パキスタン 72,004 56.6 3.1
マレーシア 65,058 38.7 2.8

出所：	中国紡織品進出口商会

2020年の投資動向
2020年の固定資産投資額（農家を除く）は51兆8,907億
元で、前年比2.9％増えた。20年1～9月以来4期連続で上昇
した。上げ幅は前年に比べ、2.5ポイント縮小した。うち紡
織業は6.9％減だった。19年1～6月以来、18期連続で前年
同期を下回った。ただ下落幅は前年に比べ2ポイント、20年
1～11月に比べ1.1ポイント縮小した。

2021年の展望
2021年の繊維・アパレル産業も国内外の新型コロナウイ
ルス感染症の行方に左右されるとみられるが、昨年のよう
な極端な浮き沈みはなさそうだ。足元で輸出は紡織品の伸
びが落ち着く半面、衣類は前年同月をやや上回る伸びで推
移している。このまま徐々に正常化に向かう可能性もある。

一方コロナ禍以外にも、米中摩擦や香港問題を背景と
して、欧米企業による新疆綿の排除など輸出を取り巻く環
境は不透明な部分もある。新型コロナウイルス感染症後は
ASEAN地域からの一部中国への生産回帰も指摘されてい
るが、コロナ禍が落ち着けばASEANシフトが再び加速する
だろう。

国内市場ではブランド間の競争が激化し、勝ち組、負け

組の差がさらに鮮明になりそうだ。ネットへの対応力が今後
の成否を分けることになる。“国潮”トレンドや消費のアップグ
レードなどを背景に、新興ブランドが続 と々登場してくるだ
ろう。

具体的な問題点と改善要望
日本の繊維産業にとって中国は最大の貿易相手であり、
日本企業による中国への投資やサプライチェーン形成にお
いても最重要国である。また中国側としても日本は主要な
輸出先であり、近年では重要な投資対象国となっている。
この様に相互に最重要パートナーという認識の下、両国業
界は日本繊維産業連盟（日本繊産連）と中国紡織工業聯合
会（中紡聯）による業界間国際会議「日中繊維産業発展・
協力会議」を2004年から開始し、各種情報、意見の交換を
行ってきた。

その後アジアの繊維先進国として韓国を加え、三カ国で
率直に議論を行うプラットフォーム「日中韓繊維産業協力
会議」を発展的に2010年から立ち上げ、三カ国に共通する
テーマを取り上げて専門家委員会による交流、協力関係を
さらに発展させ、より掘り下げた活動を継続している。

経済連携協定（EPA/FTA等）に向けた取り組み
前述の通り日中間の繊維貿易および投資、サプライチェー
ンによる経済規模は巨大であり、経済連携協定による効果
は大きいと期待される。こうした中2020年11月15日、この日
中を含むメガFTAである地域的な包括的経済連携（RCEP）
協定が、当初交渉参加のインドを除いた15カ国によって署
名された。繊維産業においてもRCEP協定加盟国は世界の
中で非常に大きな位置づけにあり、この15カ国で世界の化
繊生産の約9割、紡織設備（紡機、織機）の7～8割、衣類輸
出の7割以上の規模を擁し、繊維品供給の最大拠点となっ
ている。一方で繊維の消費という点でも既に世界の過半を
占め、その水準も高度化が進んでいる。

日本の繊維貿易（2019年）でもRCEP協定加盟14カ国
が輸出で60％、輸入で85％と大半を占め、今回初めて日本
とのEPA協定の対象となった中国と韓国に限っても輸出で
34％、輸入で56％を占めるという密接な関係にある。日本
繊維・アパレル業界としてもRCEP協定合意を前向きに評価
するものである。

表6：	日本の繊維貿易に占めるRCEP協定加盟国の
シェア（2019年）

日本からの輸出-
（億円）

日本への輸入-
（億円）

世界計 8,860 42,239
中国 2,556 23,172
韓国 445 534

ASEAN10カ国 2,290 11,979
オーストラリア 33 42
ニュージーランド 5 1
RCEP14カ国計
（RCEPシェア）

5,329
(60％)

35,728
(85％)

＜参考＞インド-
（シェア）

142-
(2％)

556-
(1％)

出所：	財務省貿易統計より日本化繊協会作成
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RCEP協定の繊維分野における妥結内容をみると、まず
原産地規則は原則1工程ルールが適用されているため、活
用しやすいというメリットが考えられる。一方で関税撤廃
については、特に日中韓が関与する範囲において「段階的
な撤廃（ステージング）」や「除外」の品目が多く存在し、
RCEP協定活用によるさらなるグローバルな繊維ビジネス高
度化への期待は、中長期的なものにとどまっている。

従って我々日本繊維・アパレル産業としては、現在交渉中
である日中韓FTAにおいて、RCEP協定の今後の運用をリー
ドして行けるようなハイレベルな内容の自由化が早期に取
りまとめられる事が望まれる。膨大な川上の生産能力を擁
する中国としても、高レベルの自由な貿易と投資体制構築
に加えて、川中・川下における高次加工技術の開発強化も
見据えた知的財産権保護の問題、製品安全基準の統一等
についても、日本政府や業界との情報交換、共同研究の推
進に対しての積極的な支援をいただくよう要望する。

繊維産業としてのサステナビリティへの取り組み
2015年に採択された国連SDGs、さらには2017年公表の
「衣類・履物についてのOECDデュー・ディリジェンスガイダ
ンス（以下「DDガイダンス」）」を契機として、世界の繊維産
業に対する環境・安全問題を始めとしたサステナビリティへ
の関心が大きく高まっている。

環境問題について次の2点を指摘したい。i)染色を始め製
造業としての繊維産業に対して中国政府は既に厳しい環境
規制を実施し、有害化学物質の排出削減、大気汚染・水質
汚濁防止等への対策を徹底しており、省エネ・リサイクル、
再生可能な繊維製品の開発にも積極的に取り組んでいる。
日系進出企業もこれを高く評価し、全面的協力を惜しまな
い。ただしその運用に際しては、適切な時間的余裕や事業
運営の実態にも配慮した実施をお願いしたい。ii)環境対策
に関して、日本の繊維業界は世界に先駆けて問題に直面し
た実績があり、長年培った技術や特殊機能製品は大気･水
環境の保全、浄化に大いに貢献するものである。政府として
も環境対策のため有効な繊維技術、製品が導入、活用され
るようなさらなる制度作りを要望する。

OECD「DDガイダンス」は衣類・履物セクターに対して12
項目にわたるリスクへの対応を求めている。個々の企業ベー
スでの対応が主体になるものも多いが、日本繊維・アパレル
産業界としては、環境問題に加えて製品安全にかかわる業
界基準と運用に関する情報共有を推進し、共有の懸案課題
の検討から着手して行きたい。

繊維産業のサステナビリティに関して中紡聯は2018年1月
にOECDとMOUを締結し、国内では中国紡織サプライチェー
ン化学品環境委員会が設立される等、中国における対応も
着実に進展している。この点でも両国の繊維産業間で情報
の共有化を図り、「日中韓繊維産業協力会議」の場でもテー
マアップして、協同で取り組める分野の検討を希望する。

知的財産権保護について
知的財産権保護の問題については2008年末に日本繊産
連と中国紡織工業協会（現・中紡聯）の間で覚え書きを締
結した。知的財産権の侵害で繊維産業においてもいまだに

深刻なのは　i)商標の冒認登録　ii)インターネットサイト等
での模倣品横行の2点である。冒認登録とは、例えば日本の
アパレルの著名商標が中国の第三者によって中国で登録さ
れてしまい、現地での販売行為に支障を来すもので、模倣
品は、日本アパレルのブランドやデザインを無断でコピーし
た商品がそのブランド価値や企業イメージを毀損するもの
である。日本アパレル産業協会によるとEC販売の急激な増
加を受けて偽ブランドがネット上でも増加している。前年度
に引き続き商標登録審査の厳格化、模倣品に対する取り締
まり強化を希望する。

投資、事業運営に関する障害、各種問題点の是正
・外貨決済による中国を産地とした三国貿易において、
仕入先に対する決済のタイミングに関する規制がここ
にきて緩和されている。関連当局の改善対応に感謝申
し上げる。
・輸出増値税の還付手続について、生地取引の商売にお
いて既に仕入れて在庫しているものから輸出するケー
スもあるが、その場合には還付対象外となる現状ルー
ルを緩和してもらうよう要望する。また輸出入手帳に
関しては開設に要する期間の短縮（現状1カ月）、な
らびに恒常的にロスが発生する生地の輸出入取引につ
いては、一契約においてある程度の許容数量を設ける
事を検討いただくよう要望する。
・アパレル製品に関する品質表示基準は依然として商品
下げ札に記載する品質表示基準が不明確で、各省で
異なったルールが運用されている。また品質表示は混
率や組成および商品品質の分類も必要以上に細かく記
載を求めている。全国統一の基準制定を要望すると共
に、品質表示の簡素化等、より適切なルール運用をし
ていただきたい。
・品質管理基準について、自社基準を企業基準として登
録できる対象を、生産型企業に限定せず、非生産型企
業も対象とするルール改正を引き続き要望したい。ま
た国内販売する商品の品質検査は、CNAS（中国適格
評定国家認定委員会）とCMA（中国内販試験検査機
関）双方から認定・認証を受ける必要があり、これに
より企業はほぼ同内容の監査を2度受けなければなら
ない。品質検査機関への認定・認証はCNASとCMAの
どちらか片方で済むような改正を要望する。
・2020年12月に施行された輸出管理法については本
「白書」の共通部分で触れている通りであるが、日本
繊維・アパレル業界としても中紡聯との継続した緊密
な情報交換を要望する。

＜建議＞
①	経済連携協定に関し、昨年RCEPが15カ国で合
意に至ったことは繊維・アパレル業界としても前
向きに評価したい。しかしながら中国（韓国も含
む）の輸入についての関税撤廃は長期ステージ
ング品目が多い等の問題も見られるため、今後
進められる日中韓FTA交渉においてはさらに高
いレベルを目指して、中国政府としても積極的な
支援を要望する。

②	国連、OECDの動向もあり昨今関心が高まる繊維
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産業のサステナビリティへの対応という観点から
も、従来からの環境対応、製品安全面での協力、
情報交換を継続したい。なお、製造業における
環境対策、排出規制には全面的に賛同するが、
事業運営の実態にも配慮の上での政策運用を
要望する。また環境保護に有効な繊維製品・技
術の積極的な導入、製品安全にかかわる情報交
換、制度情報の公開も引き続き要望する。

③	知的財産保護については商標の冒認登録ならび
にネットサイト等での模倣品に対する取り締まり
強化を要望する。

④	輸出増値税に関する事務処理について、より現
実の取引に即した改善を要望する。

⑤	アパレル製品の品質表示法に関しては、全国統
一かつ簡略化してルール遵守可能な制度運用を
要望する。

⑥	品質管理基準について、生産型企業以外でも自
社基準を適用できるよう、また品質検査機関へ
の認定・認証はCNASまたはCMAいずれかとする
よう要望する。
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２．化学品
2020年の中国の石油・化学工業全体の売上総額は、前

年比8.7％減の11兆800億元、利益総額は同13.5％減の
5,155億元、貿易総額は同12.8％減の6,297億ドルと、いず
れも前年より落ち込む結果となり、新型コロナウイルス感
染症の世界的な蔓延に伴う経済の減速、市況下落が業界
にも大きな影響を及ぼした。市況については、化学工業品
の価格総額が前年比6.4％下落し、主な化学工業品127種
類中99種の年平均価格が前年割れとなった。また、化学工
業分野の固定資産投資も、前年比1.2％減と2017年以来の
下落幅となった。一方、年後半は早期の経済活動の再開、
および内需に支えられ、生産量や需要はプラスに回復し
た。特に、ファインケミカル分野においては、前年比で売上
高が1.6％増、利益13.4％増となった。

2021年の石油・化学工業は、新型コロナウイルス感染症
の影響をはじめ、米国との対立を含む世界経済動向の不
確定要素が懸念材料としてあるものの、第14次5カ年規画
で継続される、内需の強化と産業構造調整の取り組み成
果を基に回復傾向を継続し、利益総額は10％の増加、貿易
総額も8％程度の増加を見込んでいる。

原油需要および輸入依存度は引き続き
上昇
2020年の中国の原油需要は、前年比約6％増の7億
3,700万トンに達した。国内生産は前年比2.1％増の1億
9,500万トンにとどまったものの、原油純輸入量は前年
比7.1％増の5億4,200万トンと過去最高輸入量を今年も
更新し、輸入依存度は前年比0.9ポイント上昇し73.5％と
なった。

表：	 原油（単位：億トン）
2017年-
実績

2018年-
実績

2019年-
実績

2020年-
実績

原油生産量 1.92 1.89 1.91 1.95
純輸入量 4.19 4.62 5.06 5.42
消費 6.11 6.51 6.97 7.37
輸入依存度(％) 68.6 70.8 72.6 73.5

出典：中国国家統計局、中国海関統計

エチレン生産量は年前半マイナスも、通年
では回復
化学品の基礎原料であるエチレンの2020年の生産量
は、前年比4.9％増の2,160万トンとなり今年も過去最高を
更新した。1992年以降初となる中国経済のマイナス成長
の影響もあり、石油・化学品生産量は、年初5.1％のマイナ
スであったが、政府の需要回復の取り組みもあり、第2四
半期以降の需要量の回復に伴い、8月以降はプラスに転じ
た。恒力石化や浙江石油化工等2020年に計画されていた
大規模設備が順次稼働しているが、万華化学やシノペッ
ク等多くの企業で引き続き設備増強が計画されており、

2021年には1,000万トンの上乗せ、2025年までには年産
7,500万トンに達する見込みであり、下流製品の供給過剰
等、石油化学製品の市場の需給バランスを崩しかねないと
懸念もされている。

安全防災、環境管理対策の向上と徹底
化学品の法規制の制定・改正が相次いでおり、廃棄物・
安全管理・環境関係で十数件が公布・施行され、規制強化
による管理レベルの向上が求められている。

安全防災に関しては天津市や江蘇省塩城市で発生した
重大事故を受け、危険化学品の取り扱いに関する管理強化
の必要性が増す中、危険化学品貯蔵規則の改正や最上位
法となる「危険化学品安全法」の制定の準備が進められて
おり、監督責任の明確化も図られる見込みである。また、
国務院により実施されている「全国安全生産特別治療三
年行動計画」中の「危険化学品安全特別治療三年間行動
実施案」においては、2020年4月から3年間、4段階（実施
案制定、検査整備(2020年)、重点対応(2021年)、統合定着
(2022年)）の計画で危険化学品事故の潜在的な危険性を
根本から取り除くため、工場建設、製造、物流、貯蔵等の事
業活動全般において、リスク管理(基準制定)、地域も含めた
安全水準向上、従業員の専門能力向上、企業の主体責任の
明確化および、当局の安全管理監督の各分野において複数
の任務（目標）を設定した網羅的で徹底した取り組みがな
されている。2020年の段階で、同行動の深化を推進すると
して、小規模の化学工業企業の法規違反1,489カ所を摘発
したと発表された。2021年は、重点対応としてリスク評価
も含めた問題の改善を強力に要求・推進し、問題が深刻で、
改善後も安全要求に合致しない企業は、法的処置により閉
鎖・退出させ、生産を認めないとされており、対象となる企
業は適切な対応が必要と見込まれる。

また環境管理に関しては、「新化学物質環境管理登記弁
法」（第12号令）が施行された。2010年以来の改正で、世
界的な新化学物質管理に対する要求への対応を図った。あ
わせて、化学業界からの要望を反映し、従来の簡易申告の
大部分を届出にする等の対応がなされている。申告に必要
なデータも見直されており、企業の負担軽減にも配慮され
ている。

第14次5カ年規画（環境 経済対策の
重視）
2020年を最終年とする第13次5カ年規画では、世界第2
の石油化学大国の地位を強固にしつつ、新エネルギーや新
材料の技術開発の進展、エネルギー消費の削減、環境負荷
物質の排出量削減等の成果も言及された。第14次5カ年規
画においては、これらの成果も踏まえ、2035年には世界の
石化強国の主たる地位を築くとのビジョンを示しつつ、産業
構造の改革、内需強化と合わせて、環境経済政策も重視す
るとしている。生態環境保護計画として、第13次5カ年規画
から取り組んできた汚染対策は継続され、基本方針を「大
気の質の向上、温室効果ガス（GHG）削減、生態強化、水
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対策、廃棄物・土壌対策、リスク防止」として各分野の取り
組みを示しつつ、科学的で法に基づくスマートな対策の推
進や、方式・方法の改善、環境制度の整備といった合理的
な対策にかかわる方針も検討されている。また、グリーン発
展分野としても、基本路線を定め、産業構造調整を重視し
つつ、グリーン生産・生活様式を加速するとしている。各種
計画は、2021年3月に開催された第13期全国人民代表大会
（全人代）第4回会議を経て公表される。

＜建議＞
　近年、関係部門は一連の化学品管理と環境管理
の法規制・標準を制定改訂し、または意見募集
案を公表した。それらは法規制のさらなる合理
化および明確化を目指している。中国で事業活
動を行う日本の化学企業はこれに対して高く評
価する。

　一方、関連する法規制・標準相互の整合性や法
規制・標準と実作業間の整合性、部門間での調
和が上手く取れたとはまだ言えない。

　上位法などの早期制定によってこれらの問題が
解決できるよう期待する。

　以上の観点から、化学産業にかかわる政策、法
規制・標準とその執行に関して以下の通り建議
する。

1.	 環境の保全
1)	 危険廃棄物処理
　循環型経済の推進、特に廃棄物の3R（Reduce・
Reuse・Recycle）の確立は環境保護の観点から
も非常に重要である。車載用電池など利用価値
の高い構成部品・材料があっても、危険廃棄物
に該当するために有効活用や再利用が遅れて
いた。危険廃棄物の資源化を進行させる制度運
用、および実際の危険性に応じて判定する制度
の導入を要望する。

　また2020年10月に公表された「危険廃物転移
環境管理弁法（修訂草案）」では省境を超える
取引に関する項目が盛り込まれている。引き続
き、地域毎の危険廃棄物の需要と処理能力のア
ンバランスを解消し、どの地域でも危険廃棄物
の速やかな処理を可能とし長期滞留を防止する
施策を講じることを要望する。

2)	 VOC（揮発性有機化合物）削減
　VOC放出量の削減対策として、2019年の工場か
らの無組織排出に続き、2020年は塗料など製
品に含まれるVOC含有量を規制する国家標準が
施行された。しかしながら、工場で実施された対
策には、排気中のVOC等を吸着する機能を持つ
活性炭の交換を怠っている等、本質を理解して
いない例も見られる。また、製品への規制につい
ては、国家標準が用途毎に細分化され、分析方
法も統一されていないため、事業者は対応に苦
慮している。2つの規制ともに短い期限を設定し
ながら、それまでに効果を発揮していないのが

実情である。そこで、事業者が実効性と安全性
の両面から規制に対応できる施策を実施し、生
態環境が継続的に改善されることを要望する。

　特に、塗料など製品に含まれるVOC等の有害物
質含有量に関する国家標準については、今後効
率的にVOC含有量を測定・判定できるよう、対
象となる国家標準を簡単に判別できるよう国家
標準を整理し、分析方法も統一する方向で見直
すことを要望する。

3)	 海洋プラスチック問題
　プラスチックはその有用性により社会生活にお
いて必要不可欠なものとして幅広く利用されて
いる。一方で、耐久性が高いがゆえに製品ライ
フサイクルにおいて適切な取り扱いがされない
場合に、環境中に長く滞留する。海洋プラスチッ
ク問題はその一例である。2020年「プラスチッ
ク汚染管理を着実に強化する意見」において、
2025年までの目標、および一部のプラスチック
製品の生産、販売、使用を禁止、制限する意見
が発表され、その後、「生産、販売および使用を
禁止、制限するプラスチック製品目録（意見聴取
稿）」のパブリックコメントが行われた。今後の
取り組みの中で、その効果を確認しつつ、さらな
る施策立案時には、科学的、理性的な検討を要
望する。

2.	 化学品管理
1)	 危険化学品登記制度関係
①	危険化学品の登記免除・鑑定免除

　「危険化学品安全法（意見聴取稿）」で研究開
発、低量、高分子等の場合に登記免除としてい
ることは歓迎する。登記免除が対象となる場合
は鑑定も免除することを要望する。また、免除対
象が明確になるよう、ガイダンス文書や関連リス
トの整備を要望する。

②	物理危険性を確定する方法の改善

　信頼性の高い情報源から物理危険性を引用した
場合や海外で認められている方法で算出した類
推値の場合（鑑定を経て、危険化学品確定原則
に属さない場合を除く）、物理危険性が確定し
ているとみなすことを要望する。

　また、鑑定後速やかに危険特性を確定すること
ができるよう、「危険化学品安全法」の下での確
定手順を明確にし、確実に運用を行うことを要
望する。

③	鑑定手法の統一と開示

　GHS分類で使用が認められているデータの測
定方法や情報源は複数あり、どの測定方法・情
報源を使用するかは各鑑定機関に一任されてい
る。このため、鑑定結果が鑑定機関により異な
る場合や、事業者による分類結果と異なる場合
がある。測定方法(含む測定方法決定の手順)、
情報源を統一し、それらを開示し、鑑定結果の
差をなくすよう要望する。



150 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

④	危険化学品鑑定の合理化

　「危険化学品安全法（意見聴取稿）」では鑑定
と登記の義務が明確化され、危険化学品登記の
情報を関連部門に公開するとされた。税関部門
の職責が明確になり、応急管理部門との連携も
盛り込まれたことから、通関と危険化学品等の
法規制で個々に鑑定方法・鑑定機関を定め実施
している鑑定について、危険化学品登記の情報
に一本化していくことを要望する。

2)	 化学品法規制
①	危険化学品法規制の制度上の齟齬の解消

　「危険化学品安全法（意見聴取稿）」において、
危険化学品法規制における各部門の職責が整
理され、規制の枠組みも明確にされており歓迎
する。本法の早急な施行と本法と関連法規制・
標準の整合性の見直しを要望する。

②	情報開示に際しての企業秘密への配慮

　「危険化学品安全法（意見聴取稿）」において、
情報公開の必要性について明確にされた。危険
化学品登記システムの情報は公開されることを
想定して入力されたものではないため、一旦公開
を停止し、事業者側に入力内容を修正する機会
を設けることを要望する。

③	易制毒化学物質の輸出入と国内流通の備案手
続の統一

　混合物が対象になるかどうかの規定が「易制毒
化学品進出口管理規定」と「易制毒化学品管理
条例」とで異なるため、易制毒化学物質を輸出
入する際に手続が滞る事例が発生している。輸
出入と国内流通の易制毒の定義を統一すること
を要望する。

3)	 危険化学品の取扱い・貯蔵
①	危険化学品の貯蔵に関する改善

　危険化学品は専用倉庫に貯蔵することが求め
られているが、現状専用倉庫として認められて
いるのは火災危険性類別に応じた設計基準に
適合した倉庫（丙類以上）となっている。そのた
め、健康有害性のみを有しているような火災危
険性がない物質についても火災危険性類別に応
じた設計基準に適合した倉庫（丙類以上）に保
管することになりコストを含め、さまざまな問題
が生じている。「危険化学品安全法（意見聴取
稿）」では、危険化学品の種類と危険特性（危
険化学品的種類和危険特性）に応じた貯蔵管理
という表現が盛り込まれ、改善の望みが出てき
たことは評価する。適切に運用されるよう、指南
の整備と各地方の応急管理部門の指導を要望
する。

②	少量の危険化学品の取扱い・貯蔵における緩和
措置の導入

　火災危険性類別としては丙類以上の倉庫への保
管が必要な危険化学品であっても、少量（微量）
の場合は必ずしも重厚な設備の必要はない。

「危険化学品安全法（意見聴取稿）」において
も生産・貯蔵に関する少量免除の規定が無いこ
とから、化学品の危険性に鑑み、「指定数量」を
定義し、それ以下の取扱い・貯蔵に関して規制
緩和処置の導入を引き続き要望する。

③	「危険化学品安全法」の早期制定と策定時の
業界の参画

　「危険化学品安全法（意見聴取稿）」において
意見募集を複数回実施する等事業者への配慮
に感謝する。応急管理部門と税関部門のそれぞ
れによる鑑定や危険化学品および危険貨物な
ど、二重規制が解決されたうえで実効があがる
よういっそうの配慮を要望する。

4)	 新化学物質環境管理登記制度関連
①	「新規化学物質環境管理登記弁法」の運用
改善

　国際的な枠組みを参考に環境リスク評価結
果に基づく管理制度に移行されたことは評価
する。

　事業者の負担軽減に配慮され、届出の要件が
拡大されたが、抜取検査により取消となる懸念
がある。抜取検査に対しても適切に対応できる
よう、検査の概要（項目、頻度、申請から検査
実施までの最大日数）を明確にすることを要望
する。

　社会経済分析報告書、ポリマー届出に該当する
ことを証明する資料等、新たに求められる資料
が多くある。申請資料の不備をなくすことは、審
議期間の短縮、届出取消の件数を減らす効果が
期待できることから、改正法で新たに追加され
た申請資料について、具体的な事例、様式等指
南の充実を要望する

5)	 「有毒有害化学物質環境リスク管理条例
(案)」

①	基本情報報告制度の報告対象の適切な設定

　一般的に環境リスクが低いとされる物質、たと
えば低懸念ポリマーに該当するような物質につ
いては、報告制度から除外することを要望する。
また、報告対象は10％以上含有する成分に限定
するなど、閾値を設定することを要望する。

②	審査基準の明確化

　審査、リスク評価を行う担当官により判断が異
ならないよう、審査基準、リスク評価手法を明確
にすることを要望する。

③	「有毒有害化学物質環境リスク管理条例」の
施行

　事業者にとって影響が大きく、施行にあたって
十分な周知が必要であることから、組成情報
を収集する等の準備の期間を設けることを要
望する。

　また、具体的に実施すべき事項を記した通知・
指南の整備を要望する。
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3.	 その他
1)	 法規制・標準の周知方法の充実
　法体系が複雑で理解し難いため、中央政府およ
び地方政府の所管部門のwebsite内に法規制等
をすべて公開し一元的に調査・検索できるシス
テムの構築を要望する。また本文のほかに公的
な解説書の充実を要望する。さらに、法規制・
標準の制改定時には十分な周知・移行期間を
設定し、周知・指導が確実になされることを要
望する。

2)	 関係部門による監査の効率化
　環境保護と安全確保の視点から省、市、県など
の行政区または工業園区により各種の監査が数
多く実施されている。必要性は理解しているが、
監査の項目が重複・類似している事例も多く、行
政のスリム化と逆行している上に、監査ごとに異
なる指摘を受けると対応できない。監査の実効
を上げるため監査全体の構成を再整理し各行
政区と工業園区の監査の役割分担や監査基準
等を明確にすることを要望する。

3)	 化学工場の事故防止に向けて
　2019年塩城市で発生した爆発事故以降も、多
数の火災・爆発事故が発生している。化学物質
の危険性は名称だけで決まるものではなく、数
量・濃度・保管状態に大きく依存する。さらに漏
洩や工事など、非定型の作業方法を誤ると大き
な災害に発展する可能性がある。取り扱ってい
る化学物質の危険性を管理者と作業者が正しく
理解し、それに応じた対策を取ることが事故防
止に重要である。日本の化学産業に従事する者
には、その職域に応じた教育・研修が実施され、
事故防止に貢献している。これらを参考に事故
が減少する施策を要望する。

4)	 「輸出管理法」関連
　国際的な枠組みを視野に「輸出管理法」が制
定・施行されたことは評価する。一方で、管理品
目の全体像が見えないため準備が進められず、
輸出業務が円滑に行えなくなるなど事業継続へ
の影響を不安視している事業者が多く存在す
る。化学品関連は、汎用品であるトルエン等は日
本でも規制対象となっていること、基礎原料とし
て使用後に輸出されるため再輸出の対象となる
可能性が高いこと等から、国内輸出者・海外輸
入者にとって判断が難しく負担も大きい。関連
細則や管理品目等を早期に整備し公表するとと
もにそれらが国際的な標準と乖離しないことを
要望する。
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3．医薬品
2019年12月25日、李克強首相と安倍晋三前首相は、四

川省都江堰市において会談し、高齢化分野・医療について
の協力の可能性について合意した。また同月1日に薬品管
理法が施行され、医薬品分野にとって2020年は新しい一
年となった。

2020年新型コロナウイルス感染症は世界共通の危機と
なり、医療・医薬品の可能性が研究開発・許認可・臨床分
野にて新しく広がった。そして「山川異域 風月同天」の如く
医薬品に国境はなく、特に中国と日本の間にて都江堰市の
合意が確証された。

本年は中国の新しい医療制度の中、日本の医薬品は「“健
康中国2030”規画綱要」にいっそう貢献したいと考える。

日本企業の取り組みと問題点
2013年に設立された中国日本商会メディカルグループ
は、2014年に化粧品企業団体の正式加盟によりライフサイ
エンスグループとなり、この様な3業種が一体となって活動
するのは他に類を見ない。2020年12月現在では同グループ
74社の内、医薬品企業は29社となっている。当グループの
ミッションは、業界を跨ぐハイブリッドな連携を推進し、日
本政府とライフサイエンス業界の連携強化を行い、中国国
内唯一の日系プラットホームとして中国政府の取り組みを
積極的に支援したい。政策交流会・官民訪中などの活動を
通じて、日中両国の医療・薬事当局による政策対話・交流を
推進し、中国の患者により早く革新的な医薬品が提供され
る制度／体制整備に貢献したい。

現在中国で活動し、中国の医療に日々貢献している日系
医薬品企業は発展と同時に以下の諸問題に直面しており、
中国政府に改善を要望する。

イノベーションを推進するシステムの構築
本年1月28日に医薬品の集中帯量購買の常態化および制
度化に関する国務院による意見（国務発〔2021〕2号）が発
布され、患者の医薬品へのアクセスの向上と品質の維持を
促して頂いた。

2015年に中央当局16部門が合同談判組織を結成し、国
家談判制度は、2016年には3品目、2017年には36品目、
2018年には18品目、2019年には128品目を談判品目に指
定した。2020年の国家基本医療保険償還リスト(NRDL)に
おいて国家談判指定品目が162品目大幅に増加され、患者
の医薬品へのアクセスの改善が図られた。一方、2020年の
国家談判で最終的に通過した119品目の平均価格下落幅は
50.64％であり、ここ数年で談判による50％以上の価格引き
下げが常態化しており、医薬品の価値に見合った価格設定
とは言い難い部分もある。NRDLに収載されなかった臨床
ニーズの高い一部の医薬品も今後早期にNRDLに収載され
ることを期待する。

国家談判制度を通して、高価格の薬剤の価格を引き下
げ、患者の医薬品へのアクセスを良くするというシステムは
多くの患者に大きな恩恵を与えるが、この国家談判制度に
おいて、対象とする品目の選定基準および価格決定プロセ
スには不明瞭な点がある。

2020年NRDLには、最終的に日系企業から16品目の薬
剤がリスト収載されたが、談判によって大幅な価格引き下げ
が常態化している状況で、各企業とも将来に対する予見性
が立てづらくなっているため、国家談判による品目の選定
基準および価格決定プロセスの明確化を要望する。

また、2021年2月に第4回目の実施を迎える国家医薬品帯
量購買制度においても過度な価格競争や頻繁な実施は内資
外資を問わず製薬企業による安定供給体制の維持に影響を
与えるため、長期的視野での公平なる運営を要望する。

新薬を開発する新しい制度
2017年のICH（International Council for Harmonization 
of Technical Requirements for Pharmaceuticals for 
Human Use、医薬品規制調和国際会議）加盟に伴い、中国
は現在、ICH基準に従い、医薬品開発と臨床試験の実施に
ついて国際的な調和を進めている。さらに、中国は近年、医
薬品の開発と上市を促進する目的で多くの政策規定を公表
し、規制の仕組みの再構築を進めている。2019年12月に施
行した「薬品管理法」において、新薬の開発環境が整備さ
れ、新薬のイノベーション促進を明確に示し改善された。

このような規制改革の変化は、有望な中国市場で自社製
品の開発・販売を長年願ってきた日系企業にとっては朗報
と言える。ICH地域で得られた臨床データが、中国および国
際的な規制当局間で相互に受け入れられることを意味し、
迅速で効果的なグローバル展開が可能となった。

日中両国での医療衛生関連分野の事業の円滑な展開を
図るため、これまで官民訪中ミッションやさまざまな交流会
などが実施されている。このような中国の新しい医療制度
の中、日中間の政府・民間レベルでの交流はさらに深める
必要があり、引き続き日中関係当局による対話・交流の継続
および促進、さらなる当局と民間の交流深化を要望する。

新しい「薬品管理法」に基づき各種法規・ガイドラインの
作成・整備を進められている中、中国当局は事前に意見募
集稿を公開し、広く意見を募集し、過去に発生したような法
規、ガイドラインの変更による混乱防止に向けた取り組み
が積極的に行われている。しかしながら革新的医薬品開発
における疑問や不安払拭に繋がる実施細則が発布されてい
ないケースもあり、革新的医薬品の開発促進のために必要
な実施細則の早期発布を期待する。

また、薬品管理法の理念に基づき、安全性を担保しつつ
革新的医薬品の開発を推進するために、企業と管理監督機
構・医療機関との円滑な連携が不可欠であり、事前相談会
などが設置された。世界に先駆けて革新的新薬を開発する
ために事前相談のさらなるスピード向上や回答内容のさら
なる充実化を要望する。
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MAH制度の確立に伴い、日系企業によるMA保有は法令
で制限されていないが、実施細則や具体的な政策が公布
されておらず、現時点で成功事例はない。実質的に困難で
あるため、関連する実施細則や政策の策定と指導を要望す
る。日中両国間MAH移管が可能となれば、中国企業にとっ
てもグローバル展開に極めて有効であると考える。

このように、開発の国際標準化を進め、新薬のイノベー
ションを実現するための法規が整備されつつあるが、確実
に実行するためにも当局と民間の交流深化が不可欠であ
り、実施細則の明確化、各種ガイドライン交付による実務
の標準化などを早期に改善することを要望する。

＜建議＞
1.	 法規作成・改正時につき以下の改善を要望する。
①	日中衛生分野関係当局による対話・交流の継
続、および当局と民間の交流深化を要望する。

②	法規公布・改正時に、中国日本商会を業界団体
の対話の窓口としての対応を要望する。

③	新規法規施行時の関連ガイドライン等即時公布
と運用に関して配慮を要望する。

2.	 海外MAHに対する実施細則の早期発布およ
び内外格差の是正を要望する。

①	MAH実施細則の早期発布を要望する。

②	海外品MAH譲渡の実現を要望する。

③	海外品MAHの中国国内企業への製造委託の制
度整備を要望する。

3.	 ICH実装のプロセスの確実な推進を要望する。
　臨床試験申請時のCMC関連の申請資料や上市
許可時の中国当局による承認規格の設定など、
独自の要求もあり、ICHガイドラインを中心とし
た国際基準への規制調和を要望する。

4.	 中国国外への検体持ち出し制限の緩和を要望
する。

　HGRAC（Human Genetic Resource Administration 
of China）

　中国での治験実施の際のヒト遺伝子資源に関す
る手続において、中国国外へのヒト血液・組織等
のサンプルや関連情報の持ち出しを強く制限す
る中国特有の規制が国際共同試験を用いた世界
同時開発展開のハードルとなっており、本規制の
緩和を要望する。

5.	 医薬保障改革につき以下の事項を要望する。
①	国家談判における透明性の確保を要望する。

②	国家医薬品帯量購買制度における品質の確保と
公平性の確保を要望する。

6.	 当局相談のタイムリーな実施、開発推進のた
めの制度の拡充を要望する。

7.	 知財・特許/データ保護 期間の設 定を要望
する。

　特許延長に関しては規制が発出されたものの、
データ保護、パテントリンケージなどに関しては
未整備の状況について改善を要望する。
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４．	医療機器・体外診断
用医薬品

中国の医療機器・体外診断用医薬品産業
の現状

昨年から引き続き新型コロナウイルス感染症に対して迅速
な対策を行い、市中感染拡大を封じ込めている中国政府、医
療従事者、各関係者の方々に対し、心より感謝申し上げる。

現在、中国は国家ビジョン「健康中国2030」の実現に向
けて、さらなる医療制度改革を推進し、医療環境・医療技術
の発展、医療品質の向上ならびに増大する医療費の抑制に
積極的に取り組んでいる。急速な高齢化と生活習慣の変化
により、日本と同様に悪性腫瘍、心臓病、脳血管疾患による
死亡原因が上位を占め、高血圧、糖尿病、心臓病等の慢性
病が増加し、より高度化する医療ニーズに加え、予防、早期
診断・治療、リハビリ、介護等に対する基礎的医療のニーズ
も拡大している。また、新型コロナウイルス感染症の経験か
ら感染症による重症患者ケアの増床、発熱外来、感染症対
策設備の充実も図られている。

これらを下支えするヘルスケア産業の市場規模は
2030年には16兆元に達するとされており、医療機器・体
外診断用医薬品の需要はさらに拡大していくことが見込
まれている。

医療機器市場の健全で継続的な発展には、公正な市場
競争を維持しながら、いかにデバイスラグをなくし、早く安
定的に、より良い医療機器を医療従事者や患者に届けるこ
と、そして、その品質と安全を維持することが重要である。

その意味で、国家医薬品監督管理局の継続的な審査・
承認制度の改革、品質・安全を監視する市販後監督管理
に対する改革等への尽力に深謝したい。また、国家医療保
障局による医療報償や医療保険政策、医療機器・医療消
耗材の安定供給にかかわる制度等、継続した改革努力に
感謝する。

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により、これ
まで継続してきた国家衛生健康委員会・国家薬品監督管理
局・国家医療保障局他、官民の相互訪問等を通じた交流が
十分にできず残念であった。2021年は、これまで同様に日
本企業の革新的で品質の高い医療機器・体外診断用医薬
品が、中国の医療発展に貢献できるよう積極的な交流活動
が再開できることを希望する。

一方、日本企業が日々中国医療に貢献しようと活動してい
るなかで、以下の諸問題に直面しており、中国政府に改善を
要望する。

日本企業が直面する問題点
薬事登録申請
近年、国家薬品監督管理局や国家薬品監督管理局医療

器械技術審評中心のご尽力により、薬事登録申請に関する
相談ルートが充実して来たことに感謝申し上げたい。しか
し、相談ルートを通じて各審査段階での指摘にどのように
対応すべきか相談できるようになったものの、審査官がどの
ような観点から資料の内容に問題があると指摘しているの
か、どのような資料の提出を望んでいるのか、明確な回答が
得られない場合や、さらに追加で新たな問題を指摘され、
対応に苦慮するケースがある。

また、新規申請製品に登録済の前代製品がある場合で
も、完全に新たに開発された製品としての開発資料を求め
られたり、申請時には求められなかった資料を変更申請時
に新たに求められたりするケースがあり、また、受理審査段
階と技術審査段階での要求が異なることや、法規では明確
な要求がなく、審査センター内部のコンセンサスにより求め
られる資料もあり、対応に非常に苦慮している。

この他、法規の要求および標準に変更がないことが証
明できる医療機器の更新申請の場合、規定により審査に
何カ月もかけるのは審査センターにとっても企業にとって
もリソースの浪費であり、簡略化できるならばその分他の
製品の審査にリソースを充てる事ができるのではないかと
考える。

また、更新登録の手続が完了し、新しい登録証が発行さ
れても旧登録証の有効期間が残っている場合、製品ラベル
の記載内容に新登録証の内容をすぐに反映させるよう求め
られる場合が多いが、対応するための生産計画の調整や、
ラベルの廃棄などにより企業側では多大なコストが発生し
ている。

集中購買・医療保険
新規の医療機器が薬事承認を取得した後、医療機関に
販売されるまで、各省や市、各地方都市での流通および価
格の登録、その後の各医療機関での入札など、それぞれ異
なった基準に基づく非常に複雑なプロセスが存在し、診療
に有用な先進的な医療機器が、医療現場で使用できるよう
になるまでにタイムラグが生じている。また、独創性のある
医療機器は医療保険支払い基準面で優遇を受けられるよ
う配慮が求められる一方、類似品間で支払い基準に差があ
る場合は、設定根拠など納得性のある丁寧な説明がなけれ
ば、企業のイノベーションに対する意欲が削がれ、最終的に
患者の不利益につながる。

省や市の共同集中購買において、購買対象となる製品の
分類が非合理的で購買量の判断にも厳密性が足りない部
分がある。一部規模が限られている地方で実施される集中
購買では、購買量が保証されない上、価格の低さのみが求
められる傾向が強く、それに対し、国による条例やガイドラ
インが制定されることが望まれる。また、製品の品質を保つ
ためには企業の適正な利益も守られる必要があるが、既に
省や市の入札によって価格が確定された後に、各病院単位
でさらなる価格交渉が発生するケースがある。

国民皆保険制度が基本的に実現されたものの、住む地域
や職業、かかる病院の規模によって患者の自己負担割合は
異なる。このため、自己負担の割合が高い保険が適用され
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る患者は、自己負担が重くなりがちな先進的な医療を受け
ることをためらうケースもあり、さらなる患者負担の軽減を
実現する医療保険制度を整備し、全国民の医療保障レベル
の向上に繋げる事が望まれる。

市販後監督管理
近年、国家薬品監督管理局は、問題発生を未然に防ぐこ
とを主たる目的として医療機器生産/経営企業への日常的
な監督管理を強化し、タイムリーに市場抜き取り検査およ
び非通知GMP監査結果と処理結果を公表している。しか
し、不合格項目だけを提示し、具体的になぜ不合格なのか
の原因を公表しなければ、他の企業への啓発とはならず、
企業による自主的な改善の参考とはならない。市場抜き取
り検査と非通知GMP監査による問題発生の予防効果を高
めるため、不合格の原因なども公表される事が望まれる。ま
た、市場抜き取り検査では、サンプルの抜き取りから検査の
実施にいたるまで多大なリソースが割かれており、国と企業
の双方にとって負担となっている。

「医療機器有害事象モニタリングと再評価管理弁法」
（国家市場監督管理総局令第1号）の施行以来、医療機関
からの有害事象の報告件数は年々増加しており、企業も人
的・物的リソースを投入して調査対応をしている。しかし、
一部報告された情報が不十分なため詳細な状況を追跡で
きない、あるいは明らかにユーザーの取り扱いに起因する
問題などによって調査に時間がかかり、企業の負担が増し
ている。

製品の多様化、販売モデルの多様化、およびインダスト
リアルインターネットや情報化の急速な発展などにともな
い、上市後監督管理の問題も増加しており、例えば、更新登
録時の新・旧登録証の切り替え移行期や、基準・標準に対
する理解など、各地方および各級の監督管理部門あるいは
製品検査センターの判断基準が一致しないケースがある。

通関関連
新型コロナウイルス感染症が未だに猛威をふるい、かつ
変異型ウイルスも出現している中で、物流の通関担当官は自
身が感染の脅威にさらされながらも、日々膨大な輸出入製
品に対して職務を遂行していただいている。そのおかげで、
医療機器や体外診断用医薬品等を中国国内はもとより世界
中の患者に安全に届けることができ、多くの人命を救うこと
ができていることに心より感謝申し上げる。各企業は通関
担当官が効率的に滞りなく作業ができるよう、日々提出書
類に不備が無いように務めたい。

安全のための厳格管理とタイムリーな通関のための効率
化は難しいバランスが求められるが、通関作業の効率化に
貢献できるよう問題点を共有するとともに、建議を提出申し
上げたい。

国家機関である税関総署では「輸出入商品抜き取り検査
管理弁法」（国家質量監督検験検疫総局令第39号）があ
り、通関する医療機器に対して監督管理をしている。一方、
市場の医療機器に対しては、国家市場監督管理総局にお
いて「医療器械質量抜き取り検査管理弁法」（国薬監械管
[2020] 9号）に基づき監督管理をしており、両機関はそれぞ

れ医療機器に対して監督管理の職責がある。抜き取り検査
時に性能確認を実施する場合、製品は第三者機関へ送付さ
れ、検査時は開梱と電源を入れる必要がある。そのため、一
度抜き取り検査の対象となった製品は、新製品としての販
売は難しくなっている。また、検査が終わるまでは数カ月を
要し、その間は通関検査中で許可が下りていない状態にな
り、市場への販売はできず、必要とされる市場へタイムリー
に供給できない問題が発生している。そもそも医療器械登
録証取得済みの製品は、医療機器としての登録時にも第三
者機関で安全性と性能に関する評価試験を行っている。こ
のように医療機器に対しては重複する検査制度が複数の機
関で設けられている。従って、通関時の抜き取り検査につい
ては医療機器のクラスや企業信用度によって実施内容と頻
度を簡略化できると考えられる。

また、2014年10月1日より施行されている「体外診断試
薬登録管理弁法（国家食品薬品監督管理総局令第5号）」
の第二十五条で、国家標準品と参考品がある製品は登録試
験に使用を義務付けられている。良い製品をいち早く中国
国内および海外へと提供するため、国家標準品と参考品を
海外でも使用したいが、中国国外への輸出に際しては通関
で必要となる書類の提供がされず、輸出ができない現状が
ある。

＜建議＞
薬事登録申請
1.	 各段階での諮問効果のさらなる担保
　非創新製品の登録申請を含む、申請受理前、受
理後、技術審査中の資料補足の各段階で、より
深い相談制度の構築と、電話、ビデオ通話、対面
等による相談の後、指導的な意見が得られるこ
とを要望する。

2.	 申請資料の基準の統一
①	製品の特性、前代製品の審査状况などに基づ
き、初回、あるいは変更申請で必要となる性能
評価等に関する資料を柔軟に確定することを要
望する。

②	申請の受理審査では書類の形式の審査のみに
とどめ、受理、技術審査、臨床の各審査員間の
コミュニケーションを強化し、各段階で出される
意見が統一されることを要望する。

③	法規では明確な要求はないが、審査センターの
内部コンセンサスにより受理審査段階で資料補
充が必要となり、企業側で資料の準備に時間が
必要となる場合、企業が技術審査段階での資料
補充を確約することで、先に申請が受理される
よう要望する。

3.	 更新申請の最適化
　法規の要求および標準に変更がないことが証明
できる医療機器の更新申請について、登録事項
変更手続を参考にプロセスを簡略化するととも
に、新旧登録証の過渡期、旧登録証の有効性を
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明確にすることを要望する。

4.	 臨床評価のさらなる改善
　海外臨床試験データが中国の法規要求に適合
するかどうかについて、申請受理前の事前審査
制度を設け、指導意義のある審査意見が出され
ることを要望する。

5.	 標準
①	国内外の各検査機関の見解の相違を解消する
ため、国内標準と最新版国際標準のさらなる統
合、転換速度を速め、専門的な解釈の公布を要
望する。

②	国外の資格を有する機関が発行した国際標準に
適合する検査報告を提供する場合、国内標準と
相違がある項目のみ国内で追加検査する方法が
認められることを要望する。

集中購買・医療保険
6.	 集中購買
①	国家医療保障局は、国や地方レベルで集中購買
を実施する際に、十分に各方面の利益を考慮し、
産業の健全な発展を維持することを要望する。

②	国家医療保障局は、国家集中購買を含む応札要
件やスケジュール、入札の流れを明確にし、類似
商品の医療保険の支払い基準の制定根拠をさ
らに明確にするよう要望する。

7.	 落札価格
　各省市地域は、落札価格の確定後に、各病院で
の二次値下げ要求を禁止することを要望する。

8.	 医療保険
　民間保険をより利用しやすくする制度が整備さ
れることを要望する。

市販後監督管理
9.	 市場抜き取り検査の有効性向上
　リスクや製品特性によって合理的な検査計画を
作成の上、検査頻度を低減し、販売流通プロセ
スに対する検査は製品の真偽とラベル標識の
検査のみに変更する。また、不合格となったもの
は、他社が参考にできるよう具体的な内容の公
開を要望する。

10.	GMP監査の情報公開
　海外GMP監査の年度計画の公開、および不適
合内容も含めた年度の監査結果総括の公開を
要望する。

11.	有害事象モニタリング報告の質の向上
　有害事象モニタリング報告に関して、初歩的な
選別プロセスの導入により、ユーザーの取り扱
いに起因する問題を排除して企業側の調査の効
率を上げ、医療機関による有害事象報告の報告
基準、情報の正確性、およびトレーサビリティの
向上を要望する。

12.	市販後監督管理の相談ルート設置
　市販後監督管理に関する共通問題と法規制上
で明確になっていない事項に関する相談ルート

の設置を要望する（基準に対する各地方、各検
査機関の理解の不一致等）。

通関関連
13.	医療機器への重複した製品抜き取り検査制度

に対する改善
　税関総署と国家市場監督管理総局の両機構で
協調分業を行い、通関時の製品抜き取り検査の
簡略化を要望する。

14.	医療機器登録証取得済み製品に対する通関効
率の改善

　輸出入時の通関検査率の低減または医療機器
クラス分類、企業信用等級による検査の免除
（同時に免除証明の発行）で通関効率を改善す
るよう要望する。

15.	国家標準品および参考品の輸出に必要な書類
の発行

　国家標準品および参考品を海外で使用するため
に輸出が必要な場合、国家標準品および参考品
の製造、販売を担う機関は輸出入通関に必要な
書類を提供するよう要望する。
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５.化粧品
2020年は、新型コロナウイルス感染症に対して世界に先

駆けて感染拡大の予防・抑制措置や健康コードの導入な
ど、前代未聞の対策を迅速に実行し、復興に向けた内需主
導の経済政策による景気回復に尽力されたことを感謝す
る。一方で海外との貿易や外資導入も引き続き重視し、国
際協力をいっそう促進されることを期待する。

我々化粧品業界も、脱コロナに向かって「美」にまつわ
るあらゆる知恵を出し合い、中国消費者の満足感・幸福
感・安心感を高められるよう尽力していきたい。

2020年の回顧
新型コロナウイルス感染症による肺炎拡大は、2020年2
月の化粧品小売がマイナス成長になるなど、中国化粧品市
場にも一時的なマイナス影響をもたらした。しかしながら、
Eコマース市場の早急な回復、中国政府の景気対策、海外
旅行ができないことによる国内への消費回帰、といった要
因により、2020年全体としては9.5％の成長を達成した（中
国国家統計局）。2019年と同様、輸入化粧品が市場を牽引
した一方、メーキャップを中心に中国ブランドが台頭し、存
在感を高めている。

市場動向
中国の化粧品市場は、所得向上による消費のグレード
アップやメーキャップカテゴリーの普及により、2017年か
ら2ケタ成長を続けている。2020年は、一時的な新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けたものの、Eコ
マース市場は早々に回復し、化粧品市場全体を牽引した。
従来Eコマースの利用に消極的であった一部の消費者もE
コマースで買い物を楽しむことを経験し、Eコマース市場の
拡大を後押しした。同市場では、中国ブランドがメーキャッ
プカテゴリーで急成長しており、中国要素を取り入れた限定
品、有名ブロガーとのコラボレーション、短期間での新商品
発売、といった手法で消費者を獲得し成長している。

一方、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
影響で海外旅行が困難になる中、中国国内での高級品・贅
沢品消費の意欲が増加し、化粧品市場でも消費のグレード
アップが進み、輸入化粧品、中でも高価格帯スキンケアが大
きく成長した。中国政府の景気刺激策で、オフライン・オン
ラインどちらもプロモーション活動が頻繁に行われ、国内
免税店の規制緩和では、消費者が高級ブランドをお買い得
に手に入れる機会を増やし、この流れを加速した。

ユーロモニターによる中国の化粧品市場規模は、2020年
4月時点で約4,560億元（前年比6.4％増）と推定されていた
が、この予測よりも市場の回復は早く、中国国家統計局は、
2020年は9.5％の成長率を達成したと発表している。

行政の動向
化粧品業界としては、2020年6月の化粧品監督管理条例
改訂が最も大きな変化であり、長年に渡って検討されてき

た条例が約30年ぶりに改訂され、関連する下位法規が多
数意見募集稿として公布された。その他、全体政策に目を
向けると11月には地域的な包括的経済連携（RCEP）協定
が署名されたことにより、関税の大幅減免など、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大で停滞した域内各国経済回復を
後押しし、長期的な繁栄・発展促進が期待される。また、6
月公布の「権利侵害品・模倣品の廃棄処分活動強化に関す
る意見（意見募集稿）」では、模倣品の市場再流入を防止す
る取り組みにも注力して頂いたことに感謝する。

2021年の展望と課題
市場展望
2021年の中国化粧品市場は、消費者の購買行動の多様
化がさらに加速すると予測される。Eコマース市場の拡大や
情報のデジタル化など、すでにデジタル化が進んでいた中国
の化粧品市場であったが、2020年の新型コロナウイルス感
染症の感染拡大はこの流れをさらに加速した。伝統的な購
買チャネルであるデパートやドラッグストアなども独自のEコ
マースを拡大し、顧客情報の管理・活用を進めてきた。中国
政府は、独占禁止や消費者権利保護の観点からEコマース
市場の顧客情報活用に対する規制を強化しており、デパー
トやドラッグストアの取り組みを後押しし、健全な市場拡大
を進める。

また、所得向上にともなう生活水準の向上と消費のグ
レードアップの傾向は続くと予測されるものの、頻繁に行わ
れたプロモーション活動や中国ブランドの台頭により、「価
格が高いほど品質が高い」といった意識が次第に薄れ、ブ
ランドの選択、という点でも消費者の選択肢が増え、上記購
買チャネルと共に多様化が進むと想定される。

日系化粧品企業が直面する問題点

化粧品監督管理条例改訂に伴う下位法規への対応
長年に渡って改訂が待ち望まれた化粧品監督管理条例
が正式に公布され、法改正の方向が明確になったこと、関
連法規の意見募集稿で広く企業意見に耳を傾けて頂いたこ
とに感謝する。一方、下位法規の意見募集稿が多数発出さ
れ、条例施行時点で確定されていないことから、導入計画
品や市場流通品の登録備案・資材・流通などの事前準備が
充分にできていない状況であり、多様化が進む市場におい
て過渡期の混乱が懸念される。

2021年は下位法規10件以上の公布、運用が想定される
ことから、企業意見を十分に検討した上、影響度（フィード
バック意見）の少ないものから順次公開、あるいは意見の
集中する重要項目について、業界・企業との直接検討の場
を設け、実施可能な具体策を定めてから公開する等の対応
を要望する。

効能効果訴求対応
2020年11月公布の「化粧品功効宣称評価規範（意見募
集稿）」では、指定WEBサイトで公開するべき製品の効能
訴求根拠概要に含まれるべき項目が規定されている。元来
の目的は消費者への情報公開である点から、各社独自に研
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究してきた企業の知的財産を守り、必要以上の情報公開を
避けて、一般消費者が理解できる内容に絞り込むことを要
望する。

一方、2019年の第72号の公布以降、SPFや今後の美白訴
求品は中国内CMA認証機関での測定が求められるように
なったが、認証機関毎の測定値差異、あるいは各国で実施
していた試験が中国国内だけに集中したことで試験遅延が
生じ、商品導入遅延による商機損失に繋がっており、早急な
試験方法の精緻化や試験機関の拡大が期待される。

また、今後実施が開始される美白試験に至っては、膨大
な試験費用を要することとなり、試験機関や被験者への負
担だけでなく、海外実施済み試験の重複など、コストの増
加にも繋がるため、試験省力化に伴う政策見直しを要望す
る。

化粧品ラベル表示改定に伴う対応
「化粧品ラベル管理弁法（意見募集稿）」では、長年に
渡り広く意見募集され、企業側の要望に耳を傾けていただ
けたことに感謝する。しかし、当該意見募集稿の中では、
国際的に例のない中国独自表示（全成分・生産企業表示な
ど）を求めており、登録備案で管理、公開されている点から
消費者が混乱するような複雑な表示ではなく、国際ルール
に則った必要最低限の表示内容、あるいは電子ラベルなど
の活用により、グレードアップした消費者志向を損なうこと
なく、商品審美性を維持させられるようラベル表示の規制
緩和を要望する。

また、日本は漢字圏であり商品に漢字が使用されている
が、原包装自体の中国専用仕様への変更は企業負担だけで
なく、SDGsの観点からも世界的な動きにそぐわず、デザイン
性の欠如、さらには消費者の偽物などへの不安に繋がるこ
とも懸念されるため、過度なラベル要求を求めないよう配
慮していただくことを要望する。

新原料課題に伴う商品開発の障壁
2020年公布の「化粧品新原料注冊与備案資料規範（意
見募集稿）」では、原料ランクに応じた原料登録制度が検
討され、長年に渡り新原料枠が拡大されない状況の改善検
討を感謝する。また、2020年末に公告された2020年第141
号では、長年に渡り期待された新原料拡大の動きが出たこ
とに感謝したい。

国際的に中国新原料は、新原料開発の遅滞、さらには化
粧品の画期的な技術革新の障壁であり、中国における新原
料の門戸が開かれることは非常に期待される。ただし、実際
の意見募集稿の要求では、試験施設のGCP/GLP適合、国
際的に確立したOECD毒性学代替試験法の受入、国際的安
全評価機関で評価された新原料の再検証、さらには該当有
無の判断基準が不明確なナノ原料の評価運用など、依然必
要資料が多い状況であるため、該当法規の簡素化、早期公
布、当局運用の明確化、かつ速やかに運用されることを要
望する。

各種登録届出要求関連
2021年1月、「化粧品注冊備案管理弁法」を公布していた

だき、猶予期間を約5カ月設けて頂いたことに感謝したい。
一方、2020年11月に公布された「化粧品注冊備案資料規範
（意見募集稿）」では、全ての原料規格、製造工程などの
企業毎に設定している内容や製造機密にかかわる情報の提
出を求められており、メーキャップなどの多色展開する商品
で多種多様の規格内容の提出は審査現場の混乱や各社が
長年に渡り検討してきた原料規格情報の漏洩懸念もあるた
め、業界全体のレベルアップに向けた業界協会主導による
品質管理ガイドライン策定（規格フォーマットなど）、ある
いは従来通りリスク懸念のある原料のみを提出し、現場査
察時の確認にするなどの提出資料低減を要望する。また、
製法についても委託先のノウハウにあたる製法も全て要求
することは下請け企業の技術漏洩に繋がり、化粧品産業が
幅広く発展することの妨げにもなるため、簡易工程などに
絞って公開するなどの簡素化を要望する。

品質管理等の生産活動に対する中国法規への適合
2020年11月に公布された「化粧品生産経営監督管理弁
法」「化粧品生産質量管理規範」の各意見募集稿では、登
録人、届出人、および受託生産企業が、化粧品生産品質管
理規範の要求に基づいて化粧品生産を行うこととなってい
る。輸入化粧品は、所在国の法令に従い生産することを要
求されており、所轄官庁の指導のもと、品質マネジメントが
なされていることから、国内企業が海外展開を図る際にも
活用できるよう国際的な基準であるISO 22716を採用し、
双方の受入が可能になることを要望する。

また、2020年9月公布の「化粧品不良反応監測管理弁法
（意見募集稿）」では、あらゆる不良反応報告が必要とも
読み取れるため、国際的に認められたICHガイドラインの定
義に合致させるなどの明確化を要望する。

<建議>
1.	 改正法施行までの管理運用体制の整備と十分

な猶予期間の設定を要望する。
①	化粧品監督管理条例に紐づく、各種下位法規
の運用開始に伴う勉強会などによる民間との対
話・交流深化を要望する。

②	中央官庁からの充分な指導の下、地方も一貫し
た運用が成されることを要望する。

③	新法規施行までに十分な猶予期間の設置、およ
び市場流通品の救済措置を要望する。

2.	 効能効果評価に関する柔軟な運用を要望する。
①	WEB公開すべき効能効果訴求根拠を消費者視
点で分かり易く簡素化することを要望する。

②	中国内CMA認証機関で実施されるSPFや美白試
験に関して、試験方法の精度向上、ラボレベルの
標準化、あるいは海外資格ラボレポートの許容
を要望する。

③	美白試験などの試験効率化にあたって有効成分
リストの作成やRead-Acrossの考え方を認めて
いただくことを要望する。
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3.	 化粧品ラベル表示の規制緩和を要望する。
①	国際ルールに則って1％以下の配合成分を任意
順で全成分表示することを要望する。

②	輸入品原産国表示事項のオーバーラベルによる
仕様変更を認めることを要望する。

③	中文ラベルに記載すべき企業は、中国国内の唯
一の責任者（登録・届出人、輸入品の場合は中
国境内責任者）だけにすることを要望する。

4.	 新原料申請の簡素化と円滑な運用を要望
する。

①	新原料申請で実施する試験は、国際通用の「医
薬品の臨床試験の実施の基準」、あるいは「優
良試験所基準」に準拠した実験室で発行された
試験報告書も認めることを要望する。

②	既に権威ある国際的安全性評価機関の評価で
化粧品への安全使用が結論付けられた新原料
の申請除外、あるいは既に国際的安全評価機関
で評価された資料の活用など、新原料申請の簡
素化を要望する。

③	国際的なルールが定まるまでナノ原料に対する
特別な規定を免除することを要望する。

5.	 登録届出時の過剰資料要求低減・簡素化を要
望する。

①	原料規格情報は、安全リスクが想定される特定
の原料に限定することを要望する。

②	製造工程は、簡易工程に絞って公開するなどの
資料簡素化を要望する。

6.	 輸入品の品質管理等製造行為に対する中国法
規への適合除外要求を要望する。

①	海外での生産活動は、「化粧品生産経営監督管
理弁法」など、各意見募集稿に示された生産活
動適用から除外していただくことを要望する。

②	各種意見募集稿で用いられている不良反応基
準の明確化を要望する。
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６．セメント

概況
2020年は、新型コロナウイルス感染症対策としてインフ

ラ投資など景気刺激策が推し進められ、セメント生産量は
前年比1.6％増の23億7,691万トンと小幅ながら伸びた。

中国のセメント生 産 量は 、世界シェアの 半 分以 上を
占め、36年連 続で 突出して首位にある。（2位インドの
約7倍、3位ベトナムの 約24 倍。日本の生 産量は5,70 8
万トン）。

一方、中国全体のセメント生産能力は約33億トンと推
定され、生産量とのギャップが依然として大きく、業界最
大の懸案である生産能力過剰問題は解決が先送りされ
ている。

表1：	 中国セメント生産量の推移
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

生産量-
（百万トン） 2,403 2,316 2,210 2,330 2,377

伸び率（％） 2.5 △0.2 △5.3 6.1 1.6

※	生産量および伸び率は、中国セメント協会の公表数字を使用。

2020年の動向
2020年のセメント需要は、固定資産投資(伸び率2.9％)、
不動産開発投資(伸び率7.0％)、不動産施工面積(伸び率
3.7％)の堅実な伸びにけん引された。

セメントの生産量は、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて第1四半期に前年同期比24％減と落ち込んだが、
経済の安定成長を支える国の方針を背景として、4月に入り
大口工事が再開し、10月に前年同月比増に転じた。最終的
には前年比1.6％増の23億8,000万トンとなった（セメントの
中間製品であるクリンカの生産量は前年比3.1％増の15億
8,000万トン）。

表2：	セメントの全国平均市場価格推移（単位：元／
トン）

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
価格 280 350 427 439 439

伸び率(％) 12 25 22 3 0

出所：	「数字水泥」。普通42.5級、バラ品。

セメント価格については、一般品である普通珪酸塩セメ
ント42.5級品の2020年全国平均市場価格は439元/トン(前
年並み)で、ここ数年来の高値を維持した。セメント業界全体
の利益は1,833億元(前年比2％減)となり、史上最高となっ
た2019年に次ぐ利益水準となった。

価格が上昇している要因としては、①GDP落ち込みを回避
したい政府の財政投入によるプロジェクト増加のもと、生産
ピークシフト政策の厳格化・広範囲化、原料鉱山の取り締

まり、省エネ・排出削減措置等に伴う生産抑制による供給
逼迫、②各企業間の自律協調による市場集中度アップ、③
燃料炭・輸送・環境対策各コスト上昇分の転嫁、が挙げら
れる。

中国国内での好調な需要と価格推移は、輸出入にも皮
肉な影響を及ぼしている。中国からの輸出量が激減する一
方、輸入量は沿海地区を中心に大幅に増加した(セメント
は前年比80％増の361万トン、クリンカは前年比47％増の
3,337万トン)。クリンカの最大の輸入元は、中国と同じく生
産能力過剰に陥っているベトナムであり、同国からの輸入量
は1,980万トンで全体の約60％を占めた。その次はインドネ
シア、タイと東南アジア諸国が続いている。

表3：	中国のセメント・クリンカ輸出入数量推移
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

輸出・セメント
（千トン） 8,146 8,765 7,535 5,085 3,043

伸び率（％） △11 8 △14 △33 △40
輸出・クリンカ
（千トン） 9,631 4,099 1,504 441 85

伸び率（％） 47 △57 △63 △71 △81
輸入・セメント
（千トン） 21 37 957 2,006 3,608

伸び率（％） △80 80 2,463 110 80
輸入・クリンカ
（千トン） 44 871 12,669 22,743 33,366

伸び率（％） 792 1,869 1,355 80 47

出所：	「数字水泥」。

主な政策・行政措置
セメント業界における生産能力過剰対策は次の4つの柱
で行われてきている。

環境政策
環境基準を守らない企業に対し、生産停止命令を出す等
して淘汰していく。

中国における煤塵・NOxの排出基準は世界トップクラス
の厳しさである。セメント原料鉱山の整理整頓や粉塵発生
に対する生態環境部門等政府機関の検査も厳格化されて
いる。2020年12月公布の「市場参入ネガティブリスト(2020
年版)」では、環境保護関連規定を根拠に、セメント生産能
力の新規増加を引き続き厳禁とする旨が定められている。

生産ピークシフト政策
生産能力過剰と環境問題を解決する措置として2014年
より実施され、冬季の暖房使用時期に、需要減退地区であ
る東北・華北・西北地区を中心にセメント生産窯を停止させ
る措置である。同措置は2020年までの実施となっていたと
ころ、2020年12月に工業情報化部と生態環境部が連名で
「セメント生産のピークシフト常態化をさらに進めることに
関する通知」を公布。さらなる生産能力削減の強化を目的と
し、2021年以降もピークシフト政策の実施を常態化させる
ことを明確にした。

北方以外のほとんどの地区においても、春節期間や酷暑
期間、雨季、または大気汚染時や重大行事の時期に企業へ
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一定期間の生産停止を求めるようになってきている。

生産能力置き換え政策
生産能力の新増設を厳禁するという原則のもと、工業情
報化部は2014年から新増設の例外として生産能力の等量
置き換えや、環境敏感区域での減量置き換えを認めてき
た。その後も毎年のように生産能力置き換えに関する実施
弁法・通知を公布してきたが、抜け道が多く生産能力削減
効果は上がっていない。2020年1月には「セメント・ガラス
業界生産能力置き換え実施弁法操作問答」が公布され、問
答形式で生産能力置き換え政策につき細分化・明確化し
た。生産能力置き換えに際しては、依然例外を設けつつも
生産能力が増加しないことを原則とし、置き換え比率を、
環境敏感区域では1.5:1、非環境敏感区域では1.25:1とした
（チベット自治区のみは等量置き換えで可）。

業界再編
優良企業をプラットフォームとして、国・政府ではなく市
場化手段により合併再編を促し、自主的な過剰能力削減を
目指す。大型合併は2017年までで一服し、それ以降は大き
な動きはない。市場需要が頭打ちとなり生産能力の新増設
が制限される中、M&A(合併・買収)により企業文化の異な
る企業を取り込むよりも、当面は既存の生産能力置き換え
政策を利用して置き換え枠を使用または購入することで、規
模拡大を志向する企業が多い。

2021年の展望・重点政策
展望
2021年は中国共産党創立100周年にあたり、また2022
年早々には北京冬季オリンピック・パラリンピック、秋に
は中国共産党第20回党大会と重要な政治日程を控える。
2020年12月の中央経済工作会議においては、2021年の経
済運営について、引き続き積極的財政政策と穏健な金融政
策を実施し、景気の安定維持に注力する方針が示された。
インフラ投資の伸び率は低速度ながらも増加が維持される
と見込む。不動産開発投資については、不動産企業に対す
る金融支援が限定的になるとみられ、2021年は前年比減
の圧力がかかる。中国セメント協会は、2021年のセメント
生産量は2020年と同等か微減(23億3,000万～23億7,000
万トン)と予測している。民間の中国セメント網では、不動産
引き締め政策の影響により、22～23億トン(前年比2～8％
減)と予測している。

重点政策
これまでの生産ピークシフト政策の常態化や生産能力置
き換え政策の厳格化に加え、CO₂排出規制の強化が進めら
れる。2020年9月の国連総会で習近平国家主席は「CO₂排
出量を2030年までに減少に転じさせ(ピークアウト達成)、
2060年までにカーボンニュートラルを目指す」と表明した。
これを受け、中国建材聯合会は「中国の建材業界は2025
年までに、特にセメント業界は2023年までにピークアウト
を実現させる」と提唱した。業界では、急にCO₂排出削減政
策が打ち出されるのでは、と身構えている。

セメント産業の問題点
生産能力過剰問題
過剰生産能力の削減については、政府通達は多く出てい
るものの、実質は生産量抑制策がほとんどで、具体的な生
産能力削減方法・ロードマップは示されていない。

セメントの生産量23億8,000万トンに対し、生産能力は
約33億トン、クリンカは生産量15億8,000万トンに対し、生
産能力20億4,000万トンとなっている。2020年には、26基
(クリンカ生産能力3,816万トン)もの新設クリンカ生産ライ
ンが稼働した。これに対し、削減されたクリンカ生産能力は
1,892万トンにとどまっている。また、「ゾンビ生産能力」が
置き換えに使われて新規プロジェクトになったケースも存在
している。生産能力置き換え政策の内容と監督の不備を指
摘する声が多い。2020年10月、工業情報化部は生産能力
置き換え実施弁法改正の意見聴取稿を発し、置き換え比率
のいっそうの厳格化と置き換え条件を提案したが、同12月
に再度その修正稿が公表されるなど、内容はまだ定まって
いない。

生産ピークシフト政策の実施における課題
2021年より生産ピークシフト政策が常態化されることに
なり、原則として全てのセメントクリンカ生産ラインは一定
期間の稼働停止を行わなければならなくなった。一方で、都
市生活ごみ・有毒有害廃棄物を処理している企業はピーク
シフト政策を実施しない、といった例外措置も規定されて
いる。特に北方地区への規制が厳しいとの不公平感や、各
地区での監督管理度合の温度差や恣意的な規定策定によ
る不公平性を懸念する意見も出ている。

＜建議＞
①	セメント業界においては、生産能力過剰と環境
問題を解決する措置として、「生産ピークシフト」
策が実施されている。主に冬季（11月～翌年3
月）にセメント生産窯を一律に運行停止させる
措置である。競争力の劣る旧式設備の企業や省
エネ・環境基準をクリアできない企業と、資金
をかけて省エネ・環境対策を行っている企業を
同一視せず、個別の状況に応じた措置とするよ
う要望する。

②	原料鉱山における採鉱権（採鉱許可証）を保有
する企業(採鉱権者)が、採鉱許可証の期間満了
に際し、採鉱許可証期間の延長を希望する場
合、「鉱産資源採掘登記管理弁法」第7条に基
づき、採鉱権者は期間満了の30日前までに、採
鉱登記管理機関において延長登記手続をしな
ければならないとなっているが、「30日前まで」
ではあまりにも短すぎる。製造企業にとって、採
鉱権は土地使用権と共に事業継続に欠かすこと
のできないものである。土地使用権期間延長の
申請受付期限は、期間満了の「1年前まで」と規
定されており、事業継続の予見性・安定性を確
保するためにも、土地使用権期間延長時と同様、
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「1年前まで」とすることを要望する。

③	「汚染物排出許可証」は、セメント工場での生
産業務に欠かせない許可証の一つであり、「汚
染物排出許可管理条例」第14条では、「汚染物
排出許可証の有効期間は5年とする」と明記され
ている。しかし、一部地方政府の環境保護部門
は汚染物排出許可証を更新する際、正当な理由
を示さず、期間1年のみの更新とするといった事
例があった。また、他の地方では、環境保護部門
からの指摘事項を全てクリアしたにもかかわら
ず、更新の許可・不許可も示されないまま放って
おかれている企業の事例もある。生態環境部に
おかれては、各地方の基層までの執行状況につ
いて監督、管理していただくことを要望する。

④	華東地域において、法律法規を順守し環境・省
エネ・品質・安全に問題のない生産工場、原料
鉱山に対し、地方の都市計画や環境対策という
ことで事前通知なしに閉鎖命令を出すという事
例があった。この種の閉鎖圧力や規制は科学的
見地に欠け、公正な投資環境に影響を及ぼすも
のである。国の関連当局においては、各省市に
対し適切な監督・指導をしていただくよう要望す
る。また、政策性閉鎖とする場合には、日中韓投
資協定に基づき、公正な市場価格にて遅滞なく
補償するよう要望する。
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７．鉄鋼

中国鉄鋼業の概況	
2020 年の中国の粗 鋼 生 産は前年比 5. 2％ 増の10 億

5,300万トンと10億トン超となり、4年連続で過去最高を更
新した。なお、2020年の世界粗鋼生産（18億6,000万トン）
に占める中国のシェアは前年比4ポイント上昇の約57％で
あった(図)。

図：中国の粗鋼生産量と世界シェア
鉄鋼生産（左目盛）
世界シェア（右目盛）
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出所：	World Steel Association

中国鉄鋼業の構造改革の動き
2016年2月、国務院は「鉄鋼業過剰生産能力解消による
困難脱却・発展実現に関する意見」（国発［2016］6号）を
公布し、同年からの5年間で製鋼能力を1億～1億5,000万ト
ン削減するとの目標を提示した。その後、削減目標の上限で
ある1億5,000万トンを3年で達成し、2017年には1億4,000
万トンの「地条鋼」生産能力を処分した。また、新規の生産
能力の増設を禁じる「鉄鋼業生産能力置換実施弁法」の執
行により、国内市場の需給は安定して推移し、同年以降鉄
鋼企業の業績は大きく改善した。

2020年6月、国家発展改革委員会、工業情報化部などよ
り「2020年重点分野における過剰生産能力解消の取り組
みに関する通知」が公布され、この中で鉄鋼業に対して、①
能力削減目標未達成の地域は同年中に目標を全面的に達
成すること、②「ゾンビ企業」退出、③立ち遅れた生産設備
の退出、④「地条鋼」復活および解消された過剰生産能力
の再稼働防止、⑤生産能力置換政策とプロジェクト登録の
厳格化による能力の新規拡大の厳禁、などを指示した。

2020年7月には工業情報化部が「生産能力置換実施弁法
（意見募集稿）」を公表し、①重点対象エリアの拡大、②置
き換え比率の引き上げ、③転炉から電炉への置き換え推奨
などが示されている。

また、同部は2020年12月に全国工業情報化工作会議に
て、2021年からは、粗鋼生産の前年比減を確保しなければ
ならず、近く最新版の鉄鋼生産能力置換実施弁法を公表す
るとともに、生産能力に関する早期警戒情報の発出体制を

整備するとした。さらに、同月末、「鉄鋼業の質の高い発展
の推進に関する指導意見（意見募集稿）」を発表、第14次5
カ年規画最終年となる2025年までに、合理的産業配置、先
進的な技術と設備、卓越した品質とブランド、高スマート化
レベル、グローバル競争力、グリーン・低炭素化を実現した
鉄鋼業の持続可能な発展に向けた環境整備を目指す、とし
て以下の目標を示した。

①生産設備の先進化、スマート製造化など産業基盤の現
代化水準の大幅向上。
②水素還元製鉄、非高炉製鉄などのイノベーションによ
る飛躍的進展。
③鉄スクラップを含む鉄鋼原料の国内自給率向上、海外
に権益を保有する鉱山からの輸入量を全鉄鉱石輸入の
20％以上に。
④鉄鋼企業上位5社で中国全粗鋼生産の40％、上位10社
で60％の集約度。
⑤ミルの超低排出改造の達成率80％、エネルギー消費量
の引き下げ目標等の達成。
⑥鉄鋼業の平均生産性1,200トン/人/年、新設普通鋼ミ
ル2,000トン/人/年の達成。

鉄鋼需給～2020年の回顧と2021年の
展望
2020年、不動産販売は、第3四半期以降前年比プラスに
転じ、暦年では住宅販売額が前年比10.8％増と2ケタの増
加、同住宅施工面積は同4.4％増と伸びを維持し、不動産開
発投資は同7.0％増となった。

2020年の固定資産投資額（前年比2.9％増）は、全体の
約3割を占める製造業が、サプライチェーンの再整備への懸
念などの不透明感から前年比2.2％減と前年割れも、インフ
ラ投資を含む第三次産業が（同3.6％増）伸びを牽引し前
年比プラスを維持した。

鉄鋼需要産業では、インフラ、不動産に支えられ油圧ショ
ベルなどの建機が大きく前年を上回ったほか、好調な外需
により、家電、設備製造業も第3四半期以降伸びが加速し
た。自動車生産は、前年比2.0％減の2,523万台と3年連続
のマイナスとなったものの、5月以降は8カ月連続で前年比プ
ラスとなった。

中国鋼鉄工業協会（CISA）は、2020年第2四半期以降、
政府による景気下支えにより、需要産業が急速に回復し、
粗鋼換算消費量は前年比9％増、鋼材消費は同7％増と過
去最高を更新したと発表した。また、2021年の鋼材消費は
引き続き小幅な増加となると予測している。

鉄鋼貿易～2020年の回顧と2021年の
展望
2020年の鋼材輸出は前年比16.5％減の5,367万トンと5
年連続の前年割れとなり、暦年の輸出量は6年ぶりに6,000
万トンを下回る水準となった。一方、鋼材輸入は同64.4％増
の2,023万トンと大幅に前年を上回ったほか、鋼塊・半製品
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輸入も同5.7倍の1,841万トンと劇的に増加した。この結果、
中国の粗鋼換算の純輸出は2019年の約5,100万トンから約
1,650万トンへと減少した。

鉄鉱石・鉄スクラップについて
2020年の鉄鉱石輸入量は、急速な内需回復に支えられ
た高水準の鉄鋼生産により、暦年では前年比9.5％増の11
億7,000万トンと、過去最高を更新した。鉄鉱石生産量は
同2.1％増の8億6,700万トンと3年連続で前年比プラスと
なった。

輸入鉄鉱石価格は、2020年12月は年初比33.7％上昇の
30ドル高、年平均では前年比8.6％上昇の8ドル高と大幅な
値上がりを記録し、CISAは、「価格上昇の速さ、大きさは、
すでに現実の需給から乖離しており、鉄鋼ミルの予測を大
幅に上回った」との認識を示した。

2020年11月29日、生態環境部など4つの部・委員会は
「輸入ごみ目録調整についての公告」を公布、輸入が禁止
される現行の「鉄スクラップ」に代わり、「再生鉄鋼原料」
が国家基準（標準）審査を通過したと発表した。これに続き
2020年12月30日、「再生鉄鋼原料輸入管理に関する事項
の公告」を公表し、2021年1月1日より国家標準に合致する
鉄スクラップ製品「再生鉄鋼原料」の輸入を行えるとした。

省エネ・環境保護に関する動き
習近平国家主席は、2020年9月、第75回国連総会におい
て2060年までのカーボンニュートラルを目指すとした演説
を行い、同12月には地球温暖化対策に関する国連会合で国
内総生産当たりの二酸化炭素（CO2）排出量を2030年ま
でに2005年比で65％以上削減すると表明した。宣言を受
けてCISAは、「中国では鉄鋼業の二酸化炭素排出量が全国
の13～15％であり、従って我々は二酸化炭素排出削減に対
する主体的責任を担わなければならない。鉄鋼業にとって
カーボンニュートラルへの道は技術革新の競争であり世界
の鉄鋼業にとって共通の課題である」とその決意を表明し
ている。

2021年に入ると、中国鉄鋼業は低炭素発展を推進するた
め、CISAが「中国鋼鉄工業協会低炭素事業推進委員会」を
設置したほか、冶金工業規画研究院は低炭素発展センター
を設立、北京科技大学、東北大学も前後して二酸化炭素科
学研究センター，低炭素鉄鋼技術研究院を設立するなど、
カーボンニュートラルに向けた動きを加速させている。

一方、顆粒物、二酸化硫黄、窒素酸化物などの大気汚染
物の排出削減を目的として2019年4月、生態環境部等5つ
の部・委員会により公布された「鉄鋼業における超低排出
実施の推進に関する意見」は、「鉄鋼企業の超低排出は、
全ての生産段階（原料ヤード、焼結、ペレット化、コークス
化、製銑、製鋼、圧延、自社保有発電所等、および大口材資
材・製品の輸送を含む）で超低排出の要求を満たすことで
ある」と定義している。

超低排出改造についてCISAは、2020年11月現在、全国

229社の鉄鋼企業が6億2,000万トンの粗鋼生産能力の超
低排出改造を実施しており、首鋼遷鋼、太鋼集団、首鋼京
唐、徳龍鋼鉄、日照鋼鉄の5社は既に改造が完了している、
と公表した。

＜建議＞
①	鉄鋼生産について
　中国鋼鉄工業協会（CISA）は、2020年の粗鋼
換算の国内鉄鋼消費は10億2,000万トン、2021
年は、同4.0％増の10億6,000万トンと予測して
いる。

　中国の国内鉄鋼需要は、今後一定期間は新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響緩和のための政府
による経済対策の効果等により現状水準を維持
すると見込まれるものの、中・長期的には縮小に
向かうというのが中国政府および鉄鋼業界関係
者の共通認識となっている。こうした変化に対応
し、市場の安定を維持するためには、需要を精
緻に予測し、これに則した生産を行うことが肝
要である。中国政府、鉄鋼業界がともにこうした
ルーティーンの構築に向けた動きを加速させる
よう期待するとともに、日本鉄鋼業としてもこれ
までの経験の共有など、中国側関係者への協力
を惜しまない所存である。

②	鉄鋼貿易について
　CISAは、鉄鋼企業は「国内大循環を中心に、国
内と国外の双循環の相互促進を促すための新た
な発展局面の形成を加速させる」との政策要請
に基づき戦略を立てなければならないとし、コス
ト競争力の強化、高付加価値製品の輸出促進な
どを呼びかけている。日本鉄鋼業は、中国の鉄
鋼企業が仕向け先市場の実情を的確に把握し、
通商摩擦を招かないような輸出姿勢を堅持する
ことが重要と思料する。

　日中鉄鋼貿易においては、両国政府主催の日中
鉄鋼対話というプラットフォームを通じ、引き続
き相互理解の醸成を図り信頼関係を深めていき
たい。

③	省エネ・環境対策について
　中国鉄鋼業界の省エネ・環境対策は、近年中国
政府の環境規制強化と鉄鋼企業の積極的な対
応や関連設備の普及率向上などにより、飛躍的
な進展を遂げている。

　現在は、2019年4月に公布された「鉄鋼業界に
おける超低排出実施の推進に関する意見」に
従って超低排出改造が進められすでに相当の進
捗が報告されている。

　日本鉄鋼業は、2005年7月にスタートした日中
鉄鋼業省エネ・環境保全先進技術専門家交流
会での議論を通じて、中国鉄鋼業の省エネ・環
境対策に貢献してきたと認識している。地球温
暖化対策や環境対策は、鉄鋼業の持続的発展
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にとって増々重要なテーマとなっており、日本鉄
鋼業は、日中両国が同交流会を通じて引き続き
知見を共有し、相互理解を深め、ともに取り組
みを続けていくことに期待している。

④	統計
　需要に見合った適切な生産レベルを自律的に維
持・確保し、また業界全体の構造調整を円滑に
推進するためには、鉄鋼需要産業の動向を踏ま
えた定期的な鋼材需要予測を行うことに加え、
正確な予測策定の基礎となる広範な鉄鋼関連
統計の整備が不可欠である。

　前述の中国政府による2016年以降3年間で1億
5,000万トンを上回る能力を削減した旨の発表
がある一方、中国国家統計局によると製鋼能力
は2015年末の11億3,000万トンから2019年末の
10億6,000万トンと、減少は僅か7,000万トンに
とどまっており、政府が発表した能力削減実績
との齟齬が生じている。今後も需要の変化によ
る生産能力の調整は不可避であり、そのために
も信頼性のある生産能力統計の整備が急務で
あると認識している。

　さらに鉄鋼生産統計においては、鋼材の重複計
上問題が依然として解消されていないが、将来
に亘り鉄鋼業が持続的な発展を維持するために
も、さらなる改善を期待している。

　なお、これまで中国税関総署より提供されてい
た輸出入統計が2018年3月分を最後に停止され
ているが、早期に従前の公表形態に復すること
を強く要望する。
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８．家電
2020年の中国国内家電市場の総売上高は5,113億元で、

前年の5,613億元から8.9％のマイナスとなり、2年連続の
前年割れとなった。新型コロナウイルス感染症の影響で多
くの商業施設で強制休業や物流配送規制を受けた結果、
感染拡大が沈静化する5月まで、主要カテゴリーのオフラ
インでの販売は軒並み前年の半分以下の水準にまで落ち
込んだ。特に冷蔵庫・洗濯機など大型白物家電への影響が
大きく、過去最悪となる前年比10％台まで冷え込んだ。一
方、オンラインでの販売については、割引券による消費刺
激等、政府の経済対策の効果もあり、4月には前年比111％
と反転、以降もプラス成長を持続したが、オフラインでの
落ち込みが大きく、通年での家電全体の需要は前年割れと
なった。結果、オンラインシフトが鮮明で、金額ベースのオ
ンライン比率は51％となり、2019年の42％から9ポイント
上昇した。新型コロナウイルス感染症を契機とした生活習
慣の変化により、自宅での巣ごもり消費に伴うキッチン家
電・薄型テレビの需要増や、健康・美容商品が急伸した。な
お、GfKデータによると、2021年の家電市場は前年比6％増
の5,557億元に反転すると予想されている。

主要商品の概況
薄型テレビ
2020年のテレビ販売は、台数ベースで4,350万台と前年
比ほぼ横ばいとなった。新型コロナウイルス感染症により
在宅でのコンテンツ視聴の需要が拡大し、年初落ち込んだ
市場を補った。2020年のトレンドは、1）疫病下で消費者の
購買行動が変化し、オンライン販売比率がさらに増加した
こと、2）さらなる大型化が進み、60インチ以上の大型が市
場成長を牽引したこと、3）LCDパネルの供給不足により特
に下期に価格下落が抑制され、各社平均単価を上げたこと
である。

図1：テレビ販売台数（単位：1,000台）
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デジタルカメラ
デジタルカメラの需要は、新型コロナウイルス感染症の
影響を直接受け2020年も減少し、130万台程度の市場規
模となった。高機能スマートフォンの浸透と共に比較的廉価

なデジタルカメラの需要減少傾向は今後も継続するとみら
れる。一方、高級レンズ交換式カメラについては、反射板な
しのいわゆるミラーレスカメラが主流となり、各社からの新
商品導入により活性化し、下期に向けて市場は前年並みま
で戻した。ソーシャルネットワークサイト(SNS)の短視聴動画
ブームに代表される動画撮影需要の興隆により、今後若者
層を中心に新たなカメラ需要の創出が期待される。

図2：デジタルカメラ販売台数（単位：1,000台）
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エアコン
2020年の家庭用エアコンの総需要は3,791万台となっ
た。新型コロナウイルス感染症による経済不振により需要
が低迷、近年成長を続けてきたオンライン販売も成長が鈍
化し、全体では前年比5.8％減となった。2020年7月に新省
エネ等級に関する国家標準（房間空調器能効限定値及能
効等級）が施行され、各社とも省エネ等級が低い一定速モ
デルの生産を停止、インバーター比率と新冷媒（R32）の使
用比率が急激に高まった。スマートIoTおよび空気清浄機能
は標準装備となり、換気機能搭載商品も次第に増加、特に
新型コロナウイルス感染症の影響で除菌・換気機能への注
目度が上昇している。

図3：家庭用エアコン販売台数（単位：万台）
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冷蔵庫
2020年の冷蔵庫の販売台数は台数ベースで前年比1.6％
減の3,140万台、金額ベースは3.5％減の915億元でマイナス
成長となった。新型コロナウイルス感染症の影響により、オ
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フライン店舗の営業中止やモールの閉鎖が続き、販売が減
速した。需要が減退する中、国内ブランドを中心に価格競
争は激化した。またオンラインシフトが加速し、台数ベース
でのオンライン比率は62％にまで到達、前年から11ポイン
ト上昇した。機能やデザイン面での個性化・差別化に加え、
健康・清潔意識の高まりにより、殺菌や保鮮をより配慮した
商品が期待されている。

図4：冷蔵庫販売台数（単位：1,000台）
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洗濯機
2020年の洗濯機の販売台数は前年比3.4％減の3,695万
台、金額ベースでは6.6％減の720億元となった。新型コロ
ナウイルス感染症の影響でオフラインでの販売が大幅に減
少し需要は前年割れとなった。2020年はオンラインへのシ
フトが加速、オンライン比率が台数ベースで66％となり、前
年より9ポイント上昇した。また、消費者ニーズの多様化に
より、大容量洗濯乾燥一体型の構成比が高くなった他、除
菌・脱臭などの清潔ニーズやコンパクト・ビルトイン型など
高付加価値商品が伸長した。一方、原材料費の高騰により
生産コストの上昇も課題となった。

図5：洗濯機販売台数（単位：1,000台）
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チャネル環境
2020年の家電市場のオンライン販売比率は51％となり、
初めて市場全体のオンライン比率が50％を突破。2大電
子商取引サイトのアリババ、京東商城がオンライン市場を
牽引し、2020年「双11」商戦では小売総額4,982億元と、
2019年の2,684億元から大幅成長した。双11商戦は年々前

倒しで開催されており、消費者にとって年間最安値での購買
を享受できる一方、その反動での商戦後の需要落ち込みが
顕著となっている。また、2大電商に加え、地方の二・三線都
市を中心にゲーム・エンターテイメント要素を持つソーシャ
ル電商の拼多多が急伸、同社のシェアは2017年2.0％から
2019年9.5％と上昇し、プラットフォームとしての取引額も1
兆66億元までに成長した。一方、オフライン市場は年々縮
小を続けており、2020年は新型コロナウイルス感染症の影
響も大きく、前年比23.5％減の2,511億元と大きな落ち込み
となった。

ライブコマース
ライブコマースは近年急速に発展しているオンライン
ショッピングの一業態で、市場規模は急拡大を続けてい
る。2019年通年で4,437億元だった市場規模は、2020年に
9,712億元と2倍以上に成長した。特に2020年は創業者や
CEOなど企業トップによるライブコマースが大きな話題を呼
んだ。家電業界では、小米の雷軍総裁、エアコン最大手で
ある格力の董明珠董事長などがライブコマースに登場。な
かでも董明珠氏は65億4,000万元という驚異的な売上を実
現した。電商でライブコマースによる商品やサービスを宣伝
している店舗は6割に達しており、2021年の市場規模は2兆
元を超えると想定されている。企業や店舗によるライブコ
マースはすでに重要な販売チャネルの1つとして定着してお
り、マーケティングの進化が加速している。

新型コロナウイルス感染症による家電市場への影響
新型コロナウイルス感染症は人々の健康理念や生活習慣
に大きな変化をもたらした。家電では健康的な生活に関係
した小物家電の人気が高まり、除菌機能付き洗濯機、消毒
ケース、浄水器、空気清浄機などの商品が大きく成長した。
特に除菌機能への注目度が上がっている。外食の制限によ
りデリバリーサービスが発達する一方、食の安心・安全志向
の高まりで自炊する人が増加、キッチン家電が成長した。ハ
ンドミキサー、フードプロセッサー、スチームオーブン、生ご
み処理機など、調理者の負担を軽減する商品が人気となっ
ている。家電市場全体では2年連続の前年割れであるが、
小物家電は2ケタ成長を持続しているカテゴリーが多い。ま
た愛国消費の高まりによる「国潮」ブームが続いており、デ
ザイン、コストパフォーマンスに優れた新興国産ブランドが
多数市場に参入、飽和している大型白物家電と比べ、小物
家電は伸び代があり、成長が期待されている。

＜建議＞
廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連
①	「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」（中国
版WEEE）は、2009年2月25日に公布、2011年1
月1日に施行され、「廃棄電器電子製品処理基金
徴収使用管理弁法」も2012年5月21日に公布、
2012年7月1日に施行された。メーカーの立場と
しては、公平性と透明性確保の観点から、処理
基金の徴収・使用実績に関して製品別や中国生
産品・輸入品別などの詳細を公開いただくとと
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もに、生産者・輸入者の処理基金納付額の定期
的な見直しを要望する。

②	2016年3月1日から中国版WEEE対象製品第2
回目録により処理基金を徴収するとされている
が、第2回目録製品の徴収単価はまだ未公布の
状況である。今後、新たな関連法律や政策を策
定する際には、できるだけ企業に対し長い準備
期間を設けるよう要望する。

③	廃棄電器電子製品解体補助金の支払いが遅く、
リサイクル企業経営への影響最小化のために、
支払いの加速を要望する。

④	廃棄電器電子製品リサイクル企業の経営の健
全性確保のために、廃棄電器電子製品回収体
制および解体廃棄物処理施設の整備強化を要
望する。

⑤	生産者責任延伸制度は企業のみの責任ではな
く、政府・生産者・卸御者・消費者などにも責任
があり、お互いに協力する必要がある。よって、
制定時には、企業と十分に話し合い、企業の経
営コストなどを十分に考えた上での判断を要望
する。

省エネ関連（エネルギー効率ラベル制度）
①	エネルギー効率ラベル制度の対象製品となっ
た場合、メーカーにとって、能率限度値および能
率等級の認証、試験、マーク添付等が煩雑でコ
ストアップの要因となる。関連法規・基準の整理
と効率的運用を要望する。特に施行前にすでに
市場で販売している製品は、特定が難しく対応
は現実的でないため、対象外とすることを要望
する。

②	国家標準制定時には、外資企業、メーカー団体
の参画を含めた公開性の向上と検査等の運用
面での企業間の平等性確保を要望する。

製品標識標注規定の廃止後の対応
　国家質量監督検験検疫総局2014年の第70号公
文書で「製品標識標注規定」を廃止すると公告
された。それ以前に同規定に基づき表示してい
た内容について、今後の表示根拠、表示内容の
正確さが把握できない状況にある。以下の三点
に関する表示項目の明確化を要望する。

・	輸入品および委託生産（ODM／OEM）製品の
生産者名称の表示。以前の「製品標識標注規
定」に基づき表示した場合の問題の有無。

・	輸入製品の品質合格証の表示。以前と同様に、
品質合格証の表示はなしでよいか。

・	輸入品の適合規格の番号表示の必要性。輸入
品は企業規格を中国で登録できず、表示ができ
ない現状にある。

物流関連
①運用上のルールの文書化に関して
　順守すべき内容・規則として、法令・通達がよ
りどころとなるが、全国での当局の運用を顧み

た際に必ずしも運用ルールが文書化されておら
ず、全国で事業活動している企業にとっては不
便につながる場合がある。事例を挙げると、①
2015年8月に天津港にて爆発事故発生直後に、
地方ごとに危険化学品の輸送取り扱いを行わな
い空港・港が複数見受けられたが、取り扱い禁
止の期間、対象貨物等に関して地方ごとに基準
がバラバラで、かつ明文化された通知が確認で
きない状況であった、②2016年杭州G20サミッ
トと2017年アモイBRICSサミットの交通規制の
明文化がなされていなかった、③2020年年初、
新型コロナウイルス感染症の影響で各物流ター
ミナル（空港、鉄道等）が実質的影響を受けた
にも関わらず運行情報が一部公開されず、企業
はフォワーダーや物流代理店等の不確定情報で
対応せざるを得なかった。運用を行う際には、
迅速かつ明確な基準、見解を発信する体制の
徹底を要望する。

②	保税加工貿易（手冊、保税部材）に関しての全国 
でのルール一元化に関して

　保税加工貿易（手冊、保税部材）について、各地
の運用ルールにばらつきがあり、長期的に一元
化されることを要望する。

・	手冊消し込み時の盤盈，盤虧に対しての納税の
考え方の違い（両方の差異見合いの納税を求め
られるケースもあれば、盤虧のみの納税を求め
られるケースもある）

・	深加工結転にて完成品を販売する場合の国内
調達部材の増値税控除（認められないケースが
多いが、一部では認められるケースもあると聞
く）等

・	政府主導の「金関二期」導入により徐々に改善
されているものの、電子手冊使用時の備案後核
銷（消込）前の通関BOM情報の修正申告の違い
もまだ発生している（修正申告が認められるケー
スもあれば、認められないケースもある）

その他
①	現在、保税取引については、保税区の販売会社
もしくは、製造会社が行う保税加工取引のみが
認められている。一方、顧客が免税輸入枠で輸
入品を購入するなど取引先のニーズにより、外
商投資性会社においても保税取引の必要性が出
てきており、外商投資性会社への保税取引の許
可を要望する。
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９．事務機器

中国の事務機市場概況
中国の事務機器（OA機器）市場は、2008年のリーマン

ショック時に一時的に成長が落ち込んだ。その後、内陸を中
心とした中国政府の積極的な投資により順調に回復し、2012
年以降の中国経済減速で一時的に鈍化したが、その後は堅
調に推移している。習近平政権の「新常態（ニューノーマル）」
政策により経済の構造改革が行われ、投資主導から消費主
導への路線変換がうたわれていることも成長を後押してい
る。この度の新型コロナウイルス感染症の影響で2020年前
半は前年を下回る状況ではあったが、同年6月から上昇傾向
となり2020年末にはほぼ前年近くまで回復してきている。中
国の事務機器（OA機器）市場は、欧米と比較すると中期的に
はまだ成長が期待できる巨大市場であり、今後も事務機メー
カー各社は重要市場として注力していくであろう。中国の事
務機器（OA機器）市場の特徴としては、商品セグメントに関
し、低価格セグメントのモノクロ機が主流であることが挙げ
られる。近年はカラー機の低価格化が進んできており、カ
ラー低速機の販売が年2ケタの割合で成長している。しかし、
アフターマーケット（トナー、インク、パーツ）は、模倣品等の
影響により、他国とは異なり純正消耗品販売が市場のマシン
販売数の増加に連動して伸びないという状況に直面してお
り、各OA機器メーカーともさまざまな対策を長年に渡って講
じているが効果の兆しが見えてきておらず、苦労している。

多様な販売ルート
OA機器の販売ルートに関しては、メーカーの直接販売もあ

れば、代理店を通じた販売もある。中国は国土が広く、直接販
売は概ね沿岸部の大都市が中心であり、内陸部は代理店を通
じて販売する傾向にある。代理販売においてもエンドユーザー
に直接販売する場合と、さらに二次卸店などの代理店を通し
て販売する場合に分けられる。また、電脳城とよばれる電気街
での店頭販売や、営業担当やサービス担当を抱え直接エンド
ユーザーに訪問して顧客対応をする訪問販売など多種多様な
販売ルートでOA機器が販売されている。近年ではEコマースも
重要な販売ルートとして確固たる地位を築きつつある。

PP印刷分野の拡大
各OA機器メーカーはProduct PrintingまたはProfessional 

Printing（以下PP）と呼ばれる、高速・高品質・大量印刷分野
にも積極的に進出している。かつてオフセット印刷が担ってい
たこの分野は、デジタル化に伴い、OA機器メーカーが得意とす
る電子写真方式により拡大しつつある。このPP印刷分野、特に
企業内印刷、グラフィックアートなどの分野に各社が積極的に
市場進出、事業拡大をしており、OA機器業界のトレンドとなり
つつある。近年は産業用印刷の分野にもOA機器メーカーが進
出し、ますますオフセット印刷領域への浸透を図っている。

顧客ニーズの多様化
中国経済の発展に伴い、OA機器分野に対するエンドユー

ザーのニーズも多様化してきた。例えば、印刷環境の分析と

デバイスの適正配置によるTCO削減、ICカード認証と連携し
たセキュリティ管理、PCやサーバーなども含めた総合的なIT
環境ワンストップサービスなど、日本や欧米諸国と同じような
オフィス環境を求めるエンドユーザーも増加傾向にある。各
社OA機器の機能がコモディティ化を迎えている背景もあり、
メーカーは従来のOA機器単体の販売（いわゆる箱売り）から
の脱却を図り付加価値の創出に奔走している。また、政府系
顧客や中資系大手企業では、全国統括購買を採用する企業も
徐々に増えてきた。購買仕様に比較的複雑なシステム構築を
求める入札案件も増え、各メーカーには高度な案件対応、アフ
ターサポートの体制作りが求められるようになっている。

中国事務機市場の特徴と問題点
中古機市場：本体販売への影響
中国のOA機器市場において特徴的な点が中古機販売ビジ

ネスである。中古機販売のルートは、海外からの中古機の輸入
再生による販売、また国内機器の回収による再販があげられ
る。特に後者の国内機器回収については商流が多種多様で、代
理店の独自回収による再生販売、専門の中古機業者を介した
販売など、長年にわたり確固たる販売網が確立されつつある。
中古機市場については統計として正確なデータはないが、新品
のOA機器市場と同等もしくはそれ以上の市場規模があるとも
言われている。また、近年はOA機器本体にスピードアップなど
を施す改造機の存在もあり、純正のOA機器販売に影響を与え
ている。本体販売への影響は結果的にアフターマーケットビジ
ネスにも影響を及ぼすため、各OA機器メーカーともこの中古
機市場の動向については非常に注視している。

中国政府は環境対策として、企業に対して生産、販売およ
び回収まで含めた製品サイクルへの対応を求めており、廃棄
電器電子製品回収処理管理条例（いわゆる中国版WEEE）が
OA機器本体に適用された。条例の施行に伴い、各OA機器メー
カーの社会的責任が増していくと同時に、既に確立されてい
る中古機業者と処理業者、回収業者との間の法整備などは、
今後検討が必要になっていくことが予想される。

模倣品の存在：アフターマーケットビジネスへの影響
OA機器市場は、機器の販売とそれに伴うアフターサービス

のビジネスが中心であるが、中国ではトナーやインク、パーツな
どの消耗品に関し模倣品等の影響が大きく、日本や欧米諸国
と比較するとアフターマーケットで売上および収益を上げるこ
とが大変難しい状況にある。執行機関の摘発活動の強化や法
制度の整備等により、公然と模倣品を製造販売する業者は減
少しているものの、模倣品自体はいまだ市場に存在している。
最近は模倣業者の分業化、巧妙化に加えてEコマース市場の
拡大もあり、従前に比較して摘発活動の難易度は上がってい
る。また、日本や欧米諸国では一般的に採用されているOA機
器のメーターチャージ保守契約は、特に中資系企業において
獲得が難しく、各OA機器メーカーの安定したアフターサービ
スビジネスに大きく影響を与えている。

製品に対する純正消耗品比率は各社および商品セグメント
により多少異なると思われるが、中長期での企業収益、事業
基盤の安定のためには、その比率を向上させることがカギと
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なることは間違いない。特に中国市場では低価格機種が需要
の半分以上を占めており、厳しい価格競争の中、OA機器本体
で利益をあげることが難しくなってくる傾向にあり、アフター
サービスによる安定収益獲得の重要性が増している。

中国事務機市場の将来
今後の成長と展開
中国のOA機器市場は、中長期的にみれば、先進市場と比較

しても巨大な市場である。現状は低価格なモノクロ低速機が
主流の市場ではあるが、過去の先進国と同様、経済の発展に
伴い、次第にモノクロ中速機、およびカラー機比率が上昇する
ことが期待される。現に昨今の中国も例外ではない市場変化
を見せつつあり、各OA機器メーカーはモノクロ中速機、カラー
機の販売、またソフトウェアなどのソリューションを組み合わ
せた付加価値商談の提供に注力している。

また、中国国内におけるWeChatをはじめとしたSNSやEコ
マースの急速な普及に伴い、メーカー各社の販売やマーケ
ティングの手法には市場への柔軟な対応が求められている。
中国は前述のWeChatを用いたWeChatPayment(微信支付)や
AliPay(支付宝)など、モバイル決済に関して世界一の利用者
数を誇っている。OA機器の基本機能がコモディティ化し、価
格競争が激化する中、人件費の高騰によりアフターマーケット
ビジネスの全体的な収益性低下も避けられない。モバイル決
済による印刷料金支払いへの対応など、付加価値提供による
差別化が今後のOA機器業界のトレンドとなっていくと思われ
る。日系企業は以上のような産業・市場認識の下、日々ビジネ
スに取り組んでいるが、その中で直面している問題・建議とし
て、以下の内容を中国政府に改善要望したい。

＜建議＞
①製品標識標注規定廃止に対する代替措置
・	同規定の廃止に伴い、産品質量法に従うと輸入製
品についても国内製品と同様の記載が必要になっ
ている。例えば、生産工場の名称と住所を記載す
る必要があるが、国外生産委託製品の場合、委託
先の工場名や国外の住所を記載するよりも、標注
規定で許されていた輸入業者または販売者の情
報を代替として記載する方が消費者にとっては有
意義と考えられる。製品標識標注規定廃止に対す
る代替措置の検討を要望する。

②廃棄電器電子産品回収処理管理条例
・	事務機製品は、一般消費者向けの製品とは異な
り、大規模な中古品市場が既に確立しており、本
体製造・販売企業による回収が困難な状態であ
る。かつ国外からの横流れ製品もあり、実態の把
握も困難である。その中古事務機製品の回収業
者、販売業者、処理業者などは、利用価値の高い
製品や部品を扱っており、補助金がなくともそれぞ
れで利益を得ているため、過度な補助金支給は不
要である。基金額の設定方法や利用用途について
は、制度の改善につながるよう透明性のある実態

の説明や情報公開の法制化を要望する。

③電器電子産品有害物質制限使用管理弁法
・	合格評定制度は正式運用が開始されているが、電
池については技術的にも別途規定し、製品としても
部品としても対象目録から除外し、EUなど他国の
制度と整合性を取っていただくことを要望する。

④模倣品（消耗品）取り締まり
・	知的財産立国を目指す方針に基づき、行政による
模倣品の取り締まりは強化の方向にあるものの、
依然として模倣品（消耗品）が多く存在している。
近年では模倣品製造の組織化・分業化が進んでい
る。模倣品は複数の部品を組み立て完成させるが、
トナーやインクボトルのプラスチック成型専門工場
や、そのボトルにトナーやインクを充填するだけの
工場がある。プラスチック成型専門工場は、ボトル
自体は大変低額であるため、これらが押収されても
経営に影響がなく、すぐに製造を再開でき、懲罰的
効果が低く、再犯が起きやすい。一方で、プラスチッ
ク成型の金型は高価であり、金型の製造自体に時
間がかかる。懲罰的効果を高め、再犯を防止するた
めにも、トナーボトルやインクボトルのプラスチック
成型用の金型を押収するよう要望する。また、中国
で生産される模倣品が海外へ輸出されることによ
り、海外市場での模倣品流通を助長する恐れもあ
る。特に、「一帯一路」政策で海外への輸出ルート
や輸出量の拡大も懸念される。実際に欧州で模倣
品として差し止められた製品の出荷元の多くは中国
および香港であるとするEUの報告もある。税関に
よる模倣品輸出取り締まり強化を要望する。

⑤改造機の取り締まり
・	事務機器の改造機は、外観の名称変更による虚偽
表示から、事務機本体のコントローラーの改造に
よるスピードアップや機能の追加など多岐に渡る。
改造方法は、年々巧妙化しており、組織的に改造
を専門とする業者も存在しており、消費者は正規
品であるか判断できないものが多い。消費者保護
のためにも、引き続き改造業者の取り締まり強化
を要望する。

⑥技術標準・製品認証
・	低炭産品、生態設計産品、緑色設計産品、緑色産
品等新しい標準の検討が始まっているが、一方で
従来からある標準も存続しており、企業にとって
は対応すべき標準が次々と増え、負荷が大きくな
る事が懸念される。他の標準の内容とも調整をと
り、計画的に整理・集約を進めていただくことを要
望する。また、新たな標準を施行する際は十分な
準備期間をとっていただくことを要望する。

・	異なる認証で同一内容の試験が要求されている。
例えばCCC認証とNAL認可を両方取得する場合、
EMC試験とサージ試験が双方で要求されており
二度同じ試験が行われている。試験費用も二重に
かかっており企業に不要な負荷がかかっているた
め、各認証間で試験結果の共有使用を許可するよ
う要望する。
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10．電子部品・デバイス
OECDが2020年12⽉に発表した「エコノミックアウトルッ

ク（経済⾒通し）」によると、世界経済の成⻑率は2020年
でマイナス4.2％、2021年は4.2％と予測されている。新型
コロナウイルス感染症のワクチンが2021年末に向けて普及
する可能性が⾼まっているとしながらも、ワクチンの製造・
普及には時間を要すると指摘、経済社会活動がソーシャル
ディスタンスと移動制限によって引き続き制限される状態
が、2021年上半期まで続く可能性が⾼いと予測している。
ワクチン普及（集団免疫獲得）速度にもよるが、ソーシャル
ディスタンスの制約解消は2022年前半までずれ込むと見
込まれ、またリモートワーク・リモート会議の進展などの構
造変化によりモビリティそのものは以前の水準まで戻らな
い可能性が高い。経済回復は各国間、産業部⾨間で均⼀で
はなく、有効なワクチンが迅速に普及した国々においては
比較的好調な回復が予想されるが、依然として不確定要素
も多く残されている。

一方、中国においてはコロナの封じ込めに成功し、経済
も落ち込みからいち早く回復した。2020年の中国のGDP
は、実質で前年比2.3％増となり、主要国で唯一プラス成長
を維持した。OECDの見通しによると、中国の2021年の成
長率は、8.0％となる。新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により海外旅行消費が激減したがその代替として消費は
国内に向かい、財・サービス消費が押し上げられる可能性
がある。輸出は欧米の感染再拡大により、2021年第1四半
期は停滞するも、ワクチン普及に伴う世界経済の持ち直し
をうけ、第2四半期以降は緩やかな回復傾向をたどると予
想される。また、今後米国との技術を巡る対立を念頭に半
導体等、外国企業に依存しているハイテク分野の投資が加
速すると見られる。これは税制・金融面での政策支援もあ
り、経済成長の後押しとなることが期待される。

これまで長きに渡る中国政府からの支援、指導に感謝す
るとともに、中国政府が目指す新たなイノベーションの実
現に向け、本白書の内容が真摯に検討されることを期待す
るものである。

電子部品・デバイスの状況
2020年の動向
WSTSが2020年12月に発表した世界半導体市場予測
によると、2020年の世界半導体市場は前年比5.1％増の
4,331億ドルとなると予測されている。2020年初は前年か
らの低迷から回復基調にあったものの、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を背景に世界経済悪化の影響を受け
た。その一方で、5Gスマートフォンの需要増加、在宅勤務や
オンライン授業などの拡がりによるPC、データセンター関
連機器などの「巣ごもり需要」の恩恵によって、半導体市場
は堅調に推移した。

主要機器であるスマートフォンについて、中国において
は2019年11月から5Gの商用化が開始されたが、1年後の

2020年10月の段階で総契約数は1億5000万を超えた。5G
基地局数は2020年11月の段階で71万8000台が設置済と
も伝えられ、半年以上前に5Gを商用化した米韓を追い越し
た状況と言える。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より外出・移動が制限されると、国民生活や経済のネット
ワーク依存が高まり、5Gの整備とアプリ開発が急速に進ん
だ格好だ。2021年からはミリ波の商用開始も計画されてお
り、地方政府が推進を行う5G奨励政策と相まってこうした
傾向は加速すると予想される。

中国自動車工業協会によると、2020年通年の中国の新
車販売台数は2,531万1000台、前年比1.9％減であった。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受け
3年連続で前年実績を下回った。一方で新エネルギー車
（NEV）の販売は前年比10.9％増の136万7000台となっ
た。また、電気自動車（EV）は同11.6％増、プラグインハイ
ブリッド車（PHV）は同8.4％増だった。2021年の新車市場
は、内需拡大を狙う政府の景気刺激策などの効果が下支
えし、前年比4％増の2600万台超の規模（うち、NEVは同
32％増の180万台）となり、4年ぶりのプラス成長が見込ま
れるが、依然として新型コロナウイルス感染症の感染状況
など下振れ要素を抱える。

2021年の展望
足元では半導体市場の回復が鮮明になってきた。WSTS
は2021年の半導体市場規模が前年比8.4%増の4,694億ド
ルと、過去最⼤になると予想している。5Gの普及、⾃動⾞産
業の回復、データセンター需要の活況などが追い風となっ
ている。

一方で旺盛な需要に対して供給が追い付かない状況が
発生しており、一部の半導体が値上がりしているほか、受
注への対応遅延、自動車工場の稼働停止といった事態も発
生している。特に世界に先駆けて新型コロナウイルス感染
症の感染拡大を抑え込んだ中国では情報機器や自動車の
生産拡大に伴い、半導体の供給不足が深刻化している。車
載向け半導体不足の要因としては、⽶政府による受託⽣産
⼤⼿の中芯国際集成電路製造（SMIC）などへの制裁の他、
2020年前半に自動車各社が需要減少を見込んで調達を減
らし、「半導体メーカーがスマートフォンへの供給を優先」
した結果、「自動車に回ってこない」状態になったとの指摘
がある。ガソリン車より電子部品の多い電動車や自動運転
技術にはより多くの半導体が必要となる一方、半導体の生
産能力拡大には時間が掛かるため、こうした状況は2021年
いっぱい続く公算が高い。

5Gについては前述の通り2020年に急速な立ち上がりを
見せた。中国においては⽇欧⽶と異なり、政府の⽀援や巨
⼤な国内市場、豊富な資⾦を背景に、当初から5Gだけで単
独運⽤できるSA（スタンドアロン）型を⼀気に⽴ち上げ、世
界に先駆けて5Gサービスの実現を⽬指している。SA型基地
局を拡充することは、ネットワークの⾼速化、低遅延、多数
同時接続といった5Gの優位性を活かしたサービス実現に不
可欠である。現在のところ5Gの発展はまだ商業化の初期段
階にあるため、今後は5Gのインフラ基盤を生かして他産業
との連携において工場、教育、医療、自動車の遠隔制御など
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への応用の広がりが期待される。

今後注目される分野の動向
2021年3月に開催された第13期全国人民代表大会（全
人代）第4回会議において、「第14次5カ年規画（2021～
2025年）」および「2035年までの長期計画」が決定され
た。この中で、今後の中国の経済政策はハイテク産業など
高付加価値産業育成により中長期的な経済発展を目指す、
とされている。また、2020年5月の全人代（全国⼈⺠代表
⼤会）で新たに提起された「両新⼀重」というキーワード
のもと、「新型インフラ」・「新型都市化」に向けた投資が
いっそう強化されるとみられる。「新型インフラ」の対象
は、5Gをはじめとして、AI、IoT、データセンター、ブロック
チェーン、高度道路交通システムなどがある。「新型都市
化」は戸籍制度改革のみならず、都市機能向上のため、都
市高速輸送網の構築、スマートシティ化などが盛り込まれ
ている。また、環境問題についてもハイテクを駆使して取り
組みを強化する方針であり、2025年までに新エネルギー車
の全新車販売に占める割合を現在の5％から20％まで高め
る目標を掲げている。こうした計画が進展していく中で、さ
まざまな設備市場が押し上げられる効果が期待できる。例
えば、充電スタンドはEV車販売に比例して増加、2025年に
はEV車の1/2の割合に相当する台数の設置が見込まれる。

また、「省力化・無人化」も1つのトレンドとして注目され
る。新型コロナウイルス感染症により人と人との接触を避け
るため、ドローンやロボットを使った配送、小売店での無人
決済などさまざまな工夫が導入されてきた。こうした取り組
みはICTの進展とともに製造業のみならず、農業、医療など
さまざまな分野で応用・拡大していくと予想される。

こうしたことから、中国は電子部品・デバイス産業にとっ
て引き続き世界最大の市場として、大幅な需要拡大が期待
される。

＜建議＞
①	税関手続について
　企業は、棚卸在庫に差異が生じていないかを把
握するために、定期的に税関指定のデータ管理
会社を通じて企業側のデータと税関管理のデー
タが一致を確認している。しかしながら、税関の
詳細なデータを取得できないため、税関から企
業側とのデータに差異があると言われた場合、
企業はその理由を正確に確認できない。よって、
税関指定のデータ管理会社を通じて企業の情報
と税関の情報とを照合できる方法を確立するこ
とを要望する。

②	外貨管理規制の緩和について
　返品行為については、現在180日ルールが存在
しており、通関後180日を超えた返品に関する
返金については、銀行と外貨管理局に特別申請
をする必要があり、またその手続が非常に煩雑
である。よって、一連の手続について簡素化を要
望する。

　また、品質保証に関連して、外国から輸入した製
品を販売した中国顧客との間で品質問題が発生
し、それを当事者間で賠償金等にて解決する場
合、当事者間の同意と金額算定の妥当性があれ
ば、製造元と販売元の外貨取引において、証拠
書類の確認手続を簡素化することを要望する。

③	各種税務関連について
　税務局のシステムが更新される際に、最新の企
業情報にて更新を行うことを要望する（非貿易
登記等）。
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11．自動車
新型コロナウイルス感染症は、すでに下振れ圧力が強

まっていた国内経済にさらなる負担を強めたことは間違い
ない。厳しい課題と大きな困難に直面する中、習近平総書
記を中心とする中国共産党党中央委員会は戦略的決意を
堅持し、情勢を的確に判断し、慎重に計画と手配を行い、
断固とした行動をとり、苦難に満ちた努力の結果、新型コ
ロナウイルス感染拡大対策において大きな戦略的成果を
収めたと同時に、経済の活力と勢いを急速に回復させた。
現在、市場が引き続き活発であり、需給共に着実に好転
し、企業の生産と運営は絶えず改善され、国民経済は継続
的かつ安定的に回復する良好な態勢を呈している。全体的
に見ると、自動車業界の業績は予想を大きく上回ったが、
その主な要因は次の3点である。第一に、国と地方の政策
による強力な支援、第二に、業界・企業自身のたゆまぬ努
力、第三に、市場の消費需要の力強い回復である。

市場の状況を見ると、2020年、自動車販売台数は4月以
降増加を続けており、年間販売台数は2,531万1,000台とな
り、前年比伸び率は2％以内と減速したものの、販売台数
は引き続き世界トップの座を保った。市場セグメント別で
は、2020年に入り商用車市場がいち早く急速な伸びを見
せ、年間販売台数が大幅に増加した。乗用車市場の年間販
売台数は減少したものの、減少幅は6％に縮小し、また、9
月以降、月間販売台数の伸びに対する貢献度では乗用車
が商用車を上回っているなど、消費需要が回復しているこ
とが反映されている。新エネ車は7月から月間販売台数が
大幅に伸び続けており、年間市場販売台数は予想を上回る
伸びを示している。自動車輸出は前半8カ月の低迷に終止
符を打ち、9月以降回復に転じ、11月、12月と2カ月連続で
輸出台数は過去最高を更新した。

自動車
自動車の年間生産・販売台数は前年比減少幅が縮小
新型コロナウイルス感染症によって、自動車業界は「一時
停止」を余儀なくされたが、大きな衝撃の下で、業界全体が
力を合わせて困難に立ち向かい、党中央委員会と国務院の
政策決定と手配を断固実行し、操業・生産再開を着実に推
進し、マーケティング方法の転換を加速し、積極的に自動車
消費を促進することにより、自動車市場は段階的に回復し、
2020年の年間生産・販売の伸びは安定性を保ちながら微
減となり、新型コロナウイルス感染症の影響が基本的に解
消され、自動車業界は全般的に強い回復力と内生的原動力
を示した。2020年の自動車の年間生産・販売台数はそれぞ
れ2,522万5,000台、2,531万1,000台となり、前年比でそれ
ぞれ2％減、1.9％減で、減少幅はそれぞれ前年より5.5ポイ
ント、6.3ポイント縮小した。

月別の自動車生産・販売台数を見ると、年間を通して前
半は減少し、後半は増加する展開となった。第1四半期の自
動車の生産・販売は新型コロナウイルス感染症の影響を受

けて大幅に減少した。しかし、第2四半期には、感染拡大の
抑制が効いたこともあり、4月以降自動車市場は段階的に回
復し、月別販売台数は前年同月比で増加を続け、12月時点
で、自動車の生産・販売は9カ月連続での増加となった。

乗用車の年間生産・販売台数は前年比で減少
2020年、乗用車の生産・販売台数はそれぞれ1,999
万4,000台、2,017万8,000台となり、前年比でそれぞれ
6.5％、6％減少し、減少幅はそれぞれ前年より2.7ポイント、
3.6ポイント縮小した。自動車の生産・販売に占める乗用車
の割合はそれぞれ79.3％、79.7％となり、それぞれ前年比
3.7ポイント、3.5ポイント縮小した。乗用車4車種の生産・
販売状況は、乗用車（セダン）の生産・販売台数が前年比で
それぞれ10％減、9.9％減、SUVが前年比でそれぞれ0.1％
増、0.7％増で、SUVの年間生産・販売台数が初めて乗用
車（セダン）を上回った。MPVは前年比でそれぞれ26.8％
減、23.8％減、クロスパッセンジャーカーは前年比でそれぞ
れ1.7％減、2.9％減となった。

乗用車の月別生産・販売台数を見ると、前半4カ月間は乗
用車の月間生産・販売は前年同月比で減少したが、5月以降
は生産・販売が伸びを維持し、自動車の生産・販売の伸び
に対する貢献度が増加を続け、9月以降は乗用車の伸びに
よる貢献度が商用車のそれを上回ったことは、消費需要が
段階的に回復していることを反映しており、乗用車はシェア
の4/5を占める車種として、自動車市場の成長をけん引する
要素になり始めている。

商用車の年間生産・販売台数は大幅増
2020年、「国3」車の淘汰、基準超過取り締まりの厳格化
およびインフラ投資などの要因にけん引されて、商用車の
年間生産販売は大幅に増加した。2020年、商用車の生産・
販売台数はそれぞれ523万1,000台、513万3,000台となり、
初めて500万台を超えて過去最高を記録した。伸び率はそ
れぞれ前年比20.0％増、18.7％増となり、生産台数の伸び
は前年比18.1ポイント上昇し、販売台数の伸びは前年比減
少から増加に転じた。車種別の生産・販売状況では、商用
車の伸びを支える主力車種であるトラックの生産・販売台
数はそれぞれ前年比22.9％増の477万8,000台、21.7％増
の468万5,000台となり、バスの生産・販売台数はそれぞれ
前年比4.2％減の45万3,000台、5.6％減の44万8,000台と
なった。

月別の生産・販売状況を見ると、4月からいち早く伸びを
回復し、急速に増加して9カ月連続で月間生産・販売記録を
更新し、6月には過去最高を記録した。12月の生産・販売台
数は、それぞれ前年同月比2.3％増の50万9,000台、2.4％
増の45万6,000台となった。車種別の生産・販売状況を見
ると、商用車の持続的な高い伸びを支えているのは主にト
ラックで、なかでも重型トラックと小型トラックの貢献度が
大きい。バスの生産・販売は3カ月だけ増加し、残りの月は
減少した。

ピックアップトラックの年間生産・販売は増加
2020年、ピックアップトラックの生産・販売台数はそれ
ぞれ49万2,000台、49万1,000台となり、前年比でそれぞれ
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8.0％、8.6％増加した。

燃料種類別では、2020年、ガソリン車の生産・販売台
数はいずれも12万3,000台となり、前年比でそれぞれ5％、
3.4％減少した。ディーゼル車の生産・販売台数はそれぞれ
36万8,000台、36万6,000台で、いずれも前年比で13.0％増
加した。

2020年、ピックアップトラック企業上位5社の販売台数
は計40万台となり、前年比で28.2％増加し、ピックアップト
ラック総販売台数の81.4％を占め、前年比で12.5ポイント
上昇した。

新エネ車の年間生産・販売台数が過去最高となる
数年にわたる新エネ車の産業チェーン全体の構築によ
り、各プロセスは次第に成熟し、豊富で多様な新エネ車製
品が絶えず市場需要を満たし、使用環境も段階的に最適
化と改善がされており、これらの措置の下で、新エネ車はま
すます消費者の支持を受けるようになっている。2020年、
新エネ車の生産・販売台数はそれぞれ136万6,000台、136
万7,000台となり、前年比でそれぞれ7.5％、10.9％増加し、
伸び率は前年比減少から増加に転じた。このうち、電気自
動車の生産・販売台数はそれぞれ110万5,000台、111万
5,000台で、前年比でそれぞれ5.4％、11.6％増加した。プラ
グインハイブリッド車の生産・販売台数はそれぞれ26万台、
25万1,000台となり、前年比でそれぞれ18.5％、8.4％増加
した。燃料電池自動車の生産・販売台数はいずれも1,000台
となり、前年比でそれぞれ57.5％、56.8％減少した。

月別の生産・販売状況を見ると、7月から伸びを見せ始
め、段階的に伸び率が上昇し、また、毎月の生産・販売台数
はその月としての過去最高記録を更新し、12月はさらに過
去最高を記録した。

自主ブランド乗用車の年間市場シェアは減少
2020年、自主ブランド乗用車の販売台数は計774万
9,000台となり、前年比で8.1％減少し、乗用車総販売台数
の38.4％を占め、シェアは前年を0.8ポイント下回った。

上位10社の企業グループの市場集中度は低下
2020年、上位10社の企業グループの販売台数は計
2,264万4,000台となり、前年比で2.3％減少し、自動車総販
売台数の89.5％を占め、前年を0.4ポイント下回った。

年間の自動車輸出は前年を下回る
2020年、海外での新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、自動車輸出は減少した。自動車メーカーの年間輸出
台数は99万5,000台となり、前年比で2.9％減少した。車種
別では、乗用車輸出は76万台となり、前年比で4.8％増加
した。商用車輸出は23万5,000台となり、前年比で21.4％
減少した。特に、12月の自動車メーカーの輸出台数が14万
5,000台となり、前月比で18.3％増、前年同月比で35.5％増
となり、11月に続き過去最高を記録した。
（出所：中汽協会行業信息部）

2021年の自動車市場予測
2021年は第14次5カ年規画の幕開けの年であり、経済発
展の動向を見ると、政府部門による新型コロナウイルス感
染拡大の予防・抑制および経済社会発展の成果の継続的
な強化・拡大、発展と安全のよりよい統括、「6つの安定」
活動の継続、「6つの保障」任務の遂行、マクロ経済政策の
合理的かつ正確な実施に伴い、中国の経済運営は依然とし
て合理的な範囲内にとどまるであろう。ただし、新型コロナ
ウイルス感染症や外部環境には依然として不確定要素が多
いため、経済の下振れ圧力は依然として存在している。

自動車業界の発展動向から見ると、国民経済の安定した
回復に伴い、消費需要も回復を加速し、また中国自動車市
場全体を見ると潜在力は依然として巨大であることから、
2020年はおそらく中国自動車市場の底となることが判断さ
れ、2021年にはプラス成長の回復を実現し、自動車販売台
数は2,600万台を超え、前年比で4％の増加が見込まれる。
そのうち、電動化、スマート化、コネクテッド化、デジタル化
により、自動車産業の構造転換と高度化が加速し、新エネ
車も政策主導から市場主導へと転換していくであろう。特に
「新エネルギー自動車産業発展規画（2021～2035年）」と
いう追い風が吹いていることから、新エネ車は今後も急速
な成長を続けるであろう。ただし、最近のチップ供給逼迫の
問題は、今後しばらくの間、世界の自動車生産に一定の影響
を与え、中国の自動車産業運行の安定性にも影響を与える
であろうという点に注意が必要である。
（出所：中汽協会品牌服務与展覧部）

＜建議＞
＜自動車＞
1.	 CAFE/NEV規制について下記の通り要望する。
①	NEV規制において、政府からのクレジット購入
（罰金）制度の導入を要望する。

2.	 GB27999(第5段階企業平均燃費規制について
以下の通り要望する。

①	「2060年カーボンニュートラル」の目標達成に
むけ、各領域でCO2低減活動が予想される。政
府各部が自発的に施策を講じることで、重複規
制・管理が行われることが懸念される。自動車
業界に対し、現行の燃費規制でもCO2低減の効
果があることを鑑み、今後、別途CO2規則を制
定することが本当に必要か検証いただきたい。
検証頂いた上で別途CO2規制制定が必要との
結論であれば、自動車業界のCO2低減目標や、
管理対象範囲（WtT、車両製造、材料生産等ど
の部分を含めるか）、主管部署などを早期に整
理することを要望する。

②	EV車同様HV車も企業燃費規制の燃費クレジッ
トを認めてもらえるように、新エネルギー車の範
囲を拡大することを要望する。
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3.	 2017年に公布された自動車販売管理弁法につ
いて下記の通り要望する。

①	純正同質部品とはどのような国家機関が、どのよ
うな基準に基づいて、市販の汎用部品を純正同
質と定義しているのか不明である。対応の透明
性を明確化を要望する。

4.	 CCC認証について下記の通り要望する。
①	お客様が自動車購入後のメンテナンスで使うわ
ずかな輸入部品でも、CCC認証を取るためのコス
ト、時間がかかるため、メーカーの対応スピード
が低下し、お客様の車両故障は迅速に修理でき
ない恐れがある。自動車補修部品のCCC認証に
関して、認証手続の簡素化を要請する。

5.	 購置税減税について下記の通り要望する。
①	中国は他市場に比べて車両購入にかかる税負担
が大きく、購置税減税が2019年（排気量が1.6
ℓ以下の乗用車の購置税は2018年から廃止さ
れた）から廃止されたが、市場の安定的な成長
を維持するため、購置税減税の恒久的な減税政
策の検討・実施を要望する。

6.	 GB/T（推薦性国家標準）について下記の通り
要望する。

①	本来推薦性で強制力のないGB/Tが、強制性の
車両認証実施規則に引用され、実質的に強制化
されている。GB/Tの策定時には推薦性を意図し
て作成しても、認証実施規則の審議で突然引用
され、企業に十分な準備期間を与えないままに
強制施行されることもある。標準の策定段階で
運用（強制性or推薦性）を決め、それを認証で
も守る、それを前提に標準作りをする、というこ
とを徹底いただくことを要望する。

＜二輪車＞
二輪車の都市への乗り入れ規制について下記の通
り要望する。
①	多くの都市で交通安全、または環境のためとい
う理由で二輪車の登録や乗り入れの制限を行っ
ているが、二輪車は省エネ、省スペースを目指す
都市に適したコミューターであり、不合理な規制
であるため規制の撤廃もしくは少なくとも緩和
を要望する。
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１．情報通信
2020年、新型コロナウイルス感染症の深刻な打撃に直面

しながらも、中国通信業界は全国主要都市の5Gネットワー
クのカバレッジを実現した。2020年の全国の電話サービス
利用者は1,640万ユーザーの純減となり、17億7600万ユー
ザーとなった。うち、携帯電話は15億9,400万ユーザー、固
定電話は1億8,200万ユーザーであった。また、ブロードバン
ドアクセスユーザーは4億8,400万ユーザーとなった。

2020年の中国情報通信マーケットの状況
携帯電話利用ユーザー、ブロードバンドアクセスサー
ビスの状況
中国の携帯電話加入者数は、2020年12月末時点で15億
9,400万ユーザーとなっており、年間で728万ユーザーの純
減となった。4Gの加入者数は12億8,900万ユーザーで、携帯
電話全体の加入者数の80.8％を占めており、年間679万ユー
ザーの純増となった。固定電話の加入者総数は1億8,200
万ユーザーで、年間では913万ユーザーの純減となった。 
2020年末までに、ブロードバンドアクセスユーザー数は4
億8,400万ユーザーに達し、年間3,427万ユーザーの純増と
なった。このうち、通信速度が100mbps以上のブロードバン
ドユーザ数は4億3500万ユーザーで、年間で5,074万世帯の
純増となり、ブロードバンドユーザーの89.9%を占めており、
前年末と比べて4.5％増加した。1,000mbps以上のユーザー
は640万で、前年末から553万純増となった。 

表1：	 電話サービスとブロードバンドアクセスサービ
スのユーザー数（人、％）

携帯電話 ユーザー数 15.94億
普及率 113.9％

固定電話 ユーザー数 1.82億
普及率 13％

ブロードバンドアクセスユーザー数 4.84億
1,000Mbps以上 640万
100Mbps以上 4.35億

出所：［中国］工業情報化部「2020年通信業統計公報」（2021年1月22
日発表）

図1：	 携帯電話ユーザー数推移
(百万ユーザー)
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注：	2020年は5Gユーザーと5G以外の2G+3G+4Gユーザーの合計
出所：中国移動、中国電信、中国聯通各社の香港上場会社公開情報

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う在宅勤務等
の新しい生活様式の浸透で、モバイルインターネットサービ
スのニーズが激増し、特にECが活発となり、ショートビデオ
やライブ中継などの応用シーンが、モバイルインターネットト
ラフィックの急増を牽引した。2020年のモバイルインター
ネットのアクセストラフィックは1,656億GBで、前年比35.7％
増加し月間ユーザー当たりのトラフィック(DOU)は、対前年
比32％増の10.35GB/ユーザーとなった。

図2：	移動通信トラフィック推移
(GB/月/ユーザー)
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出所：工業情報化部「2020年通信運営業統計公報」

中国通信キャリア3社の状況
5Gの加入者数は、中国移動が1億6,500万人、中国電信が
8,650万人、中国聯通は7,083万人、合計が3億2,233万人を
超えた。携帯電話ユーザー数、4Gユーザー数、5Gユーザー
数、ブロードバンドユーザー数などの複数の指標を見ると、
中国移動は3大事業者の中で単独トップの地位を維持し続
けている。

第５章
情報通信業
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表2：中国通信キャリア3社のユーザー数と決算状況
（　）内は前年比（100万人）

中国移動 中国電信 中国聯通

ユーザー-
数

携帯電話 941.9
(△0.88%)

351.02
（4.6%）

305.8
(△3.98%)

5G 165 86.5 70.83

固定電話 107.88
(△2.68%)

47.34
(△0.13%)

ブロードバンド-
（有線）

210.32
（12.45%）

158.53
（3.53%）

86.1
（3.13%）

出所：中国移動、中国電信、中国聯通各社の香港上場会社公開情報、
ユーザーー数は2020年12月末数値

その他設備の拡充状況
2020年の移動通信基地局は年間で90万基が新設され、
基地局総数は931万基に達した。このうち4G基地局の総数
は575万基、新設の5G基地局は60万基を超え、開通済み
の5G基地局は計71万8,000基となった。このうち、中国電
信と中国聯通の5G基地局は共同で建設され、共有の5G基
地局は33万基を超え、5Gネットワークはすでに全国の都市
の重点エリアをカバーしている。 2020年の全国の光ケー
ブル回線の総延長は5,169万kmとなっており、前年比419
万km延長された。

図3：基地局建設状況
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出所：工業情報化部「2020年通信運営業統計公報」

図4：光ファイバー総延長推移
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出所：工業情報化部「2020年通信運営業統計公報」

インターネット利用者の状況
2020年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に直面
し、政府は全国統一のサービスプラットフォーム「健康管
理アプリ」を発表した。累計で約9億人がインスト―ルし、

利用回数は400億人回を超えた。健康管理アプリのビッグ
データにより、新型コロナウイルス感染症の予防およびコン
トロール、また業務および生産への復帰に顕著な役割を果
たした。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大期間中に、各大手
のオンライン教育プラットフォームは学生向けに各種無料
ライブ配信レッスンを提供し、利用者数が急増した。また感
染拡大の影響を受け、インターネットユーザーによるオンラ
イン医療へのニーズが急増し、中国医療業界のデジタルト
ランスフォーメーションをさらに推進させた。2020年12月
時点で、中国のオンライン教育とオンライン医療のユーザー
はそれぞれ3億4,200万人、2億1,500万人となり、インター
ネットユーザー全体の34.6％と21.7％を占めている。また、
2020年の在宅勤務ユーザーは3億4,600万人で、インター
ネットユーザー全体の34.9％を占めるに至った。

図5：インターネット利用者と普及率の推移
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出所：	「中国互聯網絡発展状況統計報告（2021年2月）」

図6：インターネットサービス利用状況
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出所：	中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告-
（2021年2月）」

2020年の主なトピックス
1.	2020年は5G、ビッグデータ、クラウドコンピュー
ティング、AIなどに代表される次世代情報通信技術が
支えとなり、新型コロナウイルス感染症対策で重要
な役割を果たした。中国政府はこれらの技術の活用
を「新基建（新型インフラ構築）」と称して重視し、
2020年の政府活動報告に盛り込んだ。
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2.	5G商用化1周年を迎え、通信事業者の5G基地局数と
ユーザー数は基本的に当初目標に達し、最新の累計5G
基地局建設数は73万局、接続端末の累計は1億8,000
万台を超え、5G携帯電話の累計出荷台数は1億4,400
万台、5Gの携帯電話価格もすでに過去のハイエンド機
種の5,000元からローエンド機種の1,000元程度まで値
下がりした。
3.	北斗三号衛星のグローバルシステムが開通し、全世界
をカバーした。各タイプのユーザーに対し、全天候、
終日の高精度・高信頼性の位置情報・ナビゲーショ
ン・時報サービスを提供した。
4.	2020年12月までに、中国のインターネット決済利
用者は8億5,400万人に達し、2020年3月時点と比べ
8,636万人増加し、ネット決済利用者は全体の86.4％
を占めた。また、中国中央銀行のデジタル通貨はすで
に広東省深圳市、江蘇省蘇州市などの複数の試験都市
で試験を実施し、段階的な成果を上げている。
5.	2020年10月12日、中国広電網が正式に発足したこと
により、全国ケーブルテレビネットワークの統合と5G
建設の総合的な発展に向けた重要な一歩となった。
6.	2020年5月17日、華為が米国制裁企業リスト入りして
1周年を迎え、米商務省は再び華為に対する直接製品
規則を拡大・改正し、世界中のメーカーに対し華為へ
のチップ提供を禁止した。華為は基礎研究を強化し、
技術の自立を加速させ、HONORの携帯電話事業を分
離した。

2021年の展望
2020年は5G、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、
AIなどに代表される次世代情報通信技術が支えとなり、中国
政府は全国統一のサービスプラットフォーム「健康管理アプ
リ」の中国国内でのインストールを義務付け、新型コロナウ
イルス感染症対策を徹底させ、効果を上げることができた。

また、デジタル経済の新しいモデルとして、顧客の質問に
リアルタイムに応えるライブ中継販売が広く浸透し、66.2％
の利用者がライブ中継販売を通じて商品を購入した。さら
に、オンライン教育、オンライン医療、在宅勤務によるイン
ターネット利用が急増したことで、今後これらの分野におけ
る業界大手の動きが注視される。

2021年は「第14次5カ年規画」のスタートの年であり、中
国政府の産業デジタルトランスフォーメーション政策が打ち
出される予定である。一つは、中国の産業チェーン、サプライ
チェーンの発展のために人工知能、量子情報、集積回路を
活用して先端分野における飛躍的な推進を遂げること、次
に、5G移動通信、製造業IoT、ビッグデータセンタなどの技
術を各業界の産業分野へ応用し、融合させることであり、政
府主導による産業のデジタルトランスフォーメーションが推
進されると予測される。

＜建議＞
①電信業務ライセンスに関する外資規制の緩和
　魅力的なICTサービスを実現し、利用者の利便
性向上と利用促進を図り、中国の情報通信市場
の活性化、多様化をさらに進めることを目的に、
外資系事業者に対する以下の規制緩和を要望
する。

1)	外資系事業者による電信サービス再販へのさら
なる規制緩和

　トータルなICTサービス提供のためにはワンス
トップで顧客に提供することが求められる。特
に外資系顧客には外資系事業者が顧客対応す
るケースが多い。すでに、工業情報化部より、外
資系事業者がモバイル通信の再販業務の経営
を申請し、相応の電信業務経営許可証を取得申
請することを認める関連政策が公布されている
ものの、外資系事業者が電信業務経営許可証
を取得するにあたって直面する実際の困難は、
国内資本事業者よりも大きいのが現状であるた
め、電信サービス再販に関するさらなる規制緩
和を求める。

2)	付加価値電信サービスのライセンス取得に関す
る外資規制の緩和

　データセンターやクラウドサービス等の付加価
値電信サービスにおいて、依然として外資の参入
規制が設けられている。外資企業が自国で培っ
たノウハウを活用し、中国で魅力的なICTサービ
スを展開できるよう規制緩和することを要望す
る。上記については、外資系企業による付加価
値電信業務参入の明確なガイドライン（ライセン
ス取得に必要な実務上の要件や手続）の提示を
要望する。

②	サイバーセキュリティ法に関する詳細規則等の
早期制定・公布

　2020年6月施行された「サイバーセキュリティ審
査弁法」に引き続き、2020年8月に意見募集さ
れた「データセキュリティ法」および2021年の
全人代立法計画に含まれている「個人情報保護
法」は、①当局への協力義務、②安全リスク評価
義務、③越境移動時の審査、④情報の中国国内
保存義務、⑤標準策定、国外機関の国内データ
アクセスの際の事前承認などの内容がオーバー
ラップしている。

　外資系企業の事業活動のスピードアップを促進
し、中国経済の発展に寄与するために、上記①
～⑤に関する運用等のルールの早期制定・公布
等の環境整備を要望する。

③	ローカル5Gに関するガイドラインの早期制定・
公布

　ローカル5Gについては、中国政府は、「面向行
業5G網絡架構白皮書」、「5G行業虚擬専網網
絡架構白皮書」および「関于推働5G加快発展的
通知」を発表しており、ローカル5Gの推進・研究
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開発および各業界でのモデル導入事例の構築な
どで、地方政府・地方通信管理局および通信事
業者および一部インターネット事業者のみに対
してマクロ的な建設目標を示している。

　一方、日本の総務省はすでに「ローカル5G導入
に関するガイドライン」を公布して、民間企業に
対して日本でのローカル5G免許取得を許可する
具体的な政策を示しており、すでに民間企業が
5G免許を取得している。さらに日本政府は日本
の移動通信事業者は民間企業のパートナーとな
り、民間企業のローカル5Gサービスの建設を支
援している。

　中国において、中国および日本の民間企業の中
国本土におけるローカル5Gサービスの早期実現
および発展に寄与するためにも、中国政府が、
民間企業および外資企業が参画可能なローカル
5G導入に関するガイドラインを早期に示すこと
を要望する。

④	日中間の周波数ハーモナイゼーションの推進に
ついて

　中国では周波数4.4-4.5GHzは将来的にはIMT
に割り当てる予定はあるが、現在航空高度計に
使用されている。4.5-4.6GHzについては、まだ
IMTへの割り当てが計画されていない状況であ
る。一方で日本では、4.5-4.6GHzが5G周波数に
割り当てられている。5Gの周波数バンドハーモ
ナイゼーションは、第6回日中韓情報通信大臣
会合において議題となったが、日中間のハーモ
ナイゼーションを達成できれば、装置のスケー
ル効果によるコストダウンが期待され、グロー
バルエコシステムの形成に貢献できるため、4.4-
4.6GHzのIMTへの割り当てを要望する。
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２．ソフトウェア
中国のソフトウェア産業は、日本を始めとする海外から

のオフショア開発拠点として発展してきたが、世界経済の
変化や中国経済の「ニューノーマル（新常態）」に直面し、
全面的な戦略転換やビジネスモデルの高度化への転換の
時期を迎えている。近年の中国の経済発展に伴い、廉価な
生産拠点という位置付けから、重要なマーケットとして捉
えた企業進出が増加している。ソフトウェア業界において
もこの傾向が増加しており、オフショアとしての生産拠点を
有する企業に加えて、中国をソフトウェアビジネスの市場と
捉える企業が増大し、中国市場向けに転換する例が増えて
いる。

ソフトウェアビジネス市場として特に有望な領域は、中国
が抱える社会問題の解決手段を提供する分野である。環境
汚染、交通渋滞、医療、高齢化、労働人口の減少等の諸問
題を解決するための重要な役割として、ソフトウェアを活用
したICTが期待されている。

ソフトウェア産業にとって、現地人材の育成が鍵であるこ
とは言うまでもないが、これに加えて、中国に適合したビジ
ネスモデルの構築が重要である。特に最近のトレンドとなっ
ているクラウド、IoT（モノのインターネット）、ビッグデー
タ、モビリティ、AI、情報セキュリティや、従来産業にイン
ターネットによる付加価値を加える「インターネット＋（プラ
ス）」は、地場資本の企業も含めた在中企業にとって有益な
ものになると想定される。

さらに、外資を中心にソフトウェア業界において、仕事の
仕方においても変化が表れている。「ニューノーマル」な対
応として、在宅勤務、リモート会議等が拡大してきており、在
中企業においても今後拡大することが想定される。

中国のソフトウェア産業の変遷
日本企業にとって中国のソフトウェア産業は、長きに渡り
日本向けのソフトウェアを廉価に開発する拠点としての位
置付けである。これは、中国当局の外資誘致、外貨獲得およ
び雇用増加といった基本政策にも合致するものであり、沿
岸部だけでなく内陸部にもソフトウェアパークなどのインフ
ラが整備され、ソフトウェア産業の誘致、助成の政策となっ
て表れている。

一方、日本企業においては、自前で開発していた業務アプ
リケーション分野にまでグローバルなソリューションの適用
が促進されており、ソフトウェア開発投資の一巡といったサ
イクルの重なりもあって、新規ソフトウェアの開発量が減少
している。こうした開発量の減少傾向に加え、2015年まで
の急激な円安とその後の円安基調により、中国におけるオ
フショア開発拠点の優位性が崩れつつある。さらに、中国に
おける人件費の高騰は、タイ・インドネシア・ベトナムなどの
ASEAN地域におけるオフショア拠点の優位性を高める結果
となっている。

ただし、下記特性が強く求められる領域においては、他の

国・地域での代替は困難な状況であり、中国がソフトウェア
開発の中核リソース拠点として依然期待されている。

・漢字交じりの日本語や日本式の開発方式への対応力
・日本サイドでのオンサイト対応要員の充実度
・大型案件に対する多量の開発要員動員力
このような環境の大きな変化は、単なるオフショアとして
の機能しか有さない会社を窮地に追い込む結果となって
いるが、中国国内向けのソフトウェアビジネスは確実に増大
しており、これらのマーケットに対応できているソフトウェ
ア会社は急速に成長している。そのため、多くのソフトウェ
ア会社はオフショア主体のビジネスから在中企業・組織を
ターゲットとしたビジネスへとビジネスモデルの転換を図っ
ている。

中国のソフトウェアマーケットの動向
2021年の企業向けのICTマーケット規模は1,626億ドル
（注1）の見込みである。このうち、ソフトウェア・ITサービ
ス市場規模は770億ドル（注1）であるが、ソフトウェア（製
品およびアプリケーション開発）やITサービスの伸び率は、
ハードウェアプロダクトの伸び率を大きく上回っており、今
後も成長が期待できる。このマーケット状況には、以下の様
な顕著な傾向が見て取れる。

投資分野の変化
日系を含む外資企業が、中国を世界の工場から世界の市
場へと位置付けを変え、生産中心のIT投資から販売領域
へのIT投資（製販一体の仕組みや販売チャネルの確立な
ど）が増加している。また、人件費高騰を背景にしたいっそ
うの効率化の追求、情報セキュリティ、スマートファクトリー
（IoT活用）および環境対策といった新規分野への投資が
顕著となっている。

中国政府の国産品支持政策
工業大国から工業強国への転換を目指す中国政府が、イ
ンフラ整備を海外技術依存から脱却して中国国産品を優先
させる政策も進行している。

新規ICT領域の進展とオープンソースの活用
ビッグデータやクラウドコンピューティング、モバイルイン
ターネット、IoT（モノのインターネット）などのICT技術も進
展しつつあり、ソフトウェア産業に新たな変革をもたらして
いる。また、一方で商用ソフトウェアのライセンス料の高騰
もあり、オープンソースの活用も活発化している。
注1：出典：「Gartner,Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical 

Industry Market, Worldwide, 2018-2024, 4Q20 Update」
                       Software（ソフトウェア）、IT Services（ITサービス）、

Devices+Data Center Systems（ハードウェアプロダクト）が
対象。

中国のソフトウェア産業の方向性
このような状況変化の中で、中国マーケットにおけるビジ
ネスの成長を目指す日系のソフトウェア開発会社やシステム
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インテグレータは、以下のような顧客の特性を理解し、これ
に対応しなければならない。

実績のあるソリューションの提供
在中企業においては、外資・内資にかかわらず、できるだ
け迅速かつ安全にICT化を進めたいと考えている。そのた
め、一部の例外を除いて、実績のあるソリューションの活用
を強く望んでいる。顧客が実際に、「目で見て」「操作して」
導入後のイメージが体感できるパッケージソフトウェアの提
供が強く望まれている。

ソフトウェアビジネスの現地化進展
中国におけるソフトウェア人材の人件費は上昇を続けてい
るが、日本人駐在員あるいは、日本からの出張者による開
発・実施に比べれば、コスト面の優位性を持っている。新た
なソリューションの企画・開発においては日本に優位性があ
るが、導入後の維持や改善のコストダウンと迅速な対応を
踏まえ、顧客側も中国人技術者がより広範囲に対応できる
ようになることを求めている。

社会問題に対するICTでの取り組み
環境汚染、交通渋滞、医療、高齢化等の問題解決は、中央
政府・地方政府が最も力を入れている政策である。日本では
センサー技術、画像解析技術、ビックデータ技術等の日本が
有する先進的な技術を活用して、社会問題を解決する対応
が活発に行われており、今後は蓄積したノウハウをベースと
したビジネス展開が中国においても期待されている。

SaaSをはじめとするサービスビジネスへの取り組み
ICTにかかわるハードウェアやソフトウェアを自前で購入
して資産化するのではなく、費用として処理することのでき
るSaaS等のクラウドの提供など、ソフトウェアに基づいた
サービスビジネスへの取り組みのニーズが中国においても高
まってきており、政府の指示もあり、中国のクラウド産業の
規模は急速に成長している。

具体的な問題点と改善要望
ソフトウェア人材育成
日系のオフショア開発企業においては、大量に採用した
大学新卒者に対して高度なIT専門知識と日本語のカリキュ
ラムを用意するとともに、実プロジェクト内でのOJTとの両
輪で、オフショア開発に適した高スキル技術者の育成を図っ
てきた。さらに、インターシップで多くの学生を受け入れ、IT
企業への興味を喚起することで、自社への就職誘導を活発
化している企業もある。

在中企業・組織を市場とするソフトウェア企業において
も、日本語教育は別として基本的には同様の育成方法を行
うと思われる。

企業による人材教育投資は、企業の思惑は別として、結
果的には教育を受けた中国人技術者のレベルアップに繋が
り、中国のIT産業発展に寄与するものとなるはずである。
企業のソフトウェア人材育成に向けた教育投資を行い易く

するための補助金制度等の継続性のある支援措置が望ま
れる。

日本への中国社員の出向・研修時の課税問題
ソフトウェア人材の技術レベル向上や日本人技術者との
合同プロジェクトへの参加を目的に、中国人技術者を日本
で研修させたり、出向させたりする事例が日常的に発生して
いる。特に合同プロジェクト遂行のためには、派遣期間が長
期に及ぶケースもしばしば発生する。しかしながら、両国に
おける二重課税問題は、企業において日本への派遣がコス
ト高となってしまい、両国間の技術者の人材交流を阻害す
る要因となっている。

知的財産権保護、ライセンス支払いの土壌
Gartner（注2）の調査によると、中国のハードウェア（特
にPCなど）の売上額は日本の3倍以上であるにも関わらず、
ミドルウェアやアプリケーションソフトウェアなどの売上額
は日本の約70％という状況である。これは、オープンソース
の活用が増えているとはいえ、ソフトウェアにおける違法コ
ピーが氾濫していると言われている中国国内のソフトウェア
利用の実状を、売上額といった側面から類推させてしまう
調査結果と言える。

ソフトウェア企業にとって、その知的財産権を侵害する模
倣や許諾していない複製の出回りは死活問題であり、中国
でのソフトウェア産業への投資を躊躇させている主要因の
1つとなっている。このような状況は、結果的に中国国内の
ユーザーが最新のソフトウェアサービスを活用できないこと
に繋がり、長期的な損失は計り知れないものとなる。不適
切なコピー製品を活用している企業・個人に是正を促し、知
的財産権保護に対して、先進国並みの断固たる処置を下す
諸政策が期待される。

近年、ソフトウェアの開発コスト削減のため、オープン
ソース(OSS)の活用が活発化しているが、OSSには使用許諾
条件（ライセンス条件）がある。特にソースコードの修正や
他のソフトウェアと組み合せてシステムを構築する場合は、
専門家（法務担当や知的財産担当）に相談して、ライセンス
違反の防止を図ることが必要である。中国においても、正し
いライセンス条件下でのOSS活用普及を期待する。
注2：出典：「Gartner,Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical 

Industry Market, Worldwide, 2018-2024, 4Q20 Update」

ソフトウェア事業環境変化に伴う開発拠点のシフト
近年の都市部における人件費やオフィス賃料等の経費高
騰によりソフトウェア産業の経営環境は年々厳しさを増し
てきている。その結果、開発拠点を都市部から低コスト化
が可能な内陸の地方にシフトすることを目的に業務移管が
行われてきている。そのために以下に示すような構造改革
が必要となって来ているが、そのスムーズな実現を促進する
方策として労働契約面，税制面，補助金制度等での支援処
置・優遇策が期待される。

・都市部での人員削減および地方での増員の実施。
・地方における開発拠点の開設。
・会社間の吸収合併（特に地方の企業による都市部企業
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の吸収）。
・上記施策に対応した、都市部から地方への人材の移動
やスキル・ノウハウの移転の実施。
なお、現在の優遇制度は、企業規模（事務所面積、納税
額など）が基準となっているが、下記の基準についても検討
を期待したい。

　事業内容：中国の社会的課題解決へ貢献、新たなイノ
ベーションを起こす、など

　人材育成：新技術領域の技術者育成、グローバル人材
の育成、など

中国社会における問題解決分野への参入促進
環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化・教育・省エネ等の
問題は、中国社会において早急に対応すべき課題である。
この分野は日本が過去に直面し乗り越えて来ている分野で
あり、日本には行政および企業ともにノウハウ蓄積が十分
あると考えられる。これらの諸問題は、技術領域、製品領域
が多岐に渡るため、一企業での対応は難しく、関連する複
数企業の強みを連携してこそ早期解決が図れると考えられ
る。しかしながら、現状は中国の各企業が地方政府や大学
の研究機関と個別に連携はしているものの、全体的に整合
性の取れた推進体制とはなっていない。対象分野ごとに、行
政主導で課題解決のスキームを作り、先行する技術を保有
する日本企業を積極的に活用することが、中国にとって有益
と考えられる。

また、上記の社会問題解決分野に関しては、中央政府・
地方政府や国有企業が関与する大型プロジェクトとして推
進され入札をもって購買するケースが大半であるが、中国国
産品が優先的に選択されることが多く、外資に対して公平
な機会の提供が望まれる。

クラウドサービスにおけるソフトウェア事業と通信事
業の分離
アプリケーションをソフトウェアサービスとして提供し、
ハードウェア資源と併せて利用させるクラウドサービス（い
わゆる「SaaS」）は、利用者に対し利便性を向上させ、TCO
を削減できるものとしてICT利用のトレンドとなっている。ア
プリケーションを含むソフトウェアやサーバ・ストレージな
どのインフラを自己資産化することなく、ICT周りの運用・
維持・保守も必要としないサービスの享受は、中規模・小規
模企業の多い中国にとって大きなコスト削減効果をもたら
す。TCO削減と資源の本業集中によってもたらされる経済
効果は、非常に大きいものと期待される。しかしながら、中
国では、当該サービス自身が、いわゆる「付加価値電信業
務（電信条例：増値電信業務）」に該当するのではないかと
いう解釈があり、外資企業の事業参入を妨げている。また、
2016年11月に公布されたサイバーセキュリティ法のサービ
ス提供企業への影響の可能性も事業参入へのリスクとなっ
ている。クラウドサービス事業において一日の長がある外資
企業の参入を阻害することは、在中企業・組織にとって経営
上有効なサービスを利用する機会損失となっていることは
間違いない。業務上のICT活用に寄与するクラウドサービス
については、経済効果の観点からも外資企業の参入を含め

奨励されるべきものと考える。

サイバーセキュリティ法の明確化
2017年6月1日にサイバーセキュリティ法が施行された。
同法では、情報ネットワーク運営者は、「情報ネットワークの
所有者／管理者およびネットサービス提供者」と定義されて
おり、中国に拠点を置く多くの外資企業が情報ネットワーク
運営者に該当すると考えられる。企業内イントラネットを活
用してオフショア開発等を行う企業が情報ネットワーク運営
者に該当し、企業活動を制約されるとすれば、ビジネス機
会損失となる可能性がある。さらに、「情報ネットワーク運
営者」のうち、定められた要件を満たす場合は、「重要情報
インフラ運営者」と位置づけられ、より重い義務を課され
る。重要情報インフラ運営者が中国で収集した個人情報お
よび重要データは、中国の国内に保存しなければならず、中
国国外にデータ提供する場合には、審査を受ける必要があ
る。グローバルにサービスを提供している企業にとっては、
データ活用の面で大きな足枷となるとともに、企業活動を
制約される可能性がある。情報ネットワーク運営者／重要
情報インフラ運営者の認定基準および個人情報および重要
データを海外へ提供する場合の審査基準について、実務者
レベルで容易に判断できるように明確化が必要と考える。

また、中国国内でネットワーク設備やネットワークセキュ
リティ商品などのインターネット関連商品やインターネット
サービスを提供する場合には、国が指定する機関の検査を
受査し、中国の国家標準に適合させることが必要となる。中
国で対象となる設備や製品を提供する場合、どのような基
準を遵守すべきか明確にして欲しい。

米中の技術競争の激化
米中貿易摩擦に端を発し、ハイテク分野の覇権争いへ
と拡大している。米国から中国への圧力の中でも、情報通
信業やハイテク産業に対する圧力は、他の業種と比べても
強く、米国が中国の脅威を最も警戒している領域であるた
め、対立の長期化は必至と考えられる。

米国発の先進技術を中国企業に供与することに対して、
制限がかかり始めている。

中国製通信機器の政府調達の禁止（2019国防権
限法）
華為（ファーウェイ）ほか中国企業5社の製品やその部品
を組み込んだ製品について米政府機関による調達を以下の
2段階に分けて禁止することを定めている。

第1段階（2019年8月以降）：
　米政府機関が調達することを禁止

第2段階（2020年8月以降）：
　上記5社の通信機器をシステムの主要または不可欠な
要素、もしくは重要技術として利用している企業の製
品を米政府機関が調達することを禁止

輸出規制の強化（輸出管理改革法〈ECRA〉）
既存の輸出規制でカバーしきれない「新興技術」
（emerging technology）のうち、米国の安全保障にとって
必要な技術が｢輸出｣経由で流出することを防止する新しい
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仕組みである。米国からの当該技術の持ち出しに米商務省
の許可が必要となるほか、当該技術の付加価値が一定以上
含まれた製品は、米国以外の国から第三国への輸出（再輸
出）についても、米商務省の許可が必要となる。

外国投資規制の強化（外国投資リスク審査近代化法）
投資経由の技術流出を防止するため、対米投資の審査を
行う対米外国投資委員会（CFIUS）の規制対象・審査範囲
等を拡大、さらに、外国人の重要技術情報へのアクセスも事
前規制対象に含めた。

今後、こうした動きはますます激化するおそれがあり、対
応を苦慮する日系企業が増えることを懸念する。

新型コロナウイルス感染症の経験から
世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
人および企業の活動が制限され、業務継続への懸念が高
まっている。このような状況の中、ソフトウェア業界は、比較
的早く業務再開を実現した。リモートワークし易い業態であ
ることに加え、リモートワーク可能な環境を有していたこと
が、早期の業務再開を実現できた要因であると考える。た
だし、課題に直面し、苦労した点も多い。

・ネットワーク環境の増強（急激な利用者増加への対
応：契約ライセンス増加や帯域拡大など）
・セキュリティの確保（リモートアクセス機能の活用、
在宅勤務用のパソコンのリモート確認など）
・コミュニケーション密度の確保（ネットワーク会議
の常時接続、SNSを活用したタイムリーな会議開催な
ど）
また、実現性の高い事業継続計画と具体的な対応手段の
準備が重要である。医療業界や生活必需品／防疫用品を
生産する企業など、社会貢献度の高い顧客の業務継続にソ
フトウェア面から寄与し、ソフトウェア業界としての使命を
果たしたい。

＜建議＞
①	ソフトウェア人材育成
　ソフトウェア開発事業においては、人材育成が
極めて重要な課題となっており、企業としての投
資も大きなものとなっている。下記に示す施策の
推進を要望する。

・	インターンシップ制度による学生の受け入れは、
新卒新入社員選別の妥当性や育成・早期戦力化
の点で企業・学生双方にメリットがある制度と思
われる。そのためのインターンシップ制度の充実
およびその普及を加速する学生支援策の実施を
要望する。

・	人材育成における企業への支援策として、社員ト
レ－ニング費用に対する補助金の増額、海外か
らの指導者招聘にかかわる規制の緩和と支援
策の設定を要望する。

②	日本への中国人社員の出向・研修時の課税など
にかかわる問題

　ソフトウェア人材のレベル向上のために、中国人
社員を日本の本社等に1年以上出向させるケー
スが多々ある。この際に生ずる下記問題点・課
題等が日本へ人材を派遣する際の阻害要因と
なっている。この問題の解決を要望する。

・	個人所得税の二重課税。日本へ派遣した中国人
社員に対して本来還付されるべき個人所得税が
還付されず、結果として二重課税となっている事
がある。諸手続の簡素化を要望する。

③	知的財産権の保護
　ソフトウェア産業における知的財産権の保護が
あることで、企業から中国への革新技術の開発
移転や研究開発が進む。中国から見ても、ノウ
ハウの蓄積や最先端技術の人材育成に影響を与
えることになるので、必要な措置および具体的
な対応を要望する。特に、ソフトウェア製品の模
倣行為の抑制に向けた諸施策の改善、強化を要
望する。

　近年、ソフトウェアの開発コスト削減のため、
オープンソース(OSS)の活用が活発化している
が、OSSを活用する際には、配布の際に遵守すべ
きライセンス規定が存在することを十分に理解
することが重要となる。

④	ソフトウェア事業環境変化に伴う優遇策
　人件費、オフィス賃料の高騰、急激な円安等で
中国における日系のソフトウェア産業の経営環
境の厳しさは年々増してきている。特にソフト
ウェアの対日オフショア開発会社の経営環境は
非常に厳しい状況に置かれている。その結果、
都市部から内陸への業務移管のための組織再
編や会社間の買収・合併が実際に行われてお
り、また業務革新や中国国内事業への業務転換
への取り組みが必須となっている。これらに関連
して、労働契約の最適化、税制優遇等による事
業変革への支援の実施を要望する。また、業務
移管を受けて今後事業拡大を図る内陸への技
術・ノウハウの移転を促進するため、都市部から
の高級・熟練技術者の受け入れを支援するため
の優遇策の検討を要望する。

　さらに、従来からソフトウェアの対日オフショ
ア企業に対して実施されている関連支援政策
（企業所得税、サービスおよび製品増値税優
遇、税金還付手続の簡素化、諸支援金等）や
NewNormal（テレワーク等）対応への支援金等
の維持・強化を要望する。

　なお、現在の優遇制度は、企業規模（事務所面
積、納税額など）が基準となっているが、企業規
模以外の基準検討も期待したい。

⑤	社会基盤整備等の政府主導プロジェクトへの参
入機会の拡大

　環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化、教育、省エ
ネ等の問題は、中央政府、地方政府が最も注力
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している政策である。ICT関連の日系企業はこれ
ら領域に関して先進的なテクノロジーに基づく
多くのソリューションを有している。この分野の
関連政策策定での情報公開、参入機会の拡大を
要望する。すなわち、上記社会問題に関連する
領域は、国家安全・国家機密および災害救済に
抵触するものでは無いと考えられ、政府調達法・
入札募集法で規定する内国製品優先の対象外
とし、参入に際して公平な機会が与えられること
を要望する。また、先進的な製品を提供できる
企業への優遇施策の検討を要望する。

⑥	クラウド等ソフトウェアサービス事業の扱い
　IaaS、PaaS、SaaS等のクラウドサービスは付加
価値電信業務（増値電信業務）に該当すると解
釈され、外資規制となっており、制限が年々厳
しくなっている。その結果外資企業がサービス
ビジネスを実施するうえでの障害となっており、
さらに、在中企業がSaaS等で提供される経営上
有効なサービスを利用する機会を損失させてお
り、中国におけるソフトウェアサービス利用の発
展を阻害していると考えられる。例えばB2Bの
SaaSは、特定のクローズされた顧客企業向けに
当該企業のニーズに応じたビジネスプロセスを
提供するものであり、電信市場に対する影響は
極めて小さいと考えられる。海外クラウドサービ
ス事業に関して、外資企業においてもサービスの
提供が可能となるよう規制緩和を要望する。

⑦	通信における外資参入規制
　2019年6月30日付のネガティブリストで一部緩
和が進んだことは評価するものの、海外リソース
利用制限によりビジネス機会を失注している場
面がある。下記のような規制緩和等の継続を要
望する。

・	インターネット接続サービスの解禁

・	インターネットデータセンター（IDC）業務の解禁

・	通信エリア限定の撤廃

・	MVNOの解禁

・	ICPライセンスの緩和

⑧	サイバーセキュリティ法の明確化
　2017年6月1日施行のサイバーセキュリティ法を
鑑み、以下の2点につき要望する。

・	重要ネットワーク設備およびサイバーセキュリ
ティ専用製品につき、提供者は国が指定する機
関の検査を受査し、認証を得る必要がある。対
象となる製品を開発・提供するにあたり、どのよ
うな基準を遵守すべきか明確化する。

・	重要データおよび個人情報の海外への提供時
の基準について、実務レベルで判断が容易にで
きるように明確化する。

⑨	米中の技術競争の激化
　米国発の先進技術を中国企業に供与することに

対して、制限がかかり始めている。今後、ますま
す激化するおそれがあり、対応を苦慮する日系
企業が増えることを懸念する。
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３．コンテンツ
中国市場には日本のコンテンツに対する強いニーズがあ

るものの、規制や参入障壁により普及度は低く、そのため
海賊版や違法配信が蔓延する状況が続いている。国内産
業の保護よりも健全な競争市場と適正な著作権保護体制
の構築こそが、中国コンテンツ産業のさらなる発展には効
果的であり、外国企業や海外コンテンツに対する規制の緩
和や参入障壁の撤廃が必要である。

コロナ禍の中で成長を模索する中国のコ
ンテンツ市場
中国のコンテンツ市場は世界有数の市場規模を持ち、
2019年まで年々拡大してきたが2020年は新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける状況となった。近年の市場概況
は以下のとおり。

映画
2020年の中国映画年間興行収入は、前年比68.23％
減の204億1,700万元であった。そのうちの83.7％（170億
9,300万元）が中国産映画となり、輸入映画の興行収入は
2019年の230億9,100万元から2020年は33億2,400万元
まで激減した。新型コロナの影響で2020年1月下旬から7
月まで178日に渡り映画館が営業休止となり、その後も座
席数に対して一定の割合に入場者数が限られたことが減少
要因となった。特に輸入映画はハリウッド映画など多くが
上映延期となり、2020年は興行収入の上位10位全てを中
国映画が占める状況となり国産映画の売上比率が2019年
の64.1％から大幅に増加した。Comscore社の推計では米
国の2020年映画興行収入は2019年の80％減、約23億ド
ルにとどまり、中国の年間興行収入は米国を抜き世界最大
になったと推計される。なお、日本の同年の興行収入はア
ニメ作品のヒットがあったものの前年比45.1％減の1432.億
8,500万円（邦画の売上比率76.9％）であった。

出版
国家新聞出版署が2020年10月に公表した2019年新聞出
版産業分析報告によると、2019年の出版、印刷、発行サー
ビス業（デジタル出版は含まない）全体の売上は前年比
1.1％増の1兆8,896億1,000万元であった。2019年の図書
出版部数は5.87％増の105億9,700万冊、定期刊行物出版
部数は4.32％減の21億8,900万冊、デジタル出版の売上は
8.56％増の16億5,000万元となった。

音楽
2019年の中国音楽産業の売上は前年比5.4％増の3,950
億9,600万元であった。内訳は、デジタル音楽市場が664億
元、音楽演出産業が200億4,100万元、音楽図書およびオー
ディオビジュアル産業が13億4,400万元、音楽著作権運営
管理産業が6億9,500万元となった。かつて違法配信が流
通していた市場に正規品が流通してきており、主要な音楽
配信アプリサービスとしては酷狗音楽、QQ音楽、酷我音

楽、網易雲音楽などが挙げられる。

ゲーム
中国ゲーム市場の2020年の売上は前年比20.7％増の
2,786億8,700万元と推計され大きな増加となった。ユーザー
数は6億6,479万人・前年比3.7%の増加にとどまっており、新
型コロナの影響による巣ごもり需要が売上に寄与したと推
定される。売上の内訳は、モバイルゲームが32.6％増の2096
億7,600万元、パソコン用オンラインゲームが9.1％減の559
億2,000万元、ブラウザゲームが22.9％減の76億800万元
などと続く。2020年はeスポーツ市場が前年比44.16％増の
1365億5,700万元に達した。また、中国産ゲームの中国外で
の2020年の売上は前年比33.25%増の154億5,000万元に達
し、販売先は米国と日本で全体の過半を占めている。

外国企業や海外コンテンツに対する過度
な規制が存在
従前より以下のような規制や参入障壁があり、日本企業
の投資機会の損失に繋がっている。

映画

映画館設立への外資規制
2004年より施行された「外商投資電影院暫定規定」
により、外資が独資で映画館を設立すること、および院線
（映画館チェーン管理組織）を設立することを禁止。ま
た、合資・合弁会社設立の場合は、登記資本金において中
方の投資割合が51％以上であることが要件となっており、
期限も30年以内と定められている。一方で「外商投資ネガ
ティブリスト」の2020年版においては出版物印刷、映画館
の建設・経営において、中国側の過半数出資を求める規定
が撤廃されており、「外商投資電影院暫定規定」との矛盾
が生じている。

輸入・放映に関する規制
国家電影局が映画に関する管理を行っており、日本映画
は2012年7月以降2015年4月まで劇場公開されていなかっ
た。日本映画については、合作映画を除くと2015年は2作
品、2016年は11作品、2017年は9作品、2018年は15作品、
2019年は24作品が上映されたが、新型コロナウイルス感染
症の影響もあり2020年は11作品に減少した。

厳しい契約慣行
多くの米国映画は、配給元と海外映画輸入会社（中国電
影集団公司、華夏電影発行有限責任公司の2社のみが認可
されている）の間で「分率」契約（利益分配方式）が締結さ
れ、共同配給の扱いを受ける。一方、慣行により日本を含む
他国の映画には「フラット」契約（版権買いきり方式）が適
用されているが、近年、日本映画も、実質的に利益分配方
式に近い内容で契約する事例も増えてきている。

テレビ番組・ネット動画配信（アニメを含む）

テレビ制作会社の外資参入禁止
2004年に公布された「中外合資・合作広播電視節目制
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作経営企業管理暫定規定」により、外資との合資によるテ
レビ制作会社の設立が認められた。しかし、2009年に公布
された「一部の広播影視に関する規定と規範的文書の廃止
に関する決定」により、テレビ制作会社の外資参入が再び
禁止された。

海外映画・ドラマの放送時間に関する規制
海外映画・ドラマはゴールデンタイム(19時から22時の
間)にテレビ放送することが禁止されている。22時以降の
海外枠も米国の大型映画が中心で、日本コンテンツの放送
は極めて少ない。また、各チャンネルで一日に放送する輸入
ドラマは、その日同チャンネルで放送されるドラマの25％
を超えてはならないという規制もあり、海外ドラマが普及し
にくい。

近年は海外番組（ドラマ・バラエティ番組）を中国企業
がフォーマット購入して中国版を製作するケースも多くある
が、広発[2013]68号「2014年のテレビ番組編成および登
記業務の実行に関する通知」（強化版限娯令）により、この
ような海外フォーマット番組もゴールデンタイムに放送して
はならず、新規番組の放送は1年間で1番組を超えないこと
と規定された。また、同通知の全文は当局のホームページ上
で公開されていない。

海外映画・ドラマのインターネット上での配信に関す
る規制
近時、海外の正規版コンテンツを海外における公開と同
時または直後に中国国内のネットで公開することによって、
非正規コンテンツのネット流通を防ぐ対策に一定の効果が
認められているが、2014年9月に公布された「ネット上の海
外映画・ドラマの管理について改めて審査審理することに
関する規定」に基づく事前審査等の新規規制により正規版
コンテンツの迅速な公開が妨げられることによって、非正規
コンテンツの流通が再び増加に転じることが大いに懸念さ
れる。また、コンテンツの流通に対する当該規制は、中国国
内企業が近年来構築してきた海外企業との商流に水を差す
ものである。

海外アニメに対する輸入規制・国産アニメ産業の過
度な保護
海外アニメに関しても、17時から21時までのテレビ放送
は禁止されている。国産アニメの放送枠は、アニメ放送枠
全体の7割を下回ってはならないという規制（2008年「テレ
ビアニメ放送管理強化に関する通知」）や、国産アニメを
制作した機関はその制作数量と同じ分まで海外アニメを輸
入できる（2004年「わが国のアニメ産業発展に関する若干
意見」）等の国内産業優遇制度が存在する。また、輸入済
みアニメの放送認可が益々厳しくなってきている上に、新規
に輸入を申請してもなかなか許可がおりない状況が続いて
いる。実際に、日本アニメの新規テレビ放送は2007年以降
2020年まで許可されておらず、2021年2月に「はたらく細
胞」が新たに放映されたのみで他は再放送のみであった。
一方、日本アニメへの視聴ニーズは高いため、CCTVでは劇
場版アニメをアニメ枠ではなく映画枠で放送したり、独自審
査権により放送したりすることで対応しているが、他のテレ

ビ局では同様の対応は取り難い。また、権利元と正規に契
約を結んだ上でネット配信されているアニメについても、社
会道徳に危害を加えるとし、取り締まりが強化されているも
のもある。さらに、この取り締まりの基準が明確に規定され
ていないため、権利者側の対応が難しい。

出版
出版業務への外資参入は禁止されている。また外国書籍
の輸入は許可を得た国有企業のみ可能であるが、中国図書
進出口（集団）総公司が国内の輸入図書市場の60％以上
を取り扱っている状況である。原版の輸入ではなく、中国版
を出版する場合は、書籍、漫画は書号（書籍コード）を取得
すれば出版できるが、近年は海外の漫画作品の出版許可に
対する審査・批准が厳しくなっている。雑誌の出版には刊号
（雑誌コード）の取得が必要だが、海外雑誌コンテンツへ
の単独での新規刊号の認可はおりない。そのため、すでに
刊号を取得している中国国内の雑誌と提携し、コンテンツ
を提供する形での市場参入しかできない。

音楽
「外商投資参入ネガティブリスト（2020年版）」において
は「映像製品および電子出版物の編集、出版、制作業務」」
が外商投資を禁止する項目として挙げられている。海外の
音楽ソフトの輸入については国家新聞出版署（国家版権
局）の審査・批准が必要である。音楽配信においては、国家
版権局は2017年9月より国内外の音楽関連企業に対して、1
社への独占的なライセンスを避けるよう推奨している。消費
者の利益保障、ネット音楽産業の健全な発展等にとっては
望ましいものの、一方で、1社のみに対しライセンスを与える
ことはライセンシーの営業意欲が向上し、ライセンサーとラ
イセンシーの双方にとってメリットがあるが、そのメリットを
享受することができなくなる。

ゲーム
ネットゲームの輸入の場合、新聞出版署の網絡出版服務
許可証を取得したインターネット出版サービスの資格を有
する会社を通じて行う必要があり、外資系企業のみでの配
信、課金活動は実質的に不可能である。ゲームの出版（発
行）は国家新聞出版署（国家版権局）の審査・批准を受け
る必要がある。

メディアミックス・各種イベントの開催
外資企業や海外コンテンツへの各方面の規制・参入障壁
が原因で、有力コンテンツを核とした、（例えばコミック出
版×テレビ放送など）メディアミックスやマーチャンダイジ
ング、イベント、プロモーション等の実施に大きな制約があ
る。本来コンテンツビジネス発展のためのブースターには、
こうした施策の連動が不可欠であるが、現状では各分野の
規制などを背景にして、それぞれが個々の展開に終止してし
まっているケースが目立ち、結果としてコンテンツビジネス
の大きな成功事例へと育ちにくい状況になっている。こうし
た分野で経験を有する海外コンテンツの成功事例は、国内
コンテンツ企業発展のためにも寄与していくはずである。
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著作権保護体制や行政手続における懸
念事項
著作権法の改正が2020年11月に全国人民代表大会常
務委員会にて可決され、2021年6月から施行されることと
なった。改正施行される著作権法では、短編動画などイン
ターネット上の新しいコンテンツにも対応する形で権利体系
の整理を図るほか取引ルールの整備・権利保護の強化に関
する規定が設けられた。特に権利保護に関しては、司法救
済において損害賠償額に新たな規定が追加され、故意など
情状が重大な場合における5倍以下の懲罰的損害賠償が導
入されるとともに、法定賠償額上限も500万元に引き上げら
れるなど一定の強化が図られた点は評価する。ただし、著
作権法改正案や行政手続に関しては、依然として以下のよ
うな懸念がある。

法定許諾の範囲についての懸念
ラジオ局・テレビ局による放送、新聞・刊行物掲載記事
の転載につき無許諾利用（法定許諾）を認める条項につい
ては、改正著作権法においては「単なる事実の報道」に限
るなど範囲を限定した点は評価できるものの、事実上著作
者からの許諾がなく著作物を利用できることに繋がる恐れ
は排除できない。著作物の利用は、著作権者との利用にか
かわる協議を前提として、無許諾利用は原則排除すべきで
ある。

著作権登記制度についての懸念
改正著作権法第12条では、著作物に署名した者を著作者
とする旨の推定規則を示しつつ、著作権登録も実務上基礎
的な証拠として扱われ、同条で登録制度は著作権を確定す
る上で著作者の推定規則と両輪を成すものとして位置付け
られている。現状では登録権利の取消し手続が未整備であ
り、著作権を冒認登録された場合に権利が守れない懸念が
ある。中国の著作権登録制度への理解、登録への意識が十
分ではないことが多い海外企業の有するコンテンツにかか
る著作権については特にこの危険性が高く、現行制度でも
日本の多くの著作権が冒認登録されている。

著作権集団管理組織に関する懸念
著作権集団管理組織について、主として音楽著作権に関
して収入・配分情報等の不透明性に対する懸念が大きいと
ころであるが、改正著作権法第8条によって、著作権集団管
理組織制度が今後、強化、拡充されると思われるが、本改
正法の実施により多くの権利者に対して情報公開が進むこ
とを期待したい。その他、一つの分野で一つの著作権集団
管理組織しか設立できない法制度になっていて、各組織の
独占状態が許容されている状況があるが、著作権者の適切
な選択肢を確保するためにも今後の規制緩和が期待され
る。また、著作権集団管理組織に著作権の管理を委託しな
い権利者がそのことによる不利益が生じないよう、著作権
者の権利が十分に尊重されるよう配慮が必要である。

その他の懸念
・技術的保護手段回避が可能な要件が法定されること
で、海賊版を助長する懸念がある。積極的な回避や改

変行為を禁止する等の回避禁止規制にとどまるべきで
ある。

行政手続の簡素化・迅速化
・映画、アニメ、ドラマ、出版物への事前内容審査・検
閲が存在し、規制基準も不透明である。
・中国では、コンテンツソフトの制作から流通まで全て
のプロセスに規制が存在し、複数の官庁が二重三重に
規制に関わっている状況も生じており、手続に時間を
要する。

非正規コンテンツの市場からの排除
中国では、あらゆる分野に非正規版が存在している。映
画・アニメなどの映像についてはネットへの無許可・違法配
信、漫画など書籍については海賊版およびネット海賊版、音
楽については海賊版CDおよび無許可・違法配信、ゲームに
ついては海賊版およびネットへの無許可・違法配信、キャラ
クター商品については模倣品および非正規ルートの販売な
どがある。

インターネットでの無許可・違法動画配信問題
2020年12月時点の中国のインターネットユーザーは
2020年3月より8,540万人増の9億8,900万人、そのうち
99.7％のユーザーが携帯端末によるインターネットを利用し
ている。版権元にとって、インターネットでの無許可・違法動
画配信問題は中国市場において常に大きなリスクである。
近年主力動画サイトが日本の人気作品の正規版配信を積極
的に展開するなど、一部で版権に関する意識が高まってき
たことは、市場の健全な発展のためにも非常に好ましい。他
方で、昨今、海外映像コンテンツに対する政府規制が強化
される動きがみられ、市場健全化の流れに水を差すことが
大いに懸念される。

産業発展や人材の創造性育成への障害
模倣品・海賊版の横行により、版権元が本来得るべき利
益を享受できていない。事業者の利益の保護や健全な市
場競争こそが、事業者の創作性の育成や産業の発展に繋が
る。また、非正規コンテンツへの対応・対策は事業者に負担
を課すのみでなく、行政機関や国民にとっても社会的費用
となる。改正著作権法では著作権侵害に対する罰則強化
等、権利保護強化に関する規定が導入されている点は評価
したい。また、さらなる運用の強化を期待したい。

＜建議＞
①	外国企業・海外コンテンツに対する規制の緩

和・参入障壁の撤廃
　中国コンテンツ産業の発展は国内企業の保護で
はなく、健全な競争による国内企業・人材の育成
が鍵である。また、市場ニーズがあるにもかかわ
らず海外正規版の市場参入が制限されれば、政
府の事前審査や検閲を通過していない模倣品
や海賊版のコンテンツが市場に蔓延する結果に
繋がる。そこで、以下を要望する。
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・	外国企業や海外コンテンツの輸入・制作・流通・
販売等に対する各種規制や参入障壁を取り除く
こと。

・	外資企業でも、ネットでの音楽配信サービス等
を運営できるようにしていただきたい。

②	著作権保護体制の整備・促進、行政手続の簡素
化・迅速化

　中国コンテンツ産業の発展には、規制緩和とと
もに、著作者の権利のさらなる強化が必要であ
る。そこで、「著作権法」や行政手続に関して、以
下を国家版権局に要望する。

・	著作権の冒認登録が行われた場合に、登録を
無効なものとさせる手続を整備する。

・	著作権集団管理組織の収入・配分情報、実態、
権限等に関して情報公開を進める。また、著作
権集団管理組織制度においては、著作権者の権
利が十分に尊重されるよう配慮し、競争原理を
導入し、一つの分野で一つの著作権集団管理組
織しか設立できないという制限を取り除く

・	コンテンツに関する事前内容審査・検閲の規制
基準を明確化する。

・	コンテンツ分野における行政手続の簡素化や迅
速化を進める。

・	職務著作・実演において従業員に奨励を与える
ことは重要だが、奨励・報酬の方法や金額等に
ついては個社の経営判断に委ねるべきであるた
め、それを法定しない。

③	非正規コンテンツの市場からの排除
　正規事業者の利益を保護し、中国のコンテンツ
産業のさらなる発展を促進するためにも、以下
を要望する。

・	積極的な行政取り締まりの継続。

・	インターネットを介した海賊版や無許可コンテン
ツの配信・ダウンロードサイトの管理監督を強
化する。

・	著作権に関する紛争が多く、当事者、行政、司
法、社会にとって負担となっている状況を改善す
るため、著作権保護に関する普及啓発等を実施
する。
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４．広告

中国広告市場の概況
大手調査会社CTR、AdexPower、iResearchの発表を合

わせて推計すると、2020年の中国の広告市場は1兆5,527
億元（24兆8,000億円。1元＝16円で換算）であった。こ
れは前年比6.5％増であり、日本の6兆1,594億円（前年比
11.2％減。電通調べ）のおよそ4倍である。

内訳を見ると、トラディショナル4媒体（テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌）の2020年広告費は4,795億元（約7兆7,000
億円）で、前年比14.1％減となった。新型コロナウイルス感
染症の影響で2019年の前年比と比較して減少率は大幅
に拡大した。テレビは前年比13％減（前年9.1％減）となっ
た。新聞と雑誌はそれぞれ、前年比29.1％と24.1％の減少
が見られた。日本の4媒体の広告費約2兆2,536億円（前年
比86.4％減）と比較すると、規模は日本のおよそ3.3倍で
ある。

一方、屋外広告は10.6％の増加となった。また、特に大
きな伸びを見せたデジタルメディアは7,932億元で前年比
22.7％増加、規模は日本の5.7倍となり、媒体比率の中で
50％を超えた。

2020年はデジタル広告がマーケットリーダーの地位を確
立した年となった。

メディア別の内訳

表1：	 媒体別広告費（単位：億元）
2019年 2020年 前年比

（％）
市場占有率
（％）

テレビ 5,048 4,391 △13.0 28.3
ラジオ 384 293 △23.6 1.9
新聞 88 63 △29.1 0.4
雑誌 63 48 △24.1 0.3
屋外 2,531 2,801 10.6 18.0
デジタル 6,464 7,932 22.7 51.1
Total 14,579 15,528 6.5 100

出所：	CTR、AdexPower、iResearch、CODC

中国広告市場の内訳
業種別の内訳
新型コロナウイルス感染症の影響で、業種全体の広告出
稿量は前年比で大幅に減少した。ウィズコロナ時代で新た
に形成された生活習慣の影響で、トップ10業種に変化が起
きた。在宅時間が長くなった影響を受け、化粧品/日用雑貨
がおよそ40％減少、娯楽/旅行は34％減少した。家庭用品
は31.9％減少しランク外になった。一方、これまでトップ10
ランク外の家電用品が2.4％成長してランク入りした。大人数
の会食を避けるため、外食産業が主となるサービス業界も
20％以上減少した。その他、トップ10ランク外ではあるが、
デジタルシフトの加速と共にIT製品サービス業は前年比
21.4％成長し、17位から13位に順位を上げた。

表2：	業種別の広告費（単位：億元）
業種別 2019年 2020年 前年比（％）
食品 780 793 1.6
飲料 814 714 △12.3
医薬品 763 694 △9.1
酒類 371 329 △11.3
イベント 325 286 △12.0
サービス業 318 252 △20.9
化粧品/-
日用雑貨 361 218 △39.7

娯楽・-
サービス業 318 210 △34.0

家電用品 189 193 2.4
通信 192 186 △3.0

注：	イベント類は商業スポンサー、商業出演イベント、映画宣伝活動、
政府系イベントなどが含まれる。

出所：	CTR、AdexPower

メディア別の内訳

テレビ・ラジオ・・・日本のおよそ4.3倍の規模
テレビ広告は、前年から13％減少で大幅減となり、媒体
内シェアはデジタルメディアと20ポイント以上の差が開い
た。ラジオは23.6％減少と前年に続き減少傾向が続き、メ
ディア全体のデジタルシフトが顕著となった。テレビとラジ
オの出稿額はそれぞれ日本円で7兆254億円と4,691億円と
なり、どちらもともに日本のほぼ4.3倍の規模である。

新聞・雑誌・・・日本の3割弱と6割の規模
新聞は引き続き減少傾向が加速しており、前年比29.1％
減の62億7,000万元（1,003億円。日本の3,688億円の3割
ほど）、雑誌は24.1％減の47億9,000万元（766億円。日本
の1,223億円の6割ほど）であり、両媒体合わせて中国広告
市場の1％（日本は8％）の存在感しかない。減少率は前年
と比較して下落したものの、デジタル化に伴い両媒体はさら
に縮小していくことが予想される。

屋外・・・日本の2.3倍の規模
屋外広告は前年比10.6％増加した。年始に新型コロナウ
イルス感染症の影響があったにも関わらず6.1％の成長を遂
げ、さらに4月以降は収束に伴い、成長率が2ケタ台に復活、
4〜6月と7〜9月の成長率はそれぞれ14.1％と17.5％となっ
た。内訳として、動画媒体、地下鉄媒体とシネマ媒体が上位
3位を占めている。

デジタル・・・日本の5.7倍の規模
デジタル広告は、前年に続き22.7％増と大きな成長を見
せ、中国広告市場の51.1％を占め業界1位になった。2020年
12月時点ではモバイルデバイス経由でインターネットを使
用している人口は9億8,600万人と、インターネット使用者全
体の99.7％になった。

デジタル広告の内訳は、インフィード広告（情報プラット
フォームに合わせて自然に露出する形式の広告：2兆6,000
億円、前年比48.3％増）とECプラットフォーム広告（3兆
1,000億円、前年比27.3％増）の広告収入が70％以上を占
め、デジタル広告の伸びを大きく牽引した。また、EC広告の
うち、ライブストリーミング内の広告は15.5％(前年比3.5％
増)を占めている。
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表3：	デジタル（インターネット）広告種類別売上額
（単位：億元）
広告種類 2019年 2020年 前年比(％) 占有率(％)
検索広告 873 817 △6.4 10.3

ECプラットフォーム広告 2,444 3,110 27.3 39.2
平面ブランド広告 498 428 △13.9 5.4
インフィード広告 1,765 2,618 48.3 33.0
ビデオ形式広告 168 143 △15.0 1.8
その他 718 817 13.9 10.3
Total 6,464 7,932 22.7 100.0

出所：	iResearch

消費者に起きている変化
2020年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
人々の日常生活が劇的に変化、今までの常識が通用しない
VUCA(Volatility不安定、Uncertainty不確信、Complexity
複雑な、Ambiguous曖昧な)と言える世界になった。感染対策
により、ソーシャルディスタンスやリモートワークなど、人との
非接触化が進み、人々は生活習慣を見直し、消費習慣にも大
きく影響した。その中で、中国はいち早くパンデミックから抜け
出し、4月以降は経済も復興、社会の信頼と安心を取り戻すこ
とに成功した。中国の消費者は今までの消費抑制から一気に
解放され、ECと国内旅行に集中したリバウンド消費を行なった
結果、経済の復活に大きく貢献した。高速に進化するECでは、
新しいプラットフォームやマーケティング手法が次 と々登場し
た結果、“ダブル11”では2019年比で約2倍の4,982億元（日本
円：約8兆円）の売上を達成した。このような背景の中、中国に
おける価値観や働き方、日常生活にどのような変化の兆しが見
えてきているのかを、検索エンジン最大手「百度」の2020年
検索キーワードランキングをもとに探っていきたい。

高まる中華団結心・女性主導権の堅調化
2020年の10大キーワードには「疫情(新型コロナウイルス
感染症）」「口罩（マスク）」「回国（帰国する）」など新型コ
ロナウイルス感染症にかかわるワードがランクインした。「口
罩」は日々の生活の必需品となる一方で、国内の1日当たり生
産量は7,285万枚を達成し、勢いのある国内生産力をアピー
ルした。同時に、これらのマスクと医療備品を米国など多数
の国に無償提供し、国際ステージでの強い存在感を示し
た。2位の「全面小康（全国脱貧困）」は習近平国家主席が
示した方針の1つであり、第一段階は2035年までに貧困をな
くし、農村と都市の格差を縮めるだけではなく、社会全体の
生活基準品質を高めるなどを目標に定めた。「抗美援朝70
周年（中米戦争70周年）」と「中美关系（中米関係）」は中米
関係が緊迫している中で、国民の高まる団結心を表してい
る。テレビドラマ「三十而已（Nothing But Thirty）」とバラエ
ティー番組「乗風破浪的姐姐（Sister）」は「白・痩身・幼」の
審美感覚に支配されていた女性の年齢に対する偏見を打ち
破った。また、女性における家庭と仕事の両立が困難となる
社会現象や、女性の視点から描く独身、結婚、育児そして離
婚の一連のライフステージでの困難さを描いた作品は、多く
の同年代の女性からの共感を獲得、大ヒット作になった。

2020年の10大キーワードから、中国はパンデミックを乗
り越えることをきっかけに、国民の愛国心が高まる中、政府
主導で全国規模で貧困層をなくしていきつつ、同時にこれ

までの経済成長率や先進テクノロジー領域だけでなく、文
化や生活習慣など多様な側面で世界をリードしていくとい
う意気込みを読み取ることができる。

表4：	10大キーワード
ランキング キーワード
1 疫情
2 全面小康
3 口罩
4 中国探火
5 回国
6 抗美援朝70周年
7 中美关系
8 三十而已
9 乗風破浪的姐姐
10 科比逝世

出典：	百度

人と人との関係性に再度注目が集まる
インターネット上で主に若者を中心に使われる流行語ラン
キングの1位となったのは「集美（「姉妹」の擬音）」である。
ライブストリーミングが新しい動画トレンドになった2020年
では、「迷人的郭老師」が大ヒット。強い訛りの方言を話す
彼女は不思議と視聴者を笑わす力を持ち、コロナで在宅中
のネットユーザーに愛された。2位の「一起爬山嗎（一緒に
山登りしよう）」はサスペンス恋愛ドラマ「隠秘的角落（The 
Bad Kids）」が由来。主人公が義理の両親を山登りに誘い、
山から義理の両親を突き落とすシーンが衝撃的で、「山登
りのお誘い＝殺される」の隠語になった。本ドラマは2021
年に日本のWOWOWチャンネルでも放送される予定。「打
工人」は元々アルバイトの人を意味するが、近年ではホワイ
トカラーの人も必死に働かないと仕事を維持することが厳
しい現実を指摘されている中で、自称「打工人」という自虐
ネタとして使われている。これらの流行語から、デジタル化
がさらに加速する中、人と人との関係に再度注目が集まって
いると同時に、苦しい状況の中でも楽しさを見出していこう
という前向きな姿勢が読み取れる。

表5：	10大流行語
ランキング 流行語
1 集美
2 一起爬山嗎
3 u1s1
4 九漏魚
5 爺青回
6 上海名媛
7 打工人
8 突撃式尽孝
9 七夕蛤蟆
10 深藏blue

出典：	百度

テクノロジーが発揮するwithコロナ対策とニューノー
マル
マスク、体温測定、ソーシャルディスタンス、健康コードの
QRスキャンが常識となった2020年では、新たな技術が次々
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と登場した。話題の1位には、AI技術を活用した、マスクをつ
けたままでも顔認識できるシステムがランクインした。「無
人出賃車（無人タクシー）」は2022年北京冬季オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会に向けたプロジェクトとして、百
度が北京郊外の一部で10月にローンチした。配車から目的
地ルート設定、決済まで一連の動作をスマホで行うことが
可能となるサービスである。「工業物聯網（産業用IoT）」は
IOTの進化系で製造業で使用されるIIOTとも呼ばれる。人と
人の接触を最小限にとどめる必要がある中で、このようなス
マート管理システムによってさまざまな製造業や流通を無
人化で管理することで、これらが効率化と安全保障にも繋が
り、我々の生活を大きく変化させる予感を感じさせる。機械
やAIで今まで人工的に行われた仕事を代替できる「虚擬人
（仮想人間）」「人工神経網絡（人工神経網）」「智能紅緑
灯（スマート信号機）」などは、さらに日々の生活を便利化し
ていくであろう。また、これらの技術を実現するために、5Gと
「雲服務器（クラウドサーバー）」がさらに普及した。「雲服
務器」は在宅勤務やリモートワークなど新しい生活スタイル
で必要とされ、さらなる浸透によりこれらがより進化した新
たな体験をもたらすことを生活者は期待している。

表6：	10大テクノロジー話題
ランキング テクノロジー話題
1 口罩人臉識別
2 量子計算
3 虚擬人
4 脳机接口
5 無人出租車
6 工業物聯網
7 雲服務器
8 産業智能化
9 人工神経網絡
10 智能紅緑灯

出典：	百度

以上のように、2020年は新型コロナウイルス感染症に大
きく影響される一年になった。先進国より一早く収束でき
た中国は世界から注目された。海外旅行が制限される中、
中国の消費者は国内旅行やECなど国内の消費に注力した
結果、大きく経済の復活に貢献し、実質GDP成長率は2.3％
となった。ニューノーマルが進行する中で、人と人の接し方
が変わり、これまで進行していたグローバリズムは停滞、一
方でデジタルトランスフォメーションや人工知能のテクノロ
ジーはこの一年で飛躍的な進化を遂げた。2020年11月に
行われた3年目となる中国国際輸入博覧会では日常生活の
スマート家電から製造業のデジタル化、新エネルギー、医
療機器などが注目された。そして、2022年に開催予定の北
京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会を、中国はどの
ような新しいテクノロジーで迎えるか、中国の生活者は大き
な期待を持っている。

＜建議＞
　2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で
大きく生活習慣が変化する一年となった。従来

のオフライン業界のマイナス成長は顕著だった
が、新しいインフラ業界は着実に発展。その中
で、ライブストリーミング（以下：直播）は外出や
旅行を制限されて、購買意欲が満たされない消
費者心理を満たしたことなどを背景に大きく成
長、2020年企業直播市場規模は35億元以上に
なると予想される。今後も市場が拡大すると予
測される中、広告主、配信プラットフォーマーと
KOL（Key Opinion Leader）の3者が今まで以上
に責任を持ちながら、消費者へ正しいサービス
を提供する意識を高める必要があると同時に、
直播への広告法の適用基準を明確にすることが
必要である。

　強い影響力と同時に整備される「指導意見」
　直播マーケティング活動の監督・管理を強化し、
消費者の合法的権益を保護するため、国家市場
監督管理総局は2020年11月5日に「関于加強
網絡直播営銷活働監管的指導意見」（以降「意
見」として略す）を発表した。

　広告主や配信プラットフォーマーは直播の効果
を最大限に発揮するために生放送中に出演者
が即興的に発言することや、視聴者と対話する
場合も多い。商品やサービスに対する宣伝が広
告主などと事前確認した内容と一致しない場合
や、出演者が生放送中に紹介する商品やサービ
スに対して過大評価・失言が発生した場合、直
播内では虚偽広告を放送してしまう潜在的リス
クが存在する。2020年内に直播で発生した虚
偽広告として告訴されたケースは存在しないが、
毎日膨大な数が実施される直播の内容を全て
把握し、かつ明瞭に抵触する法律を指摘するこ
とは難易度が非常に高い。

　「意見」に基づき、直播でのマーケティング活
動を行う際の規則がある程度明確になった。し
かし、生放送の過程で発生しうるリスクに関して
は、まだ明確な政策で定めておらず、遵守してい
る広告主とそうでない広告主が混在する状況で
ある。今後の不公平感、および潜在的なリスクを
回避するためには、さらに法的な定めと適用範
囲を明瞭にするよう要望する。



234 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

1.  海運
2020年の中国の貿易総額は前年度の減少から一転し、

前年比1.5％増の4兆6,463億ドルとなった。輸出は前年比
3.6％増の2兆5,907億ドルで、輸入は昨年より減少幅が縮
小して1.1％減の2兆556億ドルとなった。2020年1月に締
結された「米中貿易協議第一段階合意」により、2018年か
らの米中貿易摩擦が一旦の落着を見た。新型コロナウイル
ス感染症の影響から回復基調となり、輸出は2020年4月よ
り、輸入は6月よりプラス成長となった事が貿易総額増の1
つの大きな要因になっている。

2020年上半期に新型コロナウイルス感染症が世界中で
広がる中、世界経済は甚大な影響を受けたが、夏場以降欧
米の生産の回復により、輸出入が底を打ち、コンテナ荷動
きも急回復した。尚、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大による欧米における港湾混雑による滞船やコンテナの開
梱遅れにより、コンテナの回転率が悪化し、アジア各国で
深刻なコンテナ不足が発生している。足元新型コロナウイ
ルス感染症の長期化はこの混乱に拍車をかけている。

船腹の安定供給のためには、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大下におけるスムーズな船員交代の仕組みを作
る必要が有り、そのための各国間での協調した取り組みが
望まれる。

また、輸入割当制度においては、その運用に関して極力
事前の説明が有ると、中国揚港到着後のスムーズな荷渡し
への障害が極力回避される事となり、船腹市況を安定させ
るのに有効であると考える。

以下コンテナ船輸送、バルク輸送の動向を概観する。

コンテナ船の動向
2020年の回顧
2020年初の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が世
界経済に与えた影響が甚大で、海運においても影響が多岐
にわたった。コンテナ輸送においては、北米航路、欧州航
路、日中航路にも大きな影響が及んだ。一方、「米中貿易協
議第一段階合意」により米中貿易摩擦が一旦の落着を見
た。以下、航路毎に2020年のコンテナ荷動き全般を振り
返ってみたい（注：荷動量は各統計機関の発表値を基に日
本海事センターが取りまとめたもの）。

北米航路の荷動き状況
東航（アジア発）では、2020年年初は新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大により中国出しのシェアが大幅に下落
し、代わりにASEAN、日韓出しのシェアが上昇した。一方、中
国の3月からの生産回復および米中貿易摩擦の緩和により、
中国出しは急速に回復した（図1）。

図1：	 アジア/米国（東航路）積み地シェア推移（国・
地域別）
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出所：	JOC/PIERS

2020年の中国出し貨物（含む香港、以下同様）は昨年の
減少傾向から、前年比1.8％増の1,099万TEUと、増加傾向に
転じた。ASEAN出しは前年比15.5％増と大幅に増加、2020
年通期、アジア主要国のうち日本のみが前年比減少した。東
航全体では、前年比3.9％増の1,833万TEUとなった。

上記のようになった背景として、前述した新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大と米中貿易摩擦緩和以外に、前年
度同様、アジアにおける生産地シフトの進行が考えられ、
引き続き注意を払うべきである。この点を考察する目的で、
2020年におけるアジア出しの国別・品目別積み高の変化
を、下記通り表1で整理した。

第６章
運輸業
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表1：	 2020年通年　中国出し主要品目とアジア主要
国・地域出し荷動き動向 
（上段：年間TEU、下段：前年比増減率）

品目 中国 ベトナム 韓国 台湾 インド その他 アジア合計
①家具・
家財道具

1,597,993 874,444 75,423 50,100 415,289 3,013,249
0.7% 30.9% 27.7% 5.6% 37.0% 13.1%

②繊維・
その製品

1,205,312 241,028 32,602 178,327 428,663 2,085,932
5.0% 2.7% 0.4% 5.4% △3.4% 2.9%

③一般
電気機器

1,080,843 64,319 171,749 244,713 1,561,624
29.2% 56.9% 52.8% 12.9% 29.4%

④床材な
どのプラ
スチック
製品

671,042 49,712 32,790 51,619 60,508 865,671

2.3% 41.9% 3.8% 14.7% △ 9.0% 3.8%

⑤玩具 526,281 30,219 43,167 599,667
△3.0% 25.3% △ 13.7% △2.8%

⑥履物・
付属品

264,818 129,829 72,876 467,523
△21.6% 0.2% △ 5.4% △14.1%

⑦建築
用具およ
び関連品

321,526 89,418 95,322 506,266

2.1% 1.5% 17.1% 4.5%

その他
5,138,869 595,854 722,423532,648569,093 1,673,472 9,232,359
0.2% 30.1% △1.8% 2.2% △5.6% △8.1% △0.4%

合計 10,806,684 1,985,405 959,564 749,108 797,520 3,034,010 18,332,291
2.4% 24.8% 5.2% 5.0% △2.7% △0.8% 3.9%

出所：	JOC/PIERS

2020年に米国での加熱する住宅需要と新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大による巣ごもり需要（家具、日用品、
家電製品、建材など）が顕著で、上位品目のうち、家具、一
般電気製品は前年より大幅増加となった。前年同様、中国
からの生産地シフトは今年も継続し、ベトナムにおける家具
や床材、玩具、一般電気製品などの成長も著しい。

西航（アジア着）では、「米中貿易協議第一段階合意」に
より、大幅に減少していた中国向けのシェアは回復を示しは
じめた。一方、春季以降世界中のコロナ禍の拡大により、中
国以外のアジア各国向けは一時的に大幅減少したが、その
後回復している（図2）。

図2：	米国/アジア（西航路）積み地シェア推移（国・
地域別）
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出所：	JOC/PIERS

2020年11月末まで、中国向け貨物は前年同期比3.3％増
の196万TEUで、3年連続の前年比減少から一転して増加し
た。一方、中国以外のアジア各国向け貨物は前年同期より
減少し、11月までの貨物量は前年同期比5.5％減の597万

TEUとなっている。

中国向け貨物について、品目別の動向をみると、古紙類
や金属スクラップ等の再生資源関係、および木材などの減
少が継続している。近年環境保護のため固体廃棄物輸入
規制が強化されており、その結果、米国からの紙類（特に古
紙）や金属スクラップの輸入は減少した。

欧州航路の荷動き状況
西航（アジア発）について、全体では前年同期比5.4％減
の1,576万TEUで、うち中国出しは3.4％減の1,171万TEU、
東南アジア出しは7.9％減の230万TEU、北東アジア出しは
14.6％減の175万TEUであった。

中国出しの品目動向について、2020年11月末の実績で
は、化学品以外はほぼ全て前年同期より減少した。新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大による生産停止の影響が
大きいと思われる。なお、11月単月では機械類、電気機器、
有機化学品などは前年同月比それぞれ20.8％、28.8％、
13.6％増となっており回復基調となっている（表2）。

表2：	2020年11月末　中国出し主要品目

 品目
11月単月輸入
量（1,000ｔ）/
シェア

前年-
同期比

2020年11月
までの輸入量
（1,000ｔ）/
シェア

前年-
同期比

①機械類 585 
(14.3%) 20.8% 6,009 

(13.7%)
△ 
6.9%

②電気機器、
ＡＶ機器など

552 
(13.5%) 28.8% 5,327 

(12.1%)
△ 
1.0%

③家具、寝具など 316 
(7.7%) 2.0% 3,280 

(7.5%)
△ 
18.2%

④鉄鋼製品 265 
(6.5%)

△ 
4.4%

3,082 
(7.0%)

△ 
20.3%

⑤繊維類および
その製品

243 
(5.9%)

△ 
2.5%

2,650 
(6.0%)

△ 
20.7%

⑥プラスチック
およびその製品

209 
(5.1%)

△ 
1.5%

2,473 
(5.6%)

△ 
17.1%

⑦有機化学品 176 
(4.3%) 13.6% 2,055 

(4.7%) 0.1%

⑧石材、セメント
製品など

150 
(3.7%)

△ 
1.2%

1,773 
(4.0%)

△ 
24.7%

⑨玩具、遊戯用
具、スポーツ製品

142 
(3.5%) 6.9% 1,357 

(3.1%)
△ 
16.6%

⑩自動車部品など 126 
(3.1%) 10.2% 1,209 

(2.7%)
△ 
22.4%

上位10品目合計 2,764 
(67.5%)

29,215 
(66.4%)

合計 4,097 
(100.0%) 3.1% 43,984 

(100.0%)
△ 
15.0%

出所：	EU貿易統計

東航（アジア着）では、全体では前年同期比0.3％増の
819万TEUで、うち中国向けは6.8％増の474万TEU、東南ア
ジア向けは8.4％減の189万TEU、北東アジア向けは6.2％
減の157万TEUであった。

中国向けの品目動向について、木材、鉱石と野菜・穀
物類の増加が目立っている。一方、塩、硫黄、土石等が
30.7％減、木材パルプ、古紙などが15.5％減と大幅減少し
た（表3）。
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表3：	2020年11月末　中国向け主要品目

 品目
11月単月輸出
量（1,000ｔ）/
シェア

前年-
同期比

2020年11月
までの輸出量
（1,000ｔ）/
シェア

前年-
同期比

①木材 1,596 
(36.5%) 61.6% 14,620 

(31.7%) 42.5%

②野菜、穀物、
果実、採油用種子、
茶など

620 
(14.2%) 117.8% 5,147 

(11.2%) 114.5%

③木材パルプ、
古紙、板紙など

461 
(10.6%) 14.4% 5,023 

(10.9%)
△ 
15.5%

④鉱石、スラッグお
よび灰

60 
(1.4%)

△ 
89.5%

4,445 
(9.6%) 53.0%

⑤肉および食用の
くず肉、酪農品、
魚介類など

444 
(10.2%) 4.0% 4,270 

(9.3%) 29.3%

⑥塩、硫黄、
土石類、石灰および
セメントなど

201 
(4.6%) 0.6% 1,727 

(3.7%)
△ 
30.7%

⑦プラスチック
およびその製品

149 
(3.4%) 4.1% 1,626 

(3.5%) 7.8%

⑧調製食料品、
飲料、アルコール、
食酢など

148 
(3.4%) 18.6% 1,379 

(3.0%)
△ 
1.9%

⑨有機化学品 77 
(1.8%) 4.3% 1,128 

(2.4%) 26.2%

⑩機械類 91 
(2.1%) 13.0% 972 

(2.1%)
△ 
3.2%

上位10品目合計 3,847 
(88.1%)

40,337 
(87.4%)

合計 4,369 
(100.0%) 15.0% 46,153 

(100.0%) 21.0%

出所：	EU貿易統計

木材の増加については、中国国内の環境保護政策によ
り、木材輸入に注力したと考えられる。野菜・穀物類につい
ては、中国国内の需要によりウクライナからの穀物輸入が
増加したことが大きな要因の1つと考えられる。

日中航路の荷動き状況
日本出し貨物は前年比1.8％増の989万7,000トンで、中
国出しは前年比8.3％減の1,972万6,000トンとなった。中国
の固体廃棄物輸入規制の強化により、2019年に続き古紙
類の減少が続いている。銅関連製品および機械類に関して
は、中国のインフラ（住宅、公共施設、鉄道、5Gネットワー
クなど）需要により、中国国内の銅への需要が急激に上昇し
たための増加と考えられる（表4）。

表4：	2020年通年　中国向け主要品目

 品目
12月単月輸
出量（1,000
ｔ）/シェア

前年
同期
比

2020年通年
輸出量（1,000
ｔ）/シェア

前年
同期
比

①木材パルプ、
古紙、板紙など

126 
(13.5%)

△ 
18.8%

2,094 
(21.2%)

△ 
4.1%

②プラスチック
およびその製品

219 
(23.4%) 19.6% 2,028 

(20.5%) 12.9%

③機械類 96 
(10.3%) 12.5% 919 

(9.3%) 0.2%

④鉄鋼 54 
(5.8%) 7.1% 530 

(5.4%)
△ 
7.0%

⑤銅およびその製品 56 
(6.0%) 74.3% 527 

(5.3%) 47.3%

⑥有機化学品 46 
(4.9%) 22.9% 460 

(4.6%) 0.7%

⑦自動車部品など 39 
(4.2%)

△ 
1.3%

384 
(3.9%)

△ 
8.9%

⑧石けん、有機
界面活性剤、調製
潤滑剤、ろう等

28 
(3.0%)

△ 
5.9%

272 
(2.7%)

△ 
0.8%

⑨ゴムおよび
その製品

23 
(2.5%)

△ 
0.8%

221 
(2.2%)

△ 
3.8%

⑩電気機器、
AV 機器など

21 
(2.2%) 17.3% 210 

(2.1%) 8.7%

上位10品目合計 708 
(75.7%)

7,645 
(77.2%)

合計 935 
(100.0%) 8.7% 9,897 

(100.0%) 1.8%

出所： 財務省貿易統計

2021年の展望
2020年夏場以降、新型コロナウイルス感染症による感染
拡大の影響の反動によりコンテナ荷動きは急回復したが、
その需要カーブはコンテナ船スペース供給量を上回り、主
要出荷地であるアジア各国で積残しが多数発生した。また
新型コロナウイルス感染症による感染拡大の影響により、
コンテナ機器（箱）の回転日数が増加し、空コンテナの回
送が間に合わず、アジア各国でコンテナ不足が発生した。
2021年2月の春節までには落ち着くのではないかとの予想
もあったが、掛かる状況に大きな変化はなく、欧米の新型コ
ロナウイルス感染症による感染拡大の状況次第では、この
混乱は今後も継続するという見方がある。

バルク輸送の動向
2020年の回顧
2020年、中国のドライバルク需要の成長は著しかった。
輸入量は前年比5.2％増で、鉄鉱石は前年比9.5％増の11億
7,000万トン、大豆は前年比13.3％と大幅に増加し、1億トン
と初めて1億トン台になった。石炭は輸入割当制度のため、
2020年6月以降減少したが、12月に急増して通年では前年
比1.5％増の微増となり、初めて3億トン台に達した（図3）。
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図3：	中国の石炭輸入量推移
(万トン)
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出所： 中国海関統計

大型船について、2020年上半期には、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大による影響からの中国市場の回復か
ら、中国国内の旺盛な鉄鋼需要を背景に、鉄鉱石の輸入も
増加し、ブラジルと豪州からの輸入が増加したため、市況が
好調となり、年末まで底堅く推移した。

中小型船について、上半期は豚インフルエンザから回復
した養豚業の活況により、飼料需要が上向いた。その結果、
ブラジル出しの大豆および米国出しのトウモロコシが好調
となり、中国向けの荷動きが増えた。一方、下半期は、石炭
の輸入が輸入割当の影響により減少し、市況は不安定な動
きとなったが、その後、豪州産石炭の代替としてのインドネ
シア、ロシア、フィリピンからの輸入が増え、中小型船の市況
も回復した。

2021年の展望
新型コロナウイルス感染症による影響からの復興が続い
ている中、2021年の展望は以下の通りである。

中国冶金工業計画研究所は、2021年の粗鋼生産量を前
年比5.4％増の10億6,500万トン(2020年実績10億5,300万
トン)と予測し、鉄鉱石の輸入量は前年並みの11億4,000万
トンと予想している。石炭は国際価格が国内価格に比べて
割安な状況であったが、中国は2030年までにGHG排出規
制を満たすよう、今後数年間、石炭の使用量を大幅に減少さ
せる可能性も否定できず、見通しがきかない状況であるが、
アルミニウムの原料であるボーキサイトの需要が高まるの
ではないかの見解もある。実際に2020年のボーキサイトの
輸入量は 1億1,000万トンと前年比10.2％の増加となってい
る。穀物に関しては、養豚業の成長に伴い、中国の大豆、ト
ウモロコシ需要が堅調を維持するため、輸入量が大幅に減
少することはないと予想されている。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症が世界経済に
深刻な影響を与えており。現在その影響がいつまで続くか、
ワクチンの効果・普及がどれほど進むかなど、不確定要素が
ないと言えない。海上荷動きに与える影響を予測することは
まだ困難であるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
は収束する傾向での展望としたい。

＜建議＞
　中央政府・地方政府関係部門から示される貿易
上の制限、新型コロナウィルス感染症影響下の
配乗も含めた海運関連の規則の変更について、
円滑に対応していくためにはある程度の準備期
間が必要となるため、具体的に詳細な規則・要
領等をできるだけ前広に明示していただけるよ
う要望する。
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２．空運
2020年の空運事業における航空旅客輸送は新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大と、それに伴う各国政府の出入国管理や
検疫強化により業務渡航・観光ともに需要が激減した。一方、
航空貨物輸送においては一時的な落ち込みはあったものの、マ
スク・防護服などの緊急輸送に始まり、電子機器等の工業製品
の旺盛な輸送ニーズもあり、急速な回復が見られている。

2021年においても新型コロナウイルス感染症の世界的感染
の影響により航空旅客需要は減少したままである。今後の見
通しはまだ不透明であるが、感染防止対策とワクチン接種の
効果による早期の感染収束と日中間の空運の早急な復活を通
じた人的往来の回復による経済発展を強く願っている。

日中両国の強固な友好関係と経済発展における空運事業
の役割は極めて重要であると認識している。その社会的使命
に早期に貢献するためにも、既存課題とともに新型コロナウイ
ルス感染症の影響により顕在化した課題を建議事項とし、関
係当局における早急な対応をお願い致したい。

2020年の概況および2021年の予測
航空旅客
2020年、中国の航空旅客輸送実績（国内線、国際線合計）

は4億1,776万人、前年比36.7％減となった。そのうち国内線旅
客は4億820万人、前年比30.3％減、国際線旅客は956万人、
前年比87.1％減となっており、国際線の航空旅客需要は2019
年より大幅な減少となっている（出所：中国民用航空局、特に
記載のない限り以下も同様）。

2020年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が世界
中で進み、多くの国で海外渡航制限等の措置および航空便
の運航に関する制限が行われた。その結果、中国からの訪日
者数は、約106万人まで落ち込み、前年比で88.9％減となった
（出所：日本政府観光局（JNTO））。

2021年の航空旅客の動向については、ひとえに新型コロナ
ウイルス感染症の世界的感染の収束にかかっている。各国で
ワクチンの供給が開始されており、感染収束に伴い、各国政府
の入国管理や検疫基準が徐々に緩和されれば、航空旅客需要
も回復に向かうと期待している。

空運事業は日中両国の経済発展のために不可欠かつ最優先
すべき基幹インフラであるとともに、両国の友好関係のさらな
る進展に向けた文化交流の上でも極めて重要である。建議事
項の各種課題について早急な検討と対策をお願い致したい。

航空貨物
2020年、中国の貨物輸送実績は676万トンと前年比10.2％

減であった。内訳は国内貨物（香港、マカオ、台北路線含む）
が453万トンで前年比11.3％減、国際貨物は223万トンで前年
比7.8％減であった。

2020年の国際貨物輸送は、新型コロナウイルス感染症の影響
で大きな打撃を受け、年初は大幅に落ち込んだものの、中国にお
ける感染がいち早く収束したことで、3月以降はマスク・防護服を

はじめとする個人用防護具（PPE）の海外への緊急輸送、巣ごも
り消費に伴う電子機器類の輸出増が加わり、急速な回復がみら
れた。さらに、旅客便の減便・運休による供給量の大幅な減少、
海運のコンテナ不足によるスペース不足も加わり、秋以降、航空
貨物はこれまで経験したことがない程の活況を呈した。

航空貨物供給スペースが大きく不足したことから、貨物機
による輸送に加え、「客改貨」と呼ばれる貨物のみを搭載した
旅客機も投入され、貨物の臨時便やチャーター便も大幅に増
便された。中国におけるコロナウイルス感染収束後の3月以降
6月までで、上海、広州、深セン、鄭州などの空港を中心に運
航された貨物機による臨時便・チャーター便は、前年同期比
490％の7,623便となった。また、旅客機による貨物便（「客改
貨」）も1万1,771便が運航され、貨物スペース不足の解消に貢
献し、輸出貨物は大きく増加した。

2021年においては、世界各地での新型コロナウイルス感染
症の感染収束が見えないことから、貨物スペース不足は継続
的に続くと見られ、コロナワクチンを始めとする医療物資関係
の緊急輸送による需要の伸びも予想される。新型コロナウイ
ルスの影響が収束に向かい世界経済が成長軌道に戻るにつれ
て航空便も復便され、航空貨物の需給バランスの崩れも解消
に向かうと思われるが、今後の動向が注視される。

今後の展望・課題
新型コロナウイルス感染症からの来るべき回復期に向け

て、航空各社は着実な準備を行う方針であり、関係当局にお
いても本建議事項についての早急な検討と対応をお願いした
い。具体的には、日中関係の重要性に鑑み、日系航空会社に
よる速やかな東京-北京（両国首都間）直行便の再開を要望
する。この外、中国内で未だ日系航空会社の直行便の再開に
至っていないその他の都市についても、直行便の速やかな運
航再開を要望するとともに、在留日本人が最も多いにもかかわ
らず週1便で供給量が不足している上海をはじめ、既に日系航
空会社の直行便が再開されている地点についても、早期のさ
らなる増便を要望する。

今後の再開や増便に向けた調整を円滑に行うために前広な
情報開示を求めたい。

加えて、今回の新型コロナウイルス感染症による影響で顕在
化した課題についても整理した。具体的には、通達発行時の
日系航空会社へも含めた迅速かつ十分な情報開示と現場運
用における責任の明確化等である。極めて混乱をきたした時
期の対応であり、やむを得ない状況であったことは十分認識し
ているものの、今後、緊急事態における政府指示に対して航空
各社が的確かつ迅速に指示内容を実行するためには上述の
課題に関する改善は必須と考えている。官民双方が協力し、最
大の政策効果を発揮するという意味において新規課題に対す
る早急な検討と対応をお願い致したい。

現下の未曽有の危機的な状況を官民一体となって乗り越
え、日中間のヒト・モノの往来の回復と、両国の友好関係や経
済のさらなる発展に向けて、全力で取り組む所存である。
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＜建議＞
＜日中往来に関する要望事項＞
①	日本との直行便の早期再開および再開済み路

線の増便
　2020年9月から一部の国と北京の間の直行便が再
開されているものの、日本との間ではまだ再開され
ていない。日中関係や北京との円滑な往来の重要
性に鑑み、日系航空会社による速やかな直行便の
再開を要望する。この外、中国内でまだ日系航空
会社の直行便の再開に至っていないその他の都市
（瀋陽、天津、武漢、成都、厦門等）についても、
直行便の速やかな運航再開を要望する。また、特に
在留日本人が最も多い上海については、既に日系航
空会社の直行便が再開されているものの、供給量
が不足している。上海を始め、既に直行便が再開し
た路線についても、早期の増便を要望する。

②	ビザ取得に必要な招聘状の迅速な発給
　日本人が中国をビジネス目的で訪問するためのビ
ザ取得には、各省市政府が発行する招聘状が必
要であるが、この招聘状の発給が停止、滞ってい
る事例が多くある。一部駐在員の招聘状について
は、省市政府の各部局が申請を受け付けない問題
も生じている。また、駐在員の家族に対する招聘
状の発給は11月以降、停滞している。駐在員の家
族を含め、必要な人員のビザ手続に必要な招聘状
の迅速かつ円滑な発給を強く要望する。さらに、
日中間のビジネス人材を育成する観点から、留学
ビザの速やかな発給を要望する。

③	集中隔離環境の改善と集中隔離期間の短縮
　中国に入国後の隔離は、防疫上やむを得ない措置
であると理解し、一部受入れ地の地元政府や隔離
ホテル関係者の献身的なご対応に感謝する。しか
しながら、全ての受入れ地において、良好な隔離
環境が整っているとは限らず、中でも中国に来るの
が初めての人や中国語が分からない人、小さな子
供連れの人などが隔離生活中に不安を感じること
が予想される。そうならないように、日本語ができ
る係員の配備、日本語のテレビ放送、日本食や子
供向けの食事、窓があり室内温度の調整が可能な
部屋、タオルやシーツを頻繁な交換サービスを要
望する。さらに、集中隔離中でもテレワークができ
るよう、Wi-Fi環境の整備を要望する。日本からの
入国者は、入国前に行った検査の陰性証明を前提
に、上海で実施されているように「7日間の集中隔
離＋7日間の自宅隔離」「小さな子供連れの場合
は自宅隔離」の全国的な適用を要望する。

④	集中隔離終了後の各都市における追加隔離措
置の廃止

　都市によっては、入国後の14日間の集中隔離の
後、独自のルールに基づき追加の隔離措置を求め
られている例がある。実際に、14日間の集中管理
に加えてさらに14日間の隔離を求められている例
もあり、ビジネス活動に大きな支障を来している。
このため、一部の地方都市による追加の隔離措置
を廃止し、多くの都市で実施されているような健

康観察にとどめるよう要望する。

⑤	ファストトラックの運用手続の早期明確化・合
理化

　2020年11月30日から日中間の往来においてファスト
トラック（ビジネストラック）の運用が開始されたが、
中国側からその内容や利用手続が明らかにされてい
ない。中国に居住する駐在員が日本へ出張し、中国に
戻った際、仮に2週間の集中隔離措置が求められるこ
とが企業にとって大きな負担となっている。このため、
ファストトラック（ビジネストラック）に関する運用手
続を可能な限り速やかに明らかにするとともに、企業
が利用できるような合理的な内容（例：帰国後14日間
自宅と勤務先の間の移動を認める）とし、企業に過大
な負担を負わせることがないよう要望する。

＜新型コロナウイルス感染症関連＞
⑥	空港検疫所要時間の短縮、および処理力の向上
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、航空会
社は中国民用航空局によるガイドライン順守等、
必要な防疫措置を継続している。感染の抑制後、
日中間の旅客流動も徐々に回復した際には、空港
での検疫所要時間の短縮、および検疫処理力の向
上が大きな課題である。例として一部国際線出発
空港においては、現地税関が航空会社に対して、
安全検査の開始時刻の制限や検査場の旅客誘導
要員の配置を求める事例が見られる。現地税関が
適切な人数配備を行うとともに、公共サービスとし
て行うべき業務を明確にするよう要望する。

⑦	宿泊する乗務員に対するPCR検査の免除
　旅客便・貨物便問わず宿泊する乗務員に対し、日本
出発前におけるPCR検査の陰性証明所持と宿泊施
設における外出制限を前提に、諸外国での取り扱い
と同様に中国到着時のPCR検査免除を要望する。

⑧	新規通達発行時の確実な情報開示と現場運用
における責任の明確化

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止につい
ては、政官民が協力し徹底阻止に向けあらゆる策
を講じるために、民間企業として各種通達を順守
する責務は十分に理解しているところである。し
かしながら、現場当局からの通達については殆ど
SNSでのチャット機能が用いられ正式書面の開示
や標準的なガイドラインが明示されない、情報が
中国の航空会社に限定されていることもあった。
通達発行後、対応までの時間的な猶予が設定さ
れないケースは現時点でも継続している。また、現
場責任者の判断により指示が異なる場合や、明ら
かに企業の役割を越えた指示を強いられる場合
もあり、企業と現場で働く従業員の負担となり、特
に新型コロナウイルス感染症対応では安全面が脅
かされる場面もあった。通達について、十分に時間
的余裕を持って発行すること、発行にあたっては
全航空会社に対して平等に情報開示すること、書
面での正式通知、加えて現場当局の運用責任の明
確化を要望する。

⑨	既存スロットの有効活用、制限の緩和
　国際線の運航便数が大幅に制限されている中で、本
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邦航空会社の国際旅客便スロットが十分活用されて
いない状況にある。コロナ禍で国際物流の需給が
ひっ迫している環境のなかで、サプライチェーンの維
持やワクチン輸送など緊急輸送案件等のニーズに応
えるべく、旅客機や貨物機による貨物専用便への転
用に関し昼間時間帯も含め柔軟な承認を要望する。

＜運航関連＞
⑩	中国発着便の管制事由による出発遅れの改善
　2013年8月から8大空港の出発便について、フロー
コントロールの影響を受けない管制運用が発表さ
れ、一部その効果が現れている空港があるものの、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響が出る前に
おいては管制事由による航空便の遅れが常態化し
ていた空港も多く、利用者の利便性を損ねていた。
今後の国際線復便に備え、空域の有効活用や新規
航空路の設定により、遅延幅そのものを少なくする
取り組みに加え、遅延が発生した場合においては、
ATM（航空交通管理/Air Traffic Management）
やA-CDM（空港における協調的意思決定/Airport-
Collaborative Decision-Making）等のさらなる活用
とその精度向上による抜本的な対策を可及的速や
かに実行するよう要望する。例えば、悪天時には、
管制より同一方面行きの便は一律で出発を制限さ
れるところ、A-CDMの観点から、遅延の理由を明確
にし、運航可能と判断した運航者（航空会社）には
出発許可を出す運用を行う、あるいは標準航空路
以外の使用リクエストを柔軟に受け付けるなど、各
社の方針も反映できる仕組みを設けることで、遅延
便数や混雑の緩和に繋がると思料する。

⑪	空港制限区域内立ち入り証交付手続の迅速化
　空港制限区域立ち入り許可証を取得するために申
請から交付までの期間が約2週間～12カ月と時間
を要する場合があり、地域毎に交付期間のばらつ
きが見られる。新入社員や転入者、中国他空港か
らの応援者が、着任後すぐに空港業務実務につく
ことができるよう交付手続の迅速化を要望する。

⑫	外国商業航空運送事業者業務に関する承認期
間の短縮

　CCAR-129（CHINA OPESPEC）の申請承認手続
については、FSOP（Flight Standards Oversight 
Program）システム(Web申請)の導入により、以前
より効率化が進んでいる一方、承認期間として20
営業日が定められている。諸外国では3～10日程
度の承認期間が一般的であり、手続のさらなる簡
素化、承認期間の短縮を要望する。特に急を要す
る場合が多い非定期運航便の申請承認手続につ
いては、優先的に簡素化することを要望する。

⑬	中国国内不定期便運航認可手続の改善について
　就航便座席数の制約や用機者のニーズによって、
不定期便運航の必要性が生じることがある。しか
しながら、不定期便を申請しても運航直前まで認
可をいただけない状況となっており、万が一認可
が下りなかった場合には利用客に多大な迷惑をお
かけするリスクを抱えている。遅くとも運航月前月
には認可可否を通知いただけるよう要望する。

＜整備関連＞
⑭	外国航空会社が中国空港に配置する整備工具

の保税扱いについて
　外国航空会社が所有する中国各空港配置の航空
機工具には、全て関税を支払い内貨品としての保
管が義務付けられている。航空機工具は、非常に
高価なものが多く、航空会社のコストが大きな負
担となっている。空港エリア内で、外国籍航空機
への部品装着の利用に限られており、保税扱いに
もできるよう要望する。部品・ツールについては、
全て保税扱いとすることを要望する。

⑮	整備不具合で地上に駐機中の航空機に対する
緊急通関の実施について

　航空機の不具合を修復するため、緊急的に本国よ
り送付される部品・工具の通関は、現状として数日
を要しており、例え短時間で修復可能な不具合に
ついても、作業完了までに相当な時間が掛かって
いる。諸外国と同様、航空機の不具合による部品
等の送付については、短時間での緊急通関を可能
とするとともに、中国各空港にて統一的な運用を
行うよう要望する。

＜その他＞
⑯	混雑空港におけるスロット配分、運用について
　中国内の主要な空港は全て混雑している状況にあ
るが、その空港のスロット配分において、スロット
前年使用実績の通知やスロットの交換、回答期限
の設定など、引き続きIATAルールの正確な適用を
要望する。また、主要空港のスロット規制値や時間
帯別の混雑状況、およびローカルルールを含めた
運用状況を分かりやすく公平に公開し、透明性あ
る運用を要望する。

⑰	各種空港料金の見直し
　2008年から導入された新空港料金体系について、
国際標準を踏まえて見直しが必要だが、未だ実施さ
れていない。以下の如き料金の是正を要望する。

・	PSC（Passenger Service Charge）の航空会社負
担から直接旅客負担への変更。

・	TNC（Terminal Navigation Charge）を発着毎1回
の請求にすること。

・	着陸料に附加されるサーチャージ（着陸料の10％
上限）の廃止。

⑱	中国人社員の雇用形態変更
　外国航空会社は現地法人化できず、「駐在員事務
所」として登記しているために、中国人社員を直接
雇用はできず、国家認定の人材派遣会社経由にし
なければならない。この状況では実質的な雇用責
任を企業が負う一方で、社員のロイヤリティ確保が
難しく、人材力を最大限に活かした事業運営がで
きない。結果として中国人社員の育成やマネジメン
ト登用等において障害となるため、中長期的に見
て当該企業のみならず社員本人、そして中国社会
としてもマイナス面が大きい。外国航空会社が直
接社員を雇用できるよう変更を要望する。
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１．卸売業
2020年の中国の実質GDP成長率は2.3％と、2018年

（6.0％）から落ち込んだものの、新型コロナウイルス感染
症の影響で失速した第1四半期を底に急回復をみせ、第4
四半期には概ね以前の成長に回帰した。社会消費品小売
総額は通年では前年比3.9％減となった。最終消費支出の
対GDP寄与度はマイナス0.5ポイントであり、感染症の影響
による消費機会の蒸発や所得の鈍化が成長を押し下げた。
2021年は、中国では厳格な感染症対策が継続し、経済活
動の回復が続いた。2021年第1四半期のGDP成長率は前年
同期比18.３％増、小売売上は同33.9％増と、前年の低水準
を理由とする大幅な反動増が現れた。2021年は国内の貧
困が解消されたとされる中、消費水準の回復と質的な向上
の両方が加速するよう、新しいインフラや制度の一段の整
備が進められる状況となっている。

表：	 GDPおよび社会消費品小売総額の推移
暦年 2018年 2019年 2020年

実質GDP成長率(％) 6.7 6.0 2.3
最終消費支出の寄与度(ポイント) 4.3 3.5 △0.5
総固定資本形成の寄与度(ポイント) 2.9 1.7 2.2
純輸出の寄与度(ポイント) △0.5 0.8 0.6
社会消費品小売総額(兆元） 37.8 40.8 39.2
前年比伸び率(％) 8.8 8.0 △3.9

出所：国家統計局

中国の卸売業界の歴史を振り返ると、1978年の改革開放
以前は、1級卸(中央の部局・専業公司)、2級卸(省レベルの
専業公司)、3級卸(市・県レベルの専業公司)の3段階に分け
られ、地域別・商品別に国家が管理する配給システムが整
備されていた。一方、改革開放以後は、3段階システムを担っ
た国有卸売企業の統廃合や私営企業の新規参入などが進
んだ。さらに1990年代後半には｢外商投資商業企業試点弁
法｣により、条件付きながら外資の参入が認められるように
なった。

中国のWTO加盟から3年後の2004年6月に｢外商投資商
業分野管理弁法｣(商務部令｢2004｣第8号)が施行され、外
資参入が原則自由になると、業界を取り巻く環境は大きく変
化した。卸売企業の代表的な機能には、①物流機能(在庫・
配送)、②金融機能（資金負担・与信管理）、③市場分析・
予測、販路開拓などの情報機能がある。これまでのところ、
メーカーの販売代理権を得て地域に特化した販売網を持つ
形態が多い。流通事業者においては、ここ十数年来の取扱
商品の規模や幅の拡大、運営効率化ニーズの高まりなどに

加え、ここ数年、ECや新小売への対応、ECのB2B浸食への
対応、流通を介さないC2Mなど新たな対処すべき課題が出
てきており、ビジネスモデルの再検討・再構築が必要となっ
ている。

卸売業の展望
中国の2020年の名目GDPは、101兆6,000億元と100兆
元の大台に乗った。2020年の輸出依存度（＝輸出/GDP）は
17.7％と、2006年のピークの半分の水準まで低下しており、
内需型への転換が進んでいる。中国政府は、内需の拡大に
おいて消費の役割を強化させる方針の下、各政府部門や地
方政府に対し、消費の高度化と底上げに向けた支援を強め
るよう指示している。こうした支援には、ECプラットフォー
ムの健全化や医療・物流などのネットワークインフラの改善
促進、消費者の権利・利益を侵害する各種行為に対する訴
訟・紛争処理の強化・迅速化、マークアップ企業・ブランド企
業・外資などの育成・導入による商品・サービス供給の高度
化や、医療・介護・教育・文化・スポーツ関連など社会サービ
ス供給拡大などが含まれる。

2021年1月31日には中国共産党中央と国務院が「高標準
市場システム建設の行動方案」を通知した。1）製品・サー
ビスに関する企業からの情報公開制度や商品認証制度な
どの改善、ブランド・商標保護の強化、オンライン・オフライ
ンが融合した商品開発モデル基地の育成などといった、商
品・サービスを開発・供給する企業の健全化・育成、2）消
費者保護強化のための公益訴訟制度の改善、集団訴訟制
度の導入検討、少額消費の争議プロセス簡略化といった、
消費者保護の強化、3）交通インフラの相互接続の改善、ス
マート商店、スマート商店街などの実験推進といった商業
基盤の強化、4）プラットフォーム企業の健全化、教育・医
療・宅配などのネットワークインフラのアップグレードといっ
たEC環境の公平化・健全化、5）高度な対外開放の実施、
などを示した。中国の消費高度化のための所得環境やネッ
トワーク、エコシステムは整備が進んできたが、商品・サー
ビスを提供・仲介する企業の質を担保する基盤・制度・信
用がなお不十分であり、市場の一段の健全化、特にプラット
フォーム企業による競争の阻害阻止、金融を含めた経済全
体へのリスクの予防が試みられた。卸売業界は、新たな成
長の機会として、市場の拡大とレベルアップへの対応が求め
られている。

第７章
流通・小売業
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卸売業の問題点
日系企業として直面している問題点について、以下に触
れたい。

業界管理
流通業界全体の健全な発展のためには、メーカー、卸
売・流通業者、小売業者が相互に協力しあい、サプライ
チェーンを強化していく必要がある。しかしながら、違法
行為者による信用性失墜やコンプライアンス遵守の妨害
となる事例、取引条件における公平性の欠如と見られる事
例が継続して生じている。公正かつ公平でオープンな市場
を形成し、また一方で同業界に携わる業者が安心・安全な
取引を継続的に行える業界秩序を守っていくことが肝要で
ある。

政策支援
消費者の嗜好の多様化、安心・安全への意識の高まりな
ど、消費者ニーズの変化には流通業界としてきめ細かく対応
していかなければならない。またネット販売事業が一般化
した環境下、小売業のみならず卸売業もそれに対応してい
く必要がある。業界状況を詳細かつ正確に把握するための
公的な統計指標やそれらを公開していくシステムなど、ソフ
ト面での公的支援が不足している。また、低温物流体制の
構築と普及、資源面での無駄の排除、統一した流通規範の
整備、環境保護面での指導は政策として継続支援していく
ことが必要である。

許認可
経営範囲や通行証などの許認可においては、これまでも
手続の遅さ、地域や窓口担当者による対応の差異を問題点
として挙げており、引き続き手続の短縮に向けた改善、並び
に許認可の公平性・透明性を求めたい。

＜建議＞
①	経営範囲拡大手続の改善
　取扱品目の拡充は、卸売業者にとって不可欠
であり、かつバリューチェーンの強化にも寄与
するものであるが、当局に対する経営範囲の拡
大申請において、手続に想定以上の時間や手
間を要する点や地方・当局の担当者によって対
応にばらつきがある点につき、引き続き改善を
要望する。

②	違法行為者に対する取り締まり強化
　卸売業者の一部はコンプライアンス意識が低
く、ルールを守っている企業の競争力低下を招
いている。例えば、1）偽物を販売する業者や商
品を不当に安く販売する業者が存在することで
ネット販売におけるサイトの信用度が失墜する
事例、2）過積載を前提とした料金を提示する
業者が存在する事例、3）発票を発行しない前
提で税金分のコストを割引いた配送見積を提示
する業者が存在する事例など。また卸売業者が

「夜逃げ」し、取引先である日本の投資企業が、
本来卸売業者が支払うべき増値税の支払要求
を関係当局から受けたケースがあった。健全な
業界発展のために、関係当局による違法業者の
取り締まり強化とトラブルに巻き込まれた企業
への合理的な対応を要望する。

③	小売業者との公平かつ健全な取引へのさらなる
支援

　優越的な地位を乱用した小売業者による不当な
費用請求や小売業者側の販売不振による支払
遅延、一方的な返品等の問題が継続して生じて
いる。

　「小売業者と供給業者の公平なる取引に関す
る管理弁法」（2006年10月公布）や「大型小売
店の供給業者に対する違法徴収の是正措置」
（2011年12月公布）などの法令・措置に基づき
取り締まりが行われているが、不平等な商行為
はなお続いている。瑕疵のない商品の一方的な
返品の問題に加え、小売業者が返品税務手続に
協力してくれずに卸売業者側で増値税控除不能
による損失が発生するケースが多々ある。また
不当返品を巡っては、小売業者が適正な出荷・
受領の情報管理システムを導入していなかった
ことが原因のケースもあった。公平かつ健全な
取引の浸透と業界の発展に向け、下記のような
改善を関係当局・協会に要望する。

・	諸外国の公正取引監督管理部門のように、統一
的に管理し、日常的に相談ができる政府窓口の
設置。

・	実務に合わせて、引き続き関連法令を整備して
いく必要があると考える。また、不正取引が続出
している原因は罰則が緩いということが考えら
れるため、経済発展レベルに伴って、常に適切な
罰則を設定するように要望する。

④	公平かつ透明な通行証発行基準の制定・運用、
および共同配送に対する支援

　都市部における小売店舗の増加に伴い、よりス
ムーズな配送が求められるが、当局より通行証
を取得する際に、当局担当者によっては会社の
規模・交通渋滞・環境問題などを理由に通行証
の発行を認めないなどのケースがある。また、運
送業者が通行規制に抵触した際、当該業者では
なく、荷主である日本の投資企業が関係当局か
ら罰則を科されたケースもあった。通行証の発
行や罰則の適用に関する公平かつ透明な基準
を制定し運用していただくよう要望する。2020
年は新型コロナウイルス感染症という有事があ
り、その中で移動制限が行われた。制限範囲、
対象商品、対象外となる条件などを明確にして
いただくよう要望する。

⑤	低温物流発展のための人的支援
　中国の生鮮品販売の拡大、消費者の安全意識
の高まりへの対応、また農村振興の観点からも
低温物流の発展加速が急がれる。低温倉庫・配
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送車両などハード面は整備されつつあるが、製
造から販売までの各流通段階で温度管理が途
切れる問題がある。ドライバーが燃費を気にし
て必要以上にエンジンを切る、小売店の受け入
れ体制不備により長時間の荷卸し待ちが発生
する、といった状況によるもの。ついては、各流
通段階に求められている、低温商品の流通面に
おける安全性確保、サービス高度化に応え得る
専門知識・技術を有した人材育成、人材の認定
などの人的支援制度の整備を要望する。また、
2020年の新型コロナウイルス感染症では、輸入
冷凍食品への対応が厳格化され、結果輸入冷凍
食品の取り扱いに大きな影響が出ている。どの
ようなところからウイルスが発見されているか、
輸入元、商品、発見部位などの検査結果を公表
し、企業が対応しやすくするよう要望する。地方
政府によって運用が著しく異なることのないよう
要望する。

⑥	「不正競争防止法」の適切な運用および監督
管理・取り締まり実施

　2017年11月に「不正競争防止法」が施行後24
年を経て初めて大幅に改正されたうえ、2019
年4月23日にはさらなる改正が行われた。これ
らの改正により不正競争行為に対する処罰が
加重され、これまで一部大手量販店チェーンや
小売CVSチェーンにて商習慣化されてきたリス
ティングフィーが撤廃されるといった状況改善
が期待される。また「不正競争防止法」により
卸売業のサプライチェーン・マーチャンダイジン
グの強化・促進、健全な業界発展のために違法
業者に対する取り締まりの強化・実施を要望す
る。また、法整備を頻繁的に行われている中、
企業による「不正競争防止法」に対する理解を
深め、違法行為を未然に防ぐために、当局によ
る「不正競争防止法」に対する解釈や処罰例の
説明に関するセミナーを行うこと、不正競争防
止に関する政府のキャンペーン強化することを
要望する。

⑦	非常事態下での円滑な貿易物流の維持
　新型コロナウイルス感染症による国際郵便、国
際宅配便（クーリエ）の機能低下のため、日本の
卸売企業において、中国で取扱予定だった商品
サンプルの輸入が大幅に遅延したケースがあっ
た。個人向け越境EC小口荷物の国際輸送は行
われており、一部企業はこれを使って商業用サ
ンプルを得ていたが、上記ケースの卸売企業は
これが法的にグレーであると判断し、時間のか
かる通常通関で輸入した。非常時対応は新型コ
ロナウイルス感染症による感染拡大から1年が
過ぎ、円滑な対応のできる状態になっている。こ
うした状況下、全ての企業に公平・公正な経済
活動が守られるよう、政策による円滑な貿易物
流の維持を要望する。

⑧	コンテナ確保への支援
　中国からの輸出が増加を続ける一方、輸入は伸

び悩むという状況が新型コロナウイルス感染症
の感染拡大下で強まっており、空コンテナの確
保が困難となっている。コンテナ需給は、輸入商
品の高価格化による空輸への転換、戦略的商品
の輸入代替への動きなどにより、中長期的に中
国での不足が予想される。コンテナの効率的回
送、海上運賃高騰防止の措置など、技術や政策
による安定化の支援を要望する。
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２．小売業

小売業界全体でリテール・イノベーション
が常態化

中国の2020年の小売総額（社会消費品小売総額）は約39
兆元で、前年比マイナス3.9％と新型コロナウイルス感染症の
影響を受けマイナス成長となった。その中でもEC（電子商取
引）市場は、これまでの高い成長を維持し、EC市場が業界を
けん引する構図はますます確固たるものとなりつつある。デ
ジタル社会がさらに進展する中、これまでデジタル化が進ん
でいなかった領域でもリテール・イノベーションが進み、新し
いビジネス・サービスに取り組まなければ生き残れない、消費
者に支持されない時代に突入している。

回復基調にある消費市場
中国の2020年の実質GDP成長率は2.3%とプラス成長を堅

持したのに対し、中国消費市場（社会消費品小売総額）は、新
型コロナウイルス感染症による営業停止・自粛等の影響によ
り、2020年は前年比マイナス3.9%の約39兆元となった。とは
いえ、月別に見れば、2020年1-2月を底に徐々に回復し、8月に
は前年同月比プラスに転じている。最も回復が遅れていた外
食産業も、10月にようやくプラス成長に転じることができ、消
費も既に正常化に向かっている。政策面でも、消費券の発行、
5Gなど「新型インフラ」の整備、消費関連政策の緩和など、消
費刺激に積極的であり、早期回復が期待される。

業態別で成長率に明暗が分かれるとともにECシフトが
加速
小売業態別でみると、新型コロナウイルス感染症の影響に

よって成長率に明暗が分かれている。回復が遅れている業態
は、百貨店や、商業施設に入る専門店である。中国商務部が
監督する5,000社の重点小売企業の売上成長率は、百貨店が
マイナス9.8%、専門店がマイナス5.4%となった。営業は正常化
しているものの、来店客の回復が遅れている。一方、実店舗の
中でもプラス成長を果たしたのがスーパー業態で、2020年の
売上成長率は3.1%とプラス成長を果たした。ここ数年は、EC
シフトにより成長鈍化が顕在化していたが、食品・日用品など
の生活必需品がけん引した。また、消費者の安全・安心意識
の高まりを受け、品質管理や鮮度管理に力を入れていた企業
が支持されたことも特徴的である。コンビニエンスストアは、
スーパーのような成長に至らなかったものの、商務部より「コ
ンビニのブランド化・チェーン化に関する三年計画の通知」が
示され、今後さらなる発展が期待されている。

EC市場は、コロナ禍でも高い成長率を示した。中国国家統
計局の発表によると、2020年の実物販売額ベースの成長率は
約14.5%に達し、EC化率は24.9%と、前年より4.2ポイント上昇
した。ここ数年は、不正行為に対する監視強化やあいまいだっ
た取引の明確化などに加え、農村EC、越境ECへの後押しなど
政策面でも活発に動きが見られ、今後もECが小売市場全体の
中心的存在であり続けるであろう。

EC事業者主導によるリテール・イノベーションが常態化する
中国商業連合会が発表している中国小売業ランキングによ

れば、2019年の上位20社にEC事業者が4社ランクインしてお
り、アリババグループが運営する天猫に成長鈍化の傾向があ
るもの、他の実店舗を主力とする伝統的小売事業者より高い
成長率を維持している。さらに特筆すべきは、アリババグルー
プが投資している生鮮O2O（Online to Offline）のコンセプト
店「盒馬鮮生」の成長が著しいことである。派生業態にも数多
くチャレンジして高成長を続けるだけでなく、コロナ禍におい
て、営業自粛等で余剰となった他業態の従業員を受け入れる
従業員シェアリングに率先して取り組むなど社会的に存在感
を増している。

EC事業者主導で新しいビジネス・サービスが次々に出現す
る中、リテール・イノベーションが常態化し、新しい取り組み
にチャレンジしない小売業は生き残れない時代になりつつあ
る。例えば、この1年でネット上での「ライブ配信」は、中国小
売業界において既に汎用的な広告・販促手段に進化を遂げ
た。これまでは、ネット上で消費者へ影響力が高いKOL（Key 
Opinion Leader）による商品紹介が主流であったが、コロナ禍
を機に、多くの小売業が店舗の従業員によるライブ配信を開
始した。商品紹介や実演販売などこれまであった販促だけで
なく、生産地紹介による安全・安心のアピールなどさまざまな
目的で活用されている。消費者にとってもライブ配信が生活に
欠かせないものになりつつある。リテール・イノベーションの
常態化は、単なる小売業の絶え間ないチャレンジという意味
合いだけでなく、消費者の生活スタイルを変えるきっかけにな
りつつある。

ビッグデータを活用したバリューチェーンの強化が進む
加えて、リテール・イノベーションの対象領域にも少しずつ

変化が見られる。これまでの中国小売業におけるデジタル化や
イノベーションは、無人コンビニに代表されるような一時的な
ブームに乗った表面的な革新に留まっていたのは事実である。
しかし、多方面でデジタル化が進展し、大手事業者からスター
トアップ企業まで多くの企業がチャレンジした結果、店舗立地
の評価や店舗運営管理などオペレーション面では経営改善に
結びつく例も出てきている。また、今後の見通しとして、消費者
行動などのビッグデータを商品企画・開発に生かすことが活発
化すると予想される。アリババグループでは、消費財メーカー
と提携し、ビッグデータを活用した共同商品開発に取り組んだ
り、中小メーカー向けにC2M（Consumer to Manufacturer）
プラットフォームを立ち上げ、消費者ニーズ起点のものづくり
を促したり、ビッグデータを活用してバリューチェーンの川上の
生産性向上を促す取り組みを強化している。
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表：中国流通小売業ランキング（単位：億元）
企業名 2018年

販売額
2019年
販売額

前年比-
伸び率

1 天猫 24,520 26,120 6.5%
2 京東 16,769 20,854 24.4%
3 拼多多 4,716 10,066 113.4%
4 蘇寧易購集団股份 3,367 3,787 12.5%
5 大商集団 3,002 3,280 9.3%
6 国美電器 1,381 1,276 △7.6%
7 康成投資 959 1018 6.2%
8 華潤万家 1,012 951 △6.0%
9 永輝超市股份 767 931 21.4%
10 唯品会 845 930 10.1%
11 ウォルマート（中国）投資 804 822 2.2%
12 居然之家新零售集団股份※  － 811 －
13 重慶商社（集団） 674 604 △10.4%
14 合肥百貨大楼集団股份 509 563 10.6%
15 聯華超市股份 492 546 11.0%
16 物美控股集団 483 498 3.1%
17 長春欧亜集団股份 453 477 5.3%
18 歩歩高集団 390 415 6.4%
19 王府井集団股份 364 401 10.2%
20 上海盒馬網絡科技（盒馬鮮生） 140 400 185.7%

※	居然之家新零售集団股份の2018年販売額は未公表	
出所：	中国商業連合会

中国小売業界の課題
絶え間ないチャレンジをし続ける企業風土の醸成
インターネット先進国となった中国の小売業界は、既に他国

とは全く異なる独自の発展ステージに入っている。前述のような
リテール・イノベーションが常態化した中、新しい取り組みをし
ないこと自体が業態の陳腐化を生み、消費者に飽きられる時代
に突入している。一方で、絶え間なくチャレンジする企業風土に
変革することも小売業にとって大きなチャレンジである。小売
業は、経営から最前線にいる店員まで全員が顧客の立場に立っ
て運営に携わることが競争力の源泉であるが、人材育成には時
間と労力がかかる。表面的なチャレンジに終わらず、チャレンジ
を一つ一つ積み上げられるかが今後の成長のカギを握る。

きめ細かい消費者セグメンテーションと商品企画力の
向上
オンライン・オフライン問わず、商品による差別化は今後ます

ます重要になる。特に、デジタル社会化が浸透した中国市場に
おいて、新しい消費スタイルも萌芽しており、ビジネスチャンス
は拡大している。例えば、従来まで家族社会に対する意識が強
かったが、ここ数年の独身者の増加やSNSの浸透によって「一人
消費」が増加している。このようなこれまで注目に値しなかった
消費スタイルを素早くキャッチし、それにマッチした商品・サー
ビス開発を行うことはこれまで以上に重要になるであろう。

サプライチェーンの強化
小売業を支えるサプライチェーン強化は、新型コロナウイ

ルス感染症による安全・安心意識の高まりも相まって、ますま
す重視されるであろう。これまでも大手小売事業者が生鮮食
品や総菜強化やトレーサビリティ強化の一環としてコールド
チェーンへの投資を進めていたが、今後もさらなる強化が期待
される。加えて、農村部や農産品流通のデジタル化も加速して

おり、サプライチェーン可視化・効率化のためのインフラも整
備されつつある。

＜建議＞
①市場の監督・管理面において、内資企業・外資企

業の平等性のよりいっそうの確保
　中国経済は量的拡大から質的向上へ産業構造の
変化が促され、小売業も、数量や価格の競争か
ら、品質・安全の重視、技術革新による需要の喚
起に重点が変化している。こうした構造変化への
対応に際し、透明性が高く統一的な、ルール化さ
れた市場の確立が望まれる。小売業全体に対する
行政による一部の規制について、外資企業に対し
ては厳格に施行され、内資企業には厳しく適用さ
れていない場合がある。内資企業・外資企業が共
に平等な環境で競争できる市場の確立が必要で
ある。外資企業の合法的権益保護、知財保護をよ
りいっそう重視し、内資企業・外資企業を平等に
扱うことを要望する。

②チルド即食食品の審査基準の適切な緩和と統一
　チルド商品の保管条件はGBで定められているが、
ハムは0～4℃、カット野菜は1～5℃とレンジが狭
く、商品特性を考慮しても10℃以下程度に緩和し
た方が、より美味しい状態で商品提供ができる。
一部チルド商品の保管条件の10℃未満への緩和
を認めていただくよう要望する。また、こうしたチル
ド即食食品については北京市・天津市で審査基準
が示されているが、未だ他地区ではそれぞれの地
区で解釈が異なり、対応が統一されていない。中
国各地で統一した対応を要望する。

③	食品生産許可証と食品安全国家基準食品添加物
使用基準（GB2760-2014）の食品分類の不整合に
ついて

　生産許可証32分類は旧国家食品薬品監督管理総
局から公布された規定であり、食品安全国家基準
食品添加物使用基準（GB2760-2014）食品分類
は旧国家衛生計画生育委員会から公布された規
定のため、両分類の整合性が取れていない部分が
ある。規定を厳守するため、新たに組織された国
家市場監督管理総局と国家衛生健康委員会の業
務機能範囲を調整することにより、両分類の整合
性について統一していただくよう要望する。

④	タバコ、薬、書籍等の取扱制限
　現在、タバコの販売は「烟草専売許可証管理弁法
実施細則（国烟法[2020]205号）」により外資企
業には販売が認められていない。このため、多くの
外資小売店舗はテナントとしてタバコ取扱店を併
設することで、消費者の利便性への要求に応じて
いる。タバコ以外にも、薬、書籍等も、外資企業に
は取り扱いが認められておらず、販売が可能な内
資企業との間で、直接的な売上に限らず、集客力
の面においても、不平等な競争を強いられる要因
となっている。消費者の利便性をより高めるため
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にも、同じ業態内において内資企業と同等の扱い
とするよう、タバコ、薬、書籍等の取り扱い制限の
撤廃、緩和を要望する。

⑤介護用品の取り扱いに関する規制
　介護用品（主に、「医療機械分類目録」第一類・第
二類に属する機器）の取り扱いについて、地域に
よっては、売場の最小面積について制限があると
同時に、薬売場を併設した販売形態を取らなけれ
ばならないと指導されるケースがある。薬局は他
の薬局と直線距離で350メートル以上離れていな
ければ出店が許可されないため、薬売場との併設
規制により、介護用品の取り扱いは非常に困難に
なっている。高齢者の増加が進む社会変化に対応
するためにも、介護用品を個別に買い求められる
環境を整備していただきたい。介護用品と薬の販
売併設に対する規制および、売場の面積制限に関
する規制の撤廃を要望する。

⑥コンビニエンスストアでの食品加温販売許可
　都市近代化により中国の伝統的なファストフード店
が衛生・安全面から減少している中で、コンビニエ
ンスストアはファストフード、おでん、包子などの安
全・安心な提供を実現し、近代的な社会インフラ
として民生の向上に貢献している。今後もさらに多
くの商品やサービスの提供を促すためにも、コンビ
ニエンスストアの現場調理に対する規制を適切に
管理し、コンビニエンスストアが発展できる環境を
整えていただきたい。2015年10月1日より「食品経
営許可管理弁法」（2017年11月17日に最新改訂）
が施行されたが、中国各地で対応が統一されてお
らず、例えば北京市では区毎に対応が異なるため
区によっては取り扱えない商品がある。中国各地で
ファストフード、おでん、包子などの許認可が統一さ
れた対応となるよう、細則等の策定を要望する。

⑦賃貸借契約に関する法律整備
　中国では日本の借地借家法に準ずる法律、法整備
がなされておらず、賃借人の立場が非常に弱くなっ
ている。例えば賃貸借契約期間が短いため短期で
収益を見込まなければならず、契約更新では、新
たな賃貸借条件の合意ができなければ即撤退し
なければならないため、中・長期で賃借人の収益
を見込むことができない。第三次産業の発展を促
進するためにも商業物件賃借人の権利保全を図る
法整備を速やかに行うことを要望する。

⑧輸入手続
　日本からの輸入に関して、福島第一原子力発電所
の事故以降、通関、衛生許可の取得に時間を要し
ている（1カ月半～2カ月）。以前の1.5～2倍の時間
がかかるため、時間の短縮を要望する。

⑨公平性
　公平・平等の原則に基づき、内資系や外資系と
いった企業の資本関係、企業の規模（大型企業、
個人営業など）によって、政府は異なる基準で管
理するのではなく、同一基準で管理いただくよう
要望する。

⑩模倣品の販売
　正規商品ではない商品が多く販売されている。商
標権を違法に侵害し、模倣商品を製造する業者、
それを知りながら販売をする業者に対する処罰を
強化し、市場に流通する違法・規則違反の商品を
取り締まっていただきたい。また、それら業者に対
して正しい税金の徴収も行い公平な競争環境の
確立を要望する。

⑪日本産食品の輸入規制の解除・緩和
　2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島
第一原子力発電所の事故に伴い、日本からの農産
物・食品は、多くの品目で事実上の輸入禁止となっ
たままである。原発事故から丸10年が経過し、国際
原子力機関（IAEA）の評価にもあるとおり、放射能
が残留するリスクは極めて低いことが、多くの商材
に対して科学的に証明されている。日本国内でも問
題なく流通消費がなされている商品については、輸
入規制措置の早期解除・緩和を要望する。

⑫就業制度
　一般従業員の就業制度は総合労働時間制や不定
時労働制を採用しているが、許可制となっている。
産業構造が大きく変化する中、小売業における従
業員の働き方に対しても多様な選択が可能となる
ことが望ましい。従業員の就業制度は許可制では
なく、届出制もしくは企業の裁量での運用を認め
るよう要望する。

⑬生野菜サラダの食品生産許可申請
　生野菜サラダは「食品生産許可分類目録」の
「3101 其他食品」に項目設定されているが、地区
によって、生産許可を取得できる地区とできない地
区がある。「食品生産許可分類目録」に生野菜サラ
ダが該当する項目が設定されていない、あるいは、
商品の生産許可証の審査細則が制定されていない
など、これに関連する国家基準や地方基準がない
ことなどがその原因となっている。生野菜サラダの
ような商品を「食品生産許可分類目録」に登録する
よう促し、相応の商品の生産許可証の審査細則と
関連国家規格を制定し、各地で生野菜サラダの生
産許可証を取得できるようにすることを要望する。

⑭新型コロナウイルス感染拡大防止対策における物
流への配慮

　国内各地での感染の発生に際しては、感染拡大防
止のため徹底した封鎖式管理が敷かれ、中高リス
ク地区ではしばしば、小区への外来者や車両の進
入を禁止する措置が取られる。幹線道路の通行が
禁止されることもある。これらは感染の封じ込め
に対して高い効果が期待される措置ではあるが、
感染規模に関わらず一律的に規制されてしまうと、
物流が滞り安全が確認されている商品も調達する
ことができなくなる。また、配送に想定以上の時間
が掛かり、鮮度が落ち、販売可能期間も短くなるな
ど、経済活動に多大な影響を及ぼすことになる。
安全確保を第一としながらも、同時に物流の確保
にも配慮された対応策の実施を要望する。
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１．銀行
2020年、中国では新型コロナウイルス感染症対応策を含

め、目標を絞った金融緩和によって実体経済への支援が強化
されてきた。LPRを貸出金利ベンチマークとして導入し、中小
銀行への資本支援など金融システムの安定性向上を図る改革
を引き続き推進するとともに、「商業銀行法」改正案のパブ
リック・コメントを行い、法律面で踏み込んだ取り組みを開始
した。また、経済が減速する中、金融リスク問題は顕在化して
おり、景気支援をしながら、インターネット金融リスクの解消、
インターネット金融大手による独占行為の取り締り、不動産関
連融資の規制強化など金融リスクの防止・解消政策も着実に
推進されている。2021年は、国内外の不確定要素が依然とし
て多く残っている状況下では、政策方向の安定性と持続性が
ますます重視されるようになっており、景気支援とリスク防止
とのバランスを取ることが最大の課題となる。

2020年における銀行業の経営状況
新型コロナウイルス感染症などによる減速局面に対応する

ために、預金準備率の引き下げ、再貸出・再割引の実行、MLF
操作などの措置によって流動性を提供し、金融機関による実
体経済への支援を強化した。2020年末時点で、マネーサプライ
（M2）は前年比10.1％増加し、2019年末より1.4ポイント上昇
した。2020年の人民元新規貸出金額は19兆6,000億元で、人
民元貸出残高は前年比12.8％増加した。

図1：マネーサプライと銀行貸出の推移
（％） (億元)新規貸出額(右軸)
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出所：中国人民銀行

図2：貸出金利の推移
（％）

加重平均貸出金利 1年物LPR 5年物LPR
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金利面から見て、実体経済の資金調達コストが顕著に低下
した。2020年12月、1年物LPRは前年同期より0.30ポイント低
下の3.85％であり、5年物LPRは同0.15ポイント低下の4.65％
となった。2020年12月、加重平均貸出金利は5.03％であり、
前年同期より0.41ポイント低下し、統計記録上の最低値となっ
た。そのうち、企業向け加重平均貸出金利は同0.51ポイント低
下の4.61％となった。

図3：商業銀行の経営状況
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第８章
金融・保険業
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図4：商業銀行の不良債権
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出所：中国銀行保険監督管理委員会

商業銀行の経営状況を見ると、2020 年12月、銀行業金融機
関の総資産は前年同月比10.5％ 増の312兆6,737億元で、総負
債は前年同月比10.7％増の286兆2,495億元となっており、資産
と負債の増加率は2017年以来の高水準となった。中国商業銀
行全体のROAは0.77％、ROEは9.48％で、前年同月比それぞれ
0.13ポイント、1.48ポイント低下した。また、2020年の商業銀行
の純利益は1兆9,392億元であり、純利益の増加率は3四半期連
続でマイナスとなり、通年では2.7％のマイナス成長となった。

2020年には不良貸出の処理が加速し、不良貸出の処理規模は
3兆200億元に達した。その影響を受け、商業銀行の不良債権率
は1.839％で、2019年末より0.021ポイント低下した。貸出引き当
て比率は3.39％であり、2019年末より0.07ポイント低下し、不良
債権カバー率は184.47％と2019年末より1.61ポイント低下した。

為替市場について、2020年に中国は新型コロナウイルス感
染症対策で成果を上げ、経済がいち早く持ち直したこともあ
り、人民元高が進行している。2020年12月末に人民元対ドル
為替レートは6.5249に達し、前年比で6.92％上昇した。

2020年における銀行業の動向
新型コロナウイルス感染症の影響で経済の下押し圧力が高

まった中、銀行業は実体経済を効果的に支援しながら、金利
の市場化改革も金融市場の対外開放も同時に進められてき
た。一方、リスクを拡大させないように諸措置を講じた。

以下では、景気への支援、金融システムの改革とリスクの防
止といった3つの視点から、中国銀行業の2020年の主な動向
を紹介する。

景気浮揚策　小型零細企業向け融資の強化
2020年末までに、①預金準備率の引き下げ（大型銀行は1月

に0.5ポイント、中小銀行は1月、4月、5月にそれぞれ0.5ポイント）、
②貸出金利の引き下げ、③手数料の削減、④中小企業の元利金
の返済猶予、⑤零細企業への信用貸出といった措置により、実体
経済への支援資金規模が政策目標の1兆5,000億元に達した。
そのうち、貸出金利とLPRの連動は実体経済の資金調達コストの
削減に最も貢献し、通年のコスト削減規模は1兆元を超えた。

金融改革
(1)新LPRを銀行貸出金利の基準として導入

	 金利市場化改革の柱の1つとして、2019年8月から、最優
遇貸出金利（LPR）が変動金利融資のベンチマークとして
適用されるようになった。2020年8末までに、既存貸出
の92.4％以上はLPR変換が完成し、うち、企業向け貸出の
完成率は90％で、住宅ローンの完成率は99％に達した。

	 LPRを中央銀行の政策金利の1つである中期貸出ファシ
リティー（MLF）金利に連動させることにより、金融市
場オペから市場金利への伝達を円滑化させており、中央
銀行の意図が市場に伝えられるようになる。2020年以
降、中国人民銀行は1年物MLF利率を50bp引き下げた結
果、1年物LPRは同様に50bp低下したが、その影響を受
け、実際の市場貸出金利も順調に低下した。2020年9月
の企業向け貸出の加重平均金利は4.63％であり、2019
年12月末より0.49ポイント低下した。

(2)「商業銀行法」改正案のパブリック・コメント
	 2020年10月16日、中国人民銀行は商業銀行法の改正案
を公表し、パブリック・コメントを実施した。商業銀行
法の改定は2015年以来初となっており、直近の5年間の
銀行業を取り巻く経営環境・監督管理体制の大きな変化
に対応するための動きとみられる。

	 改正前の「商業銀行法」には9章95箇条が含まれたが、改正
後は11章127箇条に増加した。新しく増加した章は「コー
ポレート・ガバナンス」「クライアントの権益の保護」で
あり、これらは法改正の重点分野とされている。それに加
え、既存の章に対し、資本・リスク管理、撤退手続などの
内容を更新した。具体的には、商業銀行法の適用範囲の拡
充、商業銀行業務内容の範囲の拡充、筆頭株主・主要株主
の責任と義務に対する監督管理条項、リスクを軽減するた
めの手続、破綻申請の条件などの内容が含まれている。

(3)中小銀行改革：自己資本補充ツールの多元化とM&Aの加速
	 2019年の包商銀行事件の影響で、中小銀行の経営上の
問題が金融システム改革の1つの課題として浮上した。
2020年7月の国務院常務会議では、地方政府が専項債
券によって銀行への資本支援を行うことを許可した。
2020年12月の中央経済工作会議では、中小銀行が「多
種のルートで自己資本の補充」を促進すると強調した。
こうした中、60社以上の銀行が転換社債、優先株、永久債

の発行で自己資本の補充を図り、総資金規模は1兆元以上に
達した。ただし、一部中小銀行にとっては、通常のツールだけ
では自己資本の補充が依然として困難である。これらの中小
銀行に対して、地方政府が専項債券で調達した資金で資本参
入することが可能になっている。それに加え、企業規模の拡大
によって自己資本を補充し、リスク対応力の強化を図るため
に、中小銀行の間でM&Aが活発化している。

リスク防止　シャドーバンキングを引き続き警戒、不動
産融資集中度管理の強化
シャドーバンキングについて、中国は2017年初頭以来、委託

貸出や信託貸出等のシャドーバンキングに対する取り締まりを
強化し、2020年末までにハイリスクのシャドーバンキング融資
規模は20兆元減少した。2020年12月、中国銀行保険監督管
理委員会は初の「中国シャドーバンキング報告」を発表し、国
際比較の視点から中国シャドーバンキングの判断基準、規模お
よびリスク対策の詳細を明らかにした。資産管理新規則（移行
期間を2021年末まで延長）、理財商品新規則と理財子会社管
理規則の実施も、シャドーバンキング対策の一環である。
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不動産関連融資について、中国は金融機関の不動産分野に
対する融資を網羅する統計システムを整えている。2020年12
月、中国銀行保険業協会と中国人民銀行は「不動産関連貸出
融資の集中度管理制度」を打ち出し、銀行規模別に不動産関
連貸出残高比率の上限と個人住宅ローン残高比率の上限を設
定し、金融面で不動産市場への過剰な流動性供給に歯止めを
かけることを図っている。

2021年の銀行業の展望
2020年末時点で、中国の経済発展状況は正常に戻りつつ

あるが、国際経済・金融情勢は依然として複雑であり、国内外
の新型コロナウイルスの感染状況に不確定要因が多く残って
いる。2021年は「第14次5カ年規画（2021～2025年）期間」
の最初の年であり、金融政策は、安定を重視する前提で2020
年の延長線上に維持されるとみられる。2020年末の金融政
策の傾向から見れば、当局は大幅な金融緩和に対して慎重度
が依然として高い。政策方向の安定性と持続性がますます重
視されるようになっており、景気支援とリスク防止とのバラン
スを取ることが最大の課題になる。

2021年1月26日に開催された中国銀行保険監督管理委員会工
作会議では、2021年の重点任務を明確化した。景気支援の視点
では、実体経済（特に中小零細企業、ハイテク企業、グリーン産
業）への金融支援を強化し、LPRを基礎とする金利の市場化体
制をさらに整備し、実体経済の資金調達コストをさらに削減させ
ることが期待される。リスク防止の面では、マクロレバレッジ比率
の安定化、不動産貸出の集中度管理および重要業者への融資管
理、不良債権の処理、シャドーバンキングに対する監督管理の強
化、独占防止を中心とするインターネット金融参入者への管理強
化等の措置が引き続き実施される。また、金融業の供給側改革
の深化も継続され、中小銀行の資本金充足化、商業銀行のコー
ポレート・ガバナンス水準向上も重点任務として挙げられた。

2020年に人民元高を背景としたホットマネーの流入を警戒
し、金融当局はクロスボーダー資金流動リスク対策を講じた。
国家外貨管理局は2021年の為替管理の重点任務として、クロ
スボーダー資金の異常流動リスクを防止することと同時に、為
替取引の対外開放を持続的に促進し、デリバティブの活用に
よって資本取引の健全化を図ることとした。

経済の下押し圧力が高まっているが、中国当局は海外のよ
うな大規模な金融緩和政策をあえて回避する姿勢を示してい
る。目下のところ、金融当局の一連の施策から見ると、マクロレ
バレッジ比率の上昇および不動産関連の金融リスクに対する
警戒感が強まっていることが分かる。2021年においても、景
気支援政策を慎重に推進するのと同時に、金融市場改革とリ
スク対策は継続的に実施されるとみられる。

＜建議＞
①	金融市場の自由化にかかわるロードマップについて
・	2018年には外資系金融機関の国内商業銀行への出
資上限が撤廃されたほか、2019年10月には、外資
系銀行に対して、個人向け人民元定期預金にかかわ

る最低預入額の引下げ（100万元→50万元）や、現
地法人と支店の同時開設を認めるなど、金融市場の
自由化は着実に進展していると認識している。

・	中国における金融自由化の動向は、中国の実態経
済や企業活動のみならず、世界経済に大きな影響
を及ぼすと考えられることから、今後の金融自由
化に向けた動きがさらに加速し、そのスケジュール
がより具体化・明確化されることを要望する。

②外貨管理規制について
・	2019年は大口の配当送金と遠隔地企業の決済に
ついては改善が見られるが、依然として遠隔地企
業の決済などの際、外貨・元の対外支払いに対す
る取引ができない事象が発生している。また、域
外貸付業務については、対外支払いにかかわる規
制のほか、最低貸付期間や貸付先での外貨転の禁
止などの制約が存在している。

・	企業の実需に基づく合法的な対外決済に支障を
きたせば、対中投資に対する潜在的リスクととらえ
られかねないことから、法令法規で明確な禁止規
定がない限り決済に制限をかけない等、透明性の
高い運用を要望する。また、当局担当者の交代に
左右されない、全国で統一した、明確な外貨管理
規定の定着化や、クロスボーダー人民元決済と外
貨決済のルール統一化を要望する。

・	さらに、2020年1月より施行されている「外商投資
法」第3章第21条では、「外資系企業の中国域内に
おける出資、利益、資本収益、資産処理所得、知
的財産権使用料、法に従って取得した補償・賠償・
清算所得等は、法に従い人民元または外貨により
自由に仕向・被仕向決済を行うことができる」とさ
れており、同法は貨物貿易・サービス貿易などすべ
ての対外決済を保障するものではない。自由な対
外決済を担保する観点から、同法で認める対外決
済の範囲拡大を要望する。

③貨物貿易決済について
・	2012年貨物貿易改革が行われ、対外支払時に通
関データとの照合作業が不要となり、貨物決済の
利便性が高まった。

・	一方、2017年4月に匯発〔2017〕9号により、貨物
貿易にかかる外貨支払い業務を行う際には、輸入
通関情報を照合しなければならないことが規定さ
れ、その結果、通関手続が終了するまで外貨支払
いができず、支払いが遅れる事象が起きている。
また三国間貿易決済に関する規制は緩和されてい
るものの、適用対象は限定的なものにとどまる。
規制緩和の継続、会社規模にかかわらず信用良好
な企業に対する運用のさらなる緩和を要望する。

④	事業法人が発行する債券主幹事引受資格および
パンダ債引受主幹事資格の開放

・	日中ハイレベル経済対話を通じて要請してきた債
券業務にかかわる資格について、2019年9月に日系
金融機関に事業債引受資格が付与されるなど、一定
の進展がみられた。もっとも、同月に外資系金融機
関に対して付与された事業債主幹事引受資格は、依
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然として日系金融機関に付与されていない。また、
2018年の日系金融機関による発行をきっかけに、日
系事業法人の発行ニーズが高まる事業法人のパンダ
債について、主幹事引受資格は開放されていない。

・	日系金融機関は、域内において金融債の引受主幹
事実績を積み重ねているほか、グローバルに展開
する債券ビジネスを通じて蓄積した知見、経験、
専門性、域外投資家とのアクセスを有していること
から、中国債券市場の健全な発展にいっそう貢献
できると考えている。事業法人が発行するパンダ
債の引受主幹事資格の早期付与を要望する。

⑤国債先物の早期解禁
・	2020年2月より、元金利にかかわるスワップションや
キャップ・フロア取引が試験的に開始されるなど、金
利系デリバティブの商品拡充には一定の進展がみら
れる。もっとも、銀行の国債先物取引は依然として禁
止されており、金利変動リスクにかかわるヘッジ手法
はさらなる拡充の余地があると認識している。

・	元金利自由化以降、投資家や事業法人からはヘッ
ジ手段の多様化を求める声は強く、また海外投資
家にとっての参入障壁を引き下げる効果もあるた
め、早期の商品拡充を要望する。

⑥	デリバティブ取引・レポ取引の一括清算ネッティ
ングの法的有効性供与

・	海外からの元投資の増大に伴い、クロスボーダー
間のレポ取引やデリバティブ取引のニーズが増大し
ている。しかしながら、中国の法体系においては、
債権債務ネッティングの法的有効性が確認できな
いため、グローバル市場で標準的なISDAのCSA契
約やレポ取引のマージンコールを完備できない。

・	今後、海外投資家の中国国内市場への投資を活
発化させるためには、デフォルト時の保全条項の
整備は重要であり早期対応を要望する。

⑦外商投資企業の外債枠について
・	2017年1月、中国人民銀行より「外商投資企業の
外債にかかわる通達」（銀発〔2017〕9号）が公布
され、投注差方式とマクロプルーデンス方式のど
ちらかを選択して外債を調達できる外債管理方式
は、1年間の過渡期が終了後、当局が実施状況を
評価のうえ確定するとされている。

・	2020年3月、新型コロナウイルスを背景とした企
業の財務悪化を防止するため、中国人民銀行と
国家外貨管理局より「全範囲クロスボーダー融資
のマクロプルーデンス政策因数の調整に関する
通達」（銀発〔2020〕64号）が公布され、マクロプ
ルーデンス方式の政策因数が1.00から1.25へ引き
上げられたことにより外債枠は純資産の2.0倍か
ら2.5倍へ拡大された。

・	しかし、2021年1月、中国人民銀行と国家外貨管理
局より「企業の全範囲クロスボーダー融資のマクロ
プルーデンス政策因数の調整に関する通達」（銀
発〔2021〕5号）が公布され、マクロプルーデンス方
式の政策因数が1.25から1.00へ引き下げられ、外

債枠は純資産の2.5倍から2.0倍へ縮小された。

・	外商投資企業が複数の外債管理方式から選択で
きるメリットは大きいことから、引き続き2つの方
式を選択できる柔軟性の高い運用を要望する。

・	外商投資企業の業績や資金繰りは新型コロナウイ
ルス前の水準に必ずしも戻っていない中で、外債
枠が新型コロナウイルス前の水準に縮小されてい
る。外商投資企業の事業の継続や発展を支援し
ていくため、外債枠の拡大を要望する。

・	また、自由貿易やグローバルな資金集約を促進す
る観点からクロスボーダーでの資金移動の完全自
由化を目指す自由貿易試験区では、資金調達の多
様化に繋がる緩和・撤廃を要望する。

⑧外貨リスク準備金について
・	顧客向け元売りの為替先物予約を取り扱う金融
機関に求められていた外貨リスク準備金は2017年
9月に準備金率が20％から0％に変更となっていた
が、2018年8月に銀発〔2018〕190号により、20％
に再度変更されている。

・	準備金の預け入れは為替先物予約のコストアップ
につながり、為替リスクヘッジを求める顧客への
サービス低下となり、人民元建送金の需要喚起の
観点で人民元国際化の一助ともなることから当該
準備金率の引下げを要望する。

⑨	商業銀行大口リスクエクスポージャー管理弁法に
ついて

・	2018年4月、CBIRCより「商業銀行銀行大口リスク
エクスポージャー」が公布された。グループ内の外
貨資金の偏在が発生する可能性があり、外資銀行
の資本回転率を低下させ、競争力ある金利を顧客
に提供できない可能性がある。結果、中資企業、さ
らには中国経済の発展を妨げる可能性もある。

・	親銀行に対するリスクエクスポージャー管理は、
一般的なリスクエクスポージャー管理と異なるた
め、適切な緩和と管理の弾力化を要望する。

⑩	クロスボーダー融資マクロプルーデンス政策につ
いて

・	2020年12月11日、中国人民銀行および国家外貨
管理局より「クロスボーダー融資マクロプルーデ
ンス政策の調整」が通知された。本通知におい
て、海外親銀行からの資金調達が管理対象に追
加されたことにより、外資系銀行の安定的な資金
調達、バランスシート運営に甚大な影響を及ぼす
可能性が高い。また、流動性指標遵守のため、貸
出圧縮や資金調達コストの上昇による貸出金利上
昇等により顧客サービス力の低下や、外資系として
の特長を活かした中国経済発展への貢献を妨げ
る可能性がある。親銀行からの資金調達は、一般
的なクロスボーダー資金調達とは性質が異なるた
め、適切な緩和と管理の弾力化を要望する。
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２．生命保険
2 02 0 年 の中 国 生 命 保 険 市 場 は 、収 入保 険 料が3 兆

1,674億元に達し前年比6.9％増であった一方、新契約収
入保険料は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
を受け前年比マイナス成長となった。販売チャネル別に
は、個人代理人と銀行窓口代理販売による収入保険料が
依然として全体収入保険料の88.6%を占め圧倒的にシェ
アが高いが、専門代理販売とブローカー会社による収入
保険料も成長率が40%と15%と急速に成長している。中
国銀行保険監督管理委員会（以下、中国銀保監会）は多く
の法律法規の改定・補完を行ない、厳しい監督管理の方
針を徹底した。2020年には中国生命保険市場ではさらな
る対外規制緩和が進み、AIAは初の外資独資生保会社と
して認可を取得、英スタンダードライフは、外資初の合弁
年金保険会社を設立した。

マーケット概況
マーケット業績
2020年の中国生保業界全体の収入保険料は3兆1,674
億元に達し前年比6.9％増となった（表1）。ただし、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、代理人
チャネルの対面販売が制限され、2019年の収入保険料の
伸び率より5.9ポイント下落した。新契約・既契約別収入保
険料は、新契約が前年比2.1％減となった一方、既契約が
13.8％増加し、全体収入保険料の成長を牽引した。上場5
社(中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、新華人寿、太平人寿）
のマーケットシェアは同期比1.8ポイント低下し50.6％とな
り、市場の寡占度は徐々に低下傾向にある。

表1：	 生保業界全体の収入保険料伸び率推移 
(2014～2020年)
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2020年

前年比
（％） 18.1 24.9 36.8 20.0 0.8 12.8 6.9

出所：	中国銀保監会HP

図1：	 支払方式別保険料シェアの推移
 新規一括払い 新規期払い 既契約収入保険料

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

41%22%

41%
14%
16%

48%
53%14%
51%15%
44%15%

57%21%
56%21%23%

22%

35%17%48%

60%19%21%

41%
34%
33%
38%
43%

37%
36%20%44%

出所：	中国銀保監会HP＆中国保険年鑑

2020年度末時点で、人身（生命）保険会社は91社、うち

外資系(外国保険会社持分比率が25％以上)は29社で、外資
初の年金保険会社(英スタンダードライフ合弁)の1社のみ増
加した。2020年の外資収入保険料は3,176億7,000万元で
前年比13.3％増となり、マーケットシェアは9.75％と前年の
9.47％より微かに上昇した。

保険種別の動向
近年、生保各社は保障性商品・長期貯蓄型商品の拡販に
注力している。2020年の伝統生命保険収入保険料は前年
比20％増、健康保険収入保険料は15.7％増となり、生保業
界の全体収入保険料に占める比率は2019年より1.7ポイン
ト上昇し、保険種別構造は改善傾向にある。

販売チャネルの動向
生保の主要販売チャネルは、依然として個人代理人と銀
行・郵政代理であり、全体収入保険料の9割弱を占めている
（図2）。特に個人代理人チャネル収入保険料が、2018年よ
り3年連続で55％以上のシェアを占めている。生保各社が、
個人代理人チャネル販売チームの構築・拡大・育成を強化
していることが個人代理人チャネル販売量の拡大に貢献し
ている。

図2：	販売チャネル別保険料シェアの推移
 銀行·郵政代理 個人代理人 その他

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

9.2%
9.7%46.2%
10.8%

48.7%
47.5%

12.3%
12.1%51.2%
9.9%48.6%
7.6%44.6%
8.9%41.1%

11.4%56.7%31.9%
11.5%58.2%30.3%
10.3%58.8%30.9%

50.0%
47.8%
41.5%
36.7%
39.0%
41.7%
44.1%

40.7%50.2%

出所：	中国銀保監会HP＆中国保険年鑑

生命保険業動向
外資の中国における生命保険会社への出資上限が完
全撤廃
2020年1月1日より、外国保険会社の中国における生命
保険会社への出資上限が完全撤廃された。AIAは、6月に中
国初の外資独資生命保険会社として認可を取得し、開業し
た。HSBCと独アリアンツも合弁生命保険会社から独資生
命保険会社への転換申請を提出した。

中国銀保監会による法律法規の改訂・補完が相次ぐ
機構改革によって設立された中国銀保監会は、経済発展
へのサービス機能および消費者保護を強化・確保すること
を中心に、厳しい監督管理の方針を徹底し、2020年には、
現状にそぐわない法律・規定を改訂・補完し、多くの監督管
理弁法を公布・施行した（表2）。
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表2：	一部法律法規の抜粋

人身保険
商品

短期健康保険業
務に対する基準
に関する通達

短期健康保険商品約款に記載してあ
る「保険契約更新の保証」という表
現を「保証しない」という表現に訂
正するように。販売中の商品につい
て恣意的に販売を中止することを禁
止。販売中の商品について、販売を中
止する30日前までに開示すること。

中国人身保険業
重大疾病経験発
生率（2020）の
使用に関する
事項の通達

重大疾病保険の定義などについて
は2007年の修正版を公表。重大疾
病保険は長期契約にも適用される。
重大疾病保険の保険責任は、2007
年8月1日以前に中国銀行保険監督
管理委員会が許可した人身保険商
品で、契約で引き受けている病種が
少なくとも2007年版で定義した悪
性腫瘍、心筋梗塞、脳卒中後遺症を
含む。

人身保険
販売
チャネル

保険代理人監督
管理規定

保険専業代理会社の株主への審査
や条件を強化。銀行などの保険兼
業代理会社は主力業務の経営状況
が良好で、直近2年以内に重大な行
政処罰を受けておらず、保険代理業
務管理制度、システムなどを備えて
いることが必要。事業地域が登録
地の省、自治区、直轄市等に限定さ
れないこと。保険会社と委託代理契
約を結び、個人で独立して保険を販
売する代理人制度－独立個人保険
代理人制度の早期構築を目指す。
現在、独立個人代理人に関する通
知の草案について意見を募集して
いる。本規定は2021年1月1日より
施行する。

インターネット
保険業務-

監督管理弁法

インターネット保険業務の経営要件
を規定。保険経営資格の所持、経営
原則の強化。インターネットプラット
フォームについては、保険機関が経
営、法に基づいて独立運営する機関
と定義。また、保険機関は、インター
ネットで保険を取り扱う場合、経営
資格の許可証に記載された業務範
囲を守る必要がある。保険会社がイ
ンターネットで保険業務を展開する
場合、本部が統一して運営し、集中
管理し、業務フローを整備する必要
がある。インターネット上における保
険営業活動については、保険会社が
ウェブサイト、アプリなどを通じて実
施し、職員が行う場合は、保険会社
が管理制度を定める。全プロセスに
おいて、アフターサービスを規定し、
消費者の満足度向上を図る。経営
主体別に分けて監督管理する。「基
本業務規則」を規定すると共に、イ
ンターネット保険会社、保険会社、
保険仲介機関、インターネット会社
による保険業務の代理について、そ
れぞれの「特別業務規則」を規定す
る。本弁法は2021年2月1日から施
行する。

資産
運用

保険資金による
財務性エクイティ
投資関連事項に
関する通達

財務エクイティ投資とは、保険集団
（持株会社）、保険会社および保険
資産管理会社（以下、保険機関）が
未上場企業にマイノリティ出資する
ことをいう。保険機関の投資対象と
なる企業（出資先）は、成長期、成
熟期にある産業または戦略性新興
産業に属する、または明確な上場意
向および比較的高い買収価値があ
る企業でなければならない（従来の
業種制限を撤廃）、出資先に対する
ネガティブ条件を定めている。

出所：	中国銀保監会HP

人身保険業に、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大による影響
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマクロ経済
の下押し圧力とコントロールし得る収入の落ち込みといっ
た短期的な影響を受け、2020年1月～3月の生保業界の全
体収入保険料は前年同期比1.8％増とスローダウンした。
4月からは右肩上がりとなってきたが、2020年通年では、
2019年伸び率の12.8％から半減した。生保会社の主力販
売チャネルである個人代理人対面販売方式の顧客訪問活
動が実施できなくなったこともあり、代理人販売チームの安
定性と活動率・能率に大きな打撃を与えた。一方、新型コロ
ナウイルス感染症によって、インターネットで完結するといっ
た新しい生活スタイルがさらに根付きつつあり、保険商品
のプレゼンスの向上、ネットを介した保険商品販売が若年
層に普及している。

「普恵性補充医療保険」ブーム
「普恵性補充医療保険」は、市民向けの医療保険商品
の1つとも言え、保険会社が引き受けをし、（当該市の公的
医療保険制度に加入している）市民を対象に、比較的少額
な負担で加入が可能な医療保険を提供するというものであ
る。特徴としては、高齢者など民間の医療保険への加入が
難しい場合でも加入が可能という点である。例えば、北京市
も市民向け医療保険「北京京恵保」を発売している。引き
受けは北京人寿、仏アクサ損保の2社が共同で行う。商品
特性としては、加入対象年齢は無制限、加入条件は市が運
営する公的医療保険に加入していることとなっている。給
付対象は、入院費用の自己負担部分(免責額2万元)と薬代
で、給付限度額はいずれも100万元までとなっている。年間
保険料は一律79元と負担は抑えられている。保険期間は1
年間で、付帯サービスとしてオンライン問診や健康診断など
を提供する。

北京に次いで、天津(津恵保)・河南省(豫健保)他中国全土
の各省にも、公的医療保険制度を補完するために「普恵性
補充医療保険」が積極的にリリースされ、保険に対する意
識・ニーズの向上に寄与している。

2021年の展望と課題
中国の第14次5カ年規画(2021～2025年)の中で、保険分
野において、「健康中国」の全面的な推進と人口高齢化へ
の積極的な対応の戦略を策定するとされ、2025年までに
健康保険収入保険料2兆元達成と年金責任準備金の6兆元
積立が求められている。クラウド、AI、ビッグデータ、ブロッ
クチェーンなど最新IT技術の発達を通じ生命保険業界の強
化に繋げていく。新型コロナウイルス感染症以後の現象と
しては、健康保険に対するニーズが増加しており、ライフス
タイルは今後さらにインターネットを介するようになっていく
と想定される。

第14次5カ年規画元年である2021年は、いくつかのトレン
ドが見込まれる。インターネットによる保険販売を通じ、第
三線および以下の都市への深堀が進み、生保業界全体の
発展を牽引する。健康保険、年金保険は、政策支援とニーズ
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の増加により、発展への契機を迎えると見込まれる。代理
人販売方式は、オンラインとオフラインの融合により、販売
管理の効率化と代理人販売能率の高まりが見込まれ、生保
業界全体の規模拡大と品質改善が期待される。

急速な高齢化と金利低下・マクロ経済下押し圧力による
債務デフォルトの増加により、人身保険会社にとって、長寿
リスクと逆ザヤリスク等が大きくなっており、今後の課題と
される。

＜建議＞
＜外国保険持株会社の中国進出許認可関係につ

いて＞
外国保険持株会社の中国進出時の許認可申請手

続の特別取扱について
・	外国保険持株会社の中には、本国において持株
会社としてのみ登録されており、保険および保険
付随業務を行っていないため、本国における金
融当局の監督管理対象外となっているケースが
ある。そのような会社が、中国進出認可申請必要
書類として本国の監督官庁の意見書を求められ
ても提出することができないため、提出を不要と
する等の特別取扱を行うよう要望する。

＜業界の情報開示について＞
中国保険年鑑等の整合性について
・	中国保険年鑑等の統計データに連続性がない
ため、データそのものに対して確実性への疑問
が残る。同年鑑は、省ごとの集計方法が異なって
おり、整合性が取れていないケースが散見され、
データ収集が困難な状況である。統計の仕様や
集計方法等を統一するなどの対応をするよう要
望する。

・	公式なリソースのなかでも、各社のチャネル（個
人、法人、窓販、インターネット・テレマ等）別業
績データが公表されていないため、市場をより
正確に把握するために公表するよう要望する。

・	銀保監会が毎月公表していた個社ごとの保険料
収入等のデータが公表されなくなった。各社の
HPを確認する以外にデータの取得ができない
ため、是非再開していただきたい。
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３．損害保険	
中国の損害保険市場は、1978年以降の改革開放以来、高い

経済成長と国民生活の向上に伴い、飛躍的な発展を遂げてき
た。2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、中
国の実質GDP成長率が2.3％という低水準にとどまる中、損害
保険市場も元受収入保険料ベースで前年比2.4％増の1兆1,929
億元（約19兆864億円）と、近年にない低成長となった。

中国損害保険市場の現状
2020年の損害保険経営状況
損害保険会社の元受収入保険料総額(健康、傷害保険な

ど、第三分野の元受保険料1,655億元を除く)は、1兆1,929億
元で前年比2.4％増となった。新型コロナウイルス感染症拡大
の影響に加え、自動車保険総合改革によって保険料単価が低
下した自動車保険が前年比0.7％成長にとどまり、収益悪化に
よる引受制限が進んだ信用保証保険が18.4％減となるなど、
収入保険料上位種目が減速したことが成長鈍化の主因であ
る。なお、健康保険は32.6％増と大きく成長し、自動車保険に
続く第2位の保険種目となった。これら第三分野種目を含めた
損保の全元受保険料は前年比4.4％増となっている。

一方、損保全社ベースの純利益は51億5,000万元の大幅赤字
となり、保険引受損益も前年の黒字化から反転して108億4,000
万元の赤字、保険引受利益率もマイナス0.9％となった。後述す
る自動車保険、信用保証保険の収益悪化がその主因である。

新型コロナウイルス感染症の影響
2020年初から新型コロナウイルス感染症による経済活動の

停滞や消費マインドの冷え込みなどの影響はあったものの、3
月以降は損害保険市場の回復基調が鮮明となった。業界とし
て健康保険などの分野で疾病補償の拡張や専用商品の開発、
無償補償の提供などを進めた。なお、中国保険行業協会の統
計によれば、2020年5月18日現在で損保会社による保険金支
払いは累計1億4,800万元にとどまり、業界として新型コロナウ
イルス感染症により収益面で大きな影響は受けていない。

自動車保険の自由化改革による影響	
中国も日本と同様、自動車保険は「強制保険(自賠責)」と

「任意保険」の2階建て構造となっている。2015年3月、旧保
監会（CIRC）より「任意自動車保険約款・料率管理制度改革
の深化に関する意見」が公布されて以降、保険料の自由化や
補償範囲の拡大などを柱とする改革が全国で進展している。
背景には、顧客ニーズに合わない自動車保険制度の矛盾の露
見と「高保低賠（保険料が高く補償が少ない）」などの社会的
な不満、不公平な保険料設定、および画一的で満足度の低い
商品設計がある。さらに、一部契約者へのキックバックや代理
店へのオーバーコミッションなどの問題も散見されていた。

2020年9月より実施された総合改革では、自賠責において
責任限度額引き上げや補償基準の調整、地域別損害率格差
を是正する地域調整係数が導入される一方、任意保険では、
約款の最適化、料率の自由化などが実施された。特に、手数
料など経費率設定の引き下げの影響が大きく、2020年10-11

月の保険料水準が平均27％低下したとの報告もある。引受利
益も全社で前年比23.2％減になるなど、各社業績が大きく悪
化した。2021年は本影響が通年を通じて顕在化するため、自
動車保険を主要種目とする保険会社を中心に、業績面におけ
る負の影響がさらに拡大する見込みである。こうした一連の改
革は、上記の通り主に消費者権益を確保する狙いもあるが、一
方、比較的体力のある大手損保による寡占化の進行、中小損
保の自動車保険からの撤退などに繋がる恐れもある。

健康保険市場の拡大継続と信用保証保険市場の縮小
急速に進む高齢化を背景に、公的医療保険における保障

範囲や金額などの不足を補充すべく、民間健康保険に対する
ニーズが高まっていたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大がこれに拍車をかけた。2020年の健康保険の収入保険料
は1,114億元（前年比32.6％増）と拡大が継続したものの、引
受損益はマイナス38億5,000万元と引続き赤字である。国務
院は2020年3月に「医療保障制度改革に関する意見」を発表
し、民間保険や共済プランなど重層的な医療保障制度の構築
を通じて医療保障分野の補強を図ろうとしており、今後も健康
保険市場の拡大が続くと見られる。

一方、信用保証保険市場は、個人や小型零細企業向けの融資
業務の拡大に伴い急成長していた。ところが、特にP2Pプラット
フォームの与信管理不備や景気減速に伴う消費者の返済能力低
下などに起因するデフォルトが多発し、多くの保険会社で同保険
の収益が悪化し、引受制限を行う会社が続出した。結果、2020
年の信用保証保険の収入保険料は689億元（前年比18.4％減）
と大幅に縮小し、引受損益はマイナス127億元となった。金融リ
スク発生防止に注力する中国銀行保険監督管理委員会(CBIRC)
は、2020年5月に「信用・保証保険業務監督管理弁法」を施行
し、関連規制を強化して市場の健全化を図ろうとしている。
※過去に一部データが公表されていなかったこともあり、表1および図に
は、健康保険を含む第三分野などの収入保険料は含んでいない。

中国損保市場の発展方向と市場監督行政の動向
CBIRCは「損保業の高品質発展の加速に関する三年行動方案

（2020～2022年）」（以下、方案）において、損保会社の成長
パターンの質向上を図り、市場の健全な発展を目指す方針を示
した。具体的には、2022年までに収入保険料規模を1兆7,000
億元まで拡大（今後3年の平均成長率9.3％）させ、国民経済に
対する保険の寄与度を示す保険深度（収保とGDPの比）を1.5％
(現在1.3％)に､国民の保険意識を反映する保険密度（収保と常
住人口の比）を1,200元(現在930元）に向上させる目標を掲げ
た。また、「精細化、デジタル化、現代化」を主軸に、損保業の成
長パターンの転換を進める方向性を定め、2022年までに損保業
のオンライン化率を80％以上に引き上げるなどとした。

なお、方案では引続き損保市場の対外開放を進め、外資損
保による営業拠点の合理的な設置を指導し、国内損保・再保
険会社への出資を支援するとしている。

一方で、CBIRCは行政手続の簡素化などを中心とする「放管
服」改革を推進し、2020年8月から外資損保会社の行政管理
のほとんどを、CBIRCの各地派出機構（各地監管局）が担うこ
ととした。また、2021年2月から董事や高級管理職への任職
資格試験が廃止になるなど、簡素化も図られつつある。
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表1：中国損害保険収入保険料・増収率の推移(単位:億元、％)
年 元受収入保険料 前年比

2010年 4,027 34.5%
2011年 4,779 18.7%
2012年 5,529 15.7%
2013年 6,481 17.2%
2014年 7,544 16.4%
2015年 8,423 11.7%
2016年 8,724 9.1%
2017年 9,834 12.7%
2018年 10,770 9.5%
2019年 11,649 8.2%
2020年 11,929 2.4%

出所：	中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）統計

図：中国損害保険収入保険料・増収率の推移
 前年比(右軸)元受収入保険料(左軸)
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出所：	中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）統計資料

表2：	 2020年各種目保険引受利益一覧（単位:億元）
種目 保険引受

利益2020年
保険引受
利益2019年

保険引受利益率
2020年（％）

自動車保険 79.6 103.6 1.0
企業財産保険 -6.6 9.9 △2.4
家庭財産保険 6.1 -0.5 6.8
工事保険 -5.2 -2.8 △9.2
責任保険 -7.7 -6.4 △1.1
信用保険 -31.7 -22.3 △22.5
保証保険 -95.4 -18.0 △15.1
船舶保険 -2.8 -3.2 △11.3

貨物運送保険 -0.7 1.8 △0.7
特殊リスク保険 2.0 1.1 6.4
農業保険 1.0 -0.1 0.2

出所：	各種報道資料

表3：	 2019年の世界損害保険市場規模比較
国・地域 保険料収入総

額(百万ドル) 順位
世界-

シェア(％)
1人当たり保
険料(ドル)

対GDP-
比(％)

米国 1,831,601 1位 54.3 5,584 8.5
中国 287,967 2位 8.5 201 2.0
ドイツ 142,301 3位 4.2 1,714 3.7
日本 118,019 4位 3.5 929 2.3
英国 102,022 5位 3.0 1,523 3.6
フランス 94,694 6位 2.8 1,413 3.5
韓国 80,037 7位 2.4 1,539 5.0
カナダ 79,840 8位 3.1 2,101 4.6
オランダ 69,220 9位 2.1 4,072 7.6

オーストラリア 47,667 10位 1.4 1,907 3.4
全世界 3,376,333 - 100 439 3.9

出所：Sigma World insurance in 2019

外資系損害保険会社の現状
2020年末時点での中国の損保会社は88社であり、うち中資

系が66社、外資系は22社となっている。元受収入保険料ベー
スでは、PICC（31.8％）、平安（21.0％）、太平洋（11.0％）の大
手3社が63.61％のマーケットシェアを占める寡占市場であり、
外資系は合計でもわずか2.0％の低位にとどまっている。

2001年12月の中国のWTO加盟後、外資系損保会社に対
する規制は徐々に撤廃され、引続き当局の開放姿勢は堅持さ
れている。この2-3年間で、合弁損保会社の出資割合を高めた
り、新たにローカルプラットフォーマーとの合弁に踏み切った
り、保険統括会社や資産管理会社の設立を行うなど、外資保
険会社の積極的な展開事例が見られている。

表4：	 2020年の内資系損害保険会社の収入保険料お
よび市場シェア（単位：億元）

会社名 2020年
元受収入保険料 市場シェア(％)

中国人民財産保険 4,320.19 31.80
平安財産保険 2,858.54 21.04
太平洋財産保険 1,467.18 10.96
国寿財産保険 863.96 6.36
中華聨合保険 527.15 3.88
大地財産保険 477.51 3.52
陽光財産保険 372.70 2.74
太平保険 281.19 2.07
天安保険 167.03 1.23
輸出信用保険 164.72 1.21
衆安財産保険 163.01 1.20
華安財産保険 147.93 1.09
永安財産保険 105.52 0.78
英大財産保険 93.79 0.69
華泰財産保険 90.96 0.67
その他(51社計) 1,204.80 8.86

中資系損害保険会社(合計) 13,306.18 97.94
出所：	各種報道資料

表5：	 2020年の外資系損害保険会社（合弁含む）の収
入保険料および市場シェア（単位：億元）
会社名 国・-

地域
拠点数-
(本支店)

2020年元受
収入保険料

市場
シェア(％)

アクサ フランス 26 60.61 0.45
国泰産物保険 台湾 10 60.33 0.44
アリアンツ ドイツ 5 35.12 0.26
リバティー 米国 6 23.67 0.17
グルパマ フランス 7 23.06 0.17
AIG 米国 7 15.19 0.11

三星火災保険 韓国 7 8.88 0.07
ジェネラリ イタリア 8 7.58 0.06
ACE 米国 4 6.91 0.05

チューリッヒ スイス 4 6.21 0.05
富邦産物保険 台湾 5 6.05 0.04

東京海上日動火災保険 日本 6 5.93 0.04
三井住友海上火災保険 日本 4 5.91 0.04
損害保険ジャパン 日本 5 4.22 0.03

スター 米国 14 2.64 0.02
LIG 韓国 2 1.49 0.01

現代海上火災保険 韓国 2 1.46 0.01
スイス・リインシュランス スイス 1 1.19 0.01
あいおいニッセイ同和損保 日本 2 0.55 0.00
日本興亜損害保険 日本 2 0.42 0.00

ロイズ 米国 2 0.1 0.00
アクサリインシュランス フランス 1 0 0.00
外資系損害保険会社(合計) 277.52 2.03
出所：	各種報道資料、各社ホームページより。拠点数は本社および省級

分公司の合算。
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＜建議＞
＜中国銀行保険監督管理委員会への建議＞
①	保険会社経営者層向け研修制度運用の改善
　保険会社経営者層への研修制度について、外国
人の場合には通訳を介した研修や社内研修によ
る代替などの緩和措置を要望する。また非常勤董
事や社外董事の場合には、研修時間や研修内容
の縮小など見直しを要望する。また、中国銀保監
会（協会）が主催する研修については前広なスケ
ジュール通知と共にオンライン研修の実施促進を
要望する。

②	外資合弁損保会社におけるパートナーの出資比
率制限の緩和

　「保険会社持分管理弁法」の2018年3月改訂によ
り、保険会社株主の規範化が重視され、株主条件
や出資比率上限（1社あたり上限は保険会社の登
録資本の1/3）が厳格化された。一方で外資合弁
損保会社におけるパートナー(中国の非保険会社)
の選択肢は制限されることとなった。中国保険市
場の開放と健全な発展を促進するために、一定の
条件を満たす(株主ガバナンス、財務能力、合弁目
的等)外資損保会社の場合、外資損保会社におけ
るパートナーの出資比率に関しては、上限を保険
会社の登録資本の1/3から1/2（程度）まで緩和す
ることを要望する。

③	同業競争回避規定の緩和
　2018年4月10日より施行されている「保険会社持
分管理弁法」30条2項により、「投資者、その関
連先および一致行動者は、保険会社のコントロー
ル類株主と戦略類株主になる場合、合計2社を上
回ってはならない」と定められ、同時に同条第3項
により、保険会社が業務のイノベーションまたは専
門業務化経営により保険会社を投資により設立す
る場合には、第2項の制限を受けないと規定され
た。この規定によって同業競争回避の制限が緩和
されたといえるが、外資系企業が中国において2
社を超える保険機構を同時に経営する（出資を含
む）形態を展開していくうえで、保険会社として事
業計画を立てにくいため、本規定のさらなる緩和
を要望する。

④	異地引受にかかわる制限条件の緩和
　同一グループに属する別法人に対し、中国内で統
一した保険サービスや保険プログラムの提供を
可能にすることで、大手グローバル企業グループ
による中国への投資をさらに促進させるべく、統
括保険証券規定の対象範囲を同一法人から同一
グループに属する法人に拡大いただくよう要望す
る。また、大企業顧客への総合的なリスクコント
ロールサービスを可能にするため、大規模商業物
件の引受対象種目を企業物件に必要な「全種目」
に拡大していただくよう要望する。外資系損害保
険会社の許認可取得地域外での損害保険の引き
受けは、大規模商業物件（投資総額1億5,000万
元超かつ企業の保険料総額が40万元超の物件）
に限定されているが、本規制が実施されて約20年

となり、今日的な情勢を踏まえて当物件の限度額
引き下げも要望する。

⑤	北京・天津・河北省に跨る経営実現に向けた諸制
限条件の緩和

　「保険会社が北京・天津・河北省に跨って経営す
ることに関する届出管理についてのトライアル弁
法」（保監発〔2017〕1号）が、2017年2月1日より
すでに施行されている（有効期間が延長されて
2022年2月1日までとなっている）が、発票が発行
できない等、主に税務面取扱いの理由により外資
保険会社が実質申請できない状況にあり、3地区
間における早期の政策調整、実現に向けた取組強
化を要望する。

⑥	外資保険会社の業務範囲拡大
　外資損害保険会社がサービスを総合的に行い、消
費者の利便性や満足度を向上させるために、企業
に対するリスク管理サービスや、日本での保険加入
者が中国で事故に遭った場合のアジャスティング業
務（審査業務）サービスなどが提供できるよう、外
資保険会社管理条例第15条の業務範囲に「保険
関連のその他業務」を加えることを要望する。

⑦	兼業代理店の新規登録再開
　2012年3月に旧中国保険監督管理委員会が公布し
た通知により、兼業代理店の新規登録について、
金融機構と郵政を除いて暫定停止となっている
が、消費者利便性、保険サービスの向上、保険普
及の観点より、兼業代理店の暫定停止措置の解除
を要望する。

⑧	自動車保険関連のシステム統一化
　自動車保険・自賠責保険のシステムが各地により
異なる仕様となっていたが、このうち自賠責保険の
システムについては統一化が進展している状況に
ある。保険サービスの向上、保険普及、および各社
が負担するシステム開発・メンテナンスコスト削減
の観点から、引続き自動車・自賠責保険システム
の改定が予定される場合には、中国国内のシステ
ム統一化を視野に改定を行っていただくよう要望
する。
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４．証券
2020年末時点の世界の株式時価総額のうち、日中は、

上海証券取引所が6兆9,760億ドルで世界第3位（前年は世
界第4位で１ランク上昇）、日本取引所（東京）が6兆7,182
億ドルで同4位（前年は同3位で１ランク下落）、深圳証券
取引所が5兆2,385億ドルで同7位（前年は同8位で１ラン
ク上昇）であった。中国全体では12兆2,145億ドルとなった
（2019年末時点では8兆5,155億ドル）。

2020年の世界の株式売買代金のうち、日中は、深圳証
券取引所が17兆7,828億ドルで世界第4位（前年と同ラン
ク）、上海証券取引所が12兆1,779億ドルで同5位（前年は
同6位で１ランク上昇）、日本取引所（東京）が6兆1,555億
ドルで同6位（前年は同7位で１ランク上昇）であった。中国
全体では29兆9,607億ドルとなった（2019年は19兆3,923
億ドル）。

2020年の証券分野の市場開放の状況
証券業、資産運用業への外資参入規制の緩和
2018年4月のボアオ・アジアフォーラム（海南省）で、習
近平国家主席が新たな対外開放政策を表明、その後、中国
人民銀行総裁が金融業の対外開放に関する12項目を発表
し、期限を区切って実施することを確約した。2019年は、7
月20日に国務院金融安定発展委員会が金融業の対外開放
に関する11条から成る措置を、6月13日に中国証券監督管
理委員会（証監会）が証券業の対外開放に関する9項目か
ら成る措置をそれぞれ発表した。さらに、2020年1月16日、
米中両国政府は、金融分野も含め、第1段階の経済・貿易協
定に署名した。前述の2つの措置と米中協定の結果、証券
業および資産運用業（基金管理会社）では、2018年から見
て3年後の2021年に外資出資上限を撤廃するとしていた方
針を変更し、2020年4月に1年間前倒しして撤廃した。

外資参入規制の緩和を受け、2020年は証券業で以下の
動きがあった。第1に、新設の合弁証券会社では、①証監会
は、2020年8月21日に大和証券グループ本社の持分比率
51％での証券経営許可証の発出を、②同年8月27日にシン
ガポールのDBS銀行の持分比率51％での証券経営許可証
の発出を、それぞれ発表した。また、①2020年9月28日、イ
タリアの銀行グループであるインテーザ・サンパオロは青
島の投資グループ3社と組んだ合弁証券会社の設立申請書
類を、②同年10月10日、スタンダードチャータード銀行（香
港）は証券会社の設立申請書類を、それぞれ証監会に提出
した。2021年2月末時点で、中国本土以外の外資による証
券会社は計17社が設立されており、そのうち2社が日系（野
村ホールディングス、大和証券グループ本社）で51％出資
となっている。第2に、既存の合弁証券会社では、J.P.モル
ガン・チェースは、中国側パートナーから持分20％を買い取
り、合弁証券会社への現在の出資比率51％を71％に引き上
げ（2020年11月2日付証券時報）、証監会への申請準備を
進めている。他に、2020年7月27日、SMBC日興証券は、北

京駐在員事務所の業務開始を発表している。

2020年の基金管理会社の動きのうち、第1に、新設で
は、基金管理会社の外資出資比率が撤廃された2020年4
月1日、米系のブラックロックおよびニューバーガーバーマン
が、基金管理会社の新設に向けた申請書類を証監会に提出
し、そのうち、ブラックロックについては、2020年8月21日
に設立が認可され、公募ファンドを組成する外資独資の基
金管理会社第一号となった。ほかに、5月19日に米系のフィ
デリティが申請書類を提出（9月18日に受理）、10月29日に
米系のヴァンエックが申請書類を提出（12月15日に受理）、
11月12日に米系のアライアンス・バーンスタインが申請書類
を提出、2021年2月18日に英国系のシュローダーが申請書
類を提出している。第2に、既存の基金管理会社では、JPモ
ルガン・チェースが、2019年8月6日に49％から51％への持
分比率の引き上げに関する売買手続を完了し、2020年11月
30日に申請書類を証監会に提出している（認可が得られれ
ば既往での外資出資比率の引き上げ第1号）。

中国向け投資規制の緩和
外国人投資家による国内証券市場への投資を認める適
格外国機関投資家（QFII、Qualified Foreign Institutional 
Investorsの略称、2002年11月導入）制度、およびオフショ
ア人民元を中国本土で運用するための人民元建て適格外国
機関投資家（RQFII、RMB Qualified Foreign Institutional 
Investorsの略称、2011年12月導入）制度の下では、従来、
個別機関投資の運用枠の上限を設けてきたところ、2019
年9月10日、国家外為管理局は、上限規制を撤廃した。同時
に、RQFIIについて、世界各国・地域市場に配分する運用枠
も撤廃した。また、2019年1月31日、証監会は、従来、参入
条件・投資対象等を別々に規定してきたQFII・RQFIIの規則
の統合を目的に、「QFIIおよびRQFIIの国内証券・先物投資
管理弁法」に対するパブリックコメントを実施していたとこ
ろ、2020年9月25日、中国人民銀行、国家外為管理局とと
もに公布した（同年11月1日施行）。

前後するが、2020年5月7日、中国人民銀行および国家外
為管理局は、QFII・RQFIIの投資上限制度を撤廃するととも
に（「適格投資家」に統一）、外貨・人民元の管理を一本化
し、入出金・為替交換の登録制に移行することなどを公表
した。この結果、対内証券投資の運用枠の統計は、2020年
5月末時点を以って終了している。なお、同時点の運用枠は、
QFIIが1,162億5,900万ドル、RQFIIが7,229億9,200万元と
なっている。

対外投資規制の緩和
中国国内の金融機関による対外証券投資を認める適格
国内機関投資家（QDII、Qualified Domestic Institutional 
Investorsの略称、2006年4月導入）制度の運用枠は、
2015年3月末に899億9,300万ドルとなってから、2018年3
月末に至るまで新規・増枠ともに認可されていなかったが、
2018年4月末時点では983億3,300万ドルと前月末時点に
比べ83億4,000万ドル増加し、約3年ぶりに認可が再開し
た。同年7月末以降、運用枠の認可が停止されてきたが、
2019年4月末時点で1,039億8,300万ドルと、同年3月末時
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点の1,032億3,300万ドルより7億5,000万ドル増加した後、
再度、認可が止まった。

その後、2020年9月23日時点で33億6,000万ドルが認
可され1,073億4,300万ドルに、同年11月8日時点で50億
6,000万ドルが認可され1,124億300万ドルに、同年11月30
日時点で42億9,600万ドルが認可され1,166億9,900万ド
ルに、2021年1月13日時点で90億2,000万ドルが認可され
1,257億1,900万ドルに、同年3月31日時点で88億5,000万
ドルが認可され1,345億6,900万ドルとなっている。2021年
2月、国家外為管理局は、年間5万ドルを上限に設定した上
で、中国国内の個人投資家が海外の証券・保険等に投資で
きる仕組みの検討を行う方針を示している。

越境証券取引制度の規制緩和
中国では、2014年11月17日から上海・香港間で、2016年
12月5日から深圳・香港間で、それぞれストックコネクトが始
動している。ストックコネクトの下では、参加する投資家を
機関投資家に限定し、かつ外貨建てでの投資しか認めない
既存のQFII制度とは異なり、①中国本土・香港の両サイドか
ら双方向で、かつ、②人民元建てで投資を行い、③個人投
資家も現物株を直接購入できる。前述の12項目のうち、中
国本土－香港間のストックコネクトの1日当たりの投資枠の
4倍への拡大（上海・深圳の各投資枠を130億元から520
億元に、香港株の各投資枠を105億元から420億元へ拡
大）は、2018年5月1日より実施されている。また、2021年2
月1日より、香港サイドから、①上証180・上証380に組み込
まれている上海証券取引所・新興市場（科創板）の構成銘
柄および②A+H株上場会社の科創板銘柄のA株が売買でき
るようになった。同時に、中国本土サイドから、科創板およ
び深圳証券取引所でのA+H株上場会社のH株を売買できる
ようになった。

新設の上海・ロンドンストックコネクトについては、2018
年10月12日、証監会は「上海・ロンドン証券取引所による市
場相互接続預託証券業務監督管理規定」を公布し（即日
施行）、2019年6月17日、華泰証券のグローバル預託証券
（GDR）がロンドンに上場した。2020年6月22日には、中国
太平洋保険のGDRがロンドンに上場した。

QFII・RQFIIを含む国内投資規制の緩和による外国人投
資家を含む機関投資家の参画は、（1）市場への流動性提
供、（2）新たな投資手法や評価手法の導入、（3）企業のガ
バナンスの改善等の効果が期待され、市場の質的向上に繋
がるものである。中国の株式市場では、外国人投資家の株
式保有比率は、2019年12月末の3.54％から2020年12月末
には4.27％と上昇傾向が続いている。なお、日本の株式市
場の保有比率の場合、個人投資家が16.5％、外国人投資家
が29.6％となっている（2020年3月末）。国外投資規制の
緩和は、中国投資家に分散投資の機会を提供し、国内市場
の過熱を押さえる効果がある。

日中金融協力および日中証券市場協力
日中金融協力の本格的再開
2018年5月の日中韓サミットに合わせて来日した李克強
首相と安倍晋三首相との間で行われた日中首脳会談では、
2011年12月に合意した日中金融協力の本格的再開を確認
している。2019年に入り、日本での人民元クリアリング銀
行の設置では、4月17日に中国銀行東京支店の人民元クリ
アリング業務が始動した。続いて、同年6月27日、三菱UFJ
銀行が、邦銀として初めて人民元クリアリング銀行に指定さ
れた。外銀としては米国でのJPモルガンに続いて2例目とな
る。RQFIIでは、2018年12月の三井住友銀行の運用枠（30
億元）取得に続き、2019年5月21日、三菱UFJ銀行が60億
元の運用枠を取得した。

2020年6月8日には、三井住友銀行が、中国本土で、邦銀
では3行目となるパンダ債（非居住者人民元建て債券）10億
元を発行した。続いて6月16日、三菱UFJ銀行の中国現地法
人が、邦銀として初めて銀行間債券市場における決済代理
人資格を取得した。

日中証券市場協力の始動
2018年10月の安倍首相の公式訪中時には、新たに、証
券市場での協力強化に関する覚書について、両首脳立会い
の下、金融庁長官と証監会主席による署名が行われた。こ
の日中証券市場協力は、①政府および市場関係者による多
層的な協力強化（MOUを締結）、②「日中証券市場フォー
ラム」の相互開催、③日系証券会社等の中国市場参入の早
期実現、④上場投資信託（ETF）の相互上場の早期実現、
⑤市場監視分野における連携・交流の強化、⑥その他（人
材育成、ESG投資、法制度に関する情報交換等）から構成
されている。2019年は、4月22日に上海で第1回日中資本市
場フォーラムが開催された。続いて、2021年1月25日には、
オンライン形式で、東京、中国（北京、上海、深圳）の4都市
をつなぐ形で第2回日中資本市場フォーラムが開催され、日
中資本市場の市場構造改革や資本市場協力の未来、デリバ
ティブ市場の発展、高齢社会と資本市場の役割等について
議論が行われた。2021年から始まる中国の第14次5カ年規
画の金融・証券分野では、「直接金融の比率拡大」が目標
とされている。金融・証券分野の日中の市場間協力が、中国
の市場化改革をさらに進め、日系民間プレーヤーの市場参
入にも資することが期待される。

＜建議＞
＜外資による中国証券業、資産運用業への参入規

制の緩和ならびに撤廃＞
①	外資による中国証券業、資産運用業への参入に
ついて、先物会社は2020年1月1日から、証券会
社・基金管理会社は同年4月1日から、それぞれ
外資出資比率が撤廃されている。一方、国家発
展改革委員会および商務部は、2020年12月19
日、「外商投資安全審査弁法」を公布し（2021
年1月18日施行）、重要金融サービス分野への外
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商投資による実質的支配権の取得に関し、外商
投資安全審査業務メカニズム弁公室への自主申
告を求めている。同弁法に関し、「重要」な金融
サービスの定義・基準、中国証券監督管理委員
会（証監会）への外資系証券会社等の設立申請
手続との関係・順番を、国家発展改革委員会、
商務部、証監会に確認する。

②	2018年3月9日、証監会は「外商投資証券会社
管理弁法」の草案を公表、パブリックコメントを
実施し、同年4月28日に公布・施行したが、後に
2020年3月20日になり、当該規定を修正した。
2019年10月16日、国務院常務会議は、外資系
証券会社、同基金管理会社に対する業務範囲制
限の全面的な廃止を決定しており、同決定の趣
旨に沿った開放政策を証監会に要望する。同時
に、外資系証券会社等の設立申請から認可まで
の関係機関との手続に対する全面的支援を証
監会に要望する。

・	持分比率について、当該弁法では、国外株主が
累計して保有する（直接保有と間接支配を含
む）外商投資証券会社の持分比率は、証券業
の対外開放に関する国の方針に適合しなけれ
ばならないと規定されている。非上場中資系証
券会社と同様の出資比率の規定を外資にも適
用する開放政策の全面的な実施を、証監会に
要望する。

・	上記草案の中で、ライセンスについては、証券
法125条（改正前）に定める業務を、原則、同時
に4つまで申請することができるとし、1年後に
は追加申請ができ、毎回2つまで申請できるとし
ていた。その後、2020年3月1日から施行された
改正後の証券法では、証券会社の業務を120条
で、(1)証券ブローカレッジ、(2)証券投資顧問、
(3)証券取引、証券投資活動と関連する財務アド
バイザリー、(4)証券引受およびスポンサー、(5)
証券信用取引、(6)証券マーケットメイク取引、
(7)証券トレーディング、（8）その他証券業務、と
定めている。ところが、管理弁法にはライセンス
の取り扱いについて規定がないため、管理弁法
や実施細則に明記されることを、証監会に要望
する。

・	ライセンス面で、投資銀行業務と関連するホー
ルセール業務（機関投資家向けブローカレッジ
業務、リサーチ業務、証券投資顧問業務等）の
拡大やクロスボーダーM&A業務の展開支援を、
証監会に要望する。

・	上記の証券投資顧問業務のライセンスに関連
して、1997年12月25日に証監会が公布した「証
券、先物投資諮詢管理暫行弁法」（1998年4月
1日施行）および中国証券業協会が公表してい
る「証券業従事人員資格管理に関するよくある
質問と回答」No.20では、①証券投資顧問業務
（投資顧問）、②証券投資顧問業務（アナリス
ト）、③証券投資顧問業務（その他）の資格対象
者を中国籍に限っている。外商投資証券会社の

ライセンスを証券投資顧問業務にも開放してい
く中で、同業務に従事する資格についても、内外
無差別での取り扱いを、証監会に要望する。

③	2021年3月18日、証監会は「『証券会社株式持
分管理規定』の修正に関する決定」を公表し
た。修正後の第5条の規定では、株主を、保有比
率によって、(1)支配株主（証券会社の50％以上
の持分を保有する株主、または50％未満でも株
主（総）会の決議で重大な影響力を有する議決
権を持った株主、(2)主要株主(証券会社の5％以
上の持分を保有する株主)、(3)証券会社の5％
未満の持分を保有する株主の3種類に分類し、
保有比率が多いほど満たすべき基準が強化さ
れる構成となっている。2018年3月30日に公表
された同規定の草案において、支配株主につい
ては、純資産1,000億人民元以上といった財務
面での基準が設定されていたが、2021年3月18
日に公布された「証券会社株式持分管理規定」
では、支配株主について、総資産が500億元以
上、純資産が200億元以上と財務面での基準が
引き下げられた。今後も、基準の緩和（または引
き下げ）を、証監会に要望する。

④	証券投資顧問会社への外資参入規制の緩和と
業務範囲（新三板業務、私募業務等）の拡大
を、証監会に要望する。

⑤	銀行理財子会社への外資参入について、孫会社
形態も含め、参入基準と業務範囲の明確化を中
国銀行保険監督管理委員会に要望する。

＜国内外投資規制の緩和＞
＜中国向け投資規制の緩和＞
⑥	適格外国機関投資家（QFII）、人民元建て適格
外国機関投資家（RQFII）、私募（PE）投資、不
動産投資について、証監会（および項目によって
は国家発展改革委員会および商務部）、中国人
民銀行（元取引）、国家外為管理局（外貨取引）
に、以下の通り要望する。

・	上場会社への外資保有制限を外商投資参入特
別措置（ネガティブリスト）に応じて緩和。

・	申請手続の登録制への移行・簡素化、報告方法
の簡素化。

・	投資ロックアップ期間の撤廃、または可能な限り
の短縮化。

・	対外送金規制の撤廃。

＜対外投資規制の緩和＞
⑦	適格国内機関投資家（QDII）について、証監会、
国家外為管理局に、以下の通り要望する。

・	国務院が認可した中国全体の運用枠の公表およ
び拡大。

・	QDIIの個別運用枠の認可の拡大。

⑧	中国本土・香港債券市場相互接続協力制度（債
券通）のうち、香港向け債券投資制度（サウスバ
ウンド）の内容・導入時期の公表を、証監会、中
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国人民銀行に要望する。

＜越境証券投資制度の緩和＞
⑨	上海・香港および深圳・香港相互株式投資制度
（滬港通、深港通）の他地域（香港以外）への
拡大、現物株以外の商品（上場投資信託（ETF）
など）への拡大を、証監会、中国人民銀行に要
望する。

⑩	2018年11月23日、国務院は、「自由貿易試験区
での改革・イノベーションを深化する若干の措
置を支援することに関する通知」を公表し（国
務院の承認は同年11月7日付）、第42項で自由
貿易試験区での個人による対外証券投資の展開
を支援するとしている。実施細則の制定を、証
監会、中国人民銀行に要望する。また、2021年2
月、国家外為管理局は、個人投資家による対外
証券等投資制度（年間5万ドル上限）を検討する
としており、同局に、実施細則の制定と実施時
期の公表を要望する。

＜越境証券投資税制の明確化＞
⑪	対内証券投資、対外証券投資ともに、証監
会、財政部、国家税務総局に、以下の通り要
望する。

・	利息・売却益・配当に対する所得税および増値
税（旧営業税）の免税措置の明確化、恒久化。

・	課税か免税か明記されていない場合は、過去に
遡って課税しない方針を明確化。

＜ファイナンス規制の緩和＞
＜株式市場の活用＞
⑫	中国から見た居住者、非居住者ともに、外資企
業の中国国内市場への株式上場、具体的には新
三板への株式上場手続の明確化や、上海証券取
引所・国際板の開設とその日程の公表を、証監
会に要望する。また、2019年7月22日からは、上
海証券取引所での新興市場（科創板）の創設・
上場と、発行登録制度の試験運用が始まって
いる。深圳証券取引所の新興市場（創業板）で
も、2020年6月12日に証監会が発行登録制度
に関する規則を公布し、試験運用が始まってい
る。第14次5カ年規画には、発行登録制度を全
面的に実行する方針が盛り込まれており、メイン
ボードへの適用など、改革が速やかに進められ
るよう要望する。

⑬	中国企業の海外での全面的な株式上場規制の
改正・緩和を、証監会、国家外為管理局に要望
する。

＜債券市場の活用＞
⑭	中国から見た居住者、非居住者ともに、中国国
内市場、具体的には銀行間債券市場や証券取
引所での債券発行枠の明確化や、同枠内での発
行促進に向けた措置（発行登録制の導入など）
を、証監会、中国人民銀行に要望する。特に、証
券取引所に関しては、証監会は、関係部門とと
もに「取引所債券市場における海外機関の債券

発行管理暫行弁法」の制定を検討中と表明して
いる（2019年6月13日）。さらに、中共中央弁公
庁、国務院弁公庁が2021年1月に公布した「ハ
イレベル市場システムの構築に向けたアクショ
ンプラン」の中でも、銀行間債券市場と取引所
債券市場の対外開放を統括的に計画し、参入基
準、発行管理を最適化し、中国債券市場の対外
開放にかかる全体的な制度枠組みを明確に示
し、「取引所債券市場における海外機関の債券
発行管理暫行弁法」の制定について検討してい
くことが提起されており、これらの面で早期に進
展が見られるよう要望する。

＜相互上場の促進＞
⑮	（日本株を含む）外国指数ETFの上場申請手続
の簡素化を、証監会、上海・深圳証券取引所に
要望する。

⑯	2018年10月の安倍首相の公式訪中時に締結さ
れた日中証券市場協力に関する覚書では、ETF
の東京と上海での相互上場（ETFコネクティビ
ティ）を実現するためのフィージビリティスタディ
を進めていくことが合意され、2019年4月22日
の株式会社日本取引所グループと上海証券取
引所による署名を経て、同年6月25日、日中ETF
の相互上場（計4本）が実現した。日中のETF管
理会社は、特別な投資枠を国家外貨管理局より
取得すれば、ETFフィーダーファンドスキームに
て相手方ETFを主たる投資対象とするETFを組
成することができるようになっている。今後も、
ETF以外の商品の相互上場に向けた支援を、証
監会、上海証券取引所、深圳証券取引所に要望
する。

＜中国発行体の資金調達支援＞
⑰	中国国有企業・金融機関の新規公開や株式売
出を通じた資金調達支援のため、日本の金融機
関も貢献すべく、主幹事獲得に向けた内外無差
別の取り扱いを、中国人民銀行、中国銀行保険
監督管理委員会、証監会に要望する。
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１．旅行
2020年は新型コロナウイルス感染症の全世界での流行

によりさまざまな業界で大きな影響が出た1年であった。

国連世界観光機関は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴う旅行者の大幅な減少により2020年に世界で
失われた国際観光収入は推計1兆3,000億ドルに上ると発
表。2009年の金融危機時の11倍以上で、「観光史上最悪の
年」と評した。

旅行業界では未曾有で甚大な影響が出ており、それは現
在も継続している。

日中両国の新型コロナウイルス感染症感染拡大期間の旅
行、渡航関連通達は以下の通りである。

（1）渡航規制と旅行催行実施関連の通達（中国）
・1月24日　文化観光部が国内ツアー全面停止（日本人
入境ツアーを含む）を通達。
・1月26日　文化観光部が中国公民出境ツアー全面停止
を通達。
　「新型コロナウイルス感染症」防疫のため旅行会社経
営活動の緊急停止通知
・3月10日　外交部が訪中日本人の査証免除を停止。
・3月31日　外交部が発行済み中国査証の効力を停止、
新規査証申請受理を一時停止。
・4月17日　文化観光部が、少人数の域内手配旅行の業
務再開通知発出。
・6月17日　中華人民共和国駐日本国大使館が、日本人
の一部査証申請再開を通知。
・7月14日　北京市文化観光局が、省市を跨ぐ団体旅行
の再開を通達。
・9月28日　外交部が有効な三種類の居留許可を有する
日本人の中国入国を再開。
　その他、域内旅行実施については、中高リスク地区訪
問の旅行商品は催行できなくなっている。

（2）渡航規制と旅行実施関連の通達（日本）
・1月20日　外務省が海外安全情報（危険情報）レベル1
を中国全土に発出。
・1月23日　湖北省武漢市をレベル2に引き上げ（不要不
急の渡航中止）
・1月24日　湖北省全域にレベル3（渡航中止勧告）を発出
・1月31日　湖北省以外をレベル2に引き上げ。

法務省　2月1日午前0時（日本時間）から，本邦への上
陸の申請日前14日以内に中国湖北省における滞在歴が
ある外国人および同省において発行された同国旅券を
所持する外国人については、特段の事情がない限り、
上陸を拒否し得ることとなる旨、発表。
・2月12日　早期の一時帰国や中国への渡航の一時延期
を含む安全確保の積極的検討を要請。
・2月14日　浙江省温州市をレベル3に引き上げ。
・3月31日　中国全土をレベル3に引き上げ。
・10月30日　中国全土をレベル2に引き下げ。「ビジネ
ス／レジデンストラック」の運用開始。
・2021年1月14日「ビジネス／レジデンストラック」の
運用の一時停止

2020年の中国旅行概況とマーケット
2020年の旅行会社の営業停止期間は年間で100日を超
え、周辺観光停止期間も100日超、省市を跨ぐ国内旅行停止
も200日超、出境、入境旅行は1月末以降停止のままであっ
た。

国内旅行については、再開後も防疫のため、車両の乗車
定員の制限、観光地の入場制限およびホテルの稼働率制限
が引き続き行われている。消毒液、除菌用品、使い捨ての防
疫用品、検温器などのツアー付帯費も増加し、レストランに
おいてもテーブル着席人数の制限、大皿での料理提供停止
などの要因で旅行原価自体が上昇した。その中において、国
内旅行商品の競争が激しくなり、販売価格の上昇は競争力
がなくなるため、値上げができない状況で、利益を減少させ
ている。

2020年の国内旅行統計（文化観光部のサンプル調査
による発表）によると、同期の国内旅行人数はのべ28億
7,900万人、前年比ではのべ30億2,200万人減少した（前年
の47.9％）。うち都市部居民旅行人数はのべ20億6,500万人
（前年の46.2％）、農村部居民旅行人数はのべ8億1,400万
人（前年の53.0％）。四半期別では、第1四半期がのべ2億
9,500万人（前年の16.6％）、第2四半期がのべ6億3,700万人
（前年の49.0％）、第3四半期がのべ10億100万人（前年の
65.7％）、第4四半期がのべ9億4,600万人（前年の67.1％）
だった。国内旅行収入は、2兆2,300億元で前年比3兆5,000
億元の減少（前年の38.9％）。1人当たりの1回の旅行支出
は774.14元（前年の81.2％）であった。また、都市部居民旅
行支出は870.25元（前年の81.9％）、農村部居民旅行支出
は530.47元（同前年の83.6％）となった。国内旅行に限って
も、遠方の国内目的地への航空機、鉄道での移動が減少し

第９章
観光・レジャー
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たことで、日数が短くなり、旅行における交通費の支出が減
少したことが、旅行単価減少の要因と考えられる。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、旅行自体にも変
化が見られ、目的地が近郊の「周辺游」が主流となり、これ
までの稼ぎ頭の出境旅行に取って替わり、その目的も温泉、
テーマパーク、親子旅行やテーマホテル滞在の増加が顕著
となり、旅行会社のメイン商品である団体観光パッケージ
ツアーが敬遠され、着地型のレンタカーを利用したツアー、
少人数の単独手配旅行、自由行動のツアー（国内線+宿泊）
などが人気となり、人の多い観光地も依然人気ではあるが、
自然の多い、人の少ない地域への旅行が増えた。しかしこ
れまで旅行会社で購入が多かった「周辺游」についても、宿
泊施設に直接Wechat等で予約するケースが増加し、一般
旅行会社店頭やメール、SNSなどでの旅行商品購入が大き
く減少した。OTA(online travel agent)などは、アプリに利
用者個人情報を一度登録しておけば、以後、旅行素材（ホ
テル、観光地入場券）の購入の際は、一覧から選択するだ
けで、都度情報登録の必要がないなど利便性が高いことか
ら、取り扱いが増加した。また「直播」とよばれるライブコ
マースにより、ホテル宿泊、ホテルでの食事といった旅行素
材などの非接触でのセール販売が活況を呈したが、これら
の環境の変化に対応できていない伝統的な旅行会社は、ま
すます深刻な経営状況となっている。

中国旅行社協会が紹介した福建省福州市の2020年国慶
節の例では、同期間、福州市の国内旅行人数は、のべ500万
人に上ったが、そのうち旅行会社が組織した旅行客は約2％
に過ぎず、ホテル、観光地、交通機関が大きく回復している
のに対して旅行会社のみ回復が大きく遅れている。

国際観光に関しては、中国旅游研究院による「2020年旅
游経済運行行分析与2021年発展預測」によれば、2020年
の入境旅游人数はのべ2,720万人回（前年の18.7％）、国際
観光收入は170億ドル（前年の12.9％）中国公民出境旅游
人数はのべ2,023万人回（前年の13.1％）であった。

また、北京市文化観光局の発表による2020年の北京市
の入境旅行者数は、34万1,004人回（前年の10.0％）で、う
ち香港、マカオ、台湾を除く外国人旅行者人数は26万4,060
人回（前年の8.2％）であった。日本人は1万9,237人回（前
年の7.8％）と米国、韓国に次いで、外国人で3番目の客源と
なっているが、ともに入出境旅行停止前の2020年1月がほ
ぼ全ての数字である。

旅行社数については、会社数自体は2019年と同様な傾向
であるが、会社清算などが終了すれば、今後登録抹消数が
増えると推測する。また旅行業従事者人数の統計がなく、
一部業界の記事などや同業者の話では、カウンター店舗の
閉鎖、出境部門の人員削減、入境部門の廃止などで、ガイ
ド、添乗員の一時帰休など、人員整理が行なわれている。
観光、旅行業の求職は依然非常に少なく、同業界での転職
が困難であり、他業種に転職するケースが多いと聞く。優秀
な人材の業界からの流出が止らないのが現状である。

外商投資旅行社の現状
経営困難に直面している旅行会社の中でも各提携宿泊
施設などのシステムと自社システムとのリアルタイム接続を
行なっていない伝統旅行社といわれる会社や小規模事業会
社は、特に経営が立ち行かない影響が生じた。国内旅行が
防疫指針を遵守しながら大幅な回復が見られてはいるが、
日本から進出している日系外商独資/合資旅行社の多くは、
以下の課題を抱えている（以下の状況にある）。

①会社の規模が小さい。（従業員数、拠点数、インフラ）
　文化観光部の全国旅行社統計によれば2019年の中
国全旅行社における外商投資旅行社は営業収入で
1.83％、営業利益で2.27％、納税額で1.93％のシェア
にとどまっている。
②外商独資旅行社の主たる営業収入は本邦顧客を中心と
した入境旅行および域内旅行で、内循環経済型経営で
はなく外循環型経営である。
　中国公民の国内旅行については、既存の中国大手旅行
社やOTAと呼ばれるネット販売旅行社に比べ、仕入能
力、仕入規模、知名度、集客力、店舗数、販売網のど
れも競争力はほとんどない。
③一部試行エリアで設立された企業しか中国公民出境旅
行の申請ができない。（また上海では1社のみ）
新型コロナウイルス感染症の影響と理解しているが、自
由貿易試験区や北京市外商投資優遇政策における緩和措
置にともない2019年以降に出境旅游経営の申請を行なった
日系外商独資/合資旅行社への認可は1社もされていない。

このような状況において、各社は経費削減や経営規模の
縮小を行なっているが、経営が立ち行かなくなる時期もそう
遠くないと考える。中国旅行社も経営主体を変化させてお
り、競争はさらに激化している。投資や雇用の継続の観点
から外商独資企業にも中国国内の旅行社同様の中国公民
出境旅行取扱いの正式開放を願いたい。

中国の旅行産業の発展と両国の文化交流促進のため、文
化観光部と関連部門に中日海外旅行産業の復興、発展にさ
らなる協力をお願いしたい。

＜建議＞
①	外商独資旅行社へ中国公民に対する出境旅游

業務の早期開放
　外商独資旅行社へ中国公民に対する出境旅游
業務開放の早期実現を要望する。

　2011年以降、外資系合弁旅行社に対しては中国
公民出境旅游業務の取り扱いが一部条件のも
と認可されたが、2019年に国務院より公布され
た「国務院関于全面推進北京市服務業拡大開
放綜合試点工作方案的批復」（国函〔2019〕16
号）により、外商独資旅行社に対する出境旅游
業務（台湾を除く）開放の項目が含まれた。しか
しこの発表後、北京市文化和旅游局および国家
文化和旅游部にも問い合わせをしたが，受付は
一向に始まらずほぼ1年近くが経過後、ようやく
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同年12月、日系独資旅行社数社の申請が受理さ
れた。しかし、その後1年以上たった今も許可等
何ら連絡はない。この方案の申請有効期間は3
年であり、2022年2月には、暫定実施期間が終
了となる。旅行社管理部門の速やかな批准をお
願いしたい。

　日本国内旅行取扱人数が多く、日本国内のネッ
トワークや緊急連絡体制で防疫対応にも優位性
のある、日系旅行社が中国人訪日旅行復興に大
きく貢献できると考える。

②	観光を目的とした日本人入境旅行の早期再開
　2020年1月24日以降、経営が禁止されている入
境旅行の再開を要求する。

　年初に発表された「文化和旅遊部2020年第三
季度全国旅行社統計調査報告」によれば直近
の7-9月旅行社取扱中国域内旅行は、2019年同
期の40.0％まで人数ベースでは回復しており、そ
の後も順調な回復が見られ、中国政府指導によ
り観光地、ホテル、レストラン等で徹底した防疫
対応がなされ、旅行参加の安心感の表れと考え
る。旅行社においても「文化和旅遊部市場管理
司関于印発《旅行社有序恢復経営疫情防控措施
指南（第二版）》的通知」に基づき、具体的なツ
アー接待体制をとっており、各地文化旅游局、防
疫中心とも連携を図っている。この経験を元に、
早期に「新型コロナウイルス感染症」のコント
ロールを実現した中国がアフターコロナの入境旅
行モデルとして、関係省庁と連携の上、安全な日
本人入境旅行の再開を行なっていただきたい。

③	訪中外国人旅行者への簡便なサービスインフラ
整備、提供

　中国では近年、スマートフォンなどを媒介とした
情報通信インフラ、インターネットサービスが数
多く誕生し普及しており、その恩恵については各
種メディアでも取り上げられているが、短期渡航
の外国人が利用する際はいくつかの制約があり、
利用できないことが散見される。それら恩恵を享
受できる簡便なサービスインフラの整備、提供を
旅行部門の指導の下にて改善を要望する。

　特にキャッシュレス化が進んでいる電子決済
サービスにおいては、中国国内の銀行に個人口
座を持ち、中国で身分証やパスポートを用いた
実名登録のスマートフォンを使っていることが求
められ、短期滞在の外国人旅行者にはその条件
を満たすことが難しい。

　高速鉄道の発券もe-TKT化が外国人にも適用が
開始されてが、このe-TKTでは、外国人は乗車で
きず、一旦有人窓口で紙の切符を受け取る必要
があるなど、内外で対応が異なる事例もまだ少
なくない。外国人も同様なサービスが受けられ
るように改善を要望する。

④	高齢者、介助が必要な外国人旅行者への観光
地、公共機関の外国語での案内

　昨今、国内旅行者向けには、Weibo、Wechatと

ミニプログラムの公式アカウントでさまざまな観
光情報の発信がなされている。中には観光施設
のVR映像や、施設の配置や詳細が行なわれて
いる例も見受けられるが、その案内は中国語の
みが圧倒的多数である。また一般的な外国人旅
行者においてはWechatの普及が進んでおらず、
インターネットサイトでの情報収集がメインであ
る。各地文化旅游局等のインターネットホーム
ページでは積極的な案内は、ほとんど見受けら
れず、全く更新がされていないサイトも多く存在
し、こちらもWeibo、Wechatでの配信（中国語の
み）に推移している。

　2008年の北京オリンピック・パラリンピック、
2010年の上海万博においてバリアフリーなど
大きくインフラの改善が見られたが、その後目
立った、利用に関する外国向け宣伝がなされて
いない。特に車椅子での移動となると、対応が可
能な地下鉄駅においても表示が少なく、ホーム
ページでも外国語でのバリアフリーの案内がな
い観光地が大多数となっており、これらの旅行
者は特にこのような情報を必要としています。ま
た、乳幼児を帯同する観光客が、授乳やオムツの
交換などができる公共施設などの外国語の情報
も不足している。

　観光案内の多言語化については、観光地や歴史
的建造物、胡同でQRコードをスキャンすること
で、観光案内を行なっている事例もあり、これら
の多言語化を旅行部門の指導で対応、促進願い
たい。先進的なテクノロジーやサービスが浸透
する中国において、外国人旅行者に対しても受け
入れサービス機能を共通化することが、今後の
個人旅行をはじめとした訪中旅行者の増加に大
きく資するため、訪中外国人旅行者への多言語
案内の整備、提供を要望する。また、個人旅行
が増加することで外国語、特に日本語ガイドの
不足にも対応が可能と考える。

⑤	国別入境旅游統計の定期的な公表
　中国に入国する外国人数について、国別、年齢
別、入国目的別、性別別、入国交通手段別統計
が公表されていたが、2016年以降、その発表が
行なわれていない。そのため日本での訪中旅行
キャンペーンや市旅游局との提携でのプロモー
ションの成果の検証が十分にできない状況が続
いており、公表の再開を要望する。
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２．ホテル
新型コロナウイルス感染症の影響は世界経済を席巻し新

しい日常を強いられるようになった。マスクの着用、消毒、
手洗い、体温測定、ソーシャルディスタンスなどの十分な対
策を実施した上でのサービスの提供が求められた。2020
年上半期の中国ホテル業界の業績は前年比57.8％と激減
した。中国政府の当初からの積極的な防疫政策により、中
国での感染状況は世界と比べて早期に収束に向かいつつ
あった。2020年秋頃には売上回復が見えて来たその矢先
に、新型コロナウイルス感染症の感染の再拡大により山東
省青島市、上海市、北京市、河北省、東北地方はじめ各地
が新規感染者増に悩まされた。政府は春節の大移動を前
に人の移動を制限するさらに厳しい政策を発令した。2021
年も引続き「安心･安全なホテル」をお客様に提供できる様
に、防疫対策を最優先に取り組んで行かねばならない。

中国ホテル事情
新型コロナウイルス感染症による影響
2020年1月23日、湖北省武漢市から市外への移動等が禁
止された。北京市政府は4人以上の集会を制限する通達を
出し、当面の宴会や会議が全てキャンセルとなり、レストラン
やフィットネスクラブ等の一部施設についても臨時休業せざ
るを得ない状況となった。また宿泊についても、北京市外か
らの来訪者には14日間の医学的観察が義務付けられ人の往
来が鈍化した。さらに、国家移民管理局が3月28日より「有
効な訪中ビザ、在留許可を持つ外国人の入境一時停止」を
公告し、海外からの渡航者の宿泊予約を受注することがな
くなった。4月8日には武漢市の移動制限が解除され、5月22
日全人代が開催された頃より活気づく。北京市内では、国内
マーケットを得意とする民族系ホテルでは90％以上の稼働
率を叩き出すところもあったが、インバウンドの割合が多い
外資系ホテルは、入国管理政策の影響により厳しい状況が
続くことになった。6月6日には北京市の緊急対応レベルが2
級から3級に引き下げられたが、6月11日には北京市新発地
卸売市場での集団感染が発生し再び2級に引き上げられた。
7日20日には緊急対応レベルが3級に下げられ、北京市内の
ホテルは再び順調に回復の道を歩みだす。しかし12月に入り
地方都市や北京市内でも新規感染者が発生し、三度厳しい
状況に陥ることになった。北京市外からの来訪者について
は、低リスク地域から来た者でもPCR検査陰性証明が必要
で、その後14日間の健康観察を行い、7日目、14日目のPCR
検査が必須となった。また海外からの入境者については、実
質21日間の隔離が義務付けられた。11月30日に合意に至っ
た日中間のファストトラックは、中国側の利用手続が不明瞭
なためにほとんど利用されていない。また、ニューノーマル
(新常態)時代において、最優先で防疫対策を行い「安心・安
全なホテル」をお客様に提供することがホテルの最重要課
題となり、消費者の意識も大きく変わった。

図：中国星級ホテルの営業収入と推移
前年（同期）比(右軸)星級ホテル収入(左軸)
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出所：	文化観光部

星級ホテルの激減と政府の支援政策について
国家統計局によると、2020年の全国住民平均所得が前
年比4.7％増と着実に上昇しており、ホテルに対するニーズ
も変化し続けている。低価格より高付加価値のホテルが選
ばれる傾向があり、五星級、四星級ホテル数が2019年まで
は増加していた。しかし新型コロナウイルス感染症の感染
拡大による経営状況の悪化により、全ての星級ホテル数が
激減している。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により政府は電
気･ガス料金の優遇政策、社会保障の軽減政策を実施し
た。また中小企業へのテナント家賃の減免を実施したが、
家主であるホテル等への補填金はない。ホテル業界が本
格的に回復するまで、これらの支援政策の継続と補填金を
検討していただきたい。

表：	 2015年～2020年上半期  星級ホテルと客室数の
推移

2015
年

2016
年

2017
年

2018
年

2019
年

2020年
上半期 15年比

五
星
級

ホテル数
(軒) 789 800 816 764 822 745 △44

客室数-
(万室) 26.9 27.5 28.6 26.6 26.0 - -

四
星
級

ホテル数
(軒) 2,375 2,363 2,412 2,411 2,443 2,083 △292

客室数-
(万室) 47.1 47.0 50.4 46.8 44.3 - -

三
星
級

ホテル数
(軒) 5,098 4,856 4,614 4,409 4,350 3,369 3,369

客室数-
(万室) 57.2 54.9 55.3 53.2 42.4 - -

二
星
級

ホテル数
(軒) 2,197 1,771 1,660 1,352 1,268 843 △1,354

客室数-
(万室) 14.7 12.4 12.5 9.8 7.5 - -

一
星
級

ホテル数
(軒) 91 71 64 29 37 20 91

客室数-
(万室) 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 - -

合
計

ホテル数
(軒) 10,550 9,861 9,566 8,965 8,920 7,060 △3,490

客室数-
(万室) 146.3 142.1 147.1 136.6 120.4 - -

出所：	文化観光部

※	2020年ホテル数は上期数値のみ出典あり。客室数は出典なし。
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コロナ禍におけるサービスクオリティー向上のための
オンライン研修の開発
2022年北京冬季オリンピック・パラリンピックを目前に
し、中国ホテル業界はサービスクオリティーのボトムアップ
が求められている。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
期間中は、ホテルは通常営業や100％の出勤ができないた
め、自宅待機等の空き時間を利用してオンライン研修を実
施することによりサービスクオリティーを向上させることが
できる。しかし、現在、ホテル関連事業を対象とするオンラ
イン研修を実施しているところは少ない。業界団体は業務
に適した研修コースを開発し、オンラインとオフラインの両
面から研修が実施できる様に注力すべきである。

＜建議＞
①	インバウンド回復のため、ファストトラックの早
期再開を要望する。

②	政府支援政策の継続と家主に対する家賃補填
金の実施を要望する。

③	サービスクオリティーのボトムアップのため、オ
ンライン研修の開発を業界団体で積極的に取
組む様に指導することを要望する。
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2019年末時点で、中国の65歳以 上の高齢 者数は1億
7,603万人で、高齢化率は12.6％に達した（国家統計局）。
高齢化が急速に進展しており、中央政府は対策として高齢
者向けサービス業の整備・発展を非常に重視している。

中国の高齢者関連サービス・産業関連政策には、長期介
護保険制度のモデル事業の拡大、「放・管・服（地方行政へ
の権限移譲、公正な監督管理による公平な競争の促進、効
率性の高いサービスによる環境づくり）」、医療と介護の連
携（医養結合）、消費メカニズムの整備、スマート健康養老
産業の発展、社区養老サービス業発展への優遇政策（社区
内でデイケア・リハビリ・食事や移動支援などのサービスプ
ロバイダーに対する各種割引や減免措置）、都市企業連動
普恵養老特定行動、社区におけるリハビリ補助器具のレンタ
ルサービス試行等、注目すべきものが多い。

中国における高齢者関連サービス・産業は巨大市場として
の成長性が見込まれる。日中間の公的な枠組みに加えて、日
中企業間の提携も活発化しており、同分野における日系企
業の中国進出も増加傾向にある。

中国の高齢化の特徴
高まる高齢化率と介護サービス品質向上政策
中国の高齢化の特徴として、高齢者人口の規模が大きい
こと、高齢化のスピードが速いこと、高齢化社会が長期化
することなどが挙げられる。2000年から2020年までに、中
国における60歳以上の高齢者人口は1億2,600万人から2
億5,388万人に増加し、高齢化率（60歳以上）は10.2％から
18.1％に高まった。2030年には3億6,500万人となり、高齢
化率は25％を超えるとも予測されている。

2019年4月、国務院弁公庁は「養老サービス発展のため
の意見」（国弁発〔2019〕5号）を公布した。本意見は、2022
年までに全ての国民が養老サービスを享受できるという原則
に立ち、養老サービス分野における就業と起業の拡大、消費
拡大などの6つの主要な目標を定めている。2022年には、介
護分野における中国初の強制性国家標準となる「養老機構
サービス安全基本規範」の施行が予定されており、介護サー
ビスの品質をさらに高める方針が示されている。

高齢化分野における日中両国の動き
高齢化問題に関する公的な枠組みと活発化する日中
企業間の提携
日本は中国に先駆けて高齢化社会が進展しており、その

豊富な経験をもとに、両国の政府関連機関はこれまでもさ
まざまな形で協力してきた。2018年10月、厚生労働省と国
家衛生健康委員会は「日本国厚生労働省と中華人民共和国
国家衛生健康委員会との間の高齢者介護の協力に関する行
動計画（2018～2022年）」に署名した。経済産業省は国家
発展改革委員会との協力のもと、日中間の高齢化対応の中
でのさらなる協力推進と両国経済界の交流を後押しするこ
とを目的として「日中介護サービス協力フォーラム」を2018
年10月は北京で、2019年9月は東京で開催した。国際協力
機構（JICA）は民政部と2016年5月から2020年5月までの
4年間にわたり技術協力プロジェクト（日中高齢化対策戦略
技術プロジェクト）を展開してきた。

高齢者関連サービス・産業の日系企業の中国進出は増加
傾向にある。その進出分野は、サービス関連（介護施設運
営・在宅サービス・人材育成）、施設の建設やデザイン、見守
りサービスなどの施設運営システム、福祉器具、福祉用品、
保健食品など多岐にわたる。

介護をめぐる日中間の相違と待たれる介護保険制度
の確立
中国における高齢者関連サービス・産業は巨大市場として
の成長性が期待できるものの、両国間には多くの相違が存
在する点は留意が必要である。例えば、養老サービスに対
する一般的な理解についても、日本では高齢者の「自立支
援」が主要な概念であるのに対し、中国では高齢者に対して
より懇切丁寧なサービス提供が求められる傾向がある。

このような状況の中、日系企業の関心が高いものの1つ
は、中国における国レベルの長期介護保険制度の実現であ
る。人力資源社会保障部が2016年に「長期介護保険制度
試行拠点の展開に関する指導意見」を公布し、15のモデル
都市が相次いで長期介護保険制度の政策を打ち出した。モ
デル都市以外でも、少なくとも16の都市において長期介護
保険制度が試行された。浙江省温州市などではパーソナル
介護（非正式護理、親族や家政婦など非専業人員による介
護）への支援の強化が顕著であり、また北京市海淀区では
全国初の民間型商業性長期介護保険が誕生している（出
所：北京師範大学中国公益研究院）。

2020年には、「長期介護保険制度試行拠点の拡大に関
する指導意見」が発表され、長期介護保険制度試行拠点都
市として新たに14都市が追加された。本意見の発表により、
第14次5カ年規画（2021～2025年）の期間中に、中国の現
状に合わせた介護保険制度の基本的な政策枠組み形成、国
民の多様なニーズに合わせた多層的な介護保険制度確立を
推進する方針が示された。既に運用が始まっているモデル

第１０章
高齢者関連サービス・産業
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都市におけるパイロット事業についても、保障対象や資金
調達方式、給付方式、要介護認定基準、認定機関などが一
様ではなく、パイロット事業はどのように収束するのか、国
レベルの制度は実現するのか、引き続き注目は高い。

福祉用品市場（販売・レンタル）の拡大
2016年の国務院弁公庁「養老サービス市場の全面開
放、養老サービス品質向上に関する若干意見」（国弁発
[2016]91号）が公布されて以降、養老サービス市場は全面
的に開放され、外国企業の参入も急速に増えている。2019
年9月に工業情報化部が公布した「高齢者用品産業の発展
促進に関する指導意見（意見募集稿）」では、2025年まで
に高齢者用品産業の市場規模が5兆元を上回ることが強調
されている。

日本では、2000年に導入された介護保険制度を基礎とし
て福祉用品レンタルサービスが発展してきたが、中国でもレ
ンタル事業への取り組みが始まりつつある。2019年6月、民
政部等から「リハビリ補助器具の社区レンタルサービス試
行拠点地区の確定に関する通知」が発表された。政府が監
督管理、補助金を含む優遇策の制定を主に担当し、運営面
では企業による参画が積極的に呼びかけられている。また、
サービスを提供する企業のほか、用具の洗浄・消毒など関
連企業の参入も歓迎するとしている。本試行拠点の対象都
市の1つで、サービスをいち早く開始した上海市では、75歳
以上の高齢者および60歳以上の低収入高齢者を対象に、
年間3,000元を上限にレンタル価格の50％を補助してい
る。既に市内150カ所にレンタル拠点を設置しており、2021
年には市内全域をカバーできる見込みだとしており、複数の
日本企業もレンタル製品プロバイダーに選定され、レンタル
サービスを提供している。

福祉用品の販売やレンタル、開発のいずれも、日本が介
護保険制度を後ろ盾として20年近く経験を積んできてお
り、福祉用品の種類やノウハウの多様さも日本に優位性が
あると言える。しかし、商品価格もさることながら、ISO国際
規格で採用されている基準が中国に根付いていない、（医
療業や旅行業など別産業の製品基準で代替されることが多
く）介護産業に特化した標準づくりが中国では進んでいな
い、といった現状がある。

日中ともに介護人材は大幅に不足
2019年9月には、日本の介護福祉士（国家資格）に相当
する「養老護理員」の技能水準を定める「養老護理員国家
職業技能標準（2019年版）」が発表された。2020年6月に
は、その育成方法を定める「養老護理員育成大綱（意見募
集稿）」を発表した。10月には「健康養老職業技能教育計
画に関する通知」を発表し、介護人材向けの教育を強化す
るとともに、人手不足の解消や技能レベルの向上を目指す
と打ち出した。とりわけ実務能力の訓練に重点を置き、特に
要介護・認知症の高齢者向けのケア、リハビリサービスなど
に関する教育を強化するとしている。人力資源・社会保障
部によると、中国で介護を必要とする高齢者数は約4,000万
人とされている。しかし、2019年時点の養老護理員数は30
万人にとどまっており、2022年末までに200万人まで増や

す数値目標がありつつも、介護現場では人手不足が深刻な
状況が続いている。各地方政府でも独自の目標を設定し、
養老護理員育成を進めている。今後も民間企業による有料
トレーニングの提供、日中の教育機関の連携による人的交
流、オンライン教材の開発、スマート介護の促進、介護職員
の待遇改善への取り組みなど、多岐にわたり日本の知見が
活かせると思われる。

＜建議＞
1.	 介護保険制度
　2020年9月10日に国家医療保障局および財政
部から公布された「長期護理保険制度の試験地
域に関する指導意見」（医保発〔2020〕37号）
医保発〔2020〕37号）により、これまでの14都市
の試験実施都市に加え、新たに14都市が追加さ
れたところであるが、国レベルの長期介護保険
制度の実現可能性、既存の医療保険制度や商業
性介護保険との兼ね合いなどを含め、同産業を
支える包括的な体制について、明確で具体的な
政策措置の早期策定を要望する。

2.	 介護サービス
①	護理ステーション申請の規制緩和
　上海市において護理ステーション（護理站）の
ライセンス取得申請を行う場合、非営利性組織
（NPO）であることが条件となっている。一方
で、現在外資企業が非営利性組織を設立するこ
とは認められていないため、外資企業も護理ス
テーションのライセンス取得申請が可能となるよ
う、申請条件の緩和を要望する。

②養老サービス事業者における執業看護師の
登録

　日本企業が提供する日本式デイケアサービス
においては重度の要介護者に十分かつ安全な
サービスを提供するため、また、日本式訪問介
護サービスにおいては要介護者の状態を適切に
評価するため、執業看護師の常駐が必須である
と考えている。他方で、現在医療ライセンスを保
有していない養老サービス事業者に対しては、
執業看護師の登録および5年ごとの執業看護師
資格の更新が認められていない。そのため、養
老サービス事業者に対しても執業看護師登録お
よび執業看護師の資格更新ができる仕組み作り
を要望する。なお、外資企業が医療ライセンスの
取得申請を行うに当たっては、2,000万元の投
資額が必要であり、かつ外資企業の本社が所在
する国において医療機関等を運営していること
が条件とされているため、外資養老サービス事
業者が医療ライセンスを取得することは困難と
なっている。

3.	 福祉用具、住建材
①	福祉用具カテゴリーの規格創設
　中国においてリハビリ補助器具のGB規格や医療
機器の規格が存在するが、これらの基準は、医
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療行為を行うことが前提で作られており、実際
の介護現場にはなじまない規格となっているこ
とがある。高齢者向け施設ないしは高齢者個人
が使う用具の規格として（医療用などとは別に）
高齢者が使う福祉用具に特化した規格を創設す
ることを要望する。

②	政府調達
　政府購買入札等で、購買の対象を内資企業に限
定されることがあるが、日系企業としては、外資
企業であっても、中国国内で生産し、かつ納税も
しているのであれば対象として認めていただくこ
とを要望する。

③	リハビリ補助器具社区レンタルサービス制度の
拡大と啓発

　2019年6月18日に民政部、国家発展改革委員
会、財政部および中国残聯から公布された「リハ
ビリ補助器具社区レンタルサービス制度の試験
地域に関する通知」（民函〔2019〕61号）により、
13の都市で試験的に制度が運用されている。

　同様に高齢者が多いと考えられる都市（例えば
長期護理保険制度の28試験実施都市）において
も、同様の政策が早期に明確な制度公布と詳細
な条件が公示され導入されることを要望する。

　また、既に導入済の上海市においては、制度が
対象となる人に伝わっていないこともあり、長者
護理保険利用者に対して宣伝をするなど、高齢
者ならびにその家族に対する広範な制度啓発活
動を要望する。

④リハビリ補助器具の滅菌消毒や洗浄の基準
制定

　福祉用具のレンタルサービスについては、上記
の通り上海市では既に制度が確立されていると
ころであるが、レンタルを行っている事業者にお
いては、物流や消毒にかかるコストが増大してい
る。消毒を行うにあたっての基準ならびに車輛
登録規制の緩和や、物流や消毒設備に関しての
費用的な負担に対する補助金を期待する。

　また、レンタル期間満了後の福祉用具に関する
消毒に関して明確な基準またはガイドラインが
設定されていない。中国「リハビリ補助器具レン
タルサービス第2部分：洗浄消毒規範」内容意
見募集案が公示されているが、引き続き制度の
整備や詳細な基準の制定を要望する。

⑤	介護事業者車輛
　介護事業を行うにあたり、福祉用具レンタル業
務で使用される運送車輛や、デイサービスの送
迎で利用する移動用福祉車輛は不可欠である。
都心部などでは自動車の購入登録規制が厳し
く、車輛を増やすことができず、事業が拡大でき
ないことがある。一部のエリアにおいては政府
から、介護事業者の車輛に関しての優遇施策が
あるようだが、介護事業全般のサービスの質の
向上、サービス範囲の拡大のため、介護福祉業
者やレンタルプロバイダー向け車輛登録の規制

緩和と明確な優遇政策基準策定と実施を要望
する。

⑥	医療器械の認定
　現在中国国内において車いす等の医療器械を
販売できるように、メーカーが管轄の薬品監督
管理局に商品の医療器械登録申請を行い、医療
器械製品の認定を受ける必要がある。車いすの
場合は第二種医療器械にあたり、医療器械登録
の申請が受理されてから認定を受けるまで、審
査で130日程度、それに加えて第三者による試験
を行う都合により、1年以上の期間を要している
のが現状である。

　安全性や利便性により優れた新商品を中国市場
に早期に導入し、普及させるためにも、認定まで
の簡素化、期間短縮ないしは、海外での基準や
試験結果でも有効となることを要望する。

⑦	抗菌、抗ウイルス製品の新規規格制定、規格相
互認定

　抗菌・抗ウイルスの需要が高まる中、日本と中
国でそれぞれ規格が異なるため、新たな規格の
制定や兼用性を認めていただきたい。例えば壁
紙、床材、建具、手すり、車いす、ベッドなどでは
ISO（国際標準化機構）が制定したISO規格や、
JIS（日本産業規格）が制定したJIS規格を元に
機能性を試験している。GB（中国国家標準規
格）でも、ISO規格やJIS規格を参考に新たな規
格の制定や、ISO規格、JIS規格との兼用性を認
めていただきたい。抗菌・抗ウイルス商品の採
用拡大によって、介護現場での環境改善となり
サービス向上が期待できる。

4．日本から中国への介護技能移転
①	技能実習制度を活用して日本に渡航する個人の

渡航前負担軽減
　技能実習制度を活用し日本での就労および最終
的な中国への介護技能移転を目指す個人の経
済的負担を軽減するために、中国政府として日
本語学習や中国国内での介護技術習得に対す
る補助や助成制度の創設を要望する。

②	特定技能1号制度の二国間協定早期締結
　日本国にて2019年4月より開始された特定技能
1号制度は、介護分野においても適用が可能で
あるが、実際に中国から日本へ人材送出しを開
始するためには、送り出し国から円滑、適正に送
り出すことを目的とした中国政府と日本政府の
二国間の協力覚書が必要である。本二国間の協
力覚書については、2020年12月30日時点で中
国との間では締結されていないことから、早期
の締結を要望する。

③	中国人が日本で介護資格を取得した場合の中
国帰国後の取り扱いについて

　日本で介護福祉士等の国家資格を取得し中国
に帰国した者に対して、高度介護技能取得者と
して中国国内でも有効な資格として認可される
ことを要望する。
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１．北京市
2020年の北京市の域内総生産（GRP）の実質成長率は

1.2％で、新型コロナウイルス感染症による影響もあり、前
年からは4.9ポイント鈍化し全国の実質GDP成長率（2.3％）
を1.1ポイント下回った。市政府は、新型コロナウイルス感
染症の厳しい試練と国内外の環境の深刻な変化に直面し
つつも、2020年の経済は「穏中求進」（安定の中、進歩あ
り）という全体の基調を堅持したと評価した。

2020年の経済状況
2020年の北京市のGRP総額は前年比1.2％増の3兆
6,102億6,000万元となった。産業別にみると、第一次産業
は前年比8.5％減の107億6,000万元、第二次産業は2.1％
増の5,716億4,000万元、第三次産業は1.0％増の3兆278億
6,000万元だった。工業生産額（一定規模以上の企業が対
象、付加価値ベース）は前年比2.3％増で、前年と比べ0.8ポ
イント下落した。うち、ハイテク製造業は9.5％増加した。ま
た、重点産業をみると、医薬製造業が9.4％増、コンピュー
タ・通信・その他電子設備製造業が14.6％増、電力・熱生産
供給業が4.4％増、自動車製造業は5.7％増となった。

全社会固定資産投資総額は前年比2.2％増となった。この
うち、インフラ関連投資は12.3％減と引き続き減少した。産
業別にみると、第一次産業が22.8％減、第二次産業が28.0％
増、第三次産業が1.0％増となった。うち、文化・スポーツ・娯
楽業と科学研究・技術サービス業がそれぞれ1.1％増、57.0％
増となった。不動産開発投資は2.6％増と回復した。

社会消費品小売総額は前年比8.9％減の1兆3,716億4,000
万元で、一定規模以上の卸売・小売・宿泊・飲食業のインター
ネット販売額は30.1％増と、小売総額の32.2％を占めた。

消費者物価指数（CPI）は前年比1.7％上昇した。北京市
住民の1人当たり可処分所得は2.5％増の6万9,434元となっ
た。なお、2019年末の常住人口は2,153万6,000人となり、3
年連続で減少した。うち、都市部人口は1,865万人と同市人
口の86.6％を占めた。

対内直接投資実行額は0.8％減の141億ドルとなった。

北京市の特徴
北京市は中国の首都であり、中国における政治・経済・文
化の中心として発展を遂げてきており、世界有数の国際都
市となっている。北京統計年鑑2020をもとにGRPの産業別
シェア（2019年）をみると、北京市ではGRPに占める第3次

産業のシェアが83.5％と高く、GRP成長率に対する寄与率も
87.8％にのぼるなど、経済構造に占める存在感が大きい、。

北京統計年鑑2020をもとに第3次産業における業種別
シェア（2019年）をみると金融（22.2％）、情報通信・ソフト
ウェア（16.2％）、科学研究・技術サービス（9.6％）、卸・小
売（9.7％）、リース・ビジネスサービス（8.7％）の順となって
いる（リース・ビジネスサービスには統括拠点が含まれる）。
特に情報通信・ソフトウェアと科学研究・技術サービスは先
端的サービス業といえるもので、企業の開発力、技術力の
向上をもたらし、産業高度化の過程において重要な役割を
果たす。また、金融におけるフィンテックや卸・小売におけ
るIoTを活用した新形態の店舗の発展なども含め北京市に
おけるさらなるイノベーションの進展・生産性の向上に向け
て、今後これらの産業の集積がよりいっそう求められる。

北京市には中国企業や日本を含む外国企業の統括拠点
が多いことなどから、北京市の先端的サービス業は同市の
みならず中国全土を対象に幅広くサービスを展開していると
考えられ、北京市におけるこれらの産業の集積は、中国全体
の産業高度化においても重要といえる。

なお、これらの産業集積を進めるうえでは、引き続き日本
を含む外国の統括拠点や先端的サービス業を含む先進企
業のさらなる誘致を進めていただくことが有益と考える。

優れた人材・企業の集積、サービス業開
放の促進に向けて
2018年4月に公布された「北京市人民政府が対外開放を
拡大し、外資利用水準を高めることに関する意見」におい
て、外商投資建設工程設計企業に対し、外国籍技術人員の
比率条件を取り消すことや外商投資企業の北京市における
高齢者サービス分野への進出を奨励することなどが示され
た。さらに、多国籍企業が北京市において地域本部を設け
ることを支持し、都市公共サービス施設やインフラ建設およ
び政府調達プロジェクトに参加することを支持すること、イ
ノベーション分野においても外商投資企業が研究開発費用
の税制控除などの優遇策を適正に享受できるようにするこ
となどが示された。同じく2018年4月には「北京市ポイント
制戸籍施行管理細則（試行）」によってポイント制による北
京市戸籍取得の条件や具体的手続が定められた。2020年
10月には同手続による申請に基づいて約6,032人に新たに
北京市戸籍を付与することが発表された。

2020年も引き続き北京市によるビジネス環境改善の取り
組みや規制緩和等の進展が見られた。9月7日、北京におけ
る新たなサービス業の開放拡大方案を国務院が承認したこ

第１章
華北地域（北京市、天津市、山東省）
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とにより、外商投資国内インターネットVPN業務が許可（出
資比率は50％未満）され、海外の通信運営事業者が、合弁
会社の形式で在北京の外資系企業に対して上記VPNサービ
スを提供することができるようになる。また、9月24日には、
中国（北京）自由貿易試験区が設立された。自由貿易試験
区ネガティブリストが適用されることにより、外商投資文芸
団体公演の許可（中国側による過半数出資）といった規制
緩和が北京自由貿易試験区では実施されることになる。

上記を踏まえ、北京市において、日系企業がよりいっそう
発展を遂げ、北京市の経済発展に寄与するために、課題と
なっている事項等について、以下の4点を要望する。

第一に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積を促進する
ため、先進的な人材政策の展開を要望する。北京市が目覚
ましい成長を遂げている中国の首都としてさらに発展する
ためのカギの1つは人材にあると考える。

そのため、外国人材のさらなる活用は有益であり、豊富な
経験を有する日本人などを柔軟にかつ手厚く配置すること
を可能とするため、駐在員にかかわる過剰なコスト（社会保
険や居留許可手続などにかかわる費用コスト、手続コスト）
の軽減をお願いしたい。

加えて、中国の人材がさらに能力を発揮できるような環境
を整えることも有益であり、優秀な中国人を柔軟にかつ手
厚く配置することを可能とするため、条件を満たす地方出身
者へのインセンティブ強化をお願いしたい。

第二に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび科学技術分野の企業の集積を促進するために、透明
性の高い政策運営、ハイテク企業や先端的サービス業への
優遇強化および優遇策の確実な実施、行政手続の簡素化
を要望する。

透明性の確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を
行ううえで不可欠であり、中国政府が進める「近代的な市場
体系の完備」の前提ともいえるものである。統括拠点を設
立し、「地域本部」として認定されたものの、税収の貢献度
が少ないことを理由に補助金の支給が留保される事例が出
ているので、改善を要望する。加えて、高騰する人件費やオ
フィス賃料をカバーするような、他の地域に劣らない、優遇
策の追加・拡大を検討いただきたい。加えて、地域再開発
計画や環境規制などの実施などの際には十分な対応期間
を設けていただくことをお願いしたい。

また、北京市への先進技術の集積促進のためには、集積
回路企業、ソフトウェア企業などを含めたハイテク企業に対し
て、優遇制度の拡充をお願いしたい。例えば、集積回路企業、
ソフトウェア企業に対する企業所得税の減免期間の拡大や、
同様の優遇制度の他のハイテク分野への拡大が考えられる。

さらに、首都にふさわしい産業構造を実現する上で、ハイテ
ク企業とともに、前述の先端的サービス産業の立地の促進も
さらに図る必要があると考える。日本ではこうした先端的サー
ビス産業を産業の「頭脳部分」としてとらえ、頭脳立地法とい
う法律で集積の促進を図った。税制優遇や政府系金融機関
による低利融資を通じて、一定の成果を収めた経験がある。

第三に、北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推進
するにあたり、進出日系企業の声に耳を傾けて、個別分野
での積極展開を要望する。

第四に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等
に相応しい生活環境を整備するために、生活に密接に係わ
りを持つ分野において、総合的視野に立った取り組みを要
望する。大気汚染や交通渋滞などの問題について、近年市
政府はその取り組みを強化されているが、他省とのさらなる
連携強化を図りつつ、引き続きこれらの問題を重視し、総
合的視野を持って取り組んでいただきたい。

引き続き対話継続を
2020年も、北京市投資促進服務中心との意見交換が実
施できたことに感謝したい。

ただし、さらなる相互理解が必要な部分もあり、引き続き
中国日本商会との対話の機会をいただきたい。十分な意見
交換の時間を確保するためにも、以前のように北京市と中国
日本商会の2者の形での開催が望ましい。2014年より中国
日本商会は、北京市投資促進服務中心およびジェトロの3者
で意見交換の場を持たせていただいているが、引き続き、よ
り多様なチャンネルを通じて相互理解を深めるため、北京
市各政府機関との交流の機会をいただくことを希望する。

新型コロナウイルス感染症の影響
2020年から2021年にかけて、新型コロナウイルス感染
症は在中国日系企業にも大きな影響を与えた。

日中経済協会北京事務所と中国日本商会は2020年12月
1日、11月25日から27日にかけて実施した第11回新型コロ
ナウイルス感染症の影響に関するアンケート調査の結果を
発表した。同アンケート調査は、中国日本商会の市内法人
会員508社に案内され、うち116社から回答を得た。

アンケート調査の結果によると、北京の事業所におけ
る現地採用職員の出勤体制については、回答企業のうち
64.3％が「新型コロナウイルス発生以前の出勤体制に戻っ
ている」と回答した。「新型コロナウイルス感染症発生後、
在宅勤務制度を整備し、通常の出勤体制としている」「新型
コロナウイルス感染症対策として時差出勤や交代勤務はあ
るが全員出勤させている」がそれぞれ14.8％で続いた。

また、本来の在北京日本人駐在員は543人だが、2020年
11月27日時点で496人（91.3％）の駐在員が北京にいること
が分かった。北京に駐在員が来る（戻る）ことへの阻害要因
としては、「招聘（しょうへい）状の発給の停滞」（61.0％）、
「14日間隔離の困難さ」（46.3％）、「フライトの確保の困
難」（39.0％）などを挙げる企業が多かった。なお、新型コ
ロナウイルス感染症の発生前より駐在員の定数を減少させ
ると回答した企業は15.2％だった。

中国日本商会では、2020年2月、会員企業を中心に「新
型コロナウイルス感染症に関する課題と要望」について意見
を募集し、日本貿易振興機構北京事務所、日中経済協会北
京事務所の3組織の連名にて、政府機関等に「新型肺炎の
感染流行への積極的な対策と企業の正常な生産経営の早
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期回復に関する日系企業の意見」を提出した。同意見では、
省市をまたいだ移動制限に関して一律の隔離ではなく分類
管理を行うこと、操業再開のための申請にかかわる問題の
改善、中央・省市レベルでの通知と現場の運用実態との齟
齬について、ウェブサイトでの公開や公文書での通知を徹底
し、相互の通知や指示の矛盾を避けること、日本一時帰国中
にビザ・居留許可等の期限が切れる問題などを提起した。

また、2020年7月には、日本企業関係者等の日中間の往
来に関して、(1)ビザの広範かつ迅速な発給、(2)ビジネス関
連の人員のみならず、日本人学校教員へのビザ発給、(3)北
京への直行便の再開を含め、日中の旅客便の早期の路線回
復・増便を要望した。

さらに、中国日本商会は2020年12月28日、日中間の往来
に関する要望書を外交部や商務部、関係各省・市政府など
に送付した。要望書には、往来の主な障害となっている(1)
ファストトラックの運用手続の早期明確化・合理化、(2)日本
との直行便の早期再開および再開済み路線の増便、(3)ビザ
取得に必要な招聘状の迅速な発給、(4)集中隔離環境の改
善と集中隔離期間の短縮、(5)集中隔離終了後の各都市に
おける追加隔離措置の廃止、の5項目が盛り込まれた。

地方政府との交流の状況
北京市との意見交換会
・2020年9月28日
・北京市側参加者：北京市投資促進服務中心主任（旧北
京市投資促進局）
・日本側参加者：中国日本商会、ジェトロ北京事務所
・交流内容：白書を紹介し、新型コロナウイルス感染拡
大防止抑制措置の終了基準や外資独資での中国人の
海外旅行業務取扱の具体的な認可スケジュールに関し
て建議。担当部局から実態および市政府としての考え
方、対応の説明があった。

＜建議＞
①	北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お

よび先進企業の立地拠点に相応しい人材の集
積を促進するために、先進的な人材政策の展開
を要望する。

　豊富な経験を有する日本人を柔軟にかつ手厚く
配置することを可能とするため、駐在員にかかわ
る過剰なコスト（費用コスト、手続コスト）の軽
減を要望する。

・	居留許可手続

	 2013年7月の出入国管理法改正により、居留許
可手続の審査期間は従来の5営業日から「15営
業日以内」に変更された。北京市では2015年8
月より「10営業日以内」に短縮された。2018年
からは新たな利便性措置が開始され、オンライ
ンで居留許可申請手続を予約した場合、10営業
日からさらに7営業日に短縮するという運用がな
されている点は歓迎したいが、親族の不幸や、

経営にかかわる緊急の出張が生じた際に一刻を
争う海外出国ができない事態が起こりうるので、
従前の5営業日に戻すことを要望する。

・	外国籍人員の就業条件

	 2014年6月「北京市外国籍人員の雇用業務をさら
に強化することに関する通知」が公布され、条件の
1つに「学士以上の学位および2年以上の関連業務
の経験を有すること」がうたわれている。その後、
2017年3月29日に、国家外国専門家局より「外国人
訪中就労許可サービスガイドライン（暫定施行）の
印刷発行に関する通知」が公布され、中国で就労
する外国人の就労許可取得申請にかかる管理制度
が簡素化され、事務手続の効率が向上したことは
評価される。一方で、これまで北京市人力資源社会
保障局から「北京市外国籍人員の雇用業務をさら
に強化することに関する通知」を廃止したという通
知は出されていないため、実務において法律適用
に矛盾が生じないよう運用の統一を要望する。

	 優秀な中国人を柔軟にかつ手厚く配置すること
を可能とするため、地方出身者へのインセンティ
ブ強化を要望する。

・	北京市戸籍

　北京市戸籍を有していないと、子女教育などで
影響を受けることから、地方出身の優秀な人材
確保のため、一定の基準を満たす企業に対して
は提供される北京戸籍枠の増加を要望する。

②	北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび科学技術分野の企業の集積を促進するた
めに、透明性の高い政策運営、ハイテク企業や
先端的サービス業への優遇強化、行政手続の簡
素化を要望する。

・	施策施行の十分な対応期間の確保

	 地域再開発計画に合わせ、半年から1年先に向け
て移転の準備を進めていたところ、計画の前倒
しにより突然立ち退きを求められた事例があっ
た。移転等の準備を始めているとはいえ、半年
以上先の計画を数日内で実施するように求めら
れても、対応は非常に困難である。さらには、そ
の影響は当該企業のみならずサプライチェーン
全体に波及する可能性もある。施策の施行時に
は、十分な対応期間を設けるよう要望する。

・	補助金に関する不透明な政策運営

	 2009年1月より、北京市では、資本金1億元以上
で統括拠点を設立し、「地域本部」として認定
されれば、3年間補助金を受給できることになっ
ている。しかし、税収の貢献度が少ないことを理
由に、補助金の支給が留保される事例が出てい
る。一般的に、統括拠点は自ら事業を行ってい
るわけではなく、収入は配当や管理費等に限ら
れている。資本再編や投資を行って配当収入を
得るまでには相応の期間を要することに鑑み、
その期間を支援する目的で、税収の貢献度に関
わらず補助金を支給するよう要望する。

・	ハイテク企業への優遇制度
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	 外資企業の先進技術を導入するため、ハイテク
企業（集積回路企業、ソフトウェア企業含む）に
対して、優遇制度の拡大を要望する。

・	先端的サービス産業への優遇制度

	 「科学研究・工業技術サービス」「情報通信・ソ
フトウェア」「リース・ビジネスサービス」などの
付加価値の高い先端的サービス産業に対して優
遇制度の実施を要望する。先端的サービス業の
集積を図ることで、相互刺激、相互補完による効
率的な事業環境が実現され、集積回路や、ソフ
トウェア関連の企業などを含めた先端的サービ
ス産業の立地促進にも繋がる。

・	イノベーションに関する支援策等の情報提供

	 北京市においてはイノベーションに関する各種
優遇策に関する情報をワンストップで得られる
ように、外資系企業に特化した情報提供窓口を
設けるよう要望する。

・	企業に対する情報提供の充実

	 北京市投資促進服務中心に対して、外資系企業
に対する説明会等を実施する際には、日本語か
英語の通訳を手配するよう要望する。また、通
訳の手配が難しい場合においても、企業内で情
報を共有できるようにするために資料配布を行
うよう要望する。

	 2020年4月28日より実施されている「北京市ビ
ジネス環境改善条例」では、第48条において、
「政府および関連部門は政府と企業のコミュニ
ケーションメカニズムを設立し、企業の意見を
聴取し、企業に政策情報を提供すること」、第
66条では「政府および関連部門は企業の生産
経営活動に密接に関連する政策措置を制定す
る際は企業に対して30日以上の調整期間を与え
ること」と規定されている。こうした規定を確実
に実施していただくよう要望する。

③	北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推
進するにあたり、以下のような個別分野での積
極展開を要望する。

・	中外合弁、外資独資旅行会社に対する出境ライ
センスの認可

	 2018年7月30日に「北京市の改革の全面深化、
対外開放拡大に関する重要措置の行動計画」が
公布され、同計画の47条において、北京市に設
立された外商独資旅行会社については中国公民
の出境旅遊業務を試験的に認めるよう取り組ん
でいくと明記された。2019年2月22日、国務院よ
り「北京市サービス業の開放拡大の全面的推進
に関する総合試験活動案に関する国務院の認
可回答」が公布され、北京市において、サービス
業の開放拡大総合試験の継続と全面的推進が
認可され、その期間は認可回答日から3年間とさ
れた。2019年12月には北京市商務局より、外資
系旅行会社に中国人の海外旅行業務を認めるな
どサービス業の規制緩和が発表された。しかし、

この発表後、実際の許認可等が進んでいない。
同措置に基づく申請の有効期間は3年であり、
2022年2月には、暫定実施期間が終了となる。
旅行社管理部門に対し、すみやかに許認可のプ
ロセスを進めるよう要望する。

・	公立医療機関における消耗品の入札

	 北京市においては2007年より心臓ペースメー
カー等の高価値消耗品の入札が行われておら
ず、多くの公立医療機関に対し新製品を提供で
きないとの声が寄せられている。患者が最新医
療を受けられるよう、定期的な入札および集中
購買の実施を要望する。

・	医療関係投資事業の制限緩和

	 医療関係投資事業については、申告プロセスの
簡素化は実現されたが、投資比率や合弁期間、
投資総額に対する制限が存在する。同分野への
外資投資が加速することで、医療産業の成長・
発展に資することが期待できるため、先進的取
り組みとして、北京市よりの実質的な参入障壁
の緩和を要望する。

④	北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等
に相応しい生活環境を整備するために、生活に
密接にかかわりを持つ分野において、総合的視
野に立った取組を要望する。

・	小売店舗

　2017年から要望してきた小売店舗の営業許可の
迅速化については大幅な改善が示されており、内
外資の不平等を感じることも減少した。コンビニ
エンスストアは都市生活の象徴的な小売店舗であ
り、都市社会インフラにつながるものであることか
ら、出店のみならずブランドイメージの維持・向上
も含め、引き続き行政の改善・協力を要望する。

・	交通渋滞

　北京市の交通渋滞が深刻である。公共交通機関
のいっそうの整備・拡充、交通整理の強化、駐
車場の整備、違法駐車の取り締まり、市民の交
通ルール遵守意識向上のための啓発など、引き
続き改善に向けた取り組みを要望する。

⑤	新型コロナウイルス対応に関する要望
・	新型コロナウイルス感染症の防止・抑制のため、事
業所の出勤比率を50％や75％以下に抑えるよう求
める要求やグループでの会食の禁止など各種の措
置が実施されたが、これらの措置の終了について
は明確なアナウンスがなく、企業にとって予見可能
性が低く見通しが立てづらい状況であった。今後こ
うした各種措置等の改廃の時期の見通し、あるい
は終了の基準等について可能な限り迅速に、かつ
明確な手段で情報を公開するよう要望する。

・	2020年9月から一部の国と北京の間の直行便が
再開されているものの、日本との間ではまだ再開
されていない。日中関係や北京との円滑な往来
の重要性に鑑み、日系航空会社による速やかな
直行便の再開を要望する。
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２．天津市
2020年の天津市の域内総生産（GRP）の実質成長率は

1.5％となり、全国の実質GDP成長率（2.3％）を0.8ポイン
ト下回った。天津市は、2020年の天津市経済は新型コロナ
ウイルス感染症の深刻な影響を受けたものの四半期を追
うごとに回復し主な指標は所期の期待を上回ったとした。
2021年の経済成長率の所期目標は、6.5％としている。

2020年の経済状況
2020年の天津市の域内総生産（GRP）は前年比1.5%増
の1兆4,083億7,300万元だった。GRPを産業別にみると、
第一次産業は前年比0.6%減の210億1,800万元、第二次
産業は1.6%増の4,804億800万元、第三次産業は1.4%増
の9,069億4,700万元だった。消費者物価上昇率は2.0%
（2019年は2.7%）、固定資産投資額（農家を除く）伸び率
は前年比3.0%増（13.9%増）、一定規模以上の工業生産は
1.6%増（3.4%増）、社会消費品小売総額は15.1％減（8.9％
増）だった。

全市住民1人当たり可処分所得は3.4%増の4万3,854元、
都市部住民1人当たり可処分所得は3.3%増の4万7,659元と
なった。

貿易総額は、前年比0.1%減の7,340億6,600万元、うち輸
出は1.9%減の3,075億1,200万元、輸入は1.5%減の4,265
億5,400万元、貿易収支は1,190億4,200万元の赤字だっ
た。一般貿易輸出額は10.7%増、輸出に占める割合は前年
から4.5ポイント上昇し56.8%となった。

天津市の特徴
天津市は中国四大直轄市の一つであるとともに、環渤海
経済圏の中心に位置し、中国北方最大の沿海開放都市と
して、特殊な地理的位置にある。中央政府は、天津市の都
市機能について、「一基地三区」、すなわち、全国の先進的
製造・研究開発基地、北方の国際輸送の中核区、金融イノ
ベーションモデル区、改革開放先行区と位置付けている。こ
の位置付けは、中央政府が経済の新たな発展ニーズに対応
すべく制定した地域発展計画である「京津冀（北京市、天
津市、河北省）協同発展」戦略における、天津市の今後の取
り組みの重点でもある。また第14次5カ年規画期間（2021
～2025年）における天津市の発展目標には、都市建設の方
針として旧市街地（津城）については現代的なサービスを
充実させ、濱海新区（濱城）については都市と港湾、産業が
融合した新都市の建設を進め、2つの都市エリア建設によ
り、世界レベルの都市圏中心都市としての京津冀建設加速
を掲げている。

天津市は、すでに産業基盤がある航空宇宙、設備、石油
化学、自動車産業を高度化するとともに、スマート技術、バ
イオ医薬、新エネルギー・新素材などの戦略的新興産業の
発展に力を入れている。また、第14次5カ年規画期間には、
量子科学技術や新素材など先進的製造業の集積を図るほ

か、北京からの産業移転のさらなる受け入れ、北東アジア
国際海運ハブ港の建設、実体経済を支える金融業の振興を
掲げている。

早くから対外開放された都市であることから、天津市で
は経済に占める外資系企業の貢献が大きく、天津市の貿易
の約半分、税収の3分の1、工業生産額の3分の1、雇用の10
分の1（70万人超）を外資系企業が担う。「一帯一路」建設
に積極的に参入し、中欧先進製造産業園、天津イタリア中
小企業産業園、日中（天津）健康産業発展合作示範区など
の園区建設を推進している。近年は、世界銀行の事業環境
ランキング（Doing Business）の指標を参考に、国際的に
通用するビジネス環境の構築を目指して、「一制三化（承諾
制、スマート化、標準化、利便化）」の許認可制度改革を推
進し、ビジネス環境改善に取り組んでいる。

質の高い発展を目指して
すでに進出している企業が天津市で継続的に発展できる
環境を整備することが、先進的な取り組みをする外国企業
の誘致につながり、天津市が目標とする質の高い発展に有
益と考える。天津市に進出する日系企業が、いっそう発展を
遂げ、天津市の経済発展に寄与するために挙げた建議を整
理すると、以下の3点に集約される。

第一に、予見可能性の向上である。環境規制への対応で
は、自社やサプライヤーが地域の大気汚染濃度が高まった
ときなどに事前通知の時間が短く、生産活動への影響が大
きい。また、天津市で国際的なイベントが開催される際の交
通規制が、規制開始の1～2日前に発表され、業務に支障な
く規制に対応することが困難である。規制内容について、公
平かつ合理的なルールを前広に書面で公式に発表すること
を要望したい。

第二に、優れた生活環境の整備である。天津市では、工
業地域が拡大する一方、公共交通インフラの整備が追い
ついておらず、新たに進出した企業では、通勤バスの手配
が負担となっている企業もある。天津濱海国際空港では、
2021年末に完成予定の国際線ターミナル到着エリアの改
造工事完成が期待される。企業や旅行者の誘致に資するよ
う、交通インフラをはじめとする生活環境のさらなる拡充を
要望する。

第三に、総合的な視野に立った、一歩踏み込んだサービ
スの提供である。新型コロナウイルス感染症防疫措置は、
スピード感があり評価できるが、各行政区の対応が異なり、
各企業、駐在員に混乱を来している。また、新型コロナウイ
ルス感染症で落ち込んだ消費を回復させる消費促進活動が
中国各地で行われているが、天津市は同規模の他都市と比
べ商業や商業活動に対する規制が厳しく、変化する消費者
のニーズに対応した新しいビジネスモデルの認可基準が不
明確で、サービス産業の発展の阻害となっているという指摘
がある。新たなビジネス展開を計画する事業者に選ばれる
魅力的なマーケットとなるように、企業をサポートする体制
構築を要望する。
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引き続き対話継続を
2020年も、天津市商務局との共催で日系企業との意見
交換会が開催されたことに感謝したい。企業の要望の中に
は、理解不足によるものもあり、意見交換会で当局から説
明を受けて解決したものもあった。企業の円滑な事業展開
にさらなる相互理解が必要な部分もあり、引き続き天津市
の各関係当局と在天津日系企業との定期的な対話・交流の
実施を希望する。

地方政府との交流の状況
天津市と日系企業との意見交換会
・2020年12月15日
・天津市側参加者：商務局をはじめとする関係部局が
参加。
・日本側参加者：日系企業10社、天津日本人会会長・副
会長、ジェトロ北京事務所が参加。
・交流内容：建議の各内容について、担当部局から実態
および市政府としての考え方の説明があった。

＜建議＞
1.	企業活動の円滑化
①	環境政策
　地域の大気汚染濃度が一時的に高まった、もし
くは高まる可能性がある場合の操業停止等の措
置を決める際、生産活動への影響を考慮するこ
とを要望する。具体的には、任意の工場に突発
的に操業停止を指示することは避け、操業停止
の対象となる事業者を選定する際の客観的基
準の公表、1日前ではなく少なくとも3日前の事
前通知の徹底、事業者選定の客観的基準の公
表による地区間の対応のバラつきの解消等、公
平かつ合理的なルールを構築することを要望す
る。

②	公共交通機関の整備
　工業地域が拡大する一方、公共交通インフラの
整備が追い付いておらず、このことが市内や主
要幹線道路の渋滞の一因と考えられる。また、
通勤バスを手配しなければならない企業には、
負担となっている。建設中の地下鉄の早期完成
と計画線の早期着工、地下鉄駅からの路線バス
の増便の検討を要望する。

③	交通規制通知の早期化
　天津市で国際会議などのイベントが開催される
際の交通規制が、規制開始の1～2日前に発表さ
れることが多く、運輸業の業務に支障がある。
業務に支障なく規制に対応できるよう、交通規
制を開始する1週間前までに規制内容を発表す
ることを要望する。

④	社外での社印押印手続
　行政手続のために社印を社外に持ち出さなけれ

ばならない状況は以前と比べて改善がみられる
が、社印を社外に持ち出して税務局、住宅積立
金管理センターで押印することがまだある。これ
に対し、意見交換会で、社印を会社から持ち出
さないための解決策（税務局からは、電子税務
局の利用もしくは税務局の公式ウェブサイトで申
告書類をダウンロード・印刷して関連情報を記
入の上、社印押印を社内で済ませる。住宅積立
金管理センターからは、トークン（ワンタイムパ
スワード生成機）を使ったオンラインでの手続）
の説明があった。社印の目的外の押印のリスク
を低減できるよう、社印押印が必要な手続の継
続的な見直しと、社外での社印押印不要な手続
の周知と運用の徹底を要望する。

2.	優れた生活環境の整備
①	空港のインフラ整備
　都市の玄関口である空港の発展と都市全体の
発展は密接な関係にあり、空港が発展すれば、
都市の競争力の向上にも資する。天津濱海国際
空港国際線ターミナルは、2015年に出発エリア
の拡充はなされたものの、到着エリアは改善さ
れておらず到着便が輻輳するときに旅客の利便
性が低下していた。意見交換会では、現在2つの
ターンテーブルを計5つのターンテーブルに改造
する設計承認が下り、2021年末を目途にこの改
造工事が完成する計画の説明があった。この改
造工事の完成に期待する。

②	交通マナー
　一般車両が救急車・消防車等の緊急車両の走行
を妨げていても、何も措置が取られていないこ
とがある。緊急車両を優先走行させるように交
通警察で教育し、運転者の意識改革を図ること
を要望する。

③	日本人学校
　2021年8月に賃貸借契約が満了する天津日本人
学校の移転にあたり、天津市のサポートに感謝
する。新型コロナウイルス感染症の発生後、外
国人の帯同家族や日本人学校の教師が中国に
入国できない問題が生じ、日本人学校の児童・
生徒数が大幅に減少している。日本人学校の運
営を存続させるため、授業料の増額に踏み切る
厳しい運営状況に直面している。企業で働く外
国人の家族帯同と子女の教育環境は、外国企業
が持続的に発展する上での重要な要素であるこ
とを踏まえ、外国人の帯同家族が一日も早くス
ムーズに入国できるよう、政府の理解とサポート
を期待する。

3.	総合的視野に立った取り組み
①	新型コロナウイルス防疫対応
　新型コロナウイルス感染症対策措置により、外
国人の入国ビザ申請に地元政府が発行する招聘
状が必要となったが、招聘状の発行申請の受理
や発行が制限され、新規赴任者、帯同家族が渡
航できないという状況が出現し、企業経営に支
障が出ている。客観的で透明性の高い運用可能
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な申請ルールの策定と開示を要望する。

　天津市内の各行政区で新型コロナウイルス感染
症防疫のための対策が都度、図られている。こ
の対応はスピード感もあり、評価できるが、各行
政区の対応が異なり、各企業、駐在員に混乱を
来している。各行政区の対応とその変更は、行政
部門のウェブサイト等に書面で発表・周知し、対
策措置の内容を明示することを要望する。

②	新しいビジネス展開の支援
　新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は、
実体経済に打撃を与え、産業構造、生活パター
ンの根本的な変革を迫り、天津進出日系企業に
も大きな影響を与えている。中国各地で、新型コ
ロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ消費を回
復させるため、各種消費促進活動が実施されて
いる。天津市も他の大都市と同様に経済活動の
拡大を唱えるものの、南の地域と比べると、商業
活動への規制が強く、消費促進に消極的であっ
た。一例を挙げると、屋外での屋台営業の申請
をしても、認可がたらい回しとなり実現できな
かった。天津市が、新しいビジネスを展開する場
所として選ばれるよう、消費活動活性化の取り組
みを強化すること、また、新しいビジネスの取り
組みに関し、縦割りや現場担当者の判断ではな
く、天津市の経済発展に視点を持って実現でき
る体制をつくることを要望する。

③	政策周知
　日系企業は法令遵守に誠心誠意取り組んでいく
つもりであるが、法令遵守を適切に行うことが
できるよう、法制度解釈の統一的運用、制度変
更の際の十分な準備期間確保、諸手続の簡素
化・迅速化、申請・照会に対する文書での回答と
いった予見可能性等に資する改善を要望する。
特に、操業停止､その他業務に影響を及ぼすよう
な緊急通知､法制定･改正などを行う場合､市政
府が主催者となり､事前に説明会やセミナーを開
催するよう要望する。
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３．山東省

概況
山東省は人口が全国第2位の1億70万人（2019年、常住

人口）、域内総生産（GRP）は前年比3.6％増の約7兆3,129
億元と全国第3位となっている。また、農業生産額（農業、
林業、畜産、水産）では全国第1位である。面積は日本の約
4割で、省都の済南市を含む計16市で構成されている。在
外公館は日本、韓国、タイが青島市に総領事館を設置して
おり、山東省全体の在留邦人数は2019年10月現在で2,328
人となっている。山東省省内最大の日本人会として青島日
本人会があり、2021年2月現在で295社が加入。商工会各
部会にはそれぞれ、繊維部会73社、食品部会81社、機械・
電気・化学品部会117社、流通・サービス部会97社が加入
している。

山東省政府の2021年の主な目標では、GRPは6％増以
上、都市での就業者は110万人増とし、都市の登記失業率
は5.5％以内に抑えるとしている。

山東省の経済動向
2020年のGRPは約7兆3,129億元で前年比3.6％の伸び
であった（2019年の伸び率は5.5％）。1人当たりGRPは7
万2,619元で前年比2.8％増だった。また、青島市のGRP総
額は1兆2,400億5,600万元で省内1位、2位は済南市、3位
は煙台市であった。産業別にみると、第一次産業総額は
2.7％増の約5,364億元、第二次産業総額は3.3％増の約
2兆8,612億元、第三次産業総額は3.9％増の約3兆9,153
億元。一定規模以上の工業付加価値額は5.0％増だった。
固定資産投資は3.6％増で、そのうち、不動産開発投資は
9,451億元で前年比9.7％増となった。

2020年の山東省の社会消費品小売総額は前年比横ばい
であった（2019年は6.4％増）。業種別では、飲食業は9.5％
増、新エネルギー自動車業は49.1％増、スマート家電は2.6
倍となった。インターネット販売の発展が顕著で、総額は
4,613億3,000万元で前年比13.8％増であった。

消費者物価指数（CPI）は2.8％上昇した（2019年は3.2％
上昇）。都市住民一人当たりの可処分所得は4万3,726元
（前年比3.3％増）（2019年は4万2,329元）、農村住民一
人当たり可処分所得は1万8,753元（前年比5.5％増）（2019
年は1万7,775元）となった。

貿易総額は約2兆2,009億元で前年比7.5％増であった
（2019年は5.8％増）。うち輸出は約1兆3,055億元で前年
比17.3％増、輸入は約8,955億元で前年比4.1％減だった。
輸出ではASEAN向けが24.4％増（2019年は15.6％増）、
米国向けが26.4％増（2019年は16.0％減）、欧州向けが
14.8％増（2019年は7.3％増）、日本向けが3.7％増（2019
年は5.1％増）、韓国向けが6.6％増（2019年は9.8％増）と
なった。

外資による直接投資件数は3,060件（2019年は2,517
件）、金額（実行ベース）は約176億5,000万ドルで前年比
20.1％増だった。うち、製造業が37億8,000万ドルで前年比
11％増であった（表）。

表：	 山東省の経済動向（2020年）
項目 金額 伸び率

（％）
GRP（域内総生産）（億元） 73,129 3.6

第1次産業（億元） 5,364 2.7
第2次産業（億元） 28,612 3.3
第3次産業（億元） 39,153 3.9

工業生産付加価値額（一定規模以上、億元） - 5.0
固定資産投資額（億元） - 3.6

インフラ投資額（億元） - 3.1
民間投資額（億元） - 6.9
不動産開発投資額（億元） 9,451 9.7

社会消費品小売総額（億元） 29,248 0.0
貿易総額（億元） 22,009 7.5

輸入額（億元） 8,955 △4.1
輸出額（億元） 13,055 17.3

対内直接投資
契約ベース（億ドル） - -
実行ベース（億ドル） 176.5 20.1

消費者物価指数（CPI） - 2.8
都市住民1人あたり可処分所得（元） 43,726 3.3

出所：	「2020年山東省国民経済·社会発展統計公報」

2020年の動向（投資環境上の問題）
ジェトロが進出日系企業を対象として毎年実施している
アンケート調査の最新の結果（2020年8～9月にかけて実
施）によると、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、在
山東省の日系企業の黒字企業は61.0％と2019年調査の
70.3％から9.3ポイント減少した。日系企業の傾向からみた
山東省の特徴として、中国進出日系企業全体の売上高に占
める輸出比率は32.4％であるのに対して、在山東省日系企
業の輸出比率は49.9％と省市別でみても遼寧省に次いで
高く、その輸出先として、中国進出企業全体での日本向けは
62.4％であるのに対して、在山東省日系企業の日本向け比
率は75.1％と省市別で最も高い。この影響も受けてか、新
型コロナウイルス感染拡大後におけるビジネス正常化時期
の見通しとして、2021年後半以降にずれ込むと回答する日
系企業の比率は43.2％と天津市・遼寧省に次いで高く、か
つ正常化後の需要見通しについても感染拡大前に比べて
減少すると回答する比率が53.1％と、省市別で最も高い。こ
のため、他の省市と比較しても、販売先の見直しなど事業
戦略やビジネスモデルの見直しへの取り組みを視野に入れ
る企業の比率が四川省・北京市に次いで高い状況となって
いる。一方、山東省におけるビジネス環境としては、2019年
9月に国務院より認可された「山東省自由貿易試験区」の重
点項目として、日本との経済交流深化が明記されており、今
後の省内におけるビジネス環境の改善もいっそう促進され
ることが期待される。

①人材確保に苦しむ進出日系企業
引き続き、人材に関する問題に苦しむ企業が多く、在山
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東省の日系企業が挙げる経営上の問題点として「従業員の
賃金上昇」以外に「人材(一般ワーカー・技術者)の採用難
(製造業)」を挙げる企業の割合が他地域に比べ高い。

②化学品、環境、安全生産に対する管理強化
・大気汚染対策に関しては、日頃規制を遵守し、汚染の
少ない設備導入をしている企業や天然ガスを使用して
いる企業等にあっても、当局から唐突に停止対応を求
められる事例がある。この際に、停止期間が10日間前
後に及ぶ事例や、その間設備保全のための通電すら不
可とされる地域の事例もあり、安定操業、生産シフト
の調整に大きな影響が生じる。
・安全管理関連等での工場への立入検査は、省・市・県
といった各行政レベルの担当官が個別に行なう場合、
あるいは年度によって担当官が異なった場合におい
て、担当官ごとに指摘軸が異なり、対応に支障をきた
すケースがある。

③法令・制度変更の事前周知強化
法令・制度変更が行われる際の説明が少なく、情報伝達
ルートが不明瞭で、事前周知が不足となる場合がある。この
ために、税関での処置が突然厳しくなり、従来輸入できてい
た必要材の輸入が困難になるなど、操業に際して意図せぬ
困難が生じ得る状況がある。

④移転・立ち退き要請に際する配慮
環境面に配慮して住居密集地域であった市内から郊外の
工業区に移転したところ、5年を待たずに当時開発計画がな
かった隣接場所に住宅・商業施設の建設が始まるなど、開
発が進む地域においては移転・立ち退き要請にかかわる困
難に直面するケースがある。

⑤外国人の生活に関する不便さ
・外国人は列車の改札などの場面で、対面でのパスポー
ト提示を求められる。また、中国においては医療機関
等各種サービスを受ける際に身分証明証の番号が求め
られることが多く、外国人の場合はパスポート番号で
代用されるが、サービス提供側の状況によってはパス
ポート番号では受け付けられないためにサービス提供
を不可とするケースが見受けられる。
・一部地域における交通渋滞が深刻である。主要都市に
ふさわしい生活環境を整備するために、生活に密接に
かかわりを持つ分野におけるいっそうの環境整備が期
待される。

⑥新型コロナウイルス感染症発生後の影響
・Bランク人材への招聘状が取得できない、就業許可が
すでに延長されているにもかかわらず招聘状が取得で
きないといった状況が見受けられるなど、所在する行
政単位によっては駐在員への招聘状の申請に際し過剰
と思われる条件が附されている。また、駐在員の帯同
家族への招聘状は、申請自体が受理されにくい現状が
ある。
・企業に対するさまざまな「規制に関する通達」や「支
援策」が出されているが、変化は頻繁で日系企業に
とってこれらの情報を自ら知ることは容易ではない。

＜地方政府との交流の状況＞
威海市政府への白書手交
・2020年10月27日
・威海市側参加者：商務局長　他
・日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・交流内容：建議案の内容について日本側から説明。威
海市政府からは改善に向けて努力したいとの回答。

中国国際貿易促進委員会（CCPIT）青島市分会への白
書手交
・2020年10月29日
・CCPIT側参加者：副会長　他
・日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・交流内容：建議案の内容について日本側から説明。山
東省CCPITからは改善に向けて働きかけをしたいとの
回答。

済南市政府への白書手交
・2020年11月2、3日
・済南市側参加者：書記、市長、外事弁主任　他
・日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・交流内容：建議案の内容について日本側から説明。済
南市政府からは改善に向けて努力したいとの回答。

山東省政府への白書手交
・2020年11月10日
・山東省側参加者：商務庁副庁長　他
・日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・交流内容：建議案の内容について日本側から説明。山
東省政府からは改善に向けて努力したいとの回答。

＜建議＞
①	人材確保に対する支援
　人材の確保が難しくなっていることは生産の拡
大や研究開発を行おうとする企業にとって、大き
な成長阻害要因となる。地場日本企業の時機を
とらえた発展を支援いただきたく、地方政府に
は、Uターン就職等地域への人材定着に向けたよ
り積極的なインセンティブ提供や、省内広域で
の求人企業情報のPR、地元の学校と連携した実
習生斡旋、就職説明会の開催並びに日系企業へ
の積極的な周知を行う等の人材の確保に向けた
具体的支援を要望する。

②	化学品、環境、安全生産に対する管理強化
　大気汚染による生産停止を求めるに際しては、
環境負荷の高い熱源・設備を使用している企
業・地域を重点としていただくことで、環境負荷
の低い設備を導入している企業・地域の負荷を
軽減していただきたい。併せて、環境負荷の低い
設備を持つことができない中小企業に対して導
入支援措置を講じることで、本質面での改善も
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推進していただきたい。また、生産停止の対応を
要する場合には、操業への影響を最小限に留め
るためにも計画的に実施・通知いただくよう要
望する。

③	法令・制度変更の事前周知徹底および部門や
担当官による見解の一致

・	法令・制度変更の際には説明の場を設けるなど
による早期の情報提供を要望する。また企業か
らの質問や個別の相談にも積極的に対応いただ
き、それらを含めた疑義解釈についても当局の
公式な解釈を示していただくよう要望する。

・	行政各部門もしくは省・市・県等各行政レベル
で企業に立入検査を実施する際などに、求める
ことについては事前に調整を行なう、あるいは
基本的なポイントを統一することで、担当官ご
とでの見解の相違が起きないようにしていただ
きたい。もしくは、各行政レベルで同一目的の
検査を行う場合は、いずれかの行政レベルに授
権、移管する形で一括して実施いただくよう要
望する。

④	移転・立ち退き要請に際する配慮
　地域政府において中長期的な計画の整備を進
め、工場移転を求める際には、十分な移転補償
を準備するよう要望する。

⑤	外国人の生活利便性向上
・	サービス提供機関においてパスポート番号入力
での受付を可能にする取組の推進、あるいは中
国人と同じ様式の国内身分証明証の発行などに
より、区別のないサービスの享受を要望する。も
しくは、医療等重要性の高いサービスに関して
は対応可能な施設の情報提供を積極的に進め
ていただくよう要望する。

・	公共交通機関のいっそうの整備・拡充の加速、
ETCレーンの増設等による高速道路料金所での
渋滞緩和、交通整理の強化、駐車場の整備、違
法駐車の取り締まり、市民の交通ルール遵守意
識の向上のための啓発など、インフラの整備推
進に向けた引き続きの取り組みを要望する。

⑥	新型コロナウイルス発生後の影響
・	事業運営はAランク人材のみで遂行することは
できず、Bランク人材も含めたバランスの良い人
員構成が必要不可欠であるので、Bランク人材に
おいても招聘状発行への速やかな対応を要望
する。また、すでに就業許可を得ている者に対
しても招聘状の速やかな発行をお願いするとと
もに、招聘状発給に際して附す条件について、
上記にみられるような地域間でのバラつきが出
ること無く、要件を満たす者への招聘状発行が
円滑に行われるように、省内間でのルール統一
を推進願いたい。また、製品の開発・改良、新設
備導入といった業務の拡大には、技術者や設備
メーカー担当の出張も必要不可欠であるので、
これに対しても迅速な招聘状発給をお願いした
い。併せて、本来駐在員と生活を共にする家族

の不在は日系企業の業務発展にも影響を与える
ため、帯同家族への招聘状についても積極的に
発行していただけるよう切にお願いしたい。

・	日系企業等にとって必要と思われる関連情報や
地域情報を、分かりやすく迅速に発信する体制・
方法を構築していただくよう要望する。

⑦	定期的な意見交換会の開催
　「自由貿易試験区」が設立されたこともあり、
いっそうの山東省と日本の相互理解が不可欠で
ある。政府の具体的な政策やビジネス環境改善
に関する議論の場として、省政府ならびに各地方
政府とその地区の日本人会商工会、在青島日本
国総領事館、日本貿易振興機構（JETRO）青島
事務所との定期的な意見交換会を開催いただく
よう要望する。
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2020年、華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）の域内総
生産（GRP）は20兆6,033億元（全国のGDP101兆5,986億
元の20.3％を占める）となった。省市別に見ると、上海市の
実質GRP成長率は1.7％、江蘇省は3.7％、浙江省は3.6％と
なった。3省・市の第三次産業のGRP全体に占めるウエイト
は第一次産業、第二次産業と比べて高く、上海は73.1％、
江蘇省は52.5％、浙江省は55.8％となり、第三次産業が大
部分を占めている。2020年における華東地域の対内直接
投資実行額は644億1,300万ドルとなり、地域別では、上海
市は6.2％増、江蘇省は8.6％増、浙江省は16.4％増となっ
た。貿易総額では、上海市、江蘇省、浙江省はそれぞれ前
年比2.3％増、2.6％増、9.6％増となり、いずれもプラス成長
となった。

上海市
上海市の経済動向
2020年の上海市のGRPは前年比1.7％増の3兆8,701億
元（全国のGDPの3.8％を占める）となり、成長率は全国
（2.3％）より0.6ポイント低かった。産業別に見ると、第一
次産業は前年比8.2％減の104億元で、第二次産業は1.3％
増の1兆289億元、第三次産業は1.8％増の2兆8,308億元と
GRP全体に占める割合が73.1％となり、前年比0.2ポイント
高く、第三次産業が引き続き経済成長をけん引している。固
定資産投資の伸び率は10.3％増で、2008年以来初めて2ケ
タ成長となり、全国の伸び率（2.9％増）より7.4ポイント高
かった。また、社会消費品小売総額は0.5％増、不動産投資
は11.0％増となり、いずれも全国の伸び率（3.9％減、7.0％
増）を上回った。貿易総額は2.3％増の3兆4,828億元で、そ
のうち、輸入額は3.8％増だったが、輸出額は前年並みとなっ
た。また、上海市の対内直接投資実行額は202億ドルで、中
国全体（1,444億ドル）の14.0％を占めた。伸び率は前年比
6.2％で全国の平均伸び率（4.5％）を上回った。先行指標と
なる契約ベースでは516億5,400万ドルと前年比わずかなが
ら2.8％増加した（表1）。

表：	 上海市の経済動向（2020年）
項目 金額 伸び率

（％）
GRP（域内総生産）（億元） 38,701 1.7

第1次産業（億元） 104 △8.2
第2次産業（億元） 10,289 1.3
第3次産業（億元） 28,308 1.8

工業生産付加価値額 (一定規模以上、億元) 34,831 1.7
固定資産投資額（億元） - 10.3

インフラ投資額（億元） - △3.6
民間投資額（億元） - -
不動産開発投資額（億元） - 11.1

社会消費品小売総額（億元） 15,933 0.5
貿易総額（億元） 34,828 2.3

輸入額（億元） 21,103 3.8
輸出額（億元） 13,725 0.0

対内直接投資 - -
契約ベース（億ドル） 517 2.8
実行ベース（億ドル） 202 6.2

消費者物価指数（CPI） - 1.7
都市住民1人あたり可処分所得（元） 76,437 3.8

出所：	上海市統計局

上海市の対内直接投資を産業別にみると、2020年は第
三次産業の実行額が前年比10.6％増の191億1,200万ドルと
なり、上海市全体の94.5％を占めた。一方、製造業の実行額
は36.1％減の10億9,400万ドルとなり、上海市全体のわずか
5.4％を占めた。

2020年の上海市の輸出額は前年並みの1兆3,725億元
で、主要国・地域別にみると、米国とEU向け輸出はそれぞれ
6.6％増と2.3増で、いずれもプラスになったが、ASEANと日
本への輸出はそれぞれ6.5％減、7.5％減であった。

2020年に上海市に新たに投資した外国企業数は前年比
15.4%減の5,751社となり、うち、外資独資企業数は4,448社
で、全体の新規企業数の77.3%を占めた。対内直接投資実
行額は169億9,100万ドルで、前年比20.6％増加し、上海市
全体の対内直接投資実行額の84.0%を占めた。

2020年の上海市への対内直接投資実行額を国・地域
別にみると、上位5カ国・地域は香港（シェア67.1％）、シ
ンガポール（10.9％）、欧州（9.4％）、日本（3.6％）、米
国（3.0％）の順となり、これら5カ国・地域の対内直接投
資実行額の割合は全体の94.0%を占めた。このうち、香港
（14.7％増）、シンガポール（35.7％増）は2ケタ増だった
が、米国は0.5%減となった。

引き続き多くの多国籍企業が投資戦略拠点として上海市
を選択し、国際貿易や研究開発（R&D）などの機能を開設し
ている。2020年には51の地域統括本部が新設された。その
うち、21社が各社のアジア太平洋地域本部を設置した。さら

第２章
華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）
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に、外資研究開発センターが20社新設された。累計では地
域統括本部が771社、アジア太平洋地域本部が137社、外資
研究開発センターが481社となった。

＜地方政府との交流の状況＞
上海市政府とは、上海日本商工クラブ事業環境委員会で
取りまとめている「上海市のビジネス環境改善に向けた建
議」をもとに、対話を続けている。副市長が出席するハイレ
ベルな円卓会議から、複数回にわたる事務レベルでの対面
での会議（分科会）を通じて、意思疎通や解決を図るよう
にまで発展してきている。日系企業による各政府部門への
要望活動は中国各地で行われているが、一問一答式で書面
回答が得られることはほぼなく、上海市政府の真摯な姿勢
と併せ、価値ある取組となっている。

①上海税関と日系企業との分科会
・開催日時：2020年8月14日（金）午前
・上海市側参加者：上海税関副関長他
・日本側出席者：日系企業約10社、在上海日本国総領事
館、上海日本商工クラブ、ジェトロ上海事務所
・交流内容：建議書やそれ以外の議題について、日系企
業側から説明、改善を提案。それに対し、上海税関の
担当者から説明、回答。

②上海市と日系企業との金融分科会
・開催日時：2020年9月9日（水）午後
・上海市側参加者：上海市商務委員会外資処副処長、税
務局、外貨管理局、銀保監局他
・日本側出席者：日系企業10社、在上海日本国総領事
館、上海日本商工クラブ、ジェトロ上海事務所
・交流内容：建議書の金融に関する14項目について、日系企
業から事例を交えてより具体的に上海市に説明、建議。
それに対し、上海市の担当部局から一つ一つ説明、回答。

③上海税関と日系企業との分科会
・開催日時：2020年9月29日（火）午前
・上海市側参加者：上海税関副関長他
・日本側出席者：日系企業約50社、在上海日本国総領事
館、上海日本商工クラブ、ジェトロ上海事務所
・交流内容：上海税関より、最近の政策の説明。また、建議
書やそれ以外の議題について、日系企業側から説明、改善
を提案。それに対し、上海税関の担当者から説明、回答。

④上海市長寧区と日系企業との交流会 ～日本から上
海へのチャーター便運航～
・開催日時：2020年10月29日（木）午後
・上海市側参加者：上海市長寧区副区長他
・日本側出席者：上海日本商工クラブ理事会メンバー、
自治体事務所、チャーター便利用企業、日系メディア
など（50～60名）、ジェトロ上海事務所
・交流内容：2020年9月に、2便のチャーター便により、
352名の方々が日本から上海に戻ってきた際、運航の準
備から搭乗者の隔離対応まで多大な支援をいただいた
長寧区政府に感謝の気持ちを込めて、日系企業との交

流会を実施。当日は、長寧区以外の日系企業も参加。

⑤上海税関と日系企業とのオンライン分科会
・開催日時：2021年1月14日（木）午前
・上海市側参加者：上海税関副関長他
・日本側出席者：日系企業6社、在上海日本国総領事
館、上海日本商工クラブ、ジェトロ上海事務所
・交流内容：建議書やそれ以外の議題について、日系企
業側から説明、改善を提案。それに対し、上海税関の
担当者から説明、回答。

⑥上海市商務委員会主任との面会
・開催日時：2021年1月15日（金）午前
・上海市側参加者：上海市商務委員会主任他
・日本側出席者：在上海日本国総領事館、上海日本商工
クラブ、ジェトロ上海事務所
・交流内容：上海市側より、新型コロナウイルス後の日
本企業の貢献への感謝が述べられた。また、建議書に
ついて、国家レベルの項目を引き続き中央に建言する
ことや、上海自貿区で先行できるような項目は、積極
的に実行していくと述べられた。より良いビジネス環
境を構築するための日本とのメカニズムについても、
双方責任者を任命し、今後いっそうメカニズムを活用
していくことで合意。

⑦上海市副市長と日系企業代表との円卓会議
・開催日時：2021年2月23日（火）午後
・上海市側参加者：上海市副市長、商務委員会主任他
・日本側出席者：日系企業7社、在上海日本国総領事
館、上海日本商工クラブ、ジェトロ上海事務所
・交流内容：建議書の中の8項目について、日系企業代
表からより具体的に事例を交えて上海市側に説明、改
善を提案。それぞれの項目に対し、上海市側の担当部
局より回答。

 ＜建議＞
①	環境規制
法制度に起因する問題
・	市政府は産業別・開発区別の中長期的な環境
規制を明示し、工場移転を求める際には、適切
な移転先の紹介や十分な移転補償を準備する
よう要望する。

・	費用対効果を再度検討し、規制値のバランスを
見直し、適正化を図っていただくよう要望する。

・	環境保護評価の自主検収にかかわる細則に関
する市政府の活動を歓迎する。政府監査の合否
基準や自主検収ガイドラインを整備するととも
に、環境法執行にあたる職員が所持する法執行
証明書の雛形を関係部門HP等に掲載し、検査
時に検査員の身分と職責を明らかにすることの
義務付けを要望する。

・	生産設備増設等申請の審査期間の短縮につい
ては、環境評価書類の許認可期間の短縮、申請
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用資料の減少などの対応に感謝する。当該措置
の厳格な実施を要望する。

政府役人等の運用に起因する問題
・	相談と関連業務に対応する窓口を設置頂いたこ
とに感謝する。引き続き清廉就業規則の厳格な
実施を要望する。

・	悪質な環境コンサルタント、不良な環境設備や
その製造業者の取り締まりの強化を要望する。
環境影響評価機構に対する信用評価、規律違反
の処分結果の公表方法の教示を要望する。

・	「上海市環境保護に関わる公務員清廉就業規
範」の規定の厳格な執行をお願いするとともに、
企業に対する設置命令、測定命令には根拠を示
し、必要最小限の行政指導とするよう要望する。

・	一部の区では、前日夜に情報が展開され、翌日
から対応する必要があるという事例もあるとこ
ろ、企業が必要な対応を取るための時間やコス
トについて十分配慮いただき、過剰な生産制限
命令の抑制と十分な周知を図るよう要望する。

産業廃棄物の処理場の不足
・	適切な処理業者を誘致して産業廃棄物の処理能
力を拡充していただくことを要望する。また長江デ
ルタ一体化発展計画において危険廃棄物の越境
移動について一体的な標準と管理制度を構築する
としており、越境処理を安定的に利用できるよう、
早期に配送、登録等の基準の整備を要望する。

塗料などの危険物の保管場所の確保
・	電子材料用途で使用される化学物質は、ごくわ
ずかな不純物でも使用できなくなる場合がある
ため、クリーンルームで使用されることが多い。
このような用途に使用される危険化学品は、危
険化学品倉庫の要件を満たす場所で保管するこ
とにより、精密な電子材料の製造開発などに必
要な物質を使えなくなる場合がある。例えば少
量である場合にはクリーンルームを保管場所と
して認めていただくなど、環境・安全のリスクが
低い場合は危険化学品の保管場所について要
件緩和など配慮いただくことを要望する。

サプライチェーンに配慮した猶予期間の設定
・	法令の内容を十分に周知するとともに、被規制
業種が対策を講じるのに相応な猶予期間を確
保するよう要望する。

資源リサイクルビジネスの促進
・	環境にやさしい処理業者を保護・育成しつつ、
高度な処理技術を持つリサイクル事業者の参入
の促進などを要望する。

土壌汚染防止法の施行後の市政府による体制整備
・	汚染の処分責任者を決定するにあたり第三者機関を
設立するなど、市政府による体制の整備を要望する。

②安全規制
危険化学品の取り扱い
・	外高橋保税区では、危険化学品倉庫に関する危

険化学品経営許可が得られていても、外高橋税
関が危険化学品の持込みを承認していないため
倉庫を使用できない状況にある。速やかに使用
開始できるよう、引き続き支援を要望する。

・	危険化学品の鑑定を行うための少量サンプルの
輸入であっても通関の鑑定を求められ、少量サン
プルを2つ用意する必要があるため、危険化学品
の鑑定のためのサンプル輸入については、通関
の鑑定を免除するなど軽減措置を要望する。

・	危険化学品鑑定用サンプルや安全性試験用の
サンプル等少量のサンプルについて、危険化学
品に関する登記や経営許可が不要となるよう、
引き続き中央当局への提言を要望する。

・	2020年1月1日より施行された「危険貨物道路運
輸安全管理弁法」の運用に差が出ないことを要
望する。危険貨物の多くは上海市から江蘇省な
ど周辺地域に輸送されることから、広域で運用
が共通になるよう働きかけるよう要望する。

・	主要負責人の運用については、各企業の事業実
態に適合した形で運用を柔軟化していただけて
いるので、引き続き、過度な負担が企業に生じ
ないよう、生産経営活動や安全生産活動の責任
者が主要負責人となれるよう要望する。

・	混合率が70％に満たない危険化学品であっても
物理危険性の鑑定を求められる事が多いが、区
ごとに統一的な執行基準がない場合もある。担
当官ごと、区ごとに判断が統一されていない現
状が改善されるよう、各区共通となる指南を作
成いただき公開していただくことを要望する。

・	2018年に危険化学品経営許可のシステムが変
更になって以降、「危険化学品経営許可証核発
弁事指南」が更新されていないため、申請にあ
たり都度担当官に確認する必要がある。現状の
手続に必要な書類、手続方法、システムの使用
方法等にあわせた「危険化学品経営許可証核発
弁事指南」の作成・公表を要望する。また、易制
毒、易制爆等の手続についても指南を作成し公
表することを要望する。

・	2018年10月31日に上海浦東国際空港貨運
站および東方航空物流股份の貨站事業部安
検站からそれぞれ出された通知広告（安検站
[2018]101号）により、0.3Whを超えるコンデン
サ（電容）は危険品として取り扱われることに
なったが、それに該当しない場合も、両社の貨
站事業部安検站の指示により上海化工院から
発行される鑑定書原本を毎回提出することと
なっている。安全規制上の指示で有り、政府に
よる監督に基づくものと思料される。同様の鑑
定書原本の提出が行われている青島空港の例
では、初回のみ鑑定書原本の提出が必要であ
り、一度提出するとシステムに登録されるため、
鑑定書原本の毎回の提出は不要となっている。
0.3Whを超えない製品については、鑑定書の原
本の提出の免除（青島同様のシステムまたはコ
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ピー等による代替等）を要望する。

消防規制
・	さまざまなツールを通じて情報公開に努められ
ていると理解しているが、消防にかかわる規制
や基準が改正された際には、より速やかに通知
するとともに、必要な場合には準備対応するた
めの相応の猶予期間をいただきたく、引き続き
中央当局への提言を要望する。

③貿易
事前教示の確立
・	税関総署令236号により事前教示制度が明確化
されているが、さらなる照会期限の短縮化や税
関に対する事前照会制度等（または参考意見を
求められる制度）を設ける事でHSコードの不一
致の低減に向けた改善を要望する。税関として
も正しい申告が増えるメリットがあるため、制度
の見直しを要望する。

通関一体化
・	全国通関一体化改革により税額の査定が貨物引
取許可後に行われることとなり、今まで以上に正
確な知識を持ち申告を行うことが求められてい
る。特にHSコードの決定については、商品知識
の他に分類に関する正確な理解が必要であり、
難易度が非常に高い。そこで、税関による「預裁
定制度」を活用することになるが、預裁定制度は
輸入開始90日前の貨物を対象とするなど、日中
間の近距離間の貿易を前提とした場合において
90日以上前から取引が決まることは、ほぼ無く、
利用したいが実際に利用できない状況となる事
もある。HSコードの決定に際して、企業が頼れる
先が関税分類コンサル会社であるが、作成され
る「分類意見書」についても税収センターの裁定
と異なる場合がある。税関法第62条の趣旨を理
解しているからこそ、正しい申告を常に心がけて
いるが、分類に関するサポート体制を充実させ、
安心して通関できる体制の確立を要望する。

通関手続付属書類の簡素化
・	税関はペーパーレス化改革に取り組んでおり、以前
に比べて簡素化ははかられているが、通関手続の
際、担当官によっては、本来不要である書類の提出
を求められる事例もある。通関の円滑化水準向上
の観点より、統一された書類の要求を要望する。

AEO認証
・	認証に通らなかった企業は、1年以内に税関に
認証の再申請をしてはならないと規定されてい
るが、問題点を改善した企業は再認証の申請を
早期に行えるように改正を要望する。当地にお
いて貿易に従事する企業にとってAEO認証され
ることのメリットは大きく、認証されない期間が
長期に渡るとビジネスに与える影響も大きい。

調査対応
・	複数の税関組織からの調査を度々受けており、実
務対応の負担は大きく、事後調査制度を確立する
など、企業の負担をなくす仕組みを要望する。

④金融
金融市場の自由化
・	金融自由化に向けた動きをさらに加速するとと
もに、今後上海での取組を想定している各種施
策のスケジュールおよび具体的な政策等につい
ての明確化を要望する。

為替管理～外為管理規制～
・	域外貸付業務などの際、外貨・元の対外支払に
対する取引ができない事象が発生しており、法
令法規で明確な禁止規定がない限り決済に制限
をかけない等、透明性の高い運用を要望する。
また、金額・資金使途・域外での両替可否など細
かい口頭指導は相変わらずたくさん存在してお
り、基準を統一した運用・解釈を要望する。

為替管理～両替～
・	個人の外貨人民元両替限度額は10年以上にわ
たりUSD5万/年のままであり、中国における物価
水準の上昇、人民元高等に伴い、両替限度額を
超過する事例が頻発している。ついては、

①	個人の外貨人民元両替限度額の拡大

②	個人口座に対する国外からの人民元クロスボー
ダー送金の解禁

を要望する。

資金管理～短期資金管理～
・	現在、銀行保険管理監督委員会（CBRC）の指導
に基づき、短期運転資金のロールオーバー借入
ができず、資金調達環境は柔軟性を欠いている
ため、当該指導の撤回を要望する。

・	2015年8月6日付「最高人民法院关于審理民間
借貸案件適用法律若干問題的規定」で企業間
の金銭貸借が認められたにもかかわらず、人民
銀行「貸款通則」には人民銀行から許可を取得
した金融機関のみが貸付業務を可能とする条文
（21条）が残るため、企業グループ内を含めた
企業間の転貸ができない状況にある。この転貸
禁止ルールの廃止を要望する。

資金管理～グループファイナンスと税制～
・	現行規程上、銀行から借りた資金（あるいは社
債発行で調達した資金）を同じ金利条件で同じ
企業グループに属している会社へ転貸する場合
（「統借統還」）のみ、増値税が免税扱いとなっ
ているが、銀行の金利にスプレッドを付加して
転貸した場合には付加後金利（銀行金利＋スプ
レッド）全てが課税対象となり、コスト増加の要
因であることからグループファイナンス拡大の妨
げとなっている。この点につき、他国と同様にス
プレッド分のみ課税対象とするよう規定の見直
しを要望する。

・	過小資本税制において、企業は関連会社からの
借入がその純資産の2倍（金融会社は5倍）を
上回る部分を損金処理できない場合があり、グ
ループファイナンス拡大の妨げになっている。こ
の係数（関連会社からの借入÷純資産）を計算
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する際に、関連会社へ転貸するために他の関連
会社から調達した金額を除外できるよう、規程
を見直しおよび明確な通達の形で明文化するこ
とを要望する。また、金融当局だけでなく、税務
当局からの支援も要望する。

・	グループ内の資金調達を一元化し効率化を目指
すに際して、グループファイナンスを目的とした
銀行借入の資金について、その使途の柔軟性を
高める検討を要望する。グループ内の会社によ
る固定資産や株式の取得などのうち、事業会社
の経済活動に一定の合理性が認められる取引に
ついては、グループファイナンスによる調達資金
の活用を可能とするよう要望する。

・	国家外貨管理局2019年28号通達ではサービス
貿易チェック簡素化の内容が織り込まれている
ものの、実施細則は公布されていない。可能であ
れば、上海市外貨管理局と関連部門に、共同で
実施マニュアルを編成いただくよう要望する。

・	上海市における銀行および保険会社の董事、監
事、高級管理人の任職資格承認に当たっては、
北京の銀行保険監督管理委員会における試験
受験後に、承認の前提条件として、上海銀行保
険監督管理局による面談を上海市において受
ける必要がある。海外から上海に赴任する外国
人董事、監事、高級管理人は、任職資格の承認
を受けるために、北京に海外出張した約1カ月後
に、上海銀行保険監督管理局による面談のため
上海に海外出張する必要があり、負担となって
いる。最近はオンライン会議等も一般的になっ
てきているため、上海銀行保険監督管理局によ
る面談はオンラインで実施する方法も選択可能
としていただくことを要望する。

⑤税務
税制
・	連結納税制度の導入を要望する。なお、連結納
税制度とは親会社と同一視する一定の子会社集
団を含めて企業集団全体を一つの「課税単位」
とみなし課税する制度であり、日欧米等の先進
国では既にこの連結納税制度を導入済みであ
る。こうした中、在中国企業に対して企業組織に
かかわる法制・税制について格差が存在するこ
とは国際競争力の低下に繋がる恐れがあり、海
外から中国への投資がなされる場合にマイナス
の影響を及ぼすことから、導入を要望する。

・	税務上の繰越欠損金について、現状のルールで
は繰越年限は5年となっているが、この繰越期限
をさらに長く設定するよう要望する。繰越欠損
金の繰越期間が5年と言うのは国際的に見ても
最低水準にとどまっており、繰越期間を無制限
としている国も多い。中国企業としても企業組織
にかかわる法制・税制について格差が存在する
ことは国際競争力の低下に繋がる恐れがあり、
海外から中国への投資がなされる場合にマイナ
スの影響を及ぼすことから、延長を要望する。

・	増値税や消費税等の税制が変更された際、実
施要領を前広に公布いただき、適用開始までの
間、企業側に十分な準備をするための猶予をい
ただくことを要望する。

税制運用
・	輸出取引における増値税還付手続の簡素化、迅
速化を要望する。2017年の輸出還付手続の電子
化等の取り組みにより迅速化が進められていると
承知しているが、現在でも6～8営業日を要してお
り、企業としてはいっそうの迅速化を要望する。

・	判決に基づき経済補償金相当額の賠償金を支払
う際は源泉徴収義務を免除する等の特例措置
の検討を要望する。

物流事業者に対する徴税
・	倉庫開発で政府からの開発許可条件として課さ
れる「納税ノルマ」を、物流事業者に対しては免
除するよう要望する。

⑥通信
通信事業の参入規制緩和
・	基礎電信業務および付加価値電信業務（特にプ
ライベートクラウドを始めとしたクラウド事業）
への参入に関する外資規制（合弁会社に限定
された参入形態、最低資本金等）の撤廃に向け
て、上海市の中央に対する影響力を行使すると
ともに、現行制度下の過渡的な措置として、外資
系企業による付加価値電信業務参入の明確なモ
デルケース（ライセンス取得に必要な実務上の
要件や手続）を提示するよう要望する。

⑦都市計画
対象企業への明確な通知
・	都市計画の必要性から移転を求める場合には、
デベロッパーなどからの口頭通知ではなく、移
転の根拠を明示した正式な公文書の発行をもっ
て、早期に企業に明確に通知するよう、工業園区
に対して指導するよう要望する。

権利登記にかかる救済措置
・	早期に進出したため、土地や工場に関する権利
登記書について適切に取得および更新が行え
ておらず、新規工場建設や土地使用権の譲渡に
おいて支障をきたすケースがある。このような場
合、問題がすべて企業に起因しているわけでは
ないので、当時の経緯を踏まえて円滑に必要書
類の取得や更新ができるよう、権利登記の整備
に関し、地元政府による救済措置を要望する。

区外や市外への移転にかかわる救済措置
・	都市計画に基づき、地域の発展に協力するために
移転する企業が、それにより労務、税務上の問題
（税務調査への対応など）に直面することのない
よう、配慮いただくよう要望する。具体的には、従
業員の経済補償金として算定される額が、現状と
比較して非常に低い額にとどまっているため、現
実に見合った額を支給いただくことを要望する。

・	上海市内企業の区を跨ぐ移転に関し、税務手続
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は以前よりもスムーズに進むようになり感謝して
いる。一方で、法律上は許可を取る必要のない
移転元の区政府や街道等の承認をとるよう要求
されるケースがあるため、そのようなことがない
よう指導いただくことを要望する。

賃借人の権益保護
・	レンタル工場移転の際、補償の対象は工場の所有
者であり、賃借人にまで十分な補償が及ばないケー
スが多い。工場所有者に対し、賃借人への補償をも
考慮した契約締結の指導、または既存契約の条項
改定などにつき要求指導いただくことを要望する。

⑧会社運営
就業許可制度
・	ワンストップサービスがB類にも導入されたとし
ても、入国後2週間程度は就労できないという
問題は解決されないため、いっそう踏み込んだ
改善を要望する。

研修制度
・	上海市食品薬品監督管理局から公布・施行され
た「上海市食品従業人員食品安全知識培訓和
考核管理弁法」について、研修の内容などに関
する細則を示していただくとともに、企業運営の
実態に即した運用となるよう、運用方針の策定
前に企業から意見を聴取する場を設定すること
を要望する。

労働法制
・	2008年1月1日に施行された「労働契約法」第14
条における「期間の定めのない労働契約」の条
件について、自由度が高まるよう改定または運
用での緩和を要望する。具体的には、初回契約
時または契約更新時に被用者・使用者の合意が
あれば、「満10年以上勤務」とされているところ
を「満20年以上勤務」とすることも可としたり、
「連続2回にわたり期間のある労働契約を締結
した場合」とされているところを「連続10回」と
することも認められることを要望する。

・	従業員の報酬決定について、一定割合の下限を
設けてその範囲内で企業が報酬引き下げを行う
ことを可能にするなど、企業による裁量の自由度
の拡大を要望する。

業務体制
・	人民法院の裁判官が多忙であり、企業や弁護士
との連絡が取りづらく業務が円滑に進められな
い状況にあることから、裁判官業務の効率化ま
たは体制の強化を要望する。

⑨サービス産業
養老・介護
・	リハビリ補助器具社区レンタルの対象となる商
品について、追加での協議を要望する。また、
まだまだ制度自体の認知度が高まっていないた
め、さらなる周知のための施策検討を要望する。

・	住宅改修（老年人居家環境适老化改造試点）の
補助金について、補助金申請にかかわる基準や

条件が複雑である。高齢者が制度を理解しやす
くなるよう、基準の緩和を要望する。

・	住宅改修（老年人居家環境适老化改造試点）の補
助金について、支給額、支給範囲の増加または拡
大を要望する。例えば改造の項目に福祉用具（電動
介護ベッド、車いす等）を入れていただき、より良い
住環境の改善に繋げていただくことを要望する。

・	「普惠養老城企聯動専項行動実施方案（2019
年改訂版）」等で、介護病床を増設するにあたり
補助金が支払われているが、給付金だけではな
く改造費用や介護用品（電動介護ベッド、手すり
等）の現物支給の導入を要望する。

・	大人用紙おむつは国際規格（ISO15621尿吸収
用具／評価に関する一般的指針）で、おむつの
タイプ（テープ止めタイプ／パンツタイプ）の区
分を明確にしており、おむつと組み合わせて使
用する補助パッドを規定している。一方、中国で
はテープ止めタイプ／パンツタイプ／パッドタイ
プと種類が存在するが、補助パッドおよび補助
パッドとの併用が規定されていないことから、補
助パッドおよび補助パッドとの併用を規定する
国際規格（ISO15621尿吸収用具／評価に関す
る一般的指針）を、国家標準として、上海市で先
行導入していただくことを要望する。

・	抗菌・抗ウイルスの需要が高まる中、日本と中国
でそれぞれ規格が異なるため、新たな規格の制
定や兼用性を認めていただくことを要望する。例
えば壁紙、床材、建具、手すり、車いす、ベッドな
どではISO（国際標準化機構）が制定したISO規
格や、JIS（日本産業規格）が制定したJIS規格を
元に機能性を試験している。GB（中国国家標準
規格）でも、ISO規格やJIS規格を参考に新たな
規格の制定や、ISO規格、JIS規格との兼用性を
認めていただくことを要望する。

⑩上海市の政策（自由貿易試験区）
輸入緩和拡大～食品～
・	乳製品、肉類、野菜・果物等の青果物等の輸入
規制について科学的なデータに基づき緩和措置
の検討を要望する。

・	福島第一原子力発電所の事故に起因する輸入規
制について、日本政府と継続中の協議を進めて
いただき、科学的なデータに基づき、合理的な範
囲の規制となるように見直すよう要望する。

輸入緩和拡大～化粧品・美容品～
・	31年ぶりに改正された化粧品監督管理条例は、
付属する各種弁法、通知などが続々出ており、今
後実際の運用面での変化が想定される。特に、
日本語の漢字表記がある日系輸入化粧品につい
て、「医薬部外品」などの原包装上の漢字表記
に対してオーバーラベルを求めるような規制が
見込まれており，パッケージ外観を損なうなど、
商品価値の低下に繫がることを懸念する。2021
年以降の条例等の本格施行に向けて、上海市に
多く所在する日系化粧品企業にとってはこのよ
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うなさまざまな対応が想定されるため、パッケー
ジ表記方法を始めとして、日系企業のみが過度
な負担を負うことがないよう合理的かつ公平な
運用制度に緩和することを要望する。

・	少量（税関判定）の自用化粧品の輸入については、
「輸出入化粧品検験検疫監督管理弁法」（総局令
第143号）に基づき許認可無しで合理的な数量を
輸入可能であるが、総局令第143号には具体的な
数量の範囲は示されていない。注冊、備案中の製
品であれば、許認可前であっても使用目的（社内教
育など）とサンプル管理を十分に行うことを条件に
輸入を認める簡易届出制度の制定を要望する。

・	上海市は中国国際輸入博覧会および国際化粧品
大会の開催都市であることなどを踏まえて、上海
市において、化粧品分野での先進的な技術（例
えば動物代替試験）やパーソナライズを徹底で
きる化粧品に関する申請や備案を可能とする先
行基準づくり等の拠点となることを要望する。

・	化粧品監督管理条例改定やその他法令の改正に
伴って、化粧品に関する法規制が大きく変化する
ことが予想される。条例等の文言だけでは詳細か
つ具体的な適合有無の判断に迷う場合もあり、地
方備案におけるトラブルが多数想定されることか
ら、2017年に「浦東新区において導入された輸入
非特殊用途化粧品備案管理手順( 暫定 )」の事例
（2018年に輸入非特殊用途化粧品備案管理が浦
東新区から全国展開された「国家薬品監督管理局
公告 2018年第88号」）のように、上海市が他地域
に先行して、条例や制度等の法解釈に関するオン
ライン質疑システムの開設をすることを要望する。

・	中国国内生産販売、輸入販売、EC販売などさま
ざまな販売形態がある中において、企業が市場
抜き取り検査を受検する際、検査対象品が正規
販売店での購入品（自社製品）であるのか、もし
くは非正規店での購入品（偽物）であるかを、当
該企業が事前に確認した上で受検できるように
するとともに、当局がその検査結果を公表する
場合には、消費者と当該企業の公平性を保つ運
用ルールを策定することを要望する。例えば、偽
物であった場合は偽物と表示して公表したり、非
正規店が薬事未取得または非正規ルートで輸入
販売する非正規品については現地法人と関係の
ない非正規品であることを表示して公表する運
用ルールの策定を要望する。

輸入緩和拡大～3C認証規制～
・	国家認証認可監督管理委員会と上海自由貿易試
験区が協力覚書を締結し、上海自由貿易試験区
での3C認証規制の認証プロセスと要提出書類を
簡素化するとされていることから、引き続きさらな
る簡素化への取り組みを継続するよう要望する。

越境EC
・	越境ECポジティブリストについて、一般貿易で
輸入が許可されているもの（トマトジュース、清
酒、鰹節、水溶性食物繊維、飴、チョコレートな
ど）について追加を要望する。

通信
・	2019年6月30日付のネガティブリストで一部緩
和が進んだことは評価するものの、①インター
ネット接続サービスの解禁、②インターネット
データセンター（IDC）業務の解禁、③通信エリ
ア限定の撤廃、④MVNOの解禁、⑤ICPライセン
スの緩和等を引き続きお願いしたい。また、新型
コロナウイルス感染症の拡大以降、日中間の人
の往来に大きな制限がある中、日系企業や取引
先企業がITツールを用いて日本側と容易に情報
共有できるよう、ウェブ会議システムの安定した
接続環境を整備するとともに、日本のウェブサイ
トへの自由なアクセスを認めていただくことを要
望する。

金融
・	FT口座は金融自由化を実現する極めて重要な
役割を担っている取り組みであり、形だけに止ま
らず、実体経済に資する企業の日常経営に役に
立つように政策設計の検討を要望する。また、
地場銀行をはじめとしたFT口座の良い活用事例
等あれば公表を要望する。

・	上海市浦東新区人民政府2017年7月12日通知
浦東新区十三五期間促進総部経済発展財政扶
持弁法が2020年12月31日で期限を迎えたが、
次期通知を前広に公表するよう要望する。財政
補助などの企業側メリットを早めに知り、対応策
を早期に実施するよう要望する。

⑪地域性外国商会
商工クラブの適法な権益の維持・保護
・	外商投資法第27条に従い、上海日本商工クラ
ブが法律・行政法規および規則の規定に照らし
て関連の活動を実施し、自らの適法な権益を維
持・保護できるよう要望する。

⑫交通
・	日中両国政府の合意により、両国間の渡航手続
の見直しが進められている。長期滞在を目的と
したいわゆるレジデンストラックについては、14
日間の隔離を受け入れる渡航者も多く、徐々に
数が増えている一方、短期出張者は長期間の隔
離が受け入れがたく、件数が非常に限られてい
る。短期出張者が上海到着直後からより柔軟に
事業活動ができるよう要望する。
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江蘇省
江蘇省の経済動向

2020年の江蘇省の域内総生産（GRP）は前年比3.7％増
の10兆2,719億元（全国のGDPの10.1％を占める）となっ
た。成長率は全国（2.3％）を1.4ポイント上回り、上海市
（1.7％増）の成長率を2ポイント上回った。第二次産業は
3.7％増の4兆4,226億4,000万元となり、GRP全体に占める
割合は43.1％、第三次産業は3.8％増の5兆3,955億8,000
万元となり、GRP全体に占める割合は52.5％となり、全体
に占めるウエイトが最も大きくなっている。固定資産投資
の伸び率は0.3％増、社会消費品小売総額は1.6％減とマ
イナスに転じ、貿易総額は2.6％増とプラスに転じた。一方
で、商務部の統計によると、江蘇省の対内直接投資は実行
ベースで全国1位、実行額は8.6％増の283億8,000万ドルと
なり、華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）全体の44.1％を
占め、前年に続き高レベルを維持している（表1）。

表1：	 江蘇省の経済動向（2020年）		
項目 金額 伸び率

（％）
GRP（域内総生産）（億元） 102,719 3.7

第1次産業（億元） 4,537 1.7
第2次産業（億元） 44,226 3.7
第3次産業（億元） 53,956 3.8

工業生産付加価値額 (一定規模以上、億元) - 6.1
固定資産投資額（億元） - 0.3

インフラ投資額（億元） - 9.4
民間投資額（億元） - △0.8
不動産開発投資額（億元） - 9.7

社会消費品小売総額（億元） 37,086 △1.6
貿易総額（億元） 44,501 2.6

輸入額（億元） 17,056 5.5
輸出額（億元） 27,444 0.9

対内直接投資
契約ベース（億ドル） - -
実行ベース（億ドル） 284 8.6

消費者物価指数（CPI） - 2.5
都市住民1人あたり可処分所得（元） 53,102 4.0

出所：	江蘇省統計局の発表をもとにジェトロ作成
	
2020年、江蘇省への対内直接投資を地域別にみると、
蘇北地域は投資額（実行ベース）が前年比7.3％増の55億
2,499万ドルとなり、江蘇省全体の19.5％を占めた。一方、
蘇中地域は3.6％増の56億7,746万ドルとなり、蘇南地域は
10.9％増の171億8,142万ドルと伸び率が拡大した。

淅江省
淅江省の経済動向
2020年の浙江省の域内総生産（GRP）は前年比3.6％増
の6兆4,613億元（全国のGDPの6.4％を占める）となった。
成長率は全国（2.3％）を1.3ポイント上回った。産業別で
は、第二次産業が3.1％増の2兆6,413億元、第三次産業が
4.1％増の3兆6,031億元でGRP全体に占める割合はそれぞ
れ40.9％、55.8％となった。固定資産投資は5.4％増とな
り、成長率は全国（2.7％）を2.7ポイント上回った。貿易総

額は9.6％増の3兆3,808億元であった。浙江省への対内直
接投資は実行額で16.4％増の158億ドルであった。先行指
標となる契約額は19.6％減の351億ドルとマイナスに転じた
（表2）。

表2：	浙江省の経済動向（2020年）		
項目 金額 伸び率

（％）
GRP（域内総生産）（億元） 64,613 3.6

第1次産業（億元） 2,169 1.3
第2次産業（億元） 26,413 3.1
第3次産業（億元） 36,031 4.1

工業生産付加価値額 (一定規模以上、億元) 16,715 5.4
固定資産投資額（億元） - 5.4

インフラ投資額（億元） - -
民間投資額（億元） - 2.6
不動産開発投資額（億元） - 6.8

社会消費品小売総額（億元） 26,630 △2.6
貿易総額（億元） 33,808 9.6

輸入額（億元） 8,628 11.2
輸出額（億元） 25,180 9.1

対内直接投資
契約ベース（億ドル） 351 △19.6
実行ベース（億ドル） 158 16.4

消費者物価指数（CPI） - 2.3
都市住民1人あたり可処分所得（元） 36,197 △3.5

出所：	浙江省統計局の発表をもとにジェトロ作成

浙江省への対内直接投資を実行ベースで都市別にみる
と、舟山市は前年比171.3％増と成長率1位であった。杭州
市の投資額は72億0,184万ドルと浙江省全体の45.6％を占
め、引き続き大きな投資額を維持し、省全体の投資額を押
し上げた。投資額トップ3位の杭州市、嘉興市（26億4,663
万ドル）、寧波市（24億6,784万ドル）を合計すると、浙江省
の投資総額の78.0％を占めた。

＜建議＞
環境・省エネ、都市開発等における問題点・要望
①	工場立退きに当たっての十分な情報開示および
補償の確保を要望する。

②	工業用地譲渡条件について透明性の確保を要
望する。

③	電力制限規制の撤廃並びに止むを得ない制限
時には事前通知の徹底を要望する。

④	環境政策にかかわる紹介、解説をセミナーのよ
うな形で幅広く行っていただくことを要望する。
その際、日本企業の接点となるジェトロ等の日本
の機構を通じ、日系企業に多様な環境情報を紹
介いただくことを要望する。

⑤	化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な
実施を要望する。

⑥	バランスの取れた環境規制への取り組みを要望
する。

⑦	廃棄物処理に対する環境整備を要望する。
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通関上の問題点・要望
⑧	輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の
軽減を要望する。

⑨	関税率見直しに関する周知を徹底するととも
に、適正な導入期間を設けていただくよう要望
する。

金融に関する問題点・要望
⑩	外貨換金規制の緩和を要望する。

⑪	企業の海外送金並びに海外投資に関し送金金
額の上限撤廃を要望する。

日系企業の円滑な活動支援への要望
⑫	対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジ
ネス環境実現を要望する。

⑬	日系企業クラブ等への活動支援と交流促進を要
望する。

その他
⑭	税務管轄区間をまたがる事業所の移転の円滑
化を要望する。

⑮	建設業における分公司設立・納税指導の廃止や
さまざまな制限緩和を要望する。

⑯	食品安全法に対する細則策定を要望する。

⑰	企業のガバナンスが強化できるような政策の策
定、実施を要望する。

⑱	政府管理下の大型プロジェクトに関する入札に
ついて、公平性、公開性を改善いただくよう要望
する。

⑲	不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制
緩和を要望する。

⑳	海外との通信環境の改善を要望する。

㉑	交通、医療を中心とした生活環境の改善を要望
する。
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広東省
2020年の広東省の域内総生産（GRP）は11兆760億9,400万

元、成長率は2.3％であった。投資が景気を下支えした一方、消
費、貿易の伸び率は新型コロナウイルス感染症の影響により前
年比で減速した。広東省日系企業における経営上の問題点の
第1位は「従業員の賃金上昇」（71.9％）、第2位は「競合相手の
台頭（コスト面で競合）」（54.4％）、第3位は「環境規制の厳格
化」（50.4％）であった。

広東省の経済動向
2020年の広東省のGRPは11兆760億9,400万元、成長率は

2.3％であった。産業別では、第一次産業は3.8％増の4,769億
9,900億元、第二次産業は1.8％増の4兆3,450億1,700万元、第三
次産業は2.5％増の6兆2,450億7,800万元だった。項目別にみる
と、固定資産投資（農家含まず）は前年比7.2％増（前年の伸び率
と比べ3.9ポイント低下）だった。社会消費品小売総額は前年比
6.4％減（14.4ポイント低下）の4兆207億8,500万元となった。

貿易額は前年比0.9％減（0.7ポイント低下）の7兆844億元
だった。うち、輸出が0.2％増（1.4ポイント低下）の4兆3,498億
元、輸入が2.6%減（0.3ポイント上昇）の2兆7,300億元だった。

2020年の広東省の対内直接投資は、契約件数が1万2,864
件（前年比10.4%減）、実行額は1.620億3,000万元（6.5％増）
だった。

具体的問題点、改善要望
2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により、日本から

の新規渡航に関し招聘状が必要となったが、当初招聘状の申請
が大企業しか認められないケースが省内各地で見られた。また、
帯同家族の招聘状については、2021年の旧正月前後より発行
が制限されている状況である。

深圳市においては2021年3月15日から招聘状の基準が厳しく
なり、外資系企業が招聘状を申請する際に市・あるいは区政府
からの招聘状が必要になるなど、厳しい措置が取られている。

ジェトロが2020年8～9月に実施した現地進出日系企業を
対象とするアンケート調査「2020年度アジア・オセアニア進出
日系企業実態調査（以下、実態調査）」の在広東省日系企業
の回答を見ると、経営上の問題点の第1位は「従業員の賃金上
昇」（71.9％）、第2位は「競合相手の台頭（コスト面で競合）」
（54.4％）、第3位は「環境規制の厳格化」（50.4％）であった。
特に環境規制は広東省において特に厳格となっており、排水・
雨水の分流などが企業に対し求められている。

地方政府等との交流の状況
ジェトロ広州事務所は在広州日本国総領事館、各商工会と協

力し、広東省政府との関係強化を続けており、2020年度には広
州市、深圳市、東莞市との意見交換会を下記の通り行った。

商務部アジア司と日系企業との座談会
・2020年5月27日
・中国側参加者：商務部アジア司副司長、広東省投資促進局を
はじめとする関係部局などから5名が参加。

・日本側参加者：広州日本商工会会長・副会長、ジェトロ北京事
務所、広州事務所などから10名が参加。

・交流内容：コロナ下における広州日系企業の復工復産の状
況、また大湾区に関する提言書につき共有。大湾区に関し、
関連部署との意見交換などの対話スキームの構築を、商務
部・広東省との間で合意した。また、移動制限や駐在員のビザ
制限の緩和に関し、広東省商務庁との連携により、駐在員の
ビザ取得に向け調整を開始することで合意した。

大湾区の金融政策に関する座談会
・2020年6月17日
・広州市側参加者：広東省商務庁、広東省投資促進局、中国人民
銀行広州分行をはじめとする関係部局などから9名が参加。

・日本側参加者：在広州日本企業、広州日本商工会会長・副会
長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広州事務所などから21
名が参加。

・交流内容：「広東・香港・マカオベイエリア建設への金融サ
ポートに関する意見」について、中国人民銀行広州分行、広
東銀保監局と広東証監局から解説があり、日系金融機関等か
ら、今後の「意見」に関する細則の予定および日系企業に対
する期待などに関しての質問が寄せられた。

広州市と日系企業との意見交換会
・2020年10月22日
・広州市側参加者：広州市副市長を筆頭として商務局、税関を
はじめとする関係部局などから40名が参加。

・日本側参加者：在広州日本企業、広州日本商工会会長・副会
長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広州事務所などから39
名が参加。

・交流内容：現地日系企業から、新型コロナウイルス感染症に
よる影響・人的往来、交通、雇用、都市開発、環境、貿易・輸
出入等要望事項を取りまとめ、現地政府と意見交換を実施。
要望事項に対する回答を得た。

深圳市と日系企業との意見交換会
・2020年12月11日
・深圳市側参加者：深圳市副市長を筆頭として商務局、対外友
好協会をはじめとする関係部局などから23名が参加。

第３章
華南地域（広東省、福建省、海南省）
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・日本側参加者：在深圳日本企業、深圳日本商工会会長・副会
長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広州事務所などから37
名が参加。

・交流内容：現地日系企業から新型コロナウイルス感染症対策
に関する緩和措置、深圳市の都市計画、危険廃棄物処理等
の要望事項を取りまとめ、現地政府と意見交換を実施。要望
事項に対する回答を得た。

東莞市と日系企業との意見交換会
・2020年9月16日
・東莞市側参加者：東莞市副市長を筆頭として外事局、商務局
をはじめとする関係部局などから15名が参加。

・日本側参加者：在東莞日本企業、東莞各地の日本商工会会
長、在広州日本国総領事館、ジェトロ広州事務所などから14
名が参加。

＜建議＞
　各現地政府との意見交換会にて日系企業から提出
された主な課題・要望、および企業訪問時に提起さ
れた問題を以下の通り建議事項としてまとめた。

新型コロナウイルス感染症に対する人的往来にかか
わる課題・要望
①	入国時における隔離対象ホテルについて、往来が増
えるにつれ隔離ホテルの空きがひっ迫しており、人
によっては通常のホテルよりもかなり質が劣るホテ
ルに隔離されるケースが散見されている。また、幼
い子供を連れての隔離の場合でも、単身者と同程度
の広さの部屋しか用意されないケースもある。入国
時の隔離ホテルについて、最低限の質を担保いただ
くとともに、子供を連れての隔離の場合は単身者よ
り広い部屋での隔離としていただくなど、個々の事
情に配慮した設備を整えていただくよう要望する。

②	広東省においてはビジネストラックの運用に関する
細則がまだ発表されていない。ビジネストラックの
細則を定め、日本企業をはじめとする外資系企業に
広く周知していただくとともに、運用を徹底していた
だくよう要望する。

③	企業の復工復産が円滑に進むことは、広東省並びに
各市の経済にとってもメリットがあるため、招聘状の
円滑な発行につき支援を要望する。

環境規制に関する課題・要望
　広東省では危険廃棄物の処理業者の数が不足してお
り、企業によっては手配するまでの間危険廃棄物を
自社で保管しなければならない状況が続いている。
処理業者の数を増加していただくよう要望する。

通関にかかわる課題・要望
　広州での貨物輸入にかかる通関（CIQ含む）時間
が、上海と比べかなり遅いとの指摘がある。本来で
あれば広州で通関されるべき貨物が上海等に流れ
ている可能性がある。広東・香港・マカオ大湾区構
想や広州における物流、商流の円滑化のためにも、
具体的な改善に向けた対応・対話を要望する。

外国人工作許可証にかかわる課題・要望
　60歳以上の外国人に対する「工作許可証」更新の
基準が厳しくなり、Aランク人材でなければ受理さ
れなくなった。そのため、業務経験の豊富な技術人
材など、企業活動に不可欠な人材の更新ができなく
なっている。年齢で一律に線引きするのではなく、
技術や専門性を踏まえ、必要性に応じた外国人工
作許可証の更新を行うよう、年齢制限や条件の緩
和を要望する。

福建省
2020年の福建省の域内総生産（GRP）は4兆3,903億元、成長率

は3.3％であった。固定資産投資、消費は前年比減となったが、貿
易は前年比5.5％増と好調であった。ジェトロのアンケートでは、日
系企業の黒字企業の割合は減少したが、事業拡大意欲は前年に
比べ7.6ポイント上昇した。従業員の賃金上昇などコスト増加が最
大の課題であるが、人材の採用難も引き続き課題となっている。

福建省の経済動向
2020年の福建省の域内総生産（GRP）は4兆3,904億元、成

長率は3.3％であった。産業別にみると第一次産業は3.1％増の
2,732億3,200万元、第二次産業は2.5％増の2兆328億元、第三
次産業は4.1％増の2兆842億元であった。

項目別にみると、固定資産投資（鉄道を含まず）が前年比0.4％
減（前年の伸び率と比べ6.4ポイント低下）、社会消費品小売総額
は前年比1.4％減（11.4ポイント低下）の1兆8,626億元となった。

貿易額は前年比5.5％増（2.1ポイント上昇）の1兆4,036億元
で、うち輸出が2.3％増（5.5ポイント低下）の8,474億元、輸入が
10.6％増（4.3ポイント上昇）の5,561億元だった。特にASEAN向
けが、輸出入ともに2ケタ増となった。

対内直接投資額（実行ベース）は、前年比10.3％増の347億
9,000万元だった。

具体的要望、問題点
福建省の日系企業は、主に福州市、アモイ市とその近郊に進

出している。新型コロナウイルス感染症の影響下において、招聘
状の発行や、省をまたがる移動に関して政府から非常に厳しい
措置が設けられ、省・市をまたいだ出張等が2021年の春節前ま
で実質的に制限されている状況であった。

福建省進出日系企業の課題について、第1位は「従業員の
賃金上昇」（70.8％）、第2位は「人材(一般ワーカー)の採用難」
（57.1％）、第3位は「取引先からの発注量の減少」（50.0％）と
なっている。特に人材の確保は2年連続で省・市別でトップとなっ
ており引き続き課題となっているとともに、新型コロナウイルス
感染症の影響で取引先の需要が減少していることが伺える。
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＜建議＞
人的往来に関する課題・要望
　日中間で短期出張者は、PCR検査等の条件により、
隔離免除等の調整が進んでいるが、駐在員は依然
として隔離と自宅待機が必要となっている。駐在員
も同様の条件で隔離免除の対象に加えていただく
よう要望する。特に福建省では、社区により隔離終
了日の対応が異なり、出張者を不要に足止めする懸
念があるため、統一化するよう指導いただくことを
要望する。

労務上の課題・要望
　特に製造業企業において、採用したワーカー・スタッ
フの離職率が非常に高くなり、企業活動に影響して
いる。派遣会社、社員紹介制度、ネット求人など、各
社採用の手を広げ知恵を絞っているが、入社同日～
1、2週間経たずに離職するケースが本年非常に増え
ている。採用規模は会社により数名、数十名、数百
名とばらばらだが、ほとんどの企業で同じく離職急
増・人員安定しない傾向の増加がみられる。福州市
の日系企業の安定した事業運営のためにも、政府
サポート、アドバイスなどをご検討いただきたい。

海南省
2020年の海南省の域内総生産（GRP）は5,532億3,900万

元、成長率は3.5％であった。固定資産投資が前年比8.0％増、
うち、非不動産開発投資が18.4％増と伸びを牽引した。社会消
費品小売総額は前年比1.2％増（11.4ポイント低下）の1,974億
6,300万元となった。

貿易額は前年比3.0％増の933億元で、うち輸出が19.6％減の
276億4,000万元、輸入が16.8％増の656億6,000万元だった。

海南省の経済動向
2020年の海南省の域内総生産（GRP）は5,532億3,900万元、

成長率は3.5％であった。産業別にみると第一次産業は2.0％増
の1,135億9,800万元、第二次産業は1.2％減の1,055億2,600万
元、第三次産業は5.7％増の3,341億1,500万元であった。

項目別にみると、固定資産投資（農家含まず）が前年比8.0％
増（前年の伸び率と比べ6.4ポイント低下）、うち、非不動産開発
投資が18.4％増と伸びを牽引した。社会消費品小売総額は前年
比1.2％増（11.4ポイント低下）の1,974億6,300万元となった。

貿易額は前年比3.0％増（2.1ポイント上昇）の933億元で、う
ち輸出が19.6％減（5.5ポイント低下）の276億4,000万元、輸入
が16.8％増（4.3ポイント上昇）の656億6,000万元だった。

海南省は2020年6月に「海南自由貿易港総体方案」を発表
し、2025年、2035年、2050年までのロードマップが示された。
その後貿易、投資、資金移動、人材等さまざまな面で政策が打
ち出されている。例えば、2020年7月1日から、島内の離島免税
店での購入限度額を3万元から10万元に引き上げたほか、2020
～2025年までの間は島内に輸入される製品のゼロ関税政策を
「一負三正（1つのネガティブリストと3つのポジティブリスト）」

で管理し、2025年以降は全ての輸入製品へのゼロ関税政策を
実施することを発表した。リストは2021年4月現在、4つのうち3
つが発表されている。

これらの政策により、2020年の海南離島免税品消費額は前
年比2倍となる約275億元（約4,397億円）、2020年6～12月の
消費品輸入額は同3倍の39億3,772万ドル（約4,134億6,000万
円）となった。

具体的要望、問題点
海南自由貿易港に対する日系企業の関心度は非常に高い。

2020年11月11日～14日にかけて、在広州日本国総領事館、広州
日本商工会、ジェトロ広州事務所は在広州日系企業と共に、現
状把握のためのミッションを組成。海口市、博鰲（ボアオ）市、
三亜市、洋浦港を訪問し、海南自由貿易港の重点産業園区11カ
所のうち6カ所を訪問したほか、海南経済発展局副局長、海口
市書記との意見交換を実施した。また、今後政府との間で、ビジ
ネス環境改善に向けた日系企業との意見交換のためのプラット
フォームを構築することで合意した。

海南省には2021年2月末時点で、9店舗の免税店が運営され
ているが、いずれも大手国有企業が運営している。現行の許認
可制度には外資企業の参入規制は明記されていないが、実際に
許可されているのは全て国有企業となっている。

また、海南省は人口が全島で1,000万人弱と、人材面に課題
を抱えている。政府は高度人材の誘致などにさまざまな優遇政
策を設けているものの、慢性的なワーカー不足が課題となって
いる。

＜建議＞
海南自由貿易港に関する課題・要望
①	海南自由貿易港政策に関するより良いビジネス環境
を構築するため、日系企業との意見交換のプラット
フォームを合意に基づき構築いただくよう要望する。

②	海南省は人口が全島で950万人と非常に少なく、人
材面で課題を有している。高度人材の誘致に関して
はさまざまな優遇策を設けているが、労働者の誘
致・教育に関する優遇策も設け、人材面の政策の充
実を図っていただくよう要望する。

③	海南省への投資・貿易をする際、外資企業に対する
優遇策は日系企業からの注目が非常に高いため、
制度をいち早く整えていただくとともに、日本企業
へも幅広く周知いただくよう要望する。

④	島内免税店について、法規上は外資による投資は
制限していないものの、外資企業に対する審査が
認められづらく、現在は中国企業5社による実質的
な寡占状態となっている。免税店の運営について外
資企業も運営に参入できるよう、外資系企業向けの
マニュアルを整備していただくとともに、許認可手
続の際は内資・外資の区別なく公平な審査を行って
いただくよう要望する。
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2020年の遼寧省の域内総生産（GRP）は前年比0.6％増
の2兆5,115億元（約40兆1,840億円、1元＝約16円）だっ
た。吉林省は2.4％増、黒龍江省は1.0％増となり、東北3省
では吉林省のみ中国全体の実質GDP成長率（2.3％）を上
回る成長率となった。

2020年の遼寧省の経済動向
遼寧省の一定規模以上の企業の工業付加価値額は前年
比1.8％増と、全国平均（2.8％増）を1.0ポイント下回った。
紡織業（21.7％増）と農業副産品・食品加工業(11.7％増)と
化学原料および化学製品製造業（10.5％増）による付加価
値額が2ケタ増と好調だった。

固定資産投資総額は前年比2.6％増と、全国平均（2.9％
増）を0.3ポイント下回った。産業別では、第二次産業へ
の投資額が5.1％減となった。不動産開発投資額は5.1％増
だった。

社会消費品小売総額は前年比7.3％減の8,960億9,000
万元だった。都市住民1人あたり平均可処分所得額は
1.5％増の4万376元と、伸び率が全国平均（1.2％増）を上
回った。

貿易総額は、前年比9.9％減の6,544億元だった。うち、輸
出額が15.3％減の2,652億2,000万元、輸入額が5.8％減の
3,891億8,000万元となった。輸入品目別では原油が1.2％
増の1,134億1,000万元となった。

遼寧省統計局は2020年の同省の経済動向について、「経
済は四半期ごとに安定的に回復している」と分析した(2021
年1月23日付発表)。

瀋陽市、大連市の2020年の経済動向
瀋陽市
・2020年の域内総生産は前年比0.8％増の6,571億6,000
万元となった。産業別にみると、第一次産業と第二次
産業とも2.9％増、第三次産業が0.6％減だった。
・一定規模以上の企業の工業付加価値額は前年比2.8％増
（全国平均と横ばい）となった。
・固定資産投資額は前年比4.1％増、うち不動産開発投資
額は5.2％増だった。
・社会消費品小売総額は前年比5.4％減の3,637億6,000
万元で、都市住民1人あたり平均可処分所得額は1.3％
増の4万7,413元となった。
・貿易総額は前年比4.2％減の1,028億1,000万元で、
うち輸出額が13.2％減の274億4,000万元、輸入額が

0.4％減の753億7,000万元だった。対内直接投資額
（実行ベース）は7億1,000万ドルとなった。
・2021年3月現在の瀋陽日本人会の法人会員数は103社。

大連市
・2020年の域内総生産は前年比0.9％増の7,030億4,000
万元となった。産業別にみると、第一次産業が3.2％
増、第二次産業が4.3％増、第三次産業が2.5％減と、
第二次産業の伸びが高かった。
・一定規模以上の企業の工業付加価値額は前年比3.8％増
と、全国平均（2.8％増）を1ポイント上回った。
・固定資産投資額は前年比0.1％増、うち不動産開発投資
額は5.9％増だった。
・社会消費品小売総額は前年比11.5％減となった。都市
住民1人あたり平均可処分所得額は2.0％増の4万7,380
元と、全国平均（1.2％増）を0.8ポイント上回った。
・貿易総額は前年比11.7％減の3,854億2,000万元で、う
ち輸出額が13.8％減の1,672億6,000万元、輸入額が
10.0％減の2,181億6,000万元だった。
・外務省「海外在留邦人数統計」によると、2019年
10月1日時点の日系企業数は1,892社、在留邦人数は
4,787人。2021年3月現在の大連日本商工会の会員数
は743会員。

第４章
東北地域（瀋陽市、大連市）
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表：	 遼寧省、瀋陽市、大連市の経済動向（2020年）

項目
遼寧省 瀋陽市 大連市

金額 伸び率
（％） 金額 伸び率

（％） 金額 伸び率
（％）

GRP（域内総生産）
（億元） 25,115.0 0.6 6,571.6 0.8 7,030.4 0.9

第1次産業
（億元） 2,284.6 3.2 303.6 2.9 459.2 3.2

第2次産業
（億元） 9,400.9 1.8 2,160.4 2.9 2,815.2 4.3

第3次産業
（億元） 13,429.4 △0.7 4,107.6 △0.6 3,756.0 △2.5

工業生産付加価値
額（一定規模以上、
億元）

- 1.8 - 2.8 - 3.8

固定資産投資額-
（億元） - 2.6 - 4.1 - 0.1

インフラ投資額
（億元） - 2.4 - - - -

民間投資額
（億元） - 2.2 - 1.3 - △2.3

不動産開発
投資額（億元） - 5.1 - 5.2 - 5.9

社会消費品
小売総額（億元） 8,960.9 △7.3 3,637.6 △5.4 - △11.5

貿易総額（億元） 6,544.0 △9.9 1,028.1 △4.2 3,854.2 △11.7
輸入額（億元） 3,891.8 △5.8 753.7 △0.4 2,181.6 △10.0
輸出額（億元） 2,652.2 △15.3 274.4 △13.2 1,672.6△13.8

対内直接投資
契約ベース
（億ドル） - - - - - -

実行ベース
（億ドル） 25.2 12.8 7.1 2.0 6.6 2.2

消費者物価指数
（CPI） - 2.4 - 2.3 - 2.1

都市住民1人あたり
可処分所得（元） 40,376 1.5 47,413 1.3 47,380 2.0 

出所：	遼寧省、瀋陽市、大連市の各統計局

＜建議＞
瀋陽市  投資環境にかかわる建議（問題点・改善
要望）
①	生産拠点周辺の総合的なインフラ整備
現状：
　これまでの白書にも掲載してきたテーマである
が、引き続き複数の進出企業から課題として声
が上がっており、改善が進んでいない。瀋陽市に
進出している日本企業の多くは製造業であり、
生産拠点周辺のインフラ整備（電気・水道・ガ
ス・蒸気、道路、公共交通、冬場の暖房等）は、
安定した事業活動を行う上で非常に重要であ
る。一部改善が見られるケースはあるものの、依
然として突発停電などが散見されるほか、雨天
時の排水不良もあり、いずれも企業の生産活動
に大きな影響を及ぼしている。また、公共交通
網の整備遅延は企業の費用負担増にも繋がって
いる。基礎インフラ整備の遅れは企業誘致に対
する障壁となるばかりでなく、進出企業の瀋陽か
らの移転・撤退につながるリスクとなる可能性も

あると考える。

建議：
　生産拠点周辺のインフラ未整備は、企業の事業
活動に課題を与えるだけではなく、瀋陽市の経
済発展への貢献を著しく低下させる要因ともな
る。生産拠点、および周辺地域における総合的
なインフラ環境の一刻も早い整備を要望する。

②	年々負担の増す環境規制対応に対する市政府
の支援

現状：
　これまでの白書にも掲載した産業廃棄物処理業
者の不足を指摘する企業は引き続き多い。加え
て生産拠点周辺の都市化進行に伴う環境規制
強化および関連する負担増を問題点として挙げ
る企業が増えている。空気汚染、騒音、排水等、
企業により対応が必要な対象は異なるが、そも
そも市政府から示される対応基準が不明確で
あったり、中央の政策以上の対応を求められる
ケースもあり、工場の安定操業が確保できない
事態（一時的な操業停止、減産等）に進展するこ
ともある。また他地域のように石炭使用削減の
ための安価な代替燃料供給等の諸施策が示さ
れることなく、一方的に石炭使用の禁止が進み、
企業負担が増加する事例も出ている。

建議：
　産業廃棄物（危険廃棄物)処理業者の不足は、
瀋陽所在の多くの企業が長年にわたり直面して
いる問題であり、早期の解決が望まれる。環境
規制全般については、市政府による対応基準を
明確にしていただくとともに、積極的な実態把握
と企業の安定操業に向けた支援を要望する。

大連市 投資環境にかかわる建議（問題点・改善要望）
①	日中間の往来のための招聘状の発行
現状：
　日本から大連への渡航希望は依然として多く、多
くの日系企業が、日本からの出張や赴任が難し
いことを事業環境上の課題として挙げている。
さらに、招聘状を申請しても発行されない例が
多く、駐在員の交代や、製造設備のメンテナン
ス、ソフトウェア開発の指導・支援など、事業活
動に大きな支障をきたしている。

建議：
　日本からの出張や赴任が支障なく行えるよう、
招聘状のスムーズな発行を要望する。

②	企業の負担軽減に向けた施策の継続
現状：
　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、大
連市においても前年度比で売上が減少するなど
厳しい局面にある日系企業が多い。こうした状況
のなか、社会保険の減免をはじめとする大連市
政府による施策は、企業の損益を下支えし、雇
用の維持や賃金カットの抑制に一定の効果をも
たらした。
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建議：
　今後の業績見通しも引き続き厳しいものになる
と予想されるなか、2021年度も以下の施策が継
続されることを要望する。

・	社会保険の減免

・	増値税、企業所得税の減免

・	人力資源社会保障局の技能トレーニング補助金

・	電気料金の減免

・	人力資源社会保障局の企業休業補助金

③	人材の確保と定着に向けた施策
現状：
　近年、大連市の大学を卒業した優秀な人材の
大連市外への流出が問題となっている。大連市
は、新卒者に対する家賃補助や住宅購入補助な
どの政策実施により、優秀な人材の大連市への
つなぎ止めや市外からの人材招致に力を入れて
いるが、人材流出に歯止めはかかっていない。そ
うした中で、日本語人材の採用が年々難しくなっ
ている。また既存の製造業においても、製造に
携わる人材（工員）の採用が難しくなっている。
このように人材の確保が難しくなってきている点
は、日系企業の投資を呼び込むうえで課題とな
るほか、事業継続の重大なリスクとなっている。

建議：
　各企業が実施する社員向け日本語教育への助
成や大学教育の充実など人材定着のための施
策に加え、人材確保に向けた施策を要望する。

④	60歳以上の人材に対する就業許可条件の緩和
現状：
　60歳以上の日本人に対しては、A類以外の人材
に対する就業許可証の発行条件が厳しく、大連
での就業が認められない事例が散見されてい
る。少子高齢化が進む日本においては、高齢人
材は豊富な経験、知見を有しており、その有効活
用は企業にとって喫緊の課題である。現在、日
本では65歳までの安定した雇用確保が企業に
義務付けられており、優秀な人材を有効に活用
するという観点から今後、大連の日系企業が、
60歳を過ぎた人材の大連での就業を必要とす
るケースが増えてくることが予想される。

建議：
　60歳以上、特にA類以外の人材に対する就業許
可条件の緩和を要望する。

⑤	定年退職者に対する暖房費の企業負担廃止
現状：
　大連市における定年退職者に対する暖房費につ
いては、企業が積み立てた基金から大連市が支
給するか、あるいは企業が直接支給するかのい
ずれかである。定年退職者向けの暖房費負担は
老後の生活を支えるという社会政策にかかわる
ものであり、本来、企業が直接負担すべきもので
はない。中国の他都市では、市政府が基本養老

保険社会統一運営基金より定年退職者に対する
暖房費を支給しているケースがある。

建議：
　定年退職者に対する暖房費の企業負担廃止を
要望する。



356 中国経済と日本企業2021年白書

長体は96％まで

第
４
部   

各
地
域
の
現
状
・
建
議

１．湖北省、湖南省、江西省
2020年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によっ

て企業活動や消費が大きく制限されたため、各省の実態経
済にもマイナスの影響が表れた。2020年における湖北省、
湖南省、江西省の域内総生産（GRP）成長率は、それぞれ前
年比5.0％減、3.8％増、3.8％増となり、いずれも伸び率は
前年比で大幅に縮小した。特に感染拡大の深刻な影響を
受けた湖北省では、2020年1～3月期のGRPが前年同期比
39.2％減、固定資産投資が82.8％減、社会消費品小売総
額が44.9％減と、多くの経済指標で著しいマイナス成長と
なった。しかし、同年3月以降、湖北省では徐々に制限が解
除され、また、企業の操業再開支援や消費クーポンの発行
などの政策的支援もあり、2020年末までに同省のGRPは前
年の95％の水準にまで回復を遂げた。

また、日本人会組織は、湖北省武漢市の武漢日本商工会
(会員企業：154社、2021年2月時点)、湖南省の湖南日本人
会(会員数約100名、2020年12月時点)の2つがある。これら
の地域では、各省・市政府や日本人会組織と協力しつつ、
ジェトロが積極的な投資環境改善に向けた取り組みを実施
している。

湖北省の経済動向
新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）の感染拡大に
よって深刻な影響を受けた湖北省は、2020年の域内総生
産（以下、GRP）が約4兆3,443億4,600万元（前年比5.0％
減）となった。中国全体の実質GDP成長率（2.3％増）を7ポ
イント以上下回ったものの、同年1～3月期（39.2％減）から
34ポイント以上の急速な回復を遂げた。また、2020年の全
国各省(直轄市、自治区)別では第8位となった。GRPを産業
別に見ると、第一次産業が4,131億9,100万元（前年比3.2％
増）、第二次産業が1兆7,023億9,000万元(前年比7.4％減)、
第三次産業が2兆2,287億6,500万元(前年比3.8%減)とな
り、特に第二次産業ならびに第三次産業の付加価値総額が
大きく落ち込んだ。第二次産業のうち、一定規模以上の企
業の工業生産付加価値額は前年比6.1％減となり、41業種
中33業種で減少となった。しかし、ハイテク技術製造業は
4.1％増となり、特に光ファイバー（4.9％増）、リチウムイオン
電池（2.9％増）、電子計算機（36.1％増）、プリント回路基
板（4.9％増）などの製造が大きく伸びた。

固定資産投資額は前年比18.8％減となり、特にインフラ
や工業にかかる投資が20％以上の減少となった。また、湖
北省向け外国直接投資額(実行ベース：2020年)は103億

5,200万ドルで、前年比19.8％減となった。

個人消費は特に回復が遅れている。消費の動向を示す社
会消費品小売総額は1兆7,984億8,700万元(前年比20.8％
減)となった。一方で、自宅で買い物ができるサービスへの需
要が高まったことから、インターネット上での小売総額は前
年比4.6％増となった。また、都市住民一人あたりの可処分
所得は3万6,706元(前年比2.4％減)、農村住民一人あたりの
可処分所得は1万6,306元(前年比0.5％減)となった。

一方で、貿易額は前年比8.8％増の4,294億1,000万元と
なり、伸び率は中国全体（1.9％増）を大幅に上回ったほか、
初めて4,000億元を上回った。そのうち輸出総額は8.7％増
の2,702億元、輸入総額は9.1％増の1,592億元となった。
品目別では、輸出は電気機械製品が1,269億元で輸出総額
のおよそ半分を占め、そのうちICチップの輸出が30.8％増の
75億元と大幅に増加した。一方、輸入でも電気機械製品が
14.2％増の1,083億元で最大となり、輸入のおよそ7割を占
めた。そのうち半導体製造設備が25.8％増の264億元、IC
チップが22％増の229億元となった。貿易相手国・地域別
では、EUとの貿易額が前年比17.1％増の595億元で最多と
なり、米国が22.8％増の572億元、ASEANが5.6％減の555
億元、日本が9.5％増の371億元と続いた。

湖南省の経済動向
湖南省経済は順調な回復を遂げているが、消費の面で
は回復が遅れている。2020年のGRPは4兆1,781億4,900
万元(前年比3.8％増)となった。産業別にみると、第一次産
業が4,240億4,500万元(前年比3.7％増)、第二次産業が1
兆5,937億6,900万元(前年比4.7％増)、第三次産業が2兆
1,603億3,600万元(前年比2.9％増)となった。第二次産業で
は、一定規模以上の工業付加価値総額の成長率は4.8％増
となり、そのうち設備製造業が大きな割合を占めた。

2020年における固定資産投資は前年比7.6％増となっ
た。また、湖南省向け外国直接投資額(実行ベース：2020
年)は209億9,800億ドル(前年比16％増)となった。

湖南省の社会消費品小売総額は1兆6,258億1,200万元
(前年比2.6％減)となったが、インターネット上での小売総額
は前年比17.7％増となった。都市住民一人あたりの可処分所
得は4万1,698元(前年比4.7％増)、農村住民一人あたりの可
処分所得は1万6,585元(前年比7.7％増)となった。

貿易総額は、前年比12.3％増の4,875億元となった。その
うち輸出総額は7.5％増の3,306億元、輸入総額は24.1％増
の1,568億元となった。品目別では、輸出は電気機械製品が
12.2％増の1,498億元で輸出総額の約4割を占めた。一方、

第５章
中部地域(湖北省、湖南省、江西省、安徽省)
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輸入は電気機械製品が21.3％増の662億元、ハイテク技術
製品が44.7％増の451億元となった。貿易相手国・地域別
では、ASEANとの貿易額が30.9％増の810億元で最大とな
り、米国が30.6％増の539億元となった。

江西省の経済動向
2020年の江西省の経済は比較的順調な成長を続けて
いる。江西省の2020年のGRPは、2兆5,691億5,000万元
(前年比3.8％増)となった。GRPを産業別にみると、第一次
産業が2,241億6,000元(前年比2.2％増)、第二次産業が1
兆1,084億8,000万元(前年比4.0％増)、第三次産業が1兆
2,365億1,000元(前年比4.0％増)となった。

固定資産投資額も前年比8.2％増と拡大傾向にある。ま
た、江西省向け外国直接投資額(実行ベース：2020年)は
146億ドル(前年比7.5％増)となった。

社会消費品小売総額は1兆371億8,000万元(前年比
3.0％増)となり、都市住民1人あたりの可処分所得は3万
8,556元(前年比5.5％増)、農村住民1人あたりの可処分所得
は1万6,981元(前年比7.5％増)となった。

貿易総額は、前年比14.3％増の4,010億1,000万元となっ
た。そのうち輸出総額は17％増の2,920億元、輸入総額は
7.5％増の約1,090億元となった。品目別では、輸出はワイヤ
レスイヤホンや携帯電話、PC・タブレット等の在宅勤務に
関連した商品が67％増の567億元となった。貿易相手国・
地域別では、ASEAN、米国、EUをはじめとする主要貿易相
手10カ国・地域との貿易額が16.7％増の3,027億元となり、
貿易額の7割以上を占めた。

新型コロナウイルス感染症による日系企
業への影響
ジェトロ武漢事務所が湖北省進出日系企業に対して実
施した調査（2020年7月23日～29日）では、事業の再開状
況について、7月23日時点で「ほぼ100％」が86％、「70～
80％程度」が10％となった。また2020年末時点での操業
見通しについて、「ほぼ100％」「70～80％程度」と回答し
た企業は合わせて98％に達した。

コロナの2020年の収益への影響見込みについて、「マ
イナスの影響」があると回答した企業は78％となった一方、
「ほぼ影響なし」とした企業は17％となった。また、「マイ
ナスの影響」を受けた企業のうち、収益への見込みとして
51％以上減少した企業の割合は5％にとどまった。

今後の湖北省でのビジネス方針については、「規模を拡
大する」とする企業が23％、「当面（1～2年程度）変更する
計画なし」が72％となり、「規模を縮小する」と回答した企
業はなかった。

日本人駐在員の現地への復帰状況については、2020年7
月23日時点で「ほぼ100％」と回答した企業が61％、「70～
80％程度」が7％となった一方で、「復帰できていない」とす
る企業が17％あった。2021年2月時点で、駐在員の復帰は
一段と進んでいるものの、日中における往来の制限緩和や

査証取得にかかる柔軟な対応を求める声は引き続き多い。

表：湖北省、湖南省、江西省の各種経済指標（2020年）

項目
湖北省 湖南省 江西省

金額 伸び率
（％） 金額 伸び率

（％） 金額 伸び率
（％）

GRP（域内総生産）
（億元） 43,443 △5.0 41,781 3.8 25,692 3.8

第1次産業
（億元） 4,132 3.2 4,240 3.7 2,242 2.2

第2次産業
（億元） 17,024 △7.4 15,938 4.7 11,085 4.0

第3次産業
（億元） 22,288 △3.8 21,603 2.9 12,365 4.0

工業生産付加価値
額（一定規模以上、
億元）

- △6.1 n.a. 4.8 n.a. 4.6

固定資産投資額
（億元） - △18.8 n.a. 7.6 n.a. 8.2

インフラ投資額
（億元） - △22.8 - 4.6 - 4.2

民間投資額
（億元） - - - 3.0 - 3.6

不動産開発
投資額（億元） - △4.4 - 9.8 - 6.2

社会消費品
小売総額（億元） 17,985 △20.8 16,258 △2.6 10,372 3.0

貿易総額（億元） 4,294 8.8 4,875 12.3 4,010 14.3
輸入額（億元） 1,592 9.1 1,568 24.1 1,090 7.5
輸出額（億元） 2,702 8.7 3,306 7.5 2,920 17.0

対内直接投資
契約ベース
（億ドル） 142 △12.8 - - - -

実行ベース
（億ドル） 104 △19.8 210 16.0 146 7.5

消費者物価指数
（CPI） - 2.7 - 2.3 - 2.6

都市住民1人あたり
可処分所得（元） 36,706 △2.4 41,698 4.7 38,556 5.5

出所：	各省政府発表

地方政府との交流状況
湖南省長沙市書記・市長と日系企業との交流会
・2020年6月16日　
・中国側参加者：長沙市委書記、長沙市長はじめ同市の
投資誘致関係者が出席
・日本側参加者：北京等からの出張者および現地日系企
業約30人が参加
・交流内容：長沙市から同市の投資環境につき説明があ
り、日本企業側からは長沙市への期待などについて発
言を行った。

湖北省外事弁公室主任と湖北省進出日系企業有志と
の懇談会
・2020年8月22日　
・中国側参加者：湖北省外事弁公室主任、武漢市外事弁
公室副主任、武漢市経済技術開発区関係者などが出席
・日本側参加者：現地日系企業有志約100人が参加
・交流内容：都市封鎖解除後の復興状況等につき意見交
換を行った。
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湖北省武漢市副市長との「武漢市のさらなる国際化
に向けた座談会」
・2020年10月28日　
・中国側参加者：武漢市副市長ほか武漢市発展改革委員
会、外事弁公室、財政局、商務局等ビジネス環境関連
部門が出席
・日本側参加者：武漢日本商工会渉外部等3名が出席
・交流内容：武漢市の企業支援に感謝するとともに、投
資環境のさらなる改善や企業支援策の説明会開催など
を求めた。

湖北省武漢市副市長との日系企業交流座談会
・2020年11月6日　
・中国側参加者：武漢市副市長ほか武漢市商務局等ビジ
ネス環境関連部門10名が出席
・日本側参加者：輸入博に出席する企業の中国総代表な
ど10名が出席
・交流内容： 上海市で開催された第3回中国国際輸入博
覧会の際に、上海市内で武漢市副市長が主催する形で
実施した武漢市と日系企業との交流会。武漢市の今後
の経済発展への期待等について意見交換を行った。

＜建議＞
①	コロナ禍におけるビジネス越境往来時の隔離条
件緩和

②	日本と武漢、日本と長沙の定期航空便の早期
再開

③	湖北省在住日本人の中国他地域への円滑な移
動確保

④	外国人の中国駐在にかかる就労許可、査証・居
留証取得にかかる柔軟な対応

⑤	日本国総領事館の設立にかかる支持

⑥	法規執行の安定性・透明性・利便性の維持・
確保

⑦	新型コロナワクチンの安定確保

⑧	人件費上昇に対する支援

⑨	工場運営、生活維持のためのエネルギーの安定
供給確保

⑩夏季集中豪雨に伴う浸水被害防止の徹底

⑪	外国人向け医療機関の確保

⑫中国中部地域と中国他地域との物流のさらなる
円滑化
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２．安徽省

安徽省の経済動向
2020年の安徽省の域内総生産（GRP）は前年比3.9％増

の3兆8,681億元となり、成長率は中国全体（2.3％）を1.6
ポイント上回った。産業別に見ると、第一次産業が2.2％増
の3,185億元、第二次産業が5.2％増の1兆5,672億元、第
三次産業が2.8％増の1兆9,824億元とそれぞれGRP全体
の8.2％、40.5％、51.3％を占めた。第三次産業の構成比
が第二次産業を超え、半分以上を占めた。固定資産投資は
前年比5.1％増、社会消費品小売総額は2.6％増で、いずれ
も全国の伸び率（2.9％増、3.9％減）を上回った。貿易総
額は780億5,000万ドルで、前年比13.6％増加した。輸入額
は14.6％増の324億6,000万ドル、輸出額は12.8％増の455
億8,000万ドルとなった。また、対内直接投資の実行額は
2.1％増の183億1,000万ドルとなり、契約額は78.1%減の
51億7,000万ドルとなった（表）。

表：	 安徽省の経済動向（2020年）
項目 金額 伸び率

（％）
GRP（域内総生産）（億元） 38,681 3.9

第1次産業（億元） 3,185 2.2
第2次産業（億元） 15,672 5.2
第3次産業（億元） 19,824 2.8

工業生産付加価値額 (一定規模以上、億元) - 6.0
固定資産投資額（億元） - 5.1

インフラ投資額（億元） - 10.6
民間投資額（億元） - 0.8
不動産開発投資額（億元） 7,042 5.6

社会消費品小売総額（億元） 18,334 2.6
貿易総額（億元） 5,406 14.1

輸入額（億元） 2,245 15.0
輸出額（億元） 3,161 13.5

対内直接投資
契約ベース（億ドル） 52 △78.1
実行ベース（億ドル） 183 2.1

消費者物価指数（CPI） - 2.7
都市住民1人あたり可処分所得（元） 39,442 5.1

出所：	安徽省統計局

2020年、安徽省に新規登録された対内直接投資件数は
393件で、前年比12.9％増加した。対内直接投資契約額は
51億7,000万ドルで、78.1％減と大幅に減少したが、実行額
は183億1,000万ドルで、2.1％とわずかながら増加し、順調
に「第13次5カ年規画」（2020年までに、対内直接投資実
行額を180億ドルに到達させる）の目標を達成した。2020
年末までに、安徽省に投資した世界500強企業は累計89社
となった。

2020年1月～11月の、安徽省への対内直接投資を国・
地域別にみると、香港は引き続き第1位となり、前年同期比
9.5％増加した。また、韓国、英国、ドイツ、英領ヴァージン
諸島の投資額はそれぞれ3.7倍、2.7倍、82.9％、37.5％と増
加した。

新型コロナウイルス感染症の影響もあったが、安徽省の
2020年通年の工業生産付加価値額、社会消費品小売総額
はそれぞれ6.0％増、2.6％増となった。

＜建議＞
①	日本語（もしくは英語）での現地投資環境情報
並びに現地規制情報の発信強化を要望する。

②	円滑な事業運営に向けた支援・協力を要望
する。

③	企業の海外送金に関する制限緩和を要望
する。

④	駐在員の生活環境の改善を要望する。

⑤	日本人在住者と政府当局との交流のサポートを
要望する。
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１．重慶市
2020年の重慶市の域内総生産（GRP）は前年比3.9％増

となり、中国全体の実質GDP成長率2.3％を上回った。域内
総生産額は2兆5,003億元となり、広東省広州市（2兆5,019
億元）に匹敵する規模となった。2020年1月に習近平総書記
（国家主席）が主宰する中央財経委員会で「成都-重慶地区
両都市経済圏」（中国語では成渝地区双城経済圏）形成の
方針が示され、西部地区の経済成長エンジンとしての役割
が期待されている。四川省や四川省内の各都市との間で行
政や社会制度、産業の連携に向けた動きが加速している。

重慶市の経済動向
2020年初の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う操業停
止などから影響を受け、第1四半期の経済成長率がマイナス
になったが、上半期の段階で成長率は前年比プラスに転じ
た。一定規模以上の工業付加価値額は前年比5.8％増となり、
中国全体の成長率2.8％を上回った。社会消費品小売総額
は前年比1.3％増となった。特に新エネ車やスポーツ・娯楽用
品、ウェアラブル・スマートデバイスの小売総額がそれぞれ前
年比31.7％、19.6％、20.4％増加しこれらが消費を牽引した。

貿易総額は前年比12.5％増の6,513億元（うち日本との貿
易総額は21.3％増の284億元）、輸入は同11.9％増の2,326
億元（うち日本からの輸入額は25.3％増の121億元）とな
り、輸出は同12.8％増の4,188億元（うち日本への輸出額は
18.6％増の163億元）となった。なお、ノートパソコンの輸出
額は前年比16.1％増の1,726億元で、重慶市の輸出総額の約4
割を占めた。

表：	 重慶市の経済動向（2020年）
項目 金額 伸び率

（％）
GRP（域内総生産)（億元） 25,003 3.9

第1次産業（億元） 1,803 4.7
第2次産業（億元） 9,992 4.9
第3次産業（億元） 13,207 2.9

工業生産付加価値額 (一定規模以上、億元) - 5.8
固定資産投資額（億元） - 3.9

インフラ投資額（億元） - 9.6
不動産開発投資額（億元） - △2.0

社会消費品小売総額（億元） 11,787 1.3
貿易総額（億元） 6,513 12.5

輸入額（億元） 2,326 11.9
輸出額（億元） 4,188 12.8

消費者物価指数（CPI） - 2.3
都市住民1人あたり可処分所得（元） 40,006 5.4

出所：	重慶市統計局

日系企業の進出状況
重慶市の進出日系企業数は約225社(2020年10月現在、在
重慶日本国総領事館調べ)。日系商工会組織としては、重慶日
本商工クラブがあり、2021年3月時点で法人会員91社・団体、
個人会員13人が加入している。また、在留邦人数は約268人で
ある (2020年10月現在、在重慶日本国総領事館調べ)。

重慶市の日系企業のビジネス展開分野としては、自動車関
連、機械・機器、IT、計測機器、環境技術といった製造業の
ほか、金融、小売・流通業、物流等のサービス産業となって
いる。

日系企業の業績動向および課題
2020年8月から9月にかけてジェトロが中国に進出してい
る日系企業に対して実施したアンケート調査（2021年3月公
表）によると、重慶市に進出している日系企業で、2020年の
営業利益が「黒字」と回答した企業の割合は48.3％で前年調
査時の57.6％から9.3ポイント減、「均衡」と回答した企業の
割合は37.9％で前年の30.3％から7.6ポイント増、「赤字」と
回答した企業の割合は13.8％で前年の12.1％から1.7ポイント
増となった。「黒字」の割合が減った分は「均衡」と「赤字」に
シフトした結果となった。なお、主な省市のなかで「黒字」と
回答した企業の割合が50％を下回ったのは、重慶市と四川省
のみであった。

重慶市の日系企業が抱えている経営課題は回答が多い
順に、競合相手の台頭（63.0％）、取引先からの値下げ要請
（59.3％）、新規顧客の開拓が進まない（55.6％）、技術者の
採用難（50.0％）、従業員の賃金上昇（46.4％）、通関等諸手
続が煩雑（40.0％）、調達コストの上昇（35.7％）、品質管理
の難しさ（35.7％）、従業員の質（32.1％）、取引先からの発注
量の減少（29.6％）であった。

このうち、「競合相手の台頭」「取引先からの値下げ要請」
「新規顧客の開拓が進まない」「技術者の採用難」「通関等
諸手続が煩雑」は、他の省市の中でも重慶市の日本企業によ
り多く見られる課題となっている。

今後1～2年の事業展開の方向性について、「拡大」と回
答した重慶市の日系企業の割合は50.0％（前年45.5％）で、
前年から4.5ポイント上昇、中国全体の平均36.6％（前年
43.2％）を上回る結果となった。主な省市のなかで「拡大」と
回答した企業の割合が50％を超えたのは重慶市と四川省の
みであり、両地域ともに事業の拡大意欲が総じて高い。特に
重慶市では、2021年の見通しについて、営業利益が「改善す
る」と回答した企業の割合は「悪化する」と回答した企業の
割合よりも多く、景気回復やさらなる経済成長に対する期待

第６章
西部地域（重慶市、四川省、陝西省）
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の高さが反映された結果とも言えるが、重慶市の日系企業が
挙げた経営課題の回答内容と合わせて考えてみると、競争
環境が厳しさを増す中、事業の拡大を図らないと生き残って
いけないという危機感の表れとも見ることができる。

地方政府との交流の状況
重慶市政府と日系企業との意見交換会
・2020年4月23日（重慶市）
・中国側参加者：重慶市副市長、市商務委員会、市経済
和信息化委員会等
・日本側参加者：日系企業
・交流内容：新型コロナウイルス感染症によるビジネス
への影響や操業再開について各社が抱える課題や市政
府に対する要望を日系企業から説明。

日系企業を対象としたビザ関連の手続に関する説
明会
・2020年6月29日（重慶市）
・中国側参加者：重慶市外事弁公室、商務委員会、外国
専家局等
・日本側参加者：日系企業、ジェトロ成都事務所
・交流内容：日本から中国への渡航にかかるビザの取得
や招聘状の発行手続について、重慶市側から日系企業
に対し説明。

＜建議＞
①	日系企業との直接対話の継続的な実施
　重慶市政府は2020年4月、新型コロナウイルス
感染症の影響で重慶市の日系企業が直面する
課題をヒアリングするため、日系企業との座談会
（重慶市副市長が出席）を実施した。参加した
日系企業からは、直面するさまざまな課題を汲
み取ってもらううえでよい機会であったとの声が
聞かれた。2020年6月には、日系企業を対象と
したビザ関連の手続に関する説明会を開催し、
日本に一時帰国したまま中国に戻れなくなって
いる日系企業の駐在員・家族等のビザに関する
相談に応じた。日系企業からは、政府の担当者
に不明瞭な点を直接確認することができて良
かったとの声が聞かれた。今後も、このような政
府と日系企業との直接対話の機会を継続的に設
けていただきたい。

②	労働力不足の改善
　重慶市の日系製造業から、慢性的な労働力（特
に直接作業者）不足の状態が続いており、安定
的な生産に支障を来しているとの声が挙がって
いる。重慶市で製造業を営む企業にとって事業
環境上の大きな課題になっているとともに、新
規投資や拡大投資の可能性を阻害する要因に
なっている。周辺地域の職業訓練学校の卒業生
が重慶市に集まるような働きかけや政策措置を

取るなどして、十分な労働力が供給されるよう要
望する。

③	行政サービスの質の向上
　市政府幹部が、対外開放の推進、事業環境の改
善に積極的な姿勢を示す一方で、一部の日系企
業からは、助成制度の利用や認証手続、各種行
政手続など色々な場面で、行政のプロセスが不
透明、当局から十分な説明が得られない、対応
が不親切、担当者によって言うことが違うなどと
いった不満の声が聞かれる。日系企業は後々不
利益を被ることを恐れ表立って当局を批判する
ことはしないが、こうした経験を持つ日系企業は
少なくない。市政府の対外開放の推進、事業環
境の改善に向けた努力や意識が、企業の直接窓
口となる末端の行政部門の現場にまでしっかり
とは行き渡っているとは言えない。当地日系企
業に対する行政サービスの質の向上、行政各当
局の対応の改善を要望する。

④	事務所等移転手続の円滑化
　税務管轄区間をまたがる事業所等の移転にか
かわる工商登記、税務登記の変更手続につい
て、移転前の区政府が税収減少を嫌い処理を渋
るなどの対応が見られ、工商登記、税務登記の
変更手続が円滑に進まないといった事例が報告
されている。現在の中国における行政手続の緩
和や効率化の流れに逆行するものであるととも
に、円滑な企業活動を阻害するものである。移
転手続の円滑な処理を要望する。

⑤	重慶市に投資した企業のさらなる発展に向けた
優遇政策の措置・適用

　企業誘致の際には各種の優遇政策が用意され、
政府も親身な対応を見せるが、投資した後に事
業の拡大を図るにあたり利用可能な優遇措置が
少ないという声がある。追加投資を行う場合な
ど、投資企業が成長する過程の各段階で利用可
能な優遇政策の整備を要望する。

⑥外国人就労許可制度の柔軟な運用と手続の
緩和

　現行の外国人就労許可制度の運用において、年
齢や学歴、就業経験等に関わらず、発行基準の
柔軟な適用により円滑に就業許可が与えられる
よう、当地の状況や各社の状況に応じた制限の
緩和、発行基準の柔軟な適用を要望する。当地
に赴任してから就業許可証および居留許可証の
取得までの一連の手続の簡素化を要望する。

⑦	成都-重慶地区両都市経済圏によってもたらさ
れる効果の提示

　成都-重慶地区両都市経済圏について、日系企
業からは、当該経済圏が日系企業にどのような
メリットをもたらすのかよくわからないという声
が多く聞かれる。この問題に対して、重慶市も、
四川省も、成都市も、日本企業に対して十分納
得のいく回答を示せていない。企業のビジネス
環境がどのように改善し、企業にどのような効果
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をもたらされるのかを、具体的にわかりやすく提
示していただくよう要望する。

⑧	成都-重慶地区両都市経済圏の形成を契機とし
た属地主義的制限の撤廃

　現在、当地に進出する企業が行うオフショア決
済取引（うち資本項目）において、同一省内の
銀行でしか取扱いが認められないといった制
限がある（※1）。成都-重慶地区両都市経済圏
の形成の動きに合わせて、成都市と重慶市それ
ぞれに立地する銀行とその取引先の間ではオフ
ショア取引が自由に行えるよう制限の撤廃を要
望する。

　※1：規定上は企業所在地の金融当局（外貨管
理局）への備案を経て取扱いが可能とされてい
るが、当局がこの備案を受け付けないというの
が実態。

　別の問題として、成都市では、進出時の資本金
開設口座について、同一省市にある銀行で口座
開設するよう金融当局から指導が入る（※2）と
の声が挙がっている。このような指導は、進出企
業にとっては金融機関の選択を制限するもので
あり、域外の銀行にとっては当地に進出する取
引先に対する営業活動を阻害する要因ともなっ
ている。こうした属地主義的な制限の撤廃を要
望する。

　※2：規定上は地域制限がなくなっているにも拘
らず、当局から口頭指導が入るケースがある。重
慶市でも同様の事例がある。

⑨	西部大開発の優遇政策における不平等な競争
環境の是正

　中国政府の西部大開発の政策に基づき、「西部
地区奨励類産業目録」に記載のある業種は企
業所得税が15％の優遇を受けられることになっ
ているが、外資企業への適用は「西部地区奨
励類産業目録」ではなく「奨励外商投資産業目
録」に基づく。このため、「西部地区奨励類産業
目録」に記載があっても「奨励外商投資産業目
録」に記載がない業種では、外資企業は優遇税
率の恩恵を受けることができない。同じ業種でも
「西部地区奨励類産業目録」によって恩恵を受
ける内資企業と外資企業の間で、税負担の適用
に不平等が生じる制度設計となっており、公正な
競争が妨げられる。かかる不平等の是正を要望
する。

⑩	交通マナーの改善
　市内の至る所で路上駐車が多く、住宅地の比較
的細い道路では大型車（バスやトラック等）のす
れ違いができずに渋滞の原因ともなっている。
また、歩道への駐車、バイクの走行、工事で歩道
が封鎖されているなど、歩行者の安全が確保さ
れていないといった指摘も挙がっている。路上
駐車や交通マナーの取り締まり強化、道路事情
の改善を要望する。

⑪	防疫対策における外国人への対応
　日本から当地に戻り集中隔離を経験した日本人
からは、重慶市の隔離施設の生活環境が他の都
市と比べ劣っているとの指摘が多く聞かれた。十
分な生活空間、空調等のハードの面だけでなく、
サービス面でもタオルの交換がないなどの衛生
面での不満や、出前の利用ができない（他の都
市では可能）といった不満の声があった。こうし
た問題は重慶市のイメージを損なうことにもな
りかねない。隔離措置に当たっては他の地域と
そん色ない条件としていただくよう要望する。防
疫対策（健康コードの運用やワクチンの接種含
む）の運用に当たっては、外国人に対するサービ
スに遅れが生じることがないようしっかりとした
準備、体制の整備を要望する。
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２．四川省・成都市
2020年の四川省の域内総生産（GRP）は前年比3.8％

増、成都市は同4.0％増となり、中国全体の実質GDP成長
率2.3％を上回った。第1四半期の経済成長率は前年比マイ
ナスであったが、操業再開が比較的早期に実現し、上半期
の段階で成長率は前年比プラスに転じた。

成都市政府は、2020年以降、日本企業等の参画を期待
する分野に（1）医療・健康（介護サービスなどを含む）、
（2）生態環境、（3）文化・教育、（4）観光、（5）科学技術、
（6）物流、（7）金融、（8）都市建設の8分野を挙げ、これら
8分野での日中協業を「中日(成都)都市建設・現代サービ
ス業開放協力モデルプロジェクト」として、関連する日本企
業の誘致や日中協業の呼びかけを行っている。また、国家
発展改革委員会が主導する「中日(成都)地域発展協力モデ
ル区」が成都高新区に設置され、アニメやゲーム、映画等
の文化クリエーティブ産業の分野で日中協力の進展が期待
されている。

四川省·成都市の経済動向
一定規模以上の企業の工業付加価値額（四川省）は
4.5％増となり、業種別では、コンピューター、通信・電子設
備製造業が17.9％増、石油・天然ガス採掘業12.2％増、化
学原料・化学製品製造業が4.5％増、自動車製造業3.5％
増、酒・飲料・茶等製造業が2.9％増となった。

消費動向を示す社会消費品小売総額（四川省）は前年比
2.4％減の2兆825億元であった。

貿易総額（四川省）は前年比19.0％増の8,082億元（う
ち日本との貿易総額は18.1％増の455億元）、輸入は
18.8％増の3,428億元（うち日本からの輸入額は7.8％増
の217億元）、輸出は19.2％増の4,654億元（うち日本へ
の輸出額は29.4％増の237億元）となった。輸入のうち集
積回路の輸入額は前年比30.4％増の2,221億元（四川省
の輸入総額に占める割合は64.8％）であった。輸出のう
ちノートパソコンの輸出額は前年比29.0％増の1,117億元
（四川省の輸出総額に占める割合は24.0％）、集積回路
の輸出額は前年比17.8％増の970億元（四川省の輸出総
額に占める割合は20.8％）、タブレットPCの輸出額は前年
比49.0％増の788億元（四川省の輸出総額に占める割合
は16.9％）であった。

日系企業の進出状況
四川省の進出日系企業数は自動車等の輸送用機器、IT・
電子関連、小売関連企業等を中心に472社となっている
（2020年10月現在、在重慶日本国総領事館調べ）。日系商
工会組織としては、成都日本商工クラブがあり2020年8月
時点で法人会員134社・団体、個人会員11人が加入してい
る。なお、在留邦人数は457名である（2020年10月現在、在
重慶日本国総領事館調べ）。

表：	 四川省および成都市の経済動向（2020年）

項目
四川省 成都市

金額 伸び
率(%) 金額

伸び
率(%)

GRP（域内総生産）（億元） 48,599 3.8 17,717 4.0
第1次産業（億元） 5,557 5.2 655 3.3
第2次産業（億元） 17,571 3.8 5,419 4.8
第3次産業（億元） 25,471 3.4 11,643 3.6

工業生産付加価値額
（一定規模以上、億元） - 4.5 - 5.0

固定資産投資額（億元） - 9.9 - 9.9
不動産開発投資額（億元） - 11.3 - 9.2

社会消費品小売総額（億元） 20,825 △2.4 8,119 △2.3
貿易総額（億元） 8,082 19.0 7,154 22.4

輸入額（億元） 3,428 18.8 3,047 20.7
輸出額（億元） 4,654 19.2 4,107 23.7

消費者物価指数（CPI） - 3.2 - 2.5
都市住民1人あたり可処分所（元） 38,253 5.8 48,593 5.9

出所：	四川省統計局、成都市統計局

日系企業の業績動向および課題
2020年8月から9月にかけてジェトロが中国の日系企業
に対して実施したアンケート（2021年3月公表）によると、
2020年の営業利益（見込み）が「黒字」と回答した四川
省の日系企業（主には成都市に進出する日系企業、以下同
じ。）の割合は48.4％で前年調査時の58.8％から10.4ポイ
ント減となり、中国全体の平均63.5％（前年の68.5％から5
ポイント減）を下回った。「均衡」と回答した企業の割合は
16.1％で前年の20.6％から4.5ポイント減、「赤字」と回答し
た企業の割合は35.5％で前年の20.6％から14.9ポイント増
となった。「黒字」と「均衡」が減った分、「赤字」にシフトし
た企業が増えた結果となった。

主な省市のなかで「黒字」と回答した企業の割合が50％
を下回ったのは重慶市と四川省のみであった。「赤字」と
回答した企業の割合が3割を超えたのは四川省のみであっ
た。業種別にみると、製造業や企業向け販売(B to B)を主と
する企業では業績の悪化は比較的低く抑えられた一方、消
費者向け販売(B to C)を主とする企業に多く業績の悪化が
見られた。

四川省の日系企業が抱えている経営課題は回答が多
い順に、限界に近づきつつあるコスト削減（53.9％）、競
合相手の台頭（46.7％）、調達コストの上昇（46.2％）、
新規顧客開拓が進まない（43.3％）、従業員の賃金上昇
（40.6％）、主要取引先からの値下げ要請（36.7％）、従業
員の質（34.4％）、取引先からの発注量の減少（33.3％）、
環境規制の厳格化（30.8％）、主要販売市場の低迷
（26.7％）であった。このうち「限界に近づきつつあるコス
ト削減」と「調達コストの上昇」は、他の省市の中でも四川
省の日系企業により多く見られる課題となっている。

新型コロナウイルス感染症の影響について、感染拡大後
におけるビジネス正常化時期の見通しに関する回答結果に
よると、2020年9月の時点で「すでに正常化した」と回答し
た企業の割合は、四川省の日系企業で56.7％であり、全国
平均の29.1％を大きく上回った。ビジネスの正常化は中国の
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中でも比較的早かったと見る日系企業が多かった。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、事業戦略やビジ
ネスモデルの見直しの有無について尋ねたところ、「見直し
を行った、もしくは見直しの予定がある」と回答した企業の
割合は58.1％で、全国平均の44.1％を上回った。具体的な
見直し内容で四川省の日系企業の回答が多かったのは「人
員削減による合理化」と「在宅勤務やテレワークの活用拡
大」など管理・経営体制に関する見直しであった。

今後1～2年の事業展開の方向性について、「拡大」と
回答した割合は、四川省の日系企業で50.0％（前年は
52.9％）となり、中国全体平均の36.6％（前年43.2％）を上
回る結果となった。主な省市のなかで「拡大」と回答した企
業の割合が50％を超えたのは重慶市と四川省のみであり、
両地域ともに事業の拡大意欲が総じて高いことが共通点と
して挙げられる。なお、「拡大」と回答した四川省の日系企
業のうち、「消費者向け販売(B to C)を主とする企業」の拡
大意欲は「企業向け販売(B to B)を主とする企業」よりも低
い結果であった。消費者向け販売(B to C)を主とする企業で
は、2020年から2021年にかけ、新規の出店も相次ぎ見られ
た一方、閉店した店舗も複数あった。

＜地方政府との交流の状況＞
成都市政府と日系企業との意見交換会 
・2020年5月26日
・中国側参加者：成都市副市長、市投資促進局、市商務局等
・日本側参加者：日系企業、ジェトロ成都事務所
・交流内容：新型コロナウイルス感染症によるビジネス
への影響や各社が抱える課題や市政府に対する要望を
日系企業から説明。

日系企業を対象とした中国渡航ビザの手続に関する
説明会
・2020年7月8日
・中国側参加者：四川省外事弁公室副主任、商務庁、科
技庁、成都市外事弁公室等
・日本側参加者：成都日本商工クラブ、日系企業、日中
経済協会成都事務所、ジェトロ成都事務所
・交流内容：日本から中国への渡航に必要なビザの取得
や招聘状の発行手続について、四川省および成都市側
から説明。

成都市政府と成都日本商工クラブとの意見交換会
・2020年8月11日
・中国側参加者：成都市対外友好協会副会長、成都市外
事弁公室、区政府等
・日本側参加者：成都日本商工クラブ
・交流内容：成都日本商工クラブから日系企業に対する
招聘状発行の迅速化を要望。成都市側から迅速化に向
けた努力、改善をはかるとの回答。

四川省政府および成都市政府と日系企業との意見交
換会
・2020年10月20日
・中国側参加者：四川省副省長、四川省経済合作局長、
成都市副市長等
・日本側参加者：成都日本商工クラブ、日系企業、ジェ
トロ成都事務所
・交流内容：日系企業の課題や事業環境の改善に向けた
建議を日本側から説明。四川省および成都市側からは
改善に向けて努力したいとの回答。

＜建議＞
①	日本企業の関心やニーズを踏まえた情報発信
　四川省や成都市、省内各市は日本向けに積極的
な誘致広報活動を展開しているが、省・市政府
のアピールの多くは投資誘致を目的とした開発
区や産業園区の投資環境に関するものが多い。
多くの日本企業にとって、内陸部に対する関心は
投資ではなく内販拡大であり、日本企業が必要
としているのは、具体的なビジネスニーズや市場
情報、潜在顧客の有無やパートナー候補に関す
る情報である。日本企業の関心やニーズを踏ま
えた効果的な情報発信を行っていただくよう要
望する。加えて、日系企業に対して、地元パート
ナーの紹介や日中企業間の交流機会の創出を
積極的に行っていただくよう要望する。

②	日系企業と省市政府との直接対話の継続
　2020年、四川省政府、成都市政府は企業のビジ
ネス上の課題の解決を目的とした日系企業との
各種意見交換会を実施、成都市政府は本白書
に関し市政府内で研究会を開催するなど、当地
日系企業が抱える課題への対応、事業環境の改
善に積極的に取り組む姿勢を示した。今後もビ
ジネス上の課題の解決、当地の事業環境の改善
に向けて、日系企業と省市政府との直接対話の
継続を要望する。

③	日中モデルプロジェクトの推進に向けた優遇政
策、規制緩和の実施

　「中日(成都)都市建設・現代サービス業開放協
力モデルプロジェクト」の推進と「中日(成都)地
域発展協力モデル区」の効果的な運営を図るた
め、他の都市には見られない成都市ならではの
優遇措置や全国に先駆けた規制緩和の適用を
要望する。

④	成都-重慶地区両都市経済圏によってもたらさ
れる効果の提示

　成都-重慶地区両都市経済圏について、日系企
業からは、当該経済圏が日系企業にどのような
メリットをもたらすのかよくわからないという声
が多く聞かれる。この問題に対して、四川省も、
成都市も、重慶市も、日本企業に対して十分納
得のいく回答を示せていない。企業のビジネス
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環境がどのように改善し、企業にどのような効果
をもたらされるのかを、具体的にわかりやすく提
示していただくよう要望する。

⑤	企業と金融機関との取引に関する属地主義的
制限の撤廃

　現在、当地に進出する企業が行うオフショア決
済取引（うち資本項目）において、同一省内の銀
行でしか取扱いが認められないといった制限が
ある（※1）。成都-重慶地区両都市経済圏の形
成の動きに合わせて、成都市と重慶市それぞれ
に立地する銀行とその取引先の間ではオフショ
ア取引が自由に行えるよう制限の撤廃を要望す
る。

　（※1）規定上は企業所在地の金融当局（外貨
管理局）への備案を経て取扱いが可能とされて
いるが、当局がこの備案を受け付けないという
のが実態。

　別の問題として、成都市では、進出時の資本金
開設口座について、同一省市にある銀行で口座
開設するよう金融当局から指導が入る（※2）と
の声が挙がっている。このような指導は、進出企
業にとっては金融機関の選択を制限するもので
あり、域外の銀行にとっては当地に進出する取
引先に対する営業活動を阻害する要因ともなっ
ている。こうした属地主義的な制限の撤廃を要
望する。

（※2）規定上は地域制限がなくなっているにも拘
らず、当局から口頭指導が入るケースがある。重
慶市でも同様の事例がある。

⑥	西部大開発の優遇政策の適用に関する不平等
の是正

　中国政府の西部大開発の政策に基づき、「西部
地区奨励類産業目録」に記載のある業種は企
業所得税が15％の優遇を受けられることになっ
ているが、外資企業への適用は「西部地区奨
励類産業目録」ではなく「奨励外商投資産業目
録」に基づく。このため、「西部地区奨励類産業
目録」に記載があっても「奨励外商投資産業目
録」に記載がない業種では、外資企業は優遇税
率の恩恵を受けることができない。同じ業種でも
「西部地区奨励類産業目録」によって恩恵を受
ける内資企業と外資企業の間で、税負担の適用
に不平等が生じる制度設計となっており、公正な
競争が妨げられる。かかる不平等の是正を要望
する。

⑦	外資小売店舗におけるタバコ販売の規制にかか
わる制限の緩和

　現在、タバコの販売が外資企業に認められてお
らず、タバコ販売が可能な他の内資企業との間
で、直接的な売上に限らず、集客力の面において
も、不平等な競争を強いられる要因となってい
る。当該制限の撤廃、緩和を要望する。

⑧	防疫対策における外国人への対応
　新型コロナウイルスの感染拡大後、当地と日本
との間で旅客直行便が長期間、運休の状態が
続いている。本稿を執筆している2021年3月時
点で運航は再開されておらず、当地の日本人は
長きに渡って不便を強いられる状況が続いてい
る。直行便の早期再開を要望する。日本から当
地への隔離条件（隔離施設の水準や隔離期間）
については、中国の他の都市に比べ不利な条件
とならないよう配慮いただきたい。防疫対策（健
康コードの運用やワクチンの接種含む）の運用
に当たっては、外国人に対するサービスに遅れ
が生じないようしっかりとした準備と体制の整備
を行ったうえで実施いただくよう要望する。

　なお、かねてより本書で要望してきた「就業許可
に関する年齢、学歴等の制限の緩和」に対し、成
都市政府から2021年3月、ジェトロ成都事務所に
対し、A類・B類の人員の年齢や学歴の制限を緩和
し、C類についても状況に応じて柔軟な対応を行う
用意があるとの回答が寄せられた。また、就業許
可証および居留許可証の手続の簡素化および期間
短縮の要望に関しても、就業許可証と居留許可証
の手続に応対するワンストップ窓口が設置され、
同時並行的な審査処理フローの導入によって期間
の短縮が図られている実態が確認されている。本
書の要望事項について実際に改善が図られたこと
を評価するとともに、成都市政府の尽力に感謝し
たい。
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３．陝西省
2020年の陝西省の域内総生産（GRP）の実質成長率は

2.2％で、前年の6.0％から3.8ポイント低下し、全国の実
質GDP成長率（2.3％）を0.1ポイント下回った。陝西省は、
2020年は新型コロナウイルス感染症の深刻な影響を受け
たものの、感染の予防・抑制が成果を上げ、雇用安定と生
活保障の効果は顕著で、経済と社会は穏やかに回復したと
している。2021年の経済成長率の所期目標は、6.5％前後
としている。

2020年の経済状況
2020年の陝西省の域内総生産（GRP）は前年比2.2％増
の2兆6,181億8,600万元だった。GRPを産業別にみると、第
一次産業は前年比3.3％増の2,267億5,400万元、第二次産
業は1.4％増の1兆1,362億5,800万元、第三次産業は2.8％
増の1兆2,551億7,400万元だった。消費者物価上昇率は
2.5％（2019年は2.9％）、固定資産投資額（農家を除く）
は前年比4.1％増（2.5％増）、一定規模以上の工業生産は
1.0％増（5.2％増）、社会消費品小売総額は5.9％減（7.4％
増）だった。陝西省住民1人当たり可処分所得は名目6.3％
増、実質3.7％増の2万6,226元となった。貿易総額は、前
年比7.3％増の3,772億1,000万元、うち輸出は3.0％増の
1,929億6,000万元、輸入は12.2％増の1,842億5,000万
元、貿易収支は87億1,000万元の黒字だった。対内直接投
資実行額は9.2％増の84億4,300万元だった。

陝西省の特徴
陝西省の省都・西安市は、シルクロードの起点として、古
くから国際的な交易や文化の交流が行われてきた。近年
は、中国が国家戦略として進める「一帯一路」（シルクロー
ド経済帯と21世紀海上シルクロード）構想におけるシルク
ロード経済帯の起点として注目されている。また、「一帯一
路」構想を担い、中国の内陸経済を牽引することへの期待
から、2017年4月には、中国（陝西）自由貿易試験区が設立
された。

陝西省は中国の地理的中心に位置し、中国の東西南北
を結ぶ交通のハブである。西部大開発プロジェクトの進展
に伴い、陝西省では高速道路、高速鉄道の開通、西安咸陽
国際空港の拡張など、急速にインフラ建設が進む。鉄道で
は、中央アジア、欧州に至る国際貨物列車「長安号」が開通
しており、2020年の運行本数、貨物輸送量、貨物搭載率の
いずれも全国1位だった。航空では、中国西安咸陽国際空港
が全国十大空港の一つとなっている。

陝西省は、教育レベルが高く、高等教育の在校生は100
万人を超え、人口10万人当たりの高等教育在校生数が全
国3位となっている。2020年の技術契約取引額は1,758億
9,485万元に達し、全国6位だった。豊富な科学教育資源
を生かして航空宇宙産業、IT産業、先端農業等の分野で
中国を代表する産業基盤が形成されている。陝西省にお

ける優秀な人材と産業基盤を生かした研究開発と技術革
新は、中国全体の産業の高度化においても重要な役割を
担っている。

国際都市を目指して
すでに進出している企業が陝西省で安定して操業でき、
外国人が過ごしやすい環境を整備することが、先進的な取
り組みをする外国企業や外国人旅行者の誘致につながり、
陝西省が目標とする内陸の改革開放の高地の建設に有益と
考える。陝西省に進出する日系企業が、いっそう発展を遂
げ、陝西省の経済発展に寄与するために挙げた建議を整理
すると、以下の3点に集約される。

第一に、予見可能性の向上である。環境規制への対応で
は、自社やサプライヤーが地域の大気汚染濃度が高まった
ときなどに急に操業停止の指示を受けて安定供給の責任を
果たすことが困難になり、顧客の信用を失っている事例が
あった。また、突然の停電で事業停止を余儀なくされた企
業もある。すでに進出している企業が陝西省で安定して操
業し、発展できるよう、インフラを整え、規制措置は公平か
つ合理的なルールを前広に書面で公式に発表することを要
望する。

第二に、外国人も過ごしやすい環境の整備である。古
都・西安を有する陝西省は海外からの観光客が多く、国際
文化旅行都市として発展を目指している。こうした海外から
の観光客や生活する外国人も過ごしやすい環境を整備す
ることが、陝西省の持つ都市としての魅力の海外への発信
となり、さらなる企業や旅行者の誘致につながるものと考
えられる。

第三に、総合的な視野に立った、公平で迅速な行政サー
ビスの提供である。陝西省が、世界銀行の報告書「ビジネ
ス環境の現状（Doing Business）」をベンチマークし、陝西
省のビジネス環境と競争力が、中国国内の経済が発展して
いる地域の水準に追いつき追い越すよう取り組んでいるこ
とを歓迎したい。投資環境の改善にあたっては、陝西省進
出企業の実情に即したものとなるよう、政策・法令・計画の
策定過程で日系企業を含む関連企業との情報交換、調整
を十分に行うことを要望する。

引き続き対話継続を
2020年1月、陝西省商務庁との共催で日系企業との意見
交換会が初めて開催されたことに感謝したい。企業の要望
の中には、理解不足によるものもあり、意見交換会で当局か
ら説明を受けて理解が深まったものもあった。企業の円滑
な事業展開にさらなる相互理解が必要な部分もあり、引き
続き陝西省の各関係当局と在陝西省日系企業との定期的
な対話・交流の実施を希望する。
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＜建議＞
1．安定操業環境の確保
①	環境政策
　日系企業が法令遵守を適切に行うにあたり、生
態環境庁、各区政府当局による監視や取り締ま
りなど執行面において、担当者の恣意的な対応
ではなく、内外資問わず統一した基準に基づく
運用がなされることを要望する。加えて、企業に
対する行政指導を行う際には、その根拠法令や
データ等の違反根拠を書面で示す等の説明を
要望する。生態環境部は、「一刀切（個別事情を
顧みない一刀両断措置）」は現に禁じると発表し
ているが、環境監査が突発的に実施され、明確
な理由なく工場の一時的な休業もしくは営業停
止指示を受け顧客の信用を失っている企業もあ
る。操業停止の対象となる事業者を選定する際
の客観的基準の公表、改善実施の猶予期間設
定、事前通知の徹底等、公平かつ合理的なルー
ルを構築することを要望する。

　揮発性有機化合物（VOC）排出量削減において
は、大気汚染状況等で工場稼働規制が要求さ
れ、計画的な生産活動ができない。VOC排出量
が基準値未満であっても、VOC排出工程が存在
しているだけで、規制対象となっている。VOCの
排出量や設置している環境設備など客観的な
基準を設けて、対策を採っている企業は安定供
給の責任を全うできるよう、工場稼働規制の要
求基準の見直しを要望する。

②	電力供給
　2020年も突然の停電で半日間、事業停止を余
儀なくされ、顧客への納入ができなくなった企
業があった。インフラ建設工事の過程で、誤っ
て電線や通信線が切断される事故が発生してい
る。工事方法の見直しや、電線、通信線の保護、
事故発生時のバックアップ経路の確保など、電
力の安定供給対策を要望する。

　瞬時停電が以前より減少してきたものの、発生
予測が全くできず、加工中の部品不良や工作機
械の故障につながり、また開発試験（特に耐久
試験など長期にわたる試験）が中断され、その
復旧工数が開発全体の工数押上げの一因となっ
ている。電力供給インフラの改善と瞬時停電の
撲滅を要望する。

③	人材供給
　慢性的に製造ワーカーの供給が不足している。
製造業への就業指導・就業支援等、効果ある政
策措置を要望する。

2．総合的視野に立った取り組み
①	新型コロナウイルス防疫対応と経済復興
　2020年11月30日から日中間の往来において
ファストトラックの運用が開始されたが、中国に
居住する駐在員が日本へ出張し、中国に戻った
際、依然として2週間以上の集中隔離措置が求
められることが企業にとって大きな負担となって

いる。ファストトラックに関する運用手続を速や
かに明らかにするとともに、企業が利用できるよ
うな合理的な内容（例：帰国後14日間自宅と勤
務先の間の移動を認める）とし、企業に過大な
負担を負わせることがないよう要望する。また、
日中間の直行便フライトの再開および増便を希
望する。

　新型コロナウイルス感染症対策措置により、外
国人の入国ビザ申請に地元政府が発行する招聘
状が必要となったが、招聘状の発行申請の受理
や発行が制限され、新規赴任者、帯同家族が渡
航できないという状況が出現し、企業経営に支
障が出ている。客観的で透明性の高い運用可能
な申請ルールの策定と開示を要望する。

　陝西省内の各行政区、社区で新型コロナウイル
ス感染症防疫のための対策が都度、図られて
いる。この対応はスピード感もあり、評価できる
が、各行政区の対応が異なり、各企業、駐在員に
混乱を来している。各行政区の対応とその変更
は、行政部門のウェブサイト等に書面で発表・周
知し、対策措置の内容を明示することを要望す
る。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた
予防・抑制措置において、各地において「健康
コード」による認証システムが導入されたため、
中国国内出張時、出張先で新たに出張先地域の
「健康コード」を登録する必要がある。西安市の
「健康コード（一碼通）」が中国各地で共通して
使える相互認証の検討を要望する。

　タクシー乗車時、パスポートしか身分証明書を
持たない外国人は登録できない専用アプリへの
登録が求められて乗車できず、日常生活で不便
を感じている。システムの導入にあたっては、中
国の身分証を持たない外国人も利用できるよう
配慮を要望する。

　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大
は、実体経済に打撃を与え、産業構造、生活パ
ターンの根本的な変革を迫り、陝西省進出日系
企業も大きな影響を受けている。投資促進、産
業支援、税制面等において企業のニーズに合致
したより多くの企業支援策を制定・公布し、進
出企業のいち早い復興への支援を要望する。

②	意見聴取、政策周知
　日系企業は法令遵守に誠心誠意取り組んでいく
つもりであるが、法令遵守を適切に行うことが
できるよう、法制度解釈の統一的運用、制度変
更の際の十分な準備期間確保、諸手続の簡素
化・迅速化、申請・照会に対する文書での回答と
いった予見可能性等に資する改善を要望する。
策定される政策・法令・計画が企業の実態に即
したものとなるよう、政策・法令・計画の策定過
程で日系企業を含む関連企業との情報交換、調
整を十分に行うことを要望する。
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長体は96％まで
索 引
あ行

安可（安全可控）
12、102、104

か行

外資規制（外資（の）参入規制、外資参入
制限、外資の参入…制限）
6、8、10、42、206、218、220、280、
284、334

外資（の）参入（外商投資参入）
6、8、10、14、42、44、206、218、
220、222、248、280、284

外商投資法
8、10、12、40、42、44、78、88、
90、92、100、102、104、106、264、
338

居留許可（証）、在留許可
16、62、64、288、294、308、310、
366、374

工業情報化部（工業・情報化部、工信部）
44、76、82、86、170、172、176、
202、204、206、300

個人所得税
12、18、54、56、58、64、216

国家市場監督管理総局
48、50、66、68、74、76、78、90、
110、114、160、162、232、256

国家食品薬品監督管理総局（CFDA）
110、160、256

国家知識産権局
66、74、76、78、90

国家発展改革委員会（発展改革委員会）
10、14、24、42、44、48、84、90、
176、282、284、298、302、360、370

さ行

財政部
12、56、58、60、62、100、102、
104、286、300、302

サイバーセキュリティ法
6、12、90、92、206、214、218

出資比率（投資割合、投資比率、出資割合、
保有比率、持分比率）
8、10、42、220、268、276、278、
280、282、284、308、312

準備期間（猶予期間、移行期間、過渡期、
対応期間）
6、12、20、36、42、44、54、58、
60、84、86、92、152、160、164、
166、186、190、200、240、262、
266、308、310、318、330、332、378

商務部
10、12、14、16、28、36、40、42、
44、48、76、90、248、254、282、
284、310、340、344

税関（海関）
14、18、34、36、38、66、68、74、
76、94、96、98、110、112、116、
118、138、146、150、160、162、
180、190、194、240、244、322、
328、330、332、338、344

生態環境部
80、82、84、170、174、178、378

政府調達（政府調達法）
8、12、40、84、100、102、104、214、
218、302、306

税務局（税務当局、税務機関）
54、56、134、194、316、328、334

増値税
34、54、58、142、144、186、216、
250、286、332、334、354

中国銀行保険監督管理委員会（中国銀保
監会）
14、260、262、264、268、270、274、
276、278、284、286

た行

手続の簡素化（手続の簡易化、手続の円
滑化、手続の緩和）
6、10、36、38、42、44、92、128、
134、200、216、224、226、274、
286、308、310、318、334、366、
374、378

電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版
RoHS、電器電子製品有害物質使用制限管
理弁法、電器電子産品有害物質制限使用
管理弁法）
82、86、190

統一運用（統一的（な）運用、運用統一性、
運用の統一）
36、42、44、112、114、246、310、
318、378

独占禁止法（独禁法）
10、48、50、134

な行

ネガティブリスト
8、10、14、42、44、170、218、220、
222、284、308、338、348

は行

廃棄電器電子製品（産品）回収処理管理
条例（中国版 WEEE）
82、86、184、186、188、190

ビザ（査証）
6、8、16、18、60、62、64、106、
244、288、294、310、316、344、
358、360、366、372、378

付加価値電信業務（付加価値電信サービス）
10、206、214、218、334

不正競争防止法
50、52、252

ま行

模倣品（模倣商品、偽物）
10、66、68、70、74、76、142、144、
164、166、188、190、224、250、
258、338

や行

輸入規制（輸入制限、輸入割当）
112、114、116、118、222、234、236、
238、240、258、336、




